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は　し　が　き

１�　この年鑑は，平成30年（平成30年１月１日から12月31日までの間）における，法
務省（内部部局・審議会等・施設等機関・地方支分部局・特別の機関・外局）の業
務運営状況を概観したものである。
２�　この年鑑は，各部局，施設等機関及び外局が取りまとめた内容を司法法制部にお
いて編集したものであって，第１部「総説」では，法務省全体としての重点施策，
組織，定員及び予算について概説し，第２部「業務の概況」では，各部門別に重要
施策，その他の業務の概況を説明し，「付録」として，予算・決算，公布法務省主
管法律一覧，その他の関係資料を掲載した。
３�　編さんに当たり，関係各部門の御協力に対して，深く謝意を表する次第である。

　　令和元年11月
� 法務省大臣官房司法法制部　　



凡　　　　　例

　統計数字の末尾で四捨五入したものは，その計が合計欄の数字と一致しない場合が
ある。
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第１部　総　　説
第１　重点施策
　法務行政に課せられた使命は，法秩序の維持と国民の権利の保全にあると考えられ
るが，国民生活の安定を確保し，国家社会の平和と繁栄を図るためには，その基盤と
もいうべき法秩序が磐石であって，国民の権利がよく保全されていることが極めて肝
要である。平成30年の法務行政においては，次に掲げる事項に施策の重点が置かれた。
１　法秩序の維持機能の充実強化

　検察庁においては，例年多発する各種事件を適正迅速に捜査・処理し，その公訴
維持に万全を期して，事案の真相究明と適正な刑罰権の実現に努め，もって犯罪の
未然防止及び法秩序維持の機能を果たしてきたところである。
　平成30年においても，前文部科学省国際統括官らに係る収賄等事件等の発生及び
大麻等の薬物事犯や暴力団等の犯罪組織が関与する事犯の多発や犯罪の国際化に伴
う諸外国との捜査共助等を要する事犯の増加といった犯罪情勢に対し，関係諸機関
との密接な連絡・協調を保ちつつ，それぞれ適正妥当な捜査処理，公訴の提起及び
維持を行った。
　また，検察庁及び法務省においては，被疑者取調べの録音・録画の実施や監察体
制の構築等，種々の改革策に積極的に取り組むほか，平成25年６月13日に成立した

「刑法等の一部を改正する法律」により導入された刑の一部の執行猶予制度，及び
平成28年５月24日に成立した「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により導入さ
れた証拠の一覧表の交付手続等に順次適切に対応しているところである。

２　基本法令の改正作業の推進
　法務省では，例年，各部局が中心となり，内外の諸情勢の新しい変化に対応した
基本法令（民法，商法，刑法その他の実体法及び民事訴訟法，刑事訴訟法その他の
手続法並びに司法制度に関する諸法令）の制定及び改正の要否について調査研究を
進め，特段の立法措置を要すると判断される事項については，それぞれ要綱案，法
令案等を作成し，あるいは，法制審議会に諮問を発し，その審議結果を踏まえて具
体的な法令案等を作成するなどの作業を推進している。
　法制審議会民法（債権関係）部会においては，民法（債権関係）の見直しについ
ての審議が進められ，平成27年２月，「民法（債権関係）の改正に関する要綱案」
の取りまとめが行われ，同審議会総会での審議を経て，同月，法務大臣に答申され
た。この答申に基づき，「民法の一部を改正する法律案」及び「民法の一部を改正
する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」を立案し，第189回国会（平
成27年通常国会）に提出した。その後，これらの法律案については，審議未了によ
り継続審議となっていたが，平成29年５月，第193回国会（平成29年通常国会）に
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おいて，「民法の一部を改正する法律」（平成29年法律第44号）及び「民法の一部を
改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成29年法律第45号）
が成立し，同年６月２日に公布された。これらの法律の施行期日は，一部の規定を
除き，令和２年４月１日とされている。
　国際裁判管轄法制（人事訴訟事件及び家事事件関係）部会においては，人事訴訟
事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備についての審議が進められ，平成27年
９月，「人事訴訟事件及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備に関する要綱案」の
取りまとめが行われ，同審議会総会での審議を経て，同年10月，法務大臣に答申さ
れた。この答申に基づき，「人事訴訟法等の一部を改正する法律案」を立案し，第
190回国会（平成28年通常国会）に提出したが，平成29年９月，衆議院解散に伴い
廃案となった。その後，平成30年２月６日，同内容の法律案が第196回国会に提出
され，同年４月18日，「人事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立し，同月25日
に公布された（平成30年法律第20号）。この法律の施行期日は，平成31年４月１日
とされている。
　また，平成27年２月の法務大臣の諮問を受けて，法制審議会民法（相続関係）部
会が設置され，民法（相続関係）等の改正についての審議が進められ，平成30年１月，

「民法（相続関係）等の改正に関する要綱案」の取りまとめが行われ，同審議会総
会での審議を経て，同年２月，法務大臣に答申された。この答申に基づき，「民法
及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」及び「法務局における遺言書の保管
等に関する法律案」を立案し，第196回国会（平成30年常会）に提出した。これら
の法律案は，同年７月６日に可決され，「民法及び家事事件手続法の一部を改正す
る法律」（平成30年法律第72号）及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」

（平成30年法律第73号）が成立し，同月13日に公布された。「民法及び家事事件手続
法の一部を改正する法律」の施行期日は，一部の規定を除き，令和元年７月１日と
され，「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行期日は令和２年７月
10日とされている。さらに，平成28年９月の法務大臣の諮問を受けて，法制審議会
民事執行法部会が設置され，民事執行法の改正についての審議が進められている。
　商法（運送・海商関係）部会においては，商法等のうち運送・海商関係を中心と
した規定の見直しについての審議が進められ，平成28年１月，「商法（運送・海商
関係）等の改正に関する要綱案」の取りまとめが行われ，同審議会総会での審議を
経て，同年２月，法務大臣に答申された。この答申に基づき，「商法及び国際海上
物品運送法の一部を改正する法律案」を立案し，第192回国会（平成28年臨時国会）
に提出したが，同国会から第194回国会（平成29年臨時国会）までにおいては審議
入りすることなく，平成29年９月，衆議院解散に伴い廃案となったため，平成30年
２月６日，第196回国会（平成30年通常国会）に同内容の法律案を再提出した。こ
の法律案については，同年５月18日に可決され成立し，同月25日に公布された（同
年法律第29号）。この法律の施行期日は，一部の規定を除き，平成31年４月１日で
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ある。
　また，平成29年２月の法務大臣の諮問を受けて，法制審議会会社法制（企業統治
等関係）部会が設置され，会社法等の改正についての審議が進められている。
　刑事関係においては，平成28年５月24日，取調べの録音・録画制度の導入，合意
制度等の導入，通信傍受の手続きの合理化・効率化，弁護人による援助の充実化，
証拠開示制度の拡充，犯罪被害者等・証人を保護するための措置等を内容とする「刑
事訴訟法等の一部を改正する法律」が第190回通常国会において成立し，同年６月
３日に公布された（平成28年法律第54号）。同法律に盛り込まれた改正項目は，そ
の大半が同年６月23日，同年12月１日及び平成30年６月１日から順次施行されてお
り，その余についても令和元年６月までの間に施行されることとなる。

３　司法制度改革の成果の定着
　21世紀の我が国社会においては，社会の複雑・多様化，国際化等に加え，規制緩
和等の改革による社会の様々な変化に伴い，司法の役割はより一層重要なものにな
ると考えられ，司法の機能を社会のニーズに応え得るように改革するとともに，そ
の充実・強化を図っていくことが不可欠であると考えられる。このような見地から，
平成11年６月に成立した「司法制度改革審議会設置法」に基づき，内閣に司法制度
改革審議会が設置され，21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明ら
かにし，国民がより利用しやすい司法制度の実現等の司法制度の改革と基盤の整備
に関し必要な基本的施策についての調査審議が行われ，平成13年６月12日に最終意
見（司法制度改革審議会意見）が内閣に提出された。
　司法制度改革審議会意見には，司法制度の機能を充実強化し，自由かつ公正な社
会の形成に資するため，①国民の期待に応える司法制度の構築，②司法制度を支え
る法曹の在り方，③国民的基盤の確立を３つの柱として掲げた上で，司法制度の改
革と基盤の整備に向けた広範な提言が盛り込まれている。
　政府は，同意見を受け，平成13年６月15日，これを最大限に尊重して実現に取り
組み，３年以内を目途に関連法案の成立を目指す旨閣議決定し，同年11月に成立し
た「司法制度改革推進法」に基づき，同年12月１日，内閣総理大臣を本部長，官房
長官及び法務大臣を副本部長とし，全閣僚を構成員とする司法制度改革推進本部を
設置した。
　さらに，政府は，司法制度改革推進法に基づき，平成14年３月19日，司法制度改
革審議会の趣旨にのっとって行われる司法制度改革と基盤の整備に関し政府が講ず
べき措置について，その全体像を示すとともに，司法制度改革推進本部の設置期限
である平成16年11月30日までの間に行うことを予定するものにつき，措置内容，実
施時期，法案の立案等を担当する府省等を明らかにする司法制度改革推進計画を閣
議決定した。
　そして，同計画に基づき，司法制度改革推進本部を中心として，後記のとおり，
法曹養成制度改革関連法のほか，裁判の迅速化に関する法律，司法制度改革のため
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の裁判所法等の一部を改正する法律，法科大学院への裁判官及び検察官その他の一
般職の国家公務員の派遣に関する法律，裁判員の参加する刑事裁判に関する法律，
総合法律支援法，知的財産高等裁判所設置法，裁判外紛争解決手続の利用の促進に
関する法律，法務省が提出した民事訴訟法等の一部を改正する法律，人事訴訟法，
担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律等多数の法
律が成立した。
　司法制度改革推進本部は，設置期限である平成16年11月30日をもって解散し，同
年12月１日，その後の司法制度改革推進に係る政府の施策の統一を図るために内閣
官房に司法制度改革推進室が設置され，平成21年12月１日までの間，必要な総合調
整の事務を行ってきたところであり，司法制度改革は着実に実施されてきた。
　今後は，司法制度改革の成果を国民が真に実感することができるよう，その定着
を図っていくことが重要であり，法務省においては，必要な見直しを行いつつ，司
法制度改革の推進に取り組んでいるところである。

４　司法試験制度及び法曹養成制度の改革
　司法試験制度及び法曹養成制度の改革に関しては，平成14年３月に閣議決定され
た司法制度改革推進計画において，「法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備
の状況等を見定めながら，平成22年ころには司法試験の合格者数を年間3,000人程
度とすることを目指す。」とされた。
　また，より質の高い法曹を養成するという観点から，司法制度改革審議会意見で
は，「司法試験という『点』のみによる選抜ではなく，法学教育，司法試験，司法
修習を有機的に連携させた『プロセス』としての法曹養成制度を新たに整備すべき
である。その中核を成すものとして，法曹養成に特化した教育を行うプロフェッシ
ョナル・スクールである法科大学院を設けるべきである。」とされ，さらに，「司法
試験を，法科大学院の教育内容を踏まえた新たなものに切り替えるべきである。」
とされた。
　これらを受け，司法制度改革推進本部において，新たな法曹養成制度の全体的な
制度設計について検討が進められ，司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律

（平成14年法律第138号）及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法
律（平成14年法律第139号）が第155回国会において可決・成立した。また，法科大
学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律（平成
15年法律第40号）が第156回国会において可決・成立した。さらに，司法修習生に
対し国が給与を支給する制度（給費制）を廃止し，これに代えて，司法修習生に対
し国が修習資金を貸与する制度（貸与制）を導入する裁判所法の一部を改正する法
律（平成16年法律第163号）が可決・成立した。各法律は，司法制度改革推進本部
において法曹養成検討会の検討状況等を踏まえて立案作業が行われたものである
が，法務省としても，司法試験法を所管する立場から，最大限の協力を行ったとこ
ろである。これらの立法措置に基づき，平成16年４月には法科大学院が開校し，平
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成18年５月には，初めての法科大学院修了者を対象とする新しい司法試験が実施さ
れ，1,009人が合格した。直近３年間を見ると，平成28年は1,583人，29年は1,543人，
平成30年は1,525人が合格した。また，法科大学院を経由しない者にも法曹となる
途が確保されるように設けられた司法試験予備試験が平成23年から実施され，同年
は116人が合格し，その後，合格者は増加し，平成30年の合格者は433人となってい
る。なお，新司法試験と併行実施されていた旧司法試験は，平成23年の実施をもっ
て終了した。
　一方で，法科大学院を中核とする新たな法曹養成制度については，法科大学院志
願者の大幅な減少等の問題点が指摘され，現状のままでは，法曹の質を維持しつつ，
その大幅な増加を図るという司法制度改革の理念を実現できないのではないか，と
の懸念も示されるようになった。法務省及び文部科学省は，以上のような問題意識
の下，新たな法曹養成制度の問題点・論点を検証し，これに対する改善方策の選択
肢を整理すべく，両省副大臣が主催する「法曹養成制度に関する検討ワーキングチ
ーム」を開催し，平成22年７月６日，同ワーキングチームにおいて検討結果を取り
まとめた。また，司法修習生に対する給費制については，司法制度改革の一環とし
て成立した前記の裁判所法改正法が施行されたことにより，同年11月１日に一旦貸
与制に移行したが，同月26日，議員立法により，その実施を暫定的に停止する改正
法が成立した。その際の衆議院法務委員会における決議の趣旨及び同ワーキングチ
ームの検討結果を踏まえて，平成23年５月13日，法曹の養成に関する制度の在り方
について検討を行うため，内閣官房長官，総務大臣，法務大臣，財務大臣，文部科
学大臣及び経済産業大臣は，共同して「法曹の養成に関するフォーラム」の開催を
決定した。同年８月31日，同フォーラムにおいて，個々の司法修習終了者の経済的
な状況等を勘案した措置の在り方について，貸与制を基本とした上で，十分な資力
を有しない者を対象に，貸与された修習資金の返還期限について猶予を講ずるべき
であるとの第一次取りまとめがされた。
　同フォーラムの第一次取りまとめを踏まえ，同年11月４日内閣提出法案として，
司法修習生がその修習に専念することを確保するための修習資金を国が貸与する制
度について，修習資金を返還することが経済的に困難である場合における措置を講
ずるため，裁判所法及び法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律の
一部を改正する法律案が第179回国会に提出された。同法案は，第180回国会におい
て継続して審議され，平成24年６月１日，同委員会において，閣法の改正内容に加
え，法曹養成制度全体について，学識経験を有する者等により構成される合議制の
組織の意見等を踏まえつつ，法律施行後１年以内に検討を加えて一定の結論を得た
上，速やかに必要な措置を講ずること，修習資金の貸与については，その検討にお
いて，司法修習生に対する適切な経済的支援を行う観点から，法曹の養成における
司法修習生の修習の位置付けを踏まえつつ，検討が行われるべきものとすることを
内容とする，民主党提案の閣法に対する修正案が提出・可決された。その際，合議
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制の組織は，閣議決定に基づくものとし，従前の検討体制をより強力にすること等
の附帯決議がなされた。同修正案は，同年７月27日，参議院本会議において，可決・
成立（平成24年法律第54号）した。
　なお，貸与制は，平成23年11月に司法修習を開始した司法修習生から適用されて
いる。
　政府においては，法曹の養成に関する制度の在り方について検討を行うため，平
成24年８月21日，閣議決定により，①内閣官房長官を議長とし，関係６大臣で構成
する法曹養成制度関係閣僚会議を設置するとともに，②法曹の養成に関する制度の
在り方について，学識経験を有する者等の意見を求めるため，閣僚会議の下に，法
曹養成制度検討会議を置くこととした。
　同閣僚会議においては，同検討会議取りまとめ（平成25年６月26日）を踏まえ，
同年７月16日，「法曹養成制度改革の推進について」（以下「閣僚会議決定」という。）
を決定した。閣僚会議決定では，法曹有資格者の活動領域の在り方，今後の法曹人
口の在り方，法曹養成制度の在り方（法曹養成課程における経済的支援，法科大学
院，司法試験及び司法修習）について，政府として講ずべき措置の内容及び時期が
示された。
　閣僚会議決定を踏まえ，同年９月17日，閣議決定により，関係６大臣で構成する
法曹養成制度改革推進会議（以下「推進会議」という。）が開催され，また，内閣
官房に法曹養成制度改革推進室が置かれた。同推進室は，推進会議の下に開催され
る法曹養成制度改革顧問会議から意見を聴きながら，平成27年７月15日を期限とし
て検討を進めた。
　また，法曹有資格者の活動領域の拡大については，法務省では，平成25年９月か
ら，「法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会」並びにその下に日本
弁護士連合会との共催により，「国・地方自治体，福祉等」，「企業」及び「海外展開」
の各分野に関する分科会において，法曹有資格者の活動領域の更なる拡大を図る方
策等を検討するとともに試行的な取組を行い，平成27年５月，それらの成果物を踏
まえ，今後の具体的な取組の在り方に関する方針を取りまとめた。
　同年６月30日，推進会議は，法曹養成制度改革を推進するための具体的な取組内
容を明示した「法曹養成制度改革の更なる推進について」（以下「推進会議決定」
という。）を決定した。
　推進会議決定では，法務省においては
①　法曹有資格者の活動領域の拡大に向けた動きが定着するよう環境を整備するこ

と
②　法曹人口の在り方に関する必要なデータ集積・検証を継続して行うこと
③　予備試験について，平成30年度までに行われる法科大学院の集中的改革の進捗

状況に合わせて，予備試験の本来の趣旨に沿った者の受験を制約することなく，
かつ，予備試験が法曹養成制度の理念を阻害することがないよう，必要な制度的
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措置を講ずることを検討すること，司法試験の選択科目について，法科大学院で
の履修状況等を見つつ，その廃止の是非を検討すること

④　司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討すること
などの必要な取組を進めるとされた。
　法務省では，推進会議決定に掲げられた取組の進捗状況等を適時に把握し，これ
らの取組を進めるに当たって必要な連絡協議を行うため，文部科学省と連携し，最
高裁判所及び日本弁護士連合会の参集を得て，平成27年12月14日に第１回法曹養成
制度改革連絡協議会を開催し，平成30年12月末までに合計11回開催した。
　このうち，司法修習生の経済的支援の在り方について，法務省は，各種の調査を
実施したほか，法曹養成制度改革連絡協議会等の場を通じ，最高裁判所や日本弁護
士連合会等との間で必要な連絡・協議を行うなどして検討を進め，平成28年６月に
閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2016（いわゆる骨太の方針）」に
おいても，「司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化…を
推進する」ことがうたわれた。
　このような経過を踏まえ，平成28年12月，法務省，最高裁判所及び日本弁護士連
合会において，①平成29年度以降に採用予定の司法修習生に対する新たな経済的支
援策となる給付制度を新設すること，②法務省が，当該支援策を実施する上で必要
となる裁判所法の改正に向けた作業を進め，次期通常国会における同改正法案の早
期成立に向けて努力すること，③最高裁判所及び日本弁護士連合会は，新制度の円
滑な実施に協力すること，④新たな制度の導入後は同制度について継続的かつ安定
的に運用していくこと，等がそれぞれ確認された。
　これらを受け，平成29年４月，司法修習生に対し修習給付金を支給する制度の創
設等を盛り込んだ裁判所法の一部を改正する法律（平成29年法律第23号）が第193
回国会において可決・成立した。この修習給付金制度は，同年11月に司法修習を開
始した司法修習生から適用されている。

５　法教育
　法教育に関しては，司法制度改革審議会意見において「学校教育等における司法
に関する学習機会を充実させることが望まれる」とされたことなどを受けて，平成
15年７月，法教育研究会を発足させ，同研究会において，我が国における法教育の
在り方について検討を行い，平成16年11月には，その検討結果及び目指すべき法教
育の内容を具現化した４つの教材例を盛り込んだ報告書が取りまとめられた。
　法務省では，上記報告書の趣旨にのっとり，広く国民に対して法教育を普及する
ための施策に取り組むべく，平成17年５月に，法曹関係者，学者，教育関係者，有
識者等で構成される法教育推進協議会を発足させた。
　同協議会においては，学習指導要領を踏まえた学校教育における法教育の実践の
在り方，教育関係者と法曹関係者による連携・協働の在り方などについて多角的な
視点から検討を行っている。
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６　国際仲裁の活性化
　国際仲裁とは，裁判外紛争解決手続の一つであり，国際的な取引等を巡る紛争の
解決について，当事者が選任した第三者（仲裁人）の判断に委ねる紛争解決制度で
ある。
　国際仲裁は，紛争の内容に応じた専門家による判断が期待できること，仲裁手続
や判断が非公開であること，司法の廉潔性に懸念のある国の司法制度の利用を回避
することができることに加え，外国における強制執行が容易であるという点で有用
であり，国際取引を巡る紛争解決手段のグローバル・スタンダードとなっている。
　国際仲裁の件数が世界的に増加する中，特にアジア諸国では，官民を挙げて国際
仲裁の活性化に積極的に取り組んでおり，香港やシンガポールでは国際仲裁の取扱
件数を大幅に伸ばしている状況にある。他方，我が国内における国際仲裁の取扱件
数は，依然として低調に推移しており，その原因としては，国内の企業等における
国際仲裁の意義・有用性等に関する理解が十分ではないこと，国際仲裁に精通した
人材の不足，世界的に著名な仲裁機関や仲裁専門施設の不存在，海外へのマーケテ
ィング不足等といった点が指摘されている。
　以上の状況を踏まえ，国際取引をめぐる紛争解決のグローバル・スタンダードで
ある国際仲裁の活性化に向けた検討を行うため，法務省においては，平成29年３月
に官房審議官（国際・人権担当）を座長とする「国際仲裁の在り方に関する省内検
討ＰＴ」を発足させた。
　また，政府においては，平成29年９月，内閣官房副長官補を議長とし，法務省及
び経済産業省を事務局とする「国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議」が設
置され，平成30年４月に中間とりまとめ「国際仲裁の活性化に向けて考えられる施
策」が公表された。この中間とりまとめでは，人材育成，広報・意識啓発，施設整
備等の基盤整備について，官民が連携して進めるべきとされているところ，法務省
においては，関係府省及び民間団体等と連携して，弁護士や企業関係者等を対象と
したセミナーやシンポジウムの開催等の基盤整備に積極的に取り組んでいる。

７　登記事務処理体制の充実強化
　登記制度は，国民の権利保全に資するとともに，国民の経済活動の円滑な運営に
不可欠な基盤であり，登記事務を適正・迅速に処理して国民の期待に応えることは，
法務局に課せられた重大な使命である。経済の発展に伴い，登記の事務量が増大す
るとともに，地図整備などの表示に関する登記の充実を始めとして，登記行政の充
実・高度化に対する国民の期待がますます高まる一方で，高度情報化社会への登記
行政の対応も急務となっていた。
　そこで，昭和63年から，順次，登記事務のコンピュータ化を図り，不動産登記に
ついては，平成20年３月に全国全ての不動産についてコンピュータ化を完了し，商
業・法人登記については，平成19年５月に全国全ての会社・法人についてコンピュ
ータ化が完了した。これにより，現在では全国全ての登記所において，オンライン



－11－

による登記申請及び登記事項証明書等の請求が可能となり，インターネットを介し
て登記情報を確認するサービス（登記情報提供サービス）も利用可能となった。
　また，登記情報と地図情報の一体的な事務処理を行い，これらの情報の効率的な
情報の維持・管理・提供を通して行政サービスの向上を図るため，平成23年７月ま
でに全ての登記所へ地図情報システムを導入した。平成25年６月からは，全ての登
記所でオンラインによる地図・図面証明書の交付請求をすることができるようにな
り，また，登記情報提供サービスにより地図・図面情報を確認することができるよ
うになった。

８　所有者不明土地問題への取組み
　近年，相続登記がされないことなどが原因で，不動産登記を見ても，所有者が直
ちに判明せず，又は判明しても連絡がつかない土地が増加することにより，公共事
業・災害復旧の遅延や不動産取引の阻害などの問題が生じている。そこで，相続登
記の促進のための各種広報活動に加えて，全国の登記所において，平成29年５月29
日から「法定相続情報証明制度」の運用を開始し，平成30年４月には，利用可能な
手続の範囲を拡大させた。
　また，平成29年10月，登記制度及び土地所有権の在り方等に関する中長期的課題
について研究会が設置されて検討が行われ，平成30年６月には中間とりまとめが公
表され，相続登記の義務化の是非や土地を手放すことができる仕組みの在り方をは
じめとする多くの論点につき，検討の方向性が示された。
　さらに，同年11月15日，法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利
用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され，所有権の登記名義人につい
て，相続が発生していないか，相続が発生している場合に，相続人として登記名義
人になり得る者が誰かを登記官が調査し，相続人に対して登記手続を直接促すこと
で，長期にわたり相続登記がされていない土地を解消する仕組みが設けられるとと
もに，所有者不明土地を適切に管理する仕組みとして，地方公共団体の長等に財産
管理人の選任申立権を付与する民法の特例が設けられた。

９　登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）の包括的民間委託の実施
　登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧といった登記簿等の公開に関する事
務（乙号事務）については，競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平
成18年法律第51号）に基づき，平成18年９月５日に閣議決定された「公共サービス
改革基本方針」において，原則として全ての事務を平成22年度までに官民競争入札
又は民間競争入札の対象とすることとされた。これを受け，平成19年度以降順次，
各法務局・地方法務局において民間競争入札が実施されており，平成30年12月31日
現在，全国416庁のうち410庁で民間事業者により乙号事務が実施されている。

10　矯正施設における再犯防止施策の推進
　矯正施設においては，再犯・再非行防止を実現するため，刑事収容施設及び被収
容者処遇に関する法律，平成27年６月に施行された新たな少年院法及び少年鑑別所
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法，さらには，「再犯防止に向けた総合対策」（平成24年７月犯罪対策閣僚会議決定），
「『世界一安全な日本』創造戦略」（平成25年12月閣議決定），宣言「犯罪に戻らない・
戻さない」（平成26年12月犯罪対策閣僚会議決定）及び「薬物依存者・高齢犯罪者
等の再犯防止緊急対策」（平成28年７月犯罪対策閣僚会議決定）といった政府の決
定による再犯防止対策に加え，「再犯の防止等の推進に関する法律」（平成28年12月
施行）を受けて決定した「再犯防止推進計画」（平成29年12月閣議決定）に基づき，
各種施策を推進してきたところである。
　平成30年は，再犯防止推進計画に基づき，特に就労・住居の確保，学校等と連携
した修学支援，特性に応じた効果的な指導，地方公共団体との連携強化等の取組を
推進した。
　就労の確保については，矯正就労支援情報センター（通称「コレワーク」）において，
雇用支援セミナーの開催，刑務所出所者等の雇用経験が豊富な事業主等アドバイザ
ーの招へいに加え，相談者の通話料負担なく相談に応じられる無料通話回線の整備
等により，事業主からの各種相談に応じられる体制を充実させた。また，多摩少年
院，加古川刑務所，佐賀少年刑務所の３庁において，職親プロジェクト（日本財団
による民間発意の就労支援プロジェクト）に参加する企業の協力を得て，同企業へ
のインターンシップや現場実務に則した訓練の実施等，官民が連携して被収容者の
円滑な社会復帰を目指す取組の充実を図った。
　学校等と連携した修学支援について，在院中における高等学校卒業程度認定試験
の受験機会の付与を継続するとともに，合格率の向上を目指し，同試験の受験指導
を重点的に実施するコースを拡大した。特性に応じた効果的な指導等に関する取組
として，各矯正管区の基幹刑事施設において，介護専門スタッフを１名増配置する
とともに，刑務官を対象とした認知症サポーター養成研修及び福祉機関における実
務研修（勤務体験実習）を実施した。また，薬物依存離脱指導については，刑事施
設入所中から地域の回復支援施設や民間団体と連携したプログラムを実施し，薬物
依存からの回復を一貫して支援する新たな取組の試行に関する検討を開始した。
　地方公共団体との連携強化について，地方公共団体における取組を促進するため，
矯正管区（東京及び大阪）に更生支援企画課を新たに設置し，地方公共団体が取組
を推進する上で必要な再犯に関する統計データ，施策等の情報提供や，地方再犯防
止推進計画等の策定・実施に係る助言・協力を行ったほか，各施設においても，様々
な機会を捉えた広報活動や地方公共団体の職員を対象にした施設見学会を開催する
など，矯正施設と地方公共団体の関係構築，相互理解の増進を行った。
　さらに，少年鑑別所法に基づき，地域社会の非行及び犯罪の防止に寄与するため
に心理的な援助を行う地域援助について，福祉機関等からの援助依頼への対応，検
察庁における入口支援等への協力，家庭裁判所における試験観察への協力など，積
極に取り組むとともに，これらの依頼を通じて蓄積された知見を取りまとめた執務
資料を作成し，更なる推進を図った。
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11　更生保護における再犯防止対策の推進
　更生保護においては，再犯・再非行の防止や刑務所出所者等の円滑な社会復帰の
促進を図るため，平成20年６月１日に施行された更生保護法（平成19年法律第88号）
及び平成28年12月14日に施行された再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法
律第104号），さらには，「再犯防止に向けた総合対策」（平成24年７月犯罪対策閣僚
会議決定），「『世界一安全な日本』創造戦略」（平成25年12月閣議決定），宣言「犯
罪に戻らない・戻さない」（平成26年12月犯罪対策閣僚会議決定）及び「薬物依存者・
高齢犯罪者等の再犯防止緊急対策」（平成28年７月犯罪対策閣僚会議決定）といっ
た政府の決定による再犯防止対策に基づき，特定の犯罪的傾向を改善するためのい
わゆる専門的処遇プログラム，刑務所出所者等に対する就労支援対策，自立更生促進
センター及び就業支援センターの設置・運営，高齢又は障害により特に自立が困難
な刑務所出所者等に対する社会復帰支援等，各種施策を推進してきたところである。
　平成30年は，これらの施策に加え，平成29年12月に閣議決定された再犯防止推進
計画に基づき，刑務所出所者等の就労・住居の確保，高齢者や障害のある者，薬物
依存を有する者への支援，犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援の強
化，保護司活動の基盤整備及び地方公共団体との連携強化等に重点的に取り組んだ。
　特に，就労支援については，矯正施設在所中から就労先の開拓・確保等を民間の
就労支援事業者に委託して実施する「更生保護就労支援事業」の対象地域を１か所
増やし，21か所において実施することとしたほか，全国８ブロックで地方更生保護
委員会が中心となって矯正管区等と協力して，就労支援をテーマにシンポジウムを
開催し，広報啓発活動の強化に取り組んだ。
　住居確保支援については，平成30年に全国103の更生保護施設のうち79施設につ
いて常勤補導職員配置基準を１名増やして，受入れ及び処遇機能の強化を図るとと
もに，引き続き，更生保護施設退所者を定期的に更生保護施設に通所させて生活相
談等を行う地域移行支援の取組を進めた。
　高齢者・障害のある者等の支援については，これまでの矯正施設入所中からの特
別調整とこれに基づく出所後の福祉関係機関等と連携した支援に努めたほか，平成
30年から，保護観察所19庁に更生緊急保護対象者に継続的な生活指導や助言を行う
特別支援ユニットを整備し，起訴猶予となった高齢者・障害のある者等に対する「入
口支援」への取組を開始した。
　犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導・支援の強化については，保護観
察所において，保護観察対象者に対して再犯防止のためのより効果的な指導・支
援を行うためのアセスメントツールであるケース・フォーミュレーション（Case 
Formulation for Probation: CFP）を開発し，平成30年から試行を開始した。
　保護司活動の基盤整備については，保護司・保護司会の地域における活動拠点と
なる「更生保護サポートセンター」について，平成30年度に全国886保護司会の約
９割に設置を拡大した。
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　地方公共団体との連携強化については，保護観察所において，地方検察庁，矯正
施設と連携しながら，平成30年は，主に都道府県，政令指定市を中心に再犯防止へ
の取組に向けた協議や情報交換を重ね，地方公共団体における地方再犯防止推進計
画の策定や全国30か所での地域再犯防止推進モデル事業の実施に協力した。

12　人権擁護活動の推進
　法務省の人権擁護機関では，従来から人権問題の解決に向け積極的に取り組んで
きたところであるが，いじめ，児童虐待，女性に対する暴力を始め，様々な態様の
人権侵犯事象が数多く発生するなど，人権問題はなお深刻な状況にあるといわざる
を得ない。そのため，人権とは何かということを，今一度国民一人一人が考え，人
権尊重の意識を高めることが強く求められている。
　そのためには，「人権の世紀」といわれる21世紀にふさわしい人権尊重社会の実
現を目指して，国民一人一人が主体的に豊かな人権意識を育て，生命の尊さ・大切
さや，他人との共生・共感の大切さを心から実感できるような啓発活動を行ってい
く必要がある。また，平成30年は，世界人権宣言が採択されてから70年の記念の年
に当たることから，平成30年度啓発活動重点目標を「≪世界人権宣言70周年≫みん
なで築こう 人権の世紀 ～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう　違いを認め
合う心～」と定め，各種啓発活動を通じ，人権尊重思想の普及高揚を図った。
　また，今日においても，差別や虐待，いじめなどの人権侵害が数多く発生してい
るほか，高度情報化社会の進展などの急速な社会の変化に伴い，インターネット
を悪用したプライバシー侵害や名誉毀損等，新たな人権問題も生じていることか
ら，全国の法務局・地方法務局に，｢子どもの人権110番」（フリーダイヤル）や「女
性の人権ホットライン」（ナビダイヤル）といった専用相談電話を設置しているほか，
法務省ホームページ上にインターネットによる人権相談受付窓口を開設したり，料
金受取人払の便箋兼封筒である「子どもの人権ＳＯＳミニレター」を全国の小中学
校の児童・生徒に配布したりするなど，人権相談の体制強化を図っている。これら
の人権相談等を通じて，差別や虐待などの人権侵害の疑いがある事案を認知した場
合には，人権侵犯事件として所要の調査を行い，迅速かつ適切な措置を講じること
により，その実効的な救済に努めている。

13　訟務事務処理体制の充実強化
　近年における訟務事件は，量的な面において依然として高い水準を維持している
ばかりでなく，質的な面においても，ますます複雑・困難化してきており，各種専
門分野における最先端の知識・技術に関する事項，あるいは条約ないし諸外国の法
制度に関する事項が問題になるなど，従来の判例・学説のみでは対処できない新た
な問題点を含む訴訟が，全国各地の裁判所に提起され，かつ，大型化・集団化する
傾向にある。平成30年に判決の言渡しがあった重大判決を見ると，東日本大震災に
よる福島第一原子力発電所の事故を契機とした国家賠償請求訴訟，いわゆる建設ア
スベスト訴訟控訴審，平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙の無効請求
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訴訟の上告審等，社会の注目を集めた事件の判決が言い渡されている。このような
判決の結果は，国の行政に大きな影響を与えるものであり，国の施策に対する裁判
の重みは，一段と増し，訟務の役割がますます重要になっている。法務省では，こ
れまでも，訟務担当の官房審議官の新設及び訟務担当の官房参事官の増設，訟務従
事職員に対する研修体制の強化など，組織の充実と職員の能力向上に努めてきたと
ころであるが，政府として統一的・一元的な対応を行うための訟務に関する指揮権
限をより適切かつ効果的に行使するとともに，将来の法的紛争を回避するための予
防司法的機能を始めとする訟務機能を更に充実・強化するため，平成27年４月に，
14年ぶりに訟務局を復活させた。国又は行政庁を当事者等とする訴訟の当事者の一
方である訟務組織は迅速な裁判を実現することが今まで以上に要請されており，昨
年に引き続き，各種事件関係打合せ会の開催，関係行政庁との連係の緊密化及びＯ
Ａ機器の充実や訟務部局間のネットワークの整備による情報技術の活用を図ること
により，訴訟の迅速化の実現に努めているところである。また，行政機関が現実に
抱えている将来争訟に発展するおそれのある法律問題の適切な解決に資するととも
に，紛争を未然に防止して国民の権利・利益に資するべく，平成27年４月から予防
司法支援制度を立ち上げ，より一層予防司法機能を強化しているところ，平成29年
４月からは法務局・地方法務局でも展開し，予防司法機能の全国規模での充実を図
っている。さらに，国益に関する国際的な法律問題についても，国内訴訟における
法解釈や主張立証の知見等を活用して，関係省庁に対する法的側面からの支援を行
っている。

14　適正かつ円滑な出入国管理行政の実現
　出入国管理行政においては，国際交流や経済の発展のために，我が国を訪れる大
多数の問題のない外国人を円滑に受け入れる一方で，テロリストや犯罪者など我が
国の安全・安心を脅かす外国人に対しては厳格な対応を行うという「円滑化」と「厳
格化」の双方の施策を的確に遂行していく必要がある。
　平成28年３月に取りまとめられた「明日の日本を支える観光ビジョン」（明日の
日本を支える観光ビジョン構想会議決定）において，令和２年には訪日外国人旅行
者数4,000万人，令和12年には6,000万人を目指すとされているところ，これを踏ま
え，入国管理局では，テロ対策等の水際対策を強化しつつ，出入国審査手続の迅速
化・円滑化を図ることとしている。
　テロ対策等の水際対策については，個人識別情報，ＩＣＰＯ紛失・盗難旅券情報，
事前旅客情報（ＡＰＩ）及び乗客予約記録（ＰＮＲ）等を活用した厳格な出入国審
査の実施に加え，平成28年10月から上陸審査時に外国人から提供を受けた顔写真と
テロリスト等の顔画像との照合を実施している。
　出入国審査手続については，迅速化・円滑化の推進のため，審査待ち時間短縮の
ための取組，体制の充実強化等を推進するとともに，バイオカートの導入空港の拡
大（平成29年４月及び平成30年５月），上陸・出国各審査場への顔認証ゲートの本
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格導入（平成30年６月）等を実施した。
　また，厳格な入国管理と円滑な入国審査の高度な次元での両立のため，情報の活
用は重要であるため，出入国管理インテリジェンス・センターによる出入国管理に
関する情報収集及び分析の強化を図っている。
　さらに，新たな在留資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」の創設並びに出
入国在留管理庁の新設等を内容とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置
法の一部を改正する法律」（平成30年法律第102号）が，平成30年12月８日，第197
回国会（臨時会）において成立し，同月14日に公布され，平成31年４月１日までに
施行されることとなった。

15　国際協力の充実
　法務省はこれまで，国連と協力して，刑事司法に関する国際研修・研究・調査を
行うとともに，政府開発援助の枠組みの下，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）
と協力して，基本法令の起草，法曹等の人材育成等を柱とする法制度整備支援を行
い，刑事・民事の両分野にわたり，主にアジア地域の開発途上国を対象とした法の
支配及び良い統治（グッドガバナンス）の確立に寄与してきた。これらの国際協力
を通じ，各国における法の支配，グッドガバナンス等を確立普及させていくことは，
各国の健全な発展に寄与するだけでなく，国際的犯罪への対策強化，投資環境の整
備等の観点から国益にも合致し，我が国の国際社会における地位向上にも資する重
要な国際貢献となっている。我が国に対する支援要請は，ますます増加する状況に
あり，法務省としても，我が国との密接な関係を有するアジア地域を中心としつつ，
国際社会に寄与するこれら国際協力業務を一層積極的に推進していく必要がある。
　このような中，平成20年６月に開催された「Ｇ８司法・内務大臣会議」において
は，刑事司法分野における能力向上支援の重要性について認識が共有され，「キャ
パシティ・ビルディング支援に関するＧ８司法・内務閣僚宣言」が採択されるとと
もに，「司法制度及び基本法の整備，法曹養成といった司法分野における技術支援が，
同様に重要な取組であることを強く確信する」との総括宣言がなされた。
　また，平成21年に策定された「法制度整備支援に関する基本方針」（平成25年５
月改訂）や平成27年２月に閣議決定された開発協力大綱，平成30年６月に閣議決定
された「経済財政運営と改革の基本方針2018（いわゆる骨太の方針）」及び「未来
投資戦略2018」等の政府方針においても，自由・民主主義・基本的人権等の普遍的
価値観の共有による開発途上国における法の支配の定着及びグッドガバナンスの確
立並びに日本企業の海外進出に必要な投資環境整備等の観点から，基本法の立法支
援，法制度の運用に従事する専門家の人材育成支援，ガバナンスの強化等の法制度
整備支援を進めることが確認された。さらに，令和２年（2020年）には，国連犯罪
防止・刑事司法会議（コングレス）を日本で開催することとされた。
　これらの動きも踏まえ，法務省では，国連アジア極東犯罪防止研修所を通じて実
施する国際研修の充実・強化を図るとともに，平成19年以降，毎年，東南アジア諸
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国のためのグッドガバナンスに関する地域セミナーを開催するなど，アジア・アフ
リカ等諸国の開発途上国の刑事司法改善のための人材育成に努めているほか，世界
の関係機関や専門家から，刑事司法分野における国連の重要施策に関する情報を収
集するなどしている。
　また，法制度整備支援について，外務省，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ），
最高裁判所，日本弁護士連合会，公益財団法人国際民商事法センター，法律学者等
と協力し，ベトナム・カンボジア・ラオス・ミャンマー・インドネシア等アジアの
開発途上国に対する基本法令の起草・改正，法令の運用のための制度・体制整備及
び法律実務家の育成を中心とした法制度整備支援活動に取り組んできた。平成30年
には，ミャンマーにおいて，従前のＪＩＣＡプロジェクトの後継案件となる「法・
司法制度整備支援プロジェクト」が開始されたほか，ラオスにおいても，同様に後
継案件となる「法の支配発展促進プロジェクト」が開始され，いずれのプロジェク
トにおいても，法務省から引き続き検事各１名を派遣している。さらに，平成25年
５月に改訂された「法制度整備支援に関する基本方針」において重点対象国とされ
ているウズベキスタン及びモンゴルに対する支援を本格化させるべく，現地調査や
現地セミナー，共同研究等を実施した。

16　第14回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）の開催準備
　国連犯罪防止刑事司法会議（以下「コングレス」という。）は，国連薬物・犯罪
事務所（ＵＮＯＤＣ）が事務局を務める５年に一度開催される犯罪防止・刑事司法
分野における国連最大規模の国際会議である。
　コングレスでは，犯罪防止・刑事司法分野の専門家が，世界の犯罪防止・刑事司
法分野の諸課題について議論しつつ，その知見を共有し，コミュニケーションを図
ることで，様々な分野における国際協力を促進し，より安全な世界を目指して協働
することを目的としている。
　2015年カタールのドーハにおいて開催された第13回コングレス（ドーハコングレ
ス）には，首長，国連事務総長，各国司法大臣，検事総長を始めとして約150か国
から約4,000人が参加した。
　我が国は，1970年に欧州以外の国として初めて京都で第４回コングレスを開催し
ており，2020年に開催される第14回コングレス（京都コングレス）は，第４回コン
グレスから50年ぶりの日本開催となる。
　京都コングレスでは，「2030アジェンダの達成に向けた犯罪防止，刑事司法及び
法の支配の推進」という全体テーマの下，国際社会が直面する組織犯罪，腐敗やテ
ロなどの脅威に効果的に対処する方法等について議論され，世界各国が協力して取
り組むべき方策を取りまとめた「政治宣言」を採択する予定である。
　法務省では，京都コングレス開催を成功に導くため，国連，外務省等の関係省庁
及び開催自治体である京都府・市等と協力して，準備を進めているところである。
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第２　組　　織

１　組織の変動
　⑴　大臣官房政策立案総括審議官（充て職）１人の設置
　⑵　大臣官房国際課長１人の設置
　⑶　民事局参事官（充て職）１人の時限撤廃
　⑷　民事局参事官（充て職・令和２年度末までの時限）１人の設置
　⑸　刑事局に国際刑事管理官１人の設置
　　（以上，法務省組織令の一部を改正する政令関係）
　⑹　大臣官房秘書課に政策立案・情報管理室長１人の設置
　⑺　大臣官房秘書課に企画再犯防止推進室長（充て職）１人の設置
　⑻　矯正局成人矯正課に警備対策室長１人の設置

⑼　保護局更生保護振興課社会復帰支援室の所掌事務及び地域連携・社会復帰支援
室への名称の変更

　　（以上，法務省組織規則の一部を改正する省令関係）
　⑽　矯正管区（東京，大阪）に第一部更生支援企画課長１人の設置
　⑾　矯正管区（札幌，仙台）に第二部成人矯正調整官１人の設置
　　（以上，矯正管区組織規則の一部を改正する省令関係）
　⑿　宮城刑務所に分類審議室長１人，教育部長１人及び首席矯正処遇官２人の設置
　⒀　広島刑務所に分類審議室長１人，教育部長１人及び首席矯正処遇官２人の設置

⒁　刑事施設（札幌，宮城，東京拘，府中，名古屋，大阪，広島，高松，福岡）に
医務部医療第三課長１人の設置

⒂　拘置支所（大曲，浜田，田川，平戸）の廃止
　　（以上，刑務所，少年刑務所及び拘置所組織規則の一部を改正する省令関係）

⒃　置賜学院の廃止
⒄　東北少年院に首席専門官１人の設置
⒅　京都医療少年院に教育調査官１人の設置
⒆　少年鑑別所（函館，盛岡）の分所化
⒇　少年鑑別所（さいたま，神戸，広島）に地域非行防止調整官１人の設置
�　東京少年鑑別所に鑑別調査官１人の設置
　（以上，少年院及び少年鑑別所組織規則の一部を改正する省令関係）
�　保護観察所（札幌，仙台，さいたま，千葉，神戸，広島，高松，福岡）に次長

１人の設置
�　保護観察所（仙台，広島）に首席社会復帰調整官１人の設置
　（以上，保護観察所組織規則の一部を改正する省令関係）
�　地方入国管理局出張所（函館港（札幌），北九州（福岡），大分（福岡），宮崎（福
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岡），高崎（東京））に首席審査官１人の設置
　　（以上，地方入国管理局組織規則の一部を改正する省令関係）
２　組織の概況

　平成30年12月31日現在における本省及び外局の内部組織，審議会等，施設等機関，
特別の機関，地方支分部局の組織及び所掌事務の概況は，次のとおりである（巻頭
見返し掲載の機構図を参照）。
　なお，平成30年12月８日，第197回国会（臨時会）において，「出入国管理及び難
民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」（平成30年法律第102号）が成立
し，同月14日に公布され，平成31年４月１日に，法務省の外局として出入国在留管
理庁が設置されることとなった。

本　省

（内部部局）
　   大　臣　官　房   　

秘　書　課　機密　公印の保管　公文書類の接受，発送，編集，保存　法令案その他
の公文書類の審査　情報の公開　個人情報の保護　機構　所掌事務の総合調整　
国会との連絡　皇統譜副本の保管　事務能率の増進　官報掲載　儀式（人事課の
所掌に属するものを除く。）

　企画再犯防止推進室　重要事項に係るものの企画及び立案に関する総合調整　法務
省設置法第３条第１項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について，当該重
要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて，行政各部の施
策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整　調査及び研究　
再犯の防止等の推進に係るものの企画及び立案に関する総合調整

　広　報　室　広報　基本法制に関する国民の理解増進　防災に関する連絡調整　国
民の保護のための措置に関する連絡調整　報道機関等との連絡調整

　政策立案・情報管理室　政策の評価　証拠に基づく政策立案の推進　情報システム
の整備及び管理　行政情報化　情報通信（ＬＡＮ，ＷＡＮ）

　企画調査官　秘書課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
人　事　課　定員，任免，試験，給与，懲戒，服務，人事評価，人事記録，表彰，栄

典，女性職員活躍・ワークライフバランス推進，高齢対策　公証人・人権擁護委
員・保護司・日本司法支援センター及び外国人技能実習機構の役員の身分，司法
試験委員会，検察官適格審査会及び検察官・公証人特別任用等審査会（検察官・
公証人特別任用等審査会公証人分科会に係るものを除く。）の庶務

　試験管理官　人事課の所掌事務のうち法務省の職員の試験の実施並びに司法試験委
員会及び検察官・公証人特別任用等審査会（検察官・公証人特別任用等審査会公
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証人分科会に係るものを除く。）の庶務に関する重要事項
　企画調査官　人事課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
会　計　課　法務省の所掌に係る経費，収入の予算，決算及び会計　法務省所管の物

品の管理　本省で使用する自動車の管理
　監　査　室　法務省の所掌に係る会計の監査
　庁舎管理室　庁内の管理
　企画調査官　会計課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
国　際　課　法務省の所掌事務に係る国際関係事務に関する総合調整　基本的かつ総

合的な政策の企画及び立案　国際機関，外国の行政機関その他の関係機関との連
絡調整　国際連合と日本国との間に締結される，犯罪の防止及び犯罪者の処遇並
びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関し，研修，研究及び調査を行
うことを目的とする研修所を日本国に設置することに関する条約に基づき，国際
連合に協力して行う研修，研究及び調査

施　設　課　法務省の所掌事務に関する施設の整備　法務省所管の国有財産の管理・
処分　東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理・処分のうち法務省の
所掌に係るもの　法務省の職員に貸与する宿舎に関する事項　外国の法務行政の
用に供する施設の整備に係る国際協力等に関する事項

　技術企画室　施設の整備に関する事務のうち建設計画，設計及び工事の実施に必要
な技術上の事項に係るものの企画，立案，調整及び指導並びに積算及び工務検
査　外国の法務行政の用に供する施設の整備に係る国際協力並びにこれらの施設
の管理及び運営に係る国際協力に関する事務の調整

　施設整備調整官　施設の整備に関する事務のうち特定の施設の整備に関する建設計
画及び設計に係るものの調整

　企画調査官　施設課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
厚生管理官　共済組合に関する事務　職員の福利厚生及び能率増進，恩給，災害補償

に関する事務
司法法制部
【司法法制課】　司法制度及び司法試験制度に関する企画及び立案　内外の法令及び

法務に関する資料の整備及び編さん　法制審議会の庶務　国立国会図書館支部法
務図書館　法務省の所掌事務に関する統計　日本司法支援センター評価委員会の
庶務　日本司法支援センターの組織及び運営（日本司法支援センターの役員の身
分に関することを除く。）　総合法律支援　法務省の所掌事務で他の所掌に属し
ないものに関する法令案の作成

　企画調査官　司法法制課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
　資料企画調整官　内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さん，国立国会図

書館支部法務図書館，法務省の所掌事務に関する統計に関する事務のうち特定事
項に係るものの企画及び調整
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【審査監督課】　弁護士法第５条の資格認定　外国法事務弁護士　債権管理回収業の
監督　裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の規定による民間紛争解決
手続の業務の認証

　   民　事　局   　
【総務課】　民事法制に関する企画及び立案（民事法制管理官の所掌に属するものを

除く。）　民事局の所掌事務に関する総合調整　公証　検察官・公証人特別任用
等審査会公証人分科会の庶務　法務局及び地方法務局の組織及び運営

　登記情報管理室　法務局及び地方法務局の運営に関する事務のうち登記情報の管理
に必要なものの調査，計画及び調整

　登記情報センター室　登記に関する情報システムの運用及び管理
　民事調査官　総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【民事第一課】　国籍　戸籍　後見登記等に関する法律（平成11年法律第152号）に

定める登記　破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）附則第４項に規定する財
産の管理及び処分　住民基本台帳法第９条第２項の規定による通知及び同法第３
章に規定する戸籍の附票

【民事第二課】　不動産登記　司法書士及び土地家屋調査士
　地図企画官　不動産登記に関する事務のうち地図及び筆界の特定その他の特定事項

に係るもの並びに司法書士及び土地家屋調査士に関する事務のうち特定事項に係
るものの企画及び調整

【商事課】　商業登記　商事　法人登記　動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民
法の特例等に関する法律（平成10年法律第104号）に定める登記　供託　非訟事
件

【民事法制管理官】　民事法制に関する基本的な企画及び立案並びにこれに基づく関
係事務の調整

　   刑　事　局   　
【総務課】　刑事局の所掌事務に関する総合調整　検察庁の組織及び運営　犯罪捜査

の科学的研究　情報システムの整備その他の検察事務の能率化　刑事の裁判の執
行指揮その他の検務事務　司法警察職員の教養訓練　裁判員制度の啓発及び広
報　法科大学院への検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての
実務に係る協力

　企画調査室　検察庁の組織及び運営に関する事務のうち基本的方針に係るものの調
査及び企画　

　刑事調査官　総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【刑事課】　一般刑事事件，環境関係事件，選挙関係事件，交通関係事件，財政経済

関係事件及び少年に係る刑事事件の検察並びに同事件に係る犯罪の予防
【公安課】　公安関係事件，労働関係事件，風紀関係事件，薬物関係事件，暴力団に

係る刑事事件及び外国人に係る刑事事件の検察並びに同事件に係る犯罪の予防
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【刑事法制管理官】　刑事法制に関する企画及び立案
【国際刑事管理官】　犯罪人の引渡し　刑事に関する国際間の共助　刑事に関する国

際間の協力　刑事に関する条約その他の国際約束の実施　犯罪人の出国に係る事
務の関係行政機関との調整

　   矯　正　局   　
【総務課】　矯正に関する法令案の作成　矯正局の所掌事務に関する総合調整　刑事

施設視察委員会　矯正施設の組織及び運営　矯正管区の組織及び運営　刑務共済
組合　矯正局の所掌事務に係る国際協力

　更生支援室　被収容者の更生の支援　被収容者の更生の支援に係る効果の検証
　矯正監査室　矯正施設の実地監査　被収容者の不服及び苦情の処理
　矯正調査官　総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【成人矯正課】　刑務所等被収容者の収容，分類，拘禁，保護及び釈放　刑務所等被

収容者の作業，改善指導，教科指導，厚生その他その処遇　刑務所等被収容者に
係る作業報奨金及び手当金　国際受刑者移送　犯罪人の指紋その他その個人識別

　警備対策室　刑務所等被収容者の規律，警備その他刑務所等の保安　刑務所等被収
容者の移送　刑務所等職員の非常訓練　刑務官の点検及び礼式

　企画官　成人矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【少年矯正課】　少年院等被収容者の規律，警備その他少年院等の保安　少年院等被

収容者の収容，鑑別，分類，拘禁，移送，保護及び釈放　少年院等被収容者の矯
正教育，厚生その他その処遇　少年院等被収容者に係る職業能力習得報奨金及び
手当金　少年院等の職員の非常訓練

　企画官　少年矯正課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【矯正医療管理官】　矯正施設に収容中の者の給養，保健，衛生，医療及び薬剤
　矯正医療企画官　矯正医療管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画

及び立案の補助
　   保　護　局   　

【総務課】　更生保護に関する法令案の作成　保護局の所掌事務に関する総合調整　
恩赦　保護司（大臣官房及び更生保護振興課の所掌に属するものを除く。）　国
際受刑者移送法第25条第２項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除　中央更
生保護審査会の庶務　地方更生保護委員会及び保護観察所の組織及び運営　心神
喪失者等医療観察制度における精神保健観察等（厚生労働省の所掌に属するもの
を除く。）

　恩赦管理官　恩赦等に関する事務のうち重要事項に係るものに関する事務
　精神保健観察企画官　心神喪失者等医療観察制度（厚生労働省の所掌に属するもの

を除く。）に関する事項に係るものの企画及び調整
　更生保護企画官　総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものの企画及び調整
【更生保護振興課】　保護司の設置区域及び組織　保護司の研修　更生保護事業の助
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長及び監督　民間における犯罪予防活動の促進　更生保護に関する各種団体との
連絡調整　犯罪者及びその改善更生に関する科学的調査及び研究

　地域連携・社会復帰支援室　更生保護に関する各種団体との連絡調整のうち，犯罪
をした者及び非行のある少年の円滑な社会復帰を支援するための住居及び就業先
の確保その他生活基盤の確立に係るものの企画及び調整　更生保護に関する各種
団体との連絡調整に関する事務のうち再犯の防止等の推進に関する法律（平成28
年法律第104号）の規定による地方公共団体と連携した再犯の防止等に関する施
策の推進に係るものの企画及び調整

　保護調査官　更生保護振興課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【観察課】　仮釈放，仮出場，仮退院，不定期刑の終了及び退院　保護観察，更生緊

急保護及び刑事施設，少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環境の調整　刑
法第25条の２第１項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受け，その裁判
が確定するまでの者の生活環境の調整　更生保護法第88条に規定する刑の執行を
停止されている者に対する措置　地方更生保護委員会の決定に対する中央更生保
護審査会の審査

　処遇企画官　保護観察及び刑事施設，少年院又は婦人補導院に収容中の者の生活環
境の調整に関する事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画

　   人 権 擁 護 局   　
【総務課】　人権擁護に関する企画及び立案　人権擁護局の所掌事務に関する総合調

整　人権擁護委員の事務（大臣官房の所掌に属するものを除く。）
　人権擁護推進室　人権擁護に関する基本的な事項に係る企画及び立案並びに調整
　人権擁護調査官　総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調査及び企画
【調査救済課】　人権侵犯事件の調査並びに被害の救済及び予防　人権相談
【人権啓発課】　人権啓発及び民間における人権擁護運動の助長

　   訟　務　局   　
【訟務企画課】　国の利害に関係のある争訟に関する基本的事項に係る企画及び立案

訟務局の所掌事務の総合調整
　訟務調査室　国の利害に関係のある争訟に関する基本的な事項に係る調査，企画及

び立案
　訟務判例研究官　特定事項に係る裁判例等の調査，研究等を行うことにより，国の

利害に関係のある争訟の遂行のための支援を行う事務
　訟務広報官　国の利害に関係のある争訟に係る広報に関する事務並びに国の利害に

関係のある争訟の遂行に必要な事項に係るものの企画，指導及び連絡調整
【民事訟務課】　民事に関する争訟（他課の所掌に属するものを除く。）
　民事訟務対策官　民事訟務課の所掌事務に関する重要事項についての訴訟の追行，

企画及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整
【行政訟務課】　行政に関する争訟　民事に関する争訟のうち労働関係に係るもの



－24－

【租税訟務課】　租税の賦課処分及び徴収に関する争訟
【訟務支援管理官】　国の利害に関係のある争訟に関する一般的な情報の収集，整理

及び分析並びにその結果の提供を行うことによる関係機関に対する支援
　   入 国 管 理 局   　

【総務課】　出入国管理基本計画の策定　出入国の管理に関する法令案の作成　入国
管理局の所掌事務に関する総合調整　入国者収容所等視察委員会，入国者収容所
及び地方入国管理局の組織及び運営　外国人技能実習機構の組織及び運営（大臣
官房の所掌に属するものを除く。）

　難民認定室　一時庇護のための上陸の許可　難民の認定（審判課の所掌に属するも
のを除く。）　出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）第61条の２
の２第１項及び第２項の規定による在留の許可，同条第４項の規定による許可の
取消し並びに入管法第61条の２の４第１項の規定による仮滞在の許可（審判課の
所掌に属するものを除く。）　難民旅行証明書

　入国管理企画官　出入国管理基本計画の策定，出入国の管理に関する法令案の作成
及び入国管理局の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち特定事項に係る
ものの企画

　入国管理調整官　総務課の所掌事務のうち特定事項に係るものの調整
【入国在留課】　外国人の上陸の許可（総務課及び審判課の所掌に属するものを除

く。）　外国人の在留の許可（総務課及び審判課の所掌に属するものを除く。）外国
人の中長期の在留の管理（大臣官房及び総務課の所掌に属するものを除く。）　
外国人の再入国の許可　日本人の出国及び帰国並びに外国人の出国の確認　入管
法第６章に規定する船舶等の長及び運送業者の責任

　在留管理業務室　在留カード　入管法第４章第１節第２款の規定による中長期在留
者に係る届出

　審査指導官　入国在留課の所掌事務のうち特定事項に係るものの指導及び監督
【審判課】　入管法第45条第１項及び第55条の２第２項の規定による審査　収容令書

及び退去強制令書の発付　入管法第55条の３第１項の規定による出国命令　外国
人の上陸及び退去強制についての口頭審理及び異議の申出　難民の認定をしない
処分及び難民の認定の取消しについての審査請求（難民の認定をしない処分につ
いての審査請求に係る在留許可等に関することを含む。）　通報者に対する報償
金の交付

【警備課】　入管法第２条第14号に規定する違反調査　収容令書及び退去強制令書の
執行　入国者収容所，収容場その他の施設の警備並びに被収容者の仮放免及び処
遇　入国審査官及び入国警備官の武器の携帯及び使用　入国警備官の点検，礼式
及び非常訓練

　警備指導官　警備課の所掌事務のうち特定事項に係るものの指導及び監督
【出入国管理情報官】　出入国の管理に関する情報の収集，整理及び分析　住民基本
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台帳法第30条の50の規定による通知　
　出入国管理情報企画官　出入国管理情報官のつかさどる職務のうち出入国の管理に

関する情報の収集，整理及び分析に関する特定事項に係るものの企画及び立案の
補助

サイバーセキュリティ・情報化審議官　大臣官房にサイバーセキュリティ・情報化審
議官１人が置かれ，法務省の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保並び
に情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善
及び効率化に関する企画及び立案に関する事務並びに関係事務の総括整理

審議官　大臣官房に審議官８人（うち３人は充て職）が置かれ，法務省の所掌事務に
関する重要事項についての企画及び立案に参画し，関係事務の総括整理

参事官　大臣官房，民事局，刑事局，矯正局，人権擁護局，訟務局，入国管理局にそ
れぞれ参事官が若干人置かれ，主としてそれぞれの部局の所掌事務に関する重要
な法令案の作成その他重要事項についての企画及び立案
（注）　公安調査庁にも参事官１人が置かれている。

（審議会等）
司法試験委員会　司法試験及び司法試験予備試験に関する事項の管理
検察官適格審査会　検察庁法第23条第３項に規定する検察官の適格性に関する審査
中央更生保護審査会　法務大臣に対する特赦，特定の者に対する減刑，刑の執行の免

除又は特定の者に対する復権の実施についての申出　地方更生保護委員会の決定
に対する審査及び裁決

日本司法支援センター評価委員会　日本司法支援センターの業務の実績に関する評
価　その他総合法律支援法によりその権限に属させられた事項の処理

法制審議会　法務大臣の諮問に応じて行う民事法，刑事法その他法務に関する基本的
な事項についての調査審議　電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のた
めの措置等に関する法律第５条第２項の規定に基づきその権限に属させられた事
項の処理

検察官・公証人特別任用等審査会　検察庁法第18条第２項に規定する副検事の選考及
び同条第３項に規定する検察官特別考試の実施，公証人法第13条ノ２に規定する
選考の実施並びに同法第15条第２項及び第81条第１項に規定する議決

検察官特別任用分科会　副検事の選考及び検察官特別考試に関する事項を処理
公証人分科会　公証人の選考の実施（公証人法第13条ノ２に規定する選考をいう。）

並びに同法第15条第２項及び第81条第１項に規定する議決に関する事項を処理
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（施設等機関）
刑　務　所 ― 支所　主に懲役，禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者の収容

及びこれらの者に対する必要な処遇
少年刑務所 ― 支所　主に懲役，禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者の収容

及びこれらの者に対する必要な処遇（ただし，少年及び26歳未満の成人を主に対
象とする。）

拘　置　所 ― 支所　主に被勾留者及び死刑の言渡しを受けて拘置される者の収容及
びこれらの者に対する必要な処遇

少　年　院 ― 分院　主に保護処分の執行を受ける者及び少年院において懲役及び禁
錮の刑の執行を受ける者の収容並びにこれらの者に対する矯正教育

少年鑑別所 ― 分所　主に鑑別対象者の鑑別，観護の措置が執られて少年鑑別所に収
容される者等の収容及びこれらの者に対する必要な観護処遇並びに非行及び犯罪
の防止に関する援助

婦人補導院 ―　売春防止法第17条の規定により補導処分に付された者の収容及びこ
れらの者に対する必要な補導

入国者収容所　本邦からの退去を強制される者の収容及び送還
法務総合研究所 ― 支所　法務に関する調査及び研究　当省の職員（矯正の事務に従

事する職員及び公安調査庁の職員を除く。）に対する職務上必要な研修　「犯罪
の防止及び犯罪者の処遇に関するアジア及び極東研修所を日本国に設置すること
に関する国際連合と日本国政府との間の協定」（昭和36年条約第４号）に基づき，
国際連合と協力して行う研修，研究及び調査　外国（本邦の域外にある国又は地
域をいう。）が実施する法制の維持及び整備に関する国際協力　法科大学院への
裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の規定による
検察官の派遣に伴う法科大学院の教育に対する法曹としての実務に係る協力

　　（参考）
「国連アジア極東犯罪防止研修所」

　上記協定に基づき設立された研修機関。国連の犯罪防止・刑事司法プログラ
ム・ネットワーク機関として，アジア・アフリカ諸国等の開発途上国の刑事司
法制度の健全な発展と相互協力の促進に向けた研修，研究及び調査を行ってい
る。人員・設備等については日本が提供する旨上記協定及びその後に交わされ
た交換公文によって定められており，法務総合研究所がその事務を担当してい
る。

矯正研修所 ― 支所　矯正の業務に従事する職員に対する職務上必要な研修
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（地方支分部局）
矯正管区　刑務所，少年刑務所，拘置所，少年院，少年鑑別所及び婦人補導院の適切

な運営の管理
地方更生保護委員会　刑法第28条の行政官庁としての仮釈放の許可又はその処分の取

消し　刑法第30条の行政官庁としての仮出場の許可　少年院からの仮退院又は退
院の許可　少年院からの仮退院中の者について，少年院に戻して収容する旨の決
定の申請　少年法第52条第１項又は同条第１項及び同条第２項の規定により言い
渡された刑について，その執行を受け終わったものとする処分　刑法第25条の２
第２項及び第27条の３第２項（薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執
行猶予に関する法律第４条第２項において準用する場合を含む。）の行政官庁と
しての保護観察の仮解除又はその処分の取消し　婦人補導院からの仮退院の許可
又はその処分の取消し　保護観察所の事務の監督

　　　　 ┌─ 支　局 ── 出張所　　 　　　　　　　┌─ 支　局 ── 出張所　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│法務局 ─┤　　　　　　　　　　　　　 地方法務局 ─┤　　　　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　 └─ 出張所　　　　　　　　　　　　　　　 └─ 出張所

　登記　戸籍　国籍　供託　公証　司法書士及び土地家屋調査士の事務　人権侵
犯事件の調査並びに被害の救済及び予防　人権啓発及び民間における人権擁護運
動の助長　人権擁護委員の事務　人権相談　国の利害に関する争訟

　　　　　　　　 ┌─ 支　局 ── 出張所　　　　　　　　 │地方入国管理局 ─┤　　　　　　　　 │　　　　　　　　 └─ 出張所

　日本人の出帰国及び外国人の出入国の管理　本邦における外国人の在留管理　
難民の認定

保護観察所 ― 支部　保護観察の実施　犯罪の予防を図るための世論の啓発，社会環
境の改善及び地域住民の活動の促進　心神喪失者等医療観察制度における精神保
健観察等の実施

保護司選考会　保護司法の規定に基づき，各保護観察所に置かれており，保護観察所
の長の諮問に応じて保護司の委解嘱等に関する意見を述べる。
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特別の機関
最高検察庁 ─── 高等検察庁 ─── 地方検察庁 ─── 区検察庁
　　　　　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　└── 支　部　　 └── 支　部

　検察庁法第４条，第６条に基づく，検察官の行う事務の総括

外　局
公安審査委員会　破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関す

る法律の規定により公共の安全の確保に寄与するために行う破壊的団体及び無差
別大量殺人行為を行った団体の規制に関する審査及び決定

公安調査庁
（内部部局）
　総　務　部
　　総務課　機密　公印の保管　公文書類の接受，発送，編集及び保存　公安調査庁

の所掌に係る経費及び収入の予算，決算及び会計並びに会計監査　行政財産
及び物品の管理　所掌事務に関する総合調整　所掌事務に関する統計　情報
システムの整備及び管理　公安調査局及び公安調査事務所の組織及び運営

　　　審理室　公文書類の審査及び進達　情報公開　個人情報の保護　所掌事務に関
する法令案の作成　破壊活動防止法の規定による弁明の聴取及び処分の請求   
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による処分の請
求及び調査結果の提供　破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団
体の規制に関する法律の規定による国会への報告

　　　渉外広報調整官　渉外及び広報
　　人事課　機構及び定員　任免，給与，懲戒，服務その他の人事並びに教養及び訓

練  衛生，医療その他の福利厚生　行政の考査
　調査第一部
　　第一課　第一部の所掌事務に関する総合調整　第一部の所掌に属する破壊的団体

及び無差別大量殺人行為を行った団体に関する情報及び資料の総合的分析　
無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分　第一部の所掌に係る事
項に関する関係機関との情報及び資料の交換の総括

　　第二課　第一部の所掌に属する破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体
に対する規制の手続において必要な証拠の準備，国内資料の収集，整理及び
保管

　　公安調査管理官　第一部の所掌する破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った
団体の規制に関する調査
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　調査第二部
　　第一課　第二部の所掌事務に関する総合調整　第二部の所掌に属する破壊的団体

及び無差別大量殺人行為を行った団体に関する情報及び資料の総合的分析
　　　国際調査企画官　特定事項に係るものの企画及び調整
　　第二課　国外資料の収集，整理及び保管　第二部の所掌に係る事項に関する国外

との関連を有する関係機関との情報及び資料の交換の総括
　　　国際破壊活動対策室　第二部の所掌に属する破壊的団体及び無差別大量殺人行

為を行った団体に対する規制の手続において必要な証拠の準備
　　公安調査管理官　第二部の所掌する破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った

団体の規制に関する調査
（施設等機関）
　公安調査庁研修所　公安調査庁の職員に対する職務上必要な研修
（地方支分部局）
　公安調査局・公安調査事務所　破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の

規制に関する調査　無差別大量殺人行為を行った団体に対する観察処分
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第３　定　　員

　平成30年度末における法務省の各組織の定員は，次のとおりである。
（平成30年度末）

区　　　　　　　分 定　　　　　　　員

内 部 部 局

大 臣 官 房

　事務次官１人及び秘書官１人を含む。
　うち，60人は，司法法制部の定員とし，
司法法制部の定員のうち，６人は，国立国
会図書館支部法務図書館の定員とする。

393人

民 事 局 92人
刑 事 局 60人
矯 正 局 73人
保 護 局 37人
人 権 擁 護 局 24人
訟 務 局  78人
入 国 管 理 局 139人

小　　　　　計 896人

施 設 等 機 関

法 務 総 合 研 究 所 84人
矯 正 研 修 所 　うち，24人は，支所の定員とする。 55人
刑務所，少年刑務所及び拘置所 19,669人
少 年 院 2,456人
少 年 鑑 別 所 1,188人
婦 人 補 導 院 2人
入 国 者 収 容 所 215人

小　　　　　計 23,669人

地方支分部局

法 務 局 及 び 地 方 法 務 局 8,884人
矯 正 管 区 251人
地 方 更 生 保 護 委 員 会 297人
保 護 観 察 所 1,546人
地 方 入 国 管 理 局  4,531人

小　　　　　計 15,509人
検　　　　　察　　　　　庁 11,831人
合　　　　　　　　　　　計 51,905人

　　公安審査委員会（外局）
区　　　　　　　分 定　　　　　　　員

内 部 部 局 事 務 局 4人

　　公安調査庁（外局）
区　　　　　　　分 定　　　　　　　員

内 部 部 局

総 務 部 　長官１人及び次長１人を含む。　 81人
調 査 第 一 部 122人
調 査 第 二 部 166人

小　　　　　計 369人
施 設 等 機 関 公 安 調 査 庁 研 修 所 8人
地方支分部局 公 安 調 査 局 1,269人

合　　　　　　　　　　　計 1,646人

法　　務　　省　　合　　計 53,555人
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第４　予　　算

　平成30年度における法務省所管の歳出予算額は，次のとおりである。
　一般会計では，当初予算額が，7,637億5,708万７千円であったところ，平成30年７
月豪雨，平成30年北海道胆振東部地震，台風第21号，大阪北部地震などの災害からの
復旧・復興及び平成30年12月14日に閣議決定された，「防災・減災，国土強靱化のた
めの３か年緊急対策」のうち，初年度の対策として速やかに着手すべきものを実施す
るために必要な経費等が盛り込まれた補正予算により，災害からの復旧・復興に必要
な経費として２億1,276万４千円，防災・減災，国土強靱化のための３か年緊急対策
に必要な経費として233億9,434万４千円，円滑かつ厳格な出入国管理体制の整備に必
要な経費として２億3,343万７千円，組織改編等への対応及び外国人の受入れ環境整
備，治安確保に向けた体制整備等に必要な経費として55億1,845万２千円の総額293億
5,899万７千円が追加計上された。
　他方，既定経費の不用分として，38億1,418万７千円が減額されたため，補正後予
算額は7,893億189万７千円となった。さらに，前年度からの繰越額268億7,642万１千
円，訴訟判決に係る仮執行宣言に伴い生じた担保として必要な保証金の予算の不足を
補うための予備費使用額２億116万６千円及び国選弁護人に対して支払う報酬等の増
加に伴い，国選弁護人確保業務等委託費の予算の不足を補うための予備費使用額３億
6,061万１千円を加えると，歳出予算現額は8,167億4,009万５千円となっている。
　東日本大震災復興特別会計では，当初予算額が20億180万９千円であったところ，
補正予算で既定経費の不用分として，4,814万５千円が減額され，補正後予算額は19
億5,366万４千円となり，前年度からの繰越額992万７千円を加え，歳出予算現額は19
億6,359万１千円となっている。なお，東日本大震災復興特別会計は，復興庁所管で
あり，同庁に一括計上されている。
　法務省所管等の歳出予算額は，一般会計及び東日本大震災復興特別会計を合わせ，
補正後予算額として7,912億5,556万１千円，歳出予算現額として8,187億368万６千円
となっている。



第 ２ 部

業務の概況

第１　　内　部　部　局
第２　　審　議　会　等
第３　　施 設 等 機 関
第４　　地 方 支 分 部 局
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第１　内部部局

Ⅰ　大 臣 官 房　法務省設置法第３条，第４条　法務省組織令第２条，第３条，第11条
～第22条　法務省組織規則第１条～第６条

秘書課 　法務省組織令第14条，第15条　法務省組織規則第１条

〈業務の実施状況〉
１　行政改革関係
　平成19年４月１日に地方分権改革推進法が施行されたことに伴い，同日付けで地
方分権改革推進委員会が内閣府に設置され，法務省においては，地方移譲の検討事
項として法務局・地方法務局（以下「法務局等」という。）の登記事務等が掲げられた。
その後の検討の結果，第２次勧告において，法務局等は，国の機関として残すもの
と整理されたものの，司法書士試験及び土地家屋調査士試験の実施は，市場化テス
トについて官民競争入札等監理委員会の検討に委ねることとされた。
　このほか，第２次勧告では，地方自治体の事務を国の法令で規制する義務付け・
枠付けに係る法制的な仕組みの見直しが盛り込まれており，法務省では刑事局，保
護局及び人権擁護局の所管法令が見直しの対象とされた。
　平成21年11月17日，閣議決定により地域主権戦略会議が内閣府に設置され，法務
省においては，出先機関改革において法務局等が議論の対象とされた。その後，平
成22年６月22日に閣議決定された地域主権戦略大綱に基づき，各府省において自ら
出先機関の事務・権限の仕分け（以下「自己仕分け」という。）が行われた。
　その後，内閣総理大臣からの再検討指示を経て，平成22年11月29日の地域主権戦
略会議において，出先機関の事務・権限をブロック単位で移譲するなどとする「出
先機関改革の基本方向」が示され，同年12月28日，「アクション・プラン」が閣議
決定された。
　法務省の自己仕分けにおいて「Ａ－ａ」と仕分けた事務のうち，地方側から申出
があった「人権啓発活動地方委託事業のうち，非ネットワーク事業」のみ，事務・
権限の移譲に向けた工程案を作成した。
　その後，平成23年12月26日の地域主権戦略会議においては，それまでの地域主権
戦略会議等の議論を踏まえ，「出先機関の原則廃止に向けた今後の取組方針」及び
「広域的実施体制の枠組み（方向性）」が承認された。
　平成24年11月15日には，地域主権戦略会議等の議論を経て「国の出先機関の事務・
権限のブロック単位での移譲について」が閣議決定された。さらに，同年11月30日
には，「地域主権戦略大綱」に基づく取組成果を踏まえ，今後おおむね２，３年を見
据えた改革の諸課題に関する取組方針を内容とする「地域主権推進大綱」が閣議決
定された。
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　平成25年３月８日には，閣議決定により地方分権改革推進本部が設置され，また，
同年４月５日には，内閣府特命担当大臣（地方分権改革）により地方分権改革有識
者会議の開催が決定された。同会議における議論等を踏まえ，平成22年の自己仕分
けにおいて仕分けた事業について改めて事務・権限等の移譲に関する検討をし，平
成25年９月13日に開催された第３回地方分権改革推進本部において，国から地方公
共団体への事務・権限の移譲等に関する当面の方針が決定され，法務省においては，
人権啓発活動地方委託事業（ネットワーク事業を除く。）が，移譲の可否等の検討・
調整を要する事務・権限とされた。その後の検討・議論の結果を踏まえて同年12月
20日に閣議決定された「見直し方針」に移譲する方策の検討を進める事業として同
事業が盛り込まれたことから，これを受けて委託要綱を改正し，地方公共団体にお
ける同事業実施の自由度を上げることで対応した。
　平成26年から，それまでの委員会勧告方式に替えて，地方公共団体等から地方分
権改革に関する提案を募集する「提案募集方式」が導入された。同方式で国際ビジ
ネス機受入れの際のＣＩＱ業務の移譲等について地方公共団体から提案があり，地
方分権改革有識者会議等で調査・審議された結果，提案団体が求める臨機応変な対
応を行うことについて，当該団体に通知するなどの措置を講じる旨の対応方針が
「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成27年１月30日閣議決定）に
盛り込まれ，これに基づき同措置を講じた。
　平成27年の提案募集では，永住者に係る在留カードの交付事務権限の国から市町
村への移譲が求められたが，提案団体に永住者に係る在留管理制度上の諸手続につ
いて説明し，移譲しないことで理解が得られた。
　平成28年の提案募集では，登記所の各種証明発行業務の市の窓口での実施，区画
整理事業における筆界特定制度の活用に関する規制緩和，戸籍事務の窓口における
「公権力の行使」に当たる業務の取扱いの見直し及び保育士登録の取消しに係る国
関係機関からの円滑な情報提供について提案があったものの，いずれも「平成28年
の地方からの提案等に関する対応方針」（平成28年12月20日閣議決定）には盛り込
まれなかった。
　平成29年の提案募集では，農業分野における外国人技能実習制度に関する規制緩
和，外国人に対する生活保護の適正な実施について提案があり，地方分権改革有識
者会議等で審議された結果，現行法においても対応可能であることについて，当該
団体に通知するなどの措置を講じる旨の対応方針が平成29年12月26日に閣議決定さ
れた「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき同措置を講じた。
　平成30年の提案募集では，登記情報提供サービスを地方公共団体の職員が職務上
利用する場合の手数料の支払いに係る義務付けの廃止，人権啓発活動地方委託事業
に係る謝金支払基準及び資料作成数の枠付けの見直し並びに保育士登録の取消しに
係る本人通知に関する事務の運用改善について提案があり，それぞれの提案に対し
て団体への通知等の措置を講じることが「平成30年の地方からの提案等に対する対
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応方針」（平成30年12月25日閣議決定）に盛り込まれた。
２　国の機関等の移転
　第４次全国総合開発計画において，東京圏への諸機能の過度の集中を抑制し，分
散を促進するため，①「業務上独立性が比較的高い中央省庁の一部部局，地方支分
部局等の政府機関の移転再配置等を検討し，その推進を図る」こととされ，また，
②「遷都問題については，（中略）東京一極集中への基本的対応として重要と考え
られる。そのため，政治・行政機能と経済機能の相互関係の在り方を含め，国民的
規模での議論を踏まえ，引き続き検討する」こととされている。
⑴　国の行政機関等の移転
　国の行政機関等の移転については，平成５年６月24日開催の国の機関等移転推
進連絡会議における移転計画に基づき移転が実施されており，その進捗状況を踏
まえ，平成13年６月28日開催の同連絡会議において抜本的な見直しが行われると
ともに，平成14年１月10日開催の同連絡会議において，「特殊法人等整理合理化
計画」（平成13年12月19日閣議決定）を踏まえた見直しが行われた。
　なお，上記移転計画に基づく法務省関係機関（法務総合研究所（研究部），東
京矯正管区及び関東地方更生保護委員会）は全て移転を完了している。
⑵　国会等の移転
　首都機能移転問題については，平成４年12月，「国会等の移転に関する法律」（平
成４年法律第109号）が制定され，同法に基づいて国会等移転調査会が設置された。
　同調査会は，平成７年12月13日に「国会等移転調査会報告」を取りまとめた後，
平成８年６月に「国会等の移転に関する法律の一部を改正する法律」（平成８年
法律第106号）が成立したことにより廃止され，新たに同法に基づいて国会等移
転審議会が設置（平成８年６月26日）された。
　同審議会において，調査対象地域として選定された北東地域，東海地域及び三
重・畿央地域について，現地調査や，科学的見地からの比較検討等が行われ，調
査の取りまとめ結果に基づき，平成11年12月20日，移転先候補地について「栃木・
福島地域」及び「岐阜・愛知地域」を選定するなどの答申が内閣総理大臣へ提出
された。
　今後は，移転先地の決定等について，国会において審議が行われることとなっ
ており，平成15年６月に設置された「国会等移転に関する政党間両院協議会」に
おいて検討が進められているところである。

３　個人情報保護関係
　⑴　行政機関の個人情報保護

　平成17年４月１日に「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」（平
成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。）が施行されたこ
とを踏まえ，「法務省保有個人情報保護管理規程」（平成17年３月16日大臣訓令。
以下「旧規程」という。）を制定した。
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　その後，「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
る法律」（平成25年法律第27号）が一部施行されたことに伴い，旧規程に個人番
号及び特定個人情報の適切な管理に関する定めを加え，「法務省保有個人情報等
保護管理規程」（平成27年10月23日大臣訓令）を制定し，同規程に基づき，法務
省における保有個人情報の適正な管理のための所要の措置を講じている。
　また，個人情報保護窓口を設置し，行政機関個人情報保護法の規定に基づく保
有個人情報の開示請求，訂正請求及び利用停止請求に係る業務等を行っており，
平成30年度における処理状況については次の表のとおりである。

区　　　　分 本　省 委任機関
開示請求受付件数 25,514 3,553
開示請求取り下げ件数 282 31
開示決定等件数 25,315 4,204
　うち，全部開示決定件数 24,681 1,001
　うち，部分開示決定件数 23 2,265
　うち，不開示決定件数 611 938
訂正請求受付件数 1 3
訂正決定等件数 0 2
　うち，訂正決定件数 0 0
　うち，不訂正決定件数 0 2
利用停止請求件数 2 1
利用停止決定等件数 2 1
　うち，利用停止決定件数 0 0
　うち，不利用停止決定件数 2 1
審査請求件数 23 －
裁決・決定件数 24 －
訴訟件数 1 2
（注）　公安審査委員会，公安調査庁及び検察庁における件数は含まれない。
 　　�　委任機関とは，行政機関個人情報保護法46条の規定に基づき，法務大臣の権限が

委任された官署をいう。

　⑵　所管事業者等の個人情報保護
　平成17年４月１日に「個人情報の保護に関する法律」（平成15年法律第57号。
以下「個人情報保護法」という。）が全面施行され，個人情報保護法及び「個
人情報の保護に関する基本方針」（平成16年４月２日閣議決定）の趣旨を踏まえ，
平成16年10月29日に「法務省が所管する事業を行う事業者等が取り扱う個人情報
の保護に関するガイドライン」（法務省告示第531号。以下「旧ガイドライン」と
いう。）を制定した。
　旧ガイドラインは，「個人情報保護に関するガイドラインの共通化について」
（平成20年７月25日個人情報保護関係省庁連絡会議申合せ）に基づき，「法務省所
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管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」（平成21年９月30日法
務省告示第453号。平成21年11月１日施行）へ改定後，消費者庁が公表する標準
的なガイドラインの改定を踏まえ，見直しを行い，平成27年３月24日法務省告示
第178号により全部改正した。
　また，個人情報保護法の規定に基づく認定個人情報保護団体の業務を行おうと
する法人による個人情報保護の取組を推進するため，平成17年８月17日に「認定
個人情報保護団体の認定に関する指針」（法務省告示第413号）を制定した。
　そして，平成27年９月３日に個人情報保護法が改正（以下「改正個人情報保護
法」という。）され，平成29年５月30日から全面施行されたことにより，個人情
報取扱事業者に対する主務大臣（法務省においては法務大臣）の監督権限が個人
情報保護委員会に一元化された。
　ただし，債権管理回収業，公証業務及び更生保護事業を行う個人情報取扱事業
者に対する監督権限については，同法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平
成15年政令第507号）に基づき，個人情報保護委員会から法務大臣に委任されて
いる（なお，改正個人情報保護法の施行により，前記ガイドライン及び指針は廃
止。）。

　⑶　行政機関非識別加工情報の提供
　「行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の
創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律
の整備に関する法律」（平成28年法律第51号）により，個人の権利利益の保護並
びに行政機関及び独立行政法人等の事務・事業の適正かつ円滑な運用に支障がな
い範囲内において，行政機関等の保有する個人情報を加工して作成する非識別加
工情報を事業の用に供しようとする者に提供するための仕組みが設けられ，同法
律を踏まえた行政機関個人情報保護法等の改正がなされた。
　そして，個人情報保護委員会において「行政機関個人情報保護法第四章の二の
規定による行政機関非識別加工情報の提供に関する規則」（平成29年３月31日個
人情報保護委員会規則第１号），「行政機関個人情報保護法についてのガイドライ
ン（行政機関非識別加工情報編）」（平成29年３月個人情報保護委員会）が定められ，
行政機関非識別加工情報の提供等に関する事務は，同規則等に基づき取り扱うこ
ととされた。

４　情報公開関係
　行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号。以下「情報
公開法」という。）に基づく開示請求に係る業務等を行っており，平成30年度にお
ける処理状況については次の表のとおりである。

区　　　　分 本　省 委任機関
開示請求受付件数 844� 66,016�
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他機関からの移送受付件数 13� 0�
開示請求取下げ件数 93� 86�
他機関への移送件数 1� 0�
開示決定等件数 896� 61,246�
　うち，全部開示決定件数 388� 1,118�
　うち，部分開示決定件数 405� 59,863�
　うち，不開示決定件数 103� 265�
開示決定等の期限延長件数（10条２項） 195� 1,069�
開示決定等の期限特例延長件数（11条） 284� 527�
審査請求件数 91� －�
審査請求取下げ件数 10� －�
裁決・決定件数 61� －�
訴訟件数 4 －
（注）　公安審査委員会，公安調査庁及び検察庁における件数は含まれない。
　　　 委任機関とは，情報公開法第17条の規定に基づき，法務大臣の権限を委任された官署をいう。

５　国会関係
　⑴　第196回国会
　　ア　召集・会期

　第196回国会（常会）は，１月22日に召集され，会期は，６月20日までの150
日間であったが，６月20日，衆議院本会議において，７月22日までの32日間延
長することが議決され，最終的な会期は182日間となった。

　　イ　審議概況
　　　ア　代表質問

　１月22日，衆参両院の本会議において，施政方針演説等の政府４演説が行
われ，１月24日及び25日に衆議院で，１月25日及び26日に参議院で，それぞ
れ代表質問が行われた。

　　　イ　予算
　１月22日，「平成29年度補正予算２案」及び「平成30年度総予算３案」が
提出された。
　平成29年度補正予算２案については，１月26日に衆議院予算委員会で趣旨
説明が行われた後，審議が重ねられ，１月30日に衆議院予算委員会及び同本
会議において可決され，参議院に送付された。
　参議院においては，１月26日に参議院予算委員会で趣旨説明が行われた後，
審議が重ねられ，２月１日に参議院予算委員会及び同本会議において可決さ
れ，成立した。
　平成30年度総予算３案については，１月26日に衆議院予算委員会で趣旨説
明が行われた後，審議が重ねられ，２月28日に衆議院予算委員会及び同本会
議において可決され，参議院に送付された。
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　参議院においては，１月26日に参議院予算委員会で趣旨説明が行われた後，
３月１日から審議が重ねられ，３月28日に参議院予算委員会及び同本会議に
おいて可決され，成立した。

　　　ウ　法律案等
　内閣提出法律案は，新規提出65件（うち，法務省所管６件），継続１件であり，
そのうち，裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を含め61件が成立した。
　衆議院議員発議に係る法律案は，新規提出46件（うち，法務省所管１件），
継続６件であり，そのうち，16件が成立した。
　参議院議員発議に係る法律案は，新規提出25件（うち法務省所管１件）で
あり，そのうち，４件が成立した。
　条約は，新規提出11件の全てが承認された。

　　　エ　質問主意書
　第196回国会において提出された計728件の質問主意書のうち，法務省に関
係があったものは，城井崇衆議院議員（国民）の「公用電子メールの廃棄に
関する質問主意書」等97件であった。

　　ウ　成立した法務省主管法律案（付録440ページ参照）
　　　ア　裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

　（２月６日提出　４月11日成立　４月18日公布法律第14号）
　　　イ　人事訴訟法等の一部を改正する法律案

　（２月６日提出　４月18日成立　４月25日公布法律第20号）
　　　ウ　商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案

　（２月６日提出　５月18日成立　５月25日公布法律第29号）
　　　エ　民法の一部を改正する法律案

　（３月13日提出　６月13日成立　６月20日公布法律第59号）
　　　オ　民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案

　（３月13日提出　７月６日成立　７月13日公布法律第72号）
　　　カ　法務局における遺言書の保管等に関する法律案

　（３月13日提出　７月６日成立　７月13日公布法律第73号）
キ　東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務
の特例に関する法律の一部を改正する法律案
　（３月23日提出　３月30日成立　３月31日公布法律第５号）

　⑵　第197回国会
　　ア　召集・会期

　第197回国会（臨時会）は，10月２日に第４次安倍改造内閣の発足を受けて，
10月24日に召集され，会期は，衆参両院の本会議において，12月10日までの48
日間とする旨議決された。

　　イ　審議状況
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　　　ア　代表質問
　10月24日，衆参両院の本会議で，安倍内閣総理大臣の所信表明演説等が行
われ，10月29日及び30日に衆議院で，同30日及び31日に参議院で，それぞれ
代表質問が行われた。

　　　イ　予算
　10月24日，「平成30年度補正予算２案」が提出された。
　平成30年度補正予算２案については，10月31日に衆議院予算委員会で趣旨
説明が行われた後，審議が重ねられ，11月２日に衆議院予算委員会及び同本
会議において，可決され，参議院に送付された。
　参議院においては，11月５日に参議院予算委員会で趣旨説明が行われた後，
審議が重ねられ，11月７日に参議院予算委員会及び同本会議において，可決
され，成立した。

　　　ウ　法律案等
　内閣提出法律案は，新規提出13件（うち，法務省所管３件），継続４件であり，
そのうち，15件が成立した。
　衆議院議員発議に係る法律案は，新規提出13件（うち，法務省所管０件），
継続27件であり，そのうち，７件が成立した。
　参議院議員発議に係る法律案は，新規提出75件（うち，法務省所管１件）
であり，そのうち，２件が成立した。
　条約は，新規提出３件の全てが承認された。

　　　エ　質問主意書
　第197回国会において提出された計215件の質問主意書のうち，法務省に関
係があったものは，逢坂誠二衆議院議員（立憲）の「施行後二年目となる改
正組織犯罪処罰法の施行状況に関する質問主意書」等59件であった。

　　ウ　成立した法務省主管法律案（付録440ページ参照）
　　　ア　出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案

　（11月２日提出　12月８日成立　12月14日公布法律第102号）
　　　イ　裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案

　（11月６日提出　11月28日成立　11月30日公布法律第85号）
　　　ウ　検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

　（11月６日提出　11月28日成立　11月30日公布法律第86号）
６　他府省関係
　⑴　閣議請議

　官房秘書課で取り扱った閣議請議総件数は106件であり，この内訳は，法律案
９件，政令13件，質問主意書に対する答弁書76件，その他８件であった。

　⑵　犯罪被害者等基本法関係
　犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するため，平成17年４月
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に犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）が施行された。
　同法に基づき，内閣府に特別の機関として，内閣官房長官を会長，内閣総理大
臣が指定する国務大臣（法務大臣を含む。）等を委員とする「犯罪被害者等施策
推進会議」（以下「推進会議」という。）が設置され，同会議の検討を経て，平成
17年12月27日に「犯罪被害者等基本計画」（以下「第１次基本計画」という。）が
閣議決定され，その後，推進会議及び第１次基本計画の見直しに当たり新たに計
画に盛り込むべき事項の検討等を行うことを目的とした「基本計画策定・推進専
門委員等会議」（以下「専門委員等会議」という。）における見直しの検討を経て，
平成23年３月25日に「第２次犯罪被害者等基本計画」（以下「第２次基本計画」
という。）が閣議決定された。
　第１次基本計画下における法務省の取組については，平成20年12月に一定の犯
罪について，被害者が裁判所の許可を得て刑事裁判に参加し，被告人に対する質
問等を行うことができる被害者参加制度を導入するなどした。
　第２次基本計画下における法務省の取組では，平成25年12月から，被害者参加
人に対する旅費等の支給及び被害者参加人のための国選弁護制度における資力要
件の緩和が行われ，また，平成26年４月から，犯罪被害者等が提起する損害賠償
請求訴訟等の準備及び追行の過程で，代理人である弁護士等がカウンセラー等を
犯罪被害者等との打合せに同席させることに対して，支援を受ける要件を満たす
場合に，その同席費用を日本司法支援センターが実施する民事法律扶助制度によ
る立替払の対象としたほか，被害者等通知制度について，加害者に関する情報提
供の拡充を図るため，刑事施設及び少年院における処遇状況，保護観察中の処遇
状況等に関する通知事項の追加を実施した。
　なお，第２次基本計画は，平成27年度末で計画期間が満了したことから，推進
会議及び専門委員等会議の検討を経て，新たに「第３次犯罪被害者等基本計画」
（以下「第３次基本計画」という。）が平成28年４月１日に閣議決定された。
　第３次基本計画においては，第１次基本計画及び第２次基本計画と同様，犯罪
被害者等施策の実施者が目指すべき方向・視点を明らかにした「４つの基本方
針」，大局的な課題を指摘した「５つの重点課題」及び犯罪被害者等施策を全体
として効果的・効率的に行うための「推進体制」が示されている。
　法務省においても，主な施策として犯罪被害者等に関する情報の保護，再被害
防止のための安全確保方策の検討，被害児童からの事情聴取における配慮及び被
害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する理解の促進などについて検討すること
が盛り込まれており，同施策の着実な推進に努めている。
　さらに，第３次基本計画に盛り込まれた具体的施策が適切かつ確実に推進され
ることを確保するため，その進捗状況の点検においては，定量的に把握すること
に努め，これが困難な場合であってもできる限り定性的に把握することとされて
いる。



－44－

　⑶　規制改革等の推進関係
　平成25年１月に設置された「規制改革会議（現在の規制改革推進会議）」は，
内閣総理大臣の諮問を受け，経済社会の構造改革を進める上で必要な規制改革を
進めるための調査審議を行い，内閣総理大臣へ意見を述べること等を主要な任務
としており，毎年，「規制改革に関する答申」を内閣総理大臣に提出している。
　平成29年の答申（規制改革推進に関する第２次答申）及び平成30年の答申（規
制改革推進に関する第３次答申）を踏まえ，対象となった規制改革事項の着実な
実現を図っていくため，「規制改革実施計画」が定められ，平成30年６月15日に
閣議決定された。同計画のうち保育・雇用分野において，「在留資格の変更手続
の透明化・簡素化」，「就職インセンティブと定着率を高めるための高度人材ポイ
ント制の活用」，「起業要件の見直し」，「インターンシップの積極活用」が，投資
等分野において，「マイナンバー制度の利活用促進」，「譲渡制限特約が付された
債権の譲渡に関する解釈の周知」，「資金調達目的での債権譲渡を許容する実務慣
行形成に関する取組」，「犯罪収益移転防止法による法人の本人確認書類の追加」
等が個別実施事項として対象となったことから，当省においても実施時期を定め
た取組が行われた。
　特別区域（以下「特区」という。）制度による規制改革の推進については，各
特区制度（構造改革特区，総合特区及び国家戦略特区）が，各区域の特性や要望
等に応じた特区内での規制の特例措置の実施を目的としたものであり，近時は，
特に国家戦略特区の枠組みによる検討が強力に推進されている。「未来投資戦略
2018-「Society5.0」「データ駆動型社会」への変革-」（平成30年６月15日閣議決定）
（以下「未来投資戦略2018」という。）においては，国家戦略特区に関し，当省関
連では，「法人向けワンストップサービスの実現」，「裁判手続等のＩＴ化の推進」，
「不動産取引関連サービスのデジタル化」，「動産担保に関する法的枠組み及び登
記制度の整備」，「新たな外国人材の受入れのための在留資格創設」，「在留資格手
続の円滑化・迅速化等のための在留管理基盤の強化」等が盛り込まれており，関
係部局において検討を行っている。
　また，規制改革，行政手続の簡素化，ＩＴ化を一体的に推進するため，規制改
革推進会議令（平成28年政令第303号）に基づき，行政手続部会が設置されており，
同部会においては，規制改革，行政手続の簡素化，ＩＴ化を一体的に推進するた
め，その具体的内容を検討し，一体的推進を進めるべき重点分野の幅広い選定と
コスト削減目標の決定を行い，計画的な取組を推進することとしている。平成30
年の行政手続部会取りまとめにおいては，行政コストの削減に係る見直し結果と
今後の方針が示され，法務省関連施策としては，商業登記等におけるオンライン
申請の促進や，登記情報連携のためのシステム構築の検討が進められている。

　⑷　東日本大震災関連施策関係
　被災地の復興に当たっては，東日本大震災復興基本法（平成23年法律第76号）
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に基づき，平成23年７月29日に復興に係る基本的考え方や実施する施策等が盛り
込まれた「東日本大震災からの復興の基本方針」が策定された。
　平成24年２月10日には復興庁が発足し，復興に関する国の施策を主体的かつ一
体的に推進するための取組が進められている。
　上記基本方針に盛り込まれた法務省関連施策としては，「土地の境界の復元及
び登記所備付地図の修正」，「震災に伴って生起する様々な人権問題（原発事故に
伴う風評に基づく差別的取扱い，いじめ等）への対処」，「被災地における再犯防
止に向けた取組」，「心理的支援を必要とする被収容少年等に対する，少年鑑別所
の心理技官による心理的支援の実施」，「日本司法支援センター（法テラス）によ
る被災者支援事業」等があり，施策ごとに工程表を作成の上，取組を進めている。

　⑸　再犯防止施策関係
　再犯の防止等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため，平成28年12月，
「再犯の防止等の推進に関する法律」（平成28年法律第104号）が施行された。
　政府は，同法の施行を受け，平成29年２月から，再犯防止推進計画の案の具体
的内容を検討する場として，法務副大臣を議長とする「再犯防止推進計画等検討
会」を開催し，関係省庁や外部有識者と議論を重ねた。そして，同検討会におい
て取りまとめた案を基に，同年12月，政府として初めて，平成30年度から５年間
を計画期間とする「再犯防止推進計画」を閣議決定した。同計画では，同法に掲
げられた基本理念を基に５つの基本方針を設定し，その上で，合計115に及ぶ再
犯防止施策を７つの重点課題に整理して掲げている。
　法務省においては，同計画に基づき，国と地方公共団体が連携して再犯防止施
策の推進を図るため，平成30年度から，「地域再犯防止推進モデル事業」を開始
した。同事業は，事業期間を３年間として，地方公共団体が①地域の実態調査と
支援策の策定，②支援策の実施，③支援策の効果検証といった一連の取組を行う
もので，30の地方公共団体に委託した。
　また，平成30年８月，国及び市町村間で再犯防止に係るネットワークを構築す
ることなどを目的として，「市町村再犯防止等推進会議」を初めて開催し，12の
首長を含む61の市町村の参加の下，市町村における先進的な取組を共有するなど，
再犯防止施策に係る情報共有を行った。
　さらに，平成30年10月，総理大臣官邸において，地域社会における再犯防止活
動の推進において顕著な功績のあった民間団体を内閣総理大臣が表彰する「安全
安心なまちづくり関係功労者表彰」を実施した。同表彰は，「防犯活動」を表彰
の対象として平成17年に創設されたものであるところ，再犯防止推進計画を踏ま
え，平成30年からは，新たに「再犯防止活動」を表彰対象に加え，再犯防止活動
の功労者として８団体が表彰された。
　加えて，「再犯の防止等の推進に関する法律」において，政府が講じた再犯防
止施策について，国会への年次報告が求められていることから，再犯防止推進計
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画に盛り込まれた115の施策の進捗状況等をまとめた「再犯防止推進白書」を初
めて作成し，平成30年12月，閣議決定がなされた。

　⑹　その他
　各府省から法務省に対する照会，依頼，協議等に対応した。主要なものとして
は，障害者施策関係，知的財産戦略推進関係及び拉致問題対策関係に係る省内各
部局との連絡調整等がある。

７　式　典

月 日 件　　　　　　名 出　席　者　数
5. 9 春の叙勲による勲章伝達式 171人 中綬章 13人

小綬章等 158人
5.12 第30回危険業務従事者叙勲による勲章

伝達式
��47人 矯正関係 47人

5.15 春の藍綬褒章及び黄綬褒章伝達式 �147人 保護関係 118人
人権関係 4人

� 矯正関係 11人
民事関係 14人

11. 8 秋の叙勲による勲章伝達式 �177人 中綬章 15人
� 小綬章等 162人

11.12 第31回危険業務従事者叙勲による勲章
伝達式

��43人 矯正関係 43人

11.14� 秋の藍綬褒章及び黄綬褒章伝達式 �142人 保護関係 112人
� 人権関係 �6人
� 矯正関係 �11人

民事関係 �13人

８　公文書の接受等
（平成30年）

件　　　　　　　　　　名 件　　数　　等
１　公文書類の接受件数 289,128件
２　公文書類の発送件数 149,680件
３　官報掲載件数 �10,437件
４　独立行政法人国立公文書館へ移管した行政文書等 　��185冊
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広報室 　法務省組織令第14条　法務省組織規則第１条

１　広報関係事務（広報一係）
　⑴　重点広報事項

広報月 重　　点　　広　　報　　事　　項
随　時 ○平成30年度人権啓発活動重点目標（人権擁護局）

　�　「<<世界人権宣言70周年>>みんなで築こう�人権の世紀�～考えよう�
相手の気持ち�未来へつなげよう�違いを認め合う心～」
　�　21世紀が「人権の世紀」であることを改めて思い起こし，相手の気持
ちを考え，思いやることの大切さを一人一人の心に訴えるとともに，違
いを認め合う心を育み，これを未来につなげていくための啓発活動を展
開する。具体的には，強調事項として以下の人権課題17項目を掲げ，こ
れらを主な事項として啓発活動を実施する。
 （強調事項）
　・女性の人権を守ろう
　・子どもの人権を守ろう
　・高齢者の人権を守ろう
　・障害を理由とする偏見や差別をなくそう
　・部落差別等の同和問題に関する偏見や差別をなくそう
　・アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
　・外国人の人権を尊重しよう
　・ＨＩＶ感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくそう
　・刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
　・犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
　・インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
　・北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
　・ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
　・性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう
　・性自認を理由とする偏見や差別をなくそう
　・人身取引をなくそう
　・東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

随　時 ○再犯防止対策の推進について（企画再犯防止推進室）
　平成28年12月に成立した「再犯の防止等の推進に関する法律」に基づ
く施策の周知を図る。

随　時 ○日本司法支援センターの周知について（司法法制部）
　総合法律支援制度並びに日本司法支援センターの業務内容及び利用方
法等についての周知を図る。

随　時 ○裁判員制度の広報啓発について（刑事局）
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　制度の円滑な実施のため，制度の内容・意義等を周知するとともに，
制度に対する国民の不安を解消し，参加意識の醸成を図る。

随　時 ○登記のオンライン申請等の利用促進について（民事局）
　オンラインを利用した登記申請や証明書等の交付請求の利用促進を図
るため，オンラインを利用した場合のメリットや利用方法について周知
を図る。

随　時 ○相続登記の促進について（民事局）
　　相続登記の手続を行うことの意義や必要性について周知を図る。

随　時 ○筆界特定制度について（民事局）
　筆界特定制度の概要等について周知を図る。

随　時 ○国籍選択制度の周知（民事局）
　外国国籍を有する日本国民に対し，国籍選択制度について幅広く周知
を図る。

随　時 ○戸籍法の一部改正について（民事局）
　戸籍法の一部改正により，従来の戸籍の公開原則を改め，第三者が戸
籍謄本等の交付請求ができる場合を制限し，また，戸籍の届出等の際に
本人確認が必要となったことについて広く国民に周知を図る。

随　時 ○無戸籍の方を戸籍に記載するための手続について（民事局）
　無戸籍者及びその監護者に対し，戸籍に記載するための手続があるこ
と及び法務局にその相談窓口があることについて周知を図る。

随　時 ○国籍法の一部改正について（民事局）
　国籍法の一部改正により，出生後に日本人父から認知をされていれ
ば，父母が婚姻していなくても届出によって日本の国籍を取得できるよ
うになったことなどについて周知を図る。

随　時 ○民間紛争解決手続の業務の認証制度の周知について（司法法制部）
　認証制度を普及定着させるため，制度の概要等について広く国民に周
知を図る。

随　時 ○法制度整備支援の広報啓発について（法務総合研究所）
　法制度整備支援の内容・意義について周知を図る。

随　時 ○�法務行政における国際協力の推進　～国連アジア極東犯罪防止研修所の
活動～（法務総合研究所）
　国連アジア極東犯罪防止研修所が実施している国際研修・セミナー，
他国の機関との共同研究，国連の犯罪防止・刑事司法プログラムへの貢
献等について，その意義及び現状を広く国民に周知する。

随　時 ○法教育の普及・推進（司法法制部）
　法教育教材の作成や，関係省庁，地方公共団体等との連携などを通じ
て，学校教育をはじめとする様々な場面において，法教育の普及・推進
を図る。
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１　月 ○法整備支援連絡会（法務総合研究所）
　法制度整備支援活動についてその現状の周知と情報交換を図る。（大
阪及び東京会場　１月19日）

○�人権シンポジウム「外国人と人権～違いを認め合う共生社会をめざして
～」（広島会場　１月27日）

６　月 ○不法就労外国人対策キャンペーン月間（６月）（出入国在留管理庁）
　政府全体として実施する「外国人労働者問題啓発月間」に時期を合わ
せ，外国人の雇用を適正化して不法就労を防止するため，啓発活動を行う。

○人権擁護委員制度の周知について（人権擁護局）
　「人権擁護委員の日」（６月１日）を中心とした行事を通じて，人権
擁護委員の制度や活動についての周知を図る。

○�全国刑務所作業製品展示即売会（第60回全国矯正展）（北の丸公園　科
学技術館　６月１日・２日）（矯正局）

○全国一斉「子どもの人権110番」強化週間（人権擁護局）
　子どもをめぐる様々な人権問題に積極的に取り組むことを目的とし
て，８月29日から９月４日までの７日間，全国一斉強化週間を実施。

○�「アジアのための国際協力in法分野2018－法整備支援へのいざない」（法
務総合研究所）
　関係諸機関との連携を図りつつ，主に若い世代に法整備支援に関する
基本的知識と国際協力へのキャリアパスを考察する機会を提供する（大
阪及び東京会場　６月30日）。

７　月 ○ハンセン病に関する「親と子のシンポジウム」（青森会場　７月21日）
○再犯防止啓発月間（企画再犯防止推進室）
　再犯防止啓発月間である７月に，再犯の防止等について広く国民の関
心と理解を深めることを目的として，広報活動を実施。
　再犯防止シンポジウム「一般就労と福祉との狭間にある者への就労支
援」の開催（全社協・灘尾ホール　７月26日）

○�“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地
域のチカラ～強調月間（７月）（保護局）

　行動目標
　　①�犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための取組を進めよ

う
　　②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう
　重点事項
　　「出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと」
　　�「帰るべき場所がないまま，刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと」
　　�「薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境を作る

こと」
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　　�「犯罪をした高齢者・障害者等が，社会復帰に必要な支援を受けられ
る環境を作ること」

　　�「非行少年等が学びを継続できる環境を作ること。」
８　月 ○�「アジアのための国際協力�in�法分野2018－サマースクール」（法務総合

研究所）
　関係諸機関との連携を図りつつ，日本で学ぶ留学生を交えて，主に若
い世代に法整備支援に関する情報を提供し，関心と理解の増進を促す（名
古屋会場　８月27日から28日）。

10　月 ○公証制度の意義・役割について（民事局）
　公証週間（10月１日～７日）の時期に併せて，予防司法を目的とする
我が国の公証制度を広く国民に周知し，もって私的法律関係の安定を図
る。
○「法の日」週間（広報一係）
　「法の日」週間（10月１日から１週間）に際して，法を尊重する思想
の普及等を図る（裁判員制度が開始されたことから，当分の間，裁判員
制度の内容・意義等について周知するとともに，制度に対する国民の不
安解消に力を入れる。）。
○法の日フェスタ�in�赤れんが～法を身近に感じてみよう～（広報一係）
　法務省・最高検察庁主催による小学・中学・高校・大学生及び一般を
対象とした体験型・参加型のイベントを実施（10月６日）。
○「全国一斉！法務局休日相談所」の開設（民事局）
　行政サービスの向上を目的として，法務局で所掌している全ての事務
を対象として，法務局職員のほか，法律や各種手続の専門家に，国民が
無料で相談することができる休日相談所を開設（10月第１日曜日）。

11　月 ○�人権シンポジウム「「震災と人権」人権に配慮した被災者支援・避難所
運営の在り方－私たちにできること－」（高知会場　11月10日）（人権擁
護局）

○�国際知財司法シンポジウムＡＳＥＡＮ＋３アドバンストセミナー2018
（国際課）
　知財紛争処理に関するセミナーを開催し，アジア地域の紛争処理能力
の向上を図るとともに，最新の知財関連情報を提供する（東京　11月30
日　最高裁判所・知的財産高等裁判所・特許庁・日本弁護士連合会・弁
護士知財ネット共催）。
○全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間（人権擁護局）
　女性をめぐる様々な人権問題に積極的に取り組むことを目的として，
11月12日から18日までの７日間，全国一斉強化週間を実施。

12　月 ○�世界人権宣言・人権擁護委員制度70周年記念シンポジウム（東京会場　
12月１日）
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○�「アジアのための国際協力in法分野2018－法整備支援シンポジウム」（法
務総合研究所）
　関係諸機関との連携を図りつつ，学生・院生等に法整備支援に関する
研究発表の機会を与え，出席者間で討論することにより，法整備支援に
対する関心と理解の増進を促す（東京会場　12月８日）。
○人権週間（人権擁護局）
　「人権週間」（12月４日～10日）を契機として，集中的に広く国民に
対し,基本的人権の尊重及び自由人権思想の普及，高揚を図る。
○北朝鮮人権侵害問題啓発週間（人権擁護局）
　「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」（12月10日～16日）において，北朝
鮮当局による人権侵害問題に関する国民の関心と認識を深める。
　政府主催国際シンポジウム～拉致問題を含む北朝鮮人権状況改善に向
けた北朝鮮の具体的な行動を引き出すための国際連携のあり方～の開催
（イイノホール　12月15日）

　⑵　広報誌の発行（広報一係）
　平成15年１月に創刊した国民向け広報誌「法務省だより�あかれんが」について，
３回（第60号～第62号）刊行した。

２　報道関係事務（報道係）
　⑴　法務大臣記者会見（112回）
　⑵　各局部課記者発表等（427回）
　⑶　各種報道機関からの取材申込みに対する対応（約1,820回）
３　各種行事の実施状況（広報一係）
　⑴　憲法週間（広報一係）

　５月３日の憲法記念日を中心に，同月１日から７日までの１週間，最高裁判所，
日本弁護士連合会と共催で実施し，無料法律相談所等の開設（96回），座談会・
講演会（４回），その他テレビ・ラジオ・新聞等による広報を行った。
⑵　“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカ
ラ～強調月間（第68回）（保護局）
　７月１日から31日まで，行動目標を①犯罪や非行のない安全・安心な地域社会
を築くための取組を進めよう②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう，
重点事項を「出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと」「帰
るべき場所がないまま，刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと」「薬物依存
からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境を作ること」「犯罪をした高
齢者・障害者等が，社会復帰に必要な支援を受けられる環境を作ること」「非行
少年等が学びを継続できる環境を作ること」として全国的に実施した。
　中央推進委員会の開催（１月30日，法務省），各部行事の連絡調整，民間協力
者に対する法務大臣感謝状の贈呈（贈呈数，個人９，団体11，会社20，学校11），
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実施要綱，パンフレットの作成・配布を行った。
　⑶　「法の日」週間（第59回）（広報一係）

　10月１日の「法の日」から７日までの１週間，最高裁判所，日本弁護士連合
会と共催で実施し，無料法律相談所等の開設（473回），座談会・講演会（34回），
その他テレビ・ラジオ・新聞等による広報を行った。
　なお，中央行事として，「法の日フェスタ�in�赤れんが～法を身近に感じてみよ
う～」と題し，赤れんが棟等を会場に，体験型・参加型のイベントを行った。

　⑷　人権週間（第70回）（人権擁護局）
　平成30年度の第70回人権週間においては，平成30年が世界人権宣言が採択され
てから70周年の記念の年であることを踏まえ，関係機関と連携・協力して，世界
人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴え掛けるとともに，人権尊重思想
の普及高揚を図るため，全国各地において，講演会，座談会等の開催，スポーツ
選手，児童生徒等の協力による「一日人権擁護委員」の啓発活動，公民館等にお
ける人権相談所の開設等を行ったほか，新聞及びインターネット等のマスメディ
アを活用した集中的な啓発活動を行った。

　⑸　北朝鮮人権侵害問題啓発週間（人権擁護局）
　「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が平
成18年６月23日に施行され，拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関
する啓発を図ることが政府及び地方公共団体の責務として掲げられたほか，12月
10日から同月16日までの１週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることが
規定された。
　これを受けて，拉致問題対策本部と法務省は，共催で政府主催国際シンポジウ
ム～拉致問題を含む北朝鮮人権状況改善に向けた北朝鮮の具体的な行動を引き出
すための国際連携のあり方～（平成30年12月15日）を開催した。また，啓発週間
ポスター及びチラシを作成の上，省内各組織，各府省庁，地方公共団体等に配布，
全国の法務局・地方法務局において掲出・配布したほか，啓発週間ポスターの交
通広告，インターネット広告等を実施した。

４　行政相談（広報二係）
　総務省からの照会等のほか，直接国民からファクシミリ・電話・メールにより寄
せられる御意見や御提案に対応した。
５　防災・国民保護業務（広報二係）
　防災業務では，中央防災会議，各災害対策関係省庁連絡会議等の防災に関する各
種会議に出席するなどして必要な事務の連絡調整等を行うとともに，災害発生時に
おける初動対応訓練を企画・実施した。また，平成30年７月豪雨等の自然災害につ
いて，被害状況を迅速に把握するとともに，必要な対策等を講じた。
　国民保護業務では，政府が主催する国民保護法に基づく緊急対処事態関係省庁連
携訓練に参加するとともに必要な事務の連絡調整を行った。
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政策立案・情報管理室 　法務省組織令第14条　法務省組織規則第１条

１　行政情報化推進関係
　平成30年１月に「デジタル・ガバメント実行計画」（以下「実行計画」という。
同年７月改定。）が策定され，各府省は，実行計画に掲げる取組を実現するとともに，
各府省におけるデジタル・ガバメント推進を戦略的に進めるため，平成30年度から
令和４年度までを計画期間とする中長期計画を策定することとされた。
　また，平成30年６月には，「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用
推進基本計画」が閣議決定され，「世界最先端デジタル国家」の創造に向け，行政
サービスのデジタル改革を起点として，地方公共団体や民間部門を通じた「ＩＴを
活用した社会システムの抜本改革」を断行し，サイバーセキュリティの確保を図り
つつ，ＩＴを最大限活用した簡素で効率的な社会システムを構築し，国民が安全で
安心して暮らせ，豊かさを実感できる社会を実現することを目指すこととされた。
　法務省においては，このような動きに対応し，平成30年６月に「法務省デジタル・
ガバメント中長期計画」を策定するとともに，ＩＴの利活用による国民の利便性の
向上と効率的なデジタル・ガバメントの実現等を図るための取組を行ったほか，行
政情報化施策に関し，各部局及び関係各府省等との総合調整等を行った。
　なお，平成30年中における主な活動状況は，次のとおりである。
　⑴　各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議等への出席
　⑵　情報システム関係予算に関する取りまとめ等
　⑶　情報システムの調達に対する助言
　⑷　行政情報化に関する各種調査等の取りまとめ
　⑸　総務省主催の情報システム統一研修への参加（延べ2,750人）
２　情報システム関係
　⑴　法務本省内ＬＡＮシステム

　行政情報化推進の一環として法務本省内ＬＡＮシステムの構築を行い，平成８
年４月から運用を開始した。初期構築以来，保守期限を迎えたサーバ機器等を順
次更新し，その可用性を保ってきたところ，統一的な運用体制の構築及び情報セ
キュリティ対策の充実・強化等を目的として，平成26年６月から順次機器等を更
新し，現在運用を継続しているところである。
　本システムにより，本省内の情報の共有や流通の迅速化及び事務のペーパーレ
ス化を実現しているほか，政府共通ＮＷ接続及びインターネット接続を実施して
いる。現在運用中の主な機能は，電子メール，電子掲示板，共有ファイル管理，
会議室予約，スケジュール管理，電子利用者名簿管理等である。
　なお，本システムは，令和２年度を目途に，後述の法務省統合情報基盤への統
合を予定している。

　⑵　法務省情報ネットワーク（法務省ＮＷ）
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　法務省情報ＮＷは，法務本省と所管各庁及びその出先機関を結ぶ広域ネットワ
ークであり，「法務省情報ネットワーク（共通システム）最適化計画」（平成17年
４月６日法務省情報化統括責任者（ＣＩＯ）決定）に基づき，情報の共有，情報
流通の迅速化と安全性・信頼性の確保及び行政コストの削減等を目的として，府
省内ネットワークである法務総合情報通信ネットワーク（法務省ＷＡＮ）を，「法
務省情報ネットワーク」と呼称を改めた上，平成17年度に再構築し，運用を開始
した。
　その後，平成22年度に法務省における1,000か所を超える所管各庁等との接続
を完了し，また，平成25年度に設備の老朽化に伴う通信機器及び回線の更新を実
施した上で，継続的・安定的なサービスを提供しているところである。
　法務省ＮＷは，各局部課等の情報システムで利用されているほか，所管各庁等
がインターネットに接続する場合や，各府省等又は地方公共団体との通信のため
に政府共通ＮＷに接続する場合は，原則として法務省ＮＷを経由する必要があり，
法務行政の効率的な遂行に必要不可欠な情報通信基盤として，極めて重要な役割
を担っている。
　なお，当該ネットワークは，平成30年度中に後述の法務省統合情報基盤への統
合を開始し，令和元年度を目処に，統合の完了を予定している。

　⑶　政府共通ネットワーク（政府共通ＮＷ）接続
　政府共通ＮＷは，府省庁間のＬＡＮシステムを結ぶ府省庁間広域ネットワーク
（ＷＡＮ）であり，「行政情報化推進基本計画」（平成６年12月25日閣議決定）に
基づいて，「霞が関ＷＡＮ」という呼称で整備され，平成９年１月から運用が開
始され，法務省は，同年６月から接続しており，平成25年１月から「政府共通Ｎ
Ｗ」にネットワーク移行及び改称がされ，その接続を継続しているものである。
　政府共通ＮＷは，電子メールや電子文書交換システム，電子掲示板等による府
省庁間の情報共有の推進を図るための総合的な事務ネットワークである。近時で
は，人事・給与関係業務情報システムや官庁会計システム，政府共通プラットフ
ォーム上のサービスである一元的な文書管理システムなどの府省共通システムの
利用に係る通信の転送を行うほか，総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）や司法
情報通信システムとの相互接続も行うなど，政府全体の重要な共通基盤ネットワ
ークとなっている。

　⑷　法務省統合情報基盤（ＢＡＳＥ）
　「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（平成29年５
月30日閣議決定）等で掲げられた政府目標である情報システムの統廃合及び運用
コストの圧縮等を達成しつつ，災害対策や情報セキュリティ対策の向上を図るた
め，広域ネットワークである法務省ＮＷと出入国管理ネットワークを統合すると
ともに，法務省の本省部局等が所管する一部の省内ＬＡＮシステムを統合して，
安全で効果的な法務省統合情報基盤（ＢＡＳＥ：Basic� and�Advanced�Secure�
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Environnment）を整備すべく，平成30年から設計・構築を開始した。
　なお，当該システムは，令和２年度からの本格運用の開始を予定している。

３　情報セキュリティ対策の強化
　法務省における情報セキュリティ対策は，「政府機関の情報セキュリティ対策の
ための統一規範」，「政府機関等の情報セキュリティ対策の運用等に関する指針」
及び「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（平成28年度版）」（以下，
これらを総称して「統一基準群」という。）に準拠した，「法務省における情報セキ
ュリティ対策の基本方針」，「法務省情報セキュリティ対策基準」及び実施要領（以下，
これらを総称して「法務省ポリシー等」という。）に従い実施しているところである。
　また，法務省ポリシー等に基づき，「平成30年度法務省対策推進計画」（以下「対
策推進計画」という。）を定め，同計画にのっとって，情報セキュリティ対策に関
する取組を実施している。
　平成30年中における主な取組として，法務省における情報セキュリティ対策水準
の維持・向上を図るため，３月29日に全面改定を行った法務省ポリシー等の浸透を
図るとともに，情報セキュリティマネジメントの実効性確保のための取組として，
助言型の情報セキュリティ内部監査の試行を実施した。また，法務省ポリシー等及
び対策推進計画に基づき，高度サイバー攻撃等に対する対応を強化するため，サイ
バー攻撃監視体制の運営を開始した。さらに，情報セキュリティの様々な取組への
適切な対応に必要な人材の確保のため，「法務省におけるセキュリティ・ＩＴ人材
確保・育成計画」の見直しを行うとともに，同計画に基づき，セキュリティ・ＩＴ
人材の確保・育成を継続的に進めた。
４　政策評価関係
　中央省庁等改革基本法第４条第６号及び第29条各号において，各府省は政策評価
機能の充実強化を図ることとされている。
　政策評価とは，国の行政機関がその所掌する政策に関して自ら評価を行い，その
結果を公表するとともに，これを政策の企画立案に反映させることにより，①国民
に対する説明責任を徹底し，②国民本位で効率的な質の高い行政を実現し，③国民
的視点に立った成果重視の行政への転換を図ることを目的とするものである。
　法務省においては，平成13年１月に大臣官房秘書課政策評価企画室を設置し，総
務省が示した「政策評価に関する標準的ガイドライン」（平成13年１月15日政策評
価各府省連絡会議了承）を受けて，「法務省政策評価実施要領」等を策定して，同
年４月１日から政策評価を実施してきたところ，平成14年４月１日の「行政機関が
行う政策の評価に関する法律」（平成13年法律第86号）の施行後は，「政策評価に関
する基本方針」（平成17年12月16日閣議決定）を踏まえ，同法第６条及び第７条に
基づいて策定した「法務省政策評価に関する基本計画」（以下「基本計画」という。）
及び「法務省事後評価の実施に関する計画」（以下「実施計画」という。）に従って，
政策評価を実施している（基本計画及び実施計画，政策評価結果，政策評価結果の
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政策への反映状況，その他必要と認める事項について法務省ホームページにおいて
公表している。）。
　また，政策評価の実施に当たっては，必要に応じ，学識経験者，民間等の第三者
等の知見の活用を図るものとされているところ，法務省では，その政策及び政策評
価の手法等について民間の有識者等の意見等を聴取するため，「政策評価懇談会」（座
長：田中等弁護士）を開催している。平成30年においては，第51回ないし第54回の
計４回にわたり，政策評価懇談会を開催し，平成29年度法務省事後評価実施結果報
告書（案）や，平成30年度法務省事後評価の実施に関する計画（案）等について意
見を聴取した。
５　証拠に基づく政策立案の推進
　近時，我が国の経済社会構造が急速に変化するなか，限られた資源を有効に活用
し，国民により信頼される行政を展開するためには，政策部門が，統計等を積極的
に利用して，証拠に基づく政策立案（Evidence-based�Policymaking（エビデンス・
ベースト・ポリシー・メイキング）以下「ＥＢＰＭ」という。）を推進する必要が
あるとされている。平成29年５月に統計改革推進会議で決定された「統計改革推進
会議最終取りまとめ」及び平成29年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の
基本方針2017（骨太の方針2017）」では，各府省のＥＢＰＭ推進の要となる機能を
整備することとされたため，法務省では，平成30年４月に政策立案総括審議官を新
設し，法務省におけるＥＢＰＭの推進に取り組んでいる。
６　男女共同参画関係
　平成６年７月，男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な
推進を図ることを目的として，内閣に男女共同参画推進本部が設置されるとともに，
内閣総理大臣の諮問機関として男女共同参画審議会が設置され，平成13年１月，中
央省庁等改革に伴い，同審議会を発展的に継承し，内閣府に，内閣官房長官を議長，
内閣総理大臣が指定する国務大臣（法務大臣を含む。）等を議員とする男女共同参
画会議が設置された。
　法務省においては，上記会議の下に設置された「女性に対する暴力に関する専門
調査会」等の専門調査会における審議等への対応を行っている。
　また，男女共同参画社会基本法第13条に基づき，男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために，平成12年12月に第１次男女
共同参画基本計画が，平成17年12月には，第２次男女共同参画基本計画が，平成22
年12月には，第３次男女共同参画基本計画がそれぞれ閣議決定された。また，平成
27年12月には，令和２年度末までを見通した施策の方向及び具体的な取組を定めた
第４次男女共同参画基本計画が閣議決定された。
　さらに，平成30年６月には，すべての女性が輝く社会づくり本部において，女性
の活躍を支える安全・安心な暮らしの実現，あらゆる分野における女性の活躍及び
女性活躍のための基盤整備について，政府が一丸となり重点的に取り組むべき具体
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策を打ち出した「女性活躍加速のための重点方針2018」が決定された。
　なお，法務省における女性職員の採用・拡大の推進に関しては，第４次男女共同
参画基本計画の策定を受けて，「採用昇任等基本方針」（平成26年６月24日閣議決定），
「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」（平成26年
10月17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定），次世代育成支援
対策推進法（平成15年法律第120号）及び女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律（平成27年法律第64号）に基づき，「法務省・公安審査委員会・公安調査
庁特定事業主行動計画（アット・ホウムプラン）～男女がともに活躍し，活力ある
社会を実現するために～」（平成28年３月31日法務大臣・公安審査委員会委員長・
公安調査庁長官決定）を策定し，令和２年度までの目標を設定している。
７　青少年育成関係
　ニートやひきこもり等に着目し，様々な困難に直面している子ども・若者育成支
援のための施策を推進するため，平成22年４月に ｢子ども・若者育成支援推進法」
（平成21年法律第71号）が施行された。
　同法に基づき，内閣総理大臣を本部長とする子ども・若者育成支援推進本部が設
置され，同本部の検討を経て，平成22年７月に「子ども・若者ビジョン」が，また，
５年後の見直しを経て，平成28年２月に「子供・若者育成支援推進大綱」が決定さ
れた。
　同大綱における法務省関連施策には，非行・犯罪に陥った子供・若者の支援等が
あり，同施策等の着実な推進に努めている。
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人事課 　法務省組織令第14条，第16条　法務省組織規則第２条

１　定員関係
　平成30年度予算の成立に伴い，法務省の各組織の定員について増減員が行われ，
その結果，行政機関職員定員令の一部を改正する政令（平成30年政令第75号），法
務省定員規則の一部を改正する省令（平成30年法務省令第15号）及び法務省定員細
則の一部を改正する訓令（平成30年法務省人定訓第１号大臣訓令）が施行された。
また，平成31年１月には，国の行政機関における障害者の雇用をめぐる状況を踏ま
え，障害者の雇用の拡大を図るため，行政機関職員定員令の一部を改正する政令（平
成30年政令第349号），法務省定員規則の一部を改正する省令（平成30年法務省令第
30号）及び法務省定員細則の一部を改正する訓令（平成30年法務省人定訓第２号大
臣訓令）が施行され，次の表のとおり，平成30年度末定員が定められた。

組　織　別
定員令第１条定員

平成29年度末
定　　員 増△減 平成30年度末

定　　員

本 省 内 部 部 局 876 20 896

法 務 総 合 研 究 所 88 △　4 84

矯 正 研 修 所 54 1 55

刑 務 所 ， 少 年 刑 務 所
及 び 拘 置 所

19,649 20 19,669

少 年 院 2,462 △　6 2,456

少 年 鑑 別 所 1,198 △　10 1,188

婦 人 補 導 院 2 2

入 国 者 収 容 所 210 5 215

法務局及び地方法務局 8.835 49 8,884

矯 正 管 区 235 16 251

地 方 更 生 保 護 委 員 会 294 3 297

保 護 観 察 所 1.521 25 1,546

地 方 入 国 管 理 局 4,264 267 ����4,531

検 察 庁 11,806 25 11,831

公 安 審 査 委 員 会 4 4

公 安 調 査 庁 1,609 37 1,646

計 53,107 448 53,555
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２　叙位・叙勲・褒章及び表彰取扱件数
　⑴　叙位・叙勲取扱件数

（平成30年）

区　　 分 生　　存　　者 死　　亡　　者
叙　　　　　　位 － 382
叙　　　　　　勲 726（128） 169

（注）（　）内は高齢者叙勲取扱件数で外数

　⑵　褒章取扱件数
（平成30年）

区　　 分 件　　　　　　　数
緑　　綬　　褒　　章 －　　
黄　　綬　　褒　　章 29　　
藍　　綬　　褒　　章 305（3）
紺　　綬　　褒　　章 4　　

計 338（3）
（注）（　）内は遺族追賞取扱件数で外数

　⑶　表彰取扱件数
（平成30年）

区　　　　　　　　　　　分 件　 数
表彰規程第２条第１号（危険を顧みず職責を果たした者）表彰者 －
表彰規程第２条第２号（能率増進）表彰者 －
表彰規程第２条第３号（永年勤続）定期表彰者 1,193
表彰規程第２条第３号（永年勤続）臨時表彰者 88
表彰規程第２条第４号（模範業績又は善行）表彰者 5

計 1,286
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３　懲戒処分件数
（平成30年）

種　　　別

本 省 法 務 検 察 矯 正 保 護 入 管

直
接
責
任

監
督
責
任

直
接
責
任

監
督
責
任

直
接
責
任

監
督
責
任

直
接
責
任

監
督
責
任

直
接
責
任

監
督
責
任

直
接
責
任

監
督
責
任

懲 戒 免 職 － －� － － 3 － 1 － － － － －
停　　　職 －� －� 3 － �3 － 11 － 2 － 1 －
減　　　給 － － 1 － 10 － 16 － 2 － 4 －
戒　　　告 － － － － 3 － 7 － － 1 － －

計 － － 4 － 19 － 35 － 4 1 5 －

４　職員の兼業
　平成30年中における職員の兼業について，国家公務員法第103条関係の承認は51
件，同法第104条関係の許可は152件，矯正医官の兼業及び勤務時間の特例等に関す
る法律に係る承認は486件，消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法
律に係る承認は58件である。
５　人事記録関係
　⑴　人事記録の移管件数

（平成30年）
本　省 法　務 検　察 矯　正 保　護 入　管 その他 計
331 59 114 106 49 47 34 740

　⑵　履歴事項証明件数
（平成30年）

本　省 法　務 検　察 矯　正 保　護 入　管 その他 計
5 － 48 － － － 13 66



－61－

会計課 　法務省組織令第14条，第17条　法務省組織規則第３条

１　令和元年度予算編成
　令和元年度予算編成に当たっては，「平成31年度予算編成の基本方針」（平成30年
12月７日閣議決定）に基づき，幼児教育の無償化をはじめとする「人づくり改革」
の推進や第４次産業革命の技術革新等を通じた「生産性革命」の実現に向けての設
備・人材などへの力強い投資，研究開発・イノベーションの促進など重要な政策課
題への対応に必要な予算措置を講ずるなど，メリハリの効いた予算編成を目指す一
方，令和元年10月１日に予定されている消費税率の引上げに伴う対応として，引上
げ前後の消費を平準化するための十分な支援策を講ずるなど，あらゆる施策を総動
員し，経済の回復基調が持続するよう，臨時・特別の措置を講ずるとともに，東日
本大震災，熊本地震をはじめ，各地の災害からの復興や防災対応の強化を着実に進
め，また，令和元年度は，新経済・財政再生計画で位置付けられた，社会保障改革
を軸とする基盤強化期間の初年度となる予算であることから，同計画に基づき，歳
出改革等に着実に取り組むこととされた。
　令和元年度予算については，この基本方針に基づき，「政府案」として閣議決定（平
成30年12月21日，平成31年１月18日変更閣議決定）された。
２　令和元年度法務省予算の概要
　令和元年度の法務省の予算は，「平成31年度予算の概算要求に当たっての基本的
な方針について」（平成30年７月10日閣議了解）において，平成25年度予算から平
成30年度予算までの安倍内閣の歳出改革の取組を強化するとともに，施策の優先順
位を洗い直し，無駄を徹底して排除しつつ，予算の中身を大胆に重点化するものと
されたことを受け，「2020年東京大会（オリンピック・パラリンピック）等に向け
た安全・安心の基盤整備」，「犯罪をした者等の再犯防止対策」，「経済再生加速化の
ための経済・社会基盤の整備」，「グローバル化した国際環境における「司法外交」
の展開」及び「法の支配を実現するための諸施策」の各施策を中心に必要な経費を
要求した。
　その結果，経費関係について，一般会計では，2020年東京大会等の開催や観光立
国に向けた施策を契機とした訪日外国人の増加に対応するために必要な出入国管理
体制の強化に必要な経費，犯罪対策閣僚会議決定「再犯防止に向けた総合対策」（平
成24年７月）及び「宣言：犯罪に戻らない，戻さない」（平成26年12月），「再犯の
防止等の推進に関する法律」（平成28年12月）に掲げられている対象者の特性に応
じた処遇，住居の確保，就労支援等の再犯防止対策の推進に必要な経費，防災・減災，
国土強靱化のための３か年緊急対策関連予算として矯正施設の環境整備の推進に必
要な経費，所有者を特定することが困難な土地等の解消に向けた各種施策の推進並
びに従来型，大都市型及び復興型登記所備付地図作成作業の推進に必要な経費，京
都コングレス2020開催に向けた事前準備に必要な経費，捜査・公判に必要な人的・
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物的基盤を確保することによる検察活動の充実・強化に必要な経費のほか，平成30
年人事院勧告に基づく給与改善に必要な経費が計上され，平成30年度当初予算比で
562億2,165万５千円の増額となった。
　東日本大震災復興特別会計については，登記事務処理の適正・迅速な実施に必要
な経費，震災に起因する民事法律扶助業務等の実施に必要な経費，被災した法務省
施設の復旧経費等が計上された。
　定員関係については，出入国在留管理庁の新設のほか，障害者雇用の推進のため
の定員が別途措置されたことから，法務省においては，定員合理化により961人が
減員となったが，出入国在留管理庁及び検察庁を中心に，1,485人の増員が認めら
れた。
　これにより，令和元年度当初予算は，一般会計及び東日本大震災復興特別会計を
合わせ，8,231億4,828万３千円（前年度比573億8,938万７千円増）となった。その
概要は，次の表のとおりである。

（単位：千円）

区　　　分
平成30年度
当初予算額

Ａ

令和元年度
当初予算額

Ｂ

対 前 年 度
増 △ 減 額

Ｂ－Ａ 増減率（%）
（1,200,000） （7,062,941） （5,862,941） （488.6）

一 般 会 計 763,757,087 819,978,742 56,221,655 7.4
人 件 費 511,058,029 518,461,439 7,403,410 1.4

（1,200,000） （7,062,941） （5,862,941） （488.6）
物 件 費 252,699,058 301,517,303 48,818,245 19.3

（1,200,000） （7,062,941） （5,862,941） （488.6）
除 く 施 設 費 227,653,464 242,946,345 15,292,881 6.7
施 設 費 25,045,594 58,570,958 33,525,364 133.9

東日本大震災復興
特 別 会 計 2,001,809 3,169,541 1,167,732 58.3
人 件 費 　398,730 　323,924 △　74,806 △　18.8
物 件 費 1,603,079 2,845,617 1,242,538 77.5
除 く 施 設 費 　779,782 　765,999 △　13,783 △　 1.8
施 設 費 　823,297 2,079,618 1,256,321 152.6

�� （1,200,000） （7,062,941） （5,862,941） （488.6）
合 計 765,758,896 823,148,283 57,389,387 7.5
人 件 費 511,456,759 518,785,363 7,328,604 1.4

（1,200,000） （7,062,941） （5,862,941） （488.6）
物 件 費 254,302,137 304,362,920 50,060,783 19.7

（1,200,000） （7,062,941） （5,862,941） （488.6）
除 く 施 設 費 228,433,246 243,712,344 15,279,098 6.7
施 設 費 25,868,891 60,650,576 34,781,685 134.5

（注）�　一般会計の上段（　）書きは，国土交通省所管（観光庁一括計上）に係る予算（国際観光旅客税財源
充当事業）の内数である。

　　　東日本大震災復興特別会計は復興庁所管であり，同庁において一括計上している。
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　次に，増員等の組織別内訳は，次の表のとおりである。
（単位：人）

組　織　等
平成30
年度末
定　員

新　規

増　員

定　　員

合理化等
その他 純増減

令和元
年度末
定　員

【 一 般 会 計 】
法 務 本 省 903 7 △　132 △　125 778
法務総合研究所 84 84
検 察 庁 11,831 262 △　232 △　　1 29 11,860

最 高検察庁 111 111
高 等検察庁 641 641
地 方検察庁 11,079 262 △　232 △　　1 29 11,108

矯 正 官 署 23,621 400 △　401 △　　7 △　　8 23,613
矯 正 管 区 251 　　18 　　18 269
矯 正研修所 55 24 　　24 79
刑 事 施 設 19,669 337 △　328 △　 21 △　 12 19,657
少 年 院 2,456 43 △　 48 △　 23 △　 28 2,428
少 年鑑別所 1,188 20 △　 25 △　　5 △　 10 1,178
婦 人補導院 2 　 2

更 生 保 護 官 署 1,843 33 △　 28 △　　5 0 1,843
地方更生保護 　　　
委 員 会 297 2 2 299
保 護観察所 1,546 31 △　 28 △　　5 △　　2 1,544

法 務 局 8,820 245 △　224 △　　1 　　20 8,840
地方入国管理官署 4,746 △　 30 △4,716 △4,746 0

入国者収容所 215 △　215 △　215 0
地方入国管理局 4,531 △　 30 △4,501 △4,531 0

出入国在留管理庁 0 529 △　 19 4,922 5,432 5,432
公安審査委員会 4 　　　 4
公 安 調 査 庁 1,646 61 △　 27 △　 30 4 1,650

小 計 53,498 1,537 △　961 30 606 54,104

【東日本大震災復興� 　　　
�特別会計】 　　　 　

法 務 局 64 △　 10 △　 10 54

小 計 64 　 △　 10 △　 10 54

合 計 53,562 1,537 △　961 20 596 54,158
（注）　法務本省には，特別職８人を含む。



－64－

３　平成30年度決算の概要
⑴　一般会計

歳入予算額は，� 101,430,831,000円
であり，
収納済歳入額は，� 99,939,454,558円

である。
この収納済歳入額を歳入予算額と比べると，� 1,491,376,442円

の減少となっている。
その要因は，
（目）不用物品売払代が� 1,529,733,368円
（目）手数料が� 911,278,530円

増加したものの，
（目）罰金及科料が� 3,705,955,618円

減少したこと等によるものである。
歳出予算現額の内訳は，
当初予算額� 763,757,087,000円
予算補正追加額� 29,358,997,000円
予算補正修正減少額� 3,814,187,000円
前年度繰越額� 26,876,420,664円
予備費使用額� 561,777,000円
　　　計� 816,740,094,664円

であり，
支出済歳出額は，� 765,026,198,375円

である。
この支出済歳出額を歳出予算現額と比べると，� 51,713,896,289円

の差額を生ずる。
上記差額のうち，翌年度へ繰り越した額は，� 39,696,594,964円

であり，不用となった額は，� 12,017,301,325円
である。
ア　翌年度繰越額の内訳は，次のとおりである。
ア　入退館管理システム整備経費等に係る（項）法務本省共通費（目）情報処
理業務庁費の明許繰越として

� 149,645,492円
イ　更生保護施設整備事業費に係る（項）更生保護企画調整推進費（目）更生
保護事業費補助金の明許繰越として

� 170,550,000円
ウ　在留外国人のための一元的相談窓口整備事業費補助に係る（項）出入国管
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理企画調整推進費（目）外国人受入環境整備交付金の明許繰越として
� 980,312,000円

エ　大阪拘置所第２期新営工事等に係る（項）法務省施設費（目）施設施工旅
費，施設施工庁費及び施設整備費の明許繰越として

� 21,518,281,877円
オ　災害対策用通信機器整備経費等に係る（項）法務行政情報化推進費（目）
情報処理業務庁費の明許繰越として

� 160,269,904円
カ　監視カメラ機器等更新経費に係る（項）法務総合研究所共通費（目）庁費
の明許繰越として

� 6,804,000円
キ　災害情報提供機器更新経費に係る（項）法務総合研究所共通費（目）研修
所庁費の明許繰越として

� 19,980,000円
ク　立川第二法務総合庁舎監視カメラ設備緊急整備等に係る（項）検察官署共
通費（目）庁費の明許繰越として

� 214,486,000円
ケ　入退館管理システム整備経費に係る（項）検察官署共通費（目）情報処理
業務庁費の明許繰越として

� 131,587,908円
コ　土庄区検察庁庁舎及び宿舎等解体撤去工事等に係る（項）検察官署共通費
（目）庁舎等撤去費の明許繰越として

� 98,252,000円
サ　捜査公判支援機器整備経費等に係る（項）検察費（目）検察業務庁費の明
許繰越として

� 1,053,038,000円
シ　捜査公判支援機器整備経費等に係る（項）検察運営費（目）検察業務庁費
の明許繰越として

� 565,069,000円
ス　矯正総合情報通信ネットワークシステム緊急整備等に係る（項）矯正管理
業務費（目）矯正管理業務庁費の明許繰越として

� 8,167,865,640円
セ　東京拘置所被収容者行先表示システム更新整備一式に係る（項）矯正収容
費（目）収容諸費の明許繰越として

� 478,959,000円
ソ　更生保護情報トータルネットワークシステム整備経費等に係る（項）更生
保護活動費（目）更生保護業務庁費の明許繰越として
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� 339,937,560円
タ　登記情報提供システム改修経費等に係る（項）登記事務処理費（目）登記
情報処理業務庁費の明許繰越として

� 533,064,000円
チ　長期相続登記未了土地調査経費に係る（項）登記事務処理費（目）登記業
務庁費の明許繰越として

� 1,692,868,520円
ツ　東京入国管理局本局非常用電源更新工事等に係る（項）地方入国管理官署
共通費（目）庁費の明許繰越として

� 69,807,000円
テ　出入国管理システム緊急整備経費及び出入国審査機器緊急整備経費に係る
（項）出入国管理業務費（目）情報処理業務庁費の明許繰越として

� 1,261,566,312円
ト　通信機器整備経費に係る（項）破壊的団体等調査費（目）団体等調査業務
庁費の明許繰越として

� 249,275,714円
ナ　広島刑務所鍛錬場・待機所棟等新営工事等に係る（項）法務省施設費（目）
施設整備費の事故繰越として

� 1,832,403,233円
ニ　青森空港リニューアル計画に伴う機器移設等に係る（項）国際観光旅客税
財源出入国管理業務費（目）情報処理業務庁費の事故繰越として

� 2,571,804円
　　　　　　　　　　　　　　　計� 39,696,594,964円

イ　流用等増加額の内訳は，次のとおりである。
ア　通訳謝金の支払が多かったことにより
（項）検察費（目）諸謝金に必要な経費に対して

� 31,508,000円
イ　一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成30年法律
第82号。以下「一般職給与等改正法」という。）が施行されたことにより
（項）更生保護官署共通費（目）職員諸手当に必要な経費に対して

� 15,192,000円
ウ　一般職給与等改正法が施行されたこと等により
（項）法務局共通費（目）職員諸手当に必要な経費に対して

� 148,720,000円
エ　供託金利子払渡認可額が増加したことにより
（項）国籍等事務処理費（目）供託金利子に必要な経費に対して

� 38,809,000円
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オ　一般職給与等改正法が施行されたことにより
（項）地方入国管理官署共通費（目）職員諸手当に必要な経費に対して

� 90,932,000円
カ　被収容者が増加したことにより
（項）出入国管理業務費（目）被護送収容者食糧費に必要な経費に対して

� 81,926,000円
　　　　　　　　　　　　　　　計� 407,087,000円

ウ　不用額の内訳は，次のとおりである。
ア　法務本省
　退職者数及び退職手当の平均支給額が予定を下回ったことから，退職手当
を要することが少なかったこと等により

� 3,634,338,321円
イ　法務総合研究所
　契約価格が予定を下回ったこと等から，庁費を要することが少なかったこ
と等により

� 201,333,815円
ウ　検察庁
　職員に欠員があったこと等から，職員基本給を要することが少なかったこ
と等により

� 1,307,235,856円
エ　矯正官署
　職員に欠員があったこと等から，職員基本給を要することが少なかったこ
と等により

� 3,115,300,916円
オ　更生保護官署
　保護観察事件数及び特殊事務処理日数が予定を下回ったこと等から，保護
司実費弁償金を要することが少なかったこと等により

� 673,500,234円
カ　法務局
　業務内容の見直しによる業務計画の変更をしたこと，契約価格が予定を下
回ったこと等から，登記業務庁費を要することが少なかったこと等により

� 2,253,273,670円
キ　地方入国管理官署
　職員に欠員があったこと等から，職員基本給を要することが少なかったこ
と等により

� 642,014,575円
ク　公安調査庁
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　職員に欠員があったこと等から，職員基本給を要することが少なかったこ
と等により

� 187,492,138円
ケ　その他の組織� 2,811,800円

　　　　　　　　　　　　　　　計� 12,017,301,325円
⑵　東日本大震災復興特別会計

歳入予算額は，� 356,512,000円
であり，
収納済歳入額は，� 356,550,253円

である。
この収納済歳入額を歳入予算額と比べると，� 38,253円

の増加であった。
その要因は，
（目）雑入が� 36,790円

増加したこと等によるものである。
歳出予算現額の内訳は，
当初予算額� 0円
予算補正追加額� 0円
予算補正修正減少額� 0円
予算移替増加額� 1,953,664,000円
予算移替減少額� 0円
前年度繰越額� 9,927,000円
予備費使用額� 0円
　　　計� 1,963,591,000円

であり，
支出済歳出額は，� 1,468,709,307円

である。
この支出済歳出額を歳出予算現額と比べると，� 494,881,693円

の差額を生ずる。
上記差額のうち，翌年度へ繰り越した額は，� 468,742,231円

であり，不用となった額は，� 26,139,462円
である。
不用額の内訳は，次のとおりである。

ア　法務局
　低位号俸の職員が予定を上回ったことから，職員基本給を要することが少な
かったこと等により

� 25,248,961円
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イ　その他の組織� 890,501円
　　　　　　　　　　　　　　　計� 26,139,462円

４　適切な予算執行等の確保
　⑴　行政事業レビューの実施

　行政事業レビューは，「行政事業レビューの実施等について」（平成25年４月５
日閣議決定）に基づき，各府省に設置された官房長等を統括責任者とする「行政
事業レビュー推進チーム」において，予算要求段階から事業の実態を把握し，外
部有識者の知見も活用しながら事業の内容や効果の点検を行い，その結果を予算
要求及び予算執行に反映する取組である。
　平成30年度においては，平成30年４月20日に「平成30年度法務省行政事業レビ
ュー行動計画」を策定し，法務省の全事業を71事業に整理した上で，そのうちの
２事業について，平成30年６月11日に公開プロセス（インターネット中継による
外部有識者を交えた公開の場での検証）を実施し，そのほかの事業についても「法
務省行政事業レビュー推進チーム」による点検を行い，それらの結果を平成31年
度予算概算要求に反映した。
　概算要求への反映額は，50億9,600万円の削減となっている。
　なお，公開プロセスの取りまとめ結果は，次のとおりである。

法務省行政事業レビュー（公開プロセス）取りまとめ結果

事 業 名 評価結果 取りまとめコメント

成年後見登記事務
の運営

事業内容の
一部改善

・�他組織との業務の整合性について検討した上で，
成年後見登記事務をどう効率化していくかにつ
いて検討を行う必要がある。
・�成年後見登記システムについては，抜本的な最
適化設計を行う必要がある。

出入国管理業務の
実施

事業全体の
抜本的な改
善

・�在留カードの発行等に係る窓口の混雑解消のた
め，申請からカード発行までの業務システムを
含めた見直しを行う必要がある。
・�在留カードの偽造防止対策について，ホログラ
ム，特殊インク，データベース検索等の方法が
有効か，抜本的なシステムの再検討を行う必要
がある。
・�在留カードのマイナンバーカードへの集約につ
いては，関係省庁と連携の上，積極的な検討を
行う必要がある。
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　⑵　調達改善の取組について
　調達改善の取組については，「調達改善の取組の推進について」（平成25年４月
５日行政改革推進本部決定）において，各府省庁がＰＤＣＡサイクルにより，透
明性・外部性を確保しつつ，自律的かつ継続的に調達改善に取り組むこととされ
たことなどを受け，法務省においても，調達改善計画を策定し，同計画に沿った
調達を推進している。
　平成30年度においては，平成30年３月29日に「平成30年度法務省調達改善計
画」を策定し，電力調達・ガス調達の改善及び一者応札の解消について重点的に
取り組むこととしているほか，共同調達の実施等を図ることを目標とし，その達
成状況等について，平成30年12月６日に上半期における自己評価を実施した。な
お，平成30年度終了後においても，自己評価を行うこととしている。
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国際課 　法務省組織令第14条，第15条　

　法務省においては，法の支配等の普遍的価値を国際的に浸透させ，国連で採択され
た「ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）」の達成に貢
献することで国際社会における我が国のプレゼンスを高めることを目的として，日本
型司法制度の強みを我が国の重要なソフトパワーとして位置付け，司法分野における
国内外の施策を総合的・戦略的に推進する「司法外交」を進めている（具体的な施策
は以下に記載のとおり。）。

〈重要施策の概要〉
１　国連犯罪防止刑事司法会議（通称「コングレス」）

　コングレスは，５年に一度開催される犯罪防止・刑事司法分野における国連最大
規模の国際会議であり，世界各国から法務大臣，検事総長等ハイレベルの各国政府
代表等が参加する。
　我が国は，1970年（昭和45年）に欧州以外の国として初めて京都で第４回コング
レスを開催している。次回2020年（令和２年）に同じく京都で開催される第14回コ
ングレス（京都コングレス）は，50年ぶりの日本開催となる。
　平成30年における主な取組として，７月に国連職員とともに京都コングレス会場
等の視察を行い，開催に向けた準備状況等について意見交換を行った。
　また，９月には，法務大臣が会場である国立京都国際会館を訪問した。
　10月には，国連総会第三委員会や第57回アジア・アフリカ法律諮問委員会（ＡＡ
ＬＣＯ）年次総会において「法の支配」に関するサイドイベントを実施し，参加者
等に対し京都コングレスの開催意義等について説明し，ハイレベルの参加を呼び掛
けた。
　さらに，12月には，開催地である京都が主体となって設立された京都コングレス
京都実行委員会第１回会合に法務副大臣が出席し，開催自治体等と協力の上，準備
を加速させていくことについて意見交換を実施した。

２　国際仲裁
　国際取引をめぐる紛争解決のグローバル・スタンダードである国際仲裁の活性化
に向けた検討を行うため，法務省においては，平成29年３月に官房審議官（国際・
人権担当）を座長とする「国際仲裁の在り方に関する省内検討ＰＴ」を発足させた。
　また，政府においては，平成29年９月，内閣官房副長官補を議長とし，法務省及
び経済産業省を事務局とする「国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議」が設
置され，平成30年４月に中間とりまとめ「国際仲裁の活性化に向けて考えられる施
策」が公表された。この中間とりまとめでは，人材育成，広報・意識啓発，施設整
備等の基盤整備について，官民が連携して進めるべきとされているところ，法務省
においては，関係府省及び民間団体等と連携して，弁護士や企業関係者等を対象と
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したセミナーやシンポジウムの開催等に積極的に取り組んでいる。
　平成30年においては，大阪中之島合同庁舎を活用したパイロットプロジェクトと
して，国際仲裁に関する人材育成や広報等に向けたセミナーやシンポジウムを開催
したほか，国内外の仲裁機関や法律事務所等と連携し，模擬仲裁・調停セミナーや
各種シンポジウム等を実施した。

〈業務の実施状況〉
１　国際人権関係

　国連の人権諸条約において，締約国は，条約の実施状況に関する報告（政府報告）
が義務付けられている。政府報告に対しては，条約に基づき設置された委員会によ
る審査が行われ，委員会は，政府報告審査の結果を総括所見として公表している。
　我が国が締結している人権諸条約について，平成30年８月に人種差別撤廃条約の
政府報告審査が，同年11月に強制失踪条約の政府報告審査がそれぞれ実施され，法
務省においては，外務省を始めとする関係省庁と連携し，政府報告審査の対応等を
行った。

２　国際犯罪関係
　⑴　テロ対策・テロ資金対策

　マネーロンダリング・テロ資金対策における国際基準を策定し，その履行状況
について相互審査を行う多国間の枠組みとして設立された「ＦＡＴＦ（Financial 
Action Task Force：金融活動作業部会）」においては，平成24年に出されたＦＡ
ＴＦ第４次勧告の履行状況等について，令和元年10月から11月にかけて第４次対
日相互審査が実施される予定であり，法務省においては，同審査に向けた報告作
成等の準備を関係省庁と連携して行っている。

　⑵　国連犯罪防止刑事司法委員会（コミッション）
　コミッションは，国連経済社会理事会の下，日本を含む40か国により構成され，
毎年会合を開催して犯罪防止・刑事司法分野の政策決定を行っている。
　京都コングレスについては，平成29年５月の第26期コミッションにおいて全体
テーマが，平成30年５月の第27期コミッションにおいて具体的日程が，それぞれ
決定された。
　法務省においては，日本政府代表団の一員として，コミッションに出席してそ
の議論に参画するほか，外務省等と協力して，適切な決議の採択に向けて積極的
に関与している。

３　国際知財司法シンポジウム
　国際知財司法シンポジウムは，知的財産関係紛争の解決をテーマに最高裁判所，
知的財産高等裁判所，特許庁，日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットの５者と共
に主催する国際シンポジウムであり，海外から裁判官等の知財専門家が参加し，模
擬裁判やパネルディスカッション等を通じた各国制度の比較等による知財紛争解決
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能力の向上や国際連携を図るとともに，最新の知財関連情報の提供を行うものであ
る。
　平成30年11月には，前年に開催したシンポジウムのフォローアップを目的に「国
際知財司法シンポジウムＡＳＥＡＮ＋３　アドバンストセミナー2018」と題し，Ａ
ＳＥＡＮ諸国に加え中国及び韓国の裁判官等が参加するシンポジウムを開催し，よ
り実績的な題材をテーマにディスカッション等を通じて議論を深めた。

４　二国間等協力・連携関係
　他国政府との協力・連携を強化するため，二国間協力覚書（ＭＯＣ：Memorandum 
Of Cooperation）の締結やＡＳＥＡＮ等との連携強化に向けた協議を積極的に行う
こととしており，相手国の担当省庁の所掌業務や関心事項等を踏まえ，関係局部課
の協力を得つつ，必要な検討を行っている。
　平成30年においては，初めて法務行政全般に関するＭＯＣをインドネシア法務人
権省との間で交換した。

５　法制度整備支援の推進に向けた取組
　法制度整備支援の更なる推進に向けた基本的かつ総合的な政策の企画や立案，裁
判所等の関係機関や省内関係局部課等との連絡調整や総合的な調整業務を行ってい
る。
　平成30年においては，６月に法務総合研究所，外務省及び独立行政法人国際協力
機構（ＪＩＣＡ）との協議の場を新たに設け，法制度整備支援の積極的な実施のた
めの具体的な協議を行った。

６　来省外国政府・国際機関職員等の受入れ
　外国政府及び国際機関等の要人が，表敬訪問，意見交換等のため来省しており，
平成30年中に来省した主な外国要人は，ベトナム副首相，ルーマニア法務大臣，ス
リランカ司法・刑務所改革大臣，インドネシア法務・人権大臣，香港法務長官，英
国外務副大臣，国連薬物・犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）事務局長，駐日各国大使等で
あった。

７　大臣等の海外出張
　平成30年中における法務大臣の海外出張は，タイ及びマレーシア訪問，英国及び
オーストリア訪問，法務副大臣の海外出張はフランス及びイタリア訪問，法務大臣
政務官の海外出張はベトナム及びミャンマー訪問であった。
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施設課 　法務省組織令第14条，第19条　法務省組織規則第４条

１　重要施策の概要
　再犯防止施策を推進するための基盤となる矯正施設の環境整備を始めとする，国
民が安全に安心して暮らせる社会（「世界一安全な国，日本」）の実現をすることは
もとより，これらの治安関係を始めとする全ての法務行政を適正に実現するための
土台となる法務省施設について，大規模災害に対する防災・減災能力の強化等を推
進するため，以下の項目を重要施策とした。

　⑴　矯正施設の環境整備を始めとする治安の物的基盤の強化
ア　矯正施設は，法務省が実施する各種の再犯防止施策の基盤であることから，

かねてより施設・設備の老朽化対策に取り組んできたところ，平成29年12月15
日に閣議決定された「再犯防止推進計画」及び平成30年６月15日に閣議決定さ
れた「経済財政運営と改革の基本方針2018」（「骨太の方針2018」）において，「矯
正施設の環境整備」に取り組む旨が掲記されたことから，耐震性能を確保する
ことはもとより，バリアフリー化等出所後の再犯防止に資する様々な機能を包
括的に盛り込んだ施設整備を推進する必要がある。
　また，刑事施設においては，かつて収容人員が定員を上回る過剰収容状態で
あったところ，収容棟の増築やＰＦＩ手法を活用した新設による収容能力の拡
充等の効果もあり，過剰収容状態はもとより高率収容状態も解消しつつある。
　しかし，矯正施設の整備については，これまで過剰収容対策を優先的に実施
してきたため，一部の施設では，炊場，浴場，教室，講堂，運動場，処遇管理
棟等の必要な建物機能が十分に整備できていない状態にあることから，これら
の解消を図るために，平成30年度は，大阪拘置所ほか８施設の整備を進めている。

イ　犯罪等への的確な対処等を実現するための機能確保
　検察庁においては，犯罪の凶悪化，組織化，国際化等に伴う事件の複雑化・
困難化，さらには，法改正や新たな取組等への対応等，検察の業務運営に必要
な施設の整備を図る必要がある。
　また，出入国管理を充実強化するための地方入国管理局施設の整備や，経済
取引の重要なインフラである登記業務を支えるための法務局及び地方法務局施
設等の整備も必要である。

　⑵　防災・減災能力の強化等
　法務省所管の施設の総数は平成30年４月１日現在，853施設であるが，その約
半数に当たる402施設が現行の耐震基準制定前（昭和56年以前）に建てられたも
のであり，老朽化が著しい上，防災設備等の機能不備も多数あり，災害等に対す
る備えが不十分な状況にあることから，耐震性能の確保や老朽化の解消が急務と
なっている。
　なお，上記「骨太の方針2018」においても防災・減災対策，国土強靱化の取組
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を進めるとともに，災害時に防災拠点や避難所となる公共施設について，耐震化
や機能継続確保を進めることとされたことなどを踏まえ，防災拠点や避難所とな
り得る矯正施設等を含め，老朽施設の整備を計画的に推進する必要がある。
　さらに，法務省が保有する公務員宿舎は，12,962戸であり，そのうち2,658戸
が,財務省が定めた建て替え整備の基準となる年数を経過し，建て替え，耐震改
修又は長寿命化改修による早期整備が必要となる宿舎（以下「老朽宿舎」という。）
である。
　これらの庁舎施設等及び宿舎の整備・改善は，環境改善・事務能率向上の観点
からも急務であり，次の基本方針により鋭意整備を進めているところである。
ア　庁舎施設等の整備

　耐震性能の低い施設の建て替え・耐震改修等とともに，インフラ長寿命化基
本計画に基づき，平成27年１月に策定した「法務省インフラ長寿命化計画（行
動計画）」にのっとり，施設の長寿命化に向け，適切な修繕・予防保全を行い，
効率的・効果的な法務省施設の防災・減災対策を推進する。

イ　公務員宿舎の整備
　法務省における公務員宿舎の整備については，公務員宿舎施設費（国家公務
員宿舎法第４条第１項）で整備するほか，法務省施設費（同法第４条第２項第
２号）等により整備することとしている。

２　年間業務の概要
　⑴　施設費予算に関する事項

　平成30年度一般会計法務省施設費は，老朽化した法務省施設の建て替えのほ
か防災設備の整備・改修のための経費等として，前年度当初予算額に比較し13
億9,281万６千円増の250億4,559万４千円が認められた。また，東日本大震災か
らの復旧・復興対策経費である東日本大震災復興特別会計において，８億2,329
万７千円が計上された。
　また，特定国有財産整備計画に関する継続工事等として，財政投融資特別会
計において，29億9,400万７千円を計上し，財務省所管一般会計において，５億
7,246万円を計上した。
　なお，予算措置状況の内訳については，以下のとおりである。
ア　一般会計

　　　ア　法務総合庁舎
　　　　　福岡第２法務総合庁舎ほか６施設の新営工事
　　　　　　（計7,988,919千円）
　　　イ　法務局
　　　　　岡山地方法務局ほか１施設の新営工事
　　　　　　（計132,829千円）
　　　ウ　刑務所
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　　　　　大阪医療刑務所ほか１施設の新営工事
　　　　　　（計2,054,352千円）
　　　エ　拘置（支）所
　　　　　大阪拘置所ほか２施設の新営工事
　　　　　　（計5,764,217千円）
　　　オ　少年院
　　　　　沖縄少年院ほか３施設の新営工事
　　　　　　（計5,414,754千円）
　　　カ　各所営繕
　　　　　法務省施設の改修，修繕工事
　　　　　　（計1,379,436千円）
　　イ　東日本大震災復興特別会計
　　　　法務総合庁舎
　　　　水戸法務総合庁舎の新営工事
　　　　　（計823,297千円）
　　ウ　財政投融資特別会計・財務省所管一般会計
　　　　国際法務総合センター及び福岡第２法務総合庁舎
　　　　　（計3,509,642千円）
　⑵　宿舎の整備に関する事項

　法務省における老朽宿舎は，2,658戸に達しており，その整備が急がれている
ところであるが，財政当局と折衝した結果，平成30年度においては，新規の宿舎
設置計画はない（借受を除く）。

　⑶　工事契約等に関する事項
ア　入札･契約の適正化の促進，入札結果の迅速な公表等，透明性と公正性の確

保に努めている。
イ　平成27年１月に策定された「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ，

適切な競争参加資格の設定等，発注関係事務の適切な実施に努めている。
ウ　品質確保の促進等を図るため，総合評価落札方式は，施工体制について評価

を行う施工体制確認型を行っている。
　また，いわゆるダンピング受注を防止するため，低入札価格調査を適切に実
施し，一定基準値を下回った場合には，特に重点的な調査を行っている。

エ　刑務所出所者等を雇用する協力雇用主への支援の一環として，一部の工事の
競争入札における総合評価落札方式による評価において，刑務所出所者等を雇
用する協力雇用主に対するポイント加算を行っている。

オ　女性の活躍促進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針（平成
28年３月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）において，価格以外の
要素を評価する調達を行うときは，法令に基づく認定を受けたワーク・ライ
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フ・バランス等推進企業を評価する項目を設定することとされたことを受け，
入札参加希望者のうち，技術的能力等が一定の水準を満たした者のみに入札参
加等を認める段階的選抜方式において，ワーク・ライフ・バランス推進企業を
評価する項目を取り入れている。

　⑷　工事の設計及び監督に関する事項
　設計に当たっては，機能性はもちろん，地域の活性化及び景観に貢献するよう
に配慮し，大阪医療刑務所等の実施設計を行っている。また，施設整備において
は，国際法務総合センター，大阪拘置所，駿府学園，沖縄少年院・沖縄女子学園
等の工事を実施しており，そのうち，沖縄少年院・沖縄女子学園，名寄法務総合
庁舎等が完了している。
　施設課発注の工事の監督については，当課職員が総括監督員を始め，監督職員
として監督業務を行っている。

　⑸　積算業務に関する事項
　大阪医療刑務所新営工事等について，積算関係基準及び施工条件に基づき，適
正な工事及び業務の積算業務を実施した。

　⑹　設計及び工事の技術に関する事項
ア　大阪医療刑務所新営準備工事等の工事及び業務に係る技術審査事務を実施し

た。
イ　施設整備の品質を確保するため，矯正施設の建築設計基準及び設計標準等，

技術基準類の体系的整備を行った。
　⑺　国際協力に関する事項

　矯正施設における最新技術の情報共有及び技術協力を図ることを目的として，
スリランカ民主社会主義共和国で開催された第７回アジア矯正建築会議（ＡＣＣ
ＦＡ）に出席した。同会議には，アジア13か国とＩＣＲＣ（赤十字国際委員会）
ほか４機関が参加している。
　また，2019年（令和元年）に日本で開催される第８回ＡＣＣＦＡに向け，タイ
王国で行われた理事国会議に出席した。

　⑻　工務検査に関する事項
　工事における品質確保のため，法務省発注工事の事後調査実施要領の改正を行
い所管各庁に協力依頼を行った。

３　平成29年度法務省所管国有財産の概況
　⑴　国有財産の現在額

　法務省所管の国有財産（全て一般会計）の総額は，１兆3,382億5,389万円（平
成30年３月31日現在）となっており，そのうち行政財産は，１兆3,297億4,363万
円（99.36％），普通財産は85億1,025万円（0.64％）となっている。
　なお，これを国全体から見ると，その総額106兆8,241億円の約1.25％，行政財
産23兆7,653億円の約5.60％を占めている。
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（注） 　国全体の国有財産の総額は，国有財産法第33条第２項の規定に基づき財務大臣が調製した平成
29年度国有財産増減及び現在額総計算書による。法務省所管の国有財産の総額を組織別及び分類
別に見ると別表のとおりである。

　⑵　国有財産の増減額
　平成29年度中の法務省所管の国有財産の総増加額は1,478億9,651万円，総減少
額は1,335億762万円で，143億8,889万円の純増となっている。
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厚生管理官 　法務省組織令第14条，第20条

〈業務の実施状況〉
１　職員の福利厚生等関係

　法務省職員の安全確保及び健康の保持増進に関する事務，児童手当に関する事務
並びに雇用保険及び社会保険に関する連絡事務を行っている。

２　財形貯蓄・財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄関係
　法務省における勤労者財産形成貯蓄等に関する事務を行っている。

３　災害補償関係
　平成30年中の認定件数は，371件（公務災害330件，通勤災害41件）である。

４　共済組合関係
　法務省共済組合（以下「組合」という。）は，本部及び66支部で構成され，平成
30年末における組合員は30,593人，被扶養者は27,559人である。
　組合の事業の概要は，次のとおりである。

　⑴　短期給付事業
　組合員及びその被扶養者の病気，負傷，出産，死亡，休業及び災害に関する給
付事業であり，保健給付，休業給付等の法定給付のほかに組合独自の附加給付を
行っている。

　⑵　長期給付事業
　組合員の退職，障害及び死亡に関する給付事業であり，老齢給付（老齢厚生年
金），障害給付（障害厚生年金・障害手当金）及び遺族給付（遺族厚生年金）を
行っている。

　⑶　福祉事業
　組合は，福祉事業として保健，医療，貯金，貸付，物資及び財形持家融資の各
事業を行っている。

　　ア　保健事業
　組合員及び被扶養者の健康の保持増進を目的とした，特定健康診査・特定保
健指導，一般定期健康診断助成，人間ドック受診助成等の健康支援事業及び宿
泊助成等の福利厚生サービスの提供を目的とした余暇支援事業を実施している。

　　イ　医療事業
　組合員の病気やけがの治療及び健康管理を目的として，本省，検察庁等全国
５か所に直営診療所を設置している。

　　ウ　貯金事業
　団体傷害保険，団体定期保険，団体医療保険，団体年金保険等の事業を行っ
ている。

　　エ　貸付事業　　
　組合員の臨時の支出，物資購入，教育，結婚，医療，葬祭，災害及び住宅の
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購入等に要する費用の貸付けを行っている。
　　オ　物資事業

　物資供給事業として，売店及び食堂等の業者への経営委託事業等を行ってい
る。

　　カ　財形持家融資事業
　財形貯蓄を行っている組合員に対し，持家の取得等に必要な資金を融資する
事業を行っている。



－82－

司法法制部 　法務省組織令第13条，第14条，第21条，第22条

　司法法制部には，司法法制課及び審査監督課の２課並びに参事官が置かれており，
その所掌事務は，①司法制度に関する企画及び立案，②司法試験制度に関する企画及
び立案，③内外の法令及び法務に関する資料の整備及び編さん並びに法令外国語訳の
推進，④法制審議会の庶務，⑤国立国会図書館支部法務図書館，⑥法務省の所掌事務
に関する統計，⑦日本司法支援センター評価委員会の庶務，⑧日本司法支援センター
の組織及び運営（日本司法支援センターの役員の身分に関することを除く。），⑨総合
法律支援，⑩法務省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関する法令案の作成，⑪
弁護士法第５条の認定，⑫外国法事務弁護士，⑬債権管理回収業の監督，⑭裁判外紛
争解決手続の利用の促進に関する法律の規定による民間紛争解決手続の業務の認証に
関する事務である。
〈重要施策の概要〉
１　司法制度等に関する企画及び立案

　裁判所職員定員法の一部を改正する法律（平成30年法律第14号）の立案を行い，
第196回通常国会に提出したところ，同法律が成立・公布された。
　また，裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律（平成30年法律第85号）
及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律（平成30年法律第86号）の
立案を行い，第197回臨時国会に提出したところ，いずれの法律も成立・公布された。

２　日本司法支援センターを中核とした総合法律支援制度の推進
　裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用をより容易にするとともに
弁護士その他の他人の法律事務を取り扱うことを業とする者のサービスをより身近
に受けられるようにするための総合的な支援（総合法律支援）の実施及び体制の整
備に関する事項を定めた総合法律支援法が平成16年６月に公布され，これに基づき，
18年４月10日に日本司法支援センター（以下「支援センター」という。）が設立され，
同年10月２日から全国で業務が開始された。
　司法法制部では，支援センターが真に国民の要請に応える法的サービスを提供で
きるよう，その体制の整備を含めた総合法律支援制度の推進に努めており，30年に
おいては，第190回通常国会において成立した総合法律支援法の一部を改正する法
律（平成28年法律第53号）が30年１月24日から全面施行され，既に先行して施行・
実施されていた大規模災害の被災者に加え，認知機能が十分でない高齢者等及びＤ
Ｖ等の被害者に対する法律相談援助が支援センターの新たな業務として開始された。
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司法法制課 　法務省組織令第14条，第21条　法務省組織規則第６条

１　司法制度等に関する企画及び立案等
　司法制度等に関する企画及び立案，法務省の所掌事務で他の所掌に属しないもの
に関する法令案の作成に関する事務をつかさどっている。

　⑴　法律案の立案
ア　第196回国会（常会）において成立した法律

・　裁判所職員定員法の一部を改正する法律（平成30年法律第14号）
　判事の員数を50人増加し，判事補の員数を25人，裁判所の職員の員数を35
人減少するもの

イ　第197回国会（臨時会）において成立した法律
・　裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律（平成30年法律第85号）

　一般の政府職員の給与改定に伴い，裁判官の報酬月額を改定するもの
・　検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律（平成30年法律第86号）

　一般の政府職員の給与改定に伴い，検察官の俸給月額を改定するもの
　⑵　司法制度に関する調査研究について

　上記⑴の立案に伴う調査研究のほか，裁判所・裁判官制度，裁判官・検察官の
処遇の改善，司法試験制度，法曹養成制度，弁護士制度等について，調査研究を
行った。

　⑶　法曹人口，法曹養成制度について
ア　法曹人口については，司法制度改革推進計画（平成14年３月19日閣議決定）

において，当時1,000人程度であった司法試験の合格者数を，「法科大学院を含
む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら，平成22年ころには司法
試験の合格者数を年間3,000人程度とすることを目指す。」とされていたが，合
格者数を3,000人程度とする目標は，平成22年以降も達成しておらず，法曹養
成制度検討会議取りまとめ及びこれを是認した「法曹養成制度改革の推進につ
いて」（平成25年７月16日法曹養成制度関係閣僚会議決定）において，上記目
標は現実性を欠くとして事実上撤回されるとともに，閣僚会議の下であるべき
法曹人口につき提言すべく検討を進めるとされた。
　これを受け，閣僚会議である法曹養成制度改革推進会議（以下「推進会議」
という。）の下，内閣官房に置かれた法曹養成制度改革推進室において，法曹
人口の在り方の検討を進め，平成27年６月30日，推進会議は，「法曹人口の在
り方について（検討結果取りまとめ）」を取りまとめるとともに，「法曹養成制
度改革の更なる推進について」（以下「推進会議決定」という。）を決定した。
　推進会議決定では，法曹人口の在り方につき，司法試験合格者数でいえば，
現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも1,800人程度の有為な人材が輩出
されてきた現状を踏まえ，当面，これより規模が縮小するとしても，1,500人
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程度は輩出されるよう，必要な取組を進め，更にはこれにとどまることなく，
今後もより多くの質の高い法曹が輩出され，活躍する状況になることを目指す
べきであるとされるとともに，法務省において，文部科学省等関係機関・団体
の協力を得ながら，法曹人口の在り方に関する必要なデータ集積を継続して行
い，高い質を有し，かつ，国民の法的需要に十分に応えることのできる法曹の
輩出規模につき引き続き検証を行うこととされた。法務省では，推進会議決定
に基づき，必要なデータ集積を進めているところである。

イ　法曹養成制度については，平成14年の臨時国会において，司法試験法及び裁
判所法の一部を改正する法律（平成14年法律第138号）及び法科大学院の教育
と司法試験等との連携等に関する法律（平成14年法律第139号。以下「連携法」
という。）が成立した。これにより，次のとおりとされた。
ア　学校教育法上の専門職大学院の一つとして法科大学院を定義した上，法科

大学院を新たな法曹養成制度における中核的教育機関と位置づけ，法科大学
院における教育と司法試験及び司法修習生の修習と有機的連携の確保を図る
こと（連携法）。

イ　司法試験については，法科大学院を修了した者に受験資格を認め，試験の
方法や試験科目等を改めること（司法試験法）。

ウ　司法修習生の修習については，その期間を１年６月から１年に短縮するこ
と（裁判所法）。

　また，「法曹養成制度改革の推進について」（平成25年７月16日法曹養成制度
関係閣僚会議決定）において，司法試験につき，受験回数制限を緩和すること
及び短答式科目を憲法，民法及び刑法に限定することが決定され，それを踏ま
え，司法試験法の一部を改正する法律（平成26年法律第52号）が第186回通常
国会において可決・成立した。これにより，平成27年の司法試験から，受験回
数制限が，法科大学院課程の修了の日又は予備試験の合格発表の日後の最初の
４月１日から５年以内に３回までから５年以内は毎回受験できるように緩和さ
れ，短答式試験の試験科目が憲法，民法及び刑法に限定された。

ウ　法科大学院は，最も多い時期で74校が開設されていたが，平成30年12月時点
で，21校が既に廃止され，14校が学生の募集を停止し，３校が学生の募集停止
を表明している。

エ　連携法において，国の責務として，法科大学院における法曹である教員の確
保等のために必要な施策を講ずることと定められたことを受け，平成15年の通
常国会において，裁判官及び検察官等が法科大学院における教員としての業務
を行うための派遣に関し必要な事項などについて定めた法科大学院への裁判官
及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律が成立し，法務省
においても，検察官教員を法科大学院に派遣してきたところであるが，法科大
学院の組織見直しの一環として，平成26年４月，「法科大学院に対する裁判官
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及び検察官等の教員派遣の見直し方策について」（法曹養成制度改革推進会議
決定）が決定され，平成27年度から検察官教員の派遣の見直しが実施されてい
るところである。この見直し方策については，推進会議決定（平成27年６月30
日）において，平成28年度以降も継続的に実施することとされた。
　なお，平成30年度は，23名の検察官が27校の法科大学院に派遣されている。

オ　司法修習生に対する経済的支援については，平成16年度の裁判所法改正によ
り，それまでの給与を支給する制度（給費制）に代えて，国が希望者に対して
修習資金を貸与する制度（貸与制）が導入され，平成23年11月から司法修習を
開始した司法修習生から適用された。
　その後，推進会議決定において，法務省は，最高裁判所等との連携・協力の
下，司法修習生に対する経済的支援の在り方について検討することとされたほ
か，平成28年６月に閣議決定されたいわゆる骨太の方針においても，「司法修
習生に対する経済的支援を含む法曹人材の確保の充実・強化…を推進する」こ
とがうたわれたことを受け，法曹人材確保の充実・強化の推進等を図るため，
平成29年４月，修習給付金制度の創設等を内容とする裁判所法の一部を改正す
る法律（平成29年法律第23号）が成立した。この修習給付金制度は，同年11月
に司法修習を開始した司法修習生から適用されている。

　⑷　弁護士と隣接法律専門職種との役割分担について
　司法書士，弁理士等の隣接法律専門職種の活用は，利用しやすい司法制度を実
現する観点から，弁護士偏在問題や弁護士の専門性を補完する重要な検討課題で
あるところ，司法制度改革における議論を踏まえ，各業法の改正が行われたほか，
それ以降も必要な改正が行われてきた。
ア　訴訟手続における活用

　　　ア　司法書士
　司法制度改革を踏まえた平成14年の法改正により，所定の研修を修了し，
法務大臣の認定を受けた司法書士は，簡易裁判所における訴訟及び簡易裁判
所の事物管轄を基準とする調停・即決和解事件の代理をすることができるこ
ととされた。また，平成17年の法改正により，司法書士が自ら代理人として
手続に関与している事件の上訴の提起について代理ができることとされた。

　　　イ　弁理士
　司法制度改革を踏まえた平成14年の法改正により，所定の研修を修了し，
経済産業大臣が実施する試験に合格した弁理士は，特許権等の侵害訴訟の代
理をすることができることとされた。

　　　ウ　社会保険労務士
　平成26年の法改正により，事業における労務管理その他の労働に関する事
項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について，裁判所
の許可を得ることなく，補佐人として，弁護人である訴訟代理人とともに出
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頭し，陳述することができることとされた。
　　　エ　税理士

　司法制度改革を踏まえた平成13年の法改正により，税務訴訟において，裁
判所の許可を得ることなく，補佐人として，弁護士である訴訟代理人と共に
裁判所に出頭し，陳述することができることとされた。

　　　オ　その他の隣接法律専門職種
　行政書士及び土地家屋調査士等の訴訟手続への関与については，司法制度
改革審議会意見書（平成13年６月12日司法制度改革審議会）において，将来
の検討課題とされている。

イ　ＡＤＲにおける活用
　司法制度改革推進本部は，平成16年11月26日，「今後の司法制度改革の推進
について」を決定し，司法書士，弁理士，社会保険労務士及び土地家屋調査士
について，一定範囲のＡＤＲ代理権を付与する方向性を示した。そして，これ
を受けて，平成17年の通常国会において，上記のとおり，各士業の業法の改正
が，平成26年の臨時国会において，社会保険労務士法の改正がそれぞれ行われた。

　　　ア　司法書士
　所定の研修を修了し，法務大臣の認定を受けた司法書士は，紛争の目的の
価額が簡易裁判所の事物管轄の上限（140万円）を超えない民事紛争に関す
る調停，あっせん，仲裁の手続について代理することができる。

　　　イ　弁理士
　特許，実用新案，意匠，商標，回路配置若しくは特定不正競争に関する事
件又は著作物に関する権利に関する事件の調停，あっせん，仲裁の手続（経
済産業大臣が指定する団体が行うものに限る。）について代理することがで
きる。

　　　ウ　社会保険労務士
　所定の研修を修了し，厚生労働大臣が行う試験に合格した社会保険労務士
は，①個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づき紛争調整委員会
が行うあっせんの手続，②地方自治法に基づく都道府県知事の委任を受けて
都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争のあっせんの手続，③雇用の分
野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に基づき紛争調
整委員会が行う調停の手続，④個別労働関係紛争に関する和解の仲介の手続

（厚生労働大臣が指定する団体が行うものに限る。）について代理することが
できる（ただし，④については，紛争の目的の価額が120万円を超える場合
には，弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。）。

　　　エ　土地家屋調査士
　所定の研修を修了し，法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士は，土地の
筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る
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和解の仲介の手続（法務大臣が指定する団体が行うものに限る。）について
代理することができる（ただし，弁護士が同一の依頼者から受任している事
件に限る。）。

　　　オ　税理士，不動産鑑定士及び行政書士
　税理士，不動産鑑定士及び行政書士の代理人としての活用の在り方につい
ては，上記司法制度改革推進本部決定において，「裁判外紛争解決手続の利
用の促進に関する法律の施行後におけるこれらの隣接法律専門職種の手続実
施者としての実績等が見極められた将来において改めて検討されるべき課題
とする」としており，今後の検討課題とされている。

ウ　その他の活用
　平成26年に行政書士法及び弁理士法がそれぞれ改正され，同改正により，行
政書士は，行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する
審査請求，再調査の請求，再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続につ
いて代理し，及びその手続について官公署に提出する書類を作成することを業
とすることができるものとされ，弁理士については，意匠又は商標に係る国際
登録出願に関する手続の代理等をすることができることとされた。

　⑸　弁護士制度改革について
ア　司法制度改革における弁護士法の改正

　弁護士制度については，司法制度改革における，平成15年及び平成16年の２
度にわたる弁護士法改正により，①弁護士資格の特例の拡充・整理，②弁護士
の公務就任の自由化，③弁護士の営利業務の従事に関する許可制の届出制への
変更，④弁護士の報酬基準の撤廃，⑤弁護士の懲戒手続の透明化・迅速化・実
効化，⑥弁護士法第72条（非弁護士による弁護士業務の禁止規定）の規制範囲
に関する予測可能性の確保等の措置が講じられた。
　このうち，①は，従前から存在していた弁護士資格の特例について，次のよ
うな拡充及び整理を行ったものであるが，ここで資格の要件とされた法務大臣
の認定に関する事務（弁護士資格認定事務）は，司法法制部において担当して
いる。

　　　ア　弁護士資格の特例の拡充
　　　　・　司法試験合格後５年以上国会議員の職に在った者
　　　　・ 　司法試験合格後７年以上企業法務担当者や公務員として所定の法律関係

事務に従事していた者
　　　　・ 　５年以上いわゆる特任検事（副検事を３年以上経験し，政令で定めた試

験に合格して検事になった者）の職に在った者
　以上の者に対して，所定の研修を修了し，かつ，法務大臣の認定を受け
ることを要件として弁護士資格を付与する。

　　　イ　弁護士資格の特例の整理
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　　　　・ 　５年以上大学の法律学の教授・助教授の職に在った者に対して弁護士資
格を付与していた制度について，司法試験合格，研修の修了及び法務大臣
の認定を要件として追加する。

　　　　・ 　司法試験合格後５年以上簡易裁判所判事，内閣法制局参事官等の職に在
った者に対して弁護士資格を付与していた制度について，研修の修了及び
法務大臣の認定を要件として追加する。

イ　規制改革
　弁護士制度については，「規制改革推進のための３か年計画」（平成19年６月
22日閣議決定，平成20年３月25日改定，平成21年３月31日再改定）等において，
弁護士法第72条の見直し等が課題として提起され，平成22年に報告された「規
制改革推進のための３か年計画等のフォローアップ結果について」（平成22年
12月10日）において，措置状況の検討を進める予定とした。
　その後，平成27年10月27日，規制改革会議の下に設置された投資促進等ワー
キング・グループにおいて，グループ企業間の法律事務の委託に関する弁護士
法第72条の適用についてヒアリングが行われ，同ワーキング・グループの検討
結果等を踏まえ，「規制改革実施計画」（平成28年６月２日閣議決定）において，
弁護士法第72条の規制対象となる範囲・態様に関する予測可能性を確保すると
いう観点から検討を行い，必要な措置を講ずることとされた。
　これを受けて，法務省において必要な検討を行い，その結果を法務省ホーム
ページにおいて公表している。

　⑹　法教育
　法教育については，法教育推進協議会（９ページ参照。）における検討を踏まえ，
更なる法教育の普及・充実に向けた取組を推進している。
　平成28年３月に法教育推進協議会の下に，実際に学校現場で教鞭を執っている
教職員や法律関係者等を構成員とする教材作成部会を設置し，平成29年度には小
学生向け法教育視聴覚教材を，平成30年度には中学生向け法教育視聴覚教材及び
高校生向け法教育教材を作成した。これらの教材については，全国の小中学校，
高等学校，教育委員会等に配布した。
　その他，各学校における法教育授業への講師派遣，法の日週間記念行事「法の
日フェスタ」における法教育イベントでの法教育マスコットキャラクター「ホウ
リス君」を用いた広報等を実施している。

２　法令及び法務に関する資料の整備及び編さん並びに法令の外国語訳の推進
　⑴　法令の収集・整備

ア　法令整備基本データの作成
　慶応３年（1867年）以来現在までに制定された法令（法律，政令，府省令，
法規性のある告示等）について，その制定，改廃沿革等の法令整備基本データ
を作成し，法令整備・編さん業務データベースシステムに入力し整備している。
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イ　法令に関する照会に対する回答
　本省内部部局，検察庁，法務局等のみならず，他府省，地方公共団体又は民
間からの法令に関する照会（公布年月日・番号，一部改正法令の有無，それら
の内容又は現在における効力の有無等）に対し，法令整備基本データ及び法令
全書等により慎重に調査した上，回答を行っている。

ウ　法令整備基本データの活用
　法令の改廃沿革等の検索・閲覧の用に供するため，法令整備基本データを法
務省共通データベースシステムや総務省のｅ-Ｇｏｖ法令検索に提供し，その
有効利用を図っている。

　⑵　法令集の編さん・刊行
ア　「現行日本法規」の編さん

　現に効力のある法令を体系的に分類，編集した加除式総合法規集である「現
行日本法規」の編さんを行っている。現在の編成は本文50編100巻（127冊），
索引３巻，旧法令改廃経過１巻，主要旧法令５巻，参照条文索引３巻及び法定
刑一覧１巻の計113巻（140冊）となっている。
　平成30年中に発行した追録は，第11492号から第11791号までの300号で，10
万1,236ページである。
　また，編さんの過程において，終期の到来等の事由により効力を失っている
法令及び現在において実際上その適用される余地がほとんどなく，実効性を喪
失していると思われる法令に接したときは，その調査を行って，これを法令集
に登載するか否かを決し，更に，その調査結果を法令整備・編さん業務データ
ベースシステムに入力して整備している。

イ　「法務省組織関係法令集」の編さん
　法務省の組織に関する現行の法令を収録した上，各法条ごとに，その制定時
から現在に至るまでの新旧条文を掲げ，その改正経過を明らかにした加除式の
体裁による「法務省組織関係法令集」の追録について編さんを行った。

　⑶　内外の法令及び法務に関する資料の収集・整備
　社会の国際化の一層の進展に伴い，これに適切に対応する法制度を検討するた
めには，外国法令の収集・整備が法務行政の運営上欠くことのできない重要な業
務となっている。
ア　諸外国の法制度及び法務に関する資料について，外部の専門家等に委嘱して

いる翻訳は，次のとおりである。
　　　・　イギリスの土地及び遺産管理に関する法令

イ　司法法制部では，立法参考資料等として，従来から欧米諸国の法令の収集を
行っており，さらに，我が国と交流の盛んな近隣アジア諸国の法令の収集にも
務め，韓国法務部と法令集，判例集，統計資料等の資料交換を行っている。平
成30年は，韓国法務部及びドイツ・マックスプランク研究所に対し，次の資料
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を送付した。
　　　・　法務年鑑（平成29年）
　　　・　法務資料第466号フランス民事執行法典（法律部・規則部）
　　　・　平成29年　民事・訟務・人権統計年報Ⅰ，Ⅱ
　　　・　平成29年　検察統計年報
　　　・　平成29年　矯正統計年報Ⅰ，Ⅱ
　　　・　平成29年　保護統計年報
　　　・　平成29年　出入国管理統計年報

　また，現行韓国六法（追録）について，本省内部部局，所管各庁に随時配布・
整備した。

ウ　他の官庁から執務上参考となる資料を受け入れ，本省内部部局に配布したほ
か，法務図書館に引き継いで職員の利用に供した。
　平成30年は，「司法修習ハンドブック」，「司法研修所論集」，「司法研究報告書」
を引き続き受け入れている。
　また，最高裁判所が毎月１日と15日に発行する「裁判所時報」について，最
高裁判所の許可を得て印刷し，本省内部部局及び検察庁，法務局に配布した。

　⑷　資料の編さん・刊行
　平成30年は，次の資料を編さん・刊行し，本省内部部局及び所管各庁等に配布
した。

標　　　　　　　題 刊行年月 ページ数 規格

司法法制部季報（第147号） 30. 2  40 Ａ４
司法法制部季報（第148号） 30. 6  55 Ａ４
司法法制部季報（第149号） 30.10  92 Ａ４
法務年鑑（平成29年） 30.11 485 Ａ５

ア　「司法法制部季報」は，年３回（２月，６月，10月）発行している機関誌で，
司法法制部が所掌する事務のトピックや執務上参考となる情報等を取りまとめ
たものであり，平成30年は，第147号から第149号を発行した。

イ　「法務年鑑（平成29年）」は，平成29年１月１日から12月31日までの１年間
における法務省（内部部局・審議会等・施設等機関・地方支分部局・外局）の
業務運営状況を概観したものである。
　収録内容は，第１部「総説」では，法務省全体としてどのようなところに重
点を置いて業務が運営されたのか，組織の変動や所管事務，定員及び予算の規
模はどのようなものであったのかを概説し，第２部「業務の概況」では，各部
門別に重要施策や業務実施状況等について，説明の参考となる図表を用いて前
年との比較を示すなどしてわかりやすく説明している。また，「付録」として，
平成29年に公布（又は発出）された法務省主管の法律，政令，省令及び訓令・
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通達のほか，主要な行事，主要な人事等を掲載しており，法務省の１年の動き
をこの年鑑から見て取ることができる。
　この年鑑は，法務省の業務運営状況を積極的に発信するとともに，法務省の
施策について国民の理解を得る目的から，法務省ホームページに掲載しており，
いつでも閲覧することができるようになっている。

　⑸　判例集等の編さん・刊行
　各種判例集等について，次のとおり刊行し，本省内部部局及び検察庁，法務局
等に配布した。

資　　料　　名 発　　行　　巻　　号　　数 発行回数

最高裁判所判例集 71巻７～10号，72巻１～３号，71巻索引 ８
高等裁判所刑事裁判速報集 平成29年版 １

　⑹　日本法令の外国語訳の推進
　司法制度改革推進本部は，法令外国語訳推進に関する国内外の経済界等の強い
要望を受けて，「我が国の法令が容易かつ正確に理解されることは極めて重要で
あり，我が国の法令の外国語訳を推進するための基盤整備を早急に進める必要が
ある。今後，政府として，（中略）法令外国語訳の推進に積極的に取り組む必要
がある。」として，法令外国語訳の推進を政府の施策として決定した。
　この法令外国語訳推進の業務は，従前，内閣官房において進められてきたが，
関係省庁連絡会議の決定により，平成21年度からは，法務省がこれを承継し，「法
令用語日英標準対訳辞書」（法令の翻訳の指針となる法令用語の日英対訳を記載
した辞書。以下「標準対訳辞書」という。）の充実・改訂及び機能的なホームペ
ージの設置・維持の作業を担うとともに，法令外国語訳推進のための基盤整備に
関する事項について専門的検討を行うための「日本法令外国語訳推進会議」を開
催することとされた。
　司法法制部は，これらを受けて，平成30年中，上記推進会議を８回開催し，標
準対訳辞書について，関係府省における翻訳成果や有識者・利用者の意見等を踏
まえた改訂作業を行った。
　また，平成21年４月から運用を開始した「日本法令外国語訳データベースシス
テム」（平成30年12月31日現在，翻訳法令718本を公開）を安定的に運用し，翻訳
整備計画に基づく翻訳法令，その他日本法令に関する情報を広く国際的に発信し
ており，同システムへの国内外からのアクセス件数は，約3,680万件に上った。
　さらに，日本法令の外国語訳整備事業に本格着手して10年の節目を迎えるに当
たり，今後，我が国の法令外国語訳整備を更に推進するとともに，日本の法制度
を広く国際発信することを通じて日本の法制度の国際的な信頼性・透明性を一層
高める観点から，必要となる課題や取組について有識者から幅広く意見を求める
ため，関係省庁連絡会議の下，平成30年12月，「日本法令の国際発信に向けた将
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来ビジョン会議」が設置された。同会議は，平成31年１月から３月にかけて全３
回開催され，その後に提言が取りまとめられる予定である。

３　法制審議会に関する事項（285～287ページ参照）
４　国立国会図書館支部法務図書館に関する事項（105～109ページ参照）
５　法務に関する統計事務

　統計調査等業務の業務・システム最適化計画（2006年（平成18年）３月31日各府
省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づく各種業務統計の公表に努めた。
　また，総務省政策統括官（統計基準担当）主管の統計の整備，改善等に関する関
係各府省等との会議に出席した。

６　法務に関する統計資料の編さん及び刊行
　平成30年中に刊行した統計資料は，次の表のとおりである。

資　　　　料　　　　名 収録期間 刊行年月 ページ数 規格 年・月
刊の別

平成29年　民事・訟務・人権統計年報Ⅰ 29. 1～29.12 30. 7 207 Ａ４ 年刊
　　　　　　　〃　　　　　　　　　Ⅱ 29. 4～30. 3 30. 9  79 Ａ４ 年刊
平成29年　検察統計年報 29. 1～29.12 30. 8 554 Ａ４ 年刊
平成29年　矯正統計年報Ⅰ 29. 1～29.12 30. 7 385 Ａ４ 年刊
　　　　　　　〃　　　Ⅱ 29. 1～29.12 30. 7 270 Ａ４ 年刊
平成29年　保護統計年報 29. 1～29.12 30. 7 255 Ａ４ 年刊
平成29年　出入国管理統計年報 29. 1～29.12 30. 7 328 Ａ４ 年刊

７　総合法律支援の実施及び体制の整備に関する事務
　総合法律支援に関する事務を所掌する司法法制部司法法制課では，主な事務とし
て，①日本司法支援センター（以下「支援センター」という。）の業績評価に関す
る事務を行う「日本司法支援センター評価委員会」の庶務，②支援センター関連予
算の要求，③国選弁護人等の報酬基準の変更等，各種大臣認可事項に関する事務，
④支援センターの組織及び業務運営の在り方を含む総合法律支援の実施及び体制の
整備に関する施策の企画・立案，⑤これらに関する関係機関等との協議・連絡調整
等を行っており，平成30年は，特に，下記の事務を行った。

　⑴　日本司法支援センター評価委員会に関する事項（283～284ページ参照）
　⑵　各種大臣認可に関する事項等

　平成30年は，以下の法令等の策定・改正作業を行った。
ア　平成30年２月14日法務大臣認可

・　国選弁護人の事務に関する契約約款の変更
・　国選付添人の事務に関する契約約款の変更
・　国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更

　各事務の基礎報酬の算定方法等を変更するもの
イ　平成30年３月27日法務大臣認可



－93－

・　日本司法支援センター業務方法書の変更
　国選弁護報酬算定業務の取扱いを支援センター地方事務所から支援センタ
ーに変更するもの

ウ　平成30年７月14日公布・施行
・　平成三十年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項

第四号の規定による指定等に関する政令
　平成30年７月豪雨を同号に規定する非常災害として指定するとともに，そ
の対象地区及び実施期間を定めるもの

　⑶　東日本大震災の被災者の法的支援体制整備について
　平成23年３月11日に発生した東日本大震災においては，多くの被災者がこれま
でに経験したことがない法的紛争に直面することが予想されたことから，支援セ
ンターにおいて，被災者の生活再建が速やかに図られるよう，①関係士業との共
催による電話相談，②フリーダイヤルによる相談窓口の設置，③巡回相談等を積
極的に活用した被災地における民事法律扶助の実施，④被災地出張所の開設，⑤
業務方法書変更による被災者を対象とした民事法律扶助の特例措置等の被災者支
援の取組を実施してきたところである。さらに，24年４月１日に震災特例法が施
行され，東日本大震災法律援助事業（東日本大震災に際し災害救助法が適用され
た市町村の区域（東京都を除く。）に23年３月11日において住所等を有していた
者に対し，その者の資力状況にかかわらず，法律相談を行い，東日本大震災に起
因する紛争について，訴訟代理，書類作成等に係る援助を行う業務）を実施して
いる（30年においては，同法の有効期限が令和３年３月31日まで再延長された。）。
司法法制課では，これらの法的支援体制の整備のため，関係機関・団体等との連
絡調整，必要な予算の確保等の事務を行った。

　⑷　平成30年７月豪雨の被災者の法的支援体制整備について
　平成30年６月28日に発生した平成30年７月豪雨については，同年７月14日に前
記政令を公布・施行し，支援センターにおいて，平成30年７月豪雨に際し災害救
助法が適用された市町村の区域に同年６月28日において住所等を有していた者に
対し，その者の資力状況にかかわらず，生活の再建に当たり必要な法律相談援助
を令和元年６月27日まで実施するなどしている。司法法制課では，これらの法的
支援体制の整備のため，関係機関・団体等との連絡調整，必要な予算の確保等の
事務を行った。

審査監督課 　法務省組織令第14条，第22条

１　外国法事務弁護士に関する事務等
　⑴　外国法事務弁護士となる資格の承認に関する審査事務

　外国弁護士となる資格を有する者が外国法事務弁護士となるためには，「外国
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弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法」に定めるとおり，法務大臣
から外国法事務弁護士となる資格に関する承認を受け，かつ，日本弁護士連合会
に備える外国法事務弁護士名簿に登録を受けなければならない。
　外国法事務弁護士となる資格の承認に関する事務においては，利用者の便宜の
ために作成・公表している「承認・指定申請の手引」に基づき，承認・指定申請
手続の円滑化及び承認までの期間の短縮化に努めている。
　外国法事務弁護士制度の発足以来，平成30年末までの承認及び登録に関する状
況は次の表のとおりである。
　なお，登録者総数1065人のうち，制度が発足してから平成30年末までに登録を
取り消した者の総数は650人，平成30年中に登録を取り消した者は31人（アメリ
カ合衆国11人，オーストラリア６人，ブラジル連邦共和国１人，連合王国13人）
であり，同年末の登録者数は415人である。

原　資　格　国
承　　　認 登　　　録

平成30年 総　数 平成30年 総　数
ア イ ル ラ ン ド 共 和 国 － １ － １
ア メ リ カ 合 衆 国 22 592 17 575
（ア ラ ス カ 州） － （1） － （1）
（ア リ ゾ ナ 州） － （1） － （1）
（イ リ ノ イ 州） － （19） － （19）
（オ ハ イ オ 州） － （4） － （3）
（オ レ ゴ ン 州） （1） （3） － （2）
（カリフォルニア州） （7） （141） （5） （137）
（コネティカット州） － （2） － （2）
（コロンビア特別区） （1） （45） （1） （43）
（ジ ョ ー ジ ア 州） － （7） － （7）
（テ キ サ ス 州） － （7） － （7）
（ニュージャージー州） － （5） － （5）
（ニ ュ ー ヨ ー ク 州） （10） （290） （8） （284）
（ネ バ ダ 州） － （1） － （1）
（ノースカロライナ州） － （2） － （2）
（ハ ワ イ 州） － （26） － （26）
（バ ー ジ ニ ア 州） － （12） （1） （12）
（フ ロ リ ダ 州） （1） （4） － （3）
（ペンシルベニア州） － （2） － （2）
（マサチューセッツ州） － （4） － （4）
（ミ ネ ソ タ 州） － （1） － （1）
（メ リ ー ラ ン ド 州） － （4） － （4）
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（ル イ ジ ア ナ 州） － （2） － （2）
（ワ シ ン ト ン 州） （2） （8） （2） （6）
（ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州+ﾊﾜｲ州）（注） － （1） － （1）
イ タ リ ア 共 和 国 － 2 － 2
イ　　　　ン　　　　ド － 7 － 7
オ ー ス ト ラ リ ア 6 65 7 64
（クインズランド州） － （6） － （6）
（西オーストラリア州） （1） （8） （2） （8）
（ニューサウスウェールズ州） （3） （35） （3） （34）
（ビ ク ト リ ア 州） （2） （13） （2） （13）
（首 都 特 別 地 域） － （3） － （3）
オ ラ ン ダ 王 国 － 7 － 7
カ ナ ダ 1 14 － 13
（オ ン タ リ オ 州） （1） （7） － （6）
（ブリティシュコロンビア州） － （7） － （7）
サ ウ ジ ア ラ ビ ア 王 国 － 1 － 1
シ ン ガ ポ ー ル 共 和 国 1 7 1 7
ス イ ス 連 邦 － 2 － 2
ス ペ イ ン － 1 － 1
大 韓 民 国 － 3 － 3
台　　　　　　　　　湾 1 　3 1 3
中 国 5 67 6 65
ド イ ツ 連 邦 共 和 国 1 21 1 21
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド 1 7 1 6
ネ　　パ　　ー　　ル － 1 － 1
パ ラ グ ア イ 共 和 国 － 1 － 1
ブ ラ ジ ル 連 邦 共 和 国 － 8 － 8
フ ィ リ ピ ン 共 和 国 － 5 － 5
フ ラ ン ス 共 和 国 － 11 － 11
香 港 － 9 － 9
連 合 王 国 9 258 8 252

計 47人 1,093人 42人 1,065人
（注）カリフォルニア州とハワイ州を原資格国として承認した者。

　⑵　特定外国法の指定に関する審査事務
　外国法事務弁護士は，法務大臣から特定外国法の指定を受け，かつ，外国法事
務弁護士の登録に指定法の付記を受けたときは，当該指定法に関する法律事務を
行うことができる。
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　外国法事務弁護士制度の発足以来，平成30年末までの特定外国法の指定及び付
記に関する状況は次の表のとおりである。

指　　定　　法
指　　　定 付　　　記

平成30年 総　数 平成30年 総　数
ア メ リ カ 合 衆 国 各 州 5  186 3 179
オ ー ス ト ラ リ ア 各 州  －   11  －   11
カ ナ ダ 各 州  －   2  －   2
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド  －   2  －   2
香 港  －  28  －  26
連 合 王 国  5  46  4  42
ロ シ ア 連 邦  －   1  －   1

計    10件   276件    7件   263件

　⑶　承認・指定を受けた者の２年ごとの報告等に関する事務
　外国法事務弁護士となる資格の承認を受けた者については，承認を受けた日か
ら２年ごとに，原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有していることを証す
る書類並びに業務及び財産の状況に関する申告書等を，特定外国の外国弁護士と
なる資格を有することによって指定を受けた者は，指定を受けた日から２年ごと
に，その指定に係る外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類
を，それぞれ法務大臣に提出しなければならない。
　平成30年中，承認に係る２年ごとの報告を185件，指定に係る２年ごとの報告
を27件受理した。

　⑷　相談
　上記⑴及び⑵の外国法事務弁護士となる資格の承認及び特定外国法の指定の申
請手続等に関する相談を受けるとともに，先例のないスリランカ民主社会主義共
和国を資格取得国とする外国弁護士等から相談を受けた。

　⑸　外国の法制度等の調査
　外国法事務弁護士となる資格の承認及び特定外国法の指定の審査に当たり，当
該国における外国弁護士受入制度の有無，当該国における弁護士の資格付与及び
懲戒・監督制度のほか，諸外国の弁護士法制その他の法制度等に関する調査を行
った。

　⑹　国際機関等への対応
　各国における外国弁護士の受入れについては，世界貿易機関（ＷＴＯ）等で協
議，検討されている。
　ＷＴＯ交渉のみならず，二国間及び多国間交渉において，特にサービス貿易の
分野における対応に当たっては，外国弁護士受入制度（外国法事務弁護士制度）
に関する国際的な議論の動向を注視しつつ我が国の立場や意見を述べるとともに，
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交渉等での各国からの意見・要望に対しても，関係機関との協議・検討の上，対
応した。

　⑺　外国法事務弁護士による国際仲裁代理等に関する検討会
　「国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議」（平成29年９月21日関係府省
申合せ）で取りまとめられた「国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策」（平
成30年４月19日）において「外国法事務弁護士等の仲裁に関与し得る範囲の更な
る明確化やその見直しの要否を検討」するとされたこと等を受け，平成30年８月，
日本弁護士連合会と共催で「外国法事務弁護士による国際仲裁代理等に関する検
討会」を設置した。同検討会においては，外国法事務弁護士及び外国法事務弁護
士でない外国弁護士が手続を代理することができる「国際仲裁事件」の範囲等に
ついて，弁護士，外国法事務弁護士及び国際仲裁機関を含む各界の有識者から幅
広く意見を伺い，平成30年９月25日，国際仲裁事件の範囲の拡大及び国際調停代
理の規定の整備等を関係機関に要望する旨の報告書が取りまとめられた。

　⑻　弁護士資格認定に関する事務
　平成16年４月１日に改正弁護士法が施行され，司法修習を終えていなくても弁
護士となる資格の特例の対象が広げられ，①司法修習生となる資格を得た後に，
簡易裁判所判事，国会議員，内閣法制局参事官，大学の法律学の教授等，弁護士
法第５条第１号に列挙された職のいずれかに在った期間が通算して５年以上にな
る者，②司法修習生となる資格を得た後に，自らの法律に関する専門的知識に基
づいて弁護士法第５条第２号に列挙された事務のいずれかを処理する職務に従事
した期間が通算して７年以上になる者，③検察庁法第18条第３項に規定する考試
を経て任命された検事（いわゆる特任検事）の職に在った期間が通算して５年以
上となる者等については，法務省令で定める法人が実施する研修であって，法務
大臣の指定するものの課程を修了して同大臣の認定を受ければ，弁護士となる資
格を有することとなった｡
　弁護士となる資格の認定等に関する事務においては，利用者の便宜のために作
成・公表している「認定申請の手引」に基づき，認定申請手続の円滑化に努めて
いる。また，法務大臣が指定する研修の受講を求められた方に対し，受講準備に
資する情報の提供等を目的として事前説明会を実施するなどの対応を行った。
　平成30年度研修に係る申請者は８人で，そのうち７人について認定した（１人
の申請を却下した）。
　認定者の内訳は，以下のとおり。
　　公務員経験者　　　　　２人
　　企業法務経験者　　　　１人
　　簡易裁判所判事経験者　１人
　　特任検事経験者　　　　１人
　　大学教授経験者　　　　２人
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２　債権管理回収業の監督に関する事務
　金融機関の有する貸付債権等（特定金銭債権）の処理という喫緊の政策課題を実
現するため，弁護士法の特例として法務大臣の許可した債権回収会社が業として特
定金銭債権の管理及び回収を行うことができるようにするとともに，債権回収会社
について必要な規制を行いその業務の適正な運営の確保を図ることにより，国民経
済の健全な発展に資することを目的とした債権管理回収業に関する特別措置法（平
成10年法律第126号。以下「法」という。）が平成10年10月16日に公布され，同法施
行令（平成11年政令第14号）及び同法施行規則（平成11年法務省令第４号）ととも
に平成11年２月１日に施行された。
　また，内外の社会経済情勢の変化に伴う不良債権処理の必要性の増大等に鑑み，
不良債権処理及び資産流動化を一層促進するとともに，倒産処理の迅速化を図るた
め，債権回収会社の取扱債権の範囲を拡大し，併せて債権回収会社の業務に関する
規制を緩和することを内容とした同法の一部を改正する法律（平成13年法律第56号）
が成立し，平成13年６月20日に公布され，同法施行令の一部を改正する政令（平成
13年政令第255号）及び同法施行規則の一部を改正する省令（平成13年法務省令第
64号）とともに同年９月１日に施行された。

　⑴　債権管理回収業の許可に関する事務
　債権管理回収業を営むためには，法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ
ならない。
　債権管理回収業の許可申請があったときは，法に定められた一定の許可基準を
満たしていない場合を除いて，許可をしなければならないとされている。
　許可をしようとするときは，役員等が許可基準を満たしているかどうかなどに
ついて，警察庁長官の意見を聴くものとされており，弁護士である取締役につい
ても，原則として，日本弁護士連合会の意見を聴くものとされている。
　法が施行されてから，平成30年12月末までの営業許可に関する状況は，次の表
のとおりである。

年　次 申請件数
処分の内容 その他

（取下げ等）許　可 不許可
平成11年 30 27 － 1
　　12年 16 15 － 1
　　13年 23 19 － －
　　14年 11 11 － 1
　　15年 10 11 － －
　　16年  8  9 － 1
　　17年  7  7 － 1
　　18年 10  8 － －
　　19年  3  5 － －
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　　20年  4  3 － －
　　21年  1  2 － －
　　22年  2 － － 1
　　23年 －  2 － －
　　24年  4  4 － －
　　25年 － － － －
　　26年  1 － － －
　　27年 －  1 － －
　　28年 － － － －
　　29年 － － － －
　　30年  1  1 － －
合　計 131 125 － 6

　⑵　債権管理回収業の認可に関する事務
　債権管理回収業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに債権回収会社の合併及
び分割は，いずれも法務大臣の認可を受けなければ効力を生じない。
　債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに債権回収会社の合併及び分割の認可申
請があったときは，営業の許可の基準を満たしていない場合を除いて，認可しな
ければならないとされている。
　法が施行されてから，平成30年12月末までの認可申請に関する状況は，次のと
おりである。
　なお，これまでの間，債権管理回収業の譲渡及び譲受けの認可申請はない。

債権回収会社の合併及び分割

年　次 申請件数
処分の内容 その他

（取下げ等）認　可 不認可
平成11年 － － －     －
　　12年  1  1 －     －
　　13年 － － －     －
　　14年  1  1 －     －
　　15年 － － －     －
　　16年  1  1 －     －
　　17年  3  3 －     －
　　18年 － － － －
　　19年  2  2 － －
　　20年 － － － －
　　21年 － － － －
　　22年  2  2 － －
　　23年  2  1 － －
　　24年 －  1 － －
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　　25年  2  2 － －
　　26年  2  2 － －
　　27年 － － － －
　　28年 － － － －
　　29年  1  1 － －
　　30年 － － － －
合　計      17 17 － －

　⑶　兼業の承認に関する事務
　債権回収会社は，債権管理回収業及び特定金銭債権の管理又は回収を行う業務
であって債権管理回収業に該当しないもの並びにこれらに付随する業務であって
政令で定めるもの以外の業務を営むことができないが，債権管理回収業を営む上
において支障を生ずることがないと認められる業務（以下「兼業」という。）に
ついて，法務大臣の承認を受けたときは，当該業務を営むことができるとされて
いる。
　法が施行されてから，平成30年12月末までの兼業承認に関する状況は，次の表
のとおりである。

年　次 申請件数
処分の内容 その他

（取下げ等）承　認 不承認
平成11年 14 13 － －
　　12年 20 18 － 2
　　13年 34 32 － －
　　14年 23 25 － －
　　15年 35 32 － －
　　16年 42 44 － 1
　　17年 41 41 － －
　　18年 38 35 － －
　　19年 47 50 － －
　　20年 28 27 － 1
　　21年 27 27 － 1
　　22年 13 13 － －
　　23年 19 19 － －
　　24年 29 29 － －
　　25年 39 38 － －
　　26年 24 22 － 1
　　27年 25 25 － －
　　28年 24 26 － －
　　29年 22 21 － －
　　30年 21 15 － 2
合　計     565     552 － 8



－101－

　⑷　立入検査
　立入検査は，債権回収会社の営業所等における実地の検査を通じて，その債権
管理回収業務の実態を把握し，債権回収会社に対する適時適切な指導・監督を行
うことによって，その業務の適正な運営を確保することを目的とするものである。
　立入検査には，全ての債権回収会社を対象として計画的に実施する定期検査と，
特定の債権回収会社が違法・不当な業務を行っているなどの疑いがあると認めら
れた場合や業務改善命令を受けた場合などに随時実施する特別検査がある。
　法が施行されてから，平成30年12月末までの定期検査及び特別検査に関する状
況（件数）は，次の表のとおりである。

年　次 定期検査 特別検査
平成11年  2 －
　　12年 12 －
　　13年 14 －
　　14年 22 －
　　15年 29 －
　　16年 32  1
　　17年 35 －
　　18年 36  1
　　19年 41  1
　　20年 37  1
　　21年 30  8
　　22年 37  5
　　23年 30  8
　　24年 26 13
　　25年 35  7
　　26年 34  4
　　27年 31  5
　　28年 35  4
　　29年 30 10
　　30年 34  2
合　計     582 70

　⑸　行政処分
　立入検査の結果等により，検査対象会社の業務に関して違法・不当な事項が判
明した場合には，当該債権回収会社に対し，業務改善命令，業務停止命令（全部
又は一部），許可の取消しをすることができるとされている。
　法が施行されてから，平成30年12月末までの業務改善命令，業務停止命令及び
許可の取消しに関する状況は，次の表のとおりである。
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年　次 業務改善命令 業務停止命令 許可の取消し
平成11年 － － －
　　12年 － － －
　　13年 － － －
　　14年 － － －
　　15年 － － －
　　16年  1 － －
　　17年 － － －
　　18年  1  1 －
　　19年  1 － －
　　20年 － －  1
　　21年  6 － －
　　22年  3 － －
　　23年 － － －
　　24年  1 － －
　　25年 － － －
　　26年  1 － －
　　27年 － － －
　　28年  2 － －
　　29年 － － －
　　30年 － － －
合　計 16  1  1

　⑹　相談・苦情等
　債権回収会社や債権管理回収業の営業の許可を受けようとする者等から，許可
申請手続，取扱債権の範囲及び兼業承認申請手続等に関する問合せや相談を多数
受けている。また，債権回収会社による債務の弁済請求を受けた債務者等から，
債権回収会社の業務に関する苦情も受け付けており，債権回収会社の業務が適正
に行われていない疑いがある場合には立入検査等を実施することとしている。

３　認証ＡＤＲ制度に関する事務
　「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」（平成16年法律第151号。以下

「ＡＤＲ法」という。）は，裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）（注）を国民にとって裁判
と並ぶ魅力的な選択肢とし，その拡充・活性化を図るため，司法制度改革の一環と
して，平成16年に成立し，平成19年４月１日から施行された。
　ＡＤＲ法の施行に伴い開始された認証紛争解決手続の制度（以下「認証ＡＤＲ制
度」という。）は，紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択する
ことを容易にするため，民間事業者の行う調停手続，あっせん手続及びその他の和
解の仲介手続（民間紛争解決手続）の業務を対象として，その業務の適正性を法務
大臣が認証するもので，司法法制部審査監督課において担当している。
（注）ＡＤＲ：Alternative Dispute Resolution
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　⑴　認証の審査に関する事務
　民間紛争解決手続を業として行う者は，その業務について，法務大臣の認証を
受けることができる（ＡＤＲ法第５条）。
　認証の申請がされたときは，申請に係る民間紛争解決手続の業務がＡＤＲ法に
定められた一定の基準に適合し，かつ，申請者が当該業務を行うのに必要な知識
及び能力並びに経理的基礎を有するかどうかについて審査を行っている。
　ＡＤＲ法が施行されてから平成30年12月末までの民間紛争解決手続の業務の認
証に関する状況は，次の表のとおりであり，平成30年においては，新たに６事業
者を認証し，認証紛争解決事業者数も160事業者に達し,取り扱う紛争の分野も多
様化が進み，より利用しやすい状況となった。

年　次 申請件数
処分の内容

認　証 不認証
平成19年 10  7 －
　　20年 25 17 －
　　21年 37 30 －
　　22年 26 31 －
　　23年 18 24 －
　　24年 13 13 －
　　25年  4  9 －
　　26年  5  2 －
　　27年 11  9 －
　　28年  6  8 －
　　29年  3  4 －
　　30年  6  6 －
 合　計     164     160      －     

　⑵　変更の認証の審査に関する事務
　認証紛争解決事業者は，その認証紛争解決手続の業務の内容又はその実施方法
を変更しようとするときは，法務大臣の変更の認証を受けなければならないとさ
れている。平成30年においては，４件の変更の認証処分を行った。

　⑶　監督に関する事務
　認証後の事業者の実態を法務大臣が的確に把握し，業務の適正な運営を確保す
ることを目的として，認証紛争解決事業者には，事業年度ごとに，認証紛争解決
手続の業務実態等を記載した事業報告書を提出すること及び認証を受けた内容に
変更（役員等の変更等）が生じたときに，随時その変更内容を届け出ることが法
律上義務付けられている。
　また，認証紛争解決手続の業務の適正な運営の確保に必要な限度において，認
証紛争解決事業者に対し報告を求め，又は認証紛争解決事業者の事務所の立入検
査等を行うことができるとされている。
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　ＡＤＲ法が施行されてから平成30年12月末までの監督に関する事務の状況は，
次の表のとおりである。

年　次 事業報告書 変更届出書 立入検査
平成19年 －   1 －
　　20年  10  22 －
　　21年  26  59 －
　　22年  63  94 －
　　23年  94 193 －
　　24年 111 175 －
　　25年 121 249 －
　　26年 129 251  1
　　27年 134 211  1
　　28年 140 199  1
　　29年 147 209 －
　　30年 149 172 －

　⑷　広　報
　認証ＡＤＲ制度を国民に広く周知するため，各種広報活動を行った。
ア　インターネット広告の実施

　トラブルに悩んでいる方が大手検索サイトで解決方法等を検索した際，検索
結果画面に本制度の紹介文とリンク先が掲載されるリスティング広告等を実施
した（掲載期間：Yahoo!JAPANにおいて平成30年１月１日から約２か月間及
び平成30年12月１日から約２か月間，Googleにおいて平成30年１月１日から約
２か月間。）。

　　イ　パンフレットの作成
　本制度についての説明などを記載したパンフレットを作成し，法テラスや消
費生活センター等の相談機関等に配布した。

　　ウ　認証紛争解決事業者を利用する利点等を整理した一覧性のある資料の作成
　平成26年３月の「ＡＤＲ法に関する検討会報告書」の提言を受けて，各認証
紛争解決事業者の協力を得ながら，その専門性・特殊性や認証紛争解決事業者
を利用する利点等を整理した一覧性のある資料「認証紛争解決事業者アピール
ポイント一覧（平成30年度版）」を作成し，法テラスや消費生活センター等の
相談機関等に配布した。

　⑸　その他
　ＡＤＲ全体の拡充・活性化のために，相談機関と認証紛争解決事業者との連携
促進を図ることを目的として，かいけつサポート利用促進コンソーシアム（ＡＤ
Ｒに関する関係機関情報交換会）を，平成30年11月30日に名古屋市内で開催した。
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参事官 　法務省組織令第13条

　裁判所職員定員法の一部を改正する法律，裁判官の報酬等に関する法律の一部を改
正する法律及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律その他司法制度等
に関する重要な事項についての企画及び立案を行った。
　また，法曹養成制度，司法試験制度，裁判所・裁判官制度，検察官制度，裁判官・
検察官の給与制度，弁護士制度，外国弁護士受入制度，サービサー制度等に関する重
要な事項について調査研究を行った。
　この他，司法法制部における重要な施策及び経常事務の遂行に専門的見地から参画
したほか，当部所管の法令の解釈等について官公署等からの照会に対し意見を述べた。

法務図書館 　（国立国会図書館支部法務図書館）

　組織上は，大臣官房司法法制部司法法制課の所掌事務の一部を成しているが，便宜上，これを「法務図書館」

としてここに一括して記述する。

　法務省組織令第20条第５号　国立国会図書館法（昭和23年法律第５号）第３条，第20条　国立国会図書館

法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律（昭和24年法律第101号）

１　沿　　革
　法務省における図書の収集・管理業務は，その淵源を尋ねると，明治５年７月の
司法省明法寮司籍課の設置に遡る。その後，約半世紀を経て，大正15年４月，時の
司法大臣江木翼は，司法官の中に学業及び実務上の研さんを積もうとする気風を養
成するため，司法研究制度の樹立を提言し，その事業の一環として図書館の整備を
進め，昭和３年９月に至り，司法大臣官房調査課に「司法研究室」を設置，鉄筋コ
ンクリート造り３階建ての庁舎を新築し，明治４年司法省発足以来収集した図書・
資料等を収蔵することになり，ここに本格的な図書館としての態勢が整えられた。
これが当館の創始に当たる。
　昭和23年２月，司法省が法務庁に改組された際，司法研究室は，同庁資料統計局
資料課の所管に属することになったが，同年８月，国立国会図書館法に基づき，国
立国会図書館の支部図書館となり，これを機会に「法務図書館」と名称が改められた。
　その後の機構改革により，昭和24年６月以降法務府法制意見第四局資料課，昭和
27年８月以降法務大臣官房調査課，昭和33年５月以降法務大臣官房司法法制調査部
調査統計課，平成13年１月以降法務省大臣官房司法法制部司法法制課の所管に属し，
現在に至っている。なお，図書館施設は，平成６年８月，法務省赤れんが棟の復原
改修に伴い，同棟２階及び１階に移転した。

２　図書資料の収集
　⑴　図書資料数

　平成30年12月末現在における収蔵図書資料数は320,537冊で，同年中における
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受入数は，1,751冊である。収蔵図書資料数の内訳は，次の表のとおりである。

区　　分 和漢図書資料 欧文図書資料 合　　　計
法 律 関 係 114,468冊 55.0％ 99,873冊 89.0％ 214,341冊 66.9％
法律関係以外  93,835  45.0  12,361 　11.0 106,196 33.1

計 208,303 100.0 112,234  100.0 320,537 100.0

　⑵　図書資料受入数

区　　分
和漢図書資料 欧文図書資料

合計
購入 受贈 製本 計 購入 受贈 国際交換 製本 計

図　書
平成28年 724 280 626 1,630 75 16 - 83 174 1,804

　29 619 276 563 1,458 39 8 - 62 109 1,567
　30 737 320 510 1,567 82 10 - 92 184 1,751

雑　誌
（定期

刊行物）

平成28年 60 256 - 316 32 18 8 - 58 374
　29 61 234 - 295 32 1 8 - 41 336
　30 61 250 - 311 32 8 8 - 48 359

（注）１　図書については冊数，雑誌については種類によった。
　　　２　雑誌を製本したものは，図書扱いとし，図書の製本欄に含めた。

　⑶　図書資料分類別受入数

区　　分 和漢図書資料 欧文図書資料 合　　　計
法 律 関 係 1,203冊 76.8％ 182冊 98.9％  1,385冊 79.1％
法律関係以外 　  364  23.2 　　 2 1.1 　 366 　20.9

計   1,567 100.0 　 184  100.0  1,751  100.0

３　管理業務
　⑴　入館者

年　　次 総　　　数 法務省職員 そ　の　他
平成28年 15,054人 100.0％ 14,324人 95.2％ 730人 4.8％

　29   15,400 100.0 14,588  94.7     812   5.3
　30   14,359 100.0   13,604  94.7     755   5.3

　⑵　貸　出

区　　分
総　　数 和漢図書 和漢雑誌 欧文図書 欧文雑誌

人員 冊数 人員 冊数 人員 冊数 人員 冊数 人員 冊数
平成30年総数 4,586 14,104 3,403 10,807 1,114 3,089 60 192 8 16
１ か 月 平 均 382 1,175 284 901 93 257 5 16 1 1
１ 日 平 均 18.7 57.6 13.9 44.1 4.5 12.6 0.2 0.8 0.0 0.1
（注）１日平均数は，総数を245（開館日数）で除したものである。



－107－

４　図書館・法務史料展示室業務のアウトソーシング
　法務図書館では，図書館及び展示業務に精通した司書，学芸員等の外部の専門能
力を活用し，利用者に対するより迅速かつ高度なサービスの提供を目的として，平
成21年４月から，図書館業務及び法務史料展示室業務の一部を民間事業者へ委託し
ている。職員の関与する業務は，予算管理，選書，展示企画などの管理部門に限り，
図書館窓口，調査検索（レファレンス），展示案内等，施設利用者に直接関与する
部分の多くを委託事業者が担当している。

５　図書情報検索システム
　法務図書館では，図書及び法律文献を検索できる「図書情報検索システム」を運
用している。同システムは，法務省ＮＷを介して，法務省職員等の卓上パソコンか
ら利用可能なほか，保有するデータの中から一般公開に適するものを抽出してイン
ターネットに公開している。
　なお，同システムが保有する図書情報は，平成30年12月末現在，約20万件がデー
タベース化されている。

６　調査検索業務
　前記システムの法律文献情報提供機能は，法務図書館において収集した雑誌及び
記念論文集に掲載された法律関係記事を法律の分野ごとに分類・抽出し，事項分類，
キーワード，論題名，執筆者名，雑誌名等からの検索が可能なシステムで，図書資
料検索とともに利用者に対する利便性の向上を図っている。
　法律文献情報は，平成30年12月末現在，約32万件がデータベース化されている。

７　国立国会図書館中央館との連絡業務
　⑴　中央館・支部図書館協議会

ア　平成29年度第２回協議会
　平成30年３月19日，国立国会図書館において開催され，次の議題等について
協議又は報告が行われた。
ア　人事報告，会議等経過及び中央館の動き
イ　「国立国会図書館中央館・支部図書館中期的運営の指針2017」に基づく平

成29年度中央館年度計画の総括及び平成30年度中央館年度計画について
ウ　平成29年度行政・司法各部門支部図書館職員研修の終了及び平成30年度同

研修の方針について
エ　国会図書館支部庁費等関係報告

イ　平成30年度第１回協議会
　平成30年７月24日，国立国会図書館において開催され，次の議題等について
協議又は報告が行われた。
ア　人事報告，会議等経過及び中央館の動き
イ　「「国立国会図書館中央館・支部図書館中期的運営の指針2017」に基づく

平成30年度中央館年度計画」に関する取組について
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ウ　「国立国会図書館中央館・支部図書館中期的運営の指針2017」に基づく支
部図書館における平成29年度計画の総括及び平成30年度計画について

エ　支部図書館システム関連調査の結果について
　⑵　相互貸借

年　　　次 貸出冊数 全貸出冊数中の比率（％） 借受冊数
平成28年 263 1.7 153

　29 268 1.8 192
　30 197 1.4 217

　⑶　納　本（国立国会図書館法第24条）

年　　　次 種　　　　　類 冊　　　　　数
平成28年 69 1,349

　29 53 567
　30 67 　560

８　法務史料展示室・メッセージギャラリーの管理・運営
　⑴　常設展示

　法務史料展示室・メッセージギャラリーは，常設展示として「日本の近代化」
をテーマに，「司法の近代化」，「建築の近代化」を小テーマとして，主に次のよ
うな展示を行っている。
ア　法務史料の展示

　法務図書館が所蔵する貴重書を中心として「司法の近代化」を示す明治初期
の法典史料（『司法職務定制』,『新律綱領』，『司法省日誌』等），お雇い外国
人に関する史料（『ボアソナード氏の日本帝国刑法草案』等），明治初期の事件
関係史料（板垣退助暗殺未遂事件の一件書類等）等の展示を行っている。

イ　建築史料の展示
　「建築の近代化」をテーマに，模型・展示パネル等を利用して，赤れんが棟
とその設計者であるドイツの建築家エンデとベックマンの紹介を行い，併せて
赤れんが棟に使われている建築技術の展示を行っている。

ウ　法務行政の紹介
　法務行政に対する国民の理解を促進するため，パネル等による業務の紹介等
を行っている。

　⑵　特別展示
　平成29年７月から，「前近代の「司法資料」」をテーマに，法務図書館が所蔵す
る明治初期に司法省が収集，保管した各史料について，その内容や時代的背景の
解説を添えた展示を行った。

　⑶　メッセージギャラリー
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　平成30年７月から，同年が明治元年から起算して満150年という節目の年であ
り，明治以降の歩みを次世代に遺すことなどを目的として政府全体で推進されて
いる「明治150年関連施策」の一環として，司法制度の基盤形成に大きく貢献し
た先人の紹介や明治期に編さんされた法典等の貴重書を展示するなどの「明治
150年」特集展示を実施している。

　⑷　見学者数
　平成30年の見学者数は，16,029人であった。

　⑸　その他
　法務史料展示室は，法務省ホームページにおいて展示内容に関する情報を提供
している。
　なお，平成16年４月から「法務史料展示室だより」を作成しており，平成30年
においては，第47号から第49号まで発刊した。
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Ⅱ　民　事　局　法務省設置法第３条，第４条　法務省組織令第２条，第４条，第13条，
第23条～第28条　法務省組織規則第７条，第７条の２

〈重要施策の概要〉
１　法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度
　高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み，相続をめぐる紛争を防止するとい
う観点から，平成30年７月に公布された「法務局における遺言書の保管等に関する
法律」（平成30年法律第73号。以下「遺言書保管法」という。）に基づき，法務局に
おいて自筆証書遺言に係る遺言書を保管する制度を新たに設けることとされた。
　遺言書保管法においては，遺言書の保管に関する事務は法務大臣の指定する法務
局・地方法務局が「遺言書保管所」としてつかさどること，また，遺言書保管所に
おける事務は法務局又は地方法務局の長が指定する「遺言書保管官」が取り扱うこ
ととされ，法務局に保管されている遺言書については家庭裁判所の検認手続を要し
ないこととされている。
　なお，遺言書保管法の施行日は，令和２年７月10日と定められ，同日からの制度
運用開始に向けて，政省令の整備，情報システムの構築，具体的な事務処理体制の
構築等について準備を進めている。

２　地図整備の推進
　登記所備付地図の整備については，平成15年６月，内閣の都市再生本部から打ち
出された「民活と各省連携による地籍整備の推進」の方針に基づき，平成16年度か
ら必要性及び緊急性の高い都市部の地図混乱地域について登記所備付地図の作成作
業を重点的かつ集中的に行ってきたが，平成27年度からは，登記所備付地図の整備
の更なる推進を図るため，従来の「登記所備付地図作成作業改・新８か年計画」を
見直し，①「登記所備付地図作成作業第２次10か年計画」を策定し，全国における
地図作成作業を拡充するとともに，②新たに大都市の枢要部や地方の拠点都市を対
象とする「大都市型登記所備付地図作成作業10か年計画」及び③東日本大震災の被
災県を対象とする「震災復興型登記所備付地図作成作業３か年計画」を策定し，作
業面積を拡大して実施している。
　なお，震災復興型登記所備付地図作成作業について，被災した自治体では，同作
業を実施すべき地区がなお存在するため，平成29年度までとされていた当該計画を
更に３か年延長して，平成30年度から令和２年度まで当該作業を引き続き実施する
こととした。
　また，筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により，申請人等に
意見及び資料を提出する機会を与えた上，外部専門家である筆界調査委員の意見を
踏まえて，筆界の現地における位置を特定する筆界特定制度の運用が平成18年１月
20日から開始され，順調に利用されている。同制度により，土地の筆界に関する紛
争の早期解決が図られ，地図整備に寄与している。
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３　戸籍事務へのマイナンバー制度導入
　国民の利便性の向上及び行政運営の効率化の観点から，各種閣議決定（「日本再
興戦略2014」（平成26年６月閣議決定）等）において，マイナンバー制度を活用し
て戸籍謄本等の添付省略を実現することが求められていた。そこで，平成26年10月
に「戸籍制度に関する研究会」，平成27年６月に「戸籍システム検討ワーキンググ
ループ」を民事局内に設置し，戸籍事務へのマイナンバー制度導入について検討を
進めた。さらにその検討を踏まえ，平成29年９月に戸籍法制の見直しについて法制
審議会に諮問され，法制審議会戸籍法部会における調査審議がされている。

４　無戸籍者の解消に向けた取組
　離婚から300日以内に元夫以外の男性の子を出産した場合には，民法第772条の規
定により，生まれた子の父は元夫であると推定され（嫡出推定），その子は元夫の
戸籍に記載されることとなる。しかし，元夫にその子の存在を知られたくないなど
の理由から，子の母が出生届を提出しないため，子が無戸籍となっている場合があ
る。近年，無戸籍のまま成人となった者が社会生活上，多大な不利益を被っている
として，社会問題化しており，全国の法務局において，無戸籍者の解消に向けた取
組を行っているところである。

５　法人設立手続のオンライン・ワンストップ化
　「未来投資戦略2017」（平成29年６月９日閣議決定）において，「法人設立に関し，
利用者が全手続をオンライン・ワンストップで処理できるようにする。」とされた
ことを受けて設置された法人設立オンライン・ワンストップ化検討会において，「法
人設立手続のオンライン・ワンストップ化に向けて」が取りまとめられた。同取り
まとめを受け，「未来投資戦略2018」（平成30年６月15日閣議決定）においては，以
下の事項に取り組むこととされた。
①マイナポータルを活用した法人設立手続のオンライン・ワンストップ化に向けて，
令和元年度中に登記後の手続のワンストップ化を，令和２年度中に定款認証及び設
立登記を含めた全手続のワンストップ化を実現する。
②令和元年度中に，オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理及び世界最
高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化を実現する。
③株式会社の設立手続に関し，一定の条件の下，平成30年度中にテレビ電話等によ
る定款認証を可能とし，令和２年度中に，定款認証及び設立登記のオンライン同時
申請を対象に，24時間以内に設立登記が完了する取組を全国実施する。
④法人設立登記における印鑑届出の任意化の令和２年度中の実現に向けて，令和元
年中の商業登記法改正に向けて取り組むとともに，商業登記電子証明書の普及促進
も含めて，システム改修等の実施に必要な準備を進める。

６　登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）の包括的民間委託の実施　
　登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧といった登記簿等の公開に関する事
務（乙号事務）については，競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平
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成18年法律第51号）に基づき，平成18年９月５日に閣議決定された「公共サービス
改革基本方針」において，原則として全ての事務を平成22年度までに官民競争入札
又は民間競争入札の対象とすることとされた。これを受け，平成19年度以降順次，
各法務局・地方法務局において民間競争入札が実施されており，平成30年12月31日
現在，全国416庁のうち410庁で民間事業者により乙号事務が実施されている。

〈会　　同〉
　中央会同

月　日 件　　　　　　名 協 議 事 項
1.16・17 法務局長事務打合せ会 法務局の管理・運営について

5.22・23 法務局・地方法務局会計課長会同 法務局及び地方法務局の予算管理
について

6.14・15 法務局長･地方法務局長会同 法務局及び地方法務局の管理・運
営について

9.26 法務局･地方法務局首席登記官会同 登記事務における問題点について

10.3・4 法務局総務・民事行政部長会同 局務運営等について

10.18 法務局民事行政調査官・統括監査専
門官事務打合せ会

事務処理体制等について

10.23 法務局・地方法務局供託課長会同 供託事務における問題点について

10.26 法務局･地方法務局庶務･職員･総務
課長会同

局務運営・人事管理について

11.15 法務局・地方法務局登記情報システ
ム管理官事務打合せ会

事務処理体制等について

12.5・6 法務局長事務打合せ会 法務局の管理・運営について

〈法令立案関係〉

法　　　令　　　案　　　名 主管官庁 担当課・室
（法　律）
１　法務局における遺言書の保管等に関する法律
　　（H30年法律第73）

法務省 総務課

２�　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置
法
　　（H30年法律49）

法務省
国土交通省

民事第二課
参事官室
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３　人事訴訟法等の一部を改正する法律
　　（H30年法律第20）

法務省 参事官室

４　商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律
　　（H30年法律第29）

法務省 参事官室

５　民法の一部を改正する法律
　　（H30年法律第59）

法務省 参事官室

６　民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
　　（H30年法律第72）

法務省 参事官室

（政　令）
１�　法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行
期日を定める政令
　　（H30.11.21政令317）

法務省 総務課

２�　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置
法施行令
　　（H30.11.9政令308）

法務省
国土交通省

民事第二課
参事官室

３　組合等登記令の一部を改正する政令
　　（H30.9.27政令211）

法務省 商事課

４�　民法の一部を改正する法律及び民法の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の
施行に伴う関係政令の整備に関する政令
　　（H30.6.6政令第183）

法務省 参事官室

５�　民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施
行期日を定める政令
　　（H30.11.21政令316）

法務省 参事官室

６�　人事訴訟法等の一部を改正する法律の施行期日を定
める政令
　　（H30.11.30政令322）

法務省 参事官室

７�　商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律
の施行期日を定める政令
　　（H30.12.19政令338）

法務省 参事官室

８�　商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律
の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
　　（H30.12.19政令339）

法務省 参事官室
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（省　令）
１　後見登記等に関する省令の一部を改正する省令
　　（H30.10.1法務省令25）

法務省 民事第一課

２�　不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部を
改正する省令
　　（H30.7.11法務省令20）

法務省 民事第二課

３�　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置
法に規定する不動産登記法の特例に関する省令
　　（H30.11.15法務省令28）

法務省 民事第二課

４�　旅行業者営業保証金規則及び旅行業協会弁済業務保
証金規則の一部を改正する省令
　　（H30.1.4法務省・国土交通省令1）

法務省
国土交通省

商事課

５　供託規則の一部を改正する省令
　　（H30.3.16法務省令3）

法務省 商事課

６�　割賦販売法の一部を改正する法律附則第五条第三項
の規定による営業保証金の取戻し等に関する省令
　　（H30.5.18法務省・経済産業省令1）

法務省
経済産業省

商事課

７�　許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則の
一部を改正する省令
　　（H30.5.18法務省・経済産業省令2）

法務省
経済産業省

商事課

８�　会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する
省令
　　（H30.3.26法務省令5）

法務省 参事官室

９　会社計算規則の一部を改正する省令
　　（H30.10.15法務省令27）

法務省 参事官室

10�　民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額
を定める省令
　　（H30.11.21法務省令29）

法務省 参事官室

〈大臣表彰〉
１　優良戸籍従事職員の表彰
　平成30年10月23・24日の両日，共立女子学園講堂（東京都千代田区一ツ橋）にお
いて，第71回全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会総会が開催され，席上，法務大
臣から，多年戸籍事務に従事し，誠実に職務に精励した市区町村職員88名及び戸籍
行政の運営に多大な貢献のあった市区町村長８名に対し，表彰状が授与され，戸籍
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制度の充実，発展に寄与した全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会の前幹事長及び
多年にわたり全国連合戸籍住民基本台帳事務協議会総会の開催に貢献した共立女子
学園の学園長に感謝状が贈呈された。

２　司法書士の表彰
　平成30年６月20・21日の両日，東京都内において，第81回日本司法書士会連合会
定時総会が開催され，司法書士20名に対し，法務大臣から表彰状が授与された。

３　土地家屋調査士の表彰
　平成30年６月19・20日の両日，東京都内において，第75回日本土地家屋調査士会
連合会定時総会が開催され，その席上，土地家屋調査士20名に対し，法務大臣から
表彰状が授与された。

総務課 　法務省組織令第23条，第24条　法務省組織規則第７条

登記簿等の公開に関する事務（乙号事務）の包括的民間委託の実施
　平成30年12月31日現在，全国416庁のうち410庁で民間事業者により登記簿等の公開
に関する事務（乙号事務）が実施されている。

民事第一課 　法務省組織令第23条，第25条

１　電子情報処理組織による戸籍事務の処理
　平成30年12月末現在，全国1,896市区町村のうち，戸籍事務をコンピュータシス
テムにより処理することができる市区町村は，1,892庁となっている。

２　後見登記に関する事項
　過去３か年における成年後見に関する登記事件の推移は，次の表のとおりである。

成年後見に関する登記事件数

平成28年 平成29年 平成30年
総事件数 165,834件 161,988件 157,943件

３　国籍事務に関する事項
⑴　最近３か年に，我が国への帰化を許可された者の数は，別表⑴のとおりである。
　平成30年に帰化を許可された者を従前の国籍別でみると，韓国・朝鮮が約48％，
中国が約33％，その他が約19％となっている。

　⑵　国籍取得届出事務
　最近３か年に，届出により日本国籍を取得した者の数は，別表⑵のとおりである。
　平成30年中に，法務大臣への届出により日本の国籍を取得した者の数は，958
人である。届出時の国籍別でみると，フィリピンが約62％，中国が約９％となっ
ている。
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　⑶　国籍離脱事務
　最近３か年に，外国の国籍を有する日本国民で日本の国籍を離脱した者の数は，
別表⑶のとおりである。

　⑷　国籍喪失事務
　最近３か年に，自己の志望により外国の国籍を取得したことによって日本の国
籍を喪失したとして，戸籍法第103条又は第105条の規定に基づき，その旨の届出
又は報告があった日本国籍喪失者の数は，別表⑷のとおりである。

　⑸　国籍選択事務
　昭和60年１月１日施行の改正国籍法において新設された日本と外国との国籍を
併有する重国籍者の国籍の選択について，ホームページ等によりその周知を図っ
ている。

別表⑴
帰�化�許�可�者�数

平成28年 平成29年 平成30年
総　　　数 9,554人 10,315人  9,074人
韓国・朝鮮 5,434人  5,631人  4,357人
中　　　国 2,626人  3,088人  3,025人
そ　の　他 1,494人  1,596人  1,692人

別表⑵
国�籍�取�得�者�数

平成28年 平成29年 平成30年
1,033人 966人 958人

別表⑶
国�籍�離�脱�者�数

平成28年 平成29年 平成30年
613人 770人 962人

別表⑷
国�籍�喪�失�者�数

平成28年 平成29年 平成30年
1,058人 1,172人 1,300人
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民事第二課 　法務省組織令第23条，第26条　法務省組織規則第７条の２

１　不動産登記に関する事項
　⑴　不動産の表示及び権利に関する登記事件数

　過去３年間における不動産の表示に関する登記事件の推移は，別表⑴のとおり
である。また，過去３年間における不動産の権利に関する登記事件の推移は，別
表⑵のとおりである。

別表⑴
不動産の表示に関する登記事件数

平成28年 平成29年 平成30年
総事件数 3,167,528件 3,229,970件 4,579,975件

別表⑵
不動産の権利に関する登記事件数

平成28年 平成29年 平成30年
総事件数 8,472,090件 8,296,286件 8,004,543件

　⑵　筆界特定制度の運用
　過去３か年における筆界特定の申請件数の推移は，次の表のとおりである。

筆界特定の申請件数

平成28年 平成29年 平成30年
　申請件数 2,619件 2,806件 2,361件

２　司法書士及び土地家屋調査士に関する事項
　⑴　司法書士試験

　平成30年度司法書士試験は，平成30年７月１日に全国の各法務局及び地方法務
局の所在地50か所において筆記試験を，同年10月10日に各法務局の所在地８か所
において口述試験を，それぞれ実施した。

　⑵　土地家屋調査士試験
　平成30年度土地家屋調査士試験は，平成30年10月21日に全国の各法務局及び那
覇地方法務局の所在地９か所において筆記試験を，平成31年１月24日に各法務局
の所在地８か所において口述試験を，それぞれ実施した。

　⑶　司法書士に対する簡易裁判所における訴訟代理権等の付与
　司法書士に対する簡易裁判所における訴訟代理権等は，日本司法書士会連合会
が実施する研修を修了した者に対して法務大臣が考査を実施し，当該考査の結果
に基づき法務大臣が認定した者に対して付与されているが，平成30年にこの法務
大臣の認定を受けた者は，377名（同年９月３日認定）であり，これまでに認定
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を受けた者の総数は，20,135名となっている。
　⑷　土地家屋調査士に対する民間紛争解決手続の代理権等の付与

　土地家屋調査士に対する土地の筆界が現地において明らかでないことを原因と
する民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続の代理権等は，日本土地家屋調査
士会連合会が実施する研修において考査が実施され，当該考査の結果に基づき法
務大臣が認定した者に対して付与されているが，平成30年にこの法務大臣の認定
を受けた者は，108名（同年10月１日認定）となった。

　⑸　司法書士（法人）及び土地家屋調査士（法人）の員数
　平成30年12月31日現在における司法書士及び司法書士法人の員数は別表(1)の
とおりであり，過去５年間の司法書士現員数の比較は別表⑶のとおりである。
　また，同日現在における土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人の員数は別表
⑵のとおりであり，過去５年間の土地家屋調査士現員数の比較は別表⑷のとおり
である。
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別表⑴
司　法　書　士　等　現　員　数　調

（平成30年12月31日現在）

区　分
司法書士
登録者数
30.1～30.12

司法書士
登録取消者数
30.1～30.12
＊処理した件数

司法書士
登録者総数

司法書士法人現員数 簡裁訴訟
代理権

30.1-12に
入会した法人

30.1-12に
退会した法人 総　数 30.12

東 　 京 212� 103� 4,254� 23� 4� 197� 3,249�
横 　 浜 46� 14� 1,186� 3� 2� 46� 980�
さいたま 43� 33� 915� 1� 0� 29� 694�
千 　 葉 30� 31� 745� 1� 1� 31� 547�
水 　 戸 11� 13� 334� 1� 0� 3� 222�
宇 都 宮 2� 6� 228� 0� 0� 1� 159�
前 　 橋 7� 6� 298� 0� 0� 6� 229�
静 　 岡 18� 15� 505� 3� 1� 21� 360�
甲 　 府 2� 3� 133� 0� 0� 2� 78�
長 　 野 7� 9� 370� 0� 0� 2� 256�
新 　 潟 7� 10� 295� 2� 0� 12� 199�
計 385� 243� 9,263� 34� 8� 350� 6,973�

大 　 阪 80� 59� 2,405� 10� 4� 99� 1,949�
京 　 都 14� 15� 575� 0� 0� 19� 482�
神 　 戸 27� 25� 1,061� 2� 0� 18� 795�
奈 　 良 2� 2� 218� 0� 0� 3� 156�
大 　 津 7� 5� 234� 1� 0� 10� 166�
和 歌 山 4� 4� 165� 0� 0� 1� 108�
計 134� 110� 4,658� 13� 4� 150� 3,656�

名 古 屋 39� 34� 1,307� 4� 0� 46� 975�
津 5� 5� 256� 1� 0� 3� 179�

岐 　 阜 7� 17� 343� 0� 0� 5� 234�
福 　 井 3� 3� 126� 0� 0� 3� 88�
金 　 沢 8� 7� 206� 0� 0� 1� 157�
富 　 山 1� 7� 156� 0� 0� 2� 104�
計 63� 73� 2,394� 5� 0� 60� 1,737�

広 　 島 20� 11� 532� 0� 1� 13� 441�
山 　 口 7� 8� 228� 0� 0� 2� 142�
岡 　 山 8� 7� 368� 0� 1� 11� 268�
鳥 　 取 1� 2� 99� 0� 0� 2� 73�
松 　 江 4� 7� 109� 0� 0� 1� 66�
計 40� 35� 1,336� 0� 2� 29� 990�

福 　 岡 33� 28� 988� 0� 1� 21� 820�
佐 　 賀 5� 3� 123� 0� 0� 7� 85�
長 　 崎 3� 10� 155� 0� 0� 3� 104�
大 　 分 2� 4� 167� 0� 0� 5� 114�
熊 　 本 12� 14� 330� 0� 0� 9� 259�
鹿 児 島 10� 14� 330� 0� 0� 4� 251�
宮 　 崎 3� 7� 176� 0� 0� 2� 118�
那 　 覇 7� 12� 217� 0� 0� 5� 152�
計 75� 92� 2,486� 0� 1� 56� 1,903�

仙 　 台 11� 17� 322� 1� 0� 9� 250�
福 　 島 11� 7� 281� 0� 0� 3� 166�
山 　 形 5� 2� 159� 0� 0� 0� 100�
盛 　 岡 4� 7� 143� 2� 0� 4� 88�
秋 　 田 6� 8� 111� 0� 0� 1� 73�
青 　 森 4� 7� 126� 0� 0� 3� 78�
計 41� 48� 1,142� 3� 0� 20� 755�

札 　 幌 15� 10� 505� 0� 0� 8� 414�
函 　 館 0� 2� 38� 2� 0� 3� 24�
旭 　 川 2� 3� 72� 0� 0� 1� 51�
釧 　 路 4� 4� 84� 0� 0� 0� 46�
計 21� 19� 699� 2� 0� 12� 535�

高 　 松 3� 4� 173� 0� 0� 1� 135�
徳 　 島 7� 4� 142� 0� 0� 2� 83�
高 　 知 2� 4� 116� 0� 0� 5� 90�
松 　 山 8� 14� 243� 0� 0� 3� 172�
計 20� 26� 674� 0� 0� 11� 480�
総　計 779� 646� 22,652� 57� 15� 688� 17,029�
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別表⑵
土�地�家�屋�調�査�士�等�現�員�数�調

（平成30年12月31日現在）

区　分
土地家屋調査士
登録者数
30.1～30.12

土地家屋調査士�
登録取消者数�
30.1～30.12

土地家屋調査士�
登録者総数

土地家屋調査士法人現員数
30.1～30.12�
中に入会した
法人

30.1～30.12�
中に退会した
法人

総　数

東 　 京 46� 49� 1,510� 6� 2� 52�
横 　 浜 20� 27� 858� 2� 1� 16�
さいたま 18� 27� 830� 3� 1� 11�
千 　 葉 10� 13� 604� 0� 0� 16�
水 　 戸 7� 12� 385� 1� 0� 6�
宇 都 宮 4� 10� 279� 0� 0� 1�
前 　 橋 7� 10� 340� 0� 0� 0�
静 　 岡 15� 21� 599� 1� 1� 8�
甲 　 府 4� 2� 150� 0� 0� 1�
長 　 野 4� 9� 368� 0� 0� 3�
新 　 潟 3� 11� 328� 0� 0� 6�
計 138� 191� 6,251� 13� 5� 120�

大 　 阪 26� 40� 1,042� 0� 0� 24�
京 　 都 8� 9� 320� 0� 0� 6�
神 　 戸 19� 29� 699� 0� 0� 9�
奈 　 良 2� 6� 201� 0� 0� 2�
大 　 津 3� 7� 194� 0� 0� 5�
和 歌 山 3� 5� 151� 0� 0� 1�
計 61� 96� 2,607� 0� 0� 47�

名 古 屋 35� 24� 1,121� 2� 0� 27�
津 3� 5� 267� 1� 0� 2�

岐 　 阜 8� 14� 372� 1� 0� 5�
福 　 井 5� 4� 154� 0� 0� 0�
金 　 沢 3� 5� 172� 0� 0� 1�
富 　 山 5� 4� 152� 0� 0� 1�
計 59� 56� 2,238� 4� 0� 36�

広 　 島 5� 10� 439� 1� 0� 12�
山 　 口 5� 12� 221� 0� 0� 3�
岡 　 山 5� 10� 261� 0� 0� 5�
鳥 　 取 1� 1� 71� 0� 0� 0�
松 　 江 3� 3� 109� 0� 0� 0�
計 19� 36� 1,101� 1� 0� 20�

福 　 岡 16� 15� 681� 0� 1� 5�
佐 　 賀 1� 0� 117� 0� 1� 0�
長 　 崎 3� 4� 204� 0� 0� 3�
大 　 分 4� 8� 173� 0� 0� 1�
熊 　 本 5� 6� 279� 0� 0� 6�
鹿 児 島 7� 9� 315� 0� 0� 0�
宮 　 崎 6� 3� 193� 1� 0� 3�
那 　 覇 3� 9� 179� 0� 0� 0�
計 45� 54� 2,141� 1� 2� 18�

仙 　 台 6� 6� 274� 0� 0� 2�
福 　 島 7� 9� 275� 1� 0� 2�
山 　 形 6� 6� 178� 0� 0� 0�
盛 　 岡 5� 2� 181� 0� 0� 1�
秋 　 田 3� 7� 126� 0� 0� 1�
青 　 森 3� 6� 133� 0� 0� 1�
計 30� 36� 1,167� 1� 0� 7�

札 　 幌 8� 11� 283� 0� 0� 1�
函 　 館 0� 1� 53� 0� 0� 0�
旭 　 川 1� 1� 58� 0� 0� 1�
釧 　 路 1� 0� 79� 0� 0� 0�
計 10� 13� 473� 0� 0� 2�

高 　 松 2� 9� 203� 0� 0� 0�
徳 　 島 4� 6� 163� 0� 0� 2�
高 　 知 3� 6� 120� 0� 0� 0�
松 　 山 4� 8� 273� 0� 0� 0�
計 13� 29� 759� 0� 0� 2�
総　計 375� 511� 16,737� 20� 7� 252�
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別表⑶
司法書士員数（過去５年間比較）

年　　次 登録者数 年間登録数 年間登録取消数
平成26年 21,686 972 635
　27 21,985 923 624
　28 22,220 871 613
　29 22,519 846 547
　30 22,652 779 646

別表⑷
土地家屋調査士員数（過去５年間比較）

年　　次 登録者数 年間登録数 年間登録取消数
平成26年 17,285 368 538
　27 17,192 410 503
　28 17,020 378 550
　29 16,873 378 525
　30 16,737 375 511

商事課 　法務省組織令第23条，第27条

１　商業・法人登記に関する事項
　⑴　商業・法人登記に関する登記事件数

　過去３か年の商業・法人に関する登記事件の推移は，次の表のとおりである。

商業・法人に関する登記事件数

平成28年 平成29年 平成30年
総事件数 1,552,863件 1,603,811件 1,538,278件

　⑵　商業登記に基づく電子認証制度
　商業登記に基づく電子認証制度については，平成12年10月１日に創設され，平
成17年３月から，全ての商業登記所で電子証明書の発行申請の受付等の事務を取
り扱っている。

２　商事に関する事項
　⑴　振替機関及び外国口座管理機関の指定等

　社債，株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号），社債，株式等の振
替に関する法律施行令（平成14年政令第362号）及び一般振替機関の監督に関す
る命令（平成14年内閣府・法務省令第１号）等による振替機関及び外国口座管理
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機の指定等を，金融庁及び財務省と共同で行っている。
　⑵　電子債権記録機関の指定等

　電子記録債権法（平成19年法律第102号），電子記録債権法施行令（平成20年政
令第325号）及び電子記録債権法施行規則（平成20年内閣府・法務省令第４号）
による電子債権記録機関の指定等を，金融庁と共同で行っている。

３　債権譲渡登記関係
　債権譲渡に関する登記事件数
　過去３か年の債権譲渡に関する登記事件の推移は，次の表のとおりである。

債権譲渡に関する登記事件数及び証明書交付通数

平成28年 平成29年 平成30年
登 記 事 件 数 21,346件 21,742件 24,030件
証明書交付通数 326,238通 227,455通 196,758通

４　動産譲渡登記関係
　動産譲渡に関する登記事件数
　過去３か年の動産譲渡に関する登記事件の推移は，次の表のとおりである。

動産譲渡に関する登記事件数及び証明書交付通数

平成28年 平成29年 平成30年
登 記 事 件 数 6,300件 6,139件 6,091件
証明書交付通数 14,523通 13,779通 14,093通

５　供託事務関係
　供託規則の一部を改正する省令（平成18年法務省令第３号）が平成18年２月20日
から施行され，同日から全国の供託所においてオンラインによる供託手続が可能と
なった。

６　非訟事件等に関する事項
　会社法（平成17年法律第86号）に基づく法務大臣の権限を行う職員の指定事務を
担当している。

民事法制管理官・参事官 　法務省組織令第13条，第28条

　民事法制管理官及び各参事官は，法制審議会の各部会において，それぞれ調査審議
に関与し，同部会等の開催に先立ち議案の立案及び細部にわたる基礎的調査，検討を
行った。その主な活動は，次のとおりである。
１　民法・商法関係
　民法関係では，平成21年10月の法務大臣の諮問を受けて，法制審議会民法（債
権関係）部会が設置され，民法（債権関係）の見直しについての審議が進められ，
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平成27年２月，「民法（債権関係）の改正に関する要綱案」の取りまとめが行われ，
同審議会での審議を経て，同月，法務大臣に答申された。この答申に基づき，「民
法の一部を改正する法律案」及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法
律の整備等に関する法律案」を立案し，第189回国会（平成27年通常国会）に提出
した。その後，これらの法律案については，審議未了により継続審議となっていた
が，平成29年５月，第193回国会（平成29年通常国会）において，「民法の一部を改
正する法律」（平成29年法律第44号）及び「民法の一部を改正する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律」（平成29年法律第45号）が成立し，同年６月２
日に公布された。これらの法律の施行期日は，一部の規定を除き，令和２年４月１
日とされている。
　また，平成20年２月の法務大臣の諮問を受けて，法制審議会民法成年年齢部会が
設置され，成年年齢の引下げについての審議が進められ，同審議会での審議を経
て，平成21年10月，最終報告書及び「民法の成年年齢の引下げについての意見」が
採択され，法務大臣に答申された。この最終報告書及び意見に基づき，「民法の一
部を改正する法律案」を立案し，第196回国会（平成30年常会）に提出した。その後，
平成30年６月，同国会において，「民法の一部を改正する法律」（平成30年法律第59
号）が成立し，同月20日に，公布された。この法律の施行期日は，令和４年４月１
日とされている。
　また，平成27年２月の法務大臣の諮問を受けて，法制審議会民法（相続関係）部
会が設置され，民法（相続関係）等の改正についての審議が進められ，平成30年１月，
「民法（相続関係）等の改正に関する要綱案」の取りまとめが行われ，同審議会総
会での審議を経て，同年２月，法務大臣に答申された。この答申に基づき，「民法
及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」及び「法務局における遺言書の保管
等に関する法律案」を立案し，第196回国会（平成30年常会）に提出した。これら
の法律案は，同年７月６日に可決され，「民法及び家事事件手続法の一部を改正す
る法律」（平成30年法律第72号）及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」
（平成30年法律第73号）が成立し，同月13日に公布された。「民法及び家事事件手続
法の一部を改正する法律」の施行期日は，一部の規定を除き，令和元年年７月１日
とされ，「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行期日は令和２年７
月10日とされている。
　さらに，平成30年６月の法務大臣の諮問を受けて，法制審議会特別養子制度部会
が設置され，民法等の改正についての審議が進められている。
　商法関係では，平成26年２月の法務大臣の諮問を受けて，法制審議会商法（運
送・海商関係）部会が設置され，商法（運送・海商関係）等の改正についての審議
が進められ，平成28年１月，「商法（運送・海商関係）等の改正に関する要綱案」
の取りまとめが行われ，同審議会での審議を経て，同年２月，法務大臣に答申され
た。この答申に基づき，「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案」
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を立案し，第192回国会（平成28年臨時国会）に提出したが，同国会から第194回国
会（平成29年臨時国会）までにおいては審議入りすることなく，平成29年９月，衆
議院解散に伴い廃案となったため，平成30年２月６日，第196回国会（平成30年通
常国会）に同内容の法律案を再提出した。この法律案については，同年５月18日に
可決され成立し，同月25日に公布された（同年法律第29号）。この法律の施行期日は，
一部の規定を除き，平成31年４月１日である。
　また，平成29年２月の法務大臣の諮問を受けて，法制審議会会社法制（企業統治
等関係）部会が設置され，会社法等の改正について審議が進められている。
　また，平成16年９月の法務大臣の諮問を受けて設置された，法制審議会信託法部
会は，平成18年２月から審議が中断していたが，平成28年６月に審議を再開し，平
成30年12月，「公益信託法の見直しに関する要綱案」が決定された。

２　民事手続法関係
　平成26年２月の法務大臣の諮問を受けて，法制審議会国際裁判管轄法制（人事訴
訟事件及び家事事件関係）部会が設置され，人事訴訟事件及び家事事件に関する国
際裁判管轄法制の整備についての審議が進められ，平成27年９月，「人事訴訟事件
及び家事事件の国際裁判管轄法制の整備に関する要綱案」の取りまとめが行われ，
同審議会総会での審議を経て，同年10月，法務大臣に答申された。この答申に基づ
き，「人事訴訟法等の一部を改正する法律案」を立案し，第190回国会（平成28年通
常国会）に提出したが，平成29年９月，衆議院解散に伴い廃案となった。その後，
平成30年２月６日，同内容の法律案が第196回国会に提出され，同年４月18日，「人
事訴訟法等の一部を改正する法律」が成立し，同年４月25日に公布された（同年法
律第20号）。この法律の施行期日は，平成31年４月１日とされている。
　また，平成28年９月の法務大臣の諮問を受けて，法制審議会民事執行法部会が設
置され，民事執行法の改正についての審議が進められ，平成30年８月，「民事執行
法制の見直しに関する要綱案」の取りまとめが行われ，同審議会総会での審議を経
て，同年10月，法務大臣に答申された。
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Ⅲ　刑　事　局　法務省設置法第３条，第４条　法務省組織令第２条，第５条，第13条，
第29条～第34条　法務省組織規則第８条

〈重要施策の概要〉
立法作業の促進
　刑事訴訟法等の整備
　平成28年５月24日，①取調べの録音・録画制度の導入，②合意制度，刑事免責制度
の導入，③通信傍受の手続の合理化・効率化，④通信傍受の対象犯罪の拡大，⑤裁量
保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化，，⑥弁護人の選任に係る事項の教示の拡
充，⑦被疑者国選弁護制度の対象事件の拡大，⑧証拠開示制度の拡充，⑨証人等の氏
名及び住居の開示に係る措置の導入，⑩公開の法廷における証人等の氏名等の秘匿措
置の導入，⑪ビデオリンク方式による証人尋問の拡充，⑫証拠隠滅等の罪などの法定
刑の引き上げ，⑬証人の勾引要件の緩和等，⑭自白事件の簡易迅速な処理のための措
置を内容とする「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が第190回通常国会において
成立し，同年６月３日に公布された（平成28年法律第54号）。同法律に盛り込まれた
上記①から⑭までの改正項目は，令和元年６月までの間に段階的に施行されることと
されており，平成28年６月23日から上記⑤及び⑫が，同年12月１日から上記④，⑥，⑧，
⑨，⑩，⑬及び⑭が，平成30年６月１日から上記②，⑦及び⑪がそれぞれ施行されて
いる。今後，令和元年６月までに上記①及び③が施行されることとなる。
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〈主な会同〉

月　日 会　　同　　名 協　議　事　項

1.19 司法修習生指導担当検事協議会 検察庁における司法修習の実情と問
題点

2.21・22 検察長官会同 現下の諸情勢に鑑み，検察運営上考
慮すべき事項

3.14 副検事会同 交通事件及び最近における副検事が
関与した事件の捜査処理・公判遂行
上の問題点とこれへの対応について

6.5 検察庁会計課長会同 予算執行にあたり，担当課長として
考慮すべき事項

6.12 検察庁事務局長会同 検察運営上事務局長として当面考慮
すべき事項

7.11 性犯罪及び児童虐待等事件への対
処に係る検事会同

性犯罪及び児童虐待等事件の実情に
鑑み，検察運営上考慮すべき事項

9.4・5 平成30年度検察官・国税査察官合
同中央協議会

直接国税ほ脱事犯の諸問題

9.27 検察長官会同 現下の諸情勢を踏まえ，検察運営上
考慮すべき事項について

10.24・25 全国次席検事会同 現下検察運営上，次席検事として考
慮すべき事項

11.8・9 平成30年度検察官・国税査察官合
同地方協議会（第１回）

査察事件処理上の諸問題

11.21 組織犯罪担当検事会同 最近の組織犯罪の実情に鑑み，検察
運営上考慮すべき事項

11.29 検務実務家会同 検務事務処理上の問題点等について

12.4・5 平成30年度検察官・国税査察官合
同地方協議会（第２回）

査察事件処理上の諸問題

12.13 高等検察庁事務局長協議会 検察運営上高等検察庁事務局長とし
て考慮すべき事項
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〈主な審議法案〉

受理年月日 法　　令　　案　　件 主�管�省�庁 審議担当課

１月９日 国際観光旅客税法案 財務省 刑事課

１月９日 所得税法等の一部を改正する法律案 財務省 刑事課

１月15日 産業競争力強化法等の一部を改正する法律
案 経済産業省 刑事課

１月15日 生産性向上特別措置法案 経済産業省 刑事課

１月15日 地方税法等の一部を改正する法律案 総務省 刑事課

１月16日 道路法等の一部を改正する法律案 国土交通省 刑事法制管理官室

１月16日 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進
に関する法律の一部を改正する法律案 国土交通省 刑事法制管理官室

１月17日 著作権法の一部を改正する法律案 文部科学省 刑事課

１月17日 都市再生特別措置法等の一部を改正する法
律案 国土交通省 刑事法制管理官室

１月22日 覚せい剤原料を指定する政令の一部を改正
する政令案 厚生労働省 公安課

１月23日
生活困窮者等の自立を促進するための生活
困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
案

厚生労働省 公安課

１月24日 気候変動適応法案 環境省 刑事課

１月29日 サイバーセキュリティ基本法の一部を改正
する法律案 内閣官房 刑事法制管理官室

１月29日 民法の一部を改正する法律案 法務省 刑事法制管理官室

１月30日 健康増進法の一部を改正する法律案 厚生労働省 公安課

１月31日 古物営業法の一部を改正する法律案 警察庁 刑事課
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受理年月日 法　　令　　案　　件 主�管�省�庁 審議担当課

２月２日 不正競争防止法等の一部を改正する法律案 経済産業省 刑事課

２月５日 学校教育法等の一部を改正する法律案 文部科学省 刑事法制管理官室

２月５日 建築基準法の一部を改正する法律案 国土交通省 刑事法制管理官室

２月７日 海外社会資本事業への我が国事業者の参入
の促進に関する法律案 国土交通省 刑事法制管理官室

２月８日 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推
進に関する法律の一部を改正する法律案 厚生労働省 公安課

２月13日 労働安全衛生法施行令を一部改正する政令
案 厚生労働省 公安課

２月13日 民法及び家事事件手続法の一部を改正する
法律案 法務省 刑事法制管理官室

２月14日 電気通信事業法及び国立研究開発法人情報
通信研究機構法の一部を改正する法律案 総務省 総務課

２月14日 文化財保護法及び地方教育行政の組織及び
運営に関する法律の一部を改正する法律案 文化庁 刑事法制管理官室

２月14日 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に
係る海域の利用の促進に関する法律案 内閣府 刑事法制管理官室

２月15日 医療法及び医師法の一部を改正する法律案 厚生労働省 公安課

２月16日 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する
法律案 国土交通省 刑事法制管理官室

２月16日 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法案 国土交通省 刑事法制管理官室

２月19日

医療分野の研究開発に資するための匿名加
工医療情報に関する法律施行令案及び医療
分野の研究開発に資するための匿名加工医
療情報に関する法律の施行期日を定める政
令案

内閣官房 刑事法制管理官室
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受理年月日 法　　令　　案　　件 主�管�省�庁 審議担当課

２月21日 食品衛生法等の一部を改正する法律案 厚生労働省 公安課

２月22日 天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行
令案 内閣官房 刑事法制管理官室

２月22日
地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律案

内閣府 刑事法制管理官室

２月27日
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための関係法律の整備に関
する法律案

内閣府 刑事法制管理官室

３月５日 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律
案 内閣府 刑事法制管理官室

３月６日 労働安全衛生法施行令を一部改正する政令
案 厚生労働省 公安課

３月６日 メディア芸術ナショナルセンターの整備及
び運営に関する法律案 文化庁 刑事法制管理官室

４月13日 特定複合観光施設区域整備法案 内閣官房 公安課

４月16日 独立行政法人郵便貯金・簡保生命保険管理
機構法の一部を改正する法律案 総務省 総務課

４月20日
犯罪収益移転防止法の本人確認の見直しに
ついて（犯罪による収益の移転防止に関す
る法律施行規則の一部を改正する命令案）

警察庁 公安課

５月11日 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向
精神薬原料を指定する政令案 厚生労働省 公安課

５月22日 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令
案 厚生労働省 公安課

６月26日
働き方改革を推進するための関係法律の整
備に関する法律の一部の施行に伴う経過措
置に関する政令案

厚生労働省 公安課
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受理年月日 法　　令　　案　　件 主�管�省�庁 審議担当課

７月10日 犯罪による収益の移転防止に関する法律施
行規則の一部を改正する命令案 警察庁 公安課

８月16日
働き方改革を推進するための関係法律の整
備に関する法律の施行に伴う関係政令の整
備及び経過措置に関する政令案

厚生労働省 公安課

10月９日 食品表示法の一部を改正する法律案 消費者庁 刑事法制管理官室

10月10日 原子力損害の賠償に関する法律の一部を改
正する法律案 文部科学省 刑事法制管理官室

10月16日 漁業法等の一部を改正する等の法律案 農林水産省 刑事課

10月16日 出入国管理及び難民認定法及び法務省設置
法の一部を改正する法律案 法務省 公安課

10月22日

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法施行令案及び所有者不明土地の
利用の円滑化等に関する特別措置法の施行
期日を定める政令案

国土交通省 刑事法制管理官室

10月30日 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令
案 厚生労働省 公安課

11月７日 自殺対策基本法の一部を改正する法律案 厚生労働省 公安課

11月９日

成育過程にある者及びその保護者並びに妊
産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく
提供するための施策の総合的な推進に関す
る法律案

厚生労働省 公安課

11月15日 中小事業主が行う事業に従事する者等の労
働災害等に係る共済事業に関する法律案 厚生労働省 公安課

11月21日 地域人口の急減に対処するための特定地域
づくり事業の推進に関する法律案 総務省 総務課

12月10日 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人
支援計画の基準等を定める省令案 法務省 公安課
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総務課 　法務省組織令第29条，第30条　法務省組織規則第８条

１　組織関係
　⑴　検察庁事務章程の改正

　平成30年法務省訓令第１号をもって検察庁事務章程の一部が改正され，同年４
月１日から施行された。これは，検察広報官を東京地方検察庁立川支部及び福岡
地方検察庁小倉支部に置くこと，情報解析監理官及び情報解析官を大阪地方検察
庁に置くこと，統括捜査官４を廃止し，統括検務官17を増設すること，広島地方
検察庁及び仙台地方検察庁に人事課を新設すること，静岡地方検察庁の次席捜査
官１を増設し，大阪地方検察庁の次席捜査官１を廃止することについて所要の改
正を行ったものである。

　⑵　統括捜査官の配置に関する規程の改正
　平成30年法務省刑総訓第１号をもって統括捜査官の配置に関する規程の一部が
改正され，同年４月１日から施行された。これは，上記検察庁事務章程の改正に
伴い，名古屋地方検察庁の統括捜査官２を増設すること，東京地方検察庁ほか10
の地方検察庁の統括捜査官各１を増設すること，宇都宮地方検察庁ほか14の地方
検察庁及び東京地方検察庁立川支部ほか１の地方検察庁支部の統括捜査官各１を
廃止することについて所要の改正を行ったものである。

　⑶　統括検務官の配置に関する規程の改正
　平成30年法務省刑総訓第２号をもって統括検務官の配置に関する規程の一部が
改正され，同年４月１日から施行された。これは，上記検察庁事務章程の改正に
伴い，宇都宮地方検察庁ほか16の地方検察庁の統括検務官各１を増設することに
ついて所要の改正を行ったものである。

２　検務事務関係
　軍法会議事件記録の国立公文書館への移管について
　いわゆる軍法会議事件記録については，公文書等の管理に関する法律に定める「歴
史公文書等」として国立公文書館に移管することとされ，平成27年から移管を行っ
ているところ，平成30年は，福岡地方検察庁ほか１庁が保有していた軍法会議事件
記録を同年10月中に国立公文書館に移管した。

３　検察庁に関する国家賠償請求事件関係
　平成30年中に訟務局から係属通知があった検察庁に関する国家賠償請求事件は46
件であり，請求原因の主なものは，捜査の違法，告訴・告発不受理の違法，公訴提
起の違法である。また，同年中に完結した事件は39件（国勝訴35件，敗訴０件，訴
え取下げ等４件）となっている。

４　検察審査会関係
　平成30年中における検察審査会関係の活動状況は，次の表のとおりである。
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⑴　全国検察審査会における事件の受理・処理状況

区　　　　　　　　分 平成30年
受　　　　　理 3,196
　旧　　　　　受 954
　新　　　　　受 2,242
　　申立てによるもの 2,215
　　職権によるもの 27
処　　　　　理 2,329
　起訴相当・不起訴不当 84
　不起訴相当 1,958
　その他（審査打切り，申立却下，移送） 287
未　　　　　済 867

（注）最高裁判所事務総局刑事局の集計による。

　⑵　起訴相当・不起訴不当の議決があった事件の事後措置

区　　　　　　　　分 平成30年
起　　　　　　　　　　　訴 21
不　　起　　訴　　維　　持 63

合　　　　　　　　計 84
（注）１　最高裁判所事務総局刑事局の集計による。
　　　２�　本表は，起訴相当・不起訴不当事件について検察庁の採った事後措置のうち，平成30年中

に各検察審査会から最高裁判所に報告のあったものを計上したものである。

刑事課 　法務省組織令第29条，第31条

　平成30年中に全国の検察庁において受理した事件の総数（通常受理人員）は
984,819人で前年の1,055,327人と比較して，70,508人減少している。これを刑法犯，
特別法犯（道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反（以下「道
路交通法等違反」という。）を除く。），道路交通法等違反に区分して対比すると，次
の表のとおりである。

罪�種�別�通�常�受�理�人�員

罪　　　　種 平成29年 平成30年 対前年増減
総 数 1,055,327 984,819 △70,508
刑 法 犯 ��677,824 629,396 △48,428
特 別 法 犯 ���88,981 89,901 920
道路交通法等違反 ��288,522 265,522 △23,000

（注）　△印は，減少を示す。

　平成30年中に全国の検察庁において起訴した被疑者の総数は308,721人で，前年の
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329,517人と比較して，20,796人減少している。起訴及び不起訴人員を刑法犯，特別
法犯及び道路交通法等違反に区分して対比すると，次の表のとおりである。

罪　種　別　処　理　人　員

罪　　　種
平成29年������������� 平成30年             起訴人員の

対前年増減起　訴 不起訴 起　訴 不起訴
総 数 329,517 671,694 308,721 632,323 △20,796
刑 法 犯 119,269 513,885 115,778 476,745 △3,491
特 別 法 犯 45,191 42,586 45,503 43,881 312
道路交通法等違反 165,057 115,223 147,440 111,697 △17,617

（注）　△印は，減少を示す。

１　一般刑事事件
　刑法犯の主要罪名について，前年と比較して通常受理人員の増減を見ると，大き
く減少したものとして，職権濫用906人（54.5％），賭博・富くじ86人（12.6％）等
が挙げられ，一方，増加したものは，失火17人（18.5％）等が挙げられる。
　平成30年中の主要事件としては，前文部科学省国際統括官らに係る収賄等事件等
がある。

２　環境関係事件
　平成30年中における環境関係法令違反事件の通常受理人員は8,941人で，前年と
同程度で推移している。これを主な罪種別に見ると，廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律違反の7,155人が最も多く，全体の80.0％を占め，次いで，海洋汚染等及び
海上災害の防止に関する法律違反の485人（全体の5.4％）となっている。

３　公務員関係事件
　平成30年中における公務員犯罪の通常受理人員は16,445人で，前年の19,026人と
比較して2,581人減少している。これを主な罪名別に見ると，自動車による過失致
死傷等の11,835人が最も多く，全体の72.0％を占め，以下，職権濫用の689人（全
体の4.2％），偽造の593人（全体の3.6％），窃盗の388人（全体の2.4％）の順とな
っている。

４　選挙関係事件
　平成30年は，全国的な国政選挙，統一地方選挙とも行われず，公職選挙法違反の
通常受理人員は，138人で，第48回衆議院議員総選挙が施行された前年の194人と比
較して56人減少している。

５　財政経済関係事件
⑴　平成30年中における直接国税ほ脱事件の通常受理人員は190人で前年の232人に
比較し42人（18.1％）減少している。所得税法違反は11人，法人税法違反は42人
減少し，相続税法違反は前年と同様３人である。これらの事件については，経済
取引の複雑化・国際化などといった多種多様な問題を背景に，その手段が複雑巧
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妙化している傾向がうかがわれ，内容的にも，財産を海外に隠匿するといった悪
質かつ巧妙な罪証隠滅工作を伴う事件も少なくなく，調査及び捜査に多大な困難
を伴う事件が増加している。
　また，平成30年中における消費税法違反事件の通常受理人員は274人となって
おり，前年の130人に比較し144人（110.8％）増加した。
⑵　金融関係事件について見ると，平成30年中における出資法違反事件の通常受理
人員は300人であり，前年に比較して48人減少し，このうち高金利事件（第５条
違反）が222人（74.0％）となっている。
⑶　特異又は重大事件としては，PEZY�Computingに係る法人税法違反等事件等が
ある。

６　交通関係事件
　平成30年中における自動車による過失致死傷等事件の通常受理人員は419,395人
で，全刑法犯の通常受理人員の66.6％を占めており，前年の460,867人と比較して，
41,472人（9.0％）減少している。
　また，平成30年中における危険運転致死傷事件の通常受理人員は498人で，前年
の504人と比較して６人（1.2％）減少している。同罪で公判請求した人員は342人
であり，前年の408人と比較して66人（16.2％）減少している。
　一方，道路交通法等違反事件の通常受理人員は，265,522人で，前年の288,522人
と比較して23,000人（8.0％）減少している。

７　少年事件
⑴　平成30年中の検察庁における少年事件の通常受理人員は57,191人であり，その
内訳は，刑法犯が41,836人（全体の73.2％），特別法犯が3,053人（同5.3％）である。
これを前年と比較すると，総数で6,808人（10.6％），刑法犯で5,518人（11.7％）
減少し，特別法犯で128人（4.4％）増加している。
　次に，刑法犯の罪種別構成比を見ると，窃盗が37.8％を占め，以下，自動車に
よる過失致死傷等32.7％，暴行・傷害8.2％，横領・背任6.5％となっている。さ
らに，成人を含めた受理人員中に占める少年の割合をみると，総数においては
5.8％，刑法犯全体では6.6％，そのうち，凶悪犯（放火，強制わいせつ・強制性
交等，強制わいせつ致死傷・強制性交等致死傷，殺人，強盗，強盗致死傷・強盗
強制性交等）では9.8％，粗暴犯（暴行・傷害，恐喝）では9.9％，窃盗犯では
17.3％となっている。
⑵　平成30年中に検察官から家庭裁判所へ送致した少年事件の人員は55,075人であ
る。なお，同年中に家庭裁判所において処分を受けた47,540人について，検察官
が刑事処分相当の意見を付したものは6,138人（12.9％），少年院送致相当の意見
を付したものは5,487人（11.5％），保護観察相当の意見を付したものは12,084人
（25.4％），その他が23,831人（50.1％）となっているのに対し，家庭裁判所の
処分は，検察官送致決定が3,255人（6.8％），少年院送致決定が3,703人（7.8％），
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保護観察決定が14,481人（30.5％），審判不開始・不処分決定が25,277人（53.2％），
その他が824人（1.7％）となっている。
⑶　平成30年中に少年法第20条又は第23条第１項の規定により家庭裁判所から検
察官に送致された少年事件の処理人員は4,211人である。このうち，起訴人員は，
1,783人（処理総数の42.3％）であるが，その内訳は，刑法犯145人（うち，自
動車による過失致死傷等73人），特別法犯16人，道路交通法等違反1,622人であ
る。また，起訴人員中起訴の種類別の内訳は，公判請求166人（起訴人員の9.3％），
略式命令請求1,617人（90.7％）である。
⑷　平成30年中に第一審で有罪の裁判を受けた少年は1,642人であるが，その内訳
は，懲役・禁錮の実刑が13人，同執行猶予が49人，罰金が1,580人（うち，99.6
％が自動車による過失致死傷等及び道路交通法違反によるもの）である。

公安課 　法務省組織令第29条，第32条

１　公安事件
　平成30年における通常受理人員は，122人であり，前年の通常受理人員に比べ72
人減少した。近年の通常受理人員数の推移を見ると，平成25年199人，26年129人，
27年172人，28年141人，29年194人となっている。

２　労働事件
　平成30年における違法争議行為事件の通常受理人員は０人である。近年の通常受
理人員数を見ると，平成25年，26年，27年，28年及び29年は０人となっている。
　一方，平成30年における労働関係法令違反事件の通常受理人員は2,270人であり，
前年に比べ62人増加した。近年の通常受理人員数の推移を見ると，平成25年2,208
人，26年2,296人，27年2,245人，28年2,321人，29年2,208人となっている。また，
平成30年の人員を法令別に見ると，①労働基準法違反622人（前年比87人減），②労
働安全衛生法違反1,016人（前年比72人増），③船員法違反439人（前年比12人増），
④職業安定法違反146人（前年比45人増），⑤労働者派遣事業法違反42人（前年比16
人増），⑥労働者災害補償保険法違反３人（前年比３人増），⑦雇用保険法違反２人
（前年比１人増）となっている。

３　外事関係事件
　外国人関係事犯は，来日外国人による事犯が依然として高水準で推移しているが，
平成30年の来日外国人被疑事件の通常受理人員は，15,174人と，前年に比べ659人
（4.5％）増加している。来日外国人事犯の大半を占める出入国管理及び難民認定法
違反を除いたものを見ると，平成30年は10,037人と，前年から216人（2.1％）減少
している。また，罪名別で見た場合，刑法犯については，多い方から順に，窃盗，
傷害，支払用カード電磁的記録関係，詐欺，横領となっており，特に，特別法犯に
ついては，出入国管理及び難民認定法違反が全体の約６割を占めて最も多く，次い
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で覚せい剤取締法の順となっている。
　なお，平成30年中における来日外国人による事件の受理・処理状況は，次表のと
おりである。

来日外国人による事件受理処理人員
（平成30年）

通常受理人員 起訴人員 不起訴人員 起訴率（％）
総 数 15,174 6,573 8,172 44.6
刑 法 犯 7,030 2,799 3,747 42.8
特別法犯 8,144 3,774 4,425 46.0

（注）　起訴率＝起訴人員／（起訴人員＋不起訴人員）×100

４　風紀関係事件
⑴　売春防止法違反事件
　売春防止法違反事件の受理・処理状況は，次表のとおりであり，平成30年の通
常受理人員を見ると，平成29年と比較して，総数で26人（4.5％）増加している。
態様別に見ると，勧誘等及び売春をさせる業を除き，増加している。
　なお，事犯の態様ごとの起訴率については，周旋等及び売春をさせる業におい
て，７割以上となっている。

売春防止法違反事件受理処理人員

事�犯�の�態�様
通常受理人員 起訴人員 不起訴人員 起訴率（％）

29年 30年 対前年比（％） 29年 30年 29年 30年 29年 30年
総 数 580 606 4.5 253 292 282 268 47.3 52.1
勧　 　誘　 　等（５条） 218 202 △7.3 21 18 175 165 10.7 9.8
周　 　旋　 　等（６条） 244 255 4.5 156 178 66 51 70.3 77.7
売春をさせる契約（10条） 29 36 24.1 11 19 15 15 42.3 55.9
場 所 の 提 供（11条） 76 94 23.7 58 66 21 29 73.4 69.5
売春をさせる業（12条） 8 4 △50.0 5 9 2 1 71.4 90.0
その他（７～９条，13条） 5 15 200.0 2 2 3 7 40.0 22.2
（注）　起訴率＝起訴人員／（起訴人員＋不起訴人員）×100

⑵　児童買春，児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す
る法律違反事件
　児童買春，児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する
法律違反事件の受理・処理状況は次表のとおりである。平成30年の通常受理人員は
3,576人であり，平成29年と比較して502人（16.3％）増加している。また，平成30
年の処理状況については，起訴人員は2,277人で，平成29年と比較して473人（26.2％）
増加し，不起訴人員は558人で，平成29年と比較して14人（2.6％）増加している。
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児童買春，児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に
関する法律違反事件受理処理人員

通常受理人員 起訴人員 不起訴人員 起訴率（％）
平成29年 �3,074 1,804 544 76.8
　　30年 3,576 2,277 558 80.3

　⑶　女性・児童の福祉に関係のある犯罪
　女性・児童の福祉に関係のある犯罪の受理・処理状況は，次表のとおりであり，
平成30年の通常受理人員を見ると平成29年と比較して総数で19人（3.9％）増加
している。態様別に見ると，児童福祉法違反が減少したものの，それ以外につい
ては，該当のないものを除き増加している。

女性・児童の福祉に関係のある犯罪事件受理処理人員

事�犯�の�態�様
通常受理人員 起訴人員 不起訴人員 起訴率（％）

29年 30年 対前年比（％） 29年 30年 29年 30年 29年 30年
総 数 482 501 3.9 275 240 156 195 63.8 55.2
刑 法 犯 51 65 27.5 9 15 36 45 20.0 25.0
淫 行 勧 誘（182条） － 2 － － － － 2 － 0
略 取 誘 拐（224条） 22 27 22.7 3 2 18 23 14.3 8.0
営利誘拐等（225条） 29 34 17.2 6 12 18 19 25.0 38.7
国外移送・人身売買等（226条等） － 2 － － 1 － 1 － 50.0
略取幇助・被略取者収受（227条） － － － － － － － － －
児 童 福 祉 法 違 反 335 312 △6.9 218 158 95 97 69.6 62.0
職 業 安 定 法 違 反 87 97 11.5 47 64 19 30 71.2 68.1
労 働 基 準 法 違 反 9 27 200.0 1 3 6 23 14.3 11.5
（注）　国外移送・人身売買等は，刑法第226条ないし226条の３の罪の合計である。

５　麻薬・覚醒剤関係事件
　⑴　麻薬事件

　麻薬関係法令（麻薬及び向精神薬取締法，あへん法，大麻取締法及び刑法の「あ
へん煙に関する罪」をいう。）違反事件の受理・処理状況は，次表のとおりである。
平成30年の通常受理人員は，総数において前年に比べ857人（15.5％）増加して
おり，この内容を法令別に見ると，麻薬及び向精神薬取締法違反は68人（7.0％）
増加，あへん法違反は９人（69.2％）減少，大麻取締法違反は798人（17.6％）増加，
あへん煙に関する罪は該当がなかった。
⑵　覚醒剤事件
　覚せい剤取締法違反事件の通常受理人員は，依然として高い水準にあり，平成
30年には15,843人（平成29年16,057人，1.3％減少）となっている。
　また，平成30年の処理状況を見ると，起訴人員は12,068人で起訴率は76.9％（自
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動車による過失致死傷を除く刑法犯の起訴率は37.1％）となっており，厳正な処
分がなされている。

麻薬・覚醒剤関係違反事件受理処理人員

法　 令　 名
通常受理人員 起訴人員 不起訴人員 起訴率（％）

29年 30年 対前年比（％） 29年 30年 29年 30年 29年 30年
麻 薬 関 係 総 数 5,529 6,386 15.5 2,771 3,109 2,471 2,906 52.9 51.7
麻薬及び向精神薬取締法違反 976 1,044 7.0 580 575 401 451 59.1 56.0
あ へ ん 法 違 反 13 4 △69.2 － － 13 4 － －
大麻取締法違反 4,540 5,338 17.6 2,191 2,534 2,057 2,451 51.6 50.8
あへん煙に関する罪 － － － － － － － － －

覚せい剤取締法違反 16,057 15,843 △1.3 12,325 12,068 3,538 3,629 77.7 76.9
（注）　起訴率＝起訴人員／（起訴人員＋不起訴人員）×100

　⑶　麻薬特例法の適用状況
　平成30年における業として行う不法輸入等の罪（第５条）の通常受理人員は19
人で，薬物犯罪収益の没収・追徴の言渡し合計額（不真正連帯関係にある重複部
分を控除した額）は，約２億7,500万円であった。

６　暴力関係事件
　平成４年３月，「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（いわゆる暴
対法）が施行され，その後の平成５年５月以降，数次にわたり改正が行われ，暴力
団に対する取締りの強化が図られたこともあり，暴力団構成員数は近年減少傾向に
あり，平成30年末の構成員数は約15,600人となり，前年末に比べ約1,200人減少した。
また，暴力団準構成員（暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって，暴
力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者，又は暴力団若しくは
暴力団構成員に対し，資金，武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に
協力し，若しくは関与する者）も同じく減少傾向にあり，平成30年末は約14,900人
となり前年末に比べ約2,800人減少した。
　このような状況の下，平成30年中の銃器発砲事件は８件発生（前年比14件，63.6
％減少）し，同事件による死傷者数は３人（前年比５人，62.5％減少）となってい
るところ，拳銃の押収丁数については，長期的には減少傾向にあり，平成30年は
315丁と過去最少であった。このうち暴力団構成員等からのものは，拳銃73丁（前
年比６丁，7.6％減少），となっており，平成17年以降，暴力団構成員等以外の者か
らの拳銃押収丁数が，暴力団構成員等からの押収丁数を上回っている。
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刑事法制管理官 　法務省組織令第29条，第33条

刑事訴訟法等の整備
　平成28年５月24日，①取調べの録音・録画制度の導入，②合意制度，刑事免責制度
の導入，③通信傍受の手続の合理化・効率化，④通信傍受の対象犯罪の拡大，⑤裁量
保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化，，⑥弁護人の選任に係る事項の教示の拡
充，⑦被疑者国選弁護制度の対象事件の拡大，⑧証拠開示制度の拡充，⑨証人等の氏
名及び住居の開示に係る措置の導入，⑩公開の法廷における証人等の氏名等の秘匿措
置の導入，⑪ビデオリンク方式による証人尋問の拡充，⑫証拠隠滅等の罪などの法定
刑の引き上げ，⑬証人の勾引要件の緩和等，⑭自白事件の簡易迅速な処理のための措
置を内容とする「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が第190回通常国会において
成立し，同年６月３日に公布された（平成28年法律第54号）。同法律に盛り込まれた
上記①から⑭までの改正項目は，令和元年６月までの間に段階的に施行されることと
されており，平成28年６月23日から上記⑤及び⑫が，同年12月１日から上記④，⑥，⑧，
⑨，⑩，⑬及び⑭が，平成30年６月１日から上記②，⑦及び⑪がそれぞれ施行されて
いる。今後，令和元年６月までに上記①及び③が施行されることとなる。

国際刑事管理官 　法務省組織令第29条，第34条

国際犯罪関係
　⑴　国際捜査共助関係

　我が国が平成30年中に受託した事件は94件ある。
　検察庁から嘱託した事件は24件ある。

　⑵　逃亡犯罪人引渡関係
　我が国が平成30年中に外国からの請求に基づき，犯罪人を引き渡した事例は２
件ある。
　また，検察庁からの請求に基づき，外国から犯罪人の引渡しを受けた事例はない。
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Ⅳ　矯　正　局　法務省設置法第３条，第４条　法務省組織令第２条，第６条，第13条，
第35条～第39条　法務省組織規則第９条～第12条

〈重要施策の概要〉
１　再犯防止施策の推進

　再犯の防止等の推進に関する法律（以下「再犯防止推進法」という。）に基づき，
平成30年度から34年度までの５か年を計画期間とする「再犯防止推進計画」が平成
29年12月15日に閣議決定され，平成30年度が初年度となった。
　これを受け，平成30年を「再犯防止推進計画元年」と位置付け，矯正施設のみな
らず，関係機関や地方公共団体，民間団体等との連携を一層図りながら，再犯防止
推進計画の重点課題（①就労・住居の確保，②保健医療・福祉サービスの利用の促
進，③学校等と連携した修学支援，④犯罪をした者等の特性に応じた効果的な指導，
⑤民間協力者の活動促進，広報・啓発活動の推進，⑥地方公共団体との連携強化，
⑦関係機関の人的・物的体制の整備）に沿った取組を推進した。
　特に，⑥地方公共団体との連携強化について，再犯防止推進法では，国のみなら
ず，地方公共団体に対しても，地域の状況に応じた施策を策定・実施する責務が新
たに課されたところ，従来，矯正施設を含む刑事司法関係機関が中心的な役割を果
たしてきた再犯防止施策について，多くの地方公共団体には，施策を実施する上で
不可欠なノウハウや情報が十分にないという課題があった。
　そこで，矯正局においては，地方公共団体における取組を促進するため，矯正管
区（東京及び大阪）に更生支援企画課を新たに設置し，地方公共団体が取組を推進
する上で必要な再犯に関する統計データ，施策等の情報提供や，地方再犯防止推進
計画等の策定・実施に係る助言・協力を行ったほか，各施設においても，様々な機
会を捉えた広報活動や地方公共団体の職員を対象にした施設見学会を開催するなど，
矯正施設と地方公共団体の関係構築，相互理解の増進を行った。
　また，平成30年６月には，矯正施設が所在する自治体の首長間ネットワークを形
成すべく，矯正施設所在自治体会議の設立に向けて，29の市町の首長による発起人
会議が開催された。その目的は，市町村ごとの地方再犯防止推進計画の策定等，率
先して積極的に地域における再犯防止施策等を推進することである。その後，80を
越える市町村が本会議への参加を表明するなど，矯正施設のみならず，地方公共団
体における取組も大きく進展した。

２　保安事故の防止等
　平成30年４月８日，開放的施設である松山刑務所大井造船作業場の寮から受刑者
１名が逃走する事故が発生した。当該受刑者は，同月30日に広島県警察に逮捕され
るまでの23日間，逃走し続け，これにより，同作業場が所在する愛媛県今治市や，
当該受刑者が逃走中に長期間潜伏していた広島県尾道市の住民の方々に対し，多大
な御不安を与えることになった。
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　逃走事故の翌日，上川法務大臣（当時）の指示に基づき，大臣官房政策立案総括
審議官を委員長とする「松山刑務所大井造船作業場からの逃走事故を契機とした開
放的施設における保安警備・処遇検討委員会」が立ち上げられ，事故の発生原因の
調査・分析，全ての開放的施設を対象とした再発防止策の策定，今後の開放的施設
における処遇の在り方の検討等が行われ，同年６月15日，検討結果の報告が取りま
とめられた。
　これを受け，矯正局においては，同日付け法務省矯成第1627号矯正局長通達「逃
走の防止について」を発出し，全刑事施設に対し，検討結果報告を踏まえた逃走防
止対策の点検を指示したほか，大井造船作業場においては，検討結果報告に基づき，
同作業場作業員の選定方法の見直し，受刑者の心情把握の徹底，自治会制度の廃止，
警備システムの整備等の再発防止策を講じた。
　また，保安事故の防止等のため，矯正研修所における専門研修や他施設における
実務研修を実施し，職員の職務執行力の向上に努めたほか，各種協議会において保
安上の問題に対する講じるべき方策について検討し，その実施を図った。

３　矯正医療の充実強化
　矯正医療に関する広報及び医師の確保のための活動として，矯正管区長，矯正施
設長，矯正医官等から大学医学部の学生に対し，矯正医療の現状に関する講演等を
実施するとともに，平成30年度から新専門医制度がスタートしたことを踏まえ，矯
正局から文部科学省に対し，矯正医療に関する広報，啓発，教育活動の実施等に関
する協力を依頼の上，同省を通じても全国の大学（院）医学部に働き掛けを実施した。
　また，矯正局及び矯正管区において，各種学会及びレジナビフェア等の医学関係
リクルートイベントに矯正医療広報ブースを出展するなどして，従前の広報・啓発
活動を一層強化した。
　さらに，昨年度に引き続き今年度も７月から９月までの期間を矯正医療に関する
広報強化月間とし，同期間中に医師の募集等に関するインターネット広告（バナー
広告）を掲載するとともに，東京メトロの主要駅に矯正支援官であるATSUSHI氏

（EXILE）をモデルとした矯正医官募集ポスターを掲示するなどした結果，矯正医
官募集ホームページへのアクセス件数は，６月が5,573件（前年同月3,245件），７
月が74,932件（前年同月14,092件），８月が129,004件（前年同月41,470件），９月
が65,166件（前年同月43,785件）と大幅に増加し，これに伴い同ホームページを閲
覧した医師等からの問い合わせも増加した。
　このような取組により，矯正医官の人員は，平成29年度から減少傾向に歯止めが
かかって増加に転じ，平成30年４月１日現在で294人と，依然として，定員の約９
割にとどまっているものの，前年（275人）より19人増加している。

４　女子刑事施設の運営改善と女性職員の活躍推進
　女子刑事施設においては，高齢者や摂食障害を有する受刑者の増加やベテラン職
員の不足等により職員負担が大きく，対策として平成26年１月に策定された「マー
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ガレット・アクション」及び平成28年３月に策定された「法務省・公安審査委員会・
公安調査庁特定事業主行動計画（アット・ホウムプラン）」に基づき，平成30年度
において，女性刑務官200人の増配置を実現したほか，対象となる全ての女子刑事
施設において「女子施設地域連携事業」を実施し，また，女性刑務官のみの初等科
集合研修等の取組を実施し,女性刑務官定着のための基盤を整備した。さらに，「マ
ーガレット・アクション」の策定から５年が経過したことから，その取組を振り返
り，課題等について検証した上で，令和元年度において，女性活躍推進及び女子刑
事施設等の運営改善に関する新たな総合対策を策定すべく検討を行っている。

５　前向きな職場風土の醸成
　平成25年６月28日に「職員不祥事根絶のための総合対策」を策定した後，各種取
組の成果等により，職員不祥事の発生件数は全体として減少傾向にあるものの，そ
の中でも公務外非行の割合は増えており，また，職場風土を悪化させるハラスメン
ト事案も根絶に至っていない。
　このような現状を踏まえ，平成30年１月16日，「職員不祥事根絶のための総合対
策（平成30年）」を策定し，特に「公務外非行の未然防止のための措置」を新たな
取組として掲げるなど，引き続き職員不祥事の根絶に向けて，組織一丸となって健
全な職場風土の構築に努めている。

６　組織運営体制の改善
　効率的な施設運営を図りつつ，実効性のある再犯・再非行防止対策に取り組むた
め，置賜学院を廃止し，函館少年鑑別所及び盛岡少年鑑別所を分所化した。また，
再犯の防止等の推進に関する法律（平成28年法律第104号）の基本理念等を踏まえ，
地方公共団体等と連携して再犯防止等施策を推進するために，東京及び大阪矯正管
区に更生支援企画課を設置した。さらに，被収容者の収容を確保し，保安警備体制
に十全を期するために，矯正局成人矯正課に警備対策室を設置した。
　そして，東京都昭島市に新たに設置した国際法務総合センターについては，八王
子医療刑務所，矯正研修所，同東京支所，公安調査庁研修所及び国連アジア極東犯
罪防止研修所を移転集約し合理化を図るものであり，そのうち研修所施設及び東日
本成人矯正医療センターの運営を開始した。同医療センターは，総合病院機能を備
えた日本最大の医療専門の刑務所として，医療スタッフや医療機器を集約して整備
し，全国の刑務所等からの患者を収容して治療するなどして，矯正医療体制の強化
を図っている。また，平成31年４月からの運営開始に向けて，国際法務総合センタ
ーＣ工区（少年施設部分）に関東医療少年院及び神奈川医療少年院を移転集約し，
さらに，八王子少年鑑別所（婦人補導院を含む）を移転するなどの調整を進めている。

７　ＰＦＩ手法を活用した刑務所の整備・運営
　地域との共生を実現し，国民に理解され，支えられる刑務所を目指すとの方針の
下，民間の資金・ノウハウ等を活用したＰＦＩ手法を活用し，刑務所の整備・運営
事業を進めている。美祢社会復帰促進センター（山口県美祢市）及び島根あさひ社
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会復帰促進センター（島根県浜田市）では，施設の設計，建設のほか，運営につい
ても施設の警備や受刑者の処遇の一部を含めて広く民間委託し，官民協働により施
設の運営をＰＦＩ事業として行っている。
　また，喜連川社会復帰促進センター（栃木県さくら市）及び播磨社会復帰促進セ
ンター（兵庫県加古川市）では国が建設した刑務所の運営をＰＦＩ事業として行っ
ている。
　これらのＰＦＩ手法を活用した刑務所においては，民間事業者のノウハウの活用
と地元自治体等の様々な協力を通じ，特色のある矯正処遇が展開されており，改善
更生や就労支援に資することが期待されている。平成30年においては，美祢社会復
帰促進センターでは，民間事業者のほか，ヤフー株式会社，美祢市と連携して受刑
者がＥＣサイトを作成し，eコマース（電子商取引）についての技術知識を習得す
る再犯防止・地方創生連携協力連携事業を職業訓練「ネット販売実務科」で実施し，
島根あさひ社会復帰促進センターでは，浜田市や地域の協力を得て，ユネスコ無形
文化遺産「石州半紙」の原材料となる楮の試験栽培を行う（平成31年３月から作業
として実施）など，従来の刑事施設には見られなかった矯正処遇を実施している。
　また，国際法務総合センターについては，維持管理及び運営の一部について民間
委託し，同センターＣ工区（少年施設部分）についても，平成31年４月からの民間
委託を実施するために調整を進めている。

８　公共サービス改革法を活用した刑事施設の運営業務の民間委託の実施
　競争の導入による公共サービスの改革に関する法律に基づく民間委託については，
立川拘置所及び府中刑務所の総務業務（平成31年３月31日をもって事業終了），大
阪拘置所，加古川刑務所及び高知刑務所の給食業務を実施しているほか，黒羽刑務
所，静岡刑務所及び笠松刑務所において第１期事業に続く第２期事業を平成29年度
から実施している。
　なお，平成30年７月10日に改定された「公共サービス改革基本方針（閣議決定）」
において，職業訓練業務や教育業務について，「刑事施設の運営業務」並びにその
実施状況等を踏まえ拡大を行っている「刑事施設の総務業務」及び「刑事施設にお
ける被収容者に対する給食業務」の民間競争入札及び事業の実施状況等を踏まえ，
委託業務の内容，被収容者の性質等に留意しながら，官民競争入札又は民間競争入
札の対象の拡大等について検討することとされ，事業化に向けた検討を行っている。
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〈会同・協議会〉

月　 日 件　　　　名 協　　議　　事　　項
1.12 矯正管区長等協議会 人事異動計画について

5.25 矯正関係予算担当課長等
会同

１ 　適正かつ効率的な会計経理の確保方策に
ついて

２ 　ワークライフバランスの推進に係る予算
担当課長としての取組方策について

３ 　適正な国有財産使用許可手続について

5.29 矯正管区長等協議会 １ 　矯正施設における業務効率化の検討につ
いて

２ 　収容人員の動向等を踏まえた組織の在り
方について

３　逃走事故防止について

5.31･6.1 刑事施設長会同 １　業務効率化の取組状況について
２ 　再犯防止推進計画を踏まえた各施設の取

組の現状と課題について
３ 　業務の本質を踏まえた勤務を実施させる

ための方策等について

6.19 少年院長会同 １ 　再犯防止推進計画の実現に向けた課題及
び対策について

２ 　施設の管理運営上の課題及び対策につい
て

7.5･6 女子刑事施設協議会 　女性刑務官の離職率提言に向けた課題と方
策について

7.12 少年鑑別所長会同 １ 　再犯防止推進計画の実現に向けた課題及
び対策について

２ 　施設の管理運営上の課題及び対策につい
て

7.19 被収容者処遇対策協議会 １ 　閲覧後の雑誌等の交付について
２　各種制限措置に係る告知について
３　自弁物品の使用の許否判断について
４ 　高齢又は障害のある受刑者に対する処遇

について

9.25 少年院処遇問題協議会 １ 　PDCAサイクルを意識した処遇について
２ 　職業生活設計指導科の今後のあり方につ

いて
３　保安事故等の防止について
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10.11 鑑別・観護処遇・地域援
助協議会

１ 　対象者の特性に応じた処遇に資する鑑別
２　地域社会のニーズを踏まえた地域援助
３ 　首席専門官として努めている組織の活性

化方策等
４　その他当面する課題と対策

10.12 矯正管区長等協議会 １　刑務官の職制変更等について
２ 　矯正施設と地方公共団体・民間団体が連

携した再犯防止に向けた取組の推進につい
て

10.17･18 矯正管区第二部長等協議
会

１　各種自然災害発生時の対応について
２ 　夏季期間における刑務作業の実施の在り

方について
３ 　職業訓練受講者の関連職種への就労力の

工場策について
４ 　刑事情報連携データベースシステム（Ｓ

ＣＲＰ）の活用推進方策について

10.24 矯正医療対策協議会 １ 　女子を収容する刑事施設の医療体制の強
化策について

２ 　少年施設における医療の現状及び課題並
びに刑事施設との連携について

11.20･21 矯正管区第三部長等協議
会

１ 　少年院及び少年鑑別所における機能強化
のための方策

２ 　再犯防止推進計画を踏まえた効果検証の
在り方

３ 　やりがいと活力のある職場風土の醸成

11.29･30 矯正管区首席管区監査官
等協議会

　監査業務に関する当面の諸問題

12.4･5 矯正管区第一部長等協議
会

１ 　明年４月に予定されている人事異動につ
いて

２ 　矯正医療に関する広報の取組状況につい
て

総務課 　法務省組織令第35条，第36条　法務省組織規則第９条

１　職員定員
　矯正施設の職員定員は次の表のとおりである。
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刑事施設 （平成30年度末）

指定職
1

行政職（一） 行政職（二） 公安職（一） 医療職 計
169 12 18,713 774 19,669

少年院

行政職（一） 行政職（二） 公安職（二） 医療職 計
10 8 2,344 94 2,456

少年鑑別所

行政職（一） 行政職（二） 公安職（二） 医療職 計
7 1 1,156 24 1,188

婦人補導院

公安職（二）
2

２　施設整備
　矯正施設の建物については，順次整備を促進しているものの，現行の耐震基準が
定められた昭和56年以前に建設された施設が全体の約半数を占めている実情にある
ことから，これら施設の建替え及び耐震改修等の実施が喫緊の課題である。
　また，平成29年12月15日に閣議決定された「再犯防止推進計画」において，「矯
正施設の環境整備」に取り組む旨が掲記されたことから，同計画に基づき，耐震性
能を確保するとともに，医療体制の充実，バリアフリー化，特性に応じた効果的な
指導・支援の充実等のための環境整備を着実に推進する必要がある。
　これらの課題から，平成30年度においては，平成29年度に引き続き，法務省施設
費により，大阪拘置所ほか４庁の工事等に係る経費が認められたほか，大阪医療刑
務所の工事に係る経費が新たに認められた。
　また，関東医療少年院，神奈川医療少年院及び八王子少年鑑別所等の施設を東京
都昭島市の国際法務総合センターに移転集約する工事に係る経費が財政投融資特別
会計により平成29年度に引き続き認められた。
　加えて，平成30年度補正予算（第２号）においては，国土強靱化に係る緊急対策
としての耐震化改修工事及び各所営繕として，改修などに係る経費が認められた。

３　刑務共済組合の業務
　平成30年度末日の支部数は９，所属所数は306である。また，同日現在における
組合員数は23,831人（うち，任意継続組合員数365人），被扶養者数は29,941人で，
組合員１人当たりの被扶養者数は1.26人である。

　⑴　長期給付事業
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　組合員が退職し，障害の状態となり，又は死亡した場合に，その後の生活の安
定に資するため共済年金等の給付を行う事業である。平成30年度における長期給
付処理件数は351件であり，その内訳は，老齢厚生年金等308件，遺族厚生年金等
17件，障害厚生年金等26件である。

　⑵　短期給付事業
　組合員及び被扶養者の病気，負傷，出産，死亡，休業，災害などの際に行う給
付事業であり，法律で定められた保健給付，休業給付及び災害給付の法定給付と，
これらの給付を補うため，当共済組合が，独自に行う附加給付がある。
　なお，平成30年度の決算概要は，次の表のとおりである。

（単位：千円）

損　　　　　　　　　　益
支払

準備金

剰余金

収　　　入 支　　　　出 当期利益金 欠損金
補てん
積立金

積立金
掛金 負担金 その他 計① 法定給付 附加給付 拠出金等 その他 計② ①－②

8,055,453 7893,043 1,512,648 17.461,l44 7,565,651 32,868 7,710,268 1,285,989 16,594.776 866,368 1,266,420 754,075 4,920,005

　⑶　福祉事業
ア　保健事業

　組合員及び被扶養者の健康の保持増進等を図ることを目的とした事業として，
特定健康診査等費用の助成，人間ドック受検費用の助成，保育所等利用料金の
助成及び一般福利厚生事業を行っている。

イ　貯金事業
　組合員の財産形成及び生活の安定の一助として，生命保険会社，損害保険会
社及び信託銀行と契約し，団体定期保険（グループ保険），団体傷害保険，団
体傷害疾病保険，積立貯金及び団体積立年金保険の各事業を行っている。

ウ　貸付事業
　組合員の臨時の支出，結婚，葬祭，教育，医療，災害及び住宅購入等に要す
る資金の貸付けを行っている。

エ　物資供給事業
　委託による職員食堂等の運営を行っている。

４　矯正施設の監査
　平成30年度に監査を実施した矯正施設は次のとおりである。

　⑴　刑事施設　
ア　矯正局による監査実施施設

　札幌刑務所，旭川刑務所，月形刑務所，青森刑務所，水戸刑務所，黒羽刑務所，
喜連川社会復帰促進センター，横浜刑務所，長野刑務所，静岡刑務所，東京拘
置所，岐阜刑務所，笠松刑務所，大阪刑務所，加古川刑務所，播磨社会復帰促
進センター，姫路少年刑務所，岡山刑務所，広島刑務所，岩国刑務所，広島拘
置所，徳島刑務所，高松刑務所，麓刑務所，宮崎刑務所，鹿児島刑務所，沖縄
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刑務所，福岡拘置所
イ　矯正管区による監査実施施設

　帯広刑務所，網走刑務所，函館少年刑務所，宮城刑務所，秋田刑務所，山形
刑務所，福島刑務所，盛岡少年刑務所，栃木刑務所，前橋刑務所，千葉刑務所，
市原刑務所，東日本成人矯正医療センター，府中刑務所，新潟刑務所，甲府刑
務所，川越少年刑務所，松本少年刑務所，立川拘置所，富山刑務所，金沢刑務
所，福井刑務所，岡崎医療刑務所，名古屋刑務所，三重刑務所，名古屋拘置所，
滋賀刑務所，京都刑務所，大阪医療刑務所，神戸刑務所，和歌山刑務所，京都
拘置所，大阪拘置所，神戸拘置所，鳥取刑務所，松江刑務所，島根あさひ社会
復帰促進センター，山口刑務所，美祢社会復帰促進センター，松山刑務所，高
知刑務所，北九州医療刑務所，福岡刑務所，佐世保刑務所，長崎刑務所，熊本
刑務所，大分刑務所，佐賀少年刑務所

　⑵　少年施設
ア　矯正局による監査実施施設

　月形学園，東北少年院，青葉女子学園，喜連川少年院，赤城少年院，榛名女
子学園，新潟少年学院，有明高原寮，瀬戸少年院，愛知少年院，浪速少年院，
交野女子学院，美保学園，松山学園，佐世保学園，中津少年学院，大分少年院，
札幌少年鑑別所，旭川少年鑑別所，青森少年鑑別所，仙台少年鑑別所，宇都宮
少年鑑別所，横浜少年鑑別所，新潟少年鑑別所，長野少年鑑別所，岐阜少年鑑
別所，名古屋少年鑑別所，京都少年鑑別所，鳥取少年鑑別所，松江少年鑑別所，
徳島少年鑑別所，松山少年鑑別所，佐賀少年鑑別所，長崎少年鑑別所，大分少
年鑑別所，鹿児島少年鑑別所

イ　矯正管区による監査実施施設
　帯広少年院，北海少年院，紫明女子学院，盛岡少年院，茨城農芸学院，水府学院，
市原学園，八街少年院，多摩少年院，関東医療少年院，愛光女子学園，久里浜
少年院，小田原少年院，神奈川医療少年院，駿府学園，湖南学院，豊ケ岡学園，
宮川医療少年院，京都医療少年院，和泉学園，泉南学寮，加古川学園，播磨学
園，奈良少年院，岡山少年院，広島少年院，貴船原少女苑，丸亀少女の家，四
国少年院，筑紫少女苑，福岡少年院，人吉農芸学院，沖縄少年院，沖縄女子学
園，函館少年鑑別支所，釧路少年鑑別所，盛岡少年鑑別支所，秋田少年鑑別所，
山形少年鑑別所，福島少年鑑別所，水戸少年鑑別所，前橋少年鑑別所，さいた
ま少年鑑別所，千葉少年鑑別所，東京少年鑑別所，八王子少年鑑別所，甲府少
年鑑別所，静岡少年鑑別所，富山少年鑑別所，金沢少年鑑別所，福井少年鑑別
所，津少年鑑別所，大津少年鑑別所，大阪少年鑑別所，神戸少年鑑別所，奈良
少年鑑別所，和歌山少年鑑別所，岡山少年鑑別所，広島少年鑑別所，山口少年
鑑別所，高松少年鑑別所，高知少年鑑別所，福岡少年鑑別所，小倉少年鑑別支
所，熊本少年鑑別所，宮崎少年鑑別所，那覇少年鑑別所
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　⑶　婦人補導院　
　東京婦人補導院（矯正管区による監査を実施した。）

５　不服申立件数
　刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づく刑事施設の被収容者の
不服申立制度として，審査の申請，再審査の申請，事実の申告及び苦情の申出があ
る。刑事施設の被収容者の不服申立て（訴訟，告訴・告発，人権侵犯申告等を含む。）
の総件数は，前年に比べ増加している。
　また，少年院法及び少年鑑別所法に基づく少年院在院者及び少年鑑別所在所者の
不服申立制度として，救済の申出及び苦情の申出がある。救済の申出の総件数は，
前年に比べ増加している。
　平成30年の不服申立件数の内訳は，次の表のとおりである。

審査の申請等 訴　　　訟 告訴・告発 法務局への人権
侵犯申告その他 計

10,693 164 477 1,023 12,357
（注） 　審査の申請等とは，刑事施設における審査の申請，再審査の申請，事実の申告及び苦情の申出（法

務大臣に対するもの）の件数並びに少年院及び少年鑑別所における救済の申出の件数の合計である。
　 　 　告訴・告発の件数は，矯正局において承知している被収容者が捜査機関宛に発信した告訴・告発状

と題する信書の通数である。

成人矯正課 　法務省組織令第35条，第37条　法務省組織規則第10条

１　刑事施設（刑務所・少年刑務所・拘置所）における保安及び処遇
　⑴　保安状況

　平成30年の保安事故発生件数は，12件（逃走１件，自殺３件，同衆傷害８件），
であり，開放的施設である松山刑務所大井造船作業場において，受刑者１名が逃
走する事故が発生している。一方，自殺事故の発生件数は，例年と比較して少な
くなっている。
　依然として，暴力団関係者や高齢者など，処遇に困難を伴う被収容者を多数収
容している状況があるところ，全体的に見れば，刑事施設は安定的に運営されて
いるといえ，おおむね保安面の対策が相当程度の効果を収めているものと思われ
る。

　⑵　保安及び処遇対策
　平成30年末において，刑事施設全体としての収容人員は，収容定員を下回って
いるものの，女子刑事施設については，依然として高率収容状態にある。
　被収容者の身柄の確保を最大の責務とする刑事施設の警備体制のより一層の強
化を図るため，研修，訓練等を行って職員の職務執行能力の向上を図るとともに，
警備システムの新鋭化，最新の警備用機器の整備・開発等を推進している。
　なお，平成30年は，おおむね次のような保安及び処遇対策を講じた。
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ア　警備用機器の整備
　総合警備システム，同システムの改修，非常電鈴装置，居室・居室棟廊下・
外塀・工場・運動場監視用テレビカメラ，構内多機能無線システム及び面会室
のアクリル板破壊センサー等（なお，平成８年度以降，総合警備システムの外
塀監視用カメラと特殊自動警報装置の連動化の整備拡充等を図っている。）

イ　警備用備品の整備
　防災備品等

ウ　暴力団関係受刑者対策
　平成30年においても，暴力団関係受刑者の収容率が依然として高い水準で推
移しているため，対立組織に所属する同関係受刑者による施設内での対立抗争
等を未然に防止するため，引き続き，関係機関から情報の収集に努めるととも
に，必要に応じ分散収容を図った。
　また，施設内における粗暴事犯，不正連絡，物品不正所持その他の反則行為
を厳正に取り締まり，施設の規律秩序を厳正に確保する一方，同関係受刑者の
社会復帰のため，暴力組織からの離脱指導を強化し，さらに，同関係受刑者の
釈放時に多数の出迎えが予想される場合には，所轄警察，県警本部等と連絡を
密にして，厳重な規制を行うとともに，必要に応じ適当な他施設に緊急移送し
た上で釈放するなどの措置を講じている。

エ　施設表彰
　保安意識と士気の高揚を図るため，次の表のとおり保安表彰を行った。

 （平成30年）

大 臣 表 彰 局 長 表 彰
矯 正 管 区 長 表 彰

計
支　　所 構外作業場

24 9 23 1 57

２　刑事施設の収容人員
　刑事施設の１日平均収容人員は，平成５年から増加傾向にあったが，20年は15年
振りに対前年比マイナスとなり，30年も引き続き対前年比マイナスとなった。

矯正施設の数及び収容状況
（平成30年12月31日現在）

施 設 の 種 類 施　　設　　数 収　容　現　員
矯 正 管 区 8 －
矯正研修所（支所を含む。） 8 －
刑 務 所 62 39,512
刑 務 支 所 8 1,440
拘 置 所 8 4,529
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拘 置 支 所 100 2,563
少 年 刑 務 所 6 2,532
少 年 院 45 1,952
少　　年　　院（分院） 6 63
少 年 鑑 別 所 49 358
少 年 鑑 別 所（分所） 3 7
婦 人 補 導 院 1 0

計 304 52,956
（注）　矯正管区及び矯正研修所は被収容者の収容を行わない。

３　処遇調査・集団編成
　受刑者の動向（別表⑴～⑶）
　平成30年12月末日現在における受刑者総数は44,186人であり，前年同日現在に比
して2,516人，5.4％の減少となっている。

別表⑴ 処 遇 指 標 別 施 設 数
 （平成30年12月31日現在）
 施設数
 Ａ指標 犯罪傾向が進んでいない者 ………………………………………… 38   
 Ｂ指標 犯罪傾向が進んでいる者 …………………………………………… 38

 Ｄ指標 拘留受刑者 …………………………………………………………… 　
 Jt 指標 少年院への収容を必要とする16歳未満の少年 ……………………  6
 Ｍ指標 精神上の疾病又は障害を有するため医療を主として 
  行う刑事施設等に収容する必要があると認められる者 ………… 10
 Ｐ指標 身体上の疾病又は障害を有するため医療を主として 
　　　　　　　　行う刑事施設等に収容する必要があると認められる者 ………… 11
 Ｗ指標 女子 …………………………………………………………………… 22
 Ｆ指標 日本人と異なる処遇を必要とする外国人 ………………………… 21   
 Ｉ指標 禁錮受刑者 …………………………………………………………… 12
 Ｊ指標 少年院への収容を必要としない少年 ………………………………  9   
 Ｌ指標 執行すべき刑期が10年以上である者 ……………………………… 21
 Ｙ指標 可塑性に期待した矯正処遇を重点的に行うことが相当 
  と認められる26歳未満の成人 ……………………………………… 12   

  （注） 　２以上の処遇指標を指定されている施設もあり，さらにJt指標については少年院に割り当てられて
いるので，総数は刑事施設数とは一致しない。

処
遇
指
標
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別表⑵ 管区別処遇指標別受刑者数
 （平成30年12月31日現在）

区分 Jt Ｗ Ｆ Ｉ Ｊ Ｌ Ｙ Ｍ Ｐ Ｄ Ａ Ｂ 未決定者 計
札 幌 0 270 12 6 0 162 206 3 26 0 622 3,040 142 4,489
仙 台 0 329 6 5 0 1,157 93 1 28 0 239 1,830 171 3,859
東 京 0 603 650 48 5 1,046 626 84 204 0 3,748 3,994 1,225 12,233
名古屋 0 533 156 4 0 471 25 81 25 0 776 2,213 296 4,580
大 阪 0 597 263 19 1 155 274 8 79 0 1,729 3,232 601 6,958
広 島 0 587 23 6 0 466 306 1 10 0 1,580 1,535 260 4,774
高 松 0 59 6 4 0 464 107 0 0 0 421 1,030 118 2,209
福 岡 0 292 30 7 0 796 110 65 18 0 859 2,524 364 5,065
計 0 3,270 1,146 99 6 4,717 1,747 243 390 0 9,974 19,398 3,177 44,167

別表⑶　指紋事務
　平成30年における指紋事務取扱状況は，別表⑶の同年欄記載のとおりである。

別表⑶ 指紋事務取扱件数・最近10年比較表

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
新 原 紙 数 12,681 11,884 11,296 10,952 10,011 9,283 8,424
廃 棄 原 紙 数 3,574 34,596 17,931 17,938 487 398 273
年末現在原紙数 957,760 935,048 928,413 921,427 930,951 939,836 947,987
受 刑 追 加 人 員 17,268 17,052 17,284 17,395 16,413 15,534 14,045
対 照 数 12,128 12,907 11,714 12,768 12,686 12,763 12,703
前 科 発 見 数 10,410 10,886 9,970 10,895 10,758 10,707 10,596

平成28年 平成29年 平成30年 １年平均 指紋法実施
以降の累計

前年に対す
る本年比

新 原 紙 数 8,983 7,600 7,522 9,864 121,914 99
廃 棄 原 紙 数 332 295 256 7,608 1,008,729 87
年末現在原紙数 956,638 963,943 971,209 945,321 － 101
受 刑 追 加 人 員 15,255 16,413 12,814 15,947 2,071,730 78
対 照 数 13,026 12,513 12,725 12,593 2,177,712 102
前 科 発 見 数 10,911 10,584 11,173 10,689 1,445,340 106
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４　刑事施設における教育活動
　⑴　改善指導

　改善指導は，受刑者に対し，犯罪の責任を自覚させ，健康な心身を培わせ，並
びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させることを目的と
して実施している。全受刑者を対象とした一般改善指導と，薬物依存があったり
暴力団員であるなどの事情により，改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると
認められる受刑者に対して行う特別改善指導がある。
　一般改善指導としては，高齢又は障害を有する受刑者の円滑な社会復帰を図る
ため，平成29年度から社会復帰支援指導プログラムを全国の刑事施設に展開して
いる。実施に当たっては，地方公共団体，福祉関係機関等の職員や民間の専門家
を指導者として招へいしており，平成30年度の受講開始人員は761名であった。
　現在，特別改善指導としては，薬物依存離脱指導，暴力団離脱指導，性犯罪再
犯防止指導，被害者の視点を取り入れた教育，交通安全指導，就労支援指導の６
類型を指定し，実施している。
　これらの特別改善指導のうち，薬物依存離脱指導については，平成29年度から，
標準プログラムを複線化し，必修プログラムや専門プログラム，選択プログラム
を整備し，対象者の再犯リスク等に応じて各種プログラムを組み合わせて実施で
きるようにしており，平成30年度の受講開始人員は9,728名であった。また，性
犯罪再犯防止指導については，平成30年度から実施庁を19庁から21庁に増やし，
指導実施体制を強化するとともに，指導者育成のため，毎年，指導担当者の集合
研修をしたり，定期的に外部の専門家から指導担当者への助言を受けたりしてお
り，平成30年度の受講開始人員は797名であった。
　また，薬物依存離脱指導及び性犯罪再犯防止指導については，プログラムの効
果をより一層高めるための方策を検討するため，現在，効果検証を行っている。
　暴力団離脱指導，被害者の視点を取り入れた教育，交通安全指導及び就労支援
指導については，標準的なプログラムが示され，実施指定施設においては，それ
に基づき，対象受刑者の特性，地域性，活用可能な社会資源等の状況を考慮した
実践的なプログラムを策定した上で，具体的な指導を行っており，実施に当たっ
ては，関係機関や民間の専門家等を指導者として招へいするなどして，指導内容
の充実に努めている。

　⑵　教科指導
　社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支
障があると認められる受刑者に対しては，小・中学校の教育内容に準じた補習教
科指導を実施しているほか，学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資す
ると認められる受刑者に対しては，特別教科指導を実施している。
　法務省と文部科学省の連携により，刑事施設内において，高等学校卒業程度認
定試験を実施し，また，指定された４庁の刑事施設において，同試験の受験に向
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けた指導を積極的かつ計画的に実施している。
　松本少年刑務所内には，我が国において唯一，公立中学校の分校が刑事施設内
に設置されており，全国の刑事施設に収容されている義務教育未修了者等のうち
希望者を中学３年生に編入し，地元中学校教諭及び職員等が，文部科学省の定め
る学習指導要領を踏まえた指導を行っている。さらに，２庁の刑事施設では近隣
の高等学校の協力の下，当該高等学校の通信制課程に受刑者を編入させ，指導を
行う取組を実施し，そのうち１庁は全国の刑事施設から希望者を募集し，高等学
校教育を実施しており，所定の課程を修了したと認められた者には，高等学校の
卒業証書が授与される。

　⑶　民間の篤志家による教育活動等
　被収容者に対する改善指導，教科指導等の各種指導は，単に施設の職員によっ
て行われるだけでなく，篤志面接委員などの民間の篤志家の協力の下に実施され
ている。また，宗教教誨については，民間の篤志の宗教家である教誨師の協力に
すべてを負っている。これら篤志家の活動状況は，別表⑴及び⑵のとおりである。

別表⑴ 篤 志 面 接 指 導 実 施 状 況
（平成30年）

区　　　　　分
実　　施　　回　　数 委　員　数

集　団 個　人 計 対前年 
増△減 委員数 対前年 

増△減
回 回 回 回 人 人

刑務所･少年刑務所･拘置所 9,616 2,745 12,361 △ 584 1,034 △ 48
少 年 院 2,384 4,294 6,678 △ 479 479 △ 32
婦 人 補 導 院 0 0 0 △ 6 4 0

計 12,000 7,039 19,039 △1,069 1,517 △ 80
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別表⑵ 宗　教　教　誨　実　施　状　況
 （平成30年）

区　　　　分 刑 務 所 ・ 少 年 
刑務所・拘置所 少 年 院 婦人補導院 計 百分率(%)

仏 

教 

系

実
施
回
数

集 合 5,590 728 0 6,318 62.5 
個 人 3,639 678 0 4,317 57.7 

計 9,229 1,406 0 10,635 60.5 
対 前 年 
増 △ 減 724 521 0 1,245  － 

人
　
員

教
誨
師

人 員 1,140 250 1 1,391 66.8 
対 前 年 
増 △ 減 25 6 0 31  － 

キ
リ
ス
ト
教
系

実
施
回
数

集 合 1,725 158 0 1,883 18.6 
個 人 1,851 220 0 2,071 27.7 

計 3,576 378 0 3,954 22.5 
対 前 年 
増 △ 減 △ 59 115 0 56  － 

人
　
員

教
誨
師

人 員 240 48 0 288 13.8 
対 前 年 
増 △ 減 5 △ 4 0 1  － 

神 

道 

系

実
施
回
数

集 合 1,125 104 0 1,229 12.2 
個 人 519 149 0 668 8.9 

計 1,644 253 0 1,897 10.8 
対 前 年 
増 △ 減 117 114 0 231  － 

人
　
員

教
誨
師

人 員 211 32 0 243 11.7 
対 前 年 
増 △ 減 10 △ 1 0 9  － 

諸
　
　
教

実
施
回
数

集 合 618 64 0 682 6.7 
個 人 301 124 0 425 5.7 

計 919 188 0 1,107 6.3 
対 前 年 
増 △ 減 20 74 0 94  － 

人
　
員

教
誨
師

人 員 132 27 0 159 7.6 
対 前 年 
増 △ 減 △ 6 △ 3 0 △ 9  － 

合
　
　
計

実
施
回
数

集 合 9,058 1,054 0 10,112 100.0
個 人 6,310 1,171 0 7,481 100.0

計 15,368 2,225 0 17,593 100.0
対 前 年 
増 △ 減 802 824 0 1,626  － 

人
　
員

教
誨
師

人 員 1,723 357 1 2,081 100.0
対 前 年 
増 △ 減 34 △ 2 0 32  － 

５　刑務作業の運営状況
　国内の経済状況は，「景気は，緩やかに回復している。」との基調判断がなされて
いるが，平成30年度の解約・減産発生件数は68件，影響人員は575人であり，昨年
度と比較すると影響人員は増加傾向にある。
　このような状況下，刑務作業は，作業量の確保と受刑者の改善更生及び社会復帰
のための有用な作業の導入するため，活発に受注活動を行う一方，職業訓練の充実，
強化や安全衛生管理の徹底を図っている。
　昭和58年に開始した財団法人矯正協会刑務作業協力事業部（平成25年４月１日公
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益財団法人へ移行）による原材料提供に係る作業，いわゆる事業部作業は，平成30
年度で35年を経過したが，事業部作業の充実を図ることが，作業量の確保にもつな
がることから，受注作業の拡大，消費者ニーズに応じた製品の開発など，事業部作
業の運営基盤の強化に取り組んだ。
　恒例の全国刑務所作業製品展示即売会は，第60回を迎え，６月１日・６月２日の
両日，東京都千代田区北の丸公園内の科学技術館で開催された。今回は「変化し続
ける刑務作業～過去60年を振り返って～」をテーマとして，刑務作業の過去60年を
振り返るほか，特別展示「行刑の歴史」をテーマとして刑務所等に所蔵している歴
史的史料を展示したほか，「刑務所作業体験コーナー」においては，長野刑務所で
実施している機織機による機織りなどの製作実演を行ったほか，豊橋刑務支所のス
テンドグラス製作や山口刑務所の萩焼の絵付けなどの製作体験ブースを設けるなど，
刑務作業の技術力と多様性を来場者に実感してもらった。

刑 務 所 の 経 費 と 作 業 収 入

年　　度 作業収入費
（千円）

収　容　費
（千円）

平成21 4,659,926 52,788,003
　　22 4,687,029 49,891,312
　　23 4,490,824 48,018,553
　　24 4,374,415 47,797,292
　　25 4,241,199 47,328,617
　　26 4,139,640 47,345,203
　　27 4,026,633 47,525,233
　　28 3,973,512 46,431,566
　　29 3,899,471 44,771,586
　　30 3,751,753 43,451,788

（注）　収容費は，都道府県警察実費弁償金も含む。

作 業 製 品 需 要 先 別 調 定 額

年　度 部内自給
Ａ（千円）

官 公 需
Ｂ（千円）

民　 需
Ｃ（千円）

計
（千円）

計に対する比率（％）
Ａ Ｂ Ｃ

平成21 8,994 1,252,875 3,397,159 4,659,028 0.2 26.9 72.9
　　22 5,742 1,168,368 3,512,844 4,686,954 0.1 24.9 75.0
　　23 4,529 1,114,625 3,371,647 4,490,801 0.1 24.8 75.1
　　24 5,959 1,064,856 3,303,617 4,374,432 0.1 24.4 75.5
　　25 5,717 1,055,313 3,180,189 4,241,219 0.1 24.9 75.0
　　26 4,733 899,969 3,234,938 4,139,640 0.1 21.7 78.2
　　27 3,269 860,052 3,163,242 4,026,563 0.1 21.4 78.5
　　28 3,324 871,378 3,098,660 3,973,362 0.1 21.9 78.0
　　29 4,952 907,904 2,986,709 3,899,566 0.1 23.3 76.6
　　30 4,547 969,452 2,777,676 3,751,675 0.1 25.9 74.0

（注）　官公需には，事業部作業を含む。
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６　職業訓練の実施状況
　受刑者に対して，職業に関する免許若しくは資格を取得させ，又は職業に必要な
知識及び技能を習得させることにより，出所後の円滑な社会復帰に資することを目
的として，職業訓練を実施している。
　毎年，指導技能等について創意工夫を重ね，一般社会の労働需要及び受刑者の資
質に応じた訓練内容の充実を図っている。
　平成30年度は，溶接科，フォークリフト運転科，自動車整備科，内装施工科，建
築塗装科等の職業訓練を実施し，訓練修了人員は，13,040人であった。
　なお，ボイラー技士，溶接技能者，自動車整備士，電気工事士，理容師，介護職
員実務者研修修了者等の免許・資格を延べ7,583名が取得した。

７　就労支援
　受刑者の出所時の就労確保に向けて，平成18年度から刑事施設に就労支援スタッ
フを配置するとともに，厚生労働省と連携し，刑務所出所者等総合的就労支援対策
を実施しており，保護観察所及びハローワークと連携して，支援対象者の希望や適
性に応じ，計画的に就労支援を行っている。平成30年は，4,191人に対して就労支
援を実施し，延べ1,154人が在所中からの就職内定に結び付いた。
　また，平成27年度から，ハローワークの職員が刑事施設に駐在して支援を行う就
労支援強化矯正施設の取組も実施されており，平成30年度は28庁において駐在支援
が実施された。
　さらに，平成28年11月から，東京及び大阪矯正管区において矯正就労支援情報セ
ンター室（通称「コレワーク」）が稼働を開始し，受刑者等の帰住地や取得資格等
の情報を一括管理し，出所者等の雇用を希望する企業の相談に対応して，広域的な
就労支援等に取り組んでいる。平成30年度は，企業等から1,109件の相談を受け付
け，349件の採用内定に結び付いた。
　コレワークにおいては，出所者等の雇用に関心を持つ企業等に対する広報活動も
積極的に展開しており，平成30年度は，全国14か所において雇用支援セミナーや刑
務所スタディツアーを実施し，延べ315人が参加した。

８　国際受刑者移送制度
　欧州評議会の受刑者移送条約の発効及び国際受刑者移送法等の施行に伴い，平成
15年６月に国際受刑者移送制度の運用が開始された。
　平成22年８月にはタイとの間で受刑者移送条約が発効し，平成28年２月にはブラ
ジルとの間で，同年８月には，イランとの間で，それぞれ受刑者移送条約が発効した。
　同制度には，外国で服役している日本人受刑者を我が国の刑事施設に受け入れて
刑の執行を共助する「受入移送」及び我が国で服役している外国人受刑者をその本
国へ移送して刑の執行の共助を嘱託する「送出移送」があるところ，実績は以下の
とおり。

　⑴　受入移送
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　平成30年は１人であり，制度運用開始後平成30年末までの累計は10人（３か国）
である。

⑵　送出移送
　平成30年は28人（11か国）（平成29年は27人）実施し，制度運用開始後平成30
年末までの累計は417人（30か国）である。

少年矯正課 　法務省組織令第条35条，第38条　法務省組織規則第11条

１　少年施設（少年院・少年鑑別所）における保安及び収容状況
⑴　収容状況

　少年施設における収容状況等については，少年院の一日平均収容人員は対前年
175人減の2,012人，少年鑑別所の一日平均収容人員は対前年17人減の447人とな
っている。

⑵　保安状況
　平成30年の保安事故件数は，少年院１件（自殺１件），少年鑑別所０件であった。
近年における少年非行の多様化，複雑化の傾向に鑑み，少年施設の警備力を充実・
強化するため，施設職員を対象とした保安研修の実施等を通じ，良好な保安状況
の維持に努めている。

２　少年鑑別所における鑑別，観護処遇及び地域援助充実施策
⑴　鑑別の状況（別表⑴～⑵）

　平成30年中に全国の少年鑑別所で受け付けた鑑別対象者は，家庭裁判所からの
請求によるものが7,747件，法務省関係機関からの依頼によるものが5,409件とな
っている。
　なお，少年鑑別所の新収容者のうち，精神障害ありと診断された少年は1,117
人（17.3％）であり，その比率は前年（16.2％）より増加傾向にある。

⑵　法務省式ケースアセスメントツールの運用の充実
　平成20年度から再犯・再非行の可能性や教育上の必要性を定量的に把握するた
めに，法務省式ケースアセスメントツール（ＭＪＣＡ）の開発を進め，平成25年
８月から全国の少年鑑別所において運用を開始した。平成26年から少年院におい
て，ＭＪＣＡによる再評定を行い，少年院における矯正教育の効果検証への活用
に係る検討を行った。
　また，平成27年６月から性非行を犯した少年に特化した法務省式ケースアセス
メントツール（性非行）（ＭＪＣＡ（Ｓ））の運用を全国の少年鑑別所において開
始した。

⑶　法務省式心理テスト維持管理作業
　平成27年度から３か年計画で，法務省式人格目録（ＭＪＰＩ），法務省式態度
検査（ＭＪＡＴ）及び法務省式適応資源尺度（ＭＪＡＲ）の改訂作業，システム
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の改修及び解釈手引の整備等が行われた。平成30年度は，法務省式審理検査を活
用した，鑑別対象者の保健医療，福祉，修学就労に資するアセスメントの在り方
について検討を行った。

⑷　鑑別業務充実化作業
　少年鑑別所法下における鑑別，観護処遇及び地域援助について運用の在り方を
検討した。
　鑑別事例集第46集（被虐待体験を有する少年の非行）の発刊作業を進めたほか，

「女子少年の非行」を特集テーマとした鑑別事例集第47集の編集作業も行った。
⑸　地域援助業務の状況

　少年鑑別所においては，平成27年６月に少年鑑別所法が施行され，地域社会に
おける非行及び犯罪の防止に関する援助業務（以下「地域援助」とする。）が本
来業務として規定されたことから，更生保護関係機関，学校関係機関，児童福祉
機関等の関係機関との連携強化を図り，地域援助業務の充実に努めている。
　平成30年度は，暴力行為や性的な問題行動のある児童・生徒に対する専用のワ
ークブックを改訂し，冊子化して各庁に配備した。
　なお，平成30年中の地域援助実施件数は，10,084件であった。

⑹　在所者に対する学習用教材の作成
　在所者に対する学習の支援については，これまで各庁において使用する学習用
教材を整備して行ってきたところ，「再犯防止に向けた総合対策」の少年・若年
者及び初入者に対する指導及び支援としてその重要性が高まっていること等に鑑
み，在所者に対する学習用教材について，平成25年に作成し，平成26年の改訂作
業を反映して，平成27年から全国の少年鑑別所において活用している。また，平
成30年度において，その内容の一部を改訂した。

⑺　少年鑑別所在所者に対する修学支援
　少年鑑別所在所者に対する修学支援については，「再犯防止推進計画」において，
矯正施設在所者の円滑な学びの継続として重要視されているところ，平成30年度
に「修学支援ハンドブック」を作成し，希望する全在所者に配布し，少年鑑別所
在所中から継続的な修学支援を実施できる体制整備の強化を図っている。
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別表⑴ 少年鑑別所鑑別受付人員年間対比

年　　次
受　　　付　　　人　　　員

家 裁 関 係 法務省関係 一 般 依 頼 計
平成24 12,962 9,443 27,726 50,131
　　25 12,242 9,096 27,571 48,909
　　26 11,108 8,812 29,785 49,708
　　27 10,112 7,097（**） －（*） －（*）
　　28 8,834 6,089（**） －（*） －（*）
　　29 8,083 5,636（**） －（*） －（*）
　　30 7,747 5,409 －（*） －（*）

（*） 　平成27年から，少年鑑別所法施行に伴い，地域社会一般からの依頼による鑑別については，地域援助
として分類されることとなったため本表には計上しない。

（**） 　平成27年から，少年鑑別所法施行に伴い，法務省関係の受付人員に厚生労働省関係からの依頼を加
えて計上している。

別表（2） 少年鑑別所新収容者の精神状況 （平成30年）

区　 分 精神障害
のない者

精　神
障害者

内　　　　訳

不 詳 合 計知　的
障　害

人　格
障　害

神　経
症　性
障　害

発　達
障　害

その他
の精神
障　害

人　　　員 5,143 1,117 311 13 17 613 163 188 6,448
百分率（％） 79.8％ 17.3％ 4.8％ 0.2％ 0.3％ 9.5％ 2.5％ 2.9％ 100.0％
（注） 　不詳は，主として観護措置の取消し又は変更及び他の少年鑑別所への移送等により当該少年鑑別所

で精神診断を行わなかったものである。
 　　　また，端数処理上合計が100にならないことがある。

３　少年院における矯正教育及び社会復帰支援充実施策
　⑴　処遇プログラム等の充実

　特定の事情（被害者関係，薬物非行，性非行，暴力，家族関係，交友関係）を
有する在院者に対し，その事情の改善を図る生活指導を実施している。同指導の
うち，薬物非行防止指導及び性非行防止指導については，それぞれ重点指導施設

（薬物非行防止指導：11庁，性非行防止指導：２庁）において，重点的かつ集中
的な指導を実施した。
　また，平成28年６月，「発達上の課題を有する在院者に対する処遇プログラム
実施ガイドライン」を策定したほか，平成29年には，女子少年に対し女性に特徴
的な問題等に配慮した各種プログラムを確定するなど，在院者の特性に応じた処
遇の充実を図っている。平成30年からは，身体機能の向上に着目した指導を導入
し，その充実に努めている。

　⑵　教科指導の充実
　高等学校卒業程度認定試験の受験指導体制を充実させるため，平成27年度から
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新潟少年学院に受験コースを設け，平成29年度には多摩少年院，平成30年度には
さらに拡大し合計13庁に設置した。

　⑶　関係機関との連携
　家庭裁判所をはじめとする関係諸機関との連携を強化するため，矯正管区主催
の少年矯正施設と関係機関との連携会議，少年院と児童自立支援施設との職員交
流研修及び少年院における処遇ケース検討会等を実施した。

　⑷　社会復帰支援の充実
　円滑な社会復帰を図るため，出院後に自立した生活を行うことが難しい在院者
に対して，就労・修学支援のほか，帰住先の確保，医療・福祉機関等との連携に
よる支援を継続的に実施した。特に，就学支援については，平成28年度から修学
に対する動機付けを高めるための「就学情報ハンドブック」を全在院者に配布し，
平成30年度に改訂を行い，少年鑑別所在所中から修学支援を実施できる体制とし
たほか，在院者の進学等の希望に合致する高等学校等の情報を当該在院者に提供
する体制（通称：修学支援デスク）を整備するなど，積極的な支援に努めている。

４　少年院及び少年鑑別所と保護観察所との連携強化
　少年院に送致された者に対する保護観察期間の満了に至るまでの継続的な指導・
支援等のために，生活環境の調整等の充実強化に取り組んでいるほか，沼田町就業
支援センターの処遇の充実・入所者選定に係る連携，少年鑑別所から保護観察所に
対する鑑別結果通知書等の写しの送付，少年鑑別所における保護観察対象者の雇用
などを実施している。

矯正医療管理官 　法務省組織令第35条，第39条　法務省組織規則第12条

１　保健医療
　⑴　被収容者の保健衛生及び医療

　一般の矯正施設には医官等の医療関係専門職員を配置するとともに，専門的医
療を実施する医療刑務所を全国４か所に，第３種少年院を全国２か所に設置し，
また，必要に応じ，外部の医療機関において診療を実施するなど，社会一般の保
健衛生及び医療の水準に照らし，適切な保健衛生及び医療上の措置を実施するよ
う努めている。
ア　被収容者の死亡数

　被収容者の死亡数は，前年対比約1.5パーセント増の256人となっている。死
因は，脳出血，心臓疾患等の循環器系疾患及び悪性新生物が全体の約58％を占
めている。被収容者の高齢化，生活習慣病り患者の増加等を踏まえつつ，良好
な健康状態を保つよう努めている（別表⑴及び⑵）
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別表⑴ 被 収 容 者 月 別 死 亡 数
区 　分 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月  10月  11月  12月 合 計
拘
置
所

刑
務
所

既決 26（31） 26（17） 25（19） 19（21） 22（18） 11（21） 14（12） 18（17） 20（17） 15（22） 15（17） 18（15） 229（227）

未決 5（4） 3（3） 2（5） 1（1） 2（2） 1（1） 1（1） 2 1（2） 2（2） 2（3） 4 26（24）

少 年 院 1 1　0

少年鑑別所 （1） 0（1）

婦人補導院 0　0 

計 31（35） 29（20） 27（24） 20（22） 25（20） 12（22） 15（13） 20（18） 21（19） 17（24） 17（20） 22（15） 256（252）

(注)　(　）内の数字は，平成29年中の数字を示す。

別表⑵ 被 収 容 者 死 因 別 死 亡 数

年  次 悪　　性
新 生 物

循環器系
疾　　患

呼吸器系
疾　　患

消化器系
疾　　患

尿路性器
系 疾 患 その他 計

平成26年 115 80 46 29 3 53(2) 326(2)
　27 101 44 　31 　29 　5 48 　 258 　
　28 109 68 31 21 1 46(1) 276(1)
　29 90 58 33 17 5 49(1) 252(1)
　30 91 57 23 20 4 51（1） 256（1）

（注）　（　）内の数字は，少年の死亡数を示し，内数である。

イ　感染症対策
　感染症に係る啓もう教育及び健康診断の充実により患者の早期発見に努める
とともに，患者発生時には，病態に応じた適切な治療を行うほか，消毒や隔離
等の措置を講じることによって，二次感染の防止に努めている。

⑵　矯正医官修学生
　この制度は，矯正施設における医師の充足を図るため，医学を専攻する大学生
で，将来矯正施設に勤務しようとする者に対し修学資金（月額150,000円）を貸
与するもので，昭和36年から実施している。平成30年度の矯正医官修学生は，６
年生１名及び３年生３名の計４名である。
　なお，平成30年12月末日現在，修学資金の貸与を受けた者で，矯正施設に勤務
している者は１人である。

⑶　准看護師の養成
ア　東日本矯正医療センター准看護師養成所

　矯正施設における看護職員の充足を図るため，矯正施設に勤務する職員の中
から，選考して同所に入所させ，准看護師となるのに必要な知識及び技能を習
得させることを目的として，昭和41年度から開設している。１学年の定員は22
人で，その修学年限は２年である。
　なお，平成30年３月末日現在，同所を卒業した准看護師は1,046人である。

イ　外部准看護師養成機関
　上述に加え，更なる医療体制の充実のため，外部の准看護師養成機関におけ
る受講を平成18年度から制度化している。１年で８人を入所させており，修業
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年限は２年である。
２　給　養

　平成30年度の食費（１人１日当たり）は，次の表のとおりである。このほか誕生
日，祝祭日及び正月には，加給食を別途給与している。また，病者等の副食費につ
いては，必要により特別増額を行っている。

被収容者１人１日当たりの食費
（平成30年度）

区　　　　　分 主　 食　 費 副　 食　 費 計
 　　円　銭 　　円　銭 　　円　銭

刑 務 所
成 人 101.50 431.67 533.17
少 年 116.47 501.54 618.01

少 年 院 108.91 513.70 622.61
少 年 鑑 別 所  95.85 493.12 588.97
婦 人 補 導 院  81.91 397.99 479.90

参事官 　法務省組織令第13条

〈矯正に関する法令案の検討及び作成〉
　省令案の作成及び改正

⑴　刑務所，少年刑務所及び拘置所組織規則の一部を改正し（平成30年法務省令第
８号），宮城刑務所及び広島刑務所の分類教育部の廃止並びに分類審議室及び教
育部の増設，札幌刑務所，宮城刑務所，府中刑務所，名古屋刑務所，大阪刑務所，
広島刑務所，高松刑務所，福岡刑務所及び東京拘置所の医療第三課長の増設，奈
良拘置支所の医務課長の廃止，統括矯正処遇官の数の変更並びに大曲拘置支所，
浜田拘置支所，田川拘置支所及び平戸拘置支所の廃止を行った。

⑵　少年院及び少年鑑別所組織規則の一部を改正し（平成30年法務省令第９号），
東北少年院の首席専門官の増設，京都医療少年院の教育調査官の増設，静岡少年
鑑別所の医務課長の廃止，さいたま少年鑑別所，神戸少年鑑別所及び広島少年鑑
別所の地域非行防止調整官の増設，東京少年鑑別所の鑑別調査官の増設，少年鑑
別所の統括専門官の数の変更，置賜学院の廃止，函館少年鑑別所及び盛岡少年鑑
別所の分所化に伴う少年鑑別所の名称及び位置に関する規定並びに分所の名称及
び位置に関する規定等の変更並びに沖縄少年院及び沖縄女子学園の所在地変更に
伴う少年院の位置に関する規定の変更を行った。

⑶　矯正管区組織規則の一部を改正し（平成30年法務省令第10号），東京矯正管区
及び大阪矯正管区の第一部の更生支援企画課の新設並びに札幌矯正管区及び仙台
矯正管区の第二部の成人矯正調整官の増設を行った。

⑷　警察拘禁費用償還規則の一部を改正し（平成30年法務省令第13号），監獄費か
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ら都道府県に償還すべき費額を１人１日につき1,690円から1,710円に改めた。
⑸　刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正し（平成30年法務省令

第14号），手当金（死亡手当金及び障害手当金）の額の算出の基礎となる額（支
給基礎日額）を3,910円から3,920円に改めた。
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Ⅴ　保　護　局　法務省設置法第３条，第４条　法務省組織令第２条，第７条，第40条
～第43条　法務省組織規則第13条～第15条　

〈重要施策の概要〉
１　保護観察の充実強化

　保護観察の充実強化策の一環として，特定の犯罪的傾向を改善するための専門的
処遇プログラムの実施，被害者のある重大な犯罪をした保護観察対象者に対するし
ょく罪指導の実施，覚せい剤事犯者等に対する自発的意思に基づく簡易薬物検出検
査，ストーカー行為等に係る仮釈放者及び保護観察付執行猶予者に関する警察との
連携，担当保護司の複数指名等を実施している。
　また，平成27年６月から，社会貢献活動を特別遵守事項に定めて実施する運用を
開始している。
　さらに，保護観察対象者に対し特性に応じた効果的な指導・支援を行うためのア
セスメント・ツール（CFP：Case Formulation for Probation）を開発し，平成30
年10月から試行している。
２　自立更生促進センター及び就業支援センターの運営

　特定の問題性に応じた重点的・専門的な社会内処遇を実施する自立更生促進セン
ター及び主として農業等の職業訓練を行う就業支援センターを設置・運営している。
　自立更生促進センターは，福岡県北九州市の「北九州自立更生促進センター」（平
成21年６月開所）及び福島県福島市の「福島自立更生促進センター」（平成22年８
月開所）の２か所，就業支援センターは，北海道雨竜郡沼田町の「沼田町就業支援
センター」（平成19年10月開所）及び茨城県ひたちなか市の「茨城就業支援センター」

（平成21年９月開所）の２か所である。
３　薬物事犯者に対する処遇の充実強化

　覚せい剤の使用等の犯罪的傾向を有する保護観察対象者に対しては，平成20年６
月から，認知行動療法に基づく覚せい剤事犯者処遇プログラムを特別遵守事項に定
めて実施してきたところ，平成28年６月からは，刑の一部の執行猶予制度の施行に
伴い，特別遵守事項に定めて実施する対象を規制薬物等又は指定薬物の自己使用事
案及び所持事案に拡大し，それらの再乱用を防止するため薬物再乱用防止プログラ
ムを実施してきた。また，同プログラムの実施対象者以外の者や同プログラムを修
了した者であって規制薬物に対する親和性・依存性が認められる者については，自
発的意思に基づいて，簡易薬物検出検査を実施している。さらに，薬物依存のある
保護観察対象者の処遇に関して，地域の医療・保健・福祉機関，民間支援団体と保
護観察所等の刑事司法機関との有効かつ緊密な連携体制を整備するため，平成27年
11月に法務省と厚生労働省との共同で「薬物依存のある刑務所出所者等の支援に関
する地域連携ガイドライン」を策定し，平成28年４月から実施している。
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４　就労支援の推進
⑴　更生保護就労支援事業等

　刑務所出所者等に対する就労支援として，刑務所出所者等総合的就労支援対策
に加え，民間法人に委託し，矯正施設在所中から専門家による継続的かつきめ細
かな支援等を行う「更生保護就労支援事業」を実施している。平成23年度は全国
３か所において実施していたところ，平成26年度からは対象地域を９か所に拡大
して本格実施を開始し，平成30年度は対象地域を更に18か所（札幌，栃木，群馬，
埼玉，千葉，東京，神奈川，静岡，岐阜，愛知，京都，大阪，兵庫，広島，岡山，
香川，福岡，沖縄）に拡大して実施した。また，平成24年１月から，東日本大震
災被災地域（岩手，宮城及び福島）において，被災地域の事情を踏まえた「更生
保護被災地域就労支援対策強化事業」を開始し，刑務所出所者等の更なる就労の
確保を図った。

⑵　刑務所出所者等就労奨励金支給制度
　平成27年度から，刑務所出所者等を雇用した協力雇用主に対し１年間で最大72
万円を支給する「刑務所出所者等就労奨励金支給制度」を導入し，協力雇用主の
もとでの就労の拡大を図っている。

５　住居確保支援の推進
⑴　更生保護事業の適切な運営等について

　平成30年に全国103の更生保護施設のうち79施設について常勤補導職員配置基
準を１名増やすとともに，更生保護事業を営む者に対する助言，指導及び監督に
加え，薬物事犯者等の特定の類型に当たる者を受け入れた場合における委託費の
加算措置を通じて，更生保護施設における刑務所出所者等の受入れを促進した。
　また，平成29年５月16日から更生保護施設を退所するなどして地域にその生活
基盤を移行した保護観察対象者及び更生緊急保護対象者に対し，継続的に生活相
談に応じ，又は生活指導を行うフォローアップ事業を，更生保護事業法に基づき
所要の手続を行った事業者（更生保護施設を設置・運営する者）に委託し，更生
保護施設を退所した者等に対する継続的な支援を行っている。
　さらに，更生保護事業（施設整備事業）費補助金の交付を通じて更生保護施設
整備計画を推進するとともに，更生保護施設職員研修の実施による施設職員の資
質向上を図った。

⑵　ＮＰＯ法人等と連携した刑務所出所者等の住居確保について
　更生保護施設における受入れを促進していくことに加え，あらかじめ保護観察
所に登録したＮＰＯ法人等が管理する住居を活用し，宿泊場所の供与と自立のた
めの生活指導（自立準備支援）のほか，必要に応じて食事の給与を委託する「緊
急的住居確保・自立支援対策」を通じて，帰るべき場所のない刑務所出所者等の
多様な受入れ先を確保した。
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６　高齢者・障害のある者等への支援の充実
　高齢者・障害のある者等の支援については，矯正施設入所中からの矯正施設，保
護観察所および地域生活定着支援センターの連携による特別調整とこれに基づく出
所後の福祉関係機関等と連携した支援に引き続き努めたほか，平成30年から，保護
観察所19庁（令和元年５月現在22庁）に更生緊急保護対象者に継続的な生活指導や
助言を行う特別支援ユニットを整備し，起訴猶予となった高齢者・障害のある者等
に対する「入口支援」への取組を開始した。
７　地方公共団体と連携した再犯防止の推進

　保護観察所において，地方検察庁，矯正施設と連携しながら，平成30年は，主に
都道府県，政令指定市を中心に再犯防止への取組に向けた協議や情報交換を重ね，
地方公共団体における地方再犯防止推進計画の策定や全国30か所での地域再犯防止
推進モデル事業の実施に協力した。
８　犯罪予防活動の推進

　犯罪・非行の防止と，犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を促進するた
め，７月を強調月間として“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し，立ち
直りを支える地域のチカラ～を全国各地で展開した。犯罪や非行のない明るい地域
づくりへの参画を図るという観点から，住民集会，講演会，映画会，子供を交えた
ワークショップ等住民の幅広い参加が得られる行事が全国各地で行われた。
９　保護司の安定的確保

　現在，保護司人員が減少傾向にあることに加え，保護司からも保護司適任者の確
保が困難になっているとの声がある中，保護司の安定的確保は喫緊の課題となって
いる。こうした状況を踏まえ，平成26年３月に，法務省保護局と更生保護法人全国
保護司連盟が共同して「保護司の安定的確保に関する基本的指針」を策定し，官民
が一体となって各種の取組を推進した。さらに，平成30年には，同指針の改訂に向
けて，協議を進めた。また，保護司活動の拠点である「更生保護サポートセンター」
を新たに増設するとともに，地域の幅広い世代や職種等から保護司適任者を確保す
ることを目的とした「保護司活動インターンシップ」をはじめとする保護司の安定
的確保のための各種取組を推進した。
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〈会　同〉

月　日 件　　　名 協　議　会　事　項

4.20 地方更生保護委員会事務
局長協議会

１ 　再犯防止推進計画に基づく地方公共団体
との連携の状況及び課題について

２　中堅職員の育成の在り方について

5.29 地方更生保護委員会事務
局総務課長・会計課長及
び保護観察所企画調整課
長会同

１ 　適正かつ効率的な会計経理の確保方策に
ついて

２ 　予算執行業務の円滑な遂行のため,予算
担当課長として考慮すべき事項について

３ 　適正な国有財産使用許可手続について
４ 　保護司の安定的確保のための方策につい

て
５ 　再犯防止推進計画を踏まえた広報の充実

強化について

6.21 地方更生保護委員会委員
長・保護観察所長会同

１ 　再犯防止推進計画に基づく国と地方公共
団体が連携した再犯防止施策の推進につい
て

２ 　更生保護サポートセンターの設置に向け
た支援の在り方について

３ 　実際に刑務所出所者等を雇用する協力雇
用主の拡大に向けた方策について

４ 　保護観察官の専門性の向上等を図るため
の方策について

6.22 地方更生保護委員会委員
長会同

再犯防止を進めるための仮釈放審理及び82条
調査等の在り方について

6－7 地方更生保護委員会事務
局首席・統括審査官等及
び保護観察所首席・統括
保護観察官会同

１ 　刑の一部の執行猶予者に対する生活環境
の調整を幅広く行うための工夫について

２ 　社会貢献活動の運用について

10.10･11 地方更生保護委員会委員
長会同

１ 　地方更生保護委員会の保護観察官による
業務の在り方について

２ 　保護司の安定的確保に関する基本的指針
について

３ 　更生保護の当面する諸課題について

11.21･22 地方更生保護委員会事務
局長会同

専門職試験導入後の実情を踏まえた採用・育
成等について
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総務課 　法務省組織令第40条，第41条　法務省組織規則第13条

１　地方更生保護委員会及び保護観察所の管理
　常時各庁の事務処理状況の把握に努め，職員の配置及び服務，予算執行等につい
ての事務運用方針に関する必要な通達を発し，質疑に対する回答を行った。
２　法令の改正等

⑴　平成30年３月30日付け法務省令第11号をもって保護観察所組織規則の一部が改
正され，札幌，仙台，さいたま，千葉，神戸，広島，高松及び福岡保護観察所に
それぞれ次長１人，仙台及び広島保護観察所にそれぞれ首席社会復帰調整官１人
が増設されたほか，札幌，仙台，さいたま，千葉，神戸，広島，高松及び福岡保
護観察所の民間活動支援専門官がそれぞれ廃止され，同年４月１日から適用され
た。

⑵　平成29年８月８日付けで一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する
法律が成立したことに伴い，平成30年３月19日付け法務省令第４号をもって更生
保護委託費支弁基準の一部が改正され，委託事務費の単価が改められ，平成29年
４月１日から適用されたほか，人的体制強化のため，常勤補導職員配置基準の１
名増配置施設に支給する委託事務費の単価が新設され，平成30年１月１日から適
用された。また，平成30年６月26日付け法務省令第18号をもって更生保護委託費
支弁基準の一部が改正され，委託事務費の単価が改められたほか，特定類型者加
算が新設され，同年４月１日から適用された。

３　保護司・更生保護法人役員等の表彰
　長年，更生保護事業に従事し，功績のあった保護司・更生保護法人役員・更生保
護女性会役員・協力雇用主等に対する表彰として，平成30年は，叙勲237人，藍綬
褒章269人，法務大臣表彰999人の顕彰が行われた。
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４　常時恩赦
　平成30年中の常時恩赦の受理及び処理状況は，次の表のとおりである。

常時恩赦の受理及び処理状況（平成30年）

区　分

受　　　　理 処　　　　　　　理 未

処

理

総

数

繰

越

新　　　受 総

数

相　　　当 不　相　当 そ

の

他

計

特

赦

減

刑

刑
の
執
行
の
免
除

復

権

計

特

赦

減

刑

刑
の
執
行
の
免
除

復

権

計

特

赦

減

刑

刑
の
執
行
の
免
除

復

権

総 数 79 39 40 7 3 4 26 55 19 3 16 32 11 2 4 15 4 24
（2）（1）（1） （1） （2）（2） （2）

保護観察所 42 18 24 2 22 34 15 2 13 17 3 14 2 8
（1）（1） （1）（1） （1）

刑 事 施 設 28 19 9 6 3 14 12 10 2 2 14

検 察 庁 9 2 7 1 2 4 7 4 1 3 3 1 1 1 2
（1） （1） （1） （1）（1） （1）

（注）　（　）内は，職権による恩赦上申のあった人員を示し，内数である。

５　恩赦出願期間短縮
　平成30年における恩赦出願期間短縮願は，受理総数２人，既済人員１人である。
６　医療観察

　心神喪失者等医療観察法に基づく生活環境調査事件・生活環境調整事件・精神保
健観察事件の各処理状況の推移は，次の表のとおりである。
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医療観察における処理状況の推移（事件別）（平成21年～30年）

事件別 年　次 開始件数 終結件数 係属件数

生活環境
調査事件

平成21年 315 （9） 330 （9） 65 （2）
平成22年 389 （17） 382 （15） 72 （4）
平成23年 431 （16） 413 （19） 90 （1）
平成24年 375 （20） 403 （19） 62 （2）
平成25年 396 （8） 387 （8） 71 （2）
平成26年 367 （11） 368 （13） 70 
平成27年 339 （13） 351 （10） 58 （3）
平成28年 362 （11） 353 （13） 67 （1）
平成29年 388 （21） 372 （20） 83 （2）
平成30年 308 （15） 335 （13） 56 （4）

生活環境
調整事件

（居住地）

平成21年 210 215 469 
平成22年 246 186 529 
平成23年 280 167 642 
平成24年 263 237 668 
平成25年 276 202 742 
平成26年 267 239 770 
平成27年 261 303 728 
平成28年 243 246 725 
平成29年 277 246 756 
平成30年 246 264 738 

精神保健
観察事件

平成21年 217 116 465 
平成22年 213 154 524 
平成23年 180 174 530 
平成24年 226 206 550 
平成25年 203 197 556 
平成26年 234 200 590 
平成27年 287 210 667 
平成28年 239 220 686 
平成29年 236 257 665 
平成30年 257 266 656 

注 　生活環境調査事件の欄の（　）内の数は，法第33条第１項の申立て以外の処遇事件に係る件数であ
り，内数である。
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７　犯罪被害者等施策
⑴　実施状況

　平成30年の実施状況は，次のとおりである。

実　　　施　　　状　　　況
意見等聴取制度 　地方更生保護委員会が被害者等から仮釈放等に関する意見

等を聴取した件数
313件

心情等伝達制度 　保護観察所が被害者等から被害に関する心情等を聴取し保
護観察中の加害者に伝達した件数

180件

更生保護における
被害者等通知制度

　地方更生保護委員会が仮釈放等審理について被害者等に通
知した件数

4,201件

　保護観察所が加害者の保護観察中の処遇状況等を被害者等
に通知した件数

7,134件

相談・支援 　保護観察所が犯罪被害者等からの相談に応じ関係機関等の
紹介等の支援を実施した件数

1,443件

⑵　研修等の実施
ア　平成30年度新任被害者担当官等研修

　平成30年４月，法務省において，全国の新任の被害者担当官等に対し，犯罪
被害者等施策に関する研修を実施した。

イ　平成30年度被害者担当保護司研修
　平成30年９月，法務省において，全国の被害者担当保護司に対し，犯罪被害
者等への配慮の在り方等に関する研修を実施した。

８　更生保護制度についての調査研究
　更生保護制度の充実を図るため，主要各国の更生保護制度等の情報及び資料の収
集整備その他の調査研究を行った。

更生保護振興課 　法務省組織令第40条，第42条　法務省組織規則第14条

１　平成30年度保護司等中央研修会
　保護司等中央研修会は，全国の保護司及び更生保護法人役職員の代表者の参集を
求め，更生保護に関する知識の向上及び意欲の増進を図るとともに，当面する諸問
題について理解を深め，もって更生保護の一層の充実発展を図ろうとするものであ
る。
　平成30年度は，約460人の参加を得て，９月27日，東京都・日経ホールにおいて
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開催され，荒井正吾奈良県知事から「地方公共団体から見た保護司との新しい連携
への期待」と題した基調講演が行われた。
２　地方別保護司代表者協議会

　地方別保護司代表者協議会は，各地方において保護司の代表者の参集を求め，そ
れぞれの地方において更生保護の活動を推進する上で当面する諸問題について研究
協議を行い，更生保護の一層の充実発展を図ろうとするものである。
３　第55回記念“日本更生保護女性の集い”

　平成30年６月５日，有楽町朝日ホールにおいて，第55回記念“日本更生保護女性
の集い”が開催され，全国から更生保護女性会員約550人が一堂に会した。
　式典では，更生保護女性会活動に功績のあった個人及び団体に対する，法務大臣
感謝状の贈呈及び日本更生保護女性連盟会長表彰の授与が行われたほか，「ひとり
ぼっちのないまちづくり－まちのつながりで非行をなくす－」と題し，ＮＰＯ法人
こどもソーシャルワークセンター理事長の幸重忠孝氏による講演が行われた。
４　平成30年度更生保護女性会員中央研修

　更生保護女性会員中央研修は，更生保護の意義を確かめ，今後の更生保護女性会
活動の一層の充実発展を期すため，全国の地区更生保護女性会長等100名を参集し
て，平成30年10月23日から同月25日まで，東京都・アルカディア市ヶ谷私学会館に
おいて実施された。
　「地域を編む」をテーマに地域活動に必要な知識や技術の習得を目指すための研
修を実施すると共に，全国の地域活動の実情について，ワークショップを通じて意
見交換を行った。
５　第59回ＢＢＳ会員中央研修会

　ＢＢＳ会員中央研修会は，地区ＢＢＳ会において組織の中心となってその活動を
積極的に推進しているＢＢＳ会員に対し，今後も組織の一層の発展と活動の活性化
を図る役割を担うことができるよう，必要な知識及び技能を修得させることを目的
として，平成30年９月29日から同月30日まで，東京都・国立オリンピック記念青少
年センターにおいて開催された。全国から50名のＢＢＳ会員が参加し，「今，子ども・
若者の現状と課題をどう見るか」をテーマに講演が行われ，「非行少年等の再非行
を防止するために，ＢＢＳが取り組めること」等をテーマにグループ協議等が行わ
れた。
６　更生保護女性会・ＢＢＳ会新会員研修

　平成23年度から導入された，「更生保護女性会・ＢＢＳ会新会員研修」は，地区
更生保護女性会又は地区ＢＢＳ会に新たに入会した会員を対象として，更生保護の
概要や保護観察対象者等との接し方等に関する基礎的知識及び技能を付与するとと
もに，保護観察所との連携を一層促進することで地区会活動の充実発展を図ること
を目的とした研修であるが，平成30年度も引き続き各保護観察所において実施され
た。



－174－

７�　“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域のチカ
ラ～
　“社会を明るくする運動”は，すべての国民が，犯罪や非行の防止と罪を犯した
人たちの更生について理解を深め，それぞれの立場において力を合わせ，犯罪や非
行のない地域社会を築くための全国的な運動であり，法務省が主唱して，毎年７月
を強調月間として実施されている。
　平成30年で68回を迎えた本運動は，第60回から運動の趣旨を分かりやすくするた
め名称を「“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し，立ち直りを支える地域
のチカラ～」と改称し，第68回の行動目標は①犯罪や非行のない安全・安心な地域
社会を築くための取組を進めよう，②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよ
う，と定め，重点事項は，①出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増
やすこと，②帰るべき場所がないまま，刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと，
③薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境を作ること，④犯罪
をした高齢者・障害者等が，社会復帰に必要な支援を受けられる環境を作ること，
⑤非行少年等が学びを継続できる環境を作ること，と設定し，関係機関・団体によ
る推進委員会を設置して，地域住民の参加を得て各種の行事が実施された。
　その実施状況は次のとおりである。
⑴　推進委員会の設置状況

　中央に124の関係機関・団体で構成された中央推進委員会が設置されたほか，
各都道府県単位（北海道にあっては，道及び道内各保護観察所単位）に51の都道
府県推進委員会が，また，市区町村等を単位に全国で1,539の地区推進委員会が
設置された｡

⑵　行事の実施状況
　（中央推進委員会関係） 

行　　事　　名 内　　　　　　　　　　容

全国矯正展 ６月１日，６月２日に実施

更生保護の日「立ち直
りフェスティバル」

７月２日，東京・千代田区有楽町駅前広場において，本運
動フラッグアーティストの谷村新司氏によるトークショー
を始めとする広報・啓発活動を実施した。

作文コンテスト 全国の小中学生337,354人が参加

保護観察官による更生
保護出張講座

全国の福祉関係者等を主な対象として保護観察官による更
生保護に関する講座を開催した。
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　（地方推進委員会関係）

行　　事　　名
都道府県推進委員会 地区推進委員会 合　　計

回数 参加人員 回数 参加人員 回数 参加人員

推 進 委 員 会 議 56 4,862 3,380 66,794 3,436 71,656

街 頭 広 報 活 動 322 115,033 7,951 747,391 8,273 862,424

ミニ集会，公開ケース研究会等 435 6,729 4,941 236,010 5,376 242,739

講 演 会 ， シ ン ポ ジ ウ ム 21 3,341 1,002 127,012 1,023 130,353

弁 論 大 会 7 1,878 201 37,942 208 39,820

ポスター・標語等の作品募集 17 37,738 3,352 197,984 3,369 235,722

ス ポ ー ツ 大 会 7 9,002 528 105,351 535 114,353

ワークショップ，親子触合い行事 72 4,492 642 238,063 714 242,555

相 談 所 開 設 33 100 1,595 12,779 1,628 12,879

矯 正 施 設 製 品 展 示 会 23 31,268 94 70,225 117 101,493

１ 日 保 護 観 察 所 長 11 1,159 19 1,660 30 2,819

関係機関・団体協議会，大会 100 2,989 3,191 156,177 3,291 159,166

募 金 ・ 物 品 等 の 寄 贈 45 1,184 1,362 60,191 1,407 61,375

矯正施設・更生保護施設訪問 40 191 1,105 16,722 1,145 16,913

更 生 保 護 関 係 者 集 会 69 1,012 1,498 34,126 1,567 35,138

生徒指導担当教諭等との座談会 63 2,178 2,906 28,876 2,969 31,054

街頭補導活動，防犯パトロール等 245 1,539 16,539 207,524 16,784 209,063

非行防止教室，薬物乱用防止教室 320 16,303 1,385 121,212 1,705 137,515

清 掃 活 動 ， 落 書 き 消 し 37 843 526 44,497 563 45,340

有害図書，チラシの撤去 4 19 374 2,067 378 2,086

犯罪・非行予防に対する取材の要請 80 151 236 1,773 316 1,924

住民の意識調査等の調査研究 0 0 73 10,220 73 10,220

そ の 他 130 7,155 2,959 454,948 3,089 462,103

合　　　　　　計 2,137 249,166 55,859 2,979,544 57,996 3,228,710
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８　保護区数及び保護司定数
　平成30年末における保護観察所別の保護区数及び保護司定数は，次の表のとおり
である。

庁 名 保護
区数

保護司
定数

保護司
実数 充足率 庁 名 保護

区数
保護司
定数

保護司
実数 充足率

札 幌 31 1,435 1,249 87.04% 大 津 9 498 478 95.98%
函 館 8 541 463 85.58% 京 都 22 1,232 1,063 86.28%
旭 川 12 724 636 87.85% 大 阪 56 3,452 2,984 86.44%
釧 路 16 860 758 88.14% 神 戸 34 2,151 1,927 89.59%

計 67 3,560 3,106 87.25% 奈 良 14 578 533 92.21%
和 歌 山 10 654 613 93.73%

青 森 11 630 566 89.84% 計 145 8,565 7,598 88.71%
盛 岡 14 667 614 92.05%
仙 台 17 807 738 91.45% 鳥 取 8 390 369 94.62%
秋 田 12 715 655 91.61% 松 江 9 510 494 96.86%
山 形 11 666 641 96.25% 岡 山 18 1,042 953 91.46%
福 島 18 1,010 940 93.07% 広 島 23 1,338 1,226 91.63%

計 83 4,495 4,154 92.41% 山 口 13 850 805 94.71%
計 71 4,130 3,847 93.15%

水 戸 19 969 937 96.70%
宇 都 宮 13 927 830 89.54% 徳 島 9 506 472 93.28%
前 橋 13 896 807 90.07% 高 松 9 590 557 94.41%
さいたま 25 1,644 1,504 91.48% 松 山 12 804 751 93.41%
千 葉 26 1,418 1,256 88.58% 高 知 15 600 537 89.50%
東 京 33 4,375 3,455 78.97% 計 45 2,500 2,317 92.68%
横 浜 45 2,001 1,730 86.46%
新 潟 21 1,055 952 90.24% 福 岡 30 2,157 1,895 87.85%
甲 府 13 490 479 97.76% 佐 賀 8 550 527 95.82%
長 野 19 1,015 961 94.68% 長 崎 11 890 814 91.46%
静 岡 28 1,495 1,343 89.83% 熊 本 16 1,043 980 93.96%

計 255 16,285 14,254 87.53% 大 分 12 660 619 93.79%
宮 崎 12 605 536 88.60%

富 山 11 605 555 91.74% 鹿 児 島 15 910 862 94.73%
金 沢 8 552 508 92.03% 那 覇 8 615 574 93.33%
福 井 10 435 418 96.09% 計 112 7,430 6,807 91.62%
岐 阜 21 790 767 97.09%
名 古 屋 42 2,389 2,222 93.01% 合　計 886 52,500 47,245 89.99%

津 16 764 692 90.58%
計 108 5,535 5,162 93.26%
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９　更生保護事業を営む者
⑴　平成30年末における更生保護事業を営む者の数及び組織の状況は次の表のとお

りである。

区　　　　分
組 織 態 様 別 団 体 数 更生保護 

施 設 数更生保護法人 非更生保護法人 計
継 続 保 護 事 業 を 営 む 4 1 5 5

連 絡 助 成 事 業 を 営 む 16 1 17 …

一 時 保 護 事 業 を 営 む 1 - 1 …

継続保護事業及び一時
保 護 事 業 を 営 む 93 2  95 97

連絡助成事業及び一時
保 護 事 業 を 営 む 49 - 49 …

す べ て を 営 む 1 - 1 1

（合　　　計） 164 4� 168� 103

⑵　天皇誕生日に際して，更生保護法人８団体（更生保護法人あすなろ，更生保護
法人静修会，更生保護法人両全会，更生保護法人三重県保護会，更生保護法人姫
路薬師寮，更生保護法人しらふじ，更生保護法人福正会，更生保護法人熊本自営
会）が，事業奨励のための御下賜金を拝受した。

⑶　平成30年末における更生保護施設の状況は，次の表のとおりである。
　　地方別分布状況

区　　分 全国 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国 四国 九州

更生保護施設数 103 8 6 35 12 13 8 4 17

収 容 定 員 2,385 191 121 860 251 385 167 76 334

⑷　平成30年度の収容保護状況は，次の表のとおりである。

区　 分 全　国

総数　実人員 7,906�

　　　延人員 606,631�
※実人員は，種別異動を除外している。
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⑸　平成30年度更生保護事業関係予算は，次の表のとおりである。

区　分

更　　生　　保　　護　　委　　託　　費
入　　所　　委　　託

総　額

更 生 保 護 施 設
その他施設等

緊急的住居確保分
補　導
委託費 

（一般分）

補　導
委託費 

（加算分）

食事付 
宿泊費 宿泊費 委　託

事務費
支援計画
書作成費 宿泊費 食　事

給与費
自立準備 
支 援 費

単　価
（円） - 145.8 126.36 2,000.39 690.2 5,772.26 8,500 1,500 1,213 2,000 

金　額
（千円） 5,279,450 87,925 13,994 1,053,845 52,620 3,481,027 25,883 159,750 92,582 213,000 

区　分

更　　生　　保　　護　　委　　託　　費

更生保護 
事 業 費 
補 助 金

入　　所　　委　　託
通　所　委　託その他施設等

薬物依存対策分

宿泊費 食事費 
給与費

自立準備 
支 援 費

補導援護費
（薬物依存

回復訓練分）

補導援護費
（職業訓練

委託分）

補導援護費
（薬物依存
回復訓練分）

通所等
処遇費

（薬物依存回
復プログラム）

通所等
処遇費

（生活相
談支援）

単　価
（円） 1,500 1,213 2,000 1,273 3,064 1,273 1,273 145.8 -

金　額
（千円） 20,364 16,467 27,152 15,319 4,780 4,230 8,010 2,502 394,387 

⑹　更生保護施設経営研究会の開催
　平成30年２月１日から同月２日まで，アルカディア市ヶ谷において，標記研究
会が開催された。本研究会は，継続保護事業を営む更生保護法人等の役員等の参
集を求め，経営者の立場から，更生保護施設の経営面における諸課題について研
究協議を行い，もって継続保護事業の発展を図ることを目的としており，全国
103の施設から177人の理事長等が参加した。

⑺　新任更生保護施設補導職員研修の開催
　平成30年２月27日から同月28日まで，法務省浦安総合センターにおいて，標記
研修が実施された。本件修は，比較的経験年数の少ない更生保護施設の補導職員
等を対象に，職務遂行に必要な処遇に関する基礎的知識を修得させることを目的
としており，全国61の施設から66人の補導職員等が参加した。

⑻　薬物重点処遇事例研究協議会の開催
　平成30年９月12日，法務省において，標記協議会が実施された。本協議会は，
薬物処遇重点実施更生保護施設に配置された薬物専門職員等が事例を通じて各施
設の重点処遇の状況や課題を共有し，意見交換を行うことで処遇能力の向上を図
り，もって重点処遇の効果的な実施と対象者の受入れの促進を図ることを目的と
しており，全国25の施設から29人の薬物専門職員等が参加した。

⑼　更生保護施設管理研修の開催
　平成30年10月29日から同月30日まで，法務省赤れんが棟において，標記研修が
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実施された。本研修は，比較的経験年数の少ない更生保護施設の施設長について，
施設の責任者として，業務の管理，処遇の企画，職員の統括及び地域社会との調
整に必要な知識等の向上を図ることを目的としており，全国17の施設から17人の
施設長が参加した。

⑽　これからの更生保護事業に関する有識者検討会の開催
　平成30年５月10日，同月30日，同年６月25日，同年８月28日，同年10月15日及
び同年11月16日の日程で，法務省会議室において，計６回にわたり標記検討会が
実施された。本検討会は，更生保護事業に係る学識経験者等の参集を求め，多角
的な観点からの協議を実施し，もって今後の更生保護事業をより一層発展させる
ための制度や施策の方向性について検討を行うことを目的としており，10人の学
識経験者等が構成員として設定されている。

⑾　更生保護事業の在り方に関する意見交換会の開催
　平成30年４月24日，同年５月18日，同年６月12日，同年９月10日，同月26日及
び同年11月１日の日程で，更生保護会館会議室等において，計６回にわたり標記
意見交換会が実施された。本意見交換会は，全国の更生保護事業者，保護局及び
更生保護官署という更生保護事業の実務に関わる三者が，刑務所出所者等の改善
更生や更生保護事業の充実発展の観点から意見交換を実施し，もってより実効性
のある制度の方向性について検討を行うことを目的としており，15人の施設長等
が構成員として設定されている。

10　刑務所出所者等に対する就労支援施策
　平成18年度から，矯正局及び厚生労働省（労働局，公共職業安定所）と連携して，
刑務所出所者等の就職促進を図るため，刑務所出所者等総合的就労支援対策を実施
している。

観察課 　法務省組織令第40条，第43条　法務省組織規則第15条

１　仮釈放・仮退院
⑴　生活環境の調整

　平成30年中に全国の保護観察所が新たに開始した収容中の者に対する生活環境
調整の人員は38,510人で，前年の41,172人と比較して2,662人（6.9％）減少して
いる。これを，本人が収容されている矯正施設の種別に区分して対比すると，次
の表のとおりである。
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収容中の生活環境調整の開始人員

年　　次 総　　数
刑　務　所
少年刑務所
拘　置　所

少　年　院 婦人補導院

平成25年 55,214  50,470 4,744 －
　26 53,170 48,831 4,338 1
　27 48,852 44,829 4,023  －
　28 42,834 38,983 3,851 －
　29 　41,172 　37,878 3,292 2
　30 38,510 35,380 3,130 0

⑵　仮釈放
　平成30年中に地方更生保護委員会が新たに仮釈放審理を開始した人員は，
13,053人で，前年の14,289人と比較して，1,236人（8.7％）減少している。次に，
同年中に地方更生保護委員会が仮釈放を許す旨の決定をした人員は12,273人で，
前年の13,006人と比較して733人（5.6％）減少している。
　仮釈放率と仮釈放期間の推移については，次の表のとおりである。

区　　　分 25 26 27 28 29 30

仮 釈 放 率（％）   55.1 56.4 57.6 57.7 58.0 58.5

仮釈放期間（月） 4.3 4.3 4.0 4.1 4.1 4.2
（注）１　 ｢仮釈放率」とは，仮釈放者と満期釈放者の総数に占める仮釈放者数の割合である。
　　　２　 ｢仮釈放期間」とは，全仮釈放者の仮釈放期間の総和を仮釈放者数で除した月数である。
　　　３　無期刑仮釈放者を除く。

⑶　少年院からの仮退院
　平成30年中に地方更生保護委員会が新たに仮退院審理を開始した人員は2,145
人で，前年の2,419人と比較して274人（11.3％）減少している。次に，同年中
に地方更生保護委員会が仮退院を許す旨の決定をした人員は2,177人で，前年の
2,422人と比較し245人（10.1％）減少している。
　なお，短期の矯正教育課程を実施する少年院の在院者については，できるだけ
早期に仮退院させ保護観察に移行することが本人の処遇上効果的であることから，
地方更生保護委員会における仮退院審理の迅速，効率化を図っている。また，仮
退院後の保護観察についても，短期間に集中的な処遇を実施することにより，成
績良好な者の保護観察を早期に終了させる「退院」の措置を積極的に採るように
努めている。

⑷　関係施策
ア　更生保護法第36条第１項の規定による調査

　更生保護法第36条第１項（法第42条及び売春防止法第25条第４項において準
用する場合を含む。）の規定による調査（以下「第36条調査」という。）とは，
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地方更生保護委員会が仮釈放等の審理を開始するか否かを判断するための調査
で，委員又は地方更生保護委員会事務局所属の保護観察官は，本人と面接した
り，関係記録・資料等の閲覧，収集，整備，保護観察所と矯正施設の間の連絡，
情報交換を緊密に行うことにより，矯正施設被収容者の社会復帰の障害となる
ような様々な問題の早期かつ的確な把握に努めている。
　また，刑事施設における行状等に特段の問題はないと認められるものの,釈
放後の帰住予定地が確保されていない受刑者ついては,刑事施設と協議の上,積
極的に36条調査の対象としている。
　なお，札幌，宮城，府中，横浜，名古屋，京都，大阪，神戸，広島，福岡の
各刑務所には，地方更生保護委員会事務局所属の観察官が駐在し，36条調査等
の実施に当たっている。

イ　更生保護法第82条第３項の規定による調査
　刑の一部の執行猶予制度を定めた，刑法等の一部を改正する法律の施行によ
り，更生保護法の一部が改正され，更生保護法第82条第３項の規定による調査

（以下「82条調査」という。）が新設された。地方更生保護委員会は，生活環境
の調整が有効かつ適切に行われるよう，保護観察所の長に対し必要な指導及び
助言を行うほか，生活環境の調整が複数の保護観察所において行われる場合に
おける当該保護観察所相互間の連絡調整を行い，これらの措置をとるに当たっ
て，必要があると認めるときは，収容中の者との面接，関係人に対する質問そ
の他の方法により，調査を行うことができるようになった。特に，薬物事犯受
刑者については，薬物への依存度や関連する精神障害等の特有の問題性に焦点
を当てた82条調査を行い，問題性に応じた出所後の生活環境の調整の充実を図
るとともに，出所後の保護観察処遇を始め薬物依存からの回復のための地域支
援の充実強化を図っている。

ウ　長期刑受刑者の仮釈放審理の充実
　長期刑（無期刑及び執行すべき刑期が10年以上の有期刑）受刑者は，拘禁期
間が長く，社会復帰に困難を伴う者が多いため，仮釈放の審理，決定において
は特に慎重な配慮を要することから，仮釈放審理のための調査をできるだけ早
期に開始し，複数回の委員面接を実施したり，医師等の専門家の面接を実施す
るほか，検察官の意見を聞くなどして，その審理，決定の適正，充実を図って
いる。また，これらの者を仮釈放したときは，その円滑な社会復帰に資するこ
とを目的として長期刑仮釈放者に対する中間処遇（183～184ぺージ参照）を実
施している。

２　保護観察
⑴　概況

　平成30年中に保護観察に付された者の総数は，30,845人で，その種別の構成比
は，保護観察処分少年（１号観察）42.0％，少年院仮退院者（２号観察）7.0％，



－182－

仮釈放者（３号観察）39.9％，保護観察付執行猶予者（４号観察）11.2％であり，
婦人補導院仮退院者（５号観察）はなかった。保護観察開始人員の総数の推移は
次の表のとおりである。

保護観察種別開始人員歴年比較（平成21年～平成30年）
（単位：人）

年 次
保護観察処分少年 少 年 院

仮退院者
仮釈放者 保護観察付執行猶予者

合計
（うち交通短期） 全部実刑 一部猶予 一部猶予 全部猶予

平成21年 26,094 （9,908） 3,869 14,854 … … 3,671 48,488
　22 25,525 （9,485） 3,883 14,472 … … 3,682 47,562
　23 23,580 （8,276） 3,601 14,620 … … 3,398 45,199
　24 22,557 （7,809） 3,421 14,700 … … 3,376 44,056
　25 20,811 （7,327） 3,428 14,623 … … 3,255 42,117
　26 19,599 （6,701） 3,122 13,925 … … 3,348 39,995
　27 18,202 （6,334） 2,871 13,570 … … 3,460 38,103
　28 16,304 （5,981） 2,743 13,260 … … 3,034 35,341
　29 14,465 （5,206） 2,469 12,477 283 248 2,595 32,538
　30 12,945 （4,434） 2,146 11,307 992 974 2,481 30,845

（注）　婦人補導院仮退院者（５号観察者）は，平成24年は２人，26年及び29年はそれぞれ１人であった。

　保護観察開始人員を事件の内容別に見ると，無職等対象者，覚せい剤事犯対象
者等，問題性が大きいと認められる事案の係属事件数に占める割合は依然として
高く（後述「３⑵イ　類型別処遇」参照），今後とも保護観察及び生活環境の調
整の充実，強化を図る必要がある。

⑵　保護観察の充実強化に関する措置
ア　段階別処遇

　更生保護法の施行に際し，従来の分類処遇を発展的に解消し，段階別処遇が
導入された。これは，保護観察対象者について，犯罪又は非行に結び付くおそ
れのある行動をする可能性及びその改善更生に係る状態の変化を的確に把握し，
これに基づいて，保護観察対象者を処遇の難易により区分したＳ，Ａ，Ｂ及び
Ｃの各段階に編入するとともに，各段階に求められる処遇の強度に応じて，保
護観察官と保護司の協働態勢の下における両者の適正かつ効率的な処遇活動を
行うほか，各段階における処遇の実施状況に即して，段階の変更，不良措置，
良好措置等の措置を的確にとることとしている。

イ　類型別処遇
　平成30年末現在の類型別処遇における類型認定状況は，交通短期保護観察及
び10月以内の短期保護観察を除く全係属保護観察対象者中，無職等対象者が
19.3％，覚せい剤事犯対象者が14.4％（平成29年末はそれぞれ18.8％，11.2％）
などとなっており，問題性が大きいと認められる事案は，前年に引き続き高い
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割合を示している。
　平成30年においては，類型別処遇の充実を図るために，地方更生保護委員会・
保護観察所において，処遇協議会・研修会等の開催，各種集団処遇，特定類型
該当者の保護者会・引受人会等，多様な活動が実施された。

ウ　短期保護観察
　短期保護観察は，非行性の進度がそれほど深くない少年に対して，重点的に
指導すべき領域を定め，これに対応する課題を設定して履行させることにより，
短期間でその社会適応の促進を図ろうとするものであり，概ね６～７月で解除
することを目指している。平成30年の保護観察開始人員は1,582人となってい
る。

エ　交通短期保護観察
　交通短期保護観察の開始人員は，ここ数年減少傾向にあり，平成30年も前年
に比べて約772人減少し4,434人であったが，保護観察事件全体の中で依然とし
て大きな比重を占めている。同年においては，集団講習を保護観察対象者の運
転免許保有の有無，違反態様等によりグループに分けて実施したり，視聴覚教
材を活用するなどして，処遇内容の充実を図った。

オ　社会貢献活動
　平成25年６月に公布された「刑法等の一部を改正する法律（平成25年法律第
49号）」において，保護観察の特別遵守事項の類型の一つとして社会貢献活動
に関する規定が加えられ，平成27年６月に施行された。保護観察所では，平成
23年度に開始した保護観察対象者の同意に基づく先行実施を通じて得た知見な
どを活用し，一層多様で効果的な活動の実施に努め，平成30年度は延べ2,488
人が活動に参加した。

カ　保護観察官等の育成について
　平成26年３月「更生保護官署職員育成要綱」が「保護観察官等育成要綱」に
改められ，同年４月から実施されている。本要綱は，更生保護の担い手である
更生保護官署職員一人一人の実力向上を図るため，保護観察官については，職
場における実務訓練（ＯＪＴ）を重点的に実施するとともに，研修等を通じて，
保護観察処遇をより効果的に行うために必要な知識，技術等を身に付けさせる
ものとしている。特に，新任保護観察官に対しては，新規補職から専修科研修
を修了する年度末までを育成期間と位置付け，指導的立場の保護観察官（主任
保護観察官）の下でＯＪＴを行わせることにより，保護観察官に必要とされる
多様な実務経験を積ませている。

キ　長期刑仮釈放者に対する中間処遇
　中間処遇制度とは，長期刑（無期刑及び執行すべき刑期が10年以上の有期刑）
受刑者はその犯した犯罪が重大であるほか，社会から長期間隔離されるなど社
会復帰上種々困難な多くの問題を有し，仮釈放後の保護観察の実施についても
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特別な配慮が必要であることから，仮釈放当初の１か月程度更生保護施設に居
住させ，生活訓練を中心とした特別な処遇を集中的，計画的に実施することな
どにより，円滑な社会復帰を図ることを目的とするものである。平成30年12月
31日現在，中間処遇を実施する施設として指定されている更生保護施設は，72
施設に及んでいる。
　なお，中間処遇の実施状況は，次の表のとおりである。

中 間 処 遇 実 施 状 況

年　次
開　始　人　員 終　了　人　員 年末現在実施中の人員

無期刑 有期刑 計 無期刑 有期刑 計 無期刑 有期刑 計
平成25年 8 131 139 8 137 145 - 8 8

　26 6 102 108 　6 99 105 - 12 12
　27 8 　93 101 8 100 108 - 5 5
　28 6 88 94 7 86 93 - 7 7
　29 8 80 88 8 80 88 - 6 6
　30 5 63 68 5 65 70 0 6 6

ク　定期駐在と更生保護施設駐在
　保護観察官が，担当する保護区の市区町村役場，公民館等に定期的に出向き，
そこに終日駐在して保護観察対象者との面接，保護観察対象者宅への訪問，保
護司との処遇協議，関係機関との連絡，非行や問題行動等に関する地域住民か
らの相談への対応等の業務を行う定期駐在は，保護観察官の地域活動として極
めて重要な機能を果たしている。
　また，更生保護施設においても，保護観察官が定期的に夜間駐在，宿泊駐在
をするなどして，被保護者に対する夜間の集会指導，個別の相談助言に当たった。

ケ　関係機関との連携
　各地で家庭裁判所と少年保護関係機関（少年鑑別所，少年院，児童相談所，
児童自立支援施設等），教育関係機関（教育委員会，高等学校，中学校，小学校等）
又は警察関係機関との連絡協議会が開催され，保護観察所の職員が出席した。
　また，薬物依存のある保護観察対象者等に対して，必要な支援を円滑に実施
することができるよう，薬物依存からの回復に関係する機関・団体（精神保健
福祉センター，保健所，医療機関，地方公共団体主管課，ダルク等の自助グル
ープ等）との連絡協議会を各地で開催している。

３　審査請求事件の処理
　平成30年中に新たに受理した不服申立ての件数は12件あり，うち保護観察所の行
った処分等に対する審査請求は４件あった。
　なお，審査請求の受理・処理状況は，次の表のとおりである。
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審査請求の受理・処理状況
（平成30年）

請求の内容
受　　理 処　　　　　　理 翌年へ

繰　越前年繰越 本年新受 請求認容 請求棄却 請求却下 請求取下
仮釈放取消決定処分
に対する不服

－ 7 － 5 2 － －

そ　　の　　他 － 4 － 3 － － 1
特別遵守事項の設定 1 1 － 2 － － －
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Ⅵ　人権擁護局　法務省設置法第３条，第４条　法務省組織令第２条，第８条，第13条，
第44条～第47条　法務省組織規則第16条

〈重要施策の概要〉
１　人権啓発活動の推進

　法務省の人権擁護機関は，「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に基づき，
従来から人権啓発活動を実施しているところである。しかしながら，情報化，国際
化及び少子高齢化といった社会の急激な変化の中で，依然として様々な人権課題が
生起している状況にある。
　「人権の世紀」と言われる21世紀にふさわしい人権尊重社会の実現を目指して，
国民一人一人が主体的に豊かな人権意識を育て，年齢・性別・国籍等の枠組みを越
えた他人との共生・共感の大切さを心から実感できるような啓発活動を推進するこ
とは，法務省の人権擁護機関に課せられた重要な責務である。
　平成30年は世界人権宣言が採択されてから70年の記念の年に当たることから，平
成30年度啓発活動重点目標を，「≪世界人権宣言70周年≫みんなで築こう 人権の
世紀  ～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう　違いを認め合う心～」と定め，
21世紀が「人権の世紀」であることを改めて思い起こし，一人一人が人権を尊重す
ることの重要性を正しく認識し，これを前提として他人の人権にも十分配慮した行
動をとることができるよう，相手の気持ちを考えることの大切さを一人一人の心に
訴えるとともに，東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催される2020年
に向けて，違いを認め合う心を育み，これを未来へつなげていくための啓発活動を
展開した。
　また，人権啓発活動をあまねく全国で実施するため，法務局・地方法務局，地方
公共団体，人権擁護委員組織体等から構成される「人権啓発活動ネットワーク協議
会」を活用している。さらに，啓発すべき人権課題，対象となる年齢層，人権への
関心の度合い等に応じた，より啓発効果の高い活動を実施するため，サッカーのＪ
リーグ等のスポーツ組織や企業等の民間組織との連携や広報媒体及び啓発教材の多
様化にも取り組んでいるところである。
２　人権救済活動の充実

　人権侵害を受けている被害者の救済は，法務省の人権擁護機関に課せられた重要
な責務である。法務省の人権擁護機関は，被害者の実効的な救済を図ることを目指
し，人権相談においては，救済すべき事案を見逃すことのないように留意している。
また，人権侵犯事件として立件したものについては，迅速かつ適正な調査を遂げた
上，問題の解決に向けた実効的な措置を執り，アフターケアにも努めている。
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総務課 　法務省組織令第44条，第45条　法務省組織規則第16条

１　人権擁護委員及びその組織
　法務大臣から委嘱された人権擁護委員は，それぞれ自己の居住する市町村（特別
区を含む。）の区域において，人権思想の普及に努め，国民の基本的人権が侵害さ
れることがないように配意し，もしこれが侵害された場合には，その救済のため，
法務局・地方法務局とともに速やかに適切な処置を行うことを重要な使命としてい
る。
　人権擁護委員は，全国を314（平成31年１月１日現在）に区分して設けられてい
る人権擁護委員協議会及び全国で50の都道府県人権擁護委員連合会（北海道におい
ては札幌，函館，旭川及び釧路の４連合会）に所属し，都道府県人権擁護委員連合
会をもって組織されている全国人権擁護委員連合会は，委員組織体相互間の連絡調
整，資料及び情報の収集あるいは研究発表，その他関係機関に対する要望等を行っ
ている。
　人権擁護委員数の推移は次の表のとおりである。

人　権　擁　護　委　員　数

年　　次
（年月日）

人 権 擁 護 委 員 数
（人） うち女性委員数（人） 比率（％）

平成27.1.1 13,843 6,302 45.5
　　28.1.1 13,878 6,402 46.1
　　29.1.1 13,938 6,429 46.1
　　30.1.1 13,957 6,475 46.4
　　31.1.1 13,965 6,520 46.7

　また，複雑・多様化する人権問題に適時適切に対応し，人権擁護委員活動の一層
の活性化を図るには，人権擁護委員組織体の体制を充実・強化し，人権擁護委員組
織体自らが自主的かつ積極的な人権啓発活動等を推進していく体制を整備する必要
がある。
　そこで，人権擁護委員が法務局・地方法務局に常駐して，人権擁護委員及び人権
擁護委員組織体の活動全般に係る企画・立案，組織体の運営，法務局・地方法務局
はもとより地方公共団体や学校等関係機関との連携・連絡調整等の業務を行うこと
とするなど，人権擁護委員組織体の体制の充実・強化を図っている。
２　人権擁護委員の活動状況

⑴　人権相談等
　平成30年中に人権擁護委員が取り扱った人権相談件数は115,196件である。こ
れは人権擁護機関が同年中に取り扱った人権相談総件数216,239件の53.3％に当
たる。なお，人権相談に対する取組を強化し，人権擁護委員活動の一層の強化を
図るため，人権擁護委員が法務局・地方法務局に常駐して行うなど，相談体制の
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充実・強化を図っているほか，法務局・地方法務局と共同して人権侵犯事件を取
り扱っており，国民の基本的人権の擁護に多大の貢献をしている。

⑵　社会福祉施設等における特設相談所の開設
　高齢者施設，障害者施設等の社会福祉施設や精神科病院等の施設に出向いて特
設人権相談所を開設した。

⑶　「全国一斉『人権擁護委員の日』特設人権相談所」の開設
　全国人権擁護委員連合会では，「人権擁護委員の日」である６月１日を中心と
して，全国の各市区町村において特設相談所を開設し，地域住民からの相談に応
じた。

⑷　東日本大震災の被災地の仮設住宅等における被災者支援活動
　東日本大震災の被災地の仮設住宅等における戸別訪問や相談会等の活動を実施
した。

⑸　全国一斉「子どもの人権110番」強化週間の実施
　全国人権擁護委員連合会は法務省と共催で，平成30年８月29日（水）から同年
９月４日（火）までの７日間を全国一斉「子どもの人権110番」強化週間として，
子どもをめぐる様々な人権問題に関する電話相談に応じた。

⑹　全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間の実施
　全国人権擁護委員連合会は法務省と共催で，｢女性に対する暴力をなくす運動」
期間中（毎年11月12日～同月25日）の平成30年11月12日（月）から同月18日（日）
までの７日間を全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間として，様々な人
権問題に悩む女性からの相談に応じた。

⑺　「子どもの人権ＳＯＳミニレター」の取組
　全国人権擁護委員連合会は法務省と共催で，身近な人にも相談できずにいる子
どもたちの「いじめ」等に関する悩みごとを把握し，子どもの人権問題の解決に
当たることを目的として，悩みごとを書いて投函できる「子どもの人権ＳＯＳミ
ニレター」（便箋兼封筒）を全国の小中学生へ配布し，寄せられたレターに対し
て返信した。

⑻　人権啓発活動
　人権擁護委員は，各地域において，住民一人一人の人権意識を高め，人権につ
いての理解を深めてもらうため，小・中学生等を対象に，人権教室や人権の花運
動を実施したほか，高校・大学におけるデートＤＶ講座や地元企業における人権
研修等各種啓発活動を実施した。平成30年度に開催された人権教室のうち，人権
擁護委員が関与したものは，全体の95.3パーセントに当たる22,849回であった。
　また，全国人権擁護委員連合会は，法務省と共催で「第38回全国中学生人権作
文コンテスト」を実施した。

⑼　第66回全国人権擁護委員連合会総会
　平成30年７月12日から13日にかけて，大阪市天王寺区において開催され，予算，
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事業（行事）計画等について熱心な討議が行われた。
　なお，同総会において，次の宣言が採択された。

・平成30年度・人権擁護活動重点目標「みんなで築こう人権の世紀～考えよう
相手の気持ち　未来へつなげよう違いを認め合う心～」（宣言）

３　人権擁護委員の表彰
　長年，人権擁護活動に従事し，功績のあった人権擁護委員に対する表彰として，
平成30年は，叙勲10人，藍綬褒章11人，法務大臣表彰200人の顕彰が行われた。
４　人権擁護委員に対する研修

　人権擁護委員組織体における指導者を養成するため，人権擁護委員活動及び人権
擁護委員組織体の運営において中心的役割を担う立場にある人権擁護委員72人に対
し，その職務の遂行に必要なマネジメント能力の向上を図るとともに，高度な人権
相談技法，人権啓発手法，人権侵犯事件の処理及び最新の人権課題に関する知識等
を修得させることを目的とした人権擁護委員指導者養成研修を実施した。
５　「人権擁護功労賞」表彰

　人権擁護活動に顕著な功績があった団体等に対する表彰として，法務大臣表彰状
が３団体，法務大臣表彰状（ユニバーサル社会賞）が２名，全国人権擁護委員連合
会会長表彰状が２団体に，また，法務大臣感謝状が２団体，全国人権擁護委員連合
会会長感謝状が４団体に，それぞれ授与された。

調査救済課 　法務省組織令第44条，第46条

１　人権侵犯事件の新規救済手続開始状況
　法務省の人権擁護機関では，人権侵犯事件調査処理規程に基づき，人権侵害を受
けた者からの申告等を端緒に人権侵害の被害の救済に努めている。
⑴　事件数

　平成30年中に新たに救済手続を開始した人権侵犯事件数は19,063件で，前年に
比し，470件減少した。この手続開始件数の開始内訳をみると，人権を侵害され
た者，あるいはその親族等の関係者から，人権侵犯の事実がある旨及びこれに対
し擁護救済を求める旨の口頭又は書面による申出を受けた「申告」が18,840件で，
新規手続開始総数の98.8％を占めている。

⑵　事件の傾向
　平成30年中に新たに救済手続を開始した人権侵犯事件のうち私人間の人権侵犯
事件は14,508件（76.1％）で，前年に比し，26件（0.2％）増加し，公務員等に
よる人権侵犯事件は4,555件（23.9％）で，前年に比し，496件（9.8％）減少した。
　次に，人権侵犯事件の内訳をみると，私人間の人権侵犯事件では，「住居・生
活の安全に関する侵犯」3,730件，「暴行虐待」2,749件，「強制・強要」2,281件，

「プライバシーに関する侵犯」2,257件，「労働権に対する侵犯」2,106件，「差別



－190－

待遇」615件などとなっている。
　公務員等の職務執行に伴う人権侵犯事件では，「学校におけるいじめ」2,955件，

「教育職員によるもの」1,106件，「警察官によるもの」159件，「刑務職員による
もの」40件，地方公務員等「その他の公務員によるもの」287件などとなっている。

⑶　人権侵犯事件新規救済手続開始件数比較
 （平成26年～30年）

年　次 私人間の
侵犯事件

公 務 員 等 に
よる侵犯事件 計

対前年増減比（％）（△は減）
私人間 公務員 全　体

平成26年 　15,753 5,965 21,718 　　1.2 △ 13.2 △ 3.2
　27 14,956 6,043 20,999 △ 5.1 1.3 △ 3.3
　28 14,064 5,379 19,443 △ 6.0 △ 11.0 △ 7.4
　29 14,482 5,051 19,533 3.0 △　6.1 0.5
　30 14,508 4,555 19,063 0.2 △　9.8 △ 2.4

(4)　私人間の人権侵犯事件新規救済手続開始件数比較
 （平成29・30年）

区　　　　　　分 平成29年 平成30年 対前年増減比（％）（△は減）
住居・生活の安全に関する侵犯 2,909 3,730 28.2
暴行虐待 3,219 2,749 △ 14.6
強制・強要 2,022 2,281 12.8
プライバシーに関する侵犯 2,705 2,257 △ 16.6
労働権に対する侵犯 2,064 2,106 2.0
差別待遇 785 615 △ 21.7
医療関係 184 168 △　8.7
社会福祉施設関係 128 135 5.5
人身の自由関係 114 97 △ 14.9
組織又は多衆の威力関係 30 58 93.3

（注）　本表は，私人間の侵犯事件のうち主要事件を掲載した。
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⑸　公務員等による人権侵犯事件新規救済手続開始件数比較
 （平成29・30年）

区　　　　　　分 平成29年 平成30年 対前年増減比（％）（△は減）
学校におけるいじめ 3,169 2,955 △　6.8
教育職員によるもの 1,284 1,106 △ 13.9
特別公務員によるもの
　警察官によるもの 191 159 △ 16.8
　その他の特別公務員によるもの 4 8 100.0
刑務職員によるもの 141 40 △ 71.6
その他の公務員によるもの 262 287 9.5

計 5,051 4,555 △　9.8
（注）１ 　 ｢学校におけるいじめ」とは，いじめに対する学校の不適切な対応等をいい，私立学校における

いじめを含む。
　　　２ 　 ｢教育職員によるもの」とは，教員による体罰・不適切な指導等をいい，私立学校の教育職員を含む。

２　人権侵犯事件の処理状況
　平成30年中に処理した人権侵犯事件数は，18,936件（私人間の人権侵犯事件
14,418件，公務員等による人権侵犯事件4,518件）で前年に比し，786件（4.0％）
減少した。
　主なものを，処理区分別にみると，「援助」が17,490件（92.4％）と最も多く，「要
請」が475件（2.5％），「説示」が66件（0.3％），｢啓発｣ が42件（0.2％），｢調整」
が15件（0.1％）及び ｢措置猶予｣ が８件（0.04％）である。
　このほか，「侵犯事実不明確」が771件（4.1％），｢侵犯事実不存在」が６件（0.03
％）となっている。
３　人権相談

⑴　人権相談件数　
　平成30年中に法務局及び地方法務局並びに人権擁護委員が取り扱った人権相談
は216.239件である。全国の法務局・地方法務局及びその支局では，常設人権相
談所が開設されており，面接又は電話により相談を受け付けている。電話による
相談についてはナビダイヤル化（平成23年４月から）され，全国共通の電話番号
となっている。
　また，法務局・地方法務局には，専用電話相談窓口として，子どもの人権問題
に係る「子どもの人権110番」及び女性の人権問題に係る「女性の人権ホットラ
イン」（ともに平成18年４月からナビダイヤル化，子どもの人権110番については
平成19年２月からフリーダイヤル化）がそれぞれ開設されており，平成30年中は

「子どもの人権110番」については21,351件，「女性の人権ホットライン」につい
ては19,151件の利用があった。全国の小中学生に配布された「子どもの人権ＳＯ
Ｓミニレター」（便箋兼封筒）については，平成30年中に12,736件の利用があった。
　さらに，インターネットが国民生活に普及している現状を踏まえて，人権問題
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に関する相談を24時間365日受け付ける「インターネット人権相談受付窓口」（Ｓ
ＯＳ-ｅメール）が開設されている。

⑵　人権相談を強化するための取組
　これらの取組の強化を目的として，以下のとおり各種強化週間を実施した。こ
れらの強化週間中は，平日の相談受付時間を午後７時まで延長し，また，平日に
は利用が困難な方も相談しやすいよう閉庁日にも開設（午前10時から午後５時ま
で）して，電話相談に応じた。
ア　全国一斉「子どもの人権110番」強化週間（８月29日（水）から９月４日（火）

までの７日間）
イ　全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間（11月12日（月）から同月18

日（日）までの７日間）
⑶　外国人のための人権相談所

　全国50の法務局・地方法務局において「外国人のための人権相談所」をそれぞ
れ開設し，英語・中国語・韓国語・フィリピノ語・ポルトガル語・ベトナム語の
６言語による人権相談に応じている。また，前記と同様の６言語に対応した専用
の電話相談窓口である「外国語人権相談ダイヤル」及び英語・中国語に対応した

「外国語インターネット人権相談受付窓口」を開設している。
４　人権相談等の広報

⑴　新聞，雑誌　
　　○８月27日～９月２日　政府広報・新聞突出広告
　　　全国一斉 ｢子どもの人権110番｣ 強化週間実施に関する広報
　　○11月　内閣府政府広報誌「共同参画」
　　　全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間実施に関する広報

⑵　その他
　　○５月21日～６月27日　インターネットバナー広告
　　　いじめ等の子どもの人権問題に係る相談窓口
　　○８月　政府広報オンライン「月間・週間（８月）」
　　○８月25日　政府広報・テレビ番組「霞が関からお知らせします」
　　　全国一斉 ｢子どもの人権110番｣ 強化週間実施に関する広報
　　○８月27日～９月２日　政府広報・インターネットテキスト広告
　　　全国一斉 ｢子どもの人権110番｣ 強化週間実施に関する広報
　　○８月24日～10月２日　インターネットバナー広告
　　　いじめ等の子どもの人権問題に係る相談窓口
　　○ ９月　政府広報「音声広報ＣＤ『明日への声』／点字・大活字広報誌『ふれあ

いらしんばん』ＶＯＬ．６３」
　　　全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間実施に関する広報
　　○11月１日～11月30日　フェイスブック動画広告



－193－

　　　専用相談電話「女性の人権ホットライン」周知に関する広報
　　○11月　政府広報オンライン「月間・週間（11月）」
　　○11月12日～18日　政府広報・モバイル携帯端末広告
　　　全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間実施に関する広報

⑶　ポスター等の作成・配布
　　○全国一斉「子どもの人権110番」強化週間ポスター　　　　 　　38,050枚
　　○全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間ポスター　　　　21,970枚
　　○人権相談窓口周知広報用ポスター　　　　　　　　　　　　　　26,700枚
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人権啓発課 　法務省組織令第44条，第47条

１　第70回人権週間
　国際連合は，昭和23年（1948年）12月10日の第３回総会で，「世界人権宣言」を
採択した。「世界人権宣言」は，世界における自由，正義及び平和の基礎である基
本的人権を確保するために，全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準と
なるべきものである。国際連合は，その２年後の昭和25年（1950年）12月４日の第
５回総会において，世界人権宣言の採択日である12月10日を「人権デー｣（Human 
Rights Day）と定め，全ての加盟国及び関係機関が，この日に世界人権宣言を採択
したことを祝賀する日として，人権擁護活動を推進するための諸行事を行うよう要
請する決議を採択した。
　我が国では，「世界人権宣言」が採択された翌年の昭和24年（1949年）以来，毎
年12月４日から同月10日までを「人権週間」と定め，関係諸機関及び諸団体の協力
の下に，広く国民に人権尊重思想の高揚を呼び掛ける大規模な啓発活動を展開して
いる。
　平成30年度の第70回人権週間においては，関係機関と連携・協力して，全国各地
において，講演会，座談会等の開催，スポーツ選手及び児童生徒の協力による「一
日人権擁護委員」の啓発活動，デパートや公民館等における人権相談所の開設等を
行ったほか，新聞及びインターネット等のマスメディアを活用した集中的な啓発活
動を行った。
２　北朝鮮人権侵害問題啓発週間

　平成18年６月23日に施行された「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題
への対処に関する法律」において，拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題
に関する啓発を図ることが政府及び地方公共団体の責務として定められた。同法は
12月10日から同月16日までの１週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めてお
り，平成30年度は，拉致問題対策本部と法務省の共催で政府主催国際シンポジウ
ム「拉致問題を含む北朝鮮人権状況改善に向けた北朝鮮の具体的な行動を引き出す
ための国際連携のあり方」（平成30年12月15日）を開催したほか，啓発週間ポスタ
ー及びチラシを作成の上，省内各組織，各府省庁，地方公共団体等に配布し，全国
の法務局・地方法務局において掲出・配布したほか，啓発週間ポスターの交通広告，
インターネット広告等を実施した。
３　人権に関する国家公務員等研修会及び人権啓発指導者養成研修会

　人権教育・啓発基本計画の趣旨に沿い，人権問題に関して，国家公務員等の理解
と認識を深めることを目的として，中央省庁等の職員を対象とする人権に関する国
家公務員等研修会を開催している。
　平成30年には，平成29年度後期（平成30年１月17日）には393人，平成30年度前期（平
成30年９月19日）には473人の参加があった。
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　また，人権尊重の意識を高めていく上で，地方公共団体の果たす役割は非常に大
きいことから，都道府県及び市区町村の人権啓発行政に携わる職員を対象にして，
その指導者として必要な知識を習得させることを目的とした人権啓発指導者養成研
修会を開催している。
　平成30年には，９月12日から14日までの３日間（京都会場：参加者127人），同年
10月17日から19日までの３日間（東京会場：参加者96人）及び同年11月６日から８
日までの３日間（福岡会場：参加者78人）の計３回にわたり開催した。
　いずれも，公益財団法人人権教育啓発推進センターに対する中央委託事業として
実施している。
４　全国中学生人権作文コンテスト

　法務省及び全国人権擁護委員連合会は，昭和56年度から人権尊重思想の普及高揚
を図るための啓発活動の一環として，次代を担う中学生が人権問題についての作文
を書くことによって豊かな人権感覚を身に付けること及び入賞作品を国民に周知す
ることによって広く一般に人権尊重思想を根付かせることを目的とする「全国中学
生人権作文コンテスト」を実施しており，平成30年度で38回目を迎えている。
　上位入賞者の作品については，作文集として冊子に編集し，中学校，市区町村，
図書館等に配布するとともに，法務省ホームページに日本語版及び英語版を掲載し
て，人権啓発の資料として幅広く活用している。また，法務省において平成30年12
月27日に中央大会表彰式を，法務局・地方法務局において人権週間を中心として地
方大会表彰式を開催した。
　平成30年度は，7,342校から，日常の家庭生活，学校生活等の中で得た体験をも
とに，基本的人権を守ることの重要性についての考えをまとめた933,992編の応募
があった。これは，多くの中学生が，人権について理解を深め，豊かな人権感覚を
身に付けるよい機会となっている。
　全応募作品の内容別内訳は，いじめに関する作文が応募総数全体の26.2％

（244,927編）を占めており，中学生にとって依然として，いじめが極めて身近で重
大な人権問題として意識され，深刻な状況にあることがうかがえる。
５　人権教室

　人権教室は，子どもたちがいじめ等について考える機会を作ることによって，相
手への思いやりの心や生命の尊さを体得してもらうこと等を目的とし，全国の人権
擁護委員が中心となって，主に小・中学生等を対象とした啓発活動として実施して
いる。
　この活動では，人権の花運動（後記６参照）における学校訪問や総合的な学習の
時間等を利用して，アニメーション形式による人権啓発ビデオや紙芝居・絵本等，
工夫した教材を活用することにより，人権尊重思想について子どもたちに分かりや
すく理解してもらう内容となるように努めている。
　また，平成24年からスポーツ選手やコーチを講師にするなどして，ゲームや体験
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談から，信頼や絆，助け合いの精神に基づいたチームプレーやフェアプレー精神等，
子どもたちが学んだことを通して，相手への思いやりの心等の人権を尊重する気持
ちを体得してもらうことを目的とした人権スポーツ教室を実施している。
　この活動では，参加する選手やコーチ，保護者ら大人への啓発という副次的な効
果も期待することができるものである。
　さらに，平成28年度から携帯電話会社のスマホ・ケータイ安全教室と連携した人
権教室を，平成29年度からオリンピック・パラリンピック等経済界協議会等と連携
した体験型の人権教室を実施している。
　平成30年度は，全国で，23,977回，1,108,404人の過去最高となる参加者を対象
に広範囲に行われた。
６　人権の花運動

　人権の花運動は，花の種子，球根等を，児童が協力し合って育てることを通して，
協力，感謝することの大切さを生きた教育として学び，生命の尊さを実感する中で，
人権尊重思想を育み情操をより豊かなものにすることを目的とした活動であり，地
域人権啓発活動活性化事業として，地元の人権擁護委員が中心となって，主に小学
生を対象とした啓発活動として昭和57年度から実施しているものである。また，こ
の活動では，育てた花を父母や社会福祉施設に贈ったり，写生会，鑑賞会を開催し
たりするなどの一連の機会を捉えて広く人権尊重思想の普及高揚を図ることも趣旨
の一つとなっている。
　平成30年度は，全国の3,794校の学校等において439,470人を対象に行われた。
７　人権啓発資料法務大臣表彰

　人権尊重思想の普及高揚と基本的人権の擁護の促進を図り，地方公共団体におけ
る今後の啓発活動をより一層充実させることを目的に，地方公共団体が作成する人
権に関する啓発資料について特に優れた作品を選出し，法務大臣表彰を行っている。
　平成30年度に地方公共団体から提出された資料の数は，1,075点であった。
８　「世界人権宣言啓発書画」全国巡回展

　世界人権宣言啓発書画は，世界人権宣言採択35周年に当たる昭和58年の第35回人
権週間に，世界人権宣言に示された人類の英知に感動した日本の書道家小木太法氏
とブラジルの画家オタビオ・ロス氏が，世界人権宣言の全条文を書画により芸術的
に表現し，パネルにしたものである。
　平成30年度は，世界人権宣言採択70周年に当たることを契機として，広く国民に
対し，世界人権宣言の周知を図り，もって人権尊重思想の普及高揚を図るため，公
益財団法人人権擁護協力会と連携し，当該書画を活用した啓発活動を全国各地で実
施した。
９　啓発・広報活動

⑴　人権擁護局の啓発・広報活動
ア　テレビ，ラジオ
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○５月19日～20日　政府広報・ラジオ番組「60秒お知らせ」
　　　　　テーマ　「いじめ」させない　見逃さない
　　　○９月８日～９日　政府広報・ラジオ番組「秋元才加とJOYのWeekly Japan!!」
　　　　　テーマ　性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくそう

イ　新聞，雑誌
　　　○４月９日～15日　新聞突き出し広告
　　　　　「いじめ」させない　見逃さない
　　　○11月１日～12月11日　地方紙52紙
　　　　　全国中学生人権作文コンテストに関する記事及び啓発広告

ウ　インターネット
　　　○１月22日～28日　政府広報・インターネット広告
　　　　　テーマ　同和問題に関する偏見や差別をなくそう
　　　○４月16日～22日　政府広報・インターネット広告
　　　　　テーマ　「いじめ」させない　見逃さない
　　　○４月23日～４月29日　政府広報・インターネット広告
　　　　　テーマ　性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくそう
　　　○６月11日～17日　政府広報・インターネット広告
　　　　　テーマ　インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
　　　○７月２日～８日　政府広報・インターネット広告
　　　　　テーマ　性的指向及び性自認を理由とする偏見や差別をなくそう
　　　○８月20日～26日　政府広報・インターネット広告
　　　　　テーマ　インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
　　　○11月１日　政府広報オンライン「週間・月間（12月）」
　　　　　テーマ　人権週間，北朝鮮人権侵害問題啓発週間

エ　ポスター等の作成・配布
　　　○第70回人権週間ポスター 47,426枚
　　　○啓発活動重点目標・調査救済制度周知ポスター 23,750枚
　　　○北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター 54,118枚
　　　　（交通広告を含む。）
　　　○啓発冊子「人権の擁護」 200,000部
　　　○啓発冊子「人権の擁護」（英語版） 10,000部
　　　○冊子「みんなともだち　マンガで考える「人権」」 242,700部
　　　○第37回全国中学生人権作文コンテスト入賞作文集 112,400部

オ　その他
　　　○視覚障害者向け音声広報ＣＤ「「いじめ」させない　見逃さない」を発行

⑵　中央委託事業として実施した啓発活動
　　　委託先　　公益財団法人人権教育啓発推進センター



－200－

　　　委託内容
ア　人権シンポジウムの実施

○広島会場　１月27日（土）広島市（広島国際会議場・国際会議ホール「ヒマワリ」）
「外国人と人権～違いを認め合う共生社会を目指して～」

○青森会場　７月21日（土）青森市（青森公立大学・講堂）「ハンセン病に関
する『親と子のシンポジウム』」

○高知会場　11月10日（土）高知市（高知市文化プラザかるぽーと）「震災と
人権　人権に配慮した被災者支援・避難所運営の在り方－私たちにできるこ
と－」

○東京会場　12月１日（土）東京都千代田区（イイノホール）「世界人権宣言・
人権擁護委員制度70周年記念シンポジウム」

イ　人権啓発教材の制作
○ビデオ「企業と人権～職場からつくる人権尊重社会～」
○冊子「企業と人権～職場からつくる人権尊重社会～」
○冊子「世界人権宣言70周年」
○リーフレット「性的少数者に関する人権啓発リーフレット（一般向け及び子

ども向け）」
○パネル「考えよう　みんなの人権」
○人権教室プログラム「互いの違いを認め合おう～人権教室プログラム（外国

人の権利）」
ウ　新聞広報

○８月23日（木）　読売KODOMO新聞，朝日小学生新聞
　　　　８月24日（金）　毎日小学生新聞
　　　　９月14日（金）　読売中高生新聞
　　　　10月15日（月）　NEWSがわかる

人権シンポジウム「ハンセン病に関する『親と子のシンポジウム』」採録
記事

○11月30日（金）　朝日新聞
　　　　　法務大臣と著名人の対談記事

エ　インターネット広報
○11月26日（月）～12月10日（月）　Google及びYahoo!におけるインターネッ

ト広告
　　　　　テーマ　人権週間

○12月10日（月）～12月25日（火）　Google及びYahoo!におけるインターネッ
ト広告

　　　　　テーマ　世界人権宣言・人権擁護委員制度70周年
○11月26日（月）～12月27日（木）　YouTubeにおけるインターネット広告
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　　　　　テーマ　人権週間等
○11月23日（金）～11月29日（木）　シネマコンプレックスにおける映画館広

告
　　　　　テーマ　人権一般

オ　人権擁護に関する調査・研究
○「部落差別の実態に係る調査」の内容・手法等に関する調査
○性的指向・性自認に関する啓発手法に係る調査・研究

カ　その他
○７月26日（木）～28日（土）　東京都江東区（東京ビッグサイト東６ホール）
「夏休み2018宿題・自由研究大作戦」

⑶　地方委託事業として実施した啓発活動
　　　委託先　　都道府県及び政令指定都市
　　　委託内容　 講演会の実施，資料の作成・配布，放送番組の提供，スポット広告

放送の提供・インターネットバナー広告の掲載，新聞広告の掲載，
地域総合情報誌掲載，研修会の開催，地域人権啓発活動活性化事業

（人権の花運動，スポーツ組織と連携した人権啓発活動を含む。）の
実施，人権啓発ミニフェスティバル事業の実施等
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Ⅶ　訟　務　局　法務省設置法第３条，第４条　法務省組織令第２条，第９条，第13条，
第48条～第53条　法務省組織規則第17条，第18条

〈重要施策の概要〉
１　訟務事務処理体制の充実強化
　訟務事件は，量的に依然として高い水準にあるばかりでなく，質的にも，ますま
す複雑・困難化し，大型化・集団化する傾向にあり，これらの訴訟の中には，その
結果いかんが国の政治，行政，経済等の各分野に重大な影響を及ぼすものが少なく
ない。このように，国の利害に重大な影響を及ぼす大型事件が増加傾向にあること
などを踏まえ，政府として統一的・一元的な対応を行うための訟務に関する指揮権
限をより適切かつ効果的に行使するとともに，将来の法的紛争を回避するための予
防司法機能を始めとする訟務機能の充実・強化を図るため，平成27年４月，平成13
年１月に訟務局が廃止されて以来，14年ぶりに訟務局を復活させた。
　裁判の迅速化に関する法律（平成15年法律第107号）の施行に伴い，当事者の一
方である訟務組織にはこれまで以上に迅速な裁判の実現が要請されていることから，
訟務事件の適正・円滑な処理のため，本省，法務局及び地方法務局が一体となった
組織的な訴訟活動の強化方策を引き続き推進している。また，各種会議等の充実等，
組織の充実と職員の能力向上を図るとともに，各種事件関係打合せ会の開催やＯＡ
機器の充実，訟務部局間のネットワークの整備等情報技術の活用の促進を図るなど
訟務事務処理体制の強化に努めている。
２　予防司法機能の充実・強化
　国の行政機関，地方公共団体，独立行政法人又は公法人が，現実に抱えている国
の利害に関係のある争訟に関する事項又は争訟に至る可能性のある具体的事項につ
いて，行政機関等からの照会に応じて訟務組織が法律上の意見を述べることは，法
律問題の適正な解決に資するものであるとともに，行政と国民との間の紛争を未然
に防止し，法律による行政の実現を支援し，紛争を適正に解決する役割を果たし，
ひいては国民の権利・利益に資するものとして重要な意味を持つ。
　取り分け，今日においては，国の利害に関係のある争訟事案が増加するだけでな
く，質的にも一層複雑困難化してきている。
　訟務局では，行政の法適合性を高め，予防司法機能の充実や国際的な紛争対応の
支援を行うため，平成27年４月から具体的な法的紛争が生じる前であっても各府省
庁に法的助言を提供する予防司法支援制度を実施し，平成29年４月からは同制度を
全国の法務局・地方法務局に展開し，予防司法機能の充実・強化を図っている。こ
のような法的支援の枠組みについては，平成27年から毎年開催されている内閣官房
主催の「国の利害に関係のある争訟等への対応に関する関係府省庁連絡会議」（第
４回は平成30年７月18日に開催）においても，その積極的活用を図ることが確認さ
れているところであり，予防司法支援制度のより積極的な活用を図るための体制の
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整備に努めている。
〈会同等〉

月　日 会　　　同　　　名 協　議　事　項
 4.17～20 新任局付・部付協議会 訟務事件処理上の問題点について

10.15・16 法務局訟務部長会同 訟務事務の管理体制について

10.15 法務局訟務部訟務管理官事務打合せ
会

訟務事務処理体制について

11.1・2 法務局訟務部付協議会 訟務事務処理上の問題点について

訟務企画課 　法務省組織令第48条，第49条　法務省組織規則第17条

１�　国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第７条第１
項の公法人を定める政令（昭和37年政令第393号）の改正
　平成30年末における標記政令で定める公法人数は，47法人である。
２　訟務事務担当職員の養成
　法務局・地方法務局の訟務事務担当職員にその職務の遂行に必要な知識及び技能
を習得させ，訟務事務の適正かつ円滑な処理を図ることにより，訟務事務処理体制
の充実に資することを目的として，各種の会議，打合せ，実務訓練等を実施した。
３　訟務の概況の編集・発行
　毎年の訟務事件の状況を紹介することを目的とし，訟務事件の概要，主な新受事
件及び既済事件，係属事件等を内容として，毎年１回編集・発行している。
　平成30年は，平成29年における訟務事件の状況等を内容とした平成30年版を発行
した。
４　訟務月報の編集・発行
　訟務事務担当職員の執務の参考のため，裁判例（判示事項・判決要旨・解説を含
む。）等を内容として，毎月１回編集・発行している。
　平成30年は，64巻１号から12号を発行した。

民事訟務課 　法務省組織令第48条，第50条，法務省組織規則第18条

　平成30年中に新たに提起された事件及び判決・決定等のあった事件のうち，注目さ
れるものは，次のとおりである。
１　新たに提起された事件
⑴　基地関係
　新田原基地損害賠償等請求事件（宮崎地裁平成29年（ワ）第513号ほか）
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　本件は，航空自衛隊新田原基地周辺住民である原告ら181名が，自衛隊機の発
する騒音等により，生活妨害及び身体的・精神的被害を受けているとして，過去
及び将来の損害賠償を求めるものである。
　また，本件と併せて，航空機運航等の差止めを求める行政訴訟を提起している。
⑵　駐留軍用地関係
　普天間基地騒音損害賠償請求事件（損害賠償・５次）（那覇地裁沖縄支部平成
30年（ワ）第201号）
　本件は，普天間基地周辺に居住する原告ら2,802名が，同基地に離着陸する米
軍航空機の発する騒音等により，生活妨害，睡眠妨害，精神的被害等の各種損害
を受けているなどと主張して，口頭弁論終結日までの過去分の損害賠償を求める
ものである。
⑶　諫早関係
　諫早湾干拓地農業被害損害賠償請求事件（長崎地裁平成30年（ワ）第18号）
　本件は，諫早湾干拓地で農業を営む原告らが，諫早湾干拓事業により設置され
た内部調整池に渡り鳥が飛来することで，作物に被害が発生しているなどとして，
損害賠償を求めるとともに，諫早湾干拓地潮受堤防排水門の開放を求めるもので
ある。
　なお，本件訴訟では，同排水門の開門を求めている漁業者らが原告らへの補助
参加の申立てをしている。
⑷　河川関係
　鬼怒川水害国家賠償請求事件（水戸地裁下妻支部平成30年（ワ）第164号ほか）
　本件は，平成27年９月の豪雨で鬼怒川の水位が上昇し，溢水及び堤防の決壊等
が生じたことにより，浸水被害を受けた原告ら33名が，鬼怒川の河川管理につい
て，適切な築堤及び改修がされなかったことなどが管理の瑕疵に当たると主張し
て，国に対し，国賠法２条１項に基づき，約４億4,400万円の損害賠償を求める
ものである。
⑸　その他
ア　地位確認等請求事件（被保佐人警備員国賠事件）（岐阜地裁平成30年（ワ）
第９号）
　本件は，警備会社において交通誘導警備を行う警備員として勤務中，保佐開
始の審判を受け，警備員の欠格事由である「被保佐人」（警備業法第14条及び
３条１号）に該当したため，同警備会社を退職した原告が，警備業法14条及び
３条１号が憲法に反することが明白な規定であったにもかかわらず，国会議員
がこれを廃止する立法措置を長期間講じなかったため，この規定によって退職
を余儀なくされ，精神的損害を被ったと主張し，国に対し，国賠法１条１項に
基づき，慰謝料等（100万円）を求めるものである。

イ　国家賠償請求事件（旧優生保護法国賠事件）（仙台地裁平成30年（ワ）第76
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号ほか）
　本件は，旧優生保護法に基づいて不妊手術を強制された原告が，旧優生保護
法に基づく優生手術が重大な人権侵害（自己決定権，性と生殖の権利及び平等
権の侵害）であることは明らかであったにもかかわらず，強制不妊手術の被害
を救済する補償制度を設けなかった厚生労働大臣の不作為及び国会の立法不作
為が違法であり，また，原告に対する優生手術が行われることのないように対
策を講じなかったほか，優生施策を推進した厚生大臣（当時）の作為・不作為
が違法であるなどとして，国賠法１条１項に基づき，損害賠償（1,100万円）
を求めるものである。

ウ　損害賠償等請求事件（夫婦別姓国賠事件）（東京地裁平成30年（ワ）第217
号ほか）
　本件は，婚姻により氏が変更され，あるいは事実婚を余儀なくされていると
主張する原告らが，戸籍法は，日本人同士の離婚や日本人と外国人との婚姻及
び離婚においては戸籍法上の氏（呼称上の氏）を称する制度を設けているにも
かかわらず，日本人同士の婚姻について同制度を設けていないのは法の欠缺で
あり，これが憲法24条２項及び14条１項に違反し，不利益を受け続けているな
どとして，国に対し，国賠法１条１項に基づき，損害賠償（一人当たり55万円）
を求めるものである。

エ　憲法53条違憲国家賠償請求事件（岡山地裁平成30年（ワ）第163号ほか）
　本件は，衆議院議員である原告が，平成29年６月に原告を含む野党議員がし
た臨時国会の召集要求に内閣が速やかに応じなかったことは，憲法53条違反で
あり，議員の国会召集要求権等を侵害されたなどとして，国に対し，国賠法１
条１項に基づき，損害賠償（110万円）を求めるものである。

２　判決・決定等があった事件
⑴　基地関係
ア　奄美大島自衛隊基地建設差止仮処分命令申立事件（鹿児島地裁平成29年（ヨ）
第24号，平成30年４月27日決定，福岡高裁宮崎支部平成30年（ラ）第51号，
平成30年12月11日決定）
　本件は，奄美大島の陸上自衛隊部隊の配備及び基地建設に反対する島民Ｘ₁
（債権者・抗告人）らが，Ｙ（国，債務者・相手方）に対し，自衛隊基地の完
成により，人格権（生命・身体の安全），環境権及び平和的生存権が侵害され
ると主張して，基地建設工事の禁止の仮処分を求めたものである。
　本決定は，要旨以下のとおり判示して，Ｘ₁らの請求を却下した。
　（人格権に基づく差止請求権について）電磁波への曝露により，Ｘ₁らの生
命又は身体の安全が害される具体的危険性があるとは認められず，人格権に基
づく差止請求には理由がない。
　（環境権に基づく差止請求権について）環境権を具体的権利として認めるべ
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き憲法その他の実体法上の根拠がなく，その範囲，内容，効果主体等が確立し
ているとはいえないから，環境権が具体的権利であるということはできない。
また，Ｙが実施ないし計画している環境保全措置の内容からすれば，本件工事
等によりＸ₁らが主張する環境権が侵害される具体的危険性があると認められ
ず，当該環境権に基づく差止請求は理由がない。（平和的生存権に基づく差止
請求権について）Ｘ₁らが主張する平和的生存権は，裁判上の救済を求めるこ
とができる具体的権利であると解することはできないし，本件工事等により
Ｘ₁らの居住する地域が直ちに戦争による他国からの攻撃の対象となるとも認
められないから，平和的生存権に基づく本件工事等の差止請求は理由がない。
　また，同決定に対する即時抗告事件については，Ｘ₁らの申立てを却下した
原決定の判断を維持し，Ｘ₁らの即時抗告を棄却する決定をした（確定）。

イ　横田基地飛行差止等請求事件（横田基地９，12次訴訟）（東京地裁立川支部
平成24年（ワ）第3042号，同平成26年（ワ）第1711号，平成30年11月
30日判決）
　本件は，横田基地周辺住民であるＸ₁（原告）らが，Ｙ（国，被告）に対し，
同基地に離着陸する米軍航空機及び自衛隊機の発する騒音等により，身体的・
精神的被害等を被ったとして，人格権，環境権及び平和的生存権に基づき，同
基地における毎日午後７時から翌日午前８時までの間の航空機離着陸等の禁止，
毎日午前８時から午後７時までの間，70デシベルを超える航空機騒音を到達さ
せることの禁止，米軍のＸ₁ら居住地上空における航空機の旋回訓練等の禁止
を求めるとともに（９次訴訟），日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及
び安全保障条約６条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の
地位に関する協定の実施に伴う民事特別法１条及び２条に基づき，過去分の損
害賠償約１億1,923万円及び訴状提出の日から侵害行為がなくなるまでの将来
分の損害賠償を求めたものである。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，Ｘ₁らの請求のうち過去分の損害賠
償請求を一部認容した。
　①（自衛隊機の差止請求について）自衛隊機の差止請求は，防衛大臣に委ね
られた自衛隊機の運航に関する権限の行使の取消変更等を求める請求を包含す
ることになるため，私法上の権利に基づく民事上の請求としての本差止請求は
不適法であり却下する。②（米軍機の差止請求について）米軍機の差止請求は，
Ｙに対してその支配の及ばない第三者の行為の差止めを請求するものであるか
ら，主張自体失当として棄却する。③（過去分の損害賠償請求について）告示
コンター指定区域（75Ｗ値以上の区域）内に居住していたＸ₁らは，その居住
期間において，社会生活上受忍すべき限度を超える違法な権利侵害ないし法律
上の利益の侵害を受けているということができ，ＹはＸ₁らに対し慰謝料を支
払う義務がある。④（指定区域外に居住するＸ₁らの損害について）告示コン
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ター指定区域外に居住するＸ₁らについては，平均的，総体的な騒音曝露状況
が明らかでなく，受忍限度を超える騒音損害を受けていることを認めるに足り
る証拠もないから，慰謝料を認めることはできない。⑤（危険への接近につい
て）平成６年１月１日以降，75Ｗ値以上の区域に居住を開始したＸ₁らは，居
住開始時に航空機騒音による被害の発生状況を認識し，その被害を容認してい
たことが推認されるなどとして，危険への接近の法理を適用し，損害賠償請求
権を否定ないし減額すべきであるとするＹの主張について，Ｘ₁らが横田飛行
場における航空機騒音による被害を認識していたとは認め難く，仮に認識して
いたとしてもその被害にさらされることを容認しているとはいえず，Ｙの主張
は採用できない。⑥（損害額について）慰謝料は，これまで検討した本件にお
ける一切の事情を考慮して定める必要があるところ，共通損害はＸ₁らがさら
されている航空機騒音はＸ₁らそれぞれが居住している区域によってその程度
が異なるから，Ｘ₁らの損害を一律に評価するのは相当ではなく，それぞれの
居住する区域における騒音の大きさに応じて，共通する最小限度の損害に対応
するものとして，区分に従い，基準となる１か月当たりの慰謝料額は，75Ｗ値
区域に居住するＸ₁らについては4,000円，80Ｗ値区域については8,000円，85
Ｗ値区域については１万2,000円とする。また，住宅防音工事による慰謝料額
の減額については，防音工事を実施した室数が１室のみである場合には10％減
額し，同室数が２室以上ある場合には２室目以降の１室ごとに更に５％を減額
する。ただし，同室数が合計で６室以上となる場合や，外郭防音工事を実施し
た場合は，一律に30％を減額する。⑦（将来分の損害賠償請求について）口頭
弁論終結日の翌日以降に発生した被害についての損害賠償請求については，そ
の性質上，将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有
しないものというべきである（双方控訴）。

⑵　駐留軍用地関係
ア　仮処分命令申立事件（普天間飛行場代替施設建設事業関係（那覇地裁平成
29年（行ク）第４号，平成30年３月13日決定）
　本件は，Ｘ（沖縄県，債権者）が，Ｙ（国，債務者）が普天間飛行場代替施
設の建設を進めている，沖縄県名護市辺野古沿岸域に所在する水域（以下「本
件水域」という。）は，漁業権の設定されている漁場に該当するため，本件水
域内において岩礁破砕等行為を行う場合には，沖縄県漁業調整規則（以下「本
件規則」という。）所定の沖縄県知事の許可を受けることが必要であるにもか
かわらず，Ｙは当該許可を受けることなく岩礁破砕等行為を断行するおそれが
あるなどとして，本件水域内における岩礁破砕等行為の仮の差止めを求めたも
のである。なお，Ｘは，Ｙを被告として，沖縄県知事の許可を受けることなく
岩礁破砕等行為をすることの差止めを求める訴訟を提起した（以下「本件本案
の訴え」という。）。
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　本決定は，要旨以下のとおり判示して，Ｘの申立てを却下した。
　国又は地方公共団体が提起した訴訟であって，財産権の主体として自己の財
産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には，法律上の争訟に当たると
いうべきであるが，国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対し
て行政上の義務の履行を求める訴訟は，法律上の争訟として当然に裁判所の審
判の対象となるものではなく，法律に特別の規定がある場合に限り，提起する
ことが許されるものと解するのが相当であり（最高裁平成14年７月９日第三小
法廷判決），本件本案の訴えは，Ｘが財産権の主体として自己の財産上の権利
利益の保護救済を求める場合に当たらず，Ｘが専ら行政権の主体としてＹに対
して行政上の義務の履行を求める，本件規則の適用の適正ないし一般公益の保
護を目的とする訴訟であるというべきであるから，法律上の争訟に当たらない。
よって，本件本案の訴えは不適法であり，これと同様に本件申立ても不適法で
あるから，本件申立てを却下すべきである（確定）。

イ　普天間飛行場代替施設建設事業関係普天間飛行場代替施設建設事業に係る岩
礁破砕等行為の差止請求控訴事件（福岡高裁那覇支部平成30年（行コ）第１号，
平成30年12月５日判決）
　本件は，Ｘ（沖縄県，原告・控訴人）が，Ｙ（国，被告・被控訴人）が普天
間飛行場代替施設の建設を進めている，沖縄県名護市辺野古沿岸域に所在する
水域（以下「本件水域」という。）は，漁業権の設定されている漁場に該当す
るため，本件水域内において岩礁破砕等行為を行う場合には，沖縄県漁業調整
規則（以下「本件規則」という。）所定の沖縄県知事の許可を受けることが必
要であるにもかかわらず，Ｙは当該許可を受けることなく岩礁破砕等行為を断
行するおそれがあるなどとして，沖縄県知事の許可を受けることなく岩礁破砕
等行為をすることの差止め及び沖縄県知事の許可を受けることなく岩礁破砕等
行為をしてはならない義務の確認を求めたものである。
　１審判決（那覇地裁平成30年３月13日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘの各訴えをいずれも却下した。
　国又は地方公共団体が提起した訴訟であって，財産権の主体として自己の財
産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には，法律上の争訟に当たると
いうべきであるが，国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対し
て行政上の義務の履行を求める訴訟は，法律上の争訟として当然に裁判所の審
判の対象となるものではなく，法律に特別の規定がある場合に限り，提起する
ことが許されるものと解するのが相当であり（最高裁平成14年７月９日第三小
法廷判決），本件各訴えは，いずれも，Ｘが財産権の主体として自己の財産上
の権利利益の保護救済を求める場合に当たらず，本件規則の適用の適正ないし
一般公益の保護を目的として，Ｘが専ら行政権の主体として提起した訴訟であ
るというべきであるから，法律上の争訟に当たらない。よって，本件各訴えは
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いずれも不適法であるから，却下すべきである。
　本判決は，原審の判断を維持して，Ｘの控訴を棄却した（上告受理申立て）。

⑶　諫早関係
ア　開門差止請求控訴事件，独立当事者参加申立事件（福岡高裁平成29年（ネ）
第493号，同第559号，平成30年３月19日判決）
　本件は，Ｘ₁（１審原告・営農者等）らがＹ（１審被告・国）に対して，諫
早湾干拓事業で設置された潮受堤防の排水門の開門差止めを求めた訴訟におい
て，長崎地裁が開門差止請求を一部認容する判決を言い渡したのに対し，上記
排水門の開門を求める漁業者である参加人らが，上記訴訟の結果によって権利
が害されるなどと主張して独立当事者参加の申立てをしたものである。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，参加人らの申立てを却下するととも
に，Ｘ₁らのＹに対する開門差止請求は，Ｙの控訴権の放棄により終了した旨
を宣言し，参加人らのＹに対する開門請求を長崎地裁に移送するとした。
　①（詐害防止参加について）独立当事者参加における「訴訟の結果によって
権利が害されることを主張する第三者」（民訴法47条１項前段）は，既存当事
者の判決の効力が及ぶ第三者に限られるものではないものの，補助参加におけ
る要件である「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」（同法42条）よ
りは狭いものというべきであり，当該具体的な訴訟において，その既存当事者
の訴訟追行の自由を制限することを正当化し得る法律上の利益を有する第三者
であることを要するものと解されるところ，参加人らが，本件訴訟において，
Ｘ₁ら及びＹの訴訟追行の自由を制限することを正当化し得るだけの法律上の
利益を有する第三者に当たるとはいえず，同法47条１項前段の「訴訟の結果に
よって権利が害されることを主張する第三者」に当たるとはいえない。
　②（権利主張参加について）同法47条１項後段の「訴訟の目的の全部若しく
は一部が自己の権利であることを主張する第三者」は，既に係属している訴訟
の目的となっている権利関係と当事者参加人の請求の目的となっている権利関
係とを合一に確定することが求められる場合，すなわち，当事者参加人の請求
の目的となっている権利関係と既存当事者の請求の目的となっている権利関係
が法律上両立しない場合に限られるものと解されるところ，本件では，排水門
の開門差止請求権と開門請求権とは，いずれも法律上両立し得る権利であり，
参加人らが同法47条１項後段の「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利
であることを主張する第三者」に当たるものとはいえない。
　よって，参加人らがした独立当事者参加の申出は，民訴法47条１項前段・後
段のいずれの要件も欠くため不適法である（上告・上告受理申立て）。

イ　諫早福岡高裁確定判決に対する請求異議控訴事件（福岡高裁平成27年（ネ）
第19号，平成30年７月30日判決）
　本件は，国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業を行うＸ（国・控訴
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人）が，諫早福岡高裁確定判決によって諌早湾に設置された潮受堤防の南北各
排水門の開放を求める請求権が認容されたＹ₁（被控訴人）らに対し，上記確
定判決の口頭弁論終結後に，地元関係者の反対等により対策工事が不可能にな
ったこと，上記排水門の開門の差止めを命ずる別件仮処分決定がされたことな
どの事情が新たに生じ，Ｘが上記排水門を開門しないことにもはや違法性は認
められないと主張して，Ｙ₁らに対し，上記確定判決の執行力の排除を求めた
ものである。
　１審判決（佐賀地裁平成26年12月12日）は要旨以下のとおり判示して，Ｘの
訴えを一部認容し，その余の請求を棄却した。
　①（本件開門請求権の行使を認めるべき違法性があるかについて）上記確定
判決は，口頭弁論終結時において，本件潮受堤防の締切りは違法であることを
認めたものであって，対策工事の実施自体を内容とするものではなく，対策工
事の実施を条件とするものでもない。Ｘが異議事由として主張する事実関係の
うち，口頭弁論終結後に生じた事実については本件潮受堤防の締切りが違法で
あるとの評価を妨げる事実が存在するとは認められない。請求異議の訴えにお
いて，債務名義が確定判決の場合，異議事由は口頭弁論終結後に生じたものに
限られ，口頭弁論終結時に存在していた事実を異議事由として主張することは
許されない。「防災上やむを得ない場合」とは，上記確定判決が認めた上記排
水門の防災機能を前提として，その機能を果たすためにやむを得ない場合であ
って，何らかの事由によって対策工事がされていないことを含むものとは解さ
れない。②（別件仮処分決定がされたことが異議事由に該当するかについて）
別件仮処分決定は，暫定的なものであるし，ＸとＹ₁ら以外の者との間に効力
を生じるにすぎないから，上記確定判決により確定されたＸとＹ₁らとの間の
権利関係は，別件仮処分決定によって何ら変更されない。③（Ｙ₁らが強制執
行を行うことが権利濫用又は信義則違反に該当するかについて）確定判決に基
づく権利行使であっても，その権利行使が権利の濫用又は信義則違反となる場
合には，請求異議の事由となると解され，当事者間の権利関係の性質及び内容，
債務名義成立の経緯，執行に至った経緯等の事情を考慮して判断すべきである。
Ｙ₁らの漁業行使権は生活の基盤にかかわる重要な権利であること，本件対策
工事が実施されていないのは，本件関係自治体及び本件地元関係者が反対し，
別件仮処分決定が出されたためであって，Ｙ₁らに帰責事由はないこと，強制
執行の申立てがされたが，具体的な執行処分の方法は間接強制の申立てにとど
まっていること等の事情を総合すると，上記確定判決に基づく権利行使が権利
濫用又は信義則違反となるとは認められない。
　本判決は，要旨以下のとおり，原判決を取り消し，強制執行の不許と停止を
認める判決をした。
　現行漁業法では，漁業権の存続期間を法定し，共同漁業権については10年を
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存続期間として定めており，その延長を認めていないところ，これは，漁業権
の内容の固定化を防ぎ，海況の変化，技術の進歩に応じて最も合理的な漁業権
の内容とし，かつ，漁業権の主体を特定の者に固定させることなく，常に最も
高度に漁場を使用する者に免許するようにするために，漁場計画制度を採用し，
都道府県知事において，一定の期間ごとに漁業権の内容及びその行使主体を再
検討する機会を設けたものと解される。海は，いわゆる公共用物であるところ，
漁業法は，都道府県知事が，法定の資格を有する者に限り，物権とみなされる
漁業権を付与することとしている。そうすると，漁業権は，物権とみなされる
財産権であるが，行政庁の免許という行政行為によって設定される権利といえ，
免許されない限り，権利自体が発生することはない。また，他の多くの財産権
と異なり，その存続期間が法定され，期間の経過により免許の効力が失われれ
ば，権利自体も消滅する性質のものと解される。漁業権が存続期間の経過によ
り消滅することは，現行漁業法における漁業権の本質的な内容というべきであ
る。
　以上のような，現行漁業法の規定の内容，趣旨，漁業権の性質，内容等の事
情を総合考慮すれば，漁業協同組合等に対して免許された共同漁業権は，法定
の存続期間の経過により消滅すると解すべきであり，当該共同漁業権の消滅後
に当該漁業協同組合等に対して新たに免許された共同漁業権は，飽くまでもそ
の免許によって設定された新たな権利であり，当該共同漁業権とは別個の権利
であって法的な同一性を有するものではないと解するのが相当である。上記確
定判決の口頭弁論終結時点におけるＹ₁らの本件開門請求権及び漁業行使権が
由来する，佐賀県有明海漁業協同組合大浦支所，島原漁業協同組合及び有明漁
業協同組合に免許された五つの共同漁業権は，いずれも上記確定判決の口頭弁
論終結後である免許期間の経過により消滅したものと認められる。
　そして，漁業行使権は，共同漁業権から派生する権利である以上，共同漁業
権の消滅により，これに由来するＹ₁らが有する漁業行使権もそれぞれ消滅し
たものであるところ，漁業行使権に基づく開門請求権は，物権的請求権の性格
を有するものであるから，その前提となる漁業行使権が消滅すれば，当然に物
権的請求権である開門請求権も消滅することとなる。
　以上によれば，上記確定判決の口頭弁論終結後にＹ₁らの本件開門請求権が
消滅したことが認められ，これが異議事由となることは明らかである（上告・
上告受理申立て）。

⑷　戦後補償関係
ア　「沖縄戦」被害・謝罪及び損害賠償請求上告・上告受理事件（最高裁平成
30年（オ）第627号，同年（受）第771号，平成30年９月11日第三小法廷決定）
　本件は，先の大戦中のいわゆる沖縄戦における被害者又はその遺族である
Ｘ₁（原告・控訴人・上告人兼申立人）らが，Ｙ（国，被告・被控訴人・被上
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告人兼相手方）に対し，①主位的請求として，旧日本軍の沖縄戦における戦闘
行為等が，一般住民の生命，身体，安全等ヘの危険発生を未然に防止すべき国
民保護義務に違反する不法行為に当たると主張し，民法709条，715条及び723
条に基づき，②第一次予備的請求として，上記戦闘行為等によりＸ₁らの生命，
身体に対する危険を創出ないし惹起したという先行行為の結果発生したＸ₁ら
の損害についてＹは回復のための責任を負うと主張して，条理，憲法13条及
び14条を根拠とする公法上の危険責任に基づき，③第二次予備的請求として，
Ｘ₁らの沖縄戦における被害を救済する立法をしない被告の立法不作為は，憲
法14条及び13条並びに条理等に基づく立法義務に反すると主張して，国賠法１
条及び４条に基づき，それぞれ，謝罪文の交付及び官報への掲載並びに損害賠
償（総額約４億円）を求めたものである。
　１審判決（那覇地裁平成28年３月16日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘ₁らの請求を棄却した。日本国憲法施行前に行われたＹの公権力の行使（旧
日本軍の沖縄戦での戦闘行為等）について損害賠償等を求める主位的請求は，
大日本帝国憲法下において，Ｙの公権力の行使につき，その賠償責任を認める
実定法の定めやこれを認めた判例がないことから認められない（いわゆる国家
無答責の法理）。公法上の危険責任を根拠とする第一次予備的請求は，実定法
上の根拠に乏しく認められない。立法不作為の違法を主張する第二次予備的請
求は，戦後補償に関する立法措置について，立法府に広範な裁量が認められて
おり，軍人軍属等に沖縄戦の戦後補償がされる一方，一般民間戦争被害者に対
して補償がされていないことは不合理な差別とまでは認められない。
　２審判決（福岡高裁那覇支部平成29年11月30日判決）も，要旨以下のとおり
控訴審におけるＸ₁らの主張に対する判断を付加するほか，１審の判断を維持
し，Ｘ₁らの控訴を棄却した。本判決も，要旨以下のとおり控訴審におけるＸ₁
らの主張に対する判断を付加するほか，１審の判断を維持し，Ｘ₁らの控訴を
棄却した。
　旧日本軍の軍人らの逸脱行為による不法行為につき民法715条に基づく使用
者責任を負うとするＸ₁らの主張について，公務員が公務の遂行とはいえない
ような職権濫用行為を行った場合は，公務員個人が損害賠償責任を負うことと
され，条理上国家無答責の法理の適用を排除して国の使用者責任を認めること
は，背理と言わざるを得ず，戦争行為に当然伴うものではない逸脱行為に関す
る国の使用者責任に係る控訴人の追加主張は，基本的にはこれを認めることは
できない。
　最高裁判所は，Ｘ₁らの上告理由及び上告受理申立て理由は，民訴法が規定
する事由に該当しないとして，上告棄却及び上告不受理決定をした。

イ　「南洋戦」被害・謝罪及び損害賠償請求事件（那覇地裁平成25年（ワ）第
647号，平成26年（ワ）第252号，同第627号，平成27年（ワ）第893号，
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平成28年（ワ）第599号，平成30年１月23日判決）
　本件は，先の大戦中に南洋群島において繰り広げられたいわゆる南洋戦にお
ける被害者又はその遺族であるＸ₁（原告）らが，Ｙ（国，被告）に対し，①
主位的請求として，旧日本軍の南洋戦における戦闘行為等が，一般住民の生命，
身体，安全等ヘの危険発生を未然に防止すべき国民保護義務等に違反する不法
行為に当たると主張し，民法709条，715条及び723条に基づき，②第一次予備
的請求として，上記戦闘行為等によりＸ₁らの生命，身体に対する危険を創出
ないし惹起したという先行行為の結果発生したＸ₁らの損害についてＹは回復
のための責任を負うと主張して，条理，憲法13条及び14条を根拠とする公法上
の危険責任に基づき，③第二次予備的請求として，Ｘ₁らの南洋戦における被
害を救済する立法をしないＹの立法不作為は，憲法14条及び13条並びに条理等
に基づく立法義務に反すると主張して，国賠法１条１項に基づき，それぞれ，
謝罪文の交付及び官報への掲載並びに損害賠償（総額約４億4,000万円）を求
めたものである。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，Ｘ₁らの請求を棄却した。
　（①について）本件については，国賠法附則６項，ひいては「国家の権力的
作用ないし統治権に係る行為に関しては民法上の不法行為責任を否定するとの
法理」が適用される結果，国は，旧日本軍の戦闘行為・戦時行為等について，
不法行為責任を負わない。
　（②について）Ｘ₁らが主張する「公法上の危険責任」なる概念は，法的効
果を導き出すほどの具体性に乏しい抽象的な概念というほかなく，ＹのＸ₁ら
に対する損害賠償責任等を基礎づける具体的かつ法的な根拠となるものと解す
ることはできず，憲法13条及び14条１項がその根拠となるものでもない。
　（③について）援護法の適用対象が，法改正や通達等により順次拡大してき
たことを十分に踏まえてもなお，Ｘ₁らが，援護法による補償を受けていない
ことにより，憲法14条１項に明らかに違反する状態が生じているとはいえない
（控訴）。

⑸　厚生労働行政関係
ア　国家賠償請求控訴事件（ハンセン病訴訟）（広島高裁松江支部平成27年（ネ）
第77号，平成30年７月24日判決）
　本件は，Ｘ（原告・控訴人）が，国会議員，内閣，厚生大臣及びＹ₂（鳥取県，
被告・被控訴人）の知事が，平成８年まで，国立療養所に入所していなかった
ハンセン病の患者又は元患者（以下「非入所者」という。）及びその血族に対
する偏見・差別を除去するために必要な行為をせず，非入所者及びその血族を
援助する制度を創設・整備するために必要な行為をしなかったことは違法であ
り，国立療養所に入所していなかったハンセン病元患者であるＸの亡母及びＸ
はらい予防法（昭和28年法律第214号）の存在及びハンセン病政策の遂行によ



－214－

って作出・助長された偏見・差別にさらされ，精神的苦痛を受けたなどとして，
Ｙ₁（国，被告・被控訴人）及びＹ₂に対し，国賠法１条１項に基づき，損害賠
償を求めたものである。
　１審判決（鳥取地裁平成27年９月９日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘの請求を棄却した。
　（実母の損害の相続分に関する請求について）国会議員が平成８年に至るま
で新法の隔離規定を改廃しなかったこと，及び，厚生大臣は遅くとも昭和35年
以降には隔離政策の抜本的な転換をする義務を負っており，ハンセン病患者（非
入所者を含む。）に対する社会内の偏見・差別を除去するための相当な措置を
採るべきであったのにこれを怠ったことについては，国賠法上の違法性及び過
失が認められる。実母は社会から偏見・差別を受け得る立場に置かれたことに
よる損害を被ったことが認められるが，同人の損害賠償請求権は時効により消
滅した。
　（Ｘ固有の損害に関する請求について）厚生大臣は，遅くとも昭和35年には
ハンセン病患者の子が一般社会で生活しても公衆衛生上問題とならないことを
社会一般に認識可能な形で明らかにするなどして，ハンセン病患者の子に対す
る社会内の偏見・差別を除去するための相当な措置を採る義務を負っていたか
ら，政策転換をせず，相当な措置を採らなかったことについては，国賠法上の
違法性及び過失が認められる。しかし，Ｘがハンセン病患者の子であることに
由来して具体的に不当な取扱いを受けてきた事実を認めるに足りる証拠はない。
Ｙ₂が，実母及びＸに対して国賠法上の責任を負うとは認められない。
　本判決は，結論において，１審判決を維持したが，以下のとおり，実母の損
害に係る請求との関係においては，１審判決が認めた国会議員による立法不作
為に係る責任を否定し，また，Ｘ固有の損害に係る請求との関係においては，
１審判決が認めたハンセン病患者の家族一般に対する国の責任を否定した。
　（実母の損害に係る請求について）①厚生大臣は，実母を含む非入所者個人
に対して，療養所外でのハンセン病医療を妨げる制度的欠陥を取り除き，在宅
医療制度を構築するための相当な措置を採るべきであった。これを怠って，隔
離政策を継続した厚生大臣の行為は違法であり，厚生大臣に過失がある。②ハ
ンセン病患者に対する偏見・差別は，Ｙ₁の隔離政策の以前から極めて深刻で
あり，Ｙ₁は，偏見・差別を創出したとはいえず，偏見・差別の創出を先行行
為として，その除去のために相当な措置を採るべき法的義務があるとはいえな
い。しかし，Ｙ₁の隔離政策の継続により，ハンセン病患者に対する差別・偏
見が助長されたことは否定し難いから，偏見・差別の助長を先行行為として，
その除去のために相当な措置を採るべき法的義務があるところ，厚生大臣は隔
離政策の継続によりＹ₁が助長した偏見・差別の除去義務を怠った。③新法の
文言から見ると，非入所者に憲法上保障されている権利行使の機会を確保する
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ために所要の立法措置を採ることが必要不可欠であり，それが明白であるとは
いえないし，また，同法の規定について憲法上保障され又は保護されている非
入所者の権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反す
ることが明白であるとはいえない。したがって，本件における国会議員の立法
不作為は，国賠法上違法の評価を受けるものではない。④国会議員の立法不作
為につき，国賠法上の違法性を肯定することができない以上，国会に対して法
律案の提出権を有するにとどまる内閣の新法廃止の法律案不提出についても，
国賠法上の違法性を観念する余地がない。⑤実母は，隔離政策の転換が遅れた
ため，ハンセン病への偏見及び差別を恐れてその病歴を隠しながら生活してい
たこと，在宅医療制度を構築するための相当な措置を採らなかったために，ハ
ンセン病の治療を受ける機会が極めて制限されたことによって，精神的損害を
被ったと認められる。⑥しかしながら，Ｘが相続した実母のＹ₁に対する国家
賠償請求権は，本件訴訟提起時には３年の消滅時効期間が経過していた。Ｙ₁
の時効援用権の濫用，信義則違反，公序良俗違反は認められない。
　（Ｘ固有の損害に係る請求について）①（厚生大臣の政策転換義務）隔離政
策の遂行により，療養所に収容されて隔離されるなどし，損害を被ったのはハ
ンセン病患者であって，その家族ではない。また，Ｘが，実母の治療のために，
極めて多額の経済的負担を強いられて，その生活が困窮したとは認められない
し，実母のためにＸの仕事の選択肢などが制約されたとも認められない。した
がって，厚生大臣が，ハンセン病患者の子であるＸに対して，隔離政策を転換
し，相当な措置を採るべき法的義務を負っているとはいえない。②隔離政策の
遂行によりハンセン病患者と接触する機会の多いハンセン病患者家族に対する
偏見・差別が助長されたことは否定し難いが，隔離政策自体はハンセン病患者
を対象とするものであり，ハンセン病患者家族に対する偏見・差別は，ハンセ
ン病患者自身に対するものと比較すると，その内容・程度も様々であって，Ｘ
も，その主張するような具体的な偏見・差別を受けたとは認められないから，
厚生大臣が，ハンセン病患者の子であるＸに対して，偏見又は差別の除去のた
めに相当な措置を採る法的義務を負っているということはできない。③（国会
の立法義務）実母の損害に係る請求の③と同旨。④（内閣の法案提出義務）実
母の損害に係る請求の④と同旨（上告・上告受理申立て）。

イ　建設作業に従事し石綿（アスベスト）により健康被害を受けたとする者らか
らの損害賠償請求控訴事件（大阪高裁平成28年（ネ）第987号，平成30年８
月31日判決）
　本件は，建設作業に従事し，石綿含有建材の切断等から生じる石綿粉じんに
曝露したことにより，重篤な石綿関連疾患に罹患したと主張するＸ₁（原告・
控訴人兼被控訴人）らが，上記健康被害を被ったのは，Ｙ（国，被告・控訴人
兼被控訴人）が労働関係法令等に基づく規制権限を適切に行使しなかったから
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であるとして，Ｙに対し，健康被害又は死亡による損害賠償を求めたものである。
　１審判決（京都地裁平成28年１月29日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘ₁らの請求を一部認容した。
　①Ｙは，建設作業者又は建材メーカー等に対し，石綿吹付作業者との関係で
は昭和47年10月１日以降，それ以外の屋内での石綿作業従事者との関係では昭
和49年１月１日以降，屋外での石綿作業従事者との関係では平成14年１月１日
以降に，防じんマスク又は送気マスクの着用，集じん機付き電動工具の使用を
罰則をもって義務付けるとともに，石綿含有建材及び建築作業現場における警
告表示として，石綿関連疾患の具体的な内容，症状等及び防じんマスクを着用
する必要がある旨の記載をそれぞれ義務付けるべきであり，上記権限を行使し
なかったことは，国賠法１条１項の適用上違法である。
　②労働基準法が適用される労働者以外の建築作業従事者との関係においては，
上記規制権限不行使が違法であるとは認められない。
　③損害の公平な分担の見地から，Ｙが負うべき損害額は，その損害の３分の
１を限度とする。さらに，肺がんに罹患した被災者で喫煙歴のある者について
は喫煙の発がん性に基づき慰謝料の１割を減額し，Ｙの責任期間や責任外建材
による曝露に応じた慰謝料額の修正を行う。
　２審判決（大阪高裁平成30年８月31日判決）は，Ｙの責任期間を明確化する
とともに，労働者に当たらない一人親方等についてもＹの責任を認め，要旨以
下のとおり判示して，Ｘ₁らの請求を一部認容した。
　①Ｙは，石綿吹付作業者との関係では，昭和47年10月１日から昭和50年９月
30日までにつき，事業者に対し屋内建築作業者に送気マスクを着用させること
及び作業場への警告表示を義務付けなかったこと，並びに，建材メーカーに対
し建材への警告表示を義務付けなかったことは，国賠法上１条１項の適用上違
法である。
　②石綿吹付作業者以外の屋内建築作業者（石綿吹付作業による間接曝露を含
む。）との関係では，昭和49年１月１日から平成16年９月30日までにつき，事
業者に対し労働者に石綿切断等作業を行う際に防じんマスクを着用させること，
労働者に集じん機付き電動工具を使用させること及び作業場への警告表示を義
務付けなかったこと，並びに建材メーカーに対し建材への警告表示を義務付け
なかったことは，国賠法上１条１項の適用上違法である（ただし，防じんマス
クの着用義務付けについて規制権限不行使の違法性が認められる終期は，平成
７年３月まで）。
　③屋外作業者との関係では，平成14年１月１日から平成16年９月30日までに
つき，事業者に対し，労働者に集じん機付き電動工具を使用させること及び作
業場への警告表示を義務付けなかったこと，並びに建材メーカーに対し建材へ
の警告表示を義務付けなかったことは，国賠法上１条１項の適用上違法である。
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　④労働基準法９条の「労働者」に当たらない一人親方等について，一人親方
等の就労実態や労働安全衛生法令及びその立法過程を考慮して，違法となると
した（Ｘ₁ら上告・双方上告受理申立て）。

ウ　建設作業に従事し石綿（アスベスト）により健康被害を受けたとする者らか
らの損害賠償請求控訴事件（大阪高裁平成28年（ネ）第863号，平成30年９
月20日判決）
　本件は，建設作業に従事し，石綿含有建材の切断等から生じる石綿粉じんに
曝露したことにより，重篤な石綿関連疾患に罹患したと主張するＸ₁（原告・
控訴人兼被控訴人）らが，上記健康被害を被ったのは，Ｙ（国，被告・控訴人
兼被控訴人）が労働関係法令等に基づく規制権限を適切に行使しなかったから
であるとして，Ｙに対し，健康被害又は死亡による損害賠償を求めたものである。
　１審判決（大阪地裁平成28年１月22日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘ₁らの請求を一部認容した。
　①Ｙは，昭和50年10月１日の特化則改正時において，事業者に対して，屋内
の建築作業現場で建築作業に従事する労働者に防じんマスクを使用させること
を罰則をもって義務付けるとともに，石綿含有建材及び建築作業現場における
警告表示として，石綿関連疾患の具体的な内容，症状等及び防じんマスクを着
用する必要がある旨の記載をそれぞれ義務付けるべきであり，これに加えてＹ
はクロシドライト及びアモサイトの製造等を禁止した平成７年時点において，
クリソタイルについても製造等を禁止すべきであったにもかかわらず，これを
怠ったことは，労働安全衛生法の趣旨，目的やその権限の性質等に照らし，著
しく合理性を欠き，国賠法１条１項の適用上違法である。
　②労働基準法が適用される労働者以外の建築作業従事者との関係においては，
上記規制権限不行使が違法であるとは認められない。
　③基準となる慰謝料額は，労災保険給付等の受領を考慮する。また，国の責
任期間内に労働者として石綿粉じん曝露作業に従事した期間が短期間の者につ
いては，基準となる慰謝料額を減額する。その上で，Ｙが負うべき損害賠償義
務は，損害の公平な分担の見地から，その損害の３分の１を限度とする。
　２審判決（大阪高裁平成30年９月20日判決）は，Ｙの責任期間を明確化ない
し拡大するとともに，労働者に当たらない一人親方等についてもＹの責任を認
め，要旨以下のとおり判示して，Ｘ₁らの請求を一部認容した。
　①Ｙは，昭和50年10月１日以降平成18年９月１日までの間，事業者に対し，
石綿及び石綿含有製品を製造し又は取り扱う屋内作業場において，屋内建設作
業者（間接曝露を含む。）に防じんマスクを使用させることを罰則をもって義
務付けなかったことは，国賠法上１条１項の適用上違法である。
　②同期間において，建材メーカー等及び事業者に対し，石綿含有建材への警
告表示及び建築現場における警告表示（作業現場掲示）の内容に関し，石綿関
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連疾患の具体的な内容等及び防じんマスクを着用する必要がある旨の記載を義
務付けなかったことは，国賠法上１条１項の適用上違法である。
　③平成３年末時点において，石綿含有建材の製造等を禁止しなかったことは，
国賠法上１条１項の適用上違法である。
　④一人親方等との関係では，労働安全衛生法の直接の保護対象に一人親方等
は含まれないとした上で，同法55条（製造等禁止），57条（警告表示）に関しては，
規定の内容，由来，本件の建築作業従事者の稼働形態に鑑み，規制権限の不行
使があった場合の国家賠償の保護範囲には，労働者性の認められない者又は認
められない時期も含まれるとするのが相当であるとして，一人親方等との関係
でも国の責任を認めた（双方上告受理申立て）。

エ　由仁町Ｃ型肝炎訴訟事件（札幌地裁平成24年（ワ）第606号，同第2601号，
平成27年（ワ）第473号，平成30年３月14日判決）
　本件は，北海道夕張郡由仁町（ゆにちょう）内の二つの医療機関で，治療の
ため注射を受けた患者又はその相続人であるＸ₁（原告）ら（101名，患者106
名）が，同医療機関の医師が滅菌の不完全な注射器を複数の患者らに連続して
使用した結果，Ｃ型肝炎ウイルス（以下「ＨＣＶ」という。）に感染し，Ｃ型
肝炎を発症して肉体的，精神的，社会的及び経済的損害を被ったとして，Ｙ（国，
被告）に対し，国賠法１条１項に基づき，損害賠償を求めたものである。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，Ｘ₁らの請求を棄却した。
　本件各医院受診とＨＣＶ感染との関連性に関する調査については，調査方法
に問題があり，信頼性に疑義があるか，あるいは，関連性を示すことができな
いものである。ゲノタイプ比率に関する調査についても，調査方法に問題があ
り，採用できない。本件各医院において注射器を連続使用がされたとのＸ₁ら
の供述は，客観的な証拠及び事実による裏付けが十分であるとはいえない上，
証拠により認定できる本件各医院における注射器の使用状況と整合せず，供述
間に不一致等が存在するものも見られることから，採用できない。そうすると，
由仁町にＨＣＶ感染者の割合が高いこと及び本件患者らの本件各医院の受診歴
によれば，本件患者らのＨＣＶ感染の原因が本件各医院における注射器の連続
使用である可能性が否定できないとしても，本件各医院において本件患者らに
対して注射器の連続使用がされた事実を認定するに足りる証拠はない。よって，
本件患者らが，本件各医院において注射器の連続使用を受けたものとは認めら
れない（確定）。

⑹　矯正関係
ア　面会室内で撮影した写真の消去を強要され，接見交通権を侵害されたとす
る弁護士による国家賠償請求上告・上告受理事件（最高裁平成30年（オ）第
110号，同年（受）第140号，平成30年９月18日第三小法廷決定）
　本件は，弁護士であるＸ（原告・控訴人・上告人兼申立人）が，国選弁護人
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として被告人であるＡと拘置所の面会室内において面会を行った際，デジタル
カメラ機能付き携帯電話を用いてＡの容ぼうの写真撮影を行ったところ，拘置
所の職員から当該撮影に係る画像の消去を強要され接見交通権を侵害されたな
どと主張して，Ｙ（国，被告・被控訴人・被上告人兼相手方）に対し，国賠法
１条１項に基づき，3,300万円の損害賠償を求めたものである。
　１審判決（福岡地裁小倉支部平成27年２月26日判決）は，要旨以下のとおり
判示して，Ｘの請求を棄却した。
　面会室への通信・撮影機器の持込みが禁止されていることは刑事施設の長の
施設管理権に基づく必要かつ合理的な措置であると認められ，刑事施設内の面
会室において証拠を保全する目的で写真撮影を行うことは弁護人等と被疑者等
との間で行われる意思疎通には当たらず，接見交通権の保障の範囲に含まれる
と解することはできない。拘置所職員が面会の状況を確認する目的の下，Ｘと
Ａとの会話の内容を聞き，面会室の内部をのぞき見ていたものとは認められな
い上，Ｘに対して写真撮影を行わないよう求めた制止の措置がＸの接見交通権
を不当に制約するものということはできず，拘置所職員がＸに画像の消去を繰
り返し求めた行為はＸの接見交通権を侵害するものではなく，拘置所職員がＸ
に対して画像の消去を求める過程において，Ｘに対する説得として社会通念上
相当と認められる範囲を逸脱した違法な強要行為があったものとみるべき事情
は認められず，Ｘが転送機能のないカメラを持ち込み，Ａとの面会を求めた際，
拘置所職員がこれを拒否したことは違法とはいえない。
　２審判決（福岡高裁平成29年10月13日判決）も，要旨以下のとおり控訴審に
おけるＸの主張に対する判断を付加するほか，１審の判断を維持し，Ｘの控訴
を棄却した。
　庁舎管理権は所有権に基づくものであるから，庁舎管理権者は，特に法令に
よって制限されていない限り，明文の規定がなくても，その庁舎に対して包括
的な管理支配権を持ち，その事務の遂行に支障となる行為を禁止することがで
きる。そして，撮影機器の面会室への持込みや写真撮影を禁止することは，面
会の様態に関する制限と解することはできないから，刑事収容施設法にそのよ
うな面会の様態の制限についての規定が置かれていないからといって，刑事施
設の長が，庁舎管理権に基づいて撮影機器の面会室への持込みや撮影行為を禁
止することができないものと解することはできない。刑事施設の長が庁舎管理
権に基づいて行う措置については，それが逃亡及び罪証隠滅の防止，刑事施設
の規律及び秩序の維持等のためにされる有効なものであれば，その法的効力を
否定することはできない。刑事施設は，法務省設置法９条１項規定の事務をつ
かさどる施設であり，刑事施設の庁舎は，上記事務の用に供する財産であるか
ら，国有財産法３条２項１号の公用財産に当たり，公共用財産には当たるもの
ではない。弁護人等が面会室において被疑者等の容ぼう等を撮影する行為は，
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表現行為に当たるものではないから，憲法21条１項によって保障されるもので
はない。
　最高裁判所は，Ｘの上告理由及び上告受理申立て理由は，民訴法が規定する
事由に該当しないとして，上告棄却及び上告不受理決定をした。

イ　保護室収容中であることを理由に接見を不許可とされた被収容者及び弁護
士による国家賠償請求上告事件（最高裁平成29年（受）第990号，平成30年
10月25日第一小法廷判決）
　本件は，拘置所に被告人として勾留されていたＸ₁（原告・控訴人・上告人）
及びその弁護人であったＸ₂（原告・控訴人・上告人）が，Ｘ₁が刑事収容施設
法79条１項２号イに該当するとして保護室に収容中であることを理由に拘置所
の職員がＸ₂とＸ₁との面会を許さなかったことにより，接見交通権を侵害され
たなどとして，Ｙ（国，被告・被控訴人・被上告人）に対し，国賠法１条１項
に基づき，慰謝料（一人当たり30万円）等の支払を求めたものである。
　１審判決（福岡地裁平成28年1月15日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘ₁らの請求を棄却した。
　被告人である被収容者の弁護人が保護室収容中の当該被収容者との接見を申
し出た場合に，保護室に収容中であることを理由に接見を許さない刑事施設の
長の措置は，原則的に必要かつ相当な措置として，国賠法１条１項の適用上違
法であるとの評価を受けないが，保護室収容継続の必要性，相当性の判断に誤
りがある場合のほか，弁護人等との接見を殊更に制限する目的で保護室収容を
中止せず，接見を認めなかったなどの特段の事情がある場合には，違法となる。
本件については，Ｘ₂がしたＸ₁との接見の申出に対して，Ｘ₁が保護室に収容
されていることを理由に接見を認めなかった拘置所長の措置について，上記特
段の事情があるものと認められず，国賠法の適用上違法であるとは認められな
い。また，接見の前提としてＸ₂の来所をＸ₁に告げなかったとしても，これを
もって違法であるとは認められない。
　２審判決（福岡高裁平成29年３月７日判決）は，要旨以下のとおり判断の理
由を付加したほか，１審の判断を維持し，Ｘ₁らの控訴を棄却した。
　刑事施設とその収容者との関係は，捜査機関と被疑者・被告人との関係とは
異なるから，捜査機関が被告人の接見交通権を制限できないとしても，当該被
告人が刑事施設の被収容者である以上は，刑事施設の規律及び秩序維持を目的
として，被告人たる被収容者の接見を制限することがおよそ許されないという
ことはできない。そして，拘置機関による被告人の接見の制限は，刑事施設の
規律及び秩序維持を目的としてなされるものであり，刑事被告人の憲法及び法
が認める権利の重要性を踏まえた上で，なお，この目的に照らして接見を制限
すべき合理的理由がある場合は，これが憲法34条，37条３項，刑訴法39条１項
等に違反するということはできないし，弁護人の弁護権を侵害するということ
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もできない。
　本判決は，要旨以下のとおり判示し，原審を一部破棄するとともに，「特段
の事情」の有無等につき更に審理を尽くさせるため，審理を福岡高裁に差し戻
した。
　刑事収容施設法79条１項２号に該当するとして保護室に収容されている未決
拘禁者との面会の申出が弁護人等からあった場合に，その申出があった事実を
未決拘禁者に告げないまま，保護室に収容中であることを理由として面会を許
さない刑事施設の長の措置は，未決拘禁者が精神的に著しく不安定であること
などにより同事実を告げられても依然として同号に該当することとなることが
明らかであるといえる特段の事情がない限り，未決拘禁者及び弁護人等の接見
交通権を侵害するものとして，国賠法１条１項の適用上違法となる。

⑺　検察関係
　無罪判決が確定した元証券会社社員による国家賠償請求控訴事件（東京高裁平
成30年（ネ）第1753号，平成30年９月13日判決）
　本件は，外資系証券会社に勤務していたＸ（原告・控訴人）が，所得税の確定
申告において，給与の収入金額として，源泉徴収票に記載された支払金額のみを
申告し，株式報酬に係る収入を申告しなかったことなどから所得税法違反の罪と
して国税局収税官吏による告発（以下「本件告発」という。）及び検察官による
起訴（以下「本件起訴」という。）がされたものの第１審で無罪判決を受け，こ
れに対し，検察官による控訴（以下「本件控訴」という。）がされたものの控訴
棄却判決を受け無罪判決が確定したことから，本件告発，本件起訴及び本件控訴
が違法であるなどとして，Ｙ（国，被告・被控訴人）に対し，国賠法１条１項に
基づき，１億円の損害賠償を求めたものである。
　１審判決（東京地裁平成30年３月12日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘの請求を棄却した。
　国税収税官吏又は検察官において，本件告発又は本件起訴の当時，Ｘに過少申
告のほ脱の故意があると推認したことには，一応の合理性がある。そして，本件
告発は，告発時における各種の調査資料を総合勘案して合理的な判断過程により
犯則があると思料する程度の嫌疑があったということができ，また，本件起訴は，
起訴時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認
められる嫌疑があったということができるから，いずれについても，国賠法上，
違法であるということはできない。
　本件控訴については，控訴時における各種の証拠資料を総合勘案して合理的な
判断過程により有罪と認められる嫌疑があったということができる。加えて，本
件１審の判断を覆し有罪判決を得る見込みがあるとの控訴申立検察官の判断過程
に明らかに合理性がないとはいえないことから，本件控訴は，国賠法上，違法で
あるということはできない。
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　本判決も１審の判断を維持し，Ｘの控訴を棄却した（上告受理申立て）。
⑻　その他
ア　ＴＰＰ交渉差止・違憲確認等請求上告・上告受理事件（最高裁平成30年（オ）
第825号，同年（受）第1014号，平成30年10月４日第一小法廷決定）
　本件は，Ｘ₁（原告・控訴人・上告人兼申立人）らが，環太平洋パートナー
シップ協定（以下「ＴＰＰ協定」という。）は，憲法の規定する統治機構の基
本構造を破壊するとともに憲法の保障する基本的人権（憲法25条，13条，21条）
を具体的に侵害するなどと主張して，人格権及び生存権に基づくＴＰＰ協定交
渉ないし締結の差止め及びＴＰＰ協定交渉の違憲確認を求めるとともに，国賠
法１条１項に基づき，慰謝料（一人当たり１万円）の支払を求めたものである。
なお，Ｘ₁らは，ＴＰＰ協定交渉ないし締結の差止請求及びＴＰＰ協定交渉の
違憲確認請求（以下「本件旧請求」という。）を，ＴＰＰ協定の締結の差止請
求及びＴＰＰ協定の違憲確認請求（以下「本件新請求」という。）に交換的に
変更する旨の訴え変更の申立てを行った。
　１審判決（東京地裁平成28年６月７日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘ₁らの請求を一部却下・一部棄却した。
　①（訴え変更の許否について）本件新請求は，本件旧請求と請求の基礎に変
更はなく，また，著しく訴訟手続を遅延させることにもならないため，訴えの
変更は，民訴法143条１項の要件を満たし，許されるというべきである。
　②（締結差止請求に係る訴えの適法性について）条約を締結することは，内
閣の職務の一つであって，行政権の行使そのものであり，その差止めを求める
本件締結差止請求は，内閣の行政上の権限の取消変更ないしその発動を求める
請求にほかならない。このような行政権の行使につき，私人が私法上の給付請
求権としての差止請求権を有すると解すべき余地はないから，民事上の請求と
してその差止めを求める訴えは，不適法というべきである。
　③（違憲確認請求に係る訴えの適法性について）ＴＰＰ協定によって，現に，
Ｘ₁らの有する権利又は法律的地位に危険又は不安が存在するとは認められず，
ＴＰＰ協定が違憲であることを確認することが，現在の具体的な権利義務ない
し法律関係に関する紛争を解決することにもつながらないから，被告との間で
確認判決を得ることが必要かつ適切であるとはいえず，Ｘ₁らに確認の利益は
認められない。よって，Ｘ₁らの違憲確認請求に係る訴えは，いずれも不適法
である。
　④（損害賠償請求の当否について）Ｘ₁らが主張する種々の権利は，抽象的，
一般的なものにとどまり，裁判上の救済が得られる程度に具体的，個別的な法
律上保護される権利ないし法的利益とは認められない上，ＴＰＰ協定に対応す
る国内法の改正，施行等もされておらず，Ｘ₁らの権利義務又は法律関係に何
らかの影響を及ぼすような法規範は存在しないことに照らせば，ＴＰＰ協定の
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交渉及び署名によってＸ₁らの権利ないし法的利益が侵害されたとはいえない。
したがって，Ｘ₁らの国賠法１条１項に基づく損害賠償請求はいずれも理由が
ない。
　２審判決（東京高裁平成30年１月31日判決）は，要旨以下のとおり，控訴審
におけるＸ₁らの主張に対する判断を付加するほか，１審の判断を維持した。
　Ｘ₁らは，違憲確認請求及び国賠法１条１項に基づく損害賠償請求の理由と
して，種子法の廃止，遺伝子組換え食品の激増，水道法の改正及び行政不服審
査法の改正を取り上げ，ＴＰＰ協定に係る交渉によって，既に関連する法律の
改正や運用改変が現実化しており，Ｘ₁らの権利義務関係に影響が生じ，生命権，
健康権及び平穏生活権が侵害されている旨の主張をする。しかしながら，ＴＰ
Ｐ協定はいまだ発効しておらず，Ｘ₁らの権利義務又は法律関係に何らかの影
響を及ぼすようなＴＰＰ協定に基づく法規範は存在せず，ＴＰＰ協定の交渉及
び署名によって，ＹとＸ₁らとの間に具体的な権利義務ないし法律関係が創設，
変更等されたものでもないから，Ｘ₁らの権利ないし法的利益が侵害されたも
のということはできない。
　最高裁判所は，Ｘ₁らの上告理由及び上告受理申立て理由は，民訴法が規定
する事由に該当しないとして，上告棄却及び上告不受理決定をした。

イ　治安維持法違反被告事件（横浜事件）で有罪判決を受け，その後，再審で免
訴判決が確定した元被告人の遺族らによる国家賠償請求控訴事件（東京高裁平
成28年（ネ）第3783号，平成30年10月24日判決）
　本件は，治安維持法違反被告事件（いわゆる横浜事件）により有罪判決を受
けたものの，その後，再審で免訴判決が確定した元被告人らの遺族であるＸ₁（原
告・控訴人）らが，①特別高等課警察官が元被告人らに対して拷問による取調
べをし，検察官が嫌疑なき起訴をした，②裁判官が治安維持法違反に係る予審
決定をし，有罪判決を言い渡し，裁判所職員らが訴訟記録等を焼却した，③裁
判官が元被告人らによる再審請求を棄却した，④裁判官が無罪判決ではなく免
訴判決をしたことなどにより，元被告人ら及びＸ₁らの名誉が被害を受け続け
ているなどとしてＹ（国，被告・被控訴人）に対し，国賠法１条１項等に基づ
き，損害賠償を求めたものである。
　１審判決（東京地裁平成28年６月30日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘ₁らの請求を棄却した。
　（①検挙，取調べ，起訴，予審決定，有罪判決，訴訟記録等の廃棄について）
これらの公務員の各行為は，国賠法施行前の行為であるところ，同法施行前に
は，公権力の行使に当たる国の公務員の違法行為について国が賠償責任を負う
べき法令上の根拠はなかった。したがって，これらの公務員らの違法行為につ
いて，Ｙは，民法上も含め損害賠償責任を負わない。
　（②１回目の再審請求棄却決定について）１回目の再審請求棄却決定をした
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裁判官らは，本件に適用される旧刑事訴訟法の規定等に照らし，その開始決定
を行う事由が存在しないものと判断したのであって，裁判官らが違法又は不当
な目的をもって裁判をしたなど，裁判官がその付与された権限の趣旨に明らか
に背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情が認められず，また，
その上級審である東京高裁や最高裁の裁判官らにおいてもそのような特別の事
情があったとは認められず，裁判官らに違法があったとはいえない。
　（③再審裁判における免訴判決について）再審開始後の裁判において，裁判
所は，審級に従い，改めて審理して裁判を行うこととなるものである。昭和20
年に治安維持法が廃止され，治安維持法に対する大赦令が発布されたのである
から，旧刑事訴訟法の規定により，元被告人らを免訴とした地裁判決に違法は
なく，また，その上訴審である東京高裁や最高裁の各判決にも違法はない。な
お，再審の裁判において，無罪の判決を得ることによって，元被告人らの名誉
回復が実現されると考える遺族であるＸ₁らの心情は理解できるが，免訴判決
の確定によって先にされた有罪の確定判決は完全に効力を失うこととなり，同
判決によって受けた不利益も法律上は回復されたといえる。
　本判決も上記①について，要旨以下のとおり補足したほか，１審判決の判断
を維持し，Ｘ₁らの控訴を棄却した。
　統治権に基づく権力的行動としての公務員の行為に基づく損害については，
国は賠償責任を負わないというのが，国賠法施行直前の国家賠償制度について
広く通用していた解釈である。また，国賠法附則６項の立法者意思による解釈
は，「統治権に基づく権力的行動としての公務員の行為のうち国賠法施行前に
行われたものに基づく損害については，国は賠償責任を負わない。」というも
のになる。これらを総合すると，国賠法附則６項の規定の解釈として，統治権
に基づく権力的行動としての公務員の行為のうち国賠法施行前に行われたもの
に基づく損害については国は賠償責任を負わないと解するのが相当である（上
告・上告受理申立て）。

ウ　各安倍首相靖國神社参拝違憲確認等請求控訴事件（東京高裁平成29年（ネ）
第3206号，平成30年10月25日判決）
　本件は，Ｘ₁（原告・控訴人）らが，安倍晋三内閣総理大臣（以下「安倍総理」
という。）が平成25年12月26日に靖國神社に参拝した行為（以下「本件参拝」
という。）は，政教分離原則（憲法20条１項，３項，89条）に反するとともに，
信教の自由，宗教的人格権，平和的生存権等を侵害し，国際人権法等にも違反
する違憲違法な行為であり，Ｘ₁らは本件参拝により精神的苦痛を被ったとし
て，Ｙ₁（国，被告・被控訴人）に対し，本件参拝の違憲確認及び慰謝料の支
払を求めたものである。
　なお，Ｘ₁らは，併せて，Ｙ₂（安倍総理個人，被告・被控訴人）に対し，内
閣総理大臣として靖國神社に参拝することの差止め及び慰謝料の支払を，Ｙ₃
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（靖國神社，被告・被控訴人）に対し，安倍総理による内閣総理大臣としての
参拝を受け入れることの差止め，本件参拝を受け入れたことの違憲確認及び慰
謝料の支払を，それぞれ求めた。
　１審判決（東京地裁平成29年４月28日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘ₁らの請求を一部却下・一部棄却した。
　①（損害賠償請求について）安倍総理が靖國神社を参拝する行為は，他人の
信仰生活等に対して何ら，圧迫，干渉を加えるような性質のものではないから，
本件参拝により，自己の心情ないし宗教上の感情を害されたとし，不快の念を
抱いたとしても，これを被侵害利益として，直ちに損害賠償を求めることはで
きない。また，Ｘ₁らが主張する権利ないし利益は，いずれも法的保護に値す
るものということができず，損害賠償の対象となる被侵害利益には当たらない
から，Ｘ₁らの損害賠償請求及び差止請求は理由がない。
　②（違憲確認の訴えについて）本件参拝によりＸ₁らの損害賠償請求権の前
提となる権利ないし法的利益が侵害されたとはいえないから，本件違憲確認は
Ｘ₁らの法律的地位とは直接関係しない法律関係の確認を求めるものであるこ
とに帰する。したがって，Ｘ₁らの違憲確認の訴えには確認の利益がないから，
いずれも不適法というべきである。
　③（憲法判断の必要性について）我が国の現行の制度における違憲立法審査
権の行使は，付随的違憲審査制が採られていることからすると，裁判所が憲法
判断を行うのは，その判断が具体的事件の結論を導くために必要である場合に
限られるのであって，本件についてみると，Ｘ₁らの各請求について結論を導
くために憲法判断が必要であるとはいえない。
　本判決も１審の判断を維持し，Ｘ₁らの請求を棄却した（上告・上告受理申
立て）。

エ　損害賠償請求事件（福島原発事故に伴う国賠訴訟）（京都地裁平成25年（ワ）
第3053号，平成26年（ワ）第649号，平成27年（ワ）第2241号，平成30
年３月15日判決）
　本件は，平成23年３月11日に福島第一原子力発電所（以下「福島第一発電所」
という。）において，東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波の影響で，放
射性物質が放出される事故（以下「本件事故」という。）が発生したことにより，
Ｘ₁（原告）らがそれぞれ本件事故当時の居住地で生活を送ることが困難とな
ったため，避難を余儀なくされ，避難費用等の損害が生じたとともに，精神的
苦痛も被ったと主張して，Ｙ₂（Ａ電力株式会社，被告）に対しては，民法709
条及び原子力損害の賠償に関する法律（「以下「原賠法」という。）３条１項に
基づき，Ｙ₁（国，被告）に対しては，国賠法１条１項に基づき，それぞれ損
害賠償を求めたものである。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，Ｘ₁らの請求を一部認容した。
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　（予見可能性の有無について）平成14年２月に津波評価技術が刊行された後，
同年７月に長期評価が公表されており，三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの区
域における地震発生の可能性が指摘されているのであるから，Ｙ₁らは，この
ような波源に関する最新でしかも公的な知見を当てはめた場合に，津波評価が
どのような結果となるのかを算出すべきであったといえる。それをしていれば，
それぞれＯ．Ｐ．（OnahamaPeil小名浜港工事基準面）＋10メートルを超える津
波が到来することを予見できたといえる。
　（規制権限不行使の違法について）平成14年以後，遅くとも平成18年末頃時
点においては，経済産業大臣が，電気事業法40条に基づく技術基準適合命令又
は核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（炉規法）上の権限
を行使して，Ｙ₂に対して，長期評価の見解に基づく津波高の試算をさせると
ともに，敷地高を超える津波へ対応することを命じなかったことは，その規制
権限を付与された目的，権限の性質等に照らし，その許容される限度を逸脱し
て著しく合理性を欠くと認められるから，経済産業大臣の権限不行使は，職務
上の法的義務に反し違法であると認められる。
　（責任割合について）Ｙ₂は原賠法３条１項に基づく責任を，Ｙ₁は国賠法１
条１項に基づく責任を，それぞれ負うところ，いずれもが各Ｘ₁に対する損害
全額に寄与したものと認められる。そうすると，共同不法行為の成否にかかわ
らず，賠償責任としてもＹ₁は，Ｙ₂とともに，Ｘ₁らに対して全額について責
任を負う。
　（避難の相当性について）年間追加被曝20ミリシーベルトという基準は，政
府による避難指示を行う基準としては，一応合理性を有する基準であるという
ことができるが，政府による避難指示を行う基準が，そのまま避難の相当性を
判断する基準とはなり得ない。避難指示による避難は，当然，本件事故と相当
因果関係のある避難であるといえるものの，そうでない避難であっても，個々
人の属性や置かれた状況によっては，各自がリスクを考慮した上で避難を決断
したとしても，社会通念上，相当である場合はあり得るというべきである。
　避難の相当性を認めるべきは，①ないし③の場合である。
　①本件事故時，避難指示等対象区域に居住していた者が避難した場合。
　②本件事故時，自主的避難等対象区域に居住しており，かつ，次の㋐又は㋑
のいずれかの条件を満たす場合。
　㋐平成24年４月１日までに避難したこと。ただし，妊婦又は子どもを伴わな
い場合には，避難時期を別途考慮する。
　㋑本件事故時，同居していた妊婦又は子どもが上記㋐本文の条件を満たして
おり，当該妊婦又は子どもの避難から２年以内に，その妊婦又は子どもと同居
するため，その妊婦の配偶者又はその子どもの両親が避難したこと。
　③本件事故時，自主的避難等対象区域外に居住していたが，㋐福島第一発電
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所からの距離，㋑避難指示等対象区域との近接性，㋒政府や地方公共団体から
公表された放射線量に関する情報，㋓自己の居住する市町村の自主的避難の状
況（自主的避難者の多寡など），㋔避難を実行した時期（本件事故当初かその
後か），㋕自主的避難等対象区域との近接性，㋖避難した世帯に子どもや放射
線の影響を特に懸念しなければならない事情を持つ者がいることなどの個別具
体的事情により，上記②の場合と同等の場合又はこれに準じる場合。
　（損害各論について）①避難指示等の有無にかかわらず，避難が相当の場合
には，避難先での生活継続による損害も，本件事故と相当因果関係のある損害
と認められる。避難指示等による避難の場合には，避難指示が続く限りは，そ
の間の避難生活に伴う損害は，当然本件事故と相当因果関係のある損害という
ことができる。避難指示等の解除後も相応の期間の避難生活による損害は，や
むを得ないものであって，本件事故と相当因果関係のある損害と評価する。②
自主的避難の場合であったとしても，避難後，避難生活を継続することはやむ
を得ないから，それによって生じた損害も，本件事故と相当因果関係のある損
害と認められる。ただし，避難の相当性で認定した避難時から２年経過するま
でに生じた損害について，本件事故と相当因果関係のある損害と認める。③既
にＡＤＲ手続において損害と認められた損害については，一定の資料に基づい
てなされていることなどから，Ｘ₁らに生じた損害を認定するに当たり，前提
として考慮するのが相当である（双方控訴）。

オ　損害賠償請求事件（福島原発事故に伴う国賠訴訟）（東京地裁平成25年（ワ）
第6103号ほか，平成30年３月16日判決）
　本件は，平成23年３月11日当時，福島県福島市，郡山市，いわき市又は田村
市に居住していたＸ₁（原告）らが，同日に発生した東北地方太平洋沖地震及
び津波（以下「本件津波」という。）に伴う福島第一原子力発電所（以下「福
島第一発電所」という。）から放射性物質が放出される等の事故（以下「本件
事故」という。）による避難に伴う各種損害について，Ｙ₂（Ａ電力株式会社，
被告）に対しては，無過失責任である原子力損害の賠償に関する法律３条１項
のほか，民法709条又は民法717条１項に基づき，Ｙ₁（国，被告）に対しては，
福島第一発電所の敷地高を超える津波を予見しながら規制権限の行使を怠った
等と主張して，国賠法１条１項に基づき，それぞれ損害賠償を求めたものである。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，Ｘ₁らの請求を一部認容した。
　（規制権限の有無）経済産業大臣には，電気事業法39条１項が定める原子炉
施設についての技術基準を定める省令制定権限及び同法40条が定める技術基準
適合命令を発する権限が認められているところ，これらの権限は，詳細設計だ
けでなく，基本設計をも対象にしていると解すべきであるし，この点をおいた
としても，Ｘ₁らが主張する津波対策はいずれも詳細設計に当たるといえるか
ら，経済産業大臣にはＸ₁らが主張する津波対策を命ずる権限があった。
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　（規制権限の違法性）国の規制権限の不行使が国賠法１条１項の適用上違法
となるのは，その権限を定めた法令の趣旨，目的や，その権限の性質等に照ら
し，具体的事情の下においてその不行使が許容される限度を逸脱して著しく合
理性を欠くと認められる場合である。本件では，①Ｘ₁らが主張する被侵害利
益は規制法規が直接保護しているものであること，②規制法規が保護している
利益には重大かつ不可逆的なものが含まれていること，③規制権限の不行使に
よって深刻な災害が発生したときの被害が甚大であること，④原子力発電所は，
国の継続的な監督によって初めて原子力事業者が設置・運転をすることが可能
であるとされており，Ｙ₁自身が，原子炉施設の安全と保安について電力事業
者とともに責任があることを表明し，現実にも，原子力発電所の安全を実現す
るために原子力事業者と密接な協力関係にあったことに鑑みると，Ｙ₁におい
て，本件事故の予見義務違反があり，結果回避義務違反及びそれらと本件事故
との因果関係があるときは，権限を定めた法令の趣旨，目的や，その権限の性
質等に照らし，具体的事情の下において，その不行使が許容される限度を逸脱
して著しく合理性を欠く。
　（予見義務）津波に対する防災のためのＹ₁の機関であって，当時の有力な
地震学者及び津波学者が集った地震調査研究推進本部が，平成14年７月31日に
公表した長期評価の見解は，相当な権威のある機関や専門家等によって相当な
手続で，相当な根拠をもって作成された科学的に十分に合理的な見解であると
認められるから，Ｙ₁において平成14年中に長期評価の見解から想定される程
度の津波，すなわち，本件津波と同程度の津波（長期評価の見解から算出され
る結果に一定の安全裕度を付したもの），少なくともＯ．Ｐ．（OnahamaPeil小
名浜港工事基準面）＋10メートルを超える津波を予見すべき義務があった。
　（結果回避可能性及び因果関係）Ｙ₁は，平成18年末までに規制権限を行使
して，Ｙ₂に対し，①防潮堤等の設置，②原子炉建屋の水密化，又は，③配電
盤等若しくは非常用電源の高台若しくは建屋上部（高所）設置のうちのいずれ
かの対策，又は，④津波による全電源喪失を想定したバッテリー設置，手順策
定等の対策を講じさせていれば，本件事故の発生を回避し得た。なお，Ｏ．Ｐ．
＋10メートルを超える津波を予見する義務があると解した場合においても，Ｙ
₁は，平成18年までに規制権限を行使して，Ｙ₂に対し，上記②原子炉建屋の水
密化又は上記④津波による全電源喪失を想定したバッテリー設置，手順策定等
の対策を講じさせていれば，本件事故の発生を回避し得た。
　（避難の合理性）Ｘ₁らが，放射性物質の汚染や本件事故の進展による将来
的な放射性物質の汚染の拡大による健康への侵害の危険が一定程度あるとして
避難を開始した判断は合理的で，本件事故時に避難指示等区域外に居住してい
たＸ₁らについては平成23年12月まで（18歳未満の子供及び妊婦並びにその家
族については平成24年８月まで），本件事故時に緊急時避難準備区域に居住し
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ていたＸ₂（原告）らについては平成24年８月まで避難継続の合理性が認めら
れる（双方控訴）。

カ　国との間で締結した分収林育成契約によって損害を被ったとする契約者ら
による損害賠償請求事件（緑のオーナー訴訟）（大阪地裁平成27年（ワ）第
9366号，平成29年（ワ）第3725号，平成30年４月９日判決）
　本件は，分収育林制度（通称「緑のオーナー制度」。国有林野に育成してい
る樹木の共有持分を国以外の者に譲渡し，その者から持分の対価及び当該樹木
について国が行う保育及び管理（育林）に要する費用の一部の支払を受け，育
林による収益を国とその者（費用負担者）が分収する制度）に基づき，Ｙ（国，
被告）との間で契約を締結したＸ₁（原告）らが，同契約の締結に際し，Ｙの
担当者に違法な勧誘行為があり，払込額相当額の損害を被ったとして，国賠法
１条１項又は不法行為に基づく損害賠償を求めるものである。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，Ｘ₁らの請求を棄却した。
　分収育林契約の申込みの勧誘を行うに当たっては，Ｙの担当者において，分
収育林契約の内容等について，分収金の総額が払込額を下回ることはないとの
誤解が生じ得るような場合には，費用負担者ないし契約行為者がそのような誤
解に基づいて契約を締結することのないよう，木材の成長度合（材積の増大）
と立木の販売価格の動向により分収額は変動し，木材価格の動向によっては分
収金総額が払込額を下回る可能性があることについて，相当の方法及び程度に
より説明をすべき信義則上の義務を負う。
　Ｙの担当者には，その勧誘において元本を保証しない旨の記載のないパンフ
レットが使用された平成５年６月30日以前に分収育林契約を締結した者（同日
以降に追加で同契約を締結した者を含む。）及び上記パンフレットを受領して
同日以降に同契約を締結した者に対し，少なくとも木材価格の動向によっては
分収金総額が払込額を下回る可能性があることについての説明義務違反があっ
たといえる。しかしながら，Ｘ₁らがＹ又はＹの担当者の行為により，損害賠
償請求権を取得したとしても，分収育林契約の締結時から起算して，本件訴訟
提起前の20年の除斥期間が経過したものは，法律上当然に消滅したものである。
また，Ｘ₁らは，主伐による最終的な分収金の支払を受けた時点で，損害の発
生及び加害者を現実に認識したということができるから，Ｘ₁らの国賠法１条
１項ないし不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は，主伐によ
る分収金の支払を受けた日であると解すべきであり，分収育林契約に基づく最
初の主伐完了時から起算して，訴え提起時までに３年が経過している契約に係
る損害賠償請求権は時効によって消滅したものと認められる（確定）。

キ　米国がビキニ環礁及びその付近で行った核実験により被爆したとする元漁船
員らによる損害賠償請求事件（高知地裁平成28年（ワ）第129号，平成30年
７月20日判決）
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　本件は，米国が，昭和29年３月から同年５月にかけて，マーシャル諸島共和
国ビキニ環礁及びその付近において行った核実験により被爆したとする漁船員
及びその遺族並びにこれらの者の支援者であるＸ₁（原告）らが，Ｙ（国，被告）
が，被爆の事実及び被爆に関する記録（以下「本件資料」という。）を平成26
年に開示するまでの間隠匿したこと及び被爆した者について追跡調査や生活支
援等をしなかったことが違法であるなどとして，Ｙに対し，国賠法１条１項に
基づき，損害賠償を求めたものである。
　本判決は，要旨以下のとおり判示し，Ｘ₁らの請求を棄却した。
　Ｘ₁らは，本件資料の隠匿行為を根拠づける事実として，①昭和30年１月４
日の日米合意の締結，②同月１日からの被爆調査の中止，③昭和61年３月７日
の衆議院での本件資料が残っていない旨の答弁，④平成16年３月５日の高知県
議会での高知県知事によるＹはビキニ事件については解決済みの立場である旨
等の答弁，⑤本件資料開示までの厚労省の対応といった五つの事実を主張し，
これらが不法行為であり，本件資料を開示しないこと，被爆の事実を隠すため
調査・支援等を実施しないことを含めて継続的不法行為であると主張する。し
かし，これらを継続的不法行為とは捉えることはできず，本件訴訟が提起され
た時点より20年以上前の①ないし③の行為及びこれに基づく損害に関しては，
除斥期間が経過しているといわざるを得ない。そして，④の行為及び⑤の行為
が違法となるとは認められない。
　また，Ｘ₁らは，Ｙが本件資料を開示すべき作為義務及び調査・支援等施策
を実施すべき作為義務に違反した不作為を主張する。しかし，公務員の不作為
が国賠法上違法であるというためには，個別の国民に対する法的作為義務が
認められる必要があるところ，Ｘ₁らの主張する憲法及び各法律の規定からは，
内閣総理大臣その他閣僚において，資料開示・施策実施義務を負うと認めるこ
とはできない（控訴）。

行政訟務課 　法務省組織令第48条，第51条

　平成30年中に新たに提起された事件及び判決・決定等のあった事件のうち，注目さ
れるものは，次のとおりである。
１　新たに提起された事件　
⑴　情報公開・個人情報保護関係
ア　公文書不開示決定処分取消請求事件（那覇地裁平成30年（行ウ）第11号）
　本件は，Ｘ（原告）が，沖縄防衛局長に対し，情報公開法に基づき，普天間
飛行場代替施設建設事業における土質調査の成果物（ボーリング柱状図及び土
層断面図）に係る行政文書（以下「本件文書」という。）について開示請求を
したところ，沖縄防衛局長から，文書不存在として不開示決定を受けたため，
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同決定の取消し及び開示決定の義務付けを求めるものである（Ｘは，沖縄防衛
局長が既にケーソン護岸の実施設計業務を業者に発注しているところ，本件文
書を保有していなければケーソン護岸の実施設計のための土質条件を設定でき
ず，同実施設計業務を発注することはできなかったはずであるから，沖縄防衛
局長が本件文書につき文書不存在を理由に不開示と決定した処分は違法である
等の主張をしている。）。

イ　公文書不開示決定処分取消請求事件（東京地裁平成30年（行ウ）第410号）
　本件は，原告が，情報公開法に基づき，文部科学大臣に対し，行政文書（学
校法人Ａに関する学部設置認可申請補正申請書（図面に係る部分），寄附行為
変更許可申請書（図面，見積書，契約書等に係る部分），校舎等の設計図及び
Ｂ市との基本協定書において理事会の議決等を要するとされている事項に係る
理事会の議事録）の開示を請求したところ，同大臣から，情報公開法５条２号
イ，同条５号及び同条６号に規定する不開示事由に該当するとして不開示決定
を受けたため，その取消し及び開示決定の義務付けを求めるものである。

⑵　法務行政関係
ア　観察処分期間更新決定取消請求事件（東京地裁平成30年（行ウ）第73号）
　本件は，公安審査委員会が，平成30年１月22日付けで，「Ａを教祖・創始者
とするＢ教の教義を広め，これを実現することを目的とし，同人が主宰し，同
人及び同教義に従う者によって構成される団体」（以下「被処分団体」という。）
に対し，無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律５条４項の規定
に基づき，平成12年１月28日付けでした観察処分の期間を更に３年更新する旨
の決定（以下「本件更新決定」という。）をしたことについて，Ｘ（原告）が，
本件更新決定は，被処分団体に包含されていないＸに対する関係でもされた違
法な処分であるなどと主張して，本件更新決定のうち，Ｘを対象とした部分の
取消しを求めるものである。
　なお，同種訴訟として，本件と同じく同法上の観察処分の対象とされた元Ｂ
教の信者が，東京地裁に提訴している（東京地裁平成30年（行ウ）第289号）。

イ　国籍確認等請求事件（東京地裁平成30年（行ウ）第93号，同第98号ない
し第104号）
　本件は，日本国籍を有していたものの外国国籍を取得したことにより日本国
籍を喪失した原告ら及び外国国籍取得により日本国籍を喪失するおそれがある
ため，外国国籍を取得できないでいる原告らが，前者につき日本国籍を有する
ことの確認，後者につき外国国籍を取得しても日本国籍を失わない地位にある
ことの確認を求めるものである。

ウ　婚姻関係確認等請求事件（東京地裁平成30年（行ウ）第246号）
　本件は，外国に居住し，外国の方式により婚姻した日本国籍を有するＸ（原
告）らが，区役所に婚姻証書謄本を提出する際，各自が生来の氏を称する旨を
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申し出たところ，夫婦の戸籍が編成されず，戸籍によって婚姻関係を公証する
ことができないことから，国に対し，Ｘらが互いに婚姻関係にあるとの公証を
受けることができる地位にあることの確認を求めるとともに，立法不作為によ
り，精神的損害を被ったとし，国賠法１条１項に基づき，損害賠償の支払を求
めるものである。

⑶　選挙関係
　在外日本人国民審査権確認等請求事件（東京地裁平成30年（行ウ）第143号，
同年（ワ）第11936号）
　本件は，平成29年10月22日に行われた第48回衆議院議員総選挙の際，日本国外
に居住していた日本人５名（うち４名は現在も日本国外に居住，うち１名は日本
に帰国済）が，国外に住所を有することを理由に最高裁判所裁判官の国民審査権
を行使できないのは，日本国憲法及び最高裁判所裁判官国民審査法に反し，また，
これによって精神的苦痛を被ったなどと主張し，現在も日本国外に居住する４名
が，国に対して，主位的に次回の最高裁判所裁判官の任命に関する国民審査にお
いて，審査権を行使することができる地位にあることの確認，予備的に日本国外
に住所を有することをもって，次回の最高裁判所裁判官の任命に関する国民審査
における審査権の行使をさせないことは違法であることの確認及び上記日本人５
名が損害賠償の支払を求めるものである。
⑷　その他
ア　新田原基地爆音差止請求事件（宮崎地裁平成29年（行ウ）第６号，同平成
30年（行ウ）第11号）
　本件は，新田原基地周辺に居住する原告らが，同基地に離着陸等する自衛隊
機の発する激しい騒音により，その生活，健康等に多大な影響を受けているな
どと主張し，被告に対して，夜間における航空機の運航，一定量の騒音を生じ
させる航空機の運航等の差止めを求めるものである。
　なお，本件は，民事訴訟と行政訴訟とが同時に提起されている。

イ　憲法53条違憲国家賠償等請求事件（東京地裁平成30年（行ウ）第392号）
　本件は，参議院議員であるＸ（原告）が平成29年６月22日付けで憲法53条及
び国会法３条に基づいてした臨時国会召集の要求に対し，内閣が合理的期間内
に臨時国会を召集しなかったことは違憲・違法であるなどと主張して，次にＸ
が参議院の総議員の４分の１以上の一人として内閣に臨時国会の召集を要求し
た場合に，内閣は20日以内に臨時国会を召集できるよう召集決定をする義務が
あることの確認等を求めるとともに，臨時国会が召集されなかったことにより，
Ｘの国会議員としての国会召集権が侵害されたなどと主張して，国に対し，国
賠法１条に基づき，損害賠償金の支払を求めるものである。
　なお，他の衆議院議員又は参議院議員５名が，本件と同様の訴訟を那覇地裁
に提訴した（その後，裁判所の職権により東京地裁へ移送決定）が，訴えの取
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下げにより終了した（東京地裁平成30年（行ウ）第297号）。
２　判決・決定等があった事件
⑴　情報公開・個人情報保護関係
ア　不開示決定処分取消請求上告受理事件（内閣官房報償費関係文書）（最高裁
平成28年（行ヒ）第228号，平成30年１月19日第二小法廷判決）
　本件は，市民団体の構成員であるＸ（原告・控訴人兼被控訴人・被上告人）
が，安倍元官房長官在任時（平成17年10月31日から平成18年９月26日まで）の
期間における内閣官房報償費の支出に関する各文書につき開示請求をしたとこ
ろ，内閣官房内閣総務官が，内閣官房報償費の具体的使途が明らかになると内
政・外交等の事務の円滑かつ効果的な遂行に支障を及ぼすおそれがあることを
理由として不開示決定処分をしたため，その取消しを求めたものである。
　１審判決（大阪地裁平成24年３月23日判決）は，支払相手方等の氏名・名称
や具体的な使途が記載されている文書（領収書等，支払決定書，出納管理簿の
調査情報対策費及び活動関係費の支払決定に係る項目）については，開示によ
り，内閣官房の行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，それ以外
の文書（政策推進費受払簿，報償費支払明細書，出納管理簿の調査情報対策費
及び活動関係費の支払決定に係る項目以外の記載）については，開示により，
内閣官房の行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，
情報公開法５条３号及び６号の不開示情報に該当しないとし，Ｘの請求を一部
認容した。
　２審判決（大阪高裁平成28年２月24日判決）は，１審の判断を維持して，双
方の控訴を棄却した。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，２審判決を一部破棄し，同部分につ
き１審判決を取り消し，請求を棄却，一部上告を棄却した。
　①政策推進費受払簿②出納管理簿及び報償費支払明細書のうちそれぞれ政策
推進費の繰入れに関する記録部分③出納管理簿のうち月分計等記録部分及び報
償費支払明細書のうち繰越記録部分は，これが明らかになっても内閣が推進し
ようとしている政策や施策の具体的内容，その支払相手方や具体的使途等を相
当程度の確実さをもって特定することは困難であるから，上記情報は，情報公
開法５条３号又は６号所定の不開示情報に該当しない。これに対し，報償費支
払明細書のうち調査情報対策費及び活動関係費の各支払決定に係る記録部分は，
これが開示された場合，その支払相手方や具体的使途が直ちに明らかになるも
のではないが，支払決定日や具体的な支払金額が明らかになることから，内閣
官房報償費に関する情報の性質を考慮すれば，当該時期の出来事，内閣官房長
官の行動等の内容いかんによっては，これらに関する情報との照合や分析等を
行うことにより，その支払相手方や具体的使途についても相当程度の確実さを
もって特定することが可能になる場合があるものと考えられることから，上記
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情報は，情報公開法５条３号又は６号所定の不開示情報に該当する。
イ　開示決定処分取消請求控訴事件（北部訓練場の共同使用関係文書）（福岡高
裁那覇支部平成29年（行コ）第５号，平成30年４月17日判決）
　本件は，Ｘ（国，原告・被控訴人）が，沖縄県知事が沖縄県情報公開条例に
基づいて平成27年２月19日付けで開示請求者（参加人）に対してしたＸに関す
る情報が記録されている文書（北部訓練場の共同使用に関する文書。日米双方
の合意がない限り，公表されないことが日米間で合意されたものであり，実際
に日米双方が公表を認めていない。以下「本件各文書」という。）の開示決定（以
下「本件開示決定」という。）の取消しを求めたものである。
　１審判決（那覇地裁平成29年３月７日判決）は，ＸがＦＡＣ6001北部訓練場
の土地の所有者として有する固有の利益が侵害されることをも理由として本件
開示決定の取消しを求めているものであるとし，本件訴えは「法律上の争訟」
に当たり，本件開示決定の取消しを求めるにつき，Ｘは行訴法９条に規定する
「法律上の利益を有する者」に該当し原告適格が認められるとした上で，本件
各文書は，Ｘが行う事務又は事業に関する情報であって，公にすることにより，
契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，Ｘの財産上の利益又は当事者としての
地位を不当に害するおそれがあるものと認められ沖縄県情報公開条例７条７号
イに該当するとして，Ｘの請求を認容した。
　本判決は，１審の判断を維持して，沖縄県知事の控訴を棄却した（上告・上
告受理申立て）。

ウ　国家賠償請求控訴事件（吉田調書）（東京高裁平成29年（ネ）第2610号，
平成30年７月19日判決）
　本件は，Ｘ₁（原告・控訴人）らが，政府事故調が東京電力福島第一原子力
発電所事故を調査した際に作成した吉田昌郎元所長の聴取結果書（以下「吉田
調書」という。）について，内閣官房副長官補に対し，情報公開法に基づく開
示を求めたところ，不開示決定（以下「本件不開示決定」という。）を受けた
ため，国賠法１条１項に基づき，違法な不開示決定によって受けた精神的苦痛
を慰謝するための慰謝料等の支払を求めたものである。
　１審判決（東京地裁平成29年４月25日判決）は，本件不開示決定当時，吉田
調書は，全体として，情報公開法所定の不開示事由があったということができ，
本件不開示決定は，いずれも適法な処分であるということに帰するから，国賠
法上も違法であるということはできないとして，Ｘ₁らの請求を棄却した。
　本判決は，１審の判断を維持して，Ｘ₁らの控訴を棄却した（確定）。

エ　不開示決定処分取消等請求控訴事件（吉田調書）（東京高裁平成30年（行コ）
第135号，平成30年11月７日判決）
　本件は，Ｘ₁（原告・控訴人）らが，政府事故調が東京電力福島第一原子力
発電所事故を調査した際に作成した吉田昌郎元所長の聴取結果書（いわゆる吉
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田調書）について，内閣官房副長官補に対し，情報公開法に基づく開示を求め
たところ，不開示決定を受けたため，その取消し及び開示決定の義務付けを求
めたものである。
　１審判決（東京地裁平成30年３月28日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘ₁らの請求を一部却下，一部棄却した。
　（情報公開法５条１号ただし書イの公領域情報に該当するか否か）開示請求
の対象とされている情報が公領域情報であるといえるためには，単に当該情報
が「公にされ，又は公にすることが予定されてい」れば足りるわけではなく，「法
令の規定により又は慣行として」そのようなものであることを要すると規定さ
れ，個人の権利利益を保護する必要性が乏しい状況にあることが想定されてい
ることからすると，当該情報又はそれと性格を同じくする同種の情報が，開示
請求に対する決定の時において，公にされ，又はじ後も公にされることが予定
され続けるであろうことが反復継続的に見込まれる状況にあって初めて公領域
情報ということができるというべきである。本件開示請求の対象文書のうち
原告が不開示決定の取消し等を求める部分（以下「本件各記述」という。）は，
その前後の文章の内容とあいまって，吉田氏の認識する，本件事故中及びその
後，又は事故の未然防止措置の検討の際における個人の行動等を記録すること
によって，有意な情報として構成され，本件各記述対象者に係る個人識別情報
を形成しているものであり（以下，このような一体としての個人の行動等に係
る情報を「行動情報」といい，本件各記述を要素に含んで構成される行動情報
を「本件各行動情報」という。），本件各記述以外の文章の部分は既に開示され
ていることから，本件各記述部分が開示されると上記行動情報の全部が明らか
になるという関係にあり，本件各記述を含む本件各行動情報は，本件各変更決
定時において，法令の規定により又は慣行として公にされ，又は公にすること
が予定されていたといえないから，法５条１号ただし書イの公領域情報として
不開示情報から除外されるものであったということはできない。（法５条１号
ただし書ロの生命等保護情報に該当するか否か）行政文書が生命等保護情報等
として開示しなければならないものと認められるためには，これを公にするこ
とによって現在又は将来に保護される人の生命，健康，生活又は財産（以下「人
の生命等」という。）の利益と，これを公にすることによって個人の権利利益
が害されるおそれとを比較衡量して，前者が後者に優越すると認められること
を要し，その優劣が不明であるにとどまるときは，なおこれを不開示情報とす
ることによって個人の権利利益を保護すべき要請は失われないというべきであ
る。そして，行政目的の中に，人の生命等の利益の保護が既に含まれている場
合には，開示請求の対象とされている情報が含まれる行政文書の性格，当該行
政文書が当該行政目的を達成するために果たしている役割，当該行政目的の達
成状況を踏まえた上で，更に開示請求の対象とされている情報を開示すること
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により，当該行政行為によっては実現できないような人の生命等の利益の保護
が図られることになる蓋然性の有無及び程度を検討することになる。本件にお
いては，本件各記述部分が開示されることにより，政府事故調による調査及び
その結果が公表されていることによっては実現できないような将来の人の生命
等の保護が図られることになる蓋然性は，客観的にみて高いとまではいえない
一方，本件各記述部分が公にされることによって本件各記述対象者の権利利益
が害されるおそれは無視し得る程度に低いものとはいえず，前者の利益が後者
の利益に優越するとまでは認められないことからすると，本件各記述は，法５
条１号ただし書ロの生命等保護情報として不開示情報から除外されるべきもの
であるということはできない。
　本判決は，１審の判断を維持して，Ｘ₁らの控訴を棄却した（確定）。

オ　学校法人Ａへの国有地払下げに係る不開示決定処分取消請求事件（大阪地裁
平成29年（行ウ）第175号，平成30年１月19日訴えの取下げ）
　本件は，Ｘ（原告）が，情報公開法に基づき，近畿財務局長に対し，学校法
人Ａへの国有地払下げに関して提出された小学校の設立趣意書の開示を請求し
たところ，近畿財務局長から，小学校の設立趣意書のうち，設立趣意書の表題
の一部及び本文を不開示とした一部開示決定を受けたため，同決定中の不開示
部分の取消しを求めたものである。
　本件は，Ｘが訴えを取り下げたことにより終了した。

⑵　原子力行政関係
ア　原子力発電所設置許可処分取消等請求事件（函館地裁平成22年（行ウ）第
２号，平成23年（ワ）第314号，平成25年（ワ）第87号，平成26年（ワ）
第32号，同第157号，平成27年（ワ）第68号，同第186号，平成28年（ワ）
第174号，平成29年（ワ）第70号，平成30年３月19日判決）
　本件は，函館市等に居住しているＸ₁（原告）らが，平成20年４月23日付け
で経済産業大臣（当時の処分行政庁）がＹ₂（Ａ株式会社，被告）に対してし
た大間原子力発電所原子炉設置許可処分について，Ｙ₂に対し，同処分に係る
同発電所の建設及び運転の差止めを求めるとともに，同処分を前提にＹ₂が同
原子炉の一部を建設していることを理由に，Ｘ₁らの恐怖感，不安感が形成さ
れたとして，Ｙ₁（国，被告）及びＹ₂に対し，一人当たり３万円の慰謝料の支
払を求めたものである。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，Ｘ₁らの請求を棄却した。
　本件設置変更許可申請に対する規制委員会の安全審査及び処分がいまだなさ
れておらず，本件原発が運転を開始する具体的な目途も立っていない現時点で
は，規制委員会が本件原発の安全審査に用いる具体的審査基準それ自体に不合
理な点がある場合はＹ₂において，当該不合理な基準にもかかわらず本件原発
の安全性が確保されていることを主張立証しない限り，本件原発が安全性を欠
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き重大な事故発生の具体的危険性が否定できないものとして，その建設及び運
転の差止めを認めるべきであるものの，それ以外の場合には，裁判所が安全性
に係る現在の具体的審査基準に適合しないとの理由で，本件原発の建設及び運
転の差止めを命じることはできないというべきである。そして，最新の科学技
術水準を踏まえ，確立された国際基準からみて，規制委員会が本件原発の安全
審査に用いる具体的審査基準に不合理な点は認められないから，原告らのＹ₂
に対する差止請求は，その余の点について判断するまでもなく，いずれも理由
がない。
　また，現時点においては，本件原発の重大な事故発生に伴う放射性物質の放
出等に対する原告らの不安感は抽象的なものにとどまると認められ，原告らの
主張する法益侵害が生じているとはいえないから，その余の点について判断す
るまでもなく，原告らの被告らに対する各慰謝料請求は，いずれも理由がない
（控訴）。
イ　高速増殖炉もんじゅの原子炉設置許可処分取消義務付け等請求事件（東京地
裁平成27年（行ウ）第736号，平成30年５月18日訴えの取下げ）
　本件は，福井県等に居住するＸ₁（原告）らが，高速増殖炉もんじゅ（以下
「もんじゅ」という。）を運営する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に
は，現段階において，核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
に規定する「原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力」がないこと
は明らかであるから，原子力規制委員会には，もんじゅの原子炉設置許可処分
（以下「本件処分」という。）を取り消すべき義務があるなとどして，①主位的
請求として，本件処分の取消しの義務付けを，②予備的請求として，本件処分
の無効確認を求めたものである。
　本件は，Ｘ₁らが訴えを取り下げたことにより終了した。

ウ　東海第二原子力発電所運転差止等請求事件（水戸地裁平成24年（行ウ）第
15号，平成30年11月15日国に対する訴えについて取下げ）
　本件は，茨城県及びその近県等に居住しているＸ₁（原告）らが，東海第二
原子力発電所原子炉につき，不合理な安全審査指針に基づいて設置許可がされ
たものであるとして，Ｙ₁（国，被告）に対し，昭和47年12月23日付けで内閣
総理大臣（当時の処分行政庁）がした原子炉設置許可処分が無効であることの
確認及び平成26年５月20日付けでＹ₂（Ａ株式会社，被告）が原子力規制委員
会にした原子炉設置変更許可申請に対する許可処分の差止めを求めるとともに，
Ｙ₂に対し，東海第二原子力発電所原子炉の運転により重大な被害が発生する
蓋然性が高いなどとして，人格権に基づき発電所の操業差止めを求めたもので
ある。
　本件のうちＹ₁に対する訴えは，Ｘ₁らが訴えを取り下げたことにより終了し
た。
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⑶　文教行政関係
ア　高等学校等就学支援金支給校指定義務付け等請求控訴事件（大阪高裁平成
29年（行コ）第173号，平成30年９月27日判決）
　本件は，在日朝鮮人を主たる教育対象とする学校法人であるＸ（原告・被控
訴人）が，文部科学大臣に対し，「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高
等学校等就学支援金の支給に関する法律」（以下「支給法」という。）２条１項
５号，「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給
に関する法律施行規則」１条１項２号ハ（以下「本件規定」という。），及び「公
立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法
律施行規則第１条第１項第２号ハの規定に基づく指定に関する規程」（以下「本
件規程」という。）14条１項（いずれもその当時のもの。）に基づいて，Ｘが設
置する教育機関が外国人学校のうち支給法に定める高等学校等就学支援金（以
下「就学支援金」という。）の支給の対象となるものとしての指定をすること
を求める旨の申請を行ったところ，同大臣が，Ｘが設置する教育機関について
同指定をしない旨の処分（以下「本件不指定処分」という。）をしたため，本
件不指定処分の取消し及び同指定の義務付けを求めたものである。
　１審判決（大阪地裁平成29年７月28日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘの請求を認容した。
　文部科学大臣は，後期中等教育段階の教育の機会均等の確保とは無関係な外
交的，政治的判断に基づいて本件規定を削除したものというべきであるから，
文部科学大臣が本件規定を削除したことは同号による委任の趣旨を逸脱するも
のとして違法，無効である。
　本件では，就学支援金が生徒等の授業料に係る債権の弁済に確実に充当され
ないとの疑念や，朝鮮総聯から教育基本法16条１項の不当な支配を受けている
との疑念を生じさせる特段の事情があるということはできず，Ｘが設置する教
育機関は本件規程13条の要件を満たすというべきである。
　したがって，Ｘについて本件規定の「高等学校の課程に類する課程を置くも
の」と認められないとした文部科学大臣の判断は，本件規定の存在を前提に本
件規程13条適合性を認めなかった点において，裁量権の範囲を逸脱し，又はこ
れを濫用したものであり，本件不指定処分は違法である。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，１審判決を取り消し，義務付けの訴
えについては却下し，不指定処分の取消しについては請求を棄却した。
　本件規程13条の要件適合性の判断に当たり，同条の「法令」から教育基本法
を排除すべき理由はなく，教育内容が教育基本法の理念に沿ったものであるか
どうか，教育に対して教育基本法16条１項の「不当な支配」がされていないか
等に係る事情についても，上記判断要素として考慮すべきである。本件不指定
処分がされた当時，本件学校について，朝鮮総聯から教育内容及び人事面等で，
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教育基本法16条１項にいう「不当な支配」を受けていること，及び財政面で就
学支援金の管理が適正に行われていないことをいずれも疑わせるに足りる相当
な根拠があり，法令に基づく適正な学校運営という観点からして，本件学校に
つき本件規程13条適合性があるとはいえない。したがって，本件不指定処分は
不合理なものとはいえず，文部科学大臣の裁量権の逸脱又は濫用があるともい
えない（上告・上告受理申立て）。

イ　国家賠償請求控訴事件（朝鮮学校就学支援金関係訴訟）（東京高裁平成29年
（ネ）第4477号，平成30年10月30日判決）
　本件は，Ａ朝鮮中高級学校（以下「Ａ学校」という。）を設置，運営する学
校法人Ｂが，文部科学大臣に対し，「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び
高等学校等就学支援金の支給に関する法律」（以下「支給法」という。）２条１
項５号，「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支
給に関する法律施行規則」１条１項２号ハ，及び「公立高等学校に係る授業料
の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第１条第１項
第２号ハの規定に基づく指定に関する規程」（以下「本件規程」という。）14条
１項（いずれもその当時のもの。）に基づいて，Ａ学校につき外国人学校のう
ち支給法に定める高等学校等就学支援金（以下「就学支援金」という。）の支
給の対象となるもの（以下「支給対象外国人学校」という。）としての指定を
することを求める旨の申請を行ったところ，同大臣からＡ学校につき支給対象
外国人学校としての指定をしない旨の処分（以下「本件不指定処分」という。）
を受けたことに関して，本件不指定処分がされた時点においてＡ学校の高級部
の生徒であったとするＸ₁（原告・控訴人）らが，Ｙ（国，被告）に対し，本
件不指定処分により就学支援金を受給する権利，憲法26条が保障する教育を受
ける権利等を侵害され，精神的苦痛を受けたと主張して，国賠法１条１項に基
づき損害賠償の支払を求めたものである。
　１審判決（東京地裁平成29年９月13日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘ₁らの請求を棄却した。
　本件規程13条は，支給対象外国人学校の指定の基準の一つとして，就学支援
金が授業料に係る債権に確実に充当される学校であることや，法令に基づく適
正な学校運営が行われている学校であることを定めているところ，かかる内容
の検討は，本件規程の定める他の指定の基準とは異なり，その性質及び内容か
らして専門的，技術的検討を伴うものであることが明らかであって，本件規程
13条適合性の判断は，文部科学行政に通暁する文部科学大臣の専門的，技術的
判断に委ねられているものというべきであり，また，本件規程13条適合性の判
断の中で考慮される教育基本法16条１項の「不当な支配」に係る事情の判断に
ついてもまた，文部科学大臣の専門的，技術的判断に委ねられているものとい
うべきである。そして，Ａ学校につき，就学支援金の授業料に係る債権の弁済



－240－

への確実な充当が行われることや，学校運営が法令に従った適正なものである
ことについて，十分な確証を得ることができず，本件規程13条に適合するもの
と認めるに至らないとした文部科学大臣の判断をもって，不合理なものとまで
いうことはできず，本件不指定処分につき，文部科学大臣の裁量権の範囲から
の逸脱又はその濫用があるものとは認められない。
　本判決は，１審の判断を維持して，Ｘ₁らの控訴を棄却した（上告・上告受
理申立て）。

⑷　選挙関係
　選挙無効請求上告事件（最高裁平成30年（行ツ）第109号ほか，平成30年
12月19日大法廷判決）
　本件は，平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙（以下「本件選挙」という。）
における都道府県の各選挙区の選挙人であるＸ₁（原告・上告人）らが，本件選
挙の衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める公職選挙法の規定が人口比例
に基づいておらず，憲法に違反しており，上記規定に基づき施行された本件選挙
は無効であるとして，公職選挙法204条に基づき，本件選挙の無効を求めたもの
である。
　１審判決（東京高裁平成30年１月30日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘ₁らの請求を棄却した。
　平成28年法律第49号（以下「平成28年改正法」という。）及び平成29年法律第
58号（以下「平成29年改正法」という。）による公選法等の改正により，小選挙
区比例代表並立制の衆議院議員の選挙制度の施行以来継続して２倍を超えていた
選挙区間の選挙人数の最大較差は初めて２倍を下回り，1.979倍にまで縮小する
に至ったものであり，平成23年３月23日最高裁大法廷判決，平成25年11月20日最
高裁大法廷判決及び平成27年11月25日最高裁大法廷判決の趣旨に沿って較差の是
正を図ったものとみることができる。しかも，本件区割規定に基づく選挙区割り
（以下「本件選挙区割り」という。）によれば，平成32年以降においても最大較差
が２倍以上にならないようにすること等を定めており，さらに，平成28年改正法
は，その附則において，同法の施行後においても，全国民を代表する国会議員を
選出するための望ましい選挙制度の在り方については，不断の見直しが行われる
ことを定めている。これらの規定により，平成32年以降，アダムズ方式により各
都道府県の区域内の選挙区の数を配分し，かつ，選挙区間の最大較差が２倍未満
となることが見込まれるのであって，これによって，今後における投票価値の較
差の更なる是正に向けての方策と立法府の決意が示されるとともに，再び２倍を
大きく超える較差を生じさせこれが恒常化することのないよう配慮され，更なる
較差の是正を指向するものと評価することができる。以上から，本件選挙当時，
本件選挙区割りの下での選挙区間における投票価値の不均衡は，違憲の問題が生
ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず，本件選挙区割りが憲法に
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違反するに至っていたということはできない。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，Ｘ₁らの上告をいずれも棄却した。なお，
同種訴訟として，「一人一票実現国民会議」を主導する弁護士グループが全国の
14の高等裁判所及び高等裁判所支部（計16件，本件を含む。）に一斉提訴したほ
か，別の弁護士グループも同種訴訟を東京高等裁判所及び広島高等裁判所に提訴
し，その判決内容は，合憲判決15件，違憲状態・合理的期間未経過１件であった
ところ，いずれも本判決と同日，最高裁判所大法廷において本判決と同旨の上告
審判決が言い渡された。
　平成28年改正法及び平成29年改正法による区画審設置法及び公職選挙法の改正
は，平成32年に行われる国勢調査の結果に基づく選挙区割りの改定に当たってい
わゆるアダムズ方式により各都道府県への定数配分を行うこととしつつ，同方式
による定数配分がされるまでの較差是正のための措置として，各都道府県の選挙
区数のいわゆる０増６減の措置を採るとともに，新区画審設置法３条１項と同様
の区割基準に基づき，平成32年までの５年間を通じて選挙区間の人口の較差が２
倍未満となるように選挙区割りの改定を行うこととしたものである。平成29年10
月22日施行の衆議院議員総選挙は，このように改定された選挙区割りの下におい
て行われたものであり，本件の選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差
が１対1.979に縮小したことなどに照らすと，これらの改正は，投票価値の平等
を確保するという要請に応えつつ，選挙制度の安定性を確保する観点から漸進的
な是正を図ったものと評価することができ，本件の選挙当時においては，新区画
審設置法３条１項の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現されていたということが
できる。
　したがって，本件の選挙当時において，公職選挙法13条１項，別表第１の定め
る選挙区割りは，憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったということ
はできず，これらの規定が憲法14条１項等に違反するものということはできない。
⑸　厚生行政関係
ア　原爆症認定申請却下処分取消等請求控訴事件，同附帯控訴事件（広島高裁平
成27年（行コ）第19号，同第38号，平成30年２月９日判決）
　本件は，被爆者であるＸ₁（原告・控訴人）及びＸ₂（原告・被控訴人兼附帯
控訴人）が，厚生労働大臣に対し，被爆者援護法11条１項に基づき，原爆症認
定を求める申請を行ったところ，上記申請を却下する処分を受けたことから，
当該処分には法の解釈適用を誤った違法があるとして，国（被告・控訴人兼被
控訴人兼附帯被控訴人）に対し，その取消し及び国賠法１条１項に基づく損害
賠償を求めたものである。
　１審判決（広島地裁平成27年５月20日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘ₁らの請求を一部認容・一部棄却した。
　Ｘ₁は健康に影響があり得る程度の線量の放射線に被曝したものと認められ
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るが，Ｘ₁の白内障は，加齢及びステロイド点眼剤によって発症したものとみ
るのが合理的であり，原爆放射線に被曝したことにより発症したことを是認し
得る高度の蓋然性が証明されたものといえず，放射線起因性は認められない。
　Ｘ₂は健康に影響があり得る程度の線量の放射線に被曝したものと認められ
るところ，Ｘ₂が，発症当時47歳であり，白内障の発症年齢としては比較的若
年であること，被爆当時11か月と若年であり，放射線に対する感受性が比較的
高かったといえること，その他のリスク要因は見当たらないことをも考慮すれ
ば，Ｘ₂の白内障は，原爆放射線に被曝したことによって発症したものとみる
のが合理的であるといえ，放射線起因性が認められ，また，Ｘ₂は，定期的に
通院しながら経過観察及びカリーユニ点眼液の処方を受けており，これは被爆
者援護法10条２項にいう医療に当たると解するのが相当であり，要医療性が認
められることから，本件Ｘ₂の却下処分は違法である。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，１審判決を維持して，Ｘ₁らの控訴
及び附帯控訴並びに国の控訴を棄却した。
　Ｘ₂の要医療性について，原爆症認定申請に係る当該申請疾病について，そ
の申請時点において現に積極的な治療行為を行っておらず，医師による定期的
な経過観察がされているにすぎない場合であっても，当該申請疾病の予後とし
て悪化や再発が予想され，そのような悪化や再発があったときにその状況に応
じて的確に積極的な治療行為を行うべく経過観察を実施している場合は，その
ような医師による定期的な経過観察は，当該申請疾病の治療を目的としており，
その治療のために必要不可欠な行為であるということができるから，要医療性
がある（国上告受理申立て）。

イ　被爆者健康手帳交付等請求控訴事件（福岡高裁平成28年（行コ）第20号，
平成30年12月10日判決）
　本件は，長崎に原子爆弾が投下された当時，爆心地から7.5ないし12キロメ
ートル離れた地域にいたＸ₁（原告・控訴人兼被控訴人）らが，被爆者援護法
及び同法施行規則に基づき，長崎市長及び長崎県知事に対し，被爆者健康手帳
の交付申請及び健康管理手当の認定申請を行ったところ，長崎市長及び長崎県
知事から，Ｘ₁らの被爆地点が同法施行令で定められた被爆地域に該当しない
こと等を理由に申請を却下する処分を受けたため，Ｙ₁（長崎市，被告・控訴
人兼被控訴人）及びＹ₂（長崎県，被告・控訴人兼被控訴人）に対し，同処分
の取消し及び被爆者健康手帳の交付の義務付け等を求めたものである。
　１審判決（長崎地裁平成28年２月22日判決）は，内部被曝について，それの
みで健康被害が生ずる可能性があるほどの内部被曝が生じる状況を認めるに足
る証拠は見当たらないが低線量の外部被曝であっても人体（健康）に対する悪
影響が生じる可能性があるというのが相当であり，上記影響の程度は，被曝線
量に比例するものとされるから，被曝した線量を具体的に推計する必要がある。
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本件申請者ら（本件被相続人らを除く）のうち原爆投下当時一部の地域に居住
していたＸ₁らについては，原爆投下当時及びその後，原爆投下による年間積
算線量が25ミリシーベルト以上と推計され，これらの者については，年間積算
線量を過剰に推計している可能性があるが，内部被曝が生じるような状況にあ
り，内部被曝には危険性・特殊性があって，当時の生活状況や住居においては
現在よりも生活環境中に存在する放射性物質が皮膚に接触したり，体内に取り
込まれる可能性が高かったから，被爆者援護法１条３号にいう「身体に原子爆
弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった」というのが相当であると
して，Ｘ₁らの請求を一部認容した。
　本判決は，被爆未指定地域の住民は，原爆由来の放射性降下物による外部被
曝及び体内に取り込んだ放射性降下物による内部被曝を受け得る状況にあった
とはいえるが，被爆未指定地域における外部被曝による原爆投下後１年間の被
曝線量（年間積算線量）は，放射線量の測定値が最も高かった地域でも18.7ミ
リシーベルトを上回るものと推計することはできず，また，内部被曝による被
曝線量は，長期的にみてもかなり微量にとどまる可能性が高く，その機序には
科学的に未解明な部分があるところ，年間100ミリシーベルト以下の低線量被
曝によって健康被害が生ずる可能性があるとする科学的知見が確立していると
認めるに足りる証拠はないと判示して，１審判決のＹ₁ら敗訴部分を取り消し
て，Ｘ₁らの請求を棄却した（上告・上告受理申立て）。

⑹　労働事件関係
　分限免職処分取消請求事件（仙台地裁平成25年（行ウ）第24号，同第30号，
平成30年１月10日判決）
　本件は，社会保険庁の職員として，社会保険事務局又は社会保険事務所で勤務
していたＸ₁（原告）らが，平成21年末の同庁の廃止に伴い，分限免職する旨の
各処分を受けたことから，同処分は，国家公務員法（以下「国公法」という。）
78条４号の要件に該当せず，仮に同要件に該当するとしても，Ｘ₁らに対する分
限免職回避努力義務が尽くされておらず，同処分は裁量の逸脱又はこれを濫用し
た違法なものであるなどと主張して，その取消し及び各330万円の慰謝料の支払
を求めたものである。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，Ｘ₁らの請求を棄却した。
　本件は，国公法78条４号の「廃職」の要件を満たすこととなるから，同号に基
づく分限免職処分をすることができるのが原則であるが，他省庁への転任や日本
年金機構等への採用など，就職の機会を提供する合理的な努力（分限免職回避努
力義務）が尽くされなかったにもかかわらず，処分者である秋田社会保険事務局
長等が，同号に基づく処分をした場合，また，国公法78条４号に基づく分限免職
処分は，同法27条，74条１項及び108条の７並びに人事院規則11－４第２条及び
第７条４項に基づき，平等取扱原則，公正原則及び不利益取扱いの禁止に違反し
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てはならず，これらに反して分限免職処分が行われた場合にも，当該処分は，裁
量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる。
　分限免職回避努力義務の主体については，その処分権限を有する社会保険庁長
官等が分限免職回避努力義務を負っていたことは明らかであるところ，厚生労働
大臣は，分限免職回避努力義務を履行すべき社会保険庁長官等に対し指揮命令を
及ぼす関係にあること等を照らすと，厚生労働大臣は，社会保険庁長官とともに
本件において分限免職回避努力義務を負うというべきである。
　そして，社会保険庁の廃止に伴い行われた分限免職回避措置によっても，平成
21年12月時点で社会保険庁職員であった１万2,566人のうち，原告らを含む525人
は，分限免職処分を避けられなかったが，閣議決定に基づく国の行政機関の定員
の純減や雇用調整本部による転任の取組がされていた当時，他府省による社会保
険庁職員の受入れは困難な状況にあったこと，分限免職処分を受けた525人のう
ち401人は分限免職処分により退職手当が割増しされる制度の適用を希望した者
であったことも考慮すれば，社会保険庁長官等及び厚生労働大臣による分限免職
処分を回避するための取組が全体として不十分であったとは認められない（控訴）。
⑺　労働災害・公務災害関係
　原発労災給付不支給処分取消請求上告・上告受理事件（最高裁平成30年（行ツ）
第116号，同年（行ヒ）第134号，平成30年７月11日第二小法廷決定）
　本件は，島根原子力発電所において炉内定期点検作業に従事し，敦賀発電所に
おいて配管組立・布設作業等に従事していたＸ（原告・控訴人）が，心筋梗塞後
遺症等（以下「本件疾病」という。）の診断を受けたことから，本件疾病は各原
子力発電所において従事した業務に伴う放射線被曝に起因するものであるとして，
松江労働基準監督署長に対し，療養補償給付の請求をしたところ，同署長から，
本件疾病は業務上の事由によるものとは認められないとしてこれを支給しない旨
の処分を受けたことから，その取消しを求めたものである。
　１審判決（福岡地裁平成28年４月25日判決）は，Ｘの発症した心筋梗塞を島根
原発及び敦賀原発における業務に内在する危険が現実化したものと評価すること
はできず，本件において，Ｘの心筋梗塞の発症と島根原発及び敦賀原発における
業務との間の相当因果関係を認めることはできないとして，Ｘの請求を棄却した。
　２審判決（福岡高裁平成29年12月４日判決）は，１審の判断を維持して，Ｘの
控訴を棄却した。
　最高裁判所は，Ｘの上告理由及び上告受理申立て理由は，民訴法が規定する事
由に該当しないとして，上告棄却及び上告不受理決定をした。
⑻　環境行政関係
　新潟水俣病発生拡大に対する行政機関の規制権限不行使に係る損害賠償請求控
訴事件（東京高裁平成27年（ネ）第3149号，平成30年３月23日判決）
　本件は，阿賀野川の魚介類を摂取したことにより水俣病に罹患した水俣病患者
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又はその相続人であると主張するＸ₁（原告・控訴人兼被控訴人）ら10名が，Ｙ₁
（国，被告・被控訴人）及びＹ₂（新潟県，被告・被控訴人）に対しては，規制権
限不行使又は行政指導の不作為の違法があったとして，国賠法１条１項に基づき，
各1,200万円の支払を求めるとともに，Ｙ₃（Ａ株式会社，被告・控訴人兼被控訴人）
に対して，主位的に補償協定に基づき，予備的に民法709条に基づき，各1,200万
円の支払（Ｙ₁らとの連帯）を求めるとともに，補償協定に基づき，継続補償金
等の支払等を求めたものである。
　なお，Ｘ₁ら10名のうち８名は，２審の弁論終結後，訴えを取り下げた。
　１審判決（新潟地裁平成27年３月23日判決）は，Ｙ₁及びＹ₂が各法令に基づき
規制権限を行使しなかったことが，これらの法令，目的やその権限の性質等に照
らし，著しく合理性を欠くとはいえず，Ｘ₁らは水俣病に罹患しているとは認め
られないとし，Ｘ₁らのＹ₁及びＹ₂に対する請求をいずれも棄却した。
　本判決は，要旨以下のとおり判示してＸ₁らの控訴を棄却した。
　水俣病に罹患しているかを判断するに当たっては，①メチル水銀によって汚染
された魚介類を摂取しているか，その分量はそれによって水俣病を発症し得る程
度のものであったか（曝露条件），②水俣病に見られる主要な症候はあるかどう
か（症候の確認），③それらの症候はメチル水銀の曝露によるものであるか（メ
チル水銀曝露起因性）を判断することになるところ，Ｘ₁らが水俣病に罹患して
いたとは認められず，Ｙ₁及びＹ₂に対する国賠法１条１項に基づく損害賠償請求
並びにＹ₃に対する不法行為に基づく損害賠償請求は認められない（上告・上告
受理申立て）。
⑼　その他
ア　特定秘密保護法の無効確認等請求上告・上告受理事件（最高裁平成29年（行
ツ）第381号，同年（行ヒ）第444号，平成30年１月16日第三小法廷決定）
　本件は，Ｘ₁（原告・控訴人・上告人兼申立人）らが，特定秘密の保護に関
する法律（平成25年法律第108号。以下「本件法律」という。）が憲法に違反す
ると主張し，無名抗告訴訟として，本件法律が無効であることの確認を求める
（以下「本件無効確認請求」という。）とともに，本件法律により精神的苦痛を
受けていると主張し，国（被告・被控訴人・被上告人兼相手方）に対し，国賠
法１条１項に基づく損害賠償として，Ｘ₁については10万円，その余のＸ₂らに
ついてはそれぞれ10万円及びこれに対する本件法律が成立した日である平成25
年12月６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払
を求めた（以下「本件損害賠償請求」という。）ものである。
　なお，Ｘ₁は，２審において，上記10万円に対する本件法律が成立した日で
ある平成25年12月６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損
害金の支払を求める旨の請求を追加した。
　１審判決（広島地裁平成28年11月16日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
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Ｘ₁らの訴えを一部却下し，その余の請求を棄却した。
　本件法律の立法行為は抗告訴訟の対象となる行政処分であるとはいえず，本
件無効確認請求は，Ｘ₁らの具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する
紛争ということはできないから，裁判所法３条１項の「法律上の争訟」という
ことはできず，無名抗告訴訟としての適法性を検討するまでもなく，不適法で
あるといわざるを得ない。また，本件法律が存在することによって，Ｘ₁らの
法的利益が侵害されているとは認められないから，Ｘ₁らの本件損害賠償請求
はいずれも理由がない。
　２審判決（広島高裁平成29年７月14日判決）は，１審の判断を維持して，
Ｘ₁らの控訴を棄却した。
　最高裁判所は，Ｘ₁らの上告理由及び上告受理申立て理由は，民訴法が規定
する事由に該当しないとして，上告棄却及び上告不受理決定をした。

イ　旅券返納命令及び渡航先制限取消請求上告・上告受理事件（最高裁平成29
年（行ツ）第397号，同年（行ヒ）第461号，平成30年３月15日第一小法廷
決定）
　本件は，ジャーナリストであるＸ（原告・控訴人・上告人兼申立人）が，ト
ルコ共和国（以下「トルコ」という。）とシリア・アラブ共和国（以下「シリ
ア」という。）との国境付近に渡航し，現地を取材した上でその成果を発表す
る計画を有していたところ，外務大臣から平成27年２月６日付けで旅券法19条
１項４号の規定に基づく一般旅券の返納命令（以下「本件第１処分」という。）
を受け，その後，Ｘが同年３月20日付けで一般旅券の発給の申請をしたところ，
外務大臣から同年４月７日付けで一般旅券の発給処分（以下「本件第２処分」
という。）を受けるに当たり，同法５条２項の規定に基づき，その渡航先をイ
ラク共和国（以下「イラク」という。）及びシリアを除く全ての国と地域（以
下「本件渡航先」という。）とする制限を受けたことから，上記各処分（本件
第２処分については，渡航先を本件渡航先に制限する部分）が，いずれもＸの
報道及び取材の自由（憲法21条１項）並びに海外渡航の自由（憲法22条２項）
を侵害し，外務大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであり，
また，憲法31条に由来する行手法13条１項の規定に基づく聴聞の手続を経なか
ったものであるから，違憲かつ違法であるとして，その各取消しを求めたもの
である。
　１審判決（東京地裁平成29年４月19日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘの請求を棄却した。
　旅券法19条１項４号は，外国に渡航中の邦人又は外国に渡航しようとしてい
る邦人で種々の事情からその生命，身体又は財産に重大な危険が及ぶ事態に立
ち至ったものをその危険から保護することを目的とするものであり，またその
手段において，当該邦人に旅券を発給した外務大臣等に対し，上記の目的を達
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成するために当該邦人に渡航を中止させる必要があると認められ，かつ，旅券
を返納させる必要があると認められる場合に限り，その旅券の返納を命ずるこ
とができる権限を付与するものであって，公共の福祉のためにする国民の海外
渡航の自由の制限として一般的な合理性を有するものである。そして，対象者
について，その生命，身体又は財産の保護のための渡航を中止させること，か
つ，旅券を返納させることの必要性についての判断は，外交を専門的に担当す
る外務大臣等の裁量に委ねられているというべきであって，少なくとも本件第
１処分がされた当時，シリア及びトルコにおけるシリアとの国境付近の情勢か
らすれば，Ｘが同所に渡航すれば，その生命・身体に危害が及ぶおそれが高い
と判断したことは，合理的なものであったといわざるを得ない。
　旅券返納命令は，名宛人である旅券名義人の資格又は地位を直接に剥奪する
不利益処分であり，原則として聴聞の手続を経ることが必要であるが，本件で
は，国民の生命・身体の保護という旅券法19条１項４号が目的とする公益を図
る上で，緊急に不利益処分としての旅券返納命令をする必要があるため，聴聞
の手続を執ることができないときに該当する。
　旅券の二重発給を受けることができる必要性や渡航先等の限定の内容につい
ての判断は，外務大臣等の裁量に委ねられているというべきであって，本件で
は，外務大臣が，Ｘについて，新たな旅券を発給する特別の必要があるものと
判断する一方で，イラク及びシリアへの渡航の便宜を図ることが真に必要であ
るとはいえないものと判断し，旅券法５条２項の規定に基づき，新たに発給す
る旅券の渡航先をイラク及びシリアを除く本件渡航先に限定したとしても，そ
の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められない。
　２審判決（東京高裁平成29年９月６日判決）は，１審の判断を維持して，Ｘ
の控訴を棄却した。
　最高裁判所は，Ｘの上告理由及び上告受理申立て理由は，民訴法が規定する
事由に該当しないとして，上告棄却及び上告不受理決定をした。

ウ　命令服従義務不存在確認請求控訴事件（東京高裁平成29年（行コ）第157号，
平成30年１月31日判決）
　本件は，陸上自衛官であるＸ（原告・控訴人）が，我が国及び国際社会の平
和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律（平成27年
法律第76号）により新設された自衛隊法76条１項２号が，憲法９条等に反し，
違憲であるとして，同号に定める防衛出動の命令に服する義務のないことの確
認を求めたものである。
　１審判決（東京地裁平成29年３月23日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘの訴えを却下した。
　Ｘに，自衛隊法76条１項２号に係る事態（以下「存立危機事態」という。）
が発生し，又は近い将来存立危機事態が発生する明白なおそれがあると認めら
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れないから，Ｘが同号による防衛出動命令が発令される事態に現実的に直面し
ているとはいえず，Ｘは，入隊後これまでの間に直接戦闘を行うことを主たる
任務とする部隊に所属したことがなく，Ｘが現在所属する部署は戦闘部隊でも
ないのであり，現時点において，Ｘ又はＸが所属する部署に対し，同号による
防衛出動命令が発令される具体的・現実的可能性はない。これらの点に照らせ
ば，Ｘには，自衛隊法を始めとする法令で定められた自衛隊の様々な行動につ
いて，将来にわたり，上官の指揮監督を受けるなどして，その任務に就くとい
う自衛官一般に認められる可能性以上に，同号による防衛出動命令が発令され，
その任務に就く蓋然性が存在するものとは認められないことから，Ｘの生命等
に重大な損害が生じたり，Ｘが同命令に従わないで刑事罰を科されたりすると
いう，Ｘが主張する危険又は不安は不確定かつ抽象的なものにとどまり，現に，
Ｘの有する権利又は法律的地位に危険や不安が存在するとは認められないから，
本件訴えは，確認の利益を欠き，不適法である。
　本判決は，要旨以下のとおり判示して，１審判決を取り消し，東京地方裁判
所に差し戻した。
　（無名抗告訴訟である本件訴えが適法と認められる要件について）本件訴え
は，実質的には，本件職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の差止めの訴
えを本件職務命令ひいては防衛出動命令に服従する義務がないことの確認を求
める訴えの形式に引き直したものということができることから，本件訴えが適
法な無名抗告訴訟と認められるためには，本件職務命令に服従しないことやそ
の不服従を理由とする懲戒処分がされることにより重大な損害を生ずるおそれ
があること（重大な損害の要件）及びその損害を避けるため他に適当な方法が
ないこと（補充性の要件）の二つの要件を満たすことが必要である。
　（重大な損害の要件について）存立危機事態における防衛出動命令に基づく
本件職務命令を受けながら，これに服従しない自衛官は，我が国の防衛という
重要な任務に背き，服務の本旨を蔑ろにしたものとして，極めて厳しい社会的
非難を受けることになることに加え，本件職務命令への不服従を理由とする懲
戒処分，更には重大な刑事罰を受けることになる。そして，存立危機事態の危
険性及び切迫性に照らすと，防衛出動命令に基づく本件職務命令を受けた自衛
官がその服従を怠るときは，我が国の国民や他の自衛官の生命及び身体に高度
の危険を及ぼすおそれがあることが明らかであるから，本件職務命令に服従し
なかった自衛官に対する懲戒処分は，当該自衛官に課せられた重大な責任に違
反するものとして，免職を含む重大なものとなることが容易に想定できる。ま
た，刑事罰も同様に重いものになると考えられる。このような極めて厳しい社
会的非難にさらされること並びに重大な懲戒処分及び刑事罰の対象となること
によりＸが被ることになる損害は，行政処分たる懲戒処分がされた後に取消訴
訟又は無効確認訴訟を提起して執行停止の決定を受けることなどはもとより，
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当該処分の差止めを命ずる判決を受けることによっても容易に救済を受けるこ
とができるものではないことから，本件においては，「重大な損害を生ずるお
それ」がある場合に当たり，本件訴えは，重大な損害の要件を満たす。
　（補充性の要件について）防衛出動命令に基づく本件職務命令への不服従を
理由とする懲戒処分は，免職を含む重大なものとなるばかりか，存立危機事態
における防衛出動命令が発令される場合に，これに基づく本件職務命令を受け
ながらこれに服従しない自衛官は，服務の本旨を蔑ろにしたものとして極めて
厳しい社会的非難を受けることになるのであるから，このようなＸに生ずるお
それのある損害は，事後的に懲戒処分の取消訴訟又は無効確認訴訟を提起して
執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるもの
ではないことが明らかであり，また，懲戒処分の差止めを命ずる判決を受ける
ことによっても容易に救済を受けることができるものではなく，防衛出動命令
に基づく本件職務命令に服従する義務の不存在を事前に確認する方法によるの
でなければ救済を受けることが困難なものであることから，本件訴えは，補充
性の要件も満たすものである（国上告受理申立て）。

エ　司法修習生給費制廃止違憲国家賠償等請求控訴事件（広島高裁平成29年（行
コ）第21号，平成30年10月10日判決）
　本件は，平成16年法律第163号による裁判所法の改正（以下，「本件改正」と
いい，その改正法を「本件改正法」という。）により，司法修習生に給与を支
給する制度（以下「給費制」という。）が廃止されて修習資金を貸与する制度
が導入されたことについて，新65期司法修習生であったＸ₁（原告・控訴人）
らが，本件改正により給費制を廃止したことは違憲無効であり，国（国会議員）
が本件改正により給費制を廃止した行為及び給費制を復活させなかった不作為
により損害を受けたなどとして，Ｙ（国，被告・被控訴人）に対し，国賠法１
条１項に基づき，各金１万円の支払を求めるとともに，改正前の裁判所法67条
２項に基づき，給与の支払を求めたものである。
　１審判決（広島地裁平成29年９月27日判決）は，要旨以下のとおり判示して，
Ｘ₁らの請求を棄却した。
　本件改正は憲法に違反するものとはいえず，また，司法修習生の給費を受け
る権利は憲法上保障され又は保護されている権利利益とはいえないから，本件
改正法に係る立法行為にも，本件改正後に給費制を復活させなかった立法不作
為にも，国賠法上の違法は認められない。
　Ｘ₁らは自ら司法修習生になることを選択し，司法修習生として採用を希望
した者であり，Ｘ₁らの財産権が強制的に制限されたとはいえないし，それが
公共のために用いられたとも，特別の犠牲に該当するともいえないから，Ｘ₁
らに憲法29条３項の損失補償の適用はない。
　本判決は，１審の判断を維持し，Ｘ₁らの控訴を棄却した（上告・上告受理
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申立て）。
　なお，同種事件である熊本地方裁判所平成26年（ワ）第890号，同平成27年
（ワ）第192号及び同平成29年（ワ）第42号（平成30年４月16日判決），東京地
方裁判所平成26年（ワ）第23555号及び同平成27年（ワ）第6644号（平成30年
６月15日判決），東京高等裁判所平成29年（ネ）第4781号（平成30年５月16日
判決），福岡高等裁判所平成29年（ネ）第826号（平成30年９月28日判決）にお
いても，同様の判断が示され，各原告らの請求及び控訴はいずれも棄却された。

租税訟務課 　法務省組織令第48条，第52条

　平成30年中に新たに提起された事件及び判決・決定等のあった事件のうち，注目さ
れるものは，次のとおりである。
１　新たに提起された事件
　残余利益分割法による独立企業間価格の算定を争う法人税更正処分等取消請求事
件（東京地裁平成30年（行ウ）第406号）
　本件は，各種ガラス及びエレクトロニクス関連素材等の製造販売を主たる事業と
する内国法人であるＸ（原告）が，タイ等でサブストレート（コンピュータやサー
バーの記憶装置であるハードディスクドライブに使用される磁性ガラスディスクの
基板）の製造販売事業を行っている国外関連者との間で，①サブストレートの購
入（製品購入取引），②要素技術の開発に係る役務提供（要素技術開発委託等取引），
③特許等の知的財産権の管理に関する役務提供（知財管理業務）の三つの取引を行
ったところ，税務署長から，上記①ないし③の各取引を一の取引とみた場合にＸが
支払う対価の額が租税特別措置法に規定する独立企業間価格を超えるとして，同法
が規定する独立企業間価格の算定方法のうち，残余利益分割法を適用して，当該取
引が独立企業間価格により行われたものとみなして計算した所得金額を基に，法人
税の更正処分等を受けたことから，これらの処分の取消しを求めるものである。
２　判決・決定等があった事件
　賦課関係
　給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について，法定納期限経過後に，その
納付義務を成立させる支払の原因となる行為の錯誤無効を主張してその適否を争う
ことが許されるか否か等が争われた納税告知処分等取消請求上告・上告受理事件
（最高裁平成29年（行ツ）第178号，平成30年９月11日第三小法廷決定，最高裁
平成29年（行ヒ）第209号，平成30年９月25日第三小法廷判決）
　本件は，権利能力なき社団であるＸ（原告・被控訴人・被上告人兼相手方・被控
訴人・上告人兼申立人）が，その理事長であったＡに対し，ＡのＸに対する借入金
債務（以下「本件債務」という。）の免除（以下「本件債務免除」という。）をした
ところ，税務署長から，本件債務免除に係る経済的利益（以下「本件債務免除益」



－251－

という。）がＡに対する給与等（賞与）に該当するとして，給与所得に係る源泉所
得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分（以下「本件各処分」という。）
を受けたことから，その取消しを求めたものである。
　１審判決（岡山地裁平成25年３月27日判決）は，以下のとおり判示して，Ｘの請
求を認容した。
　本件債務免除の当時においてＡはＸに対するものを含む債務を負っており，債務
超過の状態が著しいものであった。また，Ａは，年間収入として不動産収入や役員
報酬等を得ているが，上記債務の額が多額であることを鑑みると，これをもってＡ
に近い将来において本件債務を弁済するだけの資金を調達する能力があったという
こともできない。以上によれば，本件債務免除益にも，平成26年６月27日付け課個
２－９ほかによる改正前の所得税基本通達36－17（以下「本件旧通達」という。）
の適用があり，非課税となると認めるのが相当である。仮に本件債務免除益が給与
等に該当するとしても，本件債務免除益に本件旧通達を適用せず，源泉所得税額の
計算上これを給与等の金額に算入すべきものとしてされた本件各処分は，本件旧通
達を適用しなかったことについての合理的な理由が示されていない以上，平等取扱
いの原則に反し違法である。
　２審判決（広島高裁岡山支部平成26年１月30日判決）は，以下のとおり判示して
１審の判断を維持し，Ｙ（国，被告・控訴人・上告人兼申立人・控訴人・被上告人
兼相手方）の控訴を棄却した。
　ＸのＡに対する貸付金は，元本の弁済のめどが立たない不良債権であったところ，
平成17年にＡが受けた債務免除に係る経済的利益に，本件旧通達の適用があるとの
判断が処分行政庁により示された後に，Ａの資産の増加がなかった状況の下で本件
債務免除がされたことからすると，本件債務免除の主たる理由はＡの資力の喪失に
より弁済が著しく困難であることが明らかになったためであると認めるのが相当で
あり，ＡがＸの役員であったことが理由であったと認めることはできない。したが
って，本件債務免除益は，これを役員の役務の対価とみることは相当ではなく，所
得税法28条１項にいう給与等に該当するということはできない。
　最高裁判決（最高裁平成27年10月８日第一小法廷判決）は，以下のとおり判示し
て原判決を破棄し，原審に差し戻した。
　所得税法28条１項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与とは，雇用契約又はこ
れに類する原因に基づき提供した労務又は役務の対価として受ける給付のうち功労
への報酬等の観点をも考慮して臨時的に付与される給付であって，その給付には金
銭のみならず金銭以外の物や経済的な利益も含まれる。Ａは，Ｘから長年にわたり
多額の金員を繰り返し借り入れ，これを有価証券の取引に充てるなどしていたとこ
ろ，ＸがＡに対してこのような多額の金員の貸付けを繰り返し行ったのは，同人が
Ｘの理事長及び専務理事の地位にある者としてその職務を行っていたことによるも
のとみるのが相当であり，ＸがＡの申入れを受けて本件債務免除に応ずるに当たっ



－252－

ては，Ｘに対するＡの理事長及び専務理事としての貢献についての評価が考慮され
たことがうかがわれる。これらの事情に鑑みると，本件債務免除益は，Ａが自己の
計算又は危険において独立して行った業務等により生じたものではなく，同人がＸ
に対し雇用契約に類する原因に基づき提供した役務の対価として，Ｘから功労への
報酬等の観点をも考慮して臨時的に付与された給付とみるのが相当であるから，本
件債務免除益は，所得税法28条１項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に該当
する。
　差戻し後の２審判決（広島高裁平成29年２月８日判決）は，以下のとおり判示し
て，Ｙの控訴を一部認容した。
　債務免除時点で債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である
のかを判断するに当たっては，その債務者の有する財産を換価することによりどれ
だけの支払原資が得られるかの観点から財産評価をすべきであり，債務免除当時の
時価で評価されるべきである。
　そして，債権の資産価値を査定，評価するに当たり，債務者の債務超過の存否
ないし状態を査定，評価する必要があり，その前提として当該債務者の資産を査
定，評価する際，当該債権自体の資産価値の査定，評価を要するという循環的な関
係，いわば当該債権の資産価値が，当該債権自体の価値の引当てになっているよう
な関係にあって，かつ，当該債権の元本の返済が長期間滞り，その返済の予定も定
まっておらず，当該債権の責任財産となりうる資産が当該債権金額に比し僅少であ
る場合には，当該債権の資産価値を一旦ゼロと査定した上で，債務者の債務超過の
状態，返済能力を算定，評価するのが相当である。Ａの債務超過の状態，返済能力
を算定，評価すると，ＸのＡに対する貸付金債権（以下「本件債権」という。）の
資産価値は，前記のような本件債権自体の価値の引当てになっているような循環的
関係にあるところ，長期間，Ａは本件債務の元本を支払うことができず，利息金も
継続してＸから減免してもらわなければならない状態であり，元本返済の予定も定
まっていなかったこと，Ａの本件債務免除時点での資産は本件債務を含む負債総額
に比べて著しく少なく，かつ，負債の大部分を本件債務が占める一方で優先弁済権
を有する債権にも当たらないため，本件債務の責任財産は著しく僅少であるという
ほかない。よって，本件債権の資産価値は一旦ゼロと査定した上で，Ａの資産を算
定，評価するのが相当である。本件債務免除当時（直前）のＡの負債及び資産の状
況によると，資産よりも負債が３倍以上と大幅に上回っており，Ａが資力を喪失し
て本件債務全額を弁済することが著しく困難であったと認めることができるものの，
本件債務免除により，Ａは資産が負債を大幅に上回る状態になる。よって，本件債
務免除に係る全額を債務免除益として源泉所得税額の計算上給与等に算入した本件
各処分は，適法とは認められない。
　他方で，Ｙは，予備的主張として，本件債務免除益のうち，少なくともＡの資産
の額から本件債務を除くＡの債務の額を控除した範囲については，源泉所得税の計
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算上給与等の金額に算入すべきであると主張する。本件債務免除をした後，Ａは資
産が負債を大幅に上回る状態になることが認められるのであり，その上回った部分
は，本件債務免除によってＡの担税力を増加させるものであり，Ａの利得に当たる
ことが認められるから，所得税法36条１項の「経済的な利益」に該当することが認
められ，この部分については，債務を弁済することが著しく困難であるとはいえな
いことになり，源泉所得税の計算上給与等の金額に算入すべきである。
　申告納税方式の下では，申告納税方式における納税義務の成立後に，安易に納税
義務の発生の原因となる法律行為の錯誤無効を認めて納税義務を免れさせることは，
納税者間の公平を害し，租税法律関係を不安定にすることからすれば，法定申告期
間を経過した後に当該法律行為の錯誤無効を主張することは許されないと解される
ところ，源泉徴収制度の下においても，源泉徴収義務者が自主的に法定納期限まで
に源泉所得税を納付する点では申告納税方式と異なるところはなく，かえって，源
泉徴収制度は他の租税債権債務関係よりも早期の安定が予定された制度といえるこ
とからすれば，法定納期限経過後の錯誤無効の主張は許されないと解すべきである。
　最高裁判所は，差戻し後の上告審において，Ｘの上告理由は，民訴法が規定する
事由に該当しないとして上告棄却決定をし，また，Ｘの上告受理申立ての一部を上
告審として受理した上，以下のとおり判示した。
　給与所得に係る源泉所得税の納付義務を成立させる支払の原因となる行為が無効
であり，その行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して
失われたときは，税務署長は，その後に当該支払の存在を前提として納税の告知を
することはできないものと解される。そして，当該行為が錯誤により無効であるこ
とについて，一定の期間内に限り錯誤無効の主張をすることができる旨を定める法
令の規定はなく，また，法定納期限の経過により源泉所得税の納付義務が確定する
ものでもない。したがって，給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分について，
法定納期限が経過したという一事をもって，当該行為の錯誤無効を主張してその適
否を争うことが許されないとする理由はないというべきである。
　以上と異なる見解の下に，Ｘが法定納期限の経過後に本件債務免除の錯誤無効を
主張することは許されないとした原審の判断には，法令の解釈適用を誤った違法が
あるものといわざるを得ない。しかしながら，Ｘは，本件債務免除が錯誤により無
効である旨の主張をするものの，納税告知処分が行われた時点までに，本件債務免
除により生じた経済的成果がその無効であることに基因して失われた旨の主張をし
ておらず，したがって，Ｘの主張をもってしては，納税告知処分のうち原審の認定
した源泉所得税の額を超えない部分及び不納付加算税の賦課決定処分のうち同部
分に係る部分（以下「本件各部分」という。）が違法であるということはできない。
そうすると，本件各部分が適法であるとした原審の判断は，結論において是認する
ことができる。
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訟務支援管理官 　法務省組織令第48条，第53条

　予防司法支援については，各行政機関からの相談実績は着実に積み重ねられており，
相談内容も，政治・経済・外交問題といった我が国の重要な施策に関わるものから，
国民全体の日常生活に重大な影響を与えるもの等様々な分野に及んでいる。また，国
際的な法的紛争に対しても，日常的に国際法等に関する調査研究・分析を行うととも
に，国際機関や，他の国の裁判所で行われる裁判等において十分な主張立証が行われ，
適正かつ妥当な判断を得るよう，日頃から国際的な法的紛争の発生に備え，関係省庁
と連携・協力をして対応を行っており，関係省庁に対しては，法的側面から実質的か
つ積極的な支援を行っている。

参事官 　法務省組織令第13条

　重要事件の処理及び指導
　原子力発電所等の安全性に関する事件，戦後処理に関する事件，医療・薬害に関す
る事件等，国の政治，行政，経済等の根幹に重大な影響を及ぼす重要大型事件を処理
するとともに国の行政機関の情報公開に関する訴訟等の訴訟追行の指導に当たった。
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Ⅷ　入国管理局　法務省設置法第３条，第４条　法務省組織令第２条，第10条，第13条，
第54条～第59条　法務省組織規則第19条～22条

〈重要施策の概要〉
１　出入国管理及び難民認定法の改正
　平成30年12月８日に第197回国会（臨時会）において「出入国管理及び難民認定
法及び法務省設置法の一部を改正する法律」（平成30年法律第102号）が成立し，平
成31年４月１日までに施行されることとなった。
⑴　新たな在留資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」の創設
　人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に属する技能を有する外
国人の受入れを図るため，在留資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」を創
設するとともに，これに関する規定を整備した。
　「特定技能１号」は，「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する
業務に従事する外国人のための在留資格であり，「特定技能２号」は，「熟練した
技能」を要する業務に従事する外国人のための在留資格である。
⑵　出入国在留管理庁の新設
　新たな在留資格の創設に伴う在留外国人の増加に的確に対応しつつ，外国人の
受入れ環境に関する企画及び立案並びに総合調整といった新規事業に一体的かつ
効率的に取り組む組織として，法務省の外局に出入国在留管理庁が新設されるこ
ととなった。

２　特定技能制度
　特定技能制度は，中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応
するため，生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保す
ることが困難な状況にある産業上の分野において，一定の専門性・技能を有し即戦
力となる外国人を受け入れるために設けられた制度である。
⑴　特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針
　政府は，特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため，「特定技能
の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」（平成30年12月25日閣
議決定。以下「基本方針」という。）を策定した。
　基本方針には，①特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項，②人材
を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図る
べき産業上の分野に関する基本的な事項，③当該産業上の分野において求められ
る人材に関する基本的な事項，④特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する
関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項，⑤特定技能の在留資格に係る
制度の運用に関するその他の重要事項が定められている。
⑵　特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
　法務大臣は，各産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な
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運用を図るため，各産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委
員会，外務大臣及び厚生労働大臣と共同して，各産業上の分野における「特定技
能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」（平成30年12月25日閣議
決定。以下「分野別運用方針」という。）を分野ごとに策定している。
　分野別運用方針には，①人材を確保することが困難な状況にあるため外国人に
より不足する人材の確保を図るべき産業上の分野（以下「特定産業分野」という。），
②特定産業分野における人材の不足の状況（特定産業分野において人材が不足し
ている地域の状況を含む。）に関する事項，③特定産業分野において求められる
人材の基準に関する事項，④在留資格認定証明書の交付の停止の措置又は交付の
再開の措置に関する事項，⑤その他特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
る重要事項が定められている。

３　外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の取りまとめ
　政府においては，これまで，平成18年に取りまとめた「『生活者としての外国人』
に関する総合的対応策」に基づいて外国人が暮らしやすい地域社会づくり等に努め
てきたが，今般，新たな在留資格である「特定技能１号」及び「特定技能２号」の
創設を踏まえつつ，外国人材の受入れ・共生のための取組を，政府一丸となって，
より強力に，かつ，包括的に推進していく観点から，「外国人材の受入れ・共生の
ための総合的対応策」を取りまとめるに至った。
　今後，在留外国人の増加が見込まれる中で，政府として，法務省の総合調整機能
の下，外国人との共生社会の実現に必要な施策をスピード感を持って着実に進めて
いくほか，国民及び外国人の声を聴くなどしつつ，定期的に総合的対応策のフォロ
ーアップを行い，必要な施策を随時加えて充実させながら，政府全体で共生社会の
実現を目指していくこととしている。

４　新たな技能実習制度の運用状況
　「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」（平成28
年法律第89号。以下「技能実習法」という。）が平成28年11月18日に第192回国会（臨
時会）において成立し，同月28日に公布された。平成29年１月25日に法務大臣及び
厚生労働大臣の認可法人として外国人技能実習機構が設立され，その後，技能実習
法については，同年４月７日の関係政省令の公布を経て，同年11月１日に施行され，
運用を開始している。
　技能実習法による新たな技能実習制度の運用状況は以下のとおりである。
⑴　監理団体の許可及び技能実習計画の認定の処理状況
ア　監理団体の許可
　平成30年までの監理団体の許可件数（累計）は2,422件であり，そのうち，
一般監理事業（優良な監理団体）に係る許可は1,064件，特定監理事業（その
他の監理団体）に係る許可は1,358件となっている。

イ　技能実習計画の認定
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　平成30年における技能実習計画の認定件数は37万8,474件となっており，そ
の内訳は，企業単独型技能実習に係る件数が１万1,054件，団体監理型技能実
習に係る件数が36万7,420件となっている。

⑵　技能実習に関する二国間取決め
　送出機関の適正化を主眼とした送出国政府との間の二国間取決めについては，
技能実習制度を所管する厚生労働省とともに，順次，各送出国政府との協議を行
い，平成30年末において，10か国（ベトナム，カンボジア，インド，フィリピン，
ラオス，モンゴル，バングラデシュ，スリランカ，ミャンマー，ブータン）との
間で作成した。また，同年中にカンボジア，フィリピン，ミャンマー，モンゴル
との間で意見交換を実施し，技能実習の制度趣旨の周知徹底や理解の醸成，送出
機関の適正化のための要請等に努めた。
⑶　「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」の設置
　平成30年11月16日，山下貴司法務大臣の指示により，門山宏哲法務大臣政務官
を議長とする「技能実習制度の運用に関するプロジェクトチーム」が設置され，
技能実習法の施行状況の検証，運用の改善方策の検討等が行われた。
　具体的には，技能実習生の失踪事案に係る失踪技能実習生の実習実施機関等に
対する実地調査，技能実習生の死亡事案に係る調査，失踪技能実習生に係る聴取
方法の見直しを含む聴取票の在り方の検討，新制度の運用状況の検証及び運用の
改善方策の検討が行われた。

５　日系四世の更なる受入れ
　日系四世については，定住者の在留資格をもって在留する日系三世の扶養を受け
る未成年で未婚の実子に限り日本への入国・在留が認められていたところ，国会に
おける審議を受け，平成29年２月に，安倍内閣総理大臣から金田法務大臣（当時）
に，日系四世の更なる受入れについて検討するよう指示があった。これを受けて検
討を行った結果，日系四世の若者を受け入れ，日本文化を習得する活動等を通じて
日本に対する理解や関心を深めてもらい，もって，日本と外国の日系社会との結び
付きを強める架け橋になる人材を育成することを目的した制度を創設することとし，
平成30年７月から施行された。
　この制度では，ワーキングホリデー制度と同様の入国要件を基本的に課しつつ，
本制度独自の要件として，一定の日本語要件を入国時及び在留期間更新時に求める
ほか，日系四世に対し入国・在留に係る支援を行う「日系四世受入れサポーター」
の確保を必須としている。本制度で受け入れられた日系四世は，最長で５年間，日
本語を含む日本文化等を理解するための活動に従事するとともに，当該活動を行う
ために必要な資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動（風営法関係の業
務に従事する活動は除く。）を行うことが可能となる。

６　外国人起業家の受入れの推進
　平成30年６月に閣議決定された「未来投資戦略2018」において起業家の更なる受



－258－

入れの拡大に向けた措置を講ずるとともに，起業活動実施状況の確認，相談体制の
構築等の管理・支援施策を実施するなど，起業活動を支援するプログラムを平成30
年中に開始することとされた。
　これを受けて，国及び地方公共団体の適正な管理・支援の下，最長１年間の起業
活動のための入国・在留を認める制度として，経済産業省告示である「外国人起業
活動促進事業に関する告示」により，地方公共団体が外国人起業活動促進事業を行
うための手続や，受入れの対象となる外国人起業家の範囲等の具体的内容が定めら
れ，これに基づいて法務省告示等の改正を行い，平成30年12月28日に公布・施行さ
れた。
　これらにより，地方公共団体から起業のための支援を受ける外国人起業家に対し，
出入国在留管理手続上，１年を超えない期間で，「特定活動」の在留資格をもって
入国・在留することが認められることとなった。

７　観光立国の実現に向けた取組
　観光は，我が国の地域活性化や雇用機会の増大という効果が期待される重要な成
長分野として位置付けられ，平成25年３月から，全閣僚をメンバーとする観光立国
推進閣僚会議が開催されており，平成30年６月には，「観光ビジョン実現プログラ
ム2018」（観光ビジョンの実現に向けたアクション・プログラム2018）（平成30年６
月観光立国推進閣僚会議決定）が決定された。
　入国管理局においては，観光客を装ったテロリスト等の入国を確実に水際で阻止
しつつ，観光立国実現の観点から，出入国審査手続の迅速化・円滑化を図ることと
しており，人的・物的体制の充実・強化を図ってきたほか，これまでに，空港にお
ける審査待ち時間短縮のための自動化ゲートの利用促進や，「信頼できる渡航者」
と認められて登録を受けた「短期滞在」の外国人も自動化ゲートを利用できるよう
にするトラスティド・トラベラー・プログラム（ＴＴＰ），航空機の到着前に要注
意外国人を把握するための事前旅客情報システム（ＡＰＩＳ）の活用，クルーズ船
乗客を対象とした特例上陸許可制度（船舶観光上陸許可制度）の創設，外国人富裕
層を対象とする観光・保養のための最長１年間の在留資格「特定活動」の付与等の
措置をとってきた。
　これらの措置に加えて，平成28年10月，上陸審査待ち時間を活用して前倒しで個
人識別情報（指紋及び顔写真）を取得する機器（通称「バイオカート」）を，特に
審査待ち時間短縮効果が高いと思われる関西空港，高松空港及び那覇空港に導入し，
平成29年４月から成田空港等12空港に，平成30年５月からは新たに北九州空港及び
大分空港にも導入し，円滑な審査の一層の推進を図っている。
　また，顔認証技術を活用して日本人の出帰国手続の合理化・円滑化を図る一方で
外国人の出入国審査を充実させることにより，出入国審査手続の迅速化を図るため，
平成28年度に実施した最適な顔認証ゲートの配備等に係る調査研究の結果を踏まえ，
平成28年度，29年度の２か年で開発を行い，日本人の帰国確認手続における顔認証
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ゲートの先行運用を，平成29年10月18日，羽田空港において開始した。さらに，平
成30年11月までに，成田空港，羽田空港，中部空港，関西空港及び福岡空港の上陸・
出国各審査場に顔認証ゲートを順次，本格的に導入し，日本人の出帰国手続におい
て運用している。

８　厳格な出入国審査等の水際対策の実施
　外国人の適正・円滑な受入れ施策等を進める一方で，我が国の治安や国民の安全
等を守るため，我が国での不法就労や不法行為を企図して入国する者，テロリスト，
密航者等の入国を水際で確実に阻止するとともに，これらの者が既に国内に滞在し
ている場合には，これを着実かつ速やかに国外退去させる必要がある。
　指紋等の個人識別情報を活用した上陸審査は，上陸拒否事由に該当する者が偽変
造旅券を行使するなどして身分事項を偽って入国を企てる事案の発見に大きな効果
を上げているほか，ＩＣＰＯ紛失・盗難旅券情報，航空会社から報告を受けたＡＰ
Ｉ及びＰＮＲ等の情報を活用し，テロリスト等の要注意人物の水際での入国阻止を
行っている。
　併せて，平成27年10月に設置された「出入国管理インテリジェンス・センター」
においては，情報収集及び分析の強化を図っている。

９　難民の適正かつ迅速な保護の推進
⑴　難民認定制度の運用の更なる見直し
　真の難民の迅速かつ確実な庇護を推進するための難民認定制度の見直しの一環
として，濫用・誤用的な難民認定申請を抑制するための取組を進めてきたところ
であるが，依然として，濫用・誤用的な申請が急増し，真の難民の迅速な保護に
支障が生じる事態となっていた。
　そこで，濫用・誤用的な申請が多く見られる正規滞在者からの難民認定申請に
ついて，平成30年１月から，①振分け期間を設け，振分け結果を在留資格に反映，
②難民である可能性が高い申請者など，真に庇護が必要な者に対する更なる配慮，
③濫用・誤用的な申請に対する従来よりも厳格な対応を主な内容とする運用の更
なる見直しを行った。
　これらの取組の結果，フィリピンやベトナムといったアジア近隣諸国からの申
請者を中心に近年急増してきた難民認定申請者数は，平成30年に大幅な減少に転
じ，前年に比べほぼ半減（約47%減）した。その一方で，平成30年の難民認定者
数は，前年の20人から42人に倍増しており，これまでのところ，濫用・誤用的な
申請を抑制し，真の難民の迅速な保護を図るという目的に適う一定程度の効果を
上げている。
　しかしながら，依然として濫用・誤用的な申請が相当数見受けられることから，
問題の抜本的解決に向け，これまでの取組の効果を踏まえつつ，濫用・誤用的な
申請を更に抑制するための方策等について，法制度と運用の両面から検討を進め
ることとしている。
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⑵　第三国定住による難民の受入れ
　第三国定住とは，出身国から避難し，隣国の難民キャンプ等で一時的に滞在し
ている難民を，その他の国（第三国）が新たに受け入れて定住を認めるものであ
り，「出身国への自発的帰還」及び「第一次庇護国への定住」と並ぶ難民問題の
恒久的解決策の一つとして位置付けられている。国連難民高等弁務官事務所（Ｕ
ＮＨＣＲ）は，難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという
観点から，第三国定住による難民の受入れを各国に推奨している。
　我が国においても，従来からインドシナ難民や難民条約上の難民と認定された
者への定住支援策を講じてきたところであるが，アジア地域での難民に関する諸
問題に対処するため，第三国定住による難民の受入れのパイロットケースとして，
平成22年度からタイの難民キャンプに滞在するミャンマー難民の受入れ及び定住
支援を実施し，その後，「第三国定住による難民の受入れの実施について」（平成
26年１月24日閣議了解）及び「第三国定住による難民の受入れに関する具体的措
置について」（平成26年１月24日難民対策連絡調整会議決定）に基づき，平成27
年度からマレーシアに一時滞在するミャンマー難民を受入れの対象としている。
　入国管理局は，主に受入れ難民の選考手続を担当し，現地に職員を派遣し面接
調査を行うなどしているところ，平成30年度には５家族22名の難民を受け入れた。
　なお，平成30年10月に設置された，関係省庁及び有識者から成る「第三国定住
による難民の受入れ事業拡大等に係る検討会」においては，引き続き第三国定住
による難民の受入れを実施していくに当たり，受入れ対象の拡大の要否，拡大す
る場合の範囲等について検討を行っている。
　法務省としては，検討会での議論に積極的に参加するとともに，その検討結果
を踏まえながら，今後とも，関係機関と連携し，円滑な受入れに努めることとし
ている。

10　不法滞在・偽装滞在者への対策等
⑴　不法滞在者対策の実施
　これまでの取組により不法残留者数は着実に減少していたものの，平成27年に
は増加し，平成30年１月１日現在の不法残留者は約６万9,000人となっているこ
とから，摘発の強化，不法滞在者に係る情報の収集・分析の強化及び出頭申告の
促進による更なる不法滞在者数の縮減に努めている。
⑵　偽装滞在者対策の実施
　入国管理局では，留学生を装って専ら就労活動を行うなど，正規在留者を装っ
て我が国に在留する偽装滞在者の摘発及び情報の収集・分析の強化等に努めてい
る。また，平成29年１月には，偽りその他不正の手段により上陸の許可等を受け
た者に対する罰則や在留資格の取消事由の拡大等の措置を盛り込んだ平成28年改
正入管法が施行された。
⑶　処遇の適正化に向けた取組
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　「入国者収容所等視察委員会」からの意見も踏まえ，引き続き，警備処遇の透
明性がより一層確保されるよう努めるとともに，入国者収容所等の運営の改善向
上を図っている。
⑷　被退去強制者の送還促進
　退去強制令書が発付されているにもかかわらず，様々な理由により送還を忌避
する者が存在するが，速やかな送還のため，被収容者本人に対して帰国の説得を
し，あるいは，外務省の支援を得ながら出身国政府に対する身柄の引取り等に係
る交渉を推進しているほか，送還方法の多角化など一層の送還促進に努めている。

〈会　同〉

月　日 件　　　名 協　議　・　報　告　事　項
5.30 地方入国管理局・入国者

収容所総務課長・会計課
長会同

１�　適正かつ効率的な会計経理の確保方策に
ついて
２�　会計業務をめぐる諸問題への対応に当た
り，予算担当課長として考慮すべき事項に
ついて
３�　適正な国有財産使用許可手続について
４�　多様な職員を抱える現状の下でのワーク
ライフバランスの実現について
５�　大量採用時代における効果的な職員の新
規採用及び新規採用者の育成の在り方につ
いて
６�　行政文書の適正な管理について

6.26 地方入国管理局長・入国
者収容所長会同

１�　新しい外国人材の受入れについて
２�　外国人の受入れ環境整備に向けた新しい
施策について
３�　送還忌避問題・処遇問題について
４�　基本に忠実な業務の遂行について

9.11 地方入国管理局・入国者
収容所警備監理官・首席
入国警備官会同

１�　入国警備官の育成のために各入国管理官
署において最近取り組んでいる研修，訓練
等について
２�　不法就労対策としての各種分析情報の具
体的活用状況等について
３�　時機を得た効果的送還と仮放免の在り方
について
４�　収容施設における諸問題を解決するため
の方策について
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10.17～18 地方入国管理局審査監理
官・首席審査官会同

１�　入国・在留諸申請の傾向，注目すべき点
及びこれらへの対応について
２�　技能実習法施行後の技能実習に係る審査
等の状況及び外国人技能実習機構との連携
状況について
３�　Ｇ２０大阪サミット等の大規模イベント
の開催等に向けた厳格な入国審査について
４�　顔認証ゲートの運用状況及び運用状況を
踏まえた課題について
５�　留学修了者の就労資格への変更許可申請
に関する審査の在り方等について
６�　今後の外国人の在留管理について
７�　在留特別許可の許否判断における考慮要
素の見直しについて
８�　在留資格取消制度の運用状況について
９　時機を得た効果的送還を行うための警備
部門(執行関係)との連携について
10　「難民認定制度の運用の更なる見直し」
の実施状況及び同実施状況を踏まえた濫
用・誤用的な難民認定申請への更なる対策
について

総務課 　法務省組織令第54条，第55条　法務省組織規則第19条

広報関係
　平成30年の主な広報活動は，次のとおりである。
⑴　不法就労防止のための啓発活動
　外国人の雇用を適正化して不法就労を防止するため，政府の「外国人労働者問
題啓発月間」である６月を「不法就労外国人対策キャンペーン月間」とし，関係
省庁，地方自治体等の協力を得て，事業主向けに外国人雇用の際の注意点を記載
したリーフレットを配布するなどの啓発活動を行った。
⑵　新たな外国人材受入れや出入国管理に係る制度等についての広報活動
　新たな在留資格「特定技能」や顔認証ゲートの利用促進の案内のほか，外国人
生活支援ポータルサイトなどについて，法務省ホームページや入国管理局ホーム
ページを利用したり，公式ツイッターに掲載するなどの広報活動を実施した。

入国在留課 　法務省組織令第54条，第56条　法務省組織規則第20条

１　厳格かつ円滑な上陸審査の実施
⑴　平成19年11月20日から開始した個人識別情報を活用した入国審査において，過
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去の退去強制歴が発覚するのを避けるため，指に傷をつける，指紋を摩耗させる，
薄い皮膜やシールを貼付する，指紋を手術するなど，指紋を偽装する事案が報告
されており，このような手段は，テロ対策を始めとした厳格な入国審査を実施す
る上で看過できないことから，提供された指紋の品質値について厳格な基準を設
け，それが一定程度以下の場合には，入国審査官が指の状態を目視の上，指紋に
偽装がないか確実に確認することとし，さらに指紋の状態を審査ブースにいる入
国審査官がディスプレイ上で確認できるようにしている。
⑵　平成26年改正入管法により，平成27年１月１日から航空会社に対してＰＮＲの
報告を求めることができることとなった（平成28年１月１日からは電子的取得が
可能となった。）ところ，その活用により，テロリスト等の出入国管理上問題の
ある外国人の水際での入国阻止に努めている。
⑶　東京入国管理局成田空港支局，同羽田空港支局，大阪入国管理局関西空港支局
及び名古屋入国管理局中部空港支局等において「セカンダリ審査」を継続して実
施し，入国目的等に疑いがある外国人を別室に案内して，より慎重な審査を行う
一方で，大多数の問題のない外国人に対する円滑な入国審査を実施した。
⑷　チャーター便等への対応のための「審査機動班」を千歳苫小牧出張所，羽田空
港支局，大阪入国管理局及び福岡入国管理局に配置し，地方空港等において円滑
な入国審査を実施した。
⑸　平成28年10月１日から我が国の空港における入国審査所要時間を短縮するため，
個人識別情報を前倒しで取得する機器（バイオカート）を関西空港等３空港に導
入し，平成29年４月からは成田空港等12空港に，平成30年５月からは新たに北九
州空港及び大分空港にも導入した。
⑹　平成28年10月17日から，全国の空海港において，上陸審査時に外国人から提供
を受けた顔写真とテロリスト等の顔画像の照合を実施した。
⑺　平成29年10月18日から，羽田空港の上陸審査場において，日本人の帰国手続を
行う「顔認証ゲート」を先行導入し，平成30年11月までに，羽田空港に加え，成
田空港，中部空港，関西空港及び福岡空港の上陸・出国審査場において，日本人
の出帰国手続を行う「顔認証ゲート」を本格導入した。
⑻　平成29年１月から全国の空港・ターミナルごとの入国審査待ち時間20分以内の
達成率（在留資格「短期滞在」で上陸許可を受けた者の総数から，入国審査待ち
時間20分以内に上陸許可を受けた者の総数の割合）等を公表した。
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出入国者数（平成26年～平成30年）

年　次 外 国 人
入国者数

外　　国　　人　（特例上陸許可数）
日 本 人
出国者数総　数 寄港地 通過 船舶観光 乗　員 緊急 遭難 一時

庇護

平成26年 14,150,185 2,452,119 257,873 3,372 - 2,190,439 360 74 1 16,903,388

　27 19,688,247 3,527,959 15,944 5,150 1,071,724 2,434,617 434 86 4 16,213,789

　28 23,218,912 4,749,924 16,694 5,871 1,936,469 2,790,348 473 68 1 17,116,420

　29 27,428,782 5,502,177 13,217 4,979 2,449,299 3,034,126 464 90 2 17,889,292

　30 30,102,102 5,364,371 13,331 5,235 2,337,803 3,007,588 444 18 2 18,954,031

対 前 年
増減率（％） 9.7 -2.5 0.9 5.1 -4.6 -0.9 -4.3 -80.0 0.0 6.0

（注１）　乗員上陸許可には，数次乗員上陸許可を含む。
（注２）�　船舶観光上陸許可制度は，平成27年１月１日から運用を開始した。

在留審査業務処理件数（平成26年～平成30年）

区　　分 平成26年 27 28 29 30
対前年
増減率
（％）

総　　　　数 904,461 989,605 1,081,536 1,239,504 1,394,780 12.5
在留資格取得 10,980 10,924 13,201 13,817 14,051 1.7
在留期間更新 451,547 494,889 540,722 621,142 619,555 -0.3
在留資格変更 154,379 169,141 191,904 232,880 348,108 49.5
資 格 外 活 動 188,399 220,514 251,281 285,408 314,980 10.4
再 入 国 許 可 48,368 37,955 31,609 35,350 37,059 4.8
永 住 許 可 50,788 56,182 52,819 50,907 61,027 19.9
（注）　再入国許可には，数次再入国許可を含む。

２　対北朝鮮措置
　平成18年７月５日の官房長官発表等を受け，①北朝鮮籍を有する者の入国の原則
禁止，②在日の北朝鮮当局職員及び在日の北朝鮮当局の職員が行う当局職員として
の活動を実質的に補佐する立場にある者による北朝鮮を渡航先とする再入国の原則
禁止，③北朝鮮籍船舶の乗組員等の上陸の原則禁止，④「対北朝鮮の貿易・金融措
置に違反し，刑の確定した外国人船員の上陸の原則禁止」及び「そのような刑の確
定した在日外国人の北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止」などの各措置を実施
していたが，平成26年７月４日，対北朝鮮措置の一部を解除する旨の内閣官房長官
発表に基づき，入国管理局が実施していた対北朝鮮措置（国連安保理決議に基づく
措置を除く。）を解除した。
　平成28年２月，官房長官発表を受け，上記①～④などの各措置を再び実施すると
ともに，新たに，⑤「在日外国人の核・ミサイル技術者の北朝鮮を渡航先とした再
入国の禁止」の措置を実施した。
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審判課 　法務省組織令第54条，第57条

１�　外国人の上陸についての口頭審理，異議の申出と法務大臣等の裁決（入管法第10
条～第12条）
　口頭審理の受理件数は1万1,780件で，前年に比べ1,987件，20.3％増加し，異議
の申出の受理件数は1,919件で，前年に比べ138件，7.7％増加した。
　口頭審理等の結果，本邦からの退去を命ぜられるなどその上陸が許可されなかっ
た件数は9,179件（寄港地上陸許可申請不許可事案を含む。）で，前年に比べ1,998件，
27.8％増加した。
⑴　外国人の上陸についての口頭審理件数

（人　員）
平成26年 27 28 29 30
7,577 8,176 8,892 9,793 11,780

（2,255） （1,627） （1,740） （1,421） （1,260）
（注１）�　本表は，口頭審理の受理件数である。
（注２）�　括弧内の数は，出入国港において口頭審理の結果，特別審理官において上陸許可の証印を行っ

た人員を示し，内数である。

⑵　外国人の上陸に関する異議の申出と法務大臣等の裁決の状況
（人　員）

年　次
異議の申出 裁決の結果

取下等 未処理
決裁総　数 旧　受 新　受 総　数 上　陸不許可

上陸特
別許可

理 由
あ り

平成26年 2,180 19 2,161 2,135 366 1,747 22 33 12

　27 2,386 12 2,374 2,309 348 1,946 15 59 18

　28 1,845 18 1,827 1,777 347 1,418 12 57 11

　29 1,781 　11 1,770 1,684 439 1,241 4 89 8

　30 1,919 8 1,911 1,742 404 1,333 5 160 17
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２�　退去強制についての違反審査，口頭審理，異議の申出と法務大臣等の裁決（入管
法第45条～第50条）
　違反審査の受理件数は16,827件で，前年に比べ2,420件，16.8％増加した。
　口頭審理の受理件数は2,946件で，前年に比べ327件，10.0％減少し，異議の申出
の受理件数は2,966件で，前年に比べ386件，11.5％の減少となった。
　在留特別許可数は1,371件で，前年に比べ116件，9.2％増加した。
　在留特別許可の許否判断の透明性を更に高めるため，これまで在留特別許可され
た事例等を一覧表形式で公表するとともに，在留特別許可に係るガイドラインを策
定するなどの措置を講じている。
⑴　違反審査件数

（人　員）
平成26年 27 28 29 30
11,645 13,233 14,198 14,407 16,827

（注）　本表は，違反審査の受理件数である。

⑵　外国人の退去強制についての口頭審理件数
（人　員）

平成26年 27 28 29 30
4,282 3,871 3,945 3,273 2,946

（注）　本表は，口頭審理の受理件数である。

⑶　外国人の退去強制に関する異議の申出と法務大臣等の裁決の状況
（人　員）

年　次
異議の申出 裁決の結果 取�下

終�止
等

未処理
総 数 旧 受 新 受 総 数 退 去 在留特

別許可
理 由
あ り

平成26年 3,936 297�� 3,596 3,545 1,253 2,291 1���� 34��� 357

　27� 3,526 357�� 3,163 3,110 1,087 2,023 0���� 40��� 376

　28�� 3,478 376�� 3,078 2,589 1,036 1,552 1���� 71��� 818

　29� 3,352 818�� 2,522 2,416 1,160 1,255 1���� 119�� 817

　30� 2,966 822�� 2,128 2,331 960 1,371 0���� 91 544
（注）平成30年における「旧受」の件数は，同年中に東京入国管理局に係る数値の集計方法を見直し

たため，平成29年における「未処理」の件数とは一致しない。
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３　収容令書及び退去強制令書の発付（入管法第39条～第41条，第47条～第51条）
⑴　収容令書の発付状況
� （人　員）

区　　　　分 平成26年 27 28 29 30

不法入国
不法上陸

韓国・朝鮮 62 51 44 34 31
中　　　国 227 203 129 108 104
そ　の　他 727 720 606 544 389

計 1,016 974 779 686 524

不法残留

韓国・朝鮮 474 368 303 241 181
中　　　国 1,731 1,794 1,694 1,763 1,788
そ　の　他 3,108 3,814 4,764 4,846 5,703

計 5,313 5,976 6,761 6,850 7,672

刑罰法令
違 反 等

韓国・朝鮮 119 85 70 36 38
中　　　国 670 646 476 350 407
そ　の　他 558 694 898 1,154 1,206

計 1,347 1,425 1,444 1,540 1,651
合　　　計 7,676 8,375 8,984 9,076 9,847
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⑵　退去強制令書の発付状況
� （人　員）

区　　　　分 平成26年 27 28 29 30

不法入国
不法上陸

韓国・朝鮮 67 52 41 31 37
中　　　国 259 205 151 105 103
フィリピン 161 115 101 83 93
タ　　　イ 41 30 21 23 25
そ　の　他 365 459 414 401 200

計 893 861 728 643 458

不法残留

韓国・朝鮮 273 191 172 154 96
中　　　国 1,358 1,406 1,396 1,531 1,558
フィリピン 415 379 458 455 527
タ　　　イ 404 663 855 1,129 1,060
そ　の　他 1,124 1,579 2,100 2,603 3,417

計 3,574 4,218 4,981 5,872 6,658

刑罰法令
違 反 等

韓国・朝鮮 106 87 57 47 37
中　　　国 680 727 537 366 472
フィリピン 95 87 93 186 126
タ　　　イ 44 27 49 44 54
そ　の　他 429 582 796 972 1,060

計 1,354 1,520 1,532 1,615 1,749
合　　　計 5,821 6,589 7,241 8,130 8,865

（注１）�　「不法入国・不法上陸」とは，入管法第24条第１号，第２号，第５号及び第５号の２に該当
するもの（旧外国人登録令第16条第１項第１号に該当するものを含む。）である。

（注２）�　「不法残留」とは，入管法第24条第２号の４（旧入管法第24条第２号の３），第４号（ロ），第６号，
第６号の２,第６号の３，第６号の４，第７号及び第８号に該当するものである。

（注３）�　「刑罰法令違反等」とは，入管法第24条第２号の２，第２号の３，第３号，第３号の２，第
３号の３，第３号の４（イ）から（ハ），第３号の５（イ）から（ニ），第４号（イ）及び（ハ）
から（ヨ）まで，第４号の２，第４号の３，第４号の４，第９号及び第10号に該当するもの（日
本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第22条第１
項に該当するものを含む。）である。

４　出国命令書の交付（入管法第55条の２～第55条の６）
� （人　員）

国　　籍 平成26年 27 28 29 30
韓国・朝鮮 214 169 154 117 86
中　　　国 1,308 1,673 1,706 1,737 1,888
フィリピン 224 298 326 288 671
タ　　　イ 310 641 766 841 894
そ　の　他 536 792 1,149 1,440 2,684

計 2,592 3,573 4,101 4,423 6,223
（注）�　出国命令とは，不法残留者のうち，自ら入国管理官署に出頭し，速やかに本邦から出国するこ

とが見込まれ，一定の刑罰法令違反を犯していない等の条件を満たす者については，簡易な手続
により出国できるようにし，また，上陸拒否期間を１年にすることによりそれらの者の出頭を促
進させ，もって不法滞在者の減少を図ることを目的とするものである。
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５　審査請求（不服申立て）の状況（入管法第61条の２の９～10）
⑴　難民審査参与員は，平成30年末現在，93人となっており，３人で１班を構成し，
班単位で審理に当たるところ，東京入国管理局に21班，名古屋入国管理局に３班，
大阪入国管理局に３班が設けられている。
⑵　平成30年に難民の認定をしない処分に対する審査請求（注）を行った者は
9,021人である。
　審査請求を行った者の主な国籍別内訳は，フィリピン2,198人，ネパール1,520
人，インドネシア1,047人となっている。
⑶　平成30年における不服申立ての処理数は8,171人で，その内訳は，不服申立て
に理由があるとされた者（認定者）が４人，理由がないとされた者が6,013人，
不服申立てを取り下げた者等が2,154人であった。
（注）�　難民の認定をしない処分等に対する不服申立ては，平成28年４月１日に施行された改正入管

法により，従来の「異議申立て」から「審査請求」に改められた。

警備課 　法務省組織令第54条，第58条　法務省組織規則第21条

１　違反調査に関する事項（入管法第27条～第38条）
⑴　入管法違反事件全体
　平成30年に入国警備官から入国審査官へ引渡し・引継ぎされた入管法違反事件
は，１万6,269件で，前年（１万3,686件）と比較して2,583件（18.9％）増加した。
⑵　不法残留事件・不法入国事件
　不法残留事件の引渡し・引継ぎ件数は，１万4,353件で，前年（１万1,502件）
と比較して2,851件（24.8％）増加した。なお，違反事件全体に占める割合は依
然として高く，88.2％を占めた。
　不法入国事件の引渡し・引継ぎ件数は，409件で，前年（577件）と比較して
168件（29.1％）減少した。
⑶　不法就労事件
　入管法違反事件のうち，不法就労活動が認められた不法就労事件は，１万86件
で，全体の62.0％を占めた。前年（9,134件）と比較すると，952件（10.4％）の
増加となった。
　国籍・地域別では，中国（台湾，香港・その他を含む。）3,124件（不法就労事
件全体の31.0％），ベトナム3,035件（同30.1％），タイ1,868件（同18.5％），フ
ィリピン660件（同6.5％），インドネシア594件（同5.9％），韓国169件（同1.7％）
等となっており，依然としてアジア地域出身者が多数を占めている。
　性別では，男性6,754件（構成比67.0％），女性3,332件（同33.0％）となっている。
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⑸　違反調査の処理状況

区　　分 平成26年 27 28 29 30
受 理 20,038 21,896 22,097 22,723 28,597
旧 受 2,964 3,163 3,195 3,196 4,003
新 受 17,074 18,733 18,902 19,527 24,594
処 理 16,875 18,701 18,904 18,719 23,737
未 処 理 3,163 3,195 3,196 4,003 4,861

⑹　不法就労事件の退去強制手続状況

国籍・地域 平成26年 27 28 29 30

総　　　　数 6,702  7,973  9,003  9,134  10,086
（4,160） （5,167） （6,093） （6,120） （6,754）

中

国

中 　 　 国 2,819  3,266  3,080  2,915  3,112
（1,869） （2,166） （2,130） （1,982） （2,170）

台 　 　 湾 32  21  16  14  9
（   13） （    6） （    4） （    4） （    5）

香港・その他 -  2  5  1  3
-  （    0） （    2） （    1） （    2）

ベ ト ナ ム 701  1,160  1,638  2,152  3,035
（  454） （  873） （1,246） （1,657） （2,259）

タ イ 681  1,215  1,536  1,855  1,868
（  384） （  699） （  850） （  966） （  903）

フ ィ リ ピ ン 763  756  830  711  660
（  308） （  341） （  426） （  366） （  369）

インドネシア 231  396  819  588  594
（  193） （  338） （  699） （  514） （  498）

韓 国 606  435  359  239  169
（  237） （  167） （  167） （  118） （   69）

モ ン ゴ ル 101  81  133  146  117
（   72） （   51） （  90） （   95） （   70）

ネ パ ー ル 75  68  95  77  71
（   47） （   51） （   76） （   52） （   52）

ブ ラ ジ ル 68  77  46  31  55
（   55） （   64） （   37） （   28） （   46）

ス リ ラ ン カ� 119  57  68  53  42
（  112） （   54） （   67） （   48） （   41）

そ の 他 506  439  378  352  351
（  416） （  357） （  299） （  289） （  270）

（注１）�　本表は，入国管理官署において各年中に入国警備官から入国審査官に引渡し又は引継ぎをし
た人員のうち，不法就労が認められた者を示す。

（注２）　（　　）内は，男性の数で内数である。
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⑵　送還状況

国籍・地域別 平成26年 27 28 29 30
総　　　　数 5,542 6,174 7,014 8,145 9,369
（集　　　団） （   32） （   22） （   30） （   43） （　 47）
（単　　　独） （5,510） （6,152） （6,984） （8,102） （9,322）
ベ ト ナ ム 627 1,064 1,412 2,038 2,698
中　　　　国 2,282 2,296 2,058 1,954 2,152
タ　　　　イ 483 707 914 1,224 1,167
フ ィ リ ピ ン 616 593 618 705 893
インドネシア 159 287 561 549 532
韓　　　　国 456 328 288 248 209
ネ パ ー ル 48 82 113 196 198
ス リ ラ ン カ 123 69 115 127 148
ブ ラ ジ ル 76 65 74 94 124
ト ル コ 48 49 62 70 116
そ の 他 624 634 799 940 1,132

３　被収容者の新規仮放免件数（入管法第54条）

区　　分 平成26年 27 28 29 30
被収令発付者 1,293 1,293 1,491 922 811
韓国・朝鮮 114 94 88 51 47
中 国 317 296 192 187 127
そ の 他 862 903 1,211 684 637
被退令発付者 926 1,063 1,160 822 523
韓国・朝鮮 42 45 38 23 20
中 国 121 152 137 79 67
そ の 他 763 866 985 720 436

出入国管理情報官 　法務省組織令第54条，第59条，法務省組織規則第22条

１　情報の収集・分析
　テロリスト等の入国を水際で確実に阻止するためには，要注意人物に関する情報
の取得が重要であり，出入国管理インテリジェンス・センター（以下「センター」
という。）では，警察庁等の国内関係機関や外国入国管理当局，航空会社等と連携
を図り情報収集に努めた。
　特に，平成27年１月から航空会社に対して乗客予約記録（ＰＮＲ）の報告を求め
ることができることとなり，平成28年１月からは，輸出入・港湾関連情報処理セン
ターが運用する輸出入・港湾関連情報処理システム（ＮＡＣＣＳ）経由で，ＰＮＲ
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の電子的な受領が可能となっており,センターでは，このＰＮＲをその他保有する
情報と併せて高度な分析を行い，その結果を空港等に提供することで，より実効性
のある水際対策に貢献している。
　また，国外の関係機関との情報共有の推進も重要であることから，外国入国管理
当局との情報共有を迅速かつ効率的に行うための枠組みの構築に向けた取組を行っ
た。

２　鑑識
　「邦人殺害テロ事件等を受けたテロ対策の強化について」（平成27年５月29日���
国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部決定）により，水際対策の強化が求められ，
その中で，「偽変造文書対策の強化」が掲げられるなど，テロの水際対策として文
書鑑識はますます重要となってきており，平成30年においても最新鋭の鑑識機器の
配備に向けて取り組んだ。
　さらに，センターにおいては，成田，羽田，関西及び中部の各空港に設置されて
いる偽変造文書対策室と連携して，各空海港の職員等を対象に，鑑識技術の向上を
目的とした研修を実施したほか，外国入国管理当局が発見した偽変造文書に係る情
報の収集や，当局において発見した偽変造文書に係る情報の海外発信など，偽変造
文書行使事案の阻止のための国際連携を推進した。

３　自動化ゲートの運用
　指紋認証による自動化ゲートは，日本人及び一定の要件（観光目的等の短期滞在
で日本に在留する外国人でない等）に該当する外国人で，かつ事前に利用希望者登
録を行った者が利用することができ，これにより一般の出入国審査ブースで入国審
査官の審査を受けることなく，円滑かつ迅速に出入国手続を受けることを可能とす
るものである。平成19年11月に導入を開始し，平成30年末現在，成田空港，羽田空
港，中部空港及び関西空港に設置している。
　また，平成28年11月，自動化ゲートの利用対象者を，「短期滞在」の外国人のう
ち一定回数以上の来日歴があり，事前に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受
け，出入国管理上問題を生じるおそれが少ない「信頼できる渡航者」と認められて
登録を受けた外国人にも拡大し，そうした外国人の上陸許可証印を省略するととも
に，上陸許可証印に代わる上陸許可の証明手段として特定登録者カードを交付する
トラスティド・トラベラー・プログラム（ＴＴＰ）の運用を開始した。
　さらに，平成26年８月から９月にかけて日本人出帰国審査における顔認証技術に
係る実証実験を実施したところ，外部有識者から顔認証技術を日本人の出帰国審査
に活用することについて，十分可能性があるとの評価とともに，導入に向けた課題
についても指摘を受けたことから，これらの課題を踏まえつつ，平成28年６月から
７月にかけて，日本人出帰国手続における顔認証技術を活用した自動化ゲートの設
置に係る調査研究を実施した。これらの調査研究の結果を踏まえ，平成28年度及び
平成29年度の２か年で開発を行った上で，平成29年10月18日，羽田空港に顔認証ゲ
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ートを先行導入し，日本人の帰国手続において運用を開始した。また，平成30年11
月までに，成田空港，羽田空港，中部空港，関西空港及び福岡空港の上陸・出国各
審査場に顔認証ゲートを順次，本格的に導入し，日本人の出帰国手続において運用
している。

参事官 　法務省組織令第13条

〈法令の整備〉
１　法律の改正
　出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部改正（平成30年法律第102号）
　入国管理局<重要施策の概要>１に記載のとおり。

２　省令の制定・改正（主なもの）
⑴　特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の制
定（平成31年法務省令第５号）
　「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」（平成
30年法律第102号）により改正された「出入国管理及び難民認定法」（昭和26年政
令第319号）の規定に基づき，特定技能雇用契約の内容の基準，特定技能雇用契
約の相手方となる本邦の公私の機関の基準及び一号特定技能外国人支援計画の内
容等を定める省令を制定した。
⑵　出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する
産業上の分野等を定める省令の制定（平成31年法務省令第６号）
　「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」（平成
30年法律第102号）により改正された「出入国管理及び難民認定法」（昭和26年政
令第319号）の規定に基づき，在留資格「特定技能１号」及び「特定技能２号」
で外国人を受け入れる産業上の分野等について定める省令を制定した。
⑶　出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律の施行に伴
う法務省関係省令の整備等に関する省令の制定（平成31年法務省令第７号）
　「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」（平成
30年法律第102号）の施行に伴い，出入国管理及び難民認定法施行規則をはじめ
とする法務省関係省令について，所要の規定の整備を行った。
⑷　出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令の制定（平成30年法
務省令第22号）
　日本人が出国確認の手続を受ける際，旅券を提示し，かつ，電磁的方式によっ
て顔写真を提供した場合（顔認証ゲートを利用した場合）に，入国審査官による
旅券への出国の証印に代えて，電子計算機中のファイルに出国に係る記録をする
ことができることとする改正を行った。

３　告示の改正（主なもの）
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⑴　出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の
五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部改正（平成30年法務省告示第428号）
　経済産業省の定める告示に沿って地方公共団体から起業支援を受ける外国人起
業家及び当該外国人起業家の扶養を受ける配偶者又は子が，「特定活動」の在留
資格をもって入国・在留することができることとする改正を行った。
⑵　出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の
五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部改正（平成30年法務省告示第77号，
同第270号，同第349号）
　ワーキングホリデー制度の対象国にチリ共和国，アイスランド共和国及びチェ
コ共和国を追加する改正を行った。

難民認定室 　法務省組織令第54条，第55条　法務省組織規則第19条

　平成30年中における難民認定申請者は１万493人であり，前年に比べ約47％（9,136
人）減少した。申請者の国籍は74か国にわたり，主な国籍は，申請の多い順にネパー
ル1,713人，スリランカ1,551人，カンボジア961人，フィリピン860人，パキスタン720人，
ミャンマー656人，インドネシア634人，トルコ563人，インド549人，バングラデシュ
542人，ベトナム527人，中国308人，カメルーン203人，ナイジェリア98人，ウガンダ
62人，チュニジア58人となっている。
　また，平成30年中に難民として認定した者は42人（不服申立てにより認定した４人
を含む。），難民と認定しなかった者は１万541人，申請を取り下げた者等は2,923人で
あった。
　なお，昭和57年の我が国の難民認定制度発足以来，平成30年末までに難民認定申請
を行った者は７万1,168人，難民として認定された者は750人（不服申立てにより認定
された136人を含む。），難民と認定されなかったものの，個別の事情が考慮されて在
留を認められた者は2,628人となっている。

難民認定申請及び処理数の推移（過去５年間）

年　次 申請数 認　定 不認定 その他の庇護
平成26年 5,000 11（5） 2,906 110
　27 7,586 27（8） 3,411 79
　28 10,901 28（2） 7,492 97
　29 19,629 20（1） 9,742 45
　30 10,493 42（4） 10,541 40

（注１）�　認定の括弧内は，難民の認定をしない処分をされた者の中から不服申立ての結果認定された数で
あり，内数として計上されている。

（注２）�　「その他の庇護」とは，難民の認定をしない処分をされた者のうち，個別の事情が考慮されて在
留を認められた者の数である。
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入国管理企画官 　法務省組織令第54条，第55条　法務省組織規則19条

１　平成30年版「出入国管理」の刊行
　入国管理局では，昭和34年以降，出入国管理行政の概要等をまとめ，「出入国管理」
を刊行してきているところ，平成30年版「出入国管理」を同年11月に刊行した。
　平成30年版「出入国管理」は，平成29年を中心とした最近の出入国者数等の動向
等を概観するとともに，高度外国人材の受入れの推進，国家戦略特区における外国
人材の受入れ，円滑かつ厳格な入国審査等の実施，新たな技能実習制度の施行，不
法滞在・偽装滞在者への対策等，難民の適正かつ迅速な庇護の推進，国際社会及び
国際情勢への対応等，平成29年度及び平成30年度前半における出入国管理行政を取
り巻く状況や施策を取りまとめ，説明している。

２　第７次出入国管理政策懇談会の開催　
　法務大臣が出入国管理についての政策の立案・運用を始め，出入国管理行政につ
いて広く各界の有識者から意見を聴くための場として，平成２年11月以降，出入国
管理政策懇談会が数次にわたって開催されてきた。平成28年９月27日には，第５次
出入国管理基本計画において今後検討することとした課題等について，幅広い視点
から有識者の意見を聴取することを目的とする第７次出入国管理政策懇談会が発足
した。

入国管理調整官 　法務省組織令第54条，第55条　法務省組織規則19条

１　国際会議への対応
　国際的な枠組みの中でのテロ対策及び国際組織犯罪対策の観点から，厳格な出入
国管理の実施に関して協議するＧ７ローマ・リヨングループ移民専門家会合に積極
的に参加しており，平成30年においてもカナダで開催された会合に職員が出席した。
　また，各国との経済連携協定（ＥＰＡ）締結交渉等で，円滑な人的交流の促進に
ついて協議されており，平成30年においても，東アジア地域包括的経済連携（ＲＣ
ＥＰ），トルコとの経済連携協定交渉等が行われた。

２　国際交流
　入国管理局では，諸外国の入国管理当局との様々なレベルでの意見交換や，諸外
国の関係機関からの視察の受入れを行うなど，各国・地域と積極的に交流を図り，
協力関係の強化に努めている。
　韓国の入国管理当局との間では，出入国管理局長級会議を相互に開催し，また，
台湾との間では，（公財）日本台湾交流協会と台湾日本関係協会が相互に開催して
いる出入国管理会合に参加し，相互の取組に係る情報共有や意見交換を行っている。
また，オーストラリアの入国管理当局との間では，同28年８月に，両当局間の協力
関係強化等の枠組み構築に係る協力覚書を締結し，今後，テロの脅威や国境を越え
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る犯罪等と戦うための国境管理や出入国手続の円滑化に関する情報の共有，両当局
職員の専門能力開発等における協力を強化していくこととしている。
　このほか，平成30年においては，オランダ，カンボジア，インドネシア等の関係
機関が法務省入国管理局を訪問し，意見交換を行ったほか，韓国，中国，カナダ等
の関係機関が地方入国管理局・空港支局の視察を行った。
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在留管理業務室 　法務省組織令第56条，法務省組織規則第20条

１　在留外国人の現況
⑴　在留外国人数の推移� （各年12月末日現在）

区　 分 平成26年 27 28 29 30
総 　 　 数 2,121,831 2,232,189 2,382,822 2,561,848 2,731,093
中 国 654,777 665,847 695,522 730,890 764,720
韓 国 465,477 457,772 453,096 450,663 449,634
ベ ト ナ ム 99,865 146,956 199,990 262,405 330,835
フィリピン 217,585 229,595 243,662 260,553 271,289
ブ ラ ジ ル 175,410 173,437 180,923 191,362 201,865
そ の 他 508,717 558,882 609,629 665,975 712,750
在留外国人の
国籍・地域数 193 194 196 195 195

（注１）�　「中国」は，国籍・地域欄に「台湾」と記載のある在留カード又は特別永住者証明書の交付
を受けた者を除く数である。

（注２）�　在留カード等の「国籍・地域」欄に「韓国」の表記がなされている者を「韓国」に計上している。

⑵　主要都道府県別，国籍・地域別在留外国人数� （平成30年12月末日現在）

都道府県名 総　数 中　国 韓　国 ベトナム フィリピン ブラジル その他

総 　 数 2,731,093 764,720 449,634 330,835 271,289 201,865 712,750

東 京 都 567,789 218,975 94,644 36,914 33,862 3,700 179,694

愛 知 県 260,952 49,159 30,010 31,614 37,346 59,334 53,489

大 阪 府 239,113 63,315 100,430 25,641 8,471 2,689 38,567

神奈川県 218,946 70,506 28,259 20,225 22,629 8,951 68,376

埼 玉 県 180,762 70,384 15,960 22,912 20,410 7,283 43,813

千 葉 県 156,058 52,492 15,995 18,267 19,263 3,549 46,492

兵 庫 県 110,005 23,670 39,432 18,314 4,847 2,429 21,313

静 岡 県 92,459 11,853 4,839 9,305 16,859 29,535 20,068

福 岡 県 77,044 20,580 15,617 14,712 5,355 310 20,470

茨 城 県 66,321 13,024 4,312 7,667 10,295 5,867 25,156

そ の 他 761,644 170,762 100,136 125,264 91,952 78,218 195,312

２　在留カード交付関連事務の運用に関する事務
　地方入国管理局において，中長期在留者に対し，上陸許可又は在留資格の変更許
可等をするときに伴い在留カードを交付する。また，在留カードの住居地以外の記
載事項に変更が生じた場合には，地方入国管理局において，中長期在留者から変更



－280－

の届出がなされることにより，在留カードには，常に最新の情報が反映されること
となっている。
　在留カードの交付には，新規上陸に伴う交付，在留カードに係る申請・届出に伴
う交付及び在留資格変更許可等をする場合の交付がある。
　新規上陸に伴う交付とは，新規の上陸許可を受けて中長期在留者となった者に対
し，在留カードを交付するものであるが，在留カードを交付することができない出
入国港においては，後日，在留カード発行拠点において作成の上，当該中長期在留
者に在留カードを郵送する。
　在留カードに係る申請・届出に伴う交付とは，①在留カードの住居地以外の記載
事項の変更届出，②在留カードの有効期間の更新申請，③紛失等による在留カード
の再交付申請，④汚損等による在留カードの再交付申請，⑤交換希望による在留カ
ードの再交付申請があったときに在留カードを交付するものである。
　在留資格変更許可等をする場合の交付とは，外国人が，在留資格の変更許可，在
留期間の更新許可，永住許可，在留資格の取得許可又は在留特別許可を受けて引き
続き中長期在留者に該当し，又は新たに中長期在留者になったときに，在留カード
を交付するものである。

３　市区町村在留関連事務の運用に関する助言及び研修
　入管法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理
に関する特例法に基づく市区町村在留関連事務は，特別永住者証明書交付関連事務
及び住居地の届出に係る事務がある。
　特別永住者証明書交付関連手続としては，①特別永住者証明書の住居地以外の記
載事項の変更届出，②特別永住者証明書の有効期間の更新申請，③紛失等による特
別永住者証明書の再交付申請，④汚損等による特別永住者証明書の再交付申請，⑤
交換希望による特別永住者証明書の再交付申請があり，住居地の届出に係る手続と
しては，①特別永住者に係る住居地の届出，②中長期在留者に係る住居地の届出が
ある。これらの手続は法定受託事務として市区町村の窓口を経由して行われている
ものであり，市区町村に対しては，市区町村在留関連事務取扱要領によりその具体
的な運用や留意点を示している。また，市区町村等から問い合わせがあった場合は，
これに対し助言を行っている。
　加えて，平成30年においては，市区町村からの研修会の講師派遣依頼に対して職
員を派遣し，都道府県単位で市区町村職員に対する研修を実施した。

４　届出制度の運用に関する事務等
⑴　所属機関等に関する届出等
　中長期在留者の在留管理に必要な情報を正確かつ継続的に把握することができ
るよう届出制度を運用している。
　具体的には，中長期在留者は，その在留資格に応じ，その所属機関又は身分関
係に関する情報に変更があった場合には，法務大臣に届け出なければならないこ
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ととし，また，中長期在留者のうち，入管法別表第一の在留資格をもって在留す
る者を受け入れている本邦の公私の機関（労働施策の総合的な推進並びに労働者
の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の規定により外国人雇用状況の
届出をしなければならない事業主を除く。）は，当該中長期在留者の受入れの開
始や終了等に関する事項を届け出るよう努めなければならないこととし，中長期
在留者，所属機関の双方から届け出られた情報により，在留状況に関する最新の
情報を把握することとしている。
⑵　事実の調査
　法務大臣は，中長期在留者に関する情報の継続的な把握のために必要があると
きは，中長期在留者が届け出ることとされている事項について，その職員に事実
の調査をさせることができる。
　入国審査官又は入国警備官は，当該中長期在留者及びその関係者に対して出頭
を求め，質問をし又は文書の提出を求めることができ，また，法務大臣，入国審
査官又は入国警備官において，公務所又は公私の団体に照会することができる。
　これらの調査を実施することによって，中長期在留者からの届出事項に関して
正確な情報の継続的な把握をすることとしている。
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第２　審 議 会 等

Ⅰ　司法試験委員会　
法務省設置法第５条，第５条の２　司法試験法（昭和24年
法律第140号）　司法試験法及び裁判所法の一部を改正する
法律（平成14年法律第138号）　昭和36年司法試験管理委員
会規則第２号　昭和50年司法試験管理委員会規則第１号　
平成15年法務省令第77号　司法試験受験手数料令（平成17
年政令第325号）　司法試験委員会令（平成15年政令第513号）

　司法試験委員会は，司法試験の実施等を所掌する国家行政組織法第８条の機関であ
る。
　なお，司法試験委員会は，平成16年１月１日に司法試験管理委員会を改組して設置
された。
司法試験　平成30年司法試験は，同年５月16日から20日まで（18日を除く。）の４日

間の日程で，全国７試験地（札幌市，仙台市，東京都，名古屋市，大阪市，広島市
及び福岡市）で実施され，９月11日に合格者が発表された。
　出願者数は5,811人，合格者数は1,525人であった。
　なお，平成18年以降の司法試験の出願者数及び合格者数は次の表のとおりである。

実施年
司　法　試　験

出　願　者 合　格　者
平成18年 2,137 1,009

　19 5,401 1,851
　20 7,842 2,065
　21 9,734 2,043
　22 11,127 2,074
　23 11,891 2,063
　24 11,265 2,102
　25 10,315 2,049
　26 9,255 1,810
　27 9,072 1,850
　28 7,730 1,583
　29 6,716 1,543
　30 5,811 1,525

司法試験予備試験　平成30年司法試験予備試験は，短答式試験が同年５月20日に全国
７試験地（北海道，仙台市，東京都，名古屋市，兵庫県，広島市及び福岡市）で，
論文式試験が７月15日，16日の２日間，全国４試験地（札幌市，東京都，大阪市及
び福岡市）でそれぞれ実施された。
　また，口述試験が10月27日，28日の２日間，法務省浦安総合センター（千葉県浦
安市）で実施され，11月８日に最終合格者を発表し，全日程を終えた。
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　出願者数は13,746人，合格者数は433人であった。
　なお，平成23年以降の司法試験予備試験の出願者数及び合格者数は次の表のとお
りである。

実施年
司 法 試 験 予 備 試 験

出　願　者 合　格　者
平成23年 8,971 116

　24 9,118 219
　25 11,255 351
　26 12,622 356
　27 12,543 394
　28 12,767 405
　29 13,178 444
　30 13,746 433

Ⅱ　検察官適格審査会　
法務省設置法第５条，第６条　検察庁法（昭和22年法
律第61号）第23条　検察官適格審査会令（昭和23年政
令第292号）

　検察庁法第23条の規定により，検察官としての適格性につき，３年ごとの定時審査
及び法務大臣の請求又は職権による随時審査を行うために設置されたものである。
　国会議員，裁判官，弁護士，日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された合
計11名の委員をもって組織し，委員１名につきそれぞれ１名の予備委員が置かれてい
る。
　平成30年においては，３月28日に随時審査のための審査会が開催された。

Ⅲ　中央更生保護審査会　法務省設置法第５条，第７条　更生保護法（平成
19年法律第88号）第４条～第15条

１　平成30年中に処理した恩赦事件数は，常時恩赦55件（恩赦相当19件，恩赦不相当
32件，取下げなどによる審理終結４件）である。

２　平成30年中に新たに受理した審査請求の件数は８件であり，請求が認容されたも
のはなかった（184～185ページ参照）。

Ⅳ　日本司法支援センター
　　評価委員会

 

法務省設置法第５条，第７条の２　総合法律
支援法（平成16年法律第74号）第19条　総合
法律支援法施行令（平成18年政令第24号）　
総合法律支援法施行規則（平成27年法務省令
第11号）

　独立行政法人制度においては，主務大臣の指示する中期目標の下で法人の運営にお
ける自主性・自立性を発揮させる一方，その業務の実績について事後的に評価を行う
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こととされており，日本司法支援センターについても，基本的には独立行政法人の枠
組みを使用していることから，総合法律支援法（平成16年法律第74号）第19条により，
法務省に日本司法支援センター評価委員会を置くこととされている。当評価委員会は，
委員10名で組織され，総合法律支援に関し学識経験のある者（少なくとも１名は，最
高裁判所の推薦する裁判官）のうちから法務大臣が任命する。
　平成30年中における審議状況は，以下のとおり。

第54回
（１月29日）

・ 国選弁護人の事務に関する契約約款の変更に関する法務大臣認可に当
たっての意見について

・ 国選付添人の事務に関する契約約款の変更に関する法務大臣認可に当
たっての意見について

・ 国選被害者参加弁護士の事務に関する契約約款の変更に関する法務大
臣認可に当たっての意見について

第55回
（２月15日）

・日本司法支援センターの第４期中期目標（案）について
・日本司法支援センターの第４期中期計画（案）について
・日本司法支援センターの役員退職手当規程の変更について
・ 「日本司法支援センターの役員の退職金に係る業績勘案率の決定方法

について」の改訂について

第56回
（３月26日）

・ 日本司法支援センターの第４期中期計画（案）に関する法務大臣認可
に当たっての意見について

・ 日本司法支援センター業務方法書の変更に関する法務大臣認可に当た
っての意見について

第57回
（６月28日）

・積立金の処分に関する法務大臣の承認に当たっての意見について

第58回
（７月３日）

・日本司法支援センターの平成29年度に係る業務実績評価について
・ 日本司法支援センターの第３期中期目標期間に係る業務実績評価につ

いて
・法務大臣による財務諸表の承認に当たっての意見について

第59回
（８月２日）

・日本司法支援センターの平成29年度に係る業務実績評価について
・ 日本司法支援センターの第３期中期目標期間に係る業務実績評価につ

いて
・法務大臣による財務諸表の承認に当たっての意見について
・日本司法支援センターの退職役員の業績勘案率の決定について
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Ⅴ　法制審議会　法務省組織令第60条，第61条　法制審議会令（昭和24年政令第134号）

１　諮問事項
　昭和24年に法制審議会が発足してから平成30年12月末日までの間に法務大臣から
諮問された事項は106項目であり，そのうち100項目については審議を完了した。
　平成30年中に審議された諮問事項及び審議結果は，次の表のとおりである。

諮問番号 諮　　　問　　　事　　　項 諮問された
年　月　日 審議結果

第51号 　第三者が提供する配偶子等による生殖補助医
療技術によって出生した子についての民法上の
親子関係を規律するための法整備を早急に行う
必要があると思われるので，その要綱を示され
たい。

13.２.16 令和元年に
継続審議

第70号 　現代社会に広く定着しつつある信託について，
社会・経済情勢の変化に的確に対応する観点か
ら，受託者の負う忠実義務等の内容を適切な要
件の下で緩和し，受益者が多数に上る信託に対
応した意思決定のルール等を定め，受益権の有
価証券化を認めるなど，信託法の現代化を図る
必要があると思われるので，その要綱を示され
たい。

16.９.８ 平成18年２
月８日一部
答申
令和元年に
継続審議

第100号 　高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国
民意識の変化等の社会情勢に鑑み，配偶者の死
亡により残された他方配偶者の生活への配慮等
の観点から，相続に関する規律を見直す必要が
あると思われるので，その要綱を示されたい。

27.２.24 平成30年２
月16日答申

第102号 　民事執行手続をめぐる諸事情に鑑み，債務者
財産の開示制度の実効性を向上させ，不動産競
売における暴力団員の買受けを防止し，子の引
渡しの強制執行に関する規律を明確化するなど，
民事執行法制の見直しを行う必要があると思わ
れるので，その要綱を示されたい。

28.９.12 平成30年10
月４日答申

第103号 　日本国憲法の改正手続に関する法律における
投票権及び公職選挙法における選挙権を有する
者の年齢を十八歳以上とする立法措置，民法
の定める成年年齢に関する検討状況等を踏まえ，
少年法の規定について検討が求められているこ
とのほか，近時の犯罪情勢，再犯の防止の重要
性等に鑑み，少年法における「少年」の年齢を
十八歳未満とすること並びに非行少年を含む犯
罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事
の実体法及び手続法の整備の在り方並びに関連
事項について御意見を賜りたい。

29.２.９ 令和元年に
継続審議
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第104号 　近年における社会経済情勢の変化等に鑑み，
株主総会に関する手続の合理化や，役員に適切
なインセンティブを付与するための規律の整備，
社債の管理の在り方の見直し，社外取締役を置
くことの義務付けなど，企業統治等に関する規
律の見直しの要否を検討の上，当該規律の見直
しを要する場合にはその要綱を示されたい。

29.２.９ 令和元年に
継続審議

第105号 　国民の利便性の向上及び行政運営の効率化の
観点から，戸籍事務にマイナンバー制度を導入
し，国民が行政機関等に対する申請，届出その
他の手続を行う際に戸籍謄本等の添付省略が可
能となるようにするとともに，電子情報処理組
織を使用して行う戸籍事務を原則とするための
規定及び戸籍の記載の正確性を担保するための
規定の整備等，戸籍法制の見直しを行う必要が
あると考えられるので，その要綱を示されたい。

29.９.19 令和元年に
継続審議

第106号 　実方の父母による監護を受けることが困難な
事情がある子の実情等に鑑み，特別養子制度の
利用を促進する観点から，民法の特別養子に関
する規定等について見直しを行う必要があると
思われるので，その要綱を示されたい。

30.６.４ 令和元年に
継続審議

２　答　申
⑴　平成30年２月16日，諮問第100号に関し，「民法（相続関係）等の改正に関する

要綱」として答申
⑵　平成30年10月４日，諮問第102号に関し，「民事執行法制の見直しに関する要綱」

として答申
３　審議状況

　平成30年中に法制審議会（総会）及び同部会において調査審議された事項は，次
のとおりである。
⑴　法制審議会（総会）（会長井上正仁ほか委員19人，幹事３人）

　諮問第106号（特別養子制度の見直し）について審議
⑵　信託法部会（部会長中田裕康ほか委員15人，幹事12人）（平16.９.８設置）

　諮問第70号（信託法の改正）について審議
⑶　民法（相続関係）部会（部会長大村敦志ほか委員21人，幹事８人）（平27.２.24設置）

　諮問第100号（民法（相続関係）の改正）について審議
⑷　民事執行法部会（部会長山本和彦ほか委員14人，幹事12人）（平28.９.12設置）

　諮問第102号（民事執行法の改正）について審議
⑸　少年法・刑事法（少年年齢・犯罪者処遇関係）部会（部会長井上正仁ほか委員

18人，幹事18人）（平29.２.９設置）
　諮問第103号（少年法における少年の年齢及び犯罪処遇を充実させるための刑



－287－

事法の整備）について審議
⑹　会社法制（企業統治等関係）部会（部会長神田秀樹ほか委員18人，幹事13人）
（平29.２.９設置）
　諮問第104号（会社法制（企業統治等関係）の見直し）について審議

⑺　戸籍法部会（部会長窪田充見ほか委員12人，幹事11人）（平29.９.19設置）
　諮問第105号（戸籍事務へのマイナンバー制度の導入に係る戸籍法等の改正）
について審議

⑻　特別養子制度部会（部会長大村敦志ほか委員15人，幹事10人）（平30.６.４設置）
　諮問第106号（特別養子制度の見直し）について審議

Ⅵ　検察官・公証人
　　特別任用等審査会

 

検察庁法（昭和22年法律第61号）第18条　公証人法（明
治41年法律第53号）第13条ノ２　検察庁法施行令（昭
和22年政令第34号）第１条の２　法務省組織令（平成
12年政令第248号）第60条，第62条　検察官・公証人
特別任用等審査会令（平成15年政令第477号）　検察
官特別考試令（昭和25年政令第349号）

　本審査会は，平成16年１月１日に検察官特別任用審査会と公証人審査会が統合して
設立されたものである。
○　検察官特別任用分科会

　平成30年においては，９月５日（平成30年度検察官特別考試筆記試験及び副検事
の選考第１次選考及落決定会議）及び10月19日（平成30年度副検事の選考最終及落
決定会議）に分科会が開催され，副検事の選考について43人が合格とされた。

○　公証人分科会
　公証人分科会は，平成30年中に，公証人法第13条ノ２に規定する公証人の選考等
のために開催され，19人を公証人に選考した。
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第３　施設等機関

Ⅰ　刑 務 所 等

１　刑務所，少年刑務所及び拘置所の数
  （平成30年12月31日現在）

刑務所 少年刑務所 拘置所 刑務支所 拘置支所 合　計
62 6 8 8 100 184

２　刑務所の名称及び所在地（平成30年12月31日現在）
　札幌矯正管区

札 幌 刑 務 所 

札 幌 刑 務 支 所 

札 幌 拘 置 支 所 

小 樽 拘 置 支 所
室 蘭 拘 置 支 所

札幌市東区東苗穂2条
1-5-1
札幌市東区東苗穂2条
1-5-2
札幌市東区東苗穂2条
1-1-1
小樽市緑1-9-21
室蘭市日の出町1-18-
22

旭 川 刑 務 所 

名 寄 拘 置 支 所
帯 広 刑 務 所
釧 路 刑 務 支 所
網 走 刑 務 所
月 形 刑 務 所
岩見沢拘置支所

旭川市東鷹栖3線20-
620
名寄市西4条南9
帯広市別府町南13-33
釧路市宮本2-2-5
網走市三眺
樺戸郡月形町1011
樺戸郡月形町1011

　仙台矯正管区

青 森 刑 務 所 

弘 前 拘 置 支 所
八 戸 拘 置 支 所

宮 城 刑 務 所 

仙 台 拘 置 支 所 

石 巻 拘 置 支 所
古 川 拘 置 支 所 

秋 田 刑 務 所
横 手 拘 置 支 所
大 館 拘 置 支 所 

青森市大字荒川字藤
戸88
弘前市大字下白銀町7
八戸市吹上6-2-37
仙台市若林区古城
2-3-1
仙台市若林区古城
2-2-1
石巻市双葉町3-48
大崎市古川千手寺町
2-2-2
秋田市川尻新川町1-1
横手市二葉町6-25
大館市字扇田道下
39-3

山 形 刑 務 所
米 沢 拘 置 支 所
鶴 岡 拘 置 支 所
酒 田 拘 置 支 所
福 島 刑 務 所
福 島 刑 務 支 所 

会津若松拘置支所 

郡 山 拘 置 支 所
いわき拘置支所 

白 河 拘 置 支 所

山形市あけぼの2-1-1
米沢市中央6-1-40
鶴岡市泉町5-43
酒田市北新町2-3-32
福島市南沢又字上原1
福島市南沢又字水門
下66
会津若松市追手町
6-28
郡山市麓山1-2-3
いわき市平字八幡小
路41
白河市郭内179

法務省設置法第８条，第９条　法務省組織規則第23条　刑事収容施設
及び被収容者等の処遇に関する法律（平成17年法律第50号）　刑事施
設及び被収容者の処遇に関する規則（平成18年法務省令第57号）　刑
務所，少年刑務所及び拘置所組織規則（平成13年法務省令第３号）
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東京矯正管区

水 戸 刑 務 所
水 戸 拘 置 支 所
土 浦 拘 置 支 所
下 妻 拘 置 支 所
栃 木 刑 務 所
黒 羽 刑 務 所
宇都宮拘置支所
大 田 原 拘 置

喜連川社会復帰促進
センター
前 橋 刑 務 所
足 利 拘 置 支 所
高 崎 拘 置 支 所
太 田 拘 置 支 所
千 葉 刑 務 所 

木更津拘置支所
八日市場拘置支所
市 原 刑 務 所
東日本成人矯正医療
センター
府 中 刑 務 所

ひたちなか市市毛847
水戸市新原1-9-1
土浦市国分町5-1
下妻市下妻甲の6
栃木市惣社町2484
大田原市寒井1466-2
宇都宮市小幡1-1-9
大田原市美原1-17-37
さくら市喜連川5547 

前橋市南町1-23-7
足利市助戸3-511-1
高崎市高松町26-5
太田市飯田町625
千葉市若葉区貝塚町
192
木更津市新田2-5-1
匝瑳市八日市場イ513
市原市磯ケ谷11-1
昭島市もくせいの杜
2-1-9
府中市晴見町4-10

横 浜 刑 務 所 

横須賀刑務支所
横 浜 拘 置 支 所 

小田原拘置支所
相模原拘置支所 

新 潟 刑 務 所 

長 岡 拘 置 支 所
上 越 拘 置 支 所
佐 渡 拘 置 支 所
甲 府 刑 務 所
長 野 刑 務 所
長 野 拘 置 支 所
上 田 拘 置 支 所
静 岡 刑 務 所 

浜 松 拘 置 支 所
沼 津 拘 置 支 所

横浜市港南区港南
4-2-2
横須賀市長瀬3-12-3
横浜市港南区港南
4-2-3
小田原市扇町1-8-13
相模原市中央区富士
見6-10-5
新潟市江南区山二ッ
381-4
長岡市三和3-9-1
上越市西城町2-9-20
佐渡市中原341
甲府市堀之内町500
須坂市馬場町1200
長野市旭町45
上田市中央西2-3-15
静岡市葵区東千代田
3-1-1
浜松市中区鴨江3-33-1
沼津市御幸町22-1

　名古屋矯正管区

富 山 刑 務 所
高 岡 拘 置 支 所
金 沢 刑 務 所
七 尾 拘 置 支 所
福 井 刑 務 所
岐 阜 刑 務 所
岐 阜 拘 置 支 所
高 山 拘 置 支 所
御 嵩 拘 置 支 所

富山市西荒屋285-1
高岡市中川本町10-21
金沢市田上町公1
七尾市馬出町ハ部32
福井市一本木町52
岐阜市則松1-34-1
岐阜市鷺山1769
高山市花岡町2-55-10
可児郡御嵩町御嵩
1190-1

笠 松 刑 務 所 

岡崎医療刑務所
名 古 屋 刑 務 所 

豊 橋 刑 務 支 所
岡 崎 拘 置 支 所 

三 重 刑 務 所
四日市拘置支所
伊 勢 拘 置 支 所

羽島郡笠松町中川町
23
岡崎市上地4-24-16
みよし市ひばりヶ丘
1-1
豊橋市今橋町15
岡崎市明大寺町字道
城ヶ入34-1
津市修成町16-1
四日市市阿倉川町2-5
伊勢市岡本1-2-13
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　大阪矯正管区

滋 賀 刑 務 所
彦 根 拘 置 支 所
京 都 刑 務 所 

舞 鶴 拘 置 支 所
大 阪 刑 務 所
堺 拘 置 支 所
岸和田拘置支所
丸の内拘置支所 

田 辺 拘 置 支 所
新 宮 拘 置 支 所

大津市大平1-1-1
彦根市金亀町5-41
京都市山科区東野井
ノ上町20
舞鶴市円満寺126
堺市堺区田出井町6-1
堺市堺区南瓦町2-60
岸和田市上野町東24-1
和歌山市広瀬中ノ丁
2-110
田辺市新屋敷町5
新宮市緑ケ丘3-2-64

大 阪医療刑務所
神 戸 刑 務 所 

洲 本 拘 置 支 所
豊 岡 拘 置 支 所
加 古 川 刑 務 所 

播磨社会復帰促進 
センター
和 歌 山 刑 務 所

堺市堺区田出井町8-80
明石市大久保町森田
120
洲本市山手1-1-23
豊岡市京町12-90
加古川市加古川町大
野1530
加古川市八幡町宗佐
544
和歌山市加納383

　広島矯正管区

鳥 取 刑 務 所
松 江 刑 務 所
米 子 拘 置 支 所
島根あさひ社会復帰 
促進センター
岡 山 刑 務 所
津 山 拘 置 支 所
広 島 刑 務 所 

尾 道 刑 務 支 所
呉 拘 置 支 所
福 山 拘 置 支 所
三 次 拘 置 支 所

鳥取市下味野719
松江市西川津町67
米子市上後藤6-15-1
浜田市旭町丸原380-15 

岡山市北区牟佐765
津山市小田中61-1
広島市中区吉島町13-
114
尾道市防地町23-2
呉市吉浦上城町6-1
福山市沖野上町5-14-6
三次市三次町1691

山 口 刑 務 所
下 関 拘 置 支 所
宇 部 拘 置 支 所
萩 拘 置 支 所
周 南 拘 置 支 所
岩 国 刑 務 所
美祢社会復帰促進 
センター

山口市松美町3-75
下関市春日町7-29
宇部市琴芝町2-2-40
萩市土原字土原91-2
周南市岐山通1-5
岩国市錦見6-11-29
美祢市豊田前町麻生
下10

　高松矯正管区

徳 島 刑 務 所 

高 松 刑 務 所
丸 亀 拘 置 支 所
松 山 刑 務 所
西 条 刑 務 支 所
今 治 拘 置 支 所
宇和島拘置支所
大 洲 拘 置 支 所

徳島市入田町大久
200-1
高松市松福町2-16-63
丸亀市大手町3-4-30
東温市見奈良1243-2
西条市玉津1-2
今治市宮下町1-1610-1
宇和島市柿原甲170-1
大洲市大洲845-3

高 知 刑 務 所
中 村 拘 置 支 所

高知市布師田3604-1
四万十市中村丸の内
22
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　福岡矯正管区

北九州医療刑務所 

福 岡 刑 務 所 

大牟田拘置支所
久留米拘置支所
飯 塚 拘 置 支 所
厳 原 拘 置 支 所 

麓 刑 務 所
佐 世 保 刑 務 所
長 崎 刑 務 所
長 崎 拘 置 支 所
島 原 拘 置 支 所
五 島 拘 置 支 所
熊 本 刑 務 所 

京 町 拘 置 支 所 

八 代 拘 置 支 所 

天 草 拘 置 支 所

北九州市小倉南区葉
山町1-1-1
糟屋郡宇美町障子岳
南6-1-1
大牟田市白金町69
久留米市篠山町31
飯塚市新立岩6-7
対馬市厳原町久田
587-2
鳥栖市山浦町2635
佐世保市浦川内町1
諫早市小川町1650
長崎市白鳥町8-2
島原市城内1-1204
五島市栄町1-8
熊本市中央区渡鹿
7-12-1
熊本市中央区京町
1-13-2
八代市西松江城町
11-5
天草市諏訪町16-33

大 分 刑 務 所
中 津 拘 置 支 所
宮 崎 刑 務 所
都 城 拘 置 支 所
延 岡 拘 置 支 所
鹿 児 島 刑 務 所 

鹿児島拘置支所
大 島 拘 置 支 所 

沖 縄 刑 務 所 

八重山刑務支所
那 覇 拘 置 支 所
宮 古 拘 置 支 所

大分市畑中303
中津市二ノ丁1259
宮崎市糸原4623
都城市早鈴町3216-1
延岡市桜小路338-7
姶良郡湧水町中津川
1733
鹿児島市永吉1-29-3
奄美市名瀬矢之脇町
21-1
南城市知念字具志堅
330
石垣市真栄里412
那覇市樋川1-14-2
宮古島市平良字西里
345-6

３　少年刑務所の名称及び所在地（平成30年12月31日現在）
　札幌矯正管区

函 館 少 年 刑 務 所 函館市金堀町6-11

　仙台矯正管区

盛 岡 少 年 刑 務 所
一 関 拘 置 支 所

盛岡市上田字松屋敷11-11
一関市城内3-1

　東京矯正管区

川越少年刑務所
さいたま拘置支所 

熊 谷 拘 置 支 所

川越市南大塚6-40-1
さいたま市浦和区高
砂3-16-58
熊谷市箱田1-16-1

松 本少年刑務所
飯 田 拘 置 支 所
上諏訪拘置支所

松本市桐3-9-4
飯田市大久保町2637
諏訪市湖岸通り5-17-
14
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　大阪矯正管区

姫 路 少 年 刑 務 所
姫 路 拘 置 支 所

姫路市岩端町438
姫路市北条1-250

　福岡矯正管区

佐 賀 少 年 刑 務 所 佐賀市新生町2-1

４　拘置所の名称及び所在地（平成30年12月31日現在）

　東京矯正管区

東 京 拘 置 所
松 戸 拘 置 支 所
立 川 拘 置 所

葛飾区小菅1-35-1
松戸市岩瀬440
立川市泉町1156-11

　名古屋矯正管区

名 古 屋 拘 置 所
一 宮 拘 置 支 所
半 田 拘 置 支 所

名古屋市東区白壁1-1
一宮市大和町苅安賀1469
半田市住吉町5-1

　大阪矯正管区

京 都 拘 置 所
葛 城 拘 置 支 所
奈 良 拘 置 支 所
大 阪 拘 置 所
尼 崎 拘 置 支 所
神 戸 拘 置 所

京都市伏見区竹田向代町138
大和高田市大中116
奈良市般若寺町18
大阪市都島区友渕町1-2-5
尼崎市崇徳院1-5
神戸市北区ひよどり北町2-1

　広島矯正管区

広 島 拘 置 所 広島市中区上八丁堀2-6

　福岡矯正管区

福 岡 拘 置 所
小 倉 拘 置 支 所

福岡市早良区百道2-16-10
北九州市小倉北区金田1-7-2
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Ⅱ　少年院及び少年鑑別所

１　少年院及び少年鑑別所の数
  （平成30年12月31日現在）

少　年　院    分　　　院 少年鑑別所 分　　　所 合　　　計
45 6 49  3 103

２　少年院の名称及び所在地（平成30年12月31日現在）
　札幌矯正管区

帯 広 少 年 院
北 海 少 年 院
紫 明 女 子 学 院

帯広市緑ヶ丘3-2
千歳市大和4-746-10
千歳市大和4-662-2

月 形 学 園 樺戸郡月形町字知来
乙264-1

　仙台矯正管区

盛 岡 少 年 院 盛岡市月が丘2-15-1 東 北 少 年 院 

青 葉 女 子 学 園

仙台市若林区古城
3-21-1
仙台市若林区古城
3-24-1

　東京矯正管区

茨 城 農 芸 学 院
水 府 学 院 

喜 連 川 少 年 院
赤 城 少 年 院
榛 名 女 子 学 園 

市 原 学 園
八 街 少 年 院

牛久市久野町1722-1
東茨城郡茨城町駒渡
1084-1
さくら市喜連川3475-1
前橋市上大屋町60
北群馬郡榛東村新井
1027-1
市原市磯ケ谷157-1
八街市滝台1766

多 摩 少 年 院
関東医療少年院
愛 光 女 子 学 園
久 里 浜 少 年 院
小 田 原 少 年 院
神奈川医療少年院 

新 潟 少 年 学 院
有 明 高 原 寮
駿 府 学 園

八王子市緑町670
府中市新町1-17-1
狛江市西野川3-14-26
横須賀市長瀬3-12-1
小田原市扇町1-4-6
相模原市中央区小山
4-4-5
長岡市御山町117-13
安曇野市穂高有明7299
静岡市葵区内牧118

　名古屋矯正管区

湖 南 学 院
瀬 戸 少 年 院
愛 知 少 年 院

金沢市上中町ロ11-1
瀬戸市東山町14
豊田市浄水町原山1

豊 ケ 岡 学 園 

宮川医療少年院

豊明市前後町三ツ谷
1293
伊勢市小俣町宮前25

法務省設置法第８条，第10条，第11条　法務
省組織規則第24条　少年院法（昭和23年法律
第169号） 少年院及び少年鑑別所組織規則（平
成13年法務省令第４号）
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　大阪矯正管区

京都医療少年院
浪 速 少 年 院
交 野 女 子 学 院
和 泉 学 園
泉 南 学 寮

宇治市木幡平尾4
茨木市郡山1-10-17
交野市郡津2-45-1
阪南市貝掛1096
阪南市貝掛1096

加 古 川 学 園 

播 磨 学 園 

奈 良 少 年 院

加古川市八幡町宗佐
544
加古川市八幡町宗佐
544
奈良市秋篠町1122

　広島矯正管区

美 保 学 園
岡 山 少 年 院

米子市大篠津町4557
岡山市南区箕島2497

広 島 少 年 院 

貴 船 原 少 女 苑

東広島市八本松町原
11174-31
東広島市八本松町原
6088

　高松矯正管区

丸 亀 少 女 の 家
四 国 少 年 院

丸亀市中津町28
善通寺市善通寺町2020

松 山 学 園 松山市吉野町3803

　福岡矯正管区

筑 紫 少 女 苑 

福 岡 少 年 院
佐 世 保 学 園
人 吉 農 芸 学 院

福岡市東区大字奈多
1302-105
福岡市南区老司4-20-1
佐世保市大塔町1279
球磨郡錦町木上北
223-1

中 津 少 年 学 院
大 分 少 年 院 

沖 縄 少 年 院
沖 縄 女 子 学 園

中津市加来1205
豊後大野市三重町赤
嶺2721
糸満市字真栄平1300
糸満市字真栄平1300

３　少年鑑別所の名称及び所在地（平成30年12月31日現在）

　札幌矯正管区

札幌少年鑑別所 

函館少年鑑別支所

札幌市東区東苗穂2条
1-1-25
函館市金堀町6-15

旭 川少年鑑別所
釧路少年鑑別所

旭川市豊岡1条1-3-24
釧路市弥生1-5-22

　仙台矯正管区

青森少年鑑別所
仙台少年鑑別所 

盛岡少年鑑別支所

青森市金沢1-5-38
仙台市若林区古城
3-27-17
盛岡市月が丘2-14-1

秋 田少年鑑別所
山形少年鑑別所 

福島少年鑑別所

秋田市八橋本町6-3-5
山形市小白川町5-21-
25
福島市南沢又字原町
越4-14
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　東京矯正管区

水戸少年鑑別所
宇都宮少年鑑別所
前橋少年鑑別所
さいたま少年鑑別所 

千葉少年鑑別所 

東京少年鑑別所

水戸市新原1-15-15
宇都宮市鶴田町574-1
前橋市岩神町4-5-7
さいたま市浦和区高
砂3-16-36
千葉市稲毛区天台
1-12-9
練馬区氷川台2-11-7

八王子少年鑑別所
横浜少年鑑別所 

新潟少年鑑別所 

甲府少年鑑別所
長野少年鑑別所
静岡少年鑑別所

八王子市中野町2726-1
横浜市港南区港南
4-2-1
新潟市中央区川岸町
1-53-2
甲府市大津町2075-1
長野市三輪5-46-14
静岡市駿河区小鹿
2-27-7

　名古屋矯正管区

富山少年鑑別所
金沢少年鑑別所
福井少年鑑別所
岐阜少年鑑別所

富山市才覚寺162-2
金沢市小立野5-2-14
福井市大願寺3-4-20
岐阜市鷺山1769-20

名古屋少年鑑別所 

津 少 年 鑑 別 所

名古屋市千種区北千
種1-6-6
津市南新町12-12

　大阪矯正管区

大津少年鑑別所
京都少年鑑別所 

大阪少年鑑別所

大津市大平1-1-2
京都市左京区吉田上阿
達町37
堺市堺区田出井町8-30

神 戸少年鑑別所 

奈良少年鑑別所
和歌山少年鑑別所

神戸市兵庫区下祇園
町40-7
奈良市般若寺町3
和歌山市元町奉行丁
2-1

　広島矯正管区

鳥取少年鑑別所
松江少年鑑別所
岡山少年鑑別所

鳥取市湯所町2-417
松江市内中原町195
岡山市南区箕島2512-2

広 島少年鑑別所 

山口少年鑑別所

広島市中区吉島西
3-15-8
山口市中央4-7-5

　高松矯正管区

徳島少年鑑別所
高松少年鑑別所

徳島市助任本町5-40
高松市藤塚町3-7-28

松 山少年鑑別所
高知少年鑑別所

松山市吉野町3860
高知市塩田町19-13

　福岡矯正管区

福岡少年鑑別所
小倉少年鑑別支所 

佐賀少年鑑別所
長崎少年鑑別所

福岡市南区若久6-75-2
北九州市小倉南区葉
山町1-1-7
佐賀市新生町1-10
長崎市橋口町4-3

熊 本少年鑑別所
大分少年鑑別所
宮崎少年鑑別所
鹿児島少年鑑別所
那覇少年鑑別所

熊本市西区池田1-9-27
大分市新川町1-5-28
宮崎市鶴島2-16-5
鹿児島市唐湊3-3-5
那覇市西3-14-20
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Ⅲ　婦人補導院　
法務省設置法第８条，第12条　法務省組織規則第25条　婦人補導院法
（昭和33年法律第17号）　婦人補導院組織規則（平成13年法務省令第５
号）

１　婦人補導院の数
  （平成30年12月31日現在）

婦 人 補 導 院 1

２　婦人補導院の名称及び所在地（平成30年12月31日現在）
　東京矯正管区

東 京 婦 人 補 導 院 八王子市中野町2726-1

Ⅳ　入国者収容所　法務省設置法第８条，第13条　法務省組織規則第26条　入国者収
容所組織規則（平成13年法務省令第６号）

入国者収容所の名称及び所在地
  （平成30年12月31日現在）

入国者収容所東日本入国管理センター
入国者収容所大村入国管理センター

茨城県牛久市久野町1766-1
長崎県大村市古賀島町644-3

Ⅴ　法務総合研究所　
法務省設置法第３条，第４条　法務省組織令第63条，第64条，
第66条　法務省組織規則第27条　法務総合研究所組織規則
（平成13年法務省令第７号）

〈重要施策の概要〉
　研究部においては，平成24年７月に犯罪対策閣僚会議が決定した「再犯防止に向け
た総合対策」，28年12月に成立・施行された再犯防止推進法の規定等を踏まえ，再犯
防止に関する調査研究のなお一層の充実を図るため，対象者の特性に応じ，「高齢者」，
「少年」，「薬物依存者」等に関連した研究を重点的に実施した。平成30年版犯罪白書
においては，平成29年を中心とした犯罪の動向や犯罪者処遇の実情等を概観した上，
「進む高齢化と犯罪」と題して，高齢者犯罪の動向，高齢犯罪者の処遇の現状や再犯
の状況等を概観・分析するとともに，窃盗，殺人，傷害・暴行の各犯罪類型につき特
別調査を行い，これらの犯罪に及んだ高齢者の実態と背景・要因等を検証・考察した。
また，高齢犯罪者等を対象とした近時における各種施策の運用状況を概観し，高齢者
犯罪の防止等に向けた提言を行った。
　研修各部においては，行財政改革に伴い，職員に対する各種研修についても，合理
化・効率化が強く要請されており，また，近時，一層多様化・複雑化する業務に的確
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に対応できる職員を育成することを目指すほか，司法制度改革等に伴う諸制度の変化
に対応するため，従来の研修要綱を見直し，効果的な研修を実施すべく鋭意努力する
とともに，各分野の実務に即した実践的な研究，研修の強化に努めた。平成30年にお
いても，当省職員６人の約５か月間にわたる法務研究を始め，本所及び支所において，
検察庁，法務局，保護局，入国管理局の各関係職員に対する各種研修を実施した。本
所では，中央研修として検事，副検事に対する研修のほか，検察事務官，法務局職員，
保護局関係職員，入国管理局関係職員に対して管理科，高等科，専攻科等の研修を実
施し，支所では，地方研修として新規採用者に対する初等科，中堅職員に対する中等
科等の研修を実施して，それぞれの研修において法律知識，実務技能の修得及び能力
の向上を図った。
　国際連合研修協力部（国連アジア極東犯罪防止研修所）においては，アジア・アフ
リカ諸国等の開発途上国における刑事司法制度の発展と有効適切な犯罪防止政策の策
定・実施を目的として，各国において刑事政策の決定に携わる高官を対象とする国際
高官セミナー，主に警察・検察・裁判関係の幹部職員を対象とする国際研修及び主に
犯罪者の処遇に携わる矯正・保護関係の幹部職員を対象とする国際研修を実施した。
これらの国際高官セミナー及び国際研修は，参加者の知識と経験を互いに交換し，理
解を深め合う機会を提供するもので，それぞれの国の刑事司法制度に関する政策・運
用の向上に多大な貢献をしている。参加者は，それぞれの主要課題に応じて各国の制
度と実情等を比較検討するとともに，各参加者から提起された諸問題についても重点
的に共同討議し，犯罪防止及び犯罪者の処遇方法等の発展に必要な理論と実務に関し
て活発な意見の交換を行った。また，汚職をテーマとした汚職防止刑事司法支援研修，
地域別研修としてＣＬＭＶ諸国（カンボジア，ラオス，ミャンマー及びベトナム）を
対象とした犯罪者の社会内処遇推進研修及び同研修のフォローアップセミナー，仏語
圏アフリカ刑事司法研修及び東南アジア諸国のためのグッドガバナンスに関する地域
セミナー（ＧＧセミナー）を実施し，国別研修として刑事施設の運営を向上させるた
めの日本・ミャンマー比較共同研究・研修，日本・ネパール司法制度比較共同研究，
日本・ベトナム司法制度共同研究，ベトナム法制度整備支援研修及び東ティモール矯
正関係現地セミナーを実施した。
　国際協力部においては，独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）と協力して，アジ
アの開発途上国等に対する法制度整備支援，すなわち，これらの国の基本法令の起草・
改正のほか，法令の運用のための制度・体制整備及び法律実務家の育成に関する支援
を実施している。平成30年には，ベトナム，カンボジア，ラオス，ミャンマー，イン
ドネシア，バングラデシュ，ネパール等に対する研修・現地セミナー等の実施の協力，
ベトナム，カンボジア，ラオス，ミャンマー及びインドネシアへの長期専門家の派遣
等を通じて，各種法令の整備，法曹養成制度の充実強化，法律家の実務能力の向上等
に貢献するための支援活動を行った。また，東ティモールやウズベキスタン，モンゴ
ルから起草担当者や裁判官らを招へいして共同研究を実施した。
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　従前，国際連合研修協力部（国連アジア極東犯罪防止研修所）は，東京都府中市を
拠点に研修を行い，国際協力部は，大阪市を拠点として活動してきたところ，両部署
は，平成29年10月，東京都昭島市に新設された国際法務総合センターに移転し，業務
を開始した。
　総務企画部においては，平成30年４月現在で53校となっている法科大学院に対し，
その教育に対する法曹としての実務に係る協力を行うために，法科大学院向けの刑事
実務科目用教材の作成・提供，派遣に伴う法科大学院との連絡調整，派遣検察官に対
するバックアップなどの各種法科大学院支援事務を行った。
〈刊行物〉
１　定期刊行物

題　　　　目 刊行頻度 号　数 ページ 規 格 所　　管

犯 罪 白 書 年　刊 平成30年版 405 Ａ４ 研究部

ニューズレター（英文） 年３回 155～157 82 Ａ４ 国際連合研修協力
部

リソース・マテリアル
･シリーズ（英文） 年３回 104～106 791 Ａ４ 国際連合研修協力

部

国際協力部報「ICD 
NEWS-LAW  FOR 
DEVELOPMENT-」

年４回 74～77 886 Ａ４ 国際協力部

ICD NEWS-LAW FOR 
DEVELOPMENT-（英
文）

年　刊 2017年版 138 Ａ４ 国際協力部

２　不定期刊行物

資料名 号 数 標　　　　　題 刊行年月 ページ 規格 所 管

研究部報告 58 青少年の立ち直り（デシスタ
ンス）に関する研究 30.3 185 Ａ４ 研究部

題　　　　目 号　数 刊行年月 ページ 規 格 所　管

犯罪白書（英文） 2017年版 30.10 108 Ａ４ 研究部

ELEVENTH REGIONAL SEMINAR 
ON GOOD GOVERNANCE FOR 
SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES
（英文）

－ 30.3 222 Ａ４ 国際連合研修
協力部

〈業務の実施状況〉
【総務企画部】
１　法科大学院派遣検察官連絡協議会の開催
　現在法科大学院に派遣されている検察官を対象として法科大学院派遣検察官連絡
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協議会を開催し，法科大学院における刑事系実務科目の教育の在り方等をテーマと
して意見交換等を行った。
２　法科大学院派遣前研修の実施
　法科大学院へ派遣される予定の検察官を対象として，法科大学院での講義の在り
方や法実務の講義に関する基礎的な知識・技能を修得させることを目的として実施
した。

【研究部】
１　薬物事犯者に関する研究
　薬物事犯者の諸特性について，刑事政策的な観点に加えて，精神医学・心理学等
の観点も含めて多角的に把握し，もって，薬物事犯者に対する有効な支援及び指導
の在り方を検討するための基礎資料を提供することを目的として，刑事施設に在所
している覚せい剤事犯受刑者を対象とした調査を実施し，その特徴等を分析した。
２　犯罪被害に関する総合的研究（第５回犯罪被害実態（暗数）調査）
　認知件数等の公式統計を補完することを目的として，全国から無作為に抽出した
男女6,000人を対象とした訪問調査等により，警察等に認知されていない事件を含
めた犯罪被害の実態を調査するものである。平成30年は，翌年１月から第５回目の
調査を開始するための準備を行った。

【研修第一部】
１　研究
　法務研究
　法務省各部局の実務経験の豊かな職員を選定し，法務全般にわたる内外の法制及
びその運用に関する諸問題につき，それぞれのテーマに基づいて研究を行うもので
ある。平成30年は，６月下旬から約５か月間にわたり，当省職員６人により，それ
ぞれの研究が行われた。
２　研修
⑴　検事専門研修
　任官後おおむね７年ないし10年の経験を有する検事を対象として，検察官の使
命と役割を改めて自覚し，検察の理念を再確認させ，中堅検事として必要な捜査・
処理及び裁判員裁判を中心とした公判運営に関する高度の専門的・実践的知識を
習得させ，能力を向上させるとともに，検察組織内で中堅検事として果たすべき
役割についても検討させ，組織運営に関する認識を深めさせることを目的として
実施した。
⑵　検事一般研修
　任官後おおむね３年前後の検事を対象として，上記同様，検察の理念を再確認
させる等し，検事として必要な一般的教養を高めるとともに，捜査・公判等検察
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実務に関する基礎的な知識・技能を修得させることを目的として実施した。
⑶　新任検事研修
　新たに任官した検事を対象とし，検察官の使命と役割，検察の理念を確認させ，
検事としての基礎的知識を習得させ，能力を向上させるとともに，広い視野と識
見を養うための基礎的啓発を行うことを目的として実施した。

【研修第二部】
１　中央研修
⑴　副検事第３次研修
　任官後おおむね11年を経過した副検事を対象とし，上記同様，検察の理念を再
確認等させるとともに，検察実務に関する高度の専門的知識・技能を習得させる
ほか，区検察庁の組織管理について理解を深め，その監督者として必要な管理能
力を涵

かん

養することを目的として実施した。
⑵　副検事第２次研修
　任官後おおむね４年を経過した副検事を対象とし，上記同様，検察の理念を再
確認等させるとともに，主として交通事犯，特別法犯，財産犯等の捜査・処理及
び公訴維持に必要な高度の知識・技能を習得させ，併せて支部・単独区検におけ
る職場管理技術等を習得させることを目的として実施した。
⑶　副検事第１次研修（新任副検事実務教育）
　東京地方検察庁と共催により，原則として新たに任官した副検事全員を対象と
し，上記同様，検察の理念を再確認等させるとともに，副検事として必要な知識・
技能を習得させることを目的として実施した。
⑷　検察事務官管理研究科研修
　地方検察庁の事務局長又はこれに準ずる者のうちから選定された者を対象とし，
地方検察庁の事務局長又はこれに準ずる者として必要な高度の管理能力を修得さ
せることを目的として実施した。
⑸　検察事務官管理科研修
　高等検察庁支部又は地方検察庁（支部，区検察庁含む。）の課長，統括捜査官，
統括検務官（検察事務官統括捜査科研修の対象者を除く。），検察広報官又は情報
解析官の職に就いた者のうちから選定された者を対象とし，課長又はこれに準ず
る者として必要な管理，監督等に関する知識及び技能を修得させて，管理能力を
高めるとともに，人格識見の向上を図ることを目的として実施した。
⑹　検察事務官統括捜査科研修
　捜査に専従する統括捜査官，統括検務官又はこれに準ずる公安職（二）４級以
上の主任捜査官で，単独捜査の経験を相当期間有する者のうちから選定された者
を対象とし，捜査に専従する上級の検察事務官として必要な専門的知識及び技能
を修得させて，捜査能力を高めるとともに，人格識見の向上を図ることを目的と
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して実施した。
⑺　検察事務官高等科研修
　公安職（二）３級以上又はこれと同等の行政職（一）の検察事務官で専修科研
修を修了した者のうちから，平素の勤務成績等を考慮の上選定された者を対象と
し，将来の幹部検察事務官育成のため，高度の知識及び技能を修得させ，管理・
指導能力の育成を図るとともに，捜査・公判部門，事務局部門，検務部門，企画
調査部門に関する能力と素養を涵

かん

養し，かつ，人格識見の向上を図ることを目的
として実施した。
⑻　検察事務官特別専攻科研修
　公安職（二）３級以上の検察事務官又は２級で検察官事務取扱検察事務官の発
令を受けている検察事務官のうちから選定された者を対象とし，将来検察事務（捜
査・公判）に専従する志望を有している者に対し，これに必要な高度の専門的知
識及び技能を修得させるとともに，人格識見の向上を図ることを目的として実施
した。
⑼　裁判員裁判対象事件担当中核事務官研修
　裁判員裁判対象事件担当中核事務官又はその候補者のうちから選定された者を
対象とし，検察事務官の中核として，同裁判対象事件の捜査・公判等において重
要度や裁量性の高い業務を遂行するための専門的知識及び技能を修得させるとと
もに，人格識見の向上を図ることを目的として実施した。
⑽　保護局関係職員管理研究科研修
　地方更生保護委員会の事務局長若しくは事務局次長又は保護観察所の所長若し
くは次長のうちから選定された者を対象とし，地方更生保護委員会の事務局長若
しくは事務局次長又は保護観察所の所長若しくは次長に必要な高度の管理能力を
修得させることを目的として実施した。
⑾　保護局関係職員管理科研修
　地方更生保護委員会又は保護観察所に勤務する統括保護観察官又はこれに準ず
る職にある者のうちから選定された者を対象とし，保護行政各部門における中間
監督者として，職務の遂行に必要な管理監督等に関する高度の知識及び技能を修
得させるとともに，その人格識見の向上を図ることを目的として実施した。
⑿　保護観察官高等科研修
　保護局，地方更生保護委員会又は保護観察所に勤務するおおむね行政職（一）
３級から５級までの保護観察官又はこれに準ずる職にあり，原則として，主任保
護観察官に指名されることが見込まれる者のうちから，平素の勤務成績等を考慮
の上選定された者を対象とし，指導的立場にある保護観察官として，職務の遂行
に必要な保護行政，関係諸科学，職場管理等についての高度の知識及び技能を修
得させるとともに，その人格識見の向上を図ることを目的として実施した。
⒀　保護観察官専修科研修
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　地方更生保護委員会又は保護観察所に勤務するおおむね行政職（一）２級及び
３級の保護観察官で，原則として，中等科研修修了後１年以上を経過し，保護局
長が定める実務実習を受けた者のうちから，平素の勤務成績等を考慮の上選定さ
れた者を対象とし，職務の遂行に必要な保護行政，関係諸科学等についての基礎
的な知識及び技能を修得させ，実務能力の向上を図ることを目的として実施した。
⒁　保護観察官中等科研修
　原則として，地方更生保護委員会又は保護観察所に勤務するおおむね行政職
（一）２級から３級までの新任保護観察官のうちから，平素の勤務成績等を考慮
の上選定された者を対象とし，職務の遂行に必要な更生保護関係法令，関係諸科
学等についての基礎的な知識及び技能を修得させることを目的として実施した。
⒂　保護局関係職員処遇強化特別研修
　地方更生保護委員会又は保護観察所に勤務するおおむね行政職（一）２級から
５級までの専修科研修を修了した保護観察官のうちからふさわしい者として選定
された者を対象とし，保護観察官の専門的処遇能力の向上を図るため，処遇技法
等に関する専門的な知識及び技能を集中的に修得させることを目的として実施し
た。
⒃　保護局関係企画調整特別研修
　地方更生保護委員会事務局総務課長又は保護観察所企画調整課長に異動予定の
者のうちから選定された者を対象とし，地方更生保護委員会事務局総務課長又は
保護観察所企画調整課長としての職務遂行に必要な人事，会計，情報公開，広報，
組織管理，業務管理等の総務課又は企画調整課関係事項の知識を修得させ，その
管理能力を向上させることを目的として実施した。
⒄　社会復帰調整官専修科研修
　おおむね行政職（一）２級及び３級の社会復帰調整官で，原則として，社会復
帰調整官初任研修修了後１年以上を経過し，保護局長が定める実務実習を受けた
者のうちから，平素の勤務成績等を考慮の上選定された者を対象とし，職務の遂
行に必要な心神喪失者等医療観察制度，司法精神保健福祉，司法精神医学等につ
いての基礎的な知識及び技能を修得させ，実務能力の向上を図ることを目的とし
て実施した。
⒅　社会復帰調整官初任研修
　保護観察所に勤務する新任の社会復帰調整官のうちから選定された者を対象と
し，職務の遂行に必要な心神喪失者等医療観察制度，司法精神保健福祉，司法精
神医学等についての基礎的な知識及び技能を修得させることを目的として実施し
た。
⒆　組織間人事交流研修
　法務省内組織間人事交流対象者を対象とし，組織間人事交流前に当省の各組織
の所掌事務及び各組織間の関連についての基礎的知識を修得させるとともに，研
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修員の相互理解を通じて当省職員としての一体感を培うことによって，人事交流
対象者の士気を高揚させ，もって当省内組織間人事交流の円滑な導入・運営に資
することを目的として実施した。

２　地方研修
⑴　検察事務官特別科研修
　高等検察庁に委嘱し，検察事務官専修科研修を修了又は任官後ほぼ10年を経過
した検察事務官のうちから，平素の勤務成績等を考慮の上選定された者を対象と
し，検察行政事務，検務事務及び捜査・公判事務に関し，検察事務官として必要
な専門的知識及び技能を修得させて，事務能率及び人格識見の向上を図ることを
目的として実施した。
⑵　検察事務官専修科研修
　高等検察庁に委嘱し，検察事務官中等科研修を修了後ほぼ４年ないし７年を経
過した者のうちから，平素の勤務成績等を考慮の上選定された者を対象とし，検
察事務官として必要な専門的知識及び技能を修得させて，職務の遂行に不可欠な
実務的で高度な執務能力を涵

かん

養し，かつ，人格識見の向上を図ることを目的とし
て実施した。
⑶　検察事務官中等科研修
　高等検察庁に委嘱し，検察事務官初等科研修を修了後ほぼ５年を経過した者若
しくは国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）合格者で採用後ほぼ２年を経
過した者又はこれらに準ずる者のうちから，平素の勤務成績等を考慮の上選定さ
れた者を対象とし，検察事務官として必要な比較的高度の知識及び技能を修得さ
せて，事務能率の向上を図るとともに捜査・公判の実務能力を育成し，かつ，人
格識見の向上を図ることを目的として実施した。
⑷　検察事務官初等科研修
　高等検察庁に委嘱し，新規採用者で，行政職（一）の適用を受ける者を対象と
し，検察事務官として必要な基礎的知識及び技能を修得させて，事務能率及び人
格識見の向上を図ることを目的として実施した。
⑸　保護局関係職員初等科研修
　関東地方更生保護委員会に委嘱し，保護局，地方更生保護委員会又は保護観察
所に新規に採用された行政職（一）の適用を受ける職員（国家公務員採用総合職
試験合格者を除く。）のうちから選定された者を対象とし，保護局関係職員として，
職務の遂行に必要な基礎的な知識及び技能を修得させるとともに，その教養の向
上を図ることを目的として実施した。

【研修第三部】
１　中央研修
⑴　法務局・地方法務局職員管理研究科研修
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　法務局の部長及び地方法務局長を対象とし，その職務の遂行に必要な高度の管
理能力を修得させることを目的として実施した。
⑵　法務局・地方法務局職員管理科研修
　法務局・地方法務局の課長級の職員を対象とし，その職務の遂行に必要な管理
能力を修得させることを目的として実施した。
⑶　法務局・地方法務局職員専門科（人権）研修
　法務局・地方法務局の人権擁護部門における課長級の職員を対象とし，その職
務の遂行に必要な高度の専門的知識及び技能を修得させることを目的として実施
した。
⑷　法務局・地方法務局職員専門科（訟務）研修
　法務局・地方法務局の訟務部門における上席訟務官等課長級の職員を対象とし，
その職務の遂行に必要な高度の専門的知識及び技能を修得させることを目的とし
て実施した。
⑸　法務局・地方法務局新任課長（戸籍・国籍）研修
　法務局・地方法務局の新任の戸籍課長及び国籍課長を対象とし，その職務の遂
行に必要な高度の専門的知識及び技能を修得させることを目的として実施した。
⑹　法務局・地方法務局新任課長（供託）研修
　法務局・地方法務局の新任の供託課長を対象とし，その職務の遂行に必要な高
度の専門的知識及び技能を修得させることを目的として実施した。
⑺　法務局・地方法務局新任統括登記官研修
　法務局・地方法務局の新任の統括登記官を対象とし，その職務の遂行に必要な
高度の専門的知識及び技能を修得させることを目的として実施した。
⑻　法務局・地方法務局職員登記専攻科研修
　行政職（一）２級から４級までの法務事務官で，法務局・地方法務局の登記部
門における指導的職員を対象とし，その職務の遂行に必要な高度の専門的知識及
び技能を修得させるとともに，その社会的識見を涵

かん

養することを目的として実施
した。
⑼　法務局・地方法務局職員高等科研修
　行政職（一）２級及び３級の法務事務官で専修科研修を修了した者のうち，将
来，法務局・地方法務局の幹部職員となり得る者を対象とし，高度の法律知識及
び法律的素養を修得させるとともに，その社会的識見を涵

かん

養することを目的とし
て実施した。
⑽　入国管理局関係職員管理科研修（Ｂ課程）
　入国者収容所又は地方入国管理局の新任の課長，首席審査官，首席入国警備官
又はこれらに準ずる者を対象とし，その職務の遂行に必要な主として管理面の知
識及び技能を修得させ，併せて人格識見の涵

かん

養を図ることを目的として実施した。
⑾　入国管理局関係職員管理科研修（Ａ課程）
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　入国者収容所又は地方入国管理局の新任の課長補佐，統括審査官，統括入国警
備官又はこれらに準ずる者を対象とし，その職務の遂行に必要な主として管理面
の知識及び技能を修得させ，併せて人格識見の涵

かん

養を図ることを目的として実施
した。
⑿　入国管理局関係職員高等科研修
　行政職（一）２級又は３級の法務事務官若しくは入国審査官又は公安職（一）
３級又は４級の入国警備官を対象とし，入国者収容所及び地方入国管理局の幹部
職員を養成するため，入国管理行政全般にわたる高度の専門的知識及び技能を修
得させ，併せて人格識見の涵

かん

養を図ることを目的として実施した。
⒀　入国管理局関係職員専攻科研修
　行政職（一）２級から４級までの法務事務官若しくは入国審査官又は公安職（一）
３級から５級までの入国警備官を対象とし，入国者収容所又は地方入国管理局に
おける実務の処理等に関する指導的職員を養成するため，これに必要な高度の専
門的知識及び技能を修得させ，併せて人格識見の涵

かん

養を図ることを目的として実
施した。
⒁　入国管理局関係職員特別科（特別審理官）研修
　特別審理官の業務に従事し又は従事することが見込まれる職員を対象とし，そ
の職務の遂行に必要な特別の知識及び技能を修得させることを目的として実施し
た。
⒂　入国管理局関係職員特別科（令書執行）研修
　令書執行の業務に従事し又は従事することが見込まれる入国警備官を対象とし，
その職務の遂行に必要な特別の知識及び技能を修得させることを目的として実施
した。
⒃　入国管理局関係職員特別科（警備処遇）研修
　警備処遇の業務に従事し又は従事することが見込まれる入国警備官を対象とし，
その職務の遂行に必要な特別の知識及び技能を修得させることを目的として実施
した。
⒄　入国管理局関係職員特別科（難民調査官）研修
　難民調査官の業務に従事し又は従事することが見込まれる入国審査官を対象と
し，その職務の遂行に必要な特別の知識及び技能を修得させることを目的として
実施した。

２　地方研修
⑴　法務局・地方法務局職員専修科研修
　東京法務局に委嘱し，行政職（一）１級から３級までの法務事務官で，中等科
研修を修了後ほぼ５年を経過した法務局・地方法務局の指導的立場の中堅職員を
対象とし，その職務を遂行するために必要な法律知識及び技能を専門的に修得さ
せるとともに，その社会的識見を涵

かん

養することを目的として実施した。
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⑵　法務局・地方法務局職員中等科研修
　大阪，広島，福岡，仙台及び札幌法務局に委嘱し，新たに採用された国家公務
員採用一般職試験（大卒程度試験）合格者及び初等科研修を修了後ほぼ４年を経
過した者を対象とし，法務局・地方法務局の職員としての心構えを付与するとと
もに，中堅係員として職務を遂行するために必要な基本的な法律知識及び技能を
修得させることを目的として実施した。
⑶　法務局・地方法務局職員初等科研修
　東京及び名古屋法務局に委嘱し，新たに採用された国家公務員採用一般職試験
（高卒者試験）合格者を対象とし，法務局・地方法務局の職員としての心構えを
付与するとともに，新任職員として日常の業務を遂行するのに必要な基礎的法律
知識及び技能を修得させることを目的として実施した。
⑷　入国管理局関係職員中等科（入国警備官）研修
　大阪入国管理局に委嘱し，公安職（一）１級から３級までの入国警備官で，初
任科研修を修了し，かつ，採用後４年以上を経過した者を対象とし，その職務の
遂行に必要な知識及び技能の向上を図り，併せて時勢の進展に即応できる素養を
涵
かん

養することを目的として実施した。
⑸　入国管理局関係職員中等科（入国審査官・法務事務官）研修
　東京入国管理局に委嘱し，行政職（一）１級又は２級の法務事務官又は入国審
査官であって，初等科研修を修了し，かつ，採用後４年以上を経過した者を対象
とし，その職務の遂行に必要な知識及び技能の向上を図り，併せて時勢の進展に
即応できる素養を涵

かん

養することを目的として実施した。
⑹　入国警備官初任科研修
　東京入国管理局に委嘱し，新たに採用された公安職（一）１級の入国警備官を
対象とし，その職務の遂行に必要な基礎的法律知識及び技能を修得させるととも
に，厳正な規律の体得及び敏活な行動力の育成を図り，併せて国家公務員として
必要な基礎的素養を涵

かん

養することを目的として実施した。
⑺　入国管理局関係職員初等科研修
　東京入国管理局に委嘱し，新たに採用された国家公務員採用一般職試験（高卒
者試験）合格者及び国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）合格者を対象と
して，その職務の遂行に必要な基礎的法律知識及び技能を修得させるとともに，
国家公務員として必要な基礎的素養を涵

かん

養することを目的として実施した。

【国際連合研修協力部】
１　国際研修等
⑴　課題別研修
ア　国際高官セミナー
　アジア・アフリカ諸国等及び我が国の法務省関係者等上級公務員を対象に，
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「犯罪予防及び刑事司法分野における法の支配の促進：国連の諸条約・準則に
基づく政策と運用」を主要課題とするセミナーを実施した。

イ　国際研修（刑事司法）
　アジア・アフリカ諸国等及び我が国の警察，検察，裁判所，厚生労働省及び
海上保安庁関係職員を対象に，「薬物不法取引等犯罪対策の実務」を主要課題
とする研修を実施した。

ウ　国際研修（矯正・保護）
　アジア・アフリカ諸国等及び我が国の検察，裁判所，厚生労働省，矯正及び
保護職員を対象に，「薬物使用者処遇の実務」を主要課題とする研修を実施した。

エ　汚職防止刑事司法支援研修
　アジア・アフリカ諸国等及び我が国において，汚職防止・摘発に関する政
策・実務に携わる職員を対象に，「汚職撲滅のための効果的な刑事司法の実務，
国際協力及び市民社会との連携」を主要課題とする研修を実施した。

⑵　地域別研修
ア　ＣＬＭＶ諸国（カンボジア，ラオス，ミャンマー及びベトナム）を対象とし
た犯罪者の社会内処遇推進研修及び同研修のフォローアップセミナー
　ＣＬＭＶ諸国の刑事司法実務家を対象に，タイのバンコクにおいて，ＣＬＭ
Ｖ諸国における社会内処遇の普及，発展を目的として開催された。
　また，前記研修の成果を共有すること等を目的として，フォローアップセミ
ナーを日本で開催した。

イ　仏語圏アフリカ刑事司法研修
　仏語圏アフリカ諸国の刑事司法において，司法省職員，警察官及び司法官（検
察官，予審判事，公判判事）を対象に，コートジボワールにおいて，「捜査・訴追・
公判の基礎及びテロ・組織犯罪対策」を主要課題とする研修を実施した。

ウ　東南アジア諸国のためのグッドガバナンスに関する地域セミナー
　東南アジア諸国における法の支配と良い統治（グッドガバナンス）の向上を
図るため，東南アジアの10か国から刑事司法実務家の参加の下，ベトナムのダ
ナンにおいて，「最新の汚職の地域的傾向と刑事司法機関における効果的な対
策」を主要課題として開催した。

⑶　国別研修
ア　刑事施設の運営を向上させるための日本・ミャンマー比較共同研究・研修
　ミャンマーの刑事施設の運営に係る実務家を招へいし，我が国の矯正及び社
会内処遇の制度と運用についての講義，意見交換，刑事施設の見学等を実施した。

イ　日本・ネパール司法制度比較共同研究
　ネパールの刑事司法実務家を対象に，「ネパール改正法における刑事手続上
の諸問題」を主要課題とする比較共同研究を実施した。

ウ　日本・ベトナム司法制度共同研究
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　ベトナムの刑事司法実務家を対象に，「2015年ベトナム改正刑事訴訟法の重
要論点」を主要課題とする共同研究を実施した。

エ　ベトナム法制度整備支援研修
　ベトナム最高人民検察院職員を対象に，「ベトナム改正刑事訴訟法運用上の
諸問題」を主要課題とする研修を実施した。

オ　東ティモール矯正関係現地セミナー
　東ティモールの矯正施設の職員及び矯正・社会復帰局幹部等を対象に，東テ
ィモールのディリにおいて，効果的な犯罪者処遇に関するセミナーを実施した。

２　海外における活動等
　第27会期国連犯罪防止・刑事司法委員会（コミッション）
　第７回アジア矯正建築実務者会議
　国連薬物・犯罪事務所中央アジア地域ワークショップ及び同事務所のキルギスに
おける暴力的過激主義受刑者管理強化プロジェクトに係る会合
　国立薬物乱用研究所2018年国際フォーラム
　薬物依存問題協会第80回年次総会
　グローバル・テロ対策フォーラムの各種会合，ワークショップ
　国際司法・法の支配研究所主催のグローバル中央当局イニシアティブ・南アジア
地域ワークショップ
　第38回アジア・太平洋矯正局長等会議
　国際社会内処遇協会第26回年次総会
　国際刑事法・刑事施設財団主催の専門家会合
　性の問題を有する人々への処遇に関する協会主催第37回調査・処遇会議
　第20回国際矯正・刑務所協会年次会合
　タイ法務研究所主催第３回女性受刑者処遇に関する研修講師
　その他国際学会・会議及び現地セミナー・ワークショップへ部長又は教官を派遣
した。
３　その他の活動
⑴　インターンシップ受入れ
　日本の公共政策大学院生３名に対して，日本の刑事司法や国連アジア極東犯罪
防止研修所の活動に関する講義を行ったほか，国際研修等の準備及び運営等の業
務を体験させた。
⑵　国連犯罪防止・刑事司法プログラム・ネットワーク機関調整会合の実施
　国連犯罪防止・刑事司法プログラム・ネットワーク機関のうち13機関から20名
の代表者を国連アジア極東犯罪防止研修所に集め，各機関の活動状況及び第14回
国際連合犯罪防止刑事司法会議（コングレス）の準備状況等の報告や意見交換を
行った。
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【国際協力部】
１　国際研修
⑴　ベトナム法整備支援研修
　最高人民裁判所の職員らを対象に，和解の強化，調停の制度設計策定等に資す
ることを目的とした研修を実施したほか，司法省の職員らを対象に，法令の整合
性・実効性を確保する上で障害となる問題点の抽出・分析等を目的とした研修を
実施した。
⑵　ラオス法整備支援研修　
　司法省，最高人民裁判所，最高人民検察院及びラオス国立大学職員らを対象に，
基本法令に関する法理論の構築，実務の改善及び質の高い法曹養成の実現に資す
ることを目的とした研修を実施した。
⑶　インドネシア法整備支援研修
　法務人権省法規総局及び同省知財総局職員らを対象に，経済関係法令の法的整
合性の向上等を目的とした研修を実施したほか，高等裁判所，地方裁判所の裁判
官らを対象に，知的財産事件の処理の予見性向上等を目的とした研修を実施した。
⑷　ミャンマー法整備支援研修
　連邦最高裁判所及び連邦法務長官府職員らを対象に，法律起草支援及び法案審
査能力・法執行能力向上等を目的とした研修を実施した。
⑸　バングラデシュ法整備支援研修
　法律・司法・国会担当省，司法行政研修機構，全国法律扶助機構，裁判所等の
職員，裁判官らを対象に，訴訟外紛争解決手続や裁判所における事件管理能力の
向上を目的とする研修を実施した。

２　連絡会・研究会・シンポジウム等
⑴　法整備支援連絡会
　法制度整備支援に携わる関係者相互間の情報及び意見交換，課題の検討等を目
的として，「日本の法制度整備支援の発信力―どんな「メッセージ」を伝えられ
るか」をテーマとする第19回法整備支援連絡会を開催し，国際連合（ＵＮ）事務
総長室法の支配ユニット長及び日本の専門家による各講演，国連開発計画（ＵＮ
ＤＰ）政策・プログラム支援局ガバナンス・平和構築グループ法の支配・司法・
セキュリティ・人権チームリーダー代行及び日本の専門家によるプレゼンテーシ
ョン，前国際連合薬物・犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）犯罪防止・刑事司法担当官，
日本の専門家らによるディスカッション等を実施した。
⑵　日韓パートナーシップ共同研究
　我が国の法務省，法務局及び裁判所の職員並びに韓国の法院の職員を研究員と
して，不動産登記，商業法人登記，戸籍（家族関係登録），民事執行等の民事法
分野に関する比較研究を，我が国及び韓国においてそれぞれ実施した。
⑶　ウズベキスタン行政法共同研究
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　平成30年にウズベキスタンにおいて施行された行政手続法及び行政訴訟法（従
前日本がＪＩＣＡプロジェクト等により起草支援を行っていたもの）の基本的内
容を理解し，今後の運用支援又は関連法の起草支援の必要性等を調査することを
目的とした共同研究を実施した。
⑷　モンゴル商取引法関連共同研究
　モンゴルでは，民法の中に置かれている商行為等の規定を整備するため，商法
制定，あるいは，民法改正を検討しているところ，法務・内務省の職員等を招へ
いし，日本の商取引関連の法律や国際商取引に関するルール等を紹介・研究する
とともに，日本のモンゴルに対する法整備支援の必要性を調査することを目的と
した共同研究を実施した。
⑸　東ティモール共同法制研究
　東ティモールの法案起草能力向上を目的として，司法省職員等を招へいし，不
動産登記法令を題材として，我が国の不動産登記法に関する講義，関係機関訪問
等を通じて共同研究を実施した。
⑹　司法修習生受入れ
　司法修習生に対して，法制度整備支援の実情に関する講義を行ったほか，同時
期に実施されていたラオス本邦研修等を聴講させた。
⑺　国際協力人材育成研修
　法制度整備支援に携わる人材の育成を目的として，法務・検察職員を対象に，
法制度整備支援に関する講義を行ったほか，開発途上国における支援プロジェク
トの現場実務を体験させるなどした。
⑻　アジア・太平洋法制研究会
　公益財団法人国際民商事法センターとの共催により，アジア・太平洋会社法実
務研究会を実施し，東南アジア諸国の会社法実務に関する研究等を行い，その成
果を発表した。
⑼　連携企画「アジアのための国際協力 in 法分野」（シンポジウム）の開催
　法制度整備支援についての広報活動の一環として，若い世代に対し法制度整備
支援に関する基礎的な知識等を伝えるとともに，法制度整備支援を自らのキャリ
アパスとして考える機会を提供する場として，名古屋大学等と連携して，３回に
わたりシンポジウムを開催した。
　上記連携企画のうち，当部は，６月に国際法務総合センター国際会議場及び大
阪中之島合同庁舎国際会議室を会場として，公開シンポジウム「法整備支援への
いざない」を主催し，長期専門家として派遣中の弁護士による基調講演や，キャ
リアパス等に関するパネルディスカッション等を実施した。
⑽　国際民商事法金沢セミナー
　石川国際民商事法センター，公益財団法人国際民商事法センター及び北國新聞
社との共催により，金沢市において，企業関係者，学生等を対象にして，東南ア
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ジアの金融，土地等の制度等に関するセミナーを開催した。
⑾　日中民商事法セミナー
　公益財団法人国際民商事法センター及び一般財団法人日中経済協会との共催で，
日中間における民商事法分野等での相互交流を目的として，東京及び北京におい
て，２回にわたり，知的財産権等をテーマにセミナーを開催した。
⑿　国際知財司法シンポジウム　ＡＳＥＡＮ＋３　アドバンストセミナー2018
　法務省，最高裁判所，知的財産高等裁判所，特許庁，日本弁護士連合会及び弁
護士知財ネットの主催により，ＡＳＥＡＮ地域における知的財産関係紛争の処理
能力向上を目的として，ＡＳＥＡＮ諸国から裁判官等の専門家を招へいし，各国
の知的財産紛争解決に向けた司法の取組等に関するセミナーを開催した。
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Ⅵ　矯正研修所　法務省組織令第63条，第65条，第66条　法務省組織規則第28条　矯正
研修所組織規則（平成13年法務省令第８号）

１　平成30年の研修実施状況
⑴　初任研修課程
　新たに矯正職員に採用された者に対し，矯正職員として必要な知識及び技能を
習得させ，及び向上させるための基礎的な教育及び訓練を行うもの。
ア　刑務官等初等科
　新たに刑務官等に採用された者（国家公務員採用総合職試験に合格したこと
により採用された者を除く。）に対し，刑務官等として必要な知識及び技能を
習得させ，及び向上させるための基礎的な教育及び訓練を行った（本所，７支
所，18コース，研修期間８月，577人）。

イ　法務教官基礎科
　新たに刑事施設に勤務する公安職俸給表（一）の適用を受ける法務教官又は
新たに少年院等に勤務する公安職俸給表（二）の適用を受ける法務教官に採用
された者に対し，法務教官として必要な知識及び技能を習得させ，及び向上さ
せるための基礎的な教育及び訓練を行った。
　なお，法務教官基礎科の集合研修は，前期は一般科目，後期は専門科目によ
って編成される（本所，２支所，６コース，研修期間８月，115人）。

ウ　法務技官基礎科
　新たに刑事施設に勤務する公安職俸給表（一）の適用を受ける法務技官（被
収容者の資質及び環境の調査に従事する法務技官に限る。）又は少年鑑別所に
勤務する公安職俸給表（二）の適用を受ける法務技官に採用された者に対し，
法務技官として必要な知識及び技能を習得させ，及び向上させるための基礎的
な教育及び訓練を行った。
　なお，法務技官基礎科の集合研修は，前期は一般科目，後期は専門科目によ
って編成される（本所，１コース，研修期間９月，25人）。

⑵　任用研修課程
　一定以上の官職への任用（一定以上の階級への昇進を含む。）が予定されてい
る矯正職員に対し，その官職等に必要な知識及び技能を習得させ，及び向上させ
るための教育及び訓練を行うもの。
ア　中等科
　刑務官等に対し，初級幹部として必要な知識及び技能を習得させ，及び向上
させるための教育及び訓練を行った（本所，５支所，６コース，研修期間３月，
179人）。

イ　法務教官応用科
　刑事施設の教育専門官又は少年院等の専門官として必要な知識及び技能を習
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得させ，及び向上させるための教育及び訓練を行った。
　なお，応用科の研修は，前期は一般科目，後期は専門科目によって編成され
る（本所，３支所，４コース，研修期間３月，91人）。

ウ　法務技官応用科
　刑事施設の調査専門官又は少年鑑別所の専門官として必要な知識及び技能を
習得させ，及び向上させるための教育及び訓練を行った。
　なお，応用科の研修は，前期は一般科目，後期は専門科目によって編成され
る（本所，１コース，研修期間３月，23人）。

エ　中級管理科第１部・第２部
　矯正施設の中級幹部職員として必要な知識及び技能を習得させ，及び向上さ
せるための教育及び訓練を行った（本所，１コース，研修期間６週，24人）｡

オ　高等科第１部・第２部
　矯正施設の上級幹部職員として必要な知識及び技能を習得させ，及び向上さ
せるための教育及び訓練を行った（本所，１コース，研修期間６月，97人）。

カ　上級管理科
　矯正施設の部長，次長又は課長の職（相当職を含む。）にあり，かつ，上級
管理科が修了する日の属する年度の翌年度において，矯正施設の長（相当職を
含む。）への任用が予定されている職員に対し，必要な知識及び技能を習得させ，
及び向上させるための教育及び訓練を行った（本所，１コース，研修期間１週
間，22人）。

⑶　専門研修課程　
　専門研修課程は，矯正職員に対し，矯正実務に必要な知識及び技能を習得させ，
及び向上させるための教育及び訓練を行うものであり，次に掲げる科を置いてい
る（本所157コース，支所301コース，4685人）。
ア　刑務作業科
　刑事施設における作業に関する職務を担当している職員（当該職務を担当
する予定の職員を含む。）に対し，その職務に必要な知識及び技能を習得させ，
及び向上させるための教育及び訓練を行う。

イ　処遇調査科
　刑事施設における資質及び環境の調査に関する職務を担当している職員（当
該職務を担当する予定の職員を含む。ただし，法務技官は除く。）に対し，そ
の職務に必要な知識及び技能を習得させ，及び向上させるための教育及び訓練
を行う。

ウ　改善指導科
　刑事施設における改善指導及び教科指導に関する職務を担当している職員
（当該職務を担当する予定の職員を含む。）に対し，その職務に必要な知識及び
技能を習得させ，及び向上させるための教育及び訓練を行う。
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エ　矯正教育科
　少年院における矯正教育に関する職務を担当している職員（当該職務を担当
する予定の職員を含む。）に対し，その職務に必要な知識及び技能を習得させ，
及び向上させるための教育及び訓練を行う。

オ　観護処遇科
　少年鑑別所における観護に関する職務を担当している職員（当該職務を担当
する予定の職員を含む。）に対し，その職務に必要な知識及び技能を習得させ，
及び向上させるための教育及び訓練を行う。

カ　矯正医療科
　矯正施設における医療に関する職務を担当している職員（当該職務を担当
する予定の職員を含む。）に対し，その職務に必要な知識及び技能を習得させ，
及び向上させるための教育及び訓練を行う。

キ　処遇特修科
　刑務官に対し，刑事施設の被収容者の処遇に必要な知識及び技能を再確認さ
せ，及び向上させるための教育及び訓練を行う。

ク　調査鑑別科
　調査鑑別科に，基礎，応用及び特別の３つの課程を置き，刑事施設における
資質及び環境の調査並びに少年鑑別所における資質鑑別に関する職務に必要な
高度の知識及び技能を習得させ，及び向上させるための教育及び訓練を行う。

ケ　専攻科
　アからクまでに掲げる科において行うものを除き，矯正実務に必要な知識及
び技能を習得させ，及び向上させるための教育及び訓練を行う。

⑷　研究研修課程
　矯正職員に対し，矯正に関する学理及び制度並びにその運用の調査研究を行わ
せるもの。
　研究科
　本所の長が法務大臣の承認を得て定める研究課題について，調査研究を行わせ
た（本所，１コース，研修期間３月，11人）。
　なお，研究題目は，次のとおりである。
ア　刑事施設男女職員交流研修の効果的な実施について
イ　国際準則からみた我が国の被収容者処遇について
ウ　効果的な刑務作業事務処理について
エ　刑事施設におけるストーカー事犯者に関する基礎的研究Ⅱ
オ　少年院における教科指導の在り方に関する研究
カ　地域援助の充実強化に資する各種資料の整備等に関する研究
キ　矯正版リスクマネジメント（ＣＯＲＭＡＴ）教材の改訂
ク　刑務官の職制変更に伴う考査試験の在り方について
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２　平成30年に実施した研修の特色
⑴　女性刑務官の職場定着（離職率低減）のための取組
ア　矯正研修所において女性刑務官のみの刑務官等初等科集合研修を実施した。
集合研修後の所属施設における実務研修が終了する前には，フォローアップ研
修を実施し，実務研修中の悩みや課題を研修同期で共有させることで，今後の
職場定着の足がかりをつかむ機会を付与した。

イ　矯正職員として継続して勤務する意欲を高めさせるため，採用後おおむね３
年目の一定程度実務経験を積んだ女性刑務官を集め，フォローアップ研修を実
施した。これまでの勤務で得た知識や経験を共有させつつ，自己のライフワー
クを客観的に振り返らせ，また，今後の自分のキャリアを考えさせることによ
り課題を再認識させた。

⑵　少年院で勤務する職員に対し，発達障害等の発達上の課題を有する在院者や知
的能力に制約のある在院者の指導体制を充実させるため，特性を理解させるとと
もに，適切に指導するための知識・技能等を付与した。

３　平成30年に実施した協議会及び事務打合せ会
⑴　矯正研修所支所教頭等協議会
⑵　矯正研修所支所等主任教官事務打合せ会
４　その他
　平成30年に発刊した出版物は，次のとおりである。
　矯正研修所紀要（第33号）



－316－

第４　地方支分部局

Ⅰ　矯 正 管 区　法務省設置法第15条，第16条　法務省組織令第67条，第68条　法務省
組織規則第29条　矯正管区組織規則（平成13年法務省令第９号）

矯正管区の名称，所在地及び管轄区域
� （平成30年12月31日現在）

名　　称 所　在　地 管　　轄　　区　　域

札 幌 矯 正 管 区 札幌市東区東苗穂1条
2-5-5

北海道

仙 台 矯 正 管 区 仙台市若林区古城
3-23-1

青森県　岩手県　宮城県　秋田県
山形県　福島県

東 京 矯 正 管 区 さいたま市中央区
新都心2-1

茨城県　栃木県　群馬県　埼玉県　
千葉県　東京都　神奈川県　新潟県
山梨県　長野県　静岡県

名 古 屋 矯 正 管 区 名古屋市東区白壁
1-15-1

富山県　石川県　福井県　岐阜県
愛知県　三重県

大 阪 矯 正 管 区 大阪市中央区大手前
4-1-67

滋賀県　京都府　大阪府　兵庫県
奈良県　和歌山県

広 島 矯 正 管 区 広島市中区上八丁堀
6-30

鳥取県　島根県　岡山県　広島県
山口県

高 松 矯 正 管 区 高松市丸の内1-1 徳島県　香川県　愛媛県　高知県

福 岡 矯 正 管 区 福岡市東区若宮5-3-53 福岡県　佐賀県　長崎県　熊本県
大分県　宮崎県　鹿児島県　沖縄県
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Ⅱ　地方更生保護委員会　
法務省設置法第15条，第17条　法務省組織令第69
条　更生保護法第16条～28条　地方更生保護委員
会事務局組織規則（平成20年法務省令第36号）

１　地方更生保護委員会の概況
　地方更生保護委員会（以下「地方委員会」という。）は，全国８か所（札幌市，仙台市，
さいたま市，名古屋市，大阪市，広島市，高松市及び福岡市。ただし，九州地方委
員会には那覇市に那覇分室が置かれている。）に置かれ，⑴仮釈放の許可又はその
処分の取消し，⑵仮出場の許可，⑶少年院からの仮退院又は退院の許可，⑷少年院
からの仮退院中の者を少年院に戻して収容する旨の決定の申請，⑸不定期刑の執行
を受け終わったものとする処分，⑹保護観察の仮解除又はその処分の取消し，⑺婦
人補導院からの仮退院の許可又はその処分の取消し，⑻保護観察所の事務の監督に
関する事務を所掌し，さらに，更生保護事業法の規定に基づく法務大臣の権限のう
ち，更生保護法人に係る許認可関係事務等の相当部分を委任されている。さらに，
地方委員会の委員長は，法務大臣が行う保護司の委嘱及び解嘱を代行するほか，保
護司の配置，保護区の設置，保護区別の保護司定数などを定める権限を大臣から委
任されている。
　なお，前記地方委員会の権限のうち，決定をもって行う処分については，委員３
人で構成する合議体が行うが，各地方委員会には，この合議体が１部ないし５部置
かれている。また，地方委員会には事務局が設けられ，総務課，会計課（関東及び
近畿地方委員会事務局のみ），更生保護管理官，調整指導官，首席審査官（関東地
方委員会事務局のみ）及び統括審査官が置かれ，仮釈放等の審理のための調査に従
事する保護観察官等が配属されている。

２　地方更生保護委員会の名称，所在地及び管轄区域
� （平成30年12月31日現在）

名　　　　称 合議体
の　数 所　　在　　地 管 轄 区 域

北海道地方更生保護委員会 ２部 札幌市中央区大通西12 札幌高裁の管轄区域

東北　　　　〃 ２部 仙台市青葉区片平1-3-1 仙台　　�〃

関東　　　　〃 ５部 さいたま市中央区新都心2-1 東京　　�〃

中部　　　　〃 ２部 名古屋市中区三の丸4-3-1 名古屋　�〃

近畿　　　　〃 ４部 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪　　�〃

中国　　　　〃 ３部 広島市中区上八丁堀2-31 広島　　�〃

四国　　　　〃 １部 高松市丸の内1-1 高松　　�〃

九州　　　　〃 ３部 福岡市中央区舞鶴2-5-30 福岡　　�〃
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て
は
，
少
年
院
か
ら
仮
退
院
を
許
さ
れ
た
者
の
う
ち
，
少
年
院
に
お
い
て
短
期
処
遇
を
受
け
て
い
た
も
の
。
な
お
，「
短
期
」

に
は
，
一
般
短
期
処
遇
を
行
う
「
一
般
短
期
」
と
特
修
短
期
処
遇
を
行
う
「
特
修
短
期
」
と
が
含
ま
れ
る
。
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⑵
　
仮
釈
放
等
の
取
消
し
等
の
審
理
の
開
始
及
び
終
了
人
員

�
（
平
成
30
年
）

事
　
件
　
の
　
種
　
別

審
　
理
　
の
　
開
　
始
　
等

審
　
　
理
　
　
の
　
　
終
　
　
結
　
　
等

年
末
現
在

審
 理
 中

総
　
数

前
年
繰
越

開
　
始

移
　
送

総
　
数

理
由
あ
り

理
由
な
し

移
　
送

そ
の
他

総
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数
1,

39
9 

26
 

1,
37

3 
－

1,
37

3 
1,

33
2 

41
 

－
－

26
 

仮
釈
放
取
消
し

申
　
　
出

計
55
4�

3�
55
1�

－
54
6�

53
7�

9�
－

－
8�

全
部
実
刑

53
2�

3�
52
9�

－
52
5�

51
6�

9�
－

－
7�

一
部
猶
予

22
�

－
22
�

－
21
�

21
�

－
－

－
1�

取
消
事
由
�

通
　
　
�知

計
6�

－
6�

－
6�

1�
5�

－
－

－
全
部
実
刑

6�
－

6�
－

6�
1�

5�
－

－
－

一
部
猶
予

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

保
護

観
察

停
止

20
9�

2�
20
7�

－
20
8�

19
8�

10
�

－
－

1�
保

護
観

察
停

止
解

除
88
�

－
88
�

－
88
�

88
�

－
－

－
－

保
護

観
察

停
止

取
消

し
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
仮

釈
放

中
の

不
定

期
刑

終
了

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

戻
し

収
容

計
5�

－
5�

－
5�

3�
2�

－
－

－

Ｓ
Ｅ
・
Ｓ
Ａ
対
象
者
以
外

5�
－

5�
－

5�
3�

2�
－

－
－

Ｓ
Ｅ
・
Ｓ
Ａ
対
象
者

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

少
年
院
仮
退
院
中
の
退
院

計
37
6�

9�
36
7�

－
36
5�

35
8�

7�
－

－
11
�

Ｓ
Ｅ
・
Ｓ
Ａ
対
象
者
以
外

23
5�

4�
23
1�

－
22
7�

22
4�

3�
－

－
8�

Ｓ
Ｅ
・
Ｓ
Ａ
対
象
者

14
1�

5�
13
6�

－
13
8�

13
4�

4�
－

－
3�

婦
人

補
導

院
仮

退
院

取
消

し
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
保

護
観

察
仮

解
除

15
2�

12
�

14
0�

－
14
6�

13
8�

8�
－

－
6�

保
護

観
察

仮
解

除
取

消
し

9�
－

9�
－

9�
9�

－
－

－
－

（
注
）
１
�　「
Ｓ
Ｅ
・
Ｓ
Ａ
対
象
者
以
外
」の
欄
は
，少
年
院
か
ら
仮
退
院
を
許
さ
れ
た
者
の
う
ち
，少
年
院
に
お
い
て
矯
正
教
育
課
程
の
短
期
義
務
教
育
課
程（
Ｓ
Ｅ
）及
び
短
期
社
会
適
応
課
程（
Ｓ
Ａ
）

以
外
に
区
分
さ
れ
て
い
た
も
の
。
た
だ
し
，
平
成
27
年
５
月
以
前
に
お
い
て
は
，
少
年
院
か
ら
仮
退
院
を
許
さ
れ
た
者
の
う
ち
，
少
年
院
に
お
い
て
長
期
処
遇
を
受
け
て
い
た
も
の
。

　
　
　
２
�　
「
Ｓ
Ｅ
・
Ｓ
Ａ
対
象
者
」
の
欄
は
，
少
年
院
か
ら
仮
退
院
を
許
さ
れ
た
者
の
う
ち
，
少
年
院
に
お
い
て
矯
正
教
育
課
程
の
短
期
義
務
教
育
課
程
（
Ｓ
Ｅ
）
又
は
短
期
社
会
適
応
課
程
（
Ｓ
Ａ
）

に
区
分
さ
れ
て
い
た
も
の
。
た
だ
し
，
平
成
27
年
5月
以
前
に
お
い
て
は
，
少
年
院
か
ら
仮
退
院
を
許
さ
れ
た
者
の
う
ち
，
少
年
院
に
お
い
て
短
期
処
遇
を
受
け
て
い
た
も
の
。
な
お
，「
短
期
」

に
は
，
一
般
短
期
処
遇
を
行
う
「
一
般
短
期
」
と
特
修
短
期
処
遇
を
行
う
「
特
修
短
期
」
と
が
含
ま
れ
る
。
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Ⅲ　法務局及び地方法務局

１　法務局･地方法務局の所在地及び管轄区域
� （平成30年12月31日現在）

名　称 所　　　在　　　地 管　　　　　　轄
東 京 東京都千代田区九段南1-1-15 注�）北海道を除く都府県については，

名称により管轄区域の都府県名が
判明するので，記載を省略する。

横 浜 横浜市中区北仲通5-57
さいたま さいたま市中央区下落合5-12-1
千 葉 千葉市中央区中央港1-11-3
水 戸 水戸市三の丸1-1-42
宇 都 宮 宇都宮市小幡2-1-11
前 橋 前橋市大手町2-3-1
静 岡 静岡市葵区追手町9-50
甲 府 甲府市丸の内1-1-18
長 野 長野市旭町1108
新 潟 新潟市中央区西大畑町5191
大 阪 大阪市中央区谷町2-1-17
京 都 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
神 戸 神戸市中央区波止場町1-1
奈 良 奈良市高畑町552
大 津 大津市京町3-1-1
和 歌 山 和歌山市二番丁3
名 古 屋 名古屋市中区三の丸2-2-1
津 津市丸之内26-8

岐 阜 岐阜市金竜町5-13
福 井 福井市春山1-1-54
金 沢 金沢市新神田4-3-10
富 山 富山市牛島新町11-7
広 島 広島市中区上八丁堀6-30
山 口 山口市中河原町6-16
岡 山 岡山市北区南方1-3-58
鳥 取 鳥取市東町2-302
松 江 松江市東朝日町192-3
福 岡 福岡市中央区舞鶴3-5-25
佐 賀 佐賀市城内2-10-20
長 崎 長崎市万才町8-16

法務省設置法第15条，第18条～第20条　法務
省組織令第70条～第73条　法務省組織規則第
30条　法務局及び地方法務局組織規則（平成
13年法務省令第11号）
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名　称 所　　　在　　　地 管　　　　　　轄
大 分 大分市荷揚町7-5
熊 本 熊本市中央区大江3-1-53
鹿 児 島 鹿児島市鴨池新町1-2
宮 崎 宮崎市別府町1-1
那 覇 那覇市樋川1-15-15
仙 台 仙台市青葉区春日町7-25
福 島 福島市霞町1-46
山 形 山形市緑町1-5-48
盛 岡 盛岡市盛岡駅西通1-9-15 北海道の内
秋 田 秋田市山王7-1-3 　札幌市　　江別市　　千歳市
青 森 青森市長島1-3-5 　夕張市　　岩見沢市　三笠市

　美唄市　　芦別市　　赤平市
　滝川市　　砂川市　　歌志内市
　室蘭市　　小樽市　　苫小牧市
　登別市　　恵庭市　　伊達市
　北広島市　石狩市　　
　石狩郡　　夕張郡　　樺戸郡

札 幌 札幌市北区北８条西2-1-1
　有珠郡　　白老郡　　虻田郡
　浦河郡　　沙流郡　　新冠郡
　様似郡　　幌泉郡　　余市郡
　古平郡　　積丹郡　　岩内郡
　古宇郡　　磯谷郡　　日高郡
　空知郡の内
　　南幌町　上砂川町　奈井江町
　雨竜郡の内
　　雨竜町
　勇払郡の内
　　厚真町　安平町　むかわ町
北海道の内
　函館市　　北斗市　　松前郡

函 館 函館市新川町25-18
　上磯郡　　亀田郡　　茅部郡
　山越郡　　瀬棚郡　　檜山郡
　爾志郡　　久遠郡　　奥尻郡
　寿都郡　　島牧郡　　二海郡
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名　称 所　　　在　　　地 管　　　　　　轄
北海道の内
　旭川市　　名寄市　　士別市
　紋別市　　留萌市　　稚内市
　深川市　　富良野市
　上川郡（石狩国）�上川郡（天塩国）
　中川郡（天塩国）
　枝幸郡　　増毛郡　　留萌郡
　苫前郡　　宗谷郡　　利尻郡
　礼文郡　　天塩郡

旭 川 旭川市宮前１条3-3-15
　空知郡の内
　　上富良野町　　中富良野町
　　南富良野町
　雨竜郡の内
　　妹背牛町　秩父別町
　　北竜町　沼田町　幌加内町
　勇払郡の内
　　占冠村
　紋別郡の内
　　滝上町　興部町　西興部村
　　雄武町
北海道の内
　釧路市　　帯広市　　北見市
　網走市　　根室市　　釧路郡
　厚岸郡　　川上郡　　阿寒郡
　白糠郡　　河西郡�

釧 路 釧路市幸町10-3
　上川郡（十勝国）　　　河東郡
　中川郡（十勝国）　　　十勝郡
　広尾郡　　足寄郡　　網走郡
　斜里郡　　常呂郡　　野付郡
　標津郡　　目梨郡
　紋別郡の内

高 松 高松市丸の内1-1 　　遠軽町　湧別町
徳 島 徳島市徳島町城内6-6
高 知 高知市栄田町2-2-10
松 山 松山市宮田町188-6
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２　法務局･地方法務局の支局及び出張所の名称と数（平成30年12月31日現在）
（注）ゴシック体は支局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（　）内の数字は管内支局数,［　］内の数字は管内出張所数

地
方
法
務
局

法
務
局
・
　

支�局�及�び�出�張�所

東
京
（３）
［19］

　港
みなと

　　台
た い と う

東　墨
す み だ

田　品
し な が わ

川

城
じょうなん

南　世
せ た が や

田谷　渋
し ぶ や

谷　新
しんじゅく

宿

中
な か の

野　杉
す ぎ な み

並　板
い た ば し

橋　豊
と し ま

島

　北
きた

　　練
ね り ま

馬　江
え ど が わ

戸川　城
じょうほく

北

八
はちおうじ

王子　町
ま ち だ

田　立
た ち か わ

川　西
に し た ま

多摩

府
ふ ち ゅ う

中　田
た な し

無

横
浜
（６）
［９］

神
か な が わ

奈川　金
か な ざ わ

沢　青
あ お ば

葉　港
こ う ほ く

北

戸
と つ か

塚　　栄
さかえ

　　　旭
あさひ

　　湘
しようなん

南

川
か わ さ き

崎　麻
あ さ お

生　横
よ こ す か

須賀

西
せいしようにのみや

湘二宮　厚
あ つ ぎ

木　大
や ま と

和

相
さがみはら

模原

さ
い
た
ま
（７）
［９］

川
か わ ぐ ち

口　志
し き

木　鴻
こ う の す

巣　上
あ げ お

尾

久
く き

喜　越
こ し が や

谷　春
か す か べ

日部　草
そ う か

加

川
か わ ご え

越　坂
さ か ど

戸　所
ところざわ

沢　飯
は ん の う

能

熊
く ま が や

谷　本
ほんじょう

庄　東
ひがしまつやま

松山　秩
ち ち ぶ

父

千
葉
（10）
［４］

市
い ち は ら

原　東
と う が ね

金　佐
さ く ら

倉　成
な り た

田

茂
も ば ら

原　いすみ　松
ま つ ど

戸　　柏
かしわ

　

木
き さ ら づ

更津　館
た て や ま

山　匝
そ う さ

瑳　香
か と り

取

船
ふ な ば し

橋　市
い ち か わ

川

地
方
法
務
局

法
務
局
・
　

支�局�及�び�出�張�所

水
戸
（６）
［３］

日
ひ た ち

立　常
ひ た ち お お た

陸太田　土
つ ち う ら

浦

つくば　龍
りゅうがさき

ケ崎　取
と り で

手　鹿
か し ま

嶋

下
し も つ ま

妻　筑
ち く せ い

西

宇
都
宮
（５）
［１］

日
に っ こ う

光　真
も お か

岡　大
おおたわら

田原　栃
と ち ぎ

木

小
お や ま

山　足
あ し か が

利

前
橋
（７）
〔１〕

渋
し ぶ か わ

川　伊
い せ さ き

勢崎　沼
ぬ ま た

田　太
お お た

田

桐
き り ゅ う

生　高
た か さ き

崎　中
なかのじょう

之条　富
と み お か

岡

静
岡
（７）
［３］

清
し み ず

水　藤
ふ じ え だ

枝　沼
ぬ ま づ

津　熱
あ た み

海

富
ふ じ

士　下
し も だ

田　浜
は ま ま つ

松　磐
い わ た

田

掛
か け が わ

川　袋
ふ く ろ い

井

甲
府
（２）
［２］

韮
に ら さ き

崎　鰍
かじかざわ

沢　大
お お つ き

月　吉
よ し だ

田

長
野
（９）

飯
い い や ま

山　上
う え だ

田　佐
さ く

久　松
ま つ も と

本

木
き そ

曽　大
お お ま ち

町　諏
す わ

訪　飯
い い だ

田

伊
い な

那
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地
方
法
務
局

法
務
局
・
　

支�局�及�び�出�張�所

新
潟
（11）

新
に い つ

津　三
さんじょう

条　新
し ば た

発田　村
む ら か み

上

長
な が お か

岡　十
とうかまち

日町　柏
かしわざき

崎　南
みなみうおぬま

魚沼

上
じょうえつ

越　糸
いといがわ

魚川　佐
さ ど

渡

大
阪
（５）
［５］

　北
きた

　　天
てんのうじ

王寺　北
きたおおさか

大阪　池
い け だ

田

枚
ひ ら か た

方　守
も り ぐ ち

口　東
ひがしおおさか

大阪　　堺
さかい

　

富
とんだばやし

田林　岸
き し わ だ

和田

京
都
（６）
［３］

嵯
さ が

峨　伏
ふ し み

見　宇
う じ

治　木
き づ

津 

園
そ の べ

部　宮
み や づ

津　京
きょうたんご

丹後　舞
ま い づ る

鶴

福
ふくちやま

知山

神
戸
（11）
［５］

須
す ま

磨　　北
きた

　　東
ひがしこうべ

神戸　西
にしのみや

宮

伊
い た み

丹　三
さ ん だ

田　尼
あまがさき

崎　明
あ か し

石

柏
か い ば ら

原　姫
ひ め じ

路　加
か こ が わ

古川　　社
やしろ

　

龍
た つ の

野　豊
と よ お か

岡　八
よ う か

鹿　洲
す も と

本

奈
良
（３）
［１］

桜
さ く ら い

井　葛
か つ ら ぎ

城　橿
か し は ら

原　五
ご じ ょ う

條

大
津
（３）
［２］

高
た か し ま

島　甲
こ う か

賀　彦
ひ こ ね

根　東
ひがしおうみ

近江

長
な が は ま

浜

地
方
法
務
局

法
務
局
・
　

支�局�及�び�出�張�所

和
歌
山
（４）
［２］

湯
ゆ あ さ

浅　岩
い わ で

出　橋
は し も と

本　田
た な べ

辺

御
ご ぼ う

坊　新
し ん ぐ う

宮

名
古
屋
（10）
［３］

熱
あ つ た

田　名
め い と う

東　春
か す が い

日井　津
つ し ま

島

一
いちのみや

宮　半
は ん だ

田　岡
お か ざ き

崎　刈
か り や

谷

豊
と よ た

田　西
に し お

尾　豊
と よ は し

橋　豊
と よ か わ

川

新
し ん し ろ

城

津
（６）
［２］

鈴
す ず か

鹿　松
ま つ さ か

阪　伊
い が

賀　四
よっかいち

日市

桑
く わ な

名　伊
い せ

勢　熊
く ま の

野　尾
お わ せ

鷲

岐
阜
（６）

八
は ち ま ん

幡　大
お お が き

垣　美
み の か も

濃加茂

多
た じ み

治見　中
なかつがわ

津川　高
た か や ま

山

福
井
（３）

武
た け ふ

生　敦
つ る が

賀　小
お ば ま

浜

金
沢
（３）

小
こ ま つ

松　七
な な お

尾　輪
わ じ ま

島
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地
方
法
務
局

法
務
局
・
　

支�局�及�び�出�張�所

富
山
（３）

魚
う お づ

津　高
た か お か

岡　砺
と な み

波

広
島
（６）
［１］

可
か べ

部　廿
はつかいち

日市　東
ひがしひろしま

広島　　呉
くれ

尾
お の み ち

道　福
ふ く や ま

山　三
み よ し

次

山
口
（５）
［１］

周
しゅうなん

南　　萩
はぎ

　　岩
い わ く に

国　柳
や な い

井

下
しものせき

関　宇
う べ

部

岡
山
（５）
［１］

岡
おかやまにし

山西　備
び ぜ ん

前　倉
く ら し き

敷　笠
か さ お か

岡

高
た か は し

梁　津
つ や ま

山

鳥
取
（２）

倉
く ら よ し

吉　米
よ な ご

子

松
江
（４）

出
い ず も

雲　浜
は ま だ

田　益
ま す だ

田　西
さ い ご う

郷

福
岡
（10）
［４］

西
に し じ ん

新　粕
か す や

屋　福
ふ く ま

間　筑
ち く し

紫

朝
あ さ く ら

倉　飯
い い づ か

塚　直
の お が た

方　久
く る め

留米

柳
や な が わ

川　八
や め

女　北
きたきゅうしゅう

九州　八
や は た

幡

行
ゆ く は し

橋　田
た が わ

川

地
方
法
務
局

法
務
局
・
　

支�局�及�び�出�張�所

佐
賀
（３）
［１］

鳥
と す

栖　武
た け お

雄　伊
い ま り

万里　唐
か ら つ

津

長
崎
（７）

諫
い さ は や

早　島
し ま ば ら

原　佐
さ せ ぼ

世保　平
ひ ら ど

戸

壱
い き

岐　五
ご と う

島　対
つ し ま

馬

大
分
（６）

杵
き つ き

築　佐
さ い き

伯　竹
た け た

田　中
な か つ

津

宇
う さ

佐　日
ひ た

田

熊
本
（７）

阿
あ そ お お づ

蘇大津　宇
う と

土　玉
た ま な

名

山
や ま が

鹿　八
や つ し ろ

代　人
ひ と よ し

吉　天
あ ま く さ

草

鹿
児
島
（５）
［５］

種
たねがしま

子島　屋
や く し ま

久島　霧
き り し ま

島　知
ち ら ん

覧

南
みなみ さ つ ま

さつま　川
せ ん だ い

内　出
い ず み

水

鹿
か の や

屋　曽
そ お

於　奄
あ ま み

美

　

宮
崎
（３）
［２］

高
た か な べ

鍋　日
に ち な ん

南　都
みやこのじょう

城　小
こ ば や し

林

延
の べ お か

岡

那
覇
（４）
［１］

沖
お き な わ

縄　宜
ぎ の わ ん

野湾　名
な ご

護　宮
みやこじま

古島

石
い し が き

垣
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地
方
法
務
局

法
務
局
・
　

支�局�及�び�出�張�所

仙
台
（６）
［１］

名
な と り

取　塩
し お が ま

竈　大
おおがわら

河原　古
ふ る か わ

川

石
いしのまき

巻　登
と め

米　気
けせんぬま

仙沼

福
島
（５）
［３］

二
にほんまつ

本松　相
そ う ま

馬　郡
こおりやま

山　白
し ら か わ

河

若
わ か ま つ

松　田
た じ ま

島　いわき　富
と み お か

岡

山
形
（５）
［１］

村
む ら や ま

山　寒
さ が え

河江　新
しんじょう

庄　米
よ ね ざ わ

沢

鶴
つ る お か

岡　酒
さ か た

田

盛
岡
（４）
［１］

花
は な ま き

巻　二
に の へ

戸　大
おおふなと

船渡　宮
み や こ

古

水
み ず さ わ

沢

秋
田
（４）

能
の し ろ

代　本
ほんじょう

荘　大
お お だ て

館　大
おおまがり

曲

青
森
（５）

む　つ　五
ご し ょ が わ ら

所川原　弘
ひ ろ さ き

前

八
は ち の へ

戸　十
と わ だ

和田

札
幌
（７）
［６］

　南
みなみ

　　　北
きた

　　　西
にし

　　白
し ろ い し

石

江
え べ つ

別　恵
え に わ

庭　岩
いわみざわ

見沢　滝
た き か わ

川

室
む ろ ら ん

蘭　苫
とまこまい

小牧　小
お た る

樽　倶
くっちゃん

知安

日
ひ だ か

高

地
方
法
務
局

法
務
局
・
　

支�局�及�び�出�張�所

函
館
（２）

江
え さ し

差　八
や く も

雲

旭
川
（４）

名
な よ ろ

寄　紋
も ん べ つ

別　留
る も い

萌　稚
わっかない

内

釧
路
（３）
［１］

帯
お び ひ ろ

広　北
き た み

見　根
ね む ろ

室　中
なかしべつ

標津

高
松
（２）
［１］

寒
さ ん が わ

川　丸
ま る が め

亀　観
かんおんじ

音寺

徳
島
（２）

阿
あ な ん

南　美
み ま

馬

高
知
（４）

香
か み

美　須
す さ き

崎　安
あ き

芸　四
し ま ん と

万十

松
山
（５）
［１］

砥
と べ

部　大
お お ず

洲　西
さいじょう

条

四
しこくちゅうおう

国中央　今
い ま ば り

治　宇
う わ じ ま

和島

　　　　支　　　局　　　　　　　　　　　261庁
　　計　出　張　所　　　　　　　　　　　105庁
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３　戸籍事件表（一）
　第１表　本籍・人口・世帯数

本�籍�数 本籍人口
住民基本台帳に基づく人口 住民基本台帳に

基づく世帯数計 男 女
52,355,170� 126,489,539� 124,776,364 60,878,859� 63,897,505� 56,996,515�
（注）�　本籍数及び本籍人口は平成31年３月31日現在のものである。住民基本台帳に基づく人口及び世帯数は，

住民基本台帳人口要覧（総務省自治行政局編）によるものであり，平成31年１月１日現在のものである。

　内訳
法　務　局�
地方法務局�
管　　　内

本 籍 数 本籍人口
住民基本台帳に基づく人口 住民基本台帳に�

基づく世帯数計 男 女
総 　 　 数 52,355,170 126,489,539 124,776,364 60,878,859 63,897,505 56,996,515

札幌法務局管内 2,463,800 5,651,346 5,268,352 2,489,549 2,778,803 2,754,916
札 幌 1,450,177 3,362,035 3,275,312 1,545,441 1,729,871 1,731,217
函 館 241,035 524,225 436,412 202,195 234,217 231,054
旭 川 341,796 774,524 668,709 316,327 352,382 344,117
釧 路 430,792 990,562 887,919 425,586 462,333 448,528

仙台法務局管内 4,179,830 9,957,463 8,783,379 4,245,734 4,537,645 3,706,501
仙 台 936,300 2,293,958 2,281,915 1,113,401 1,168,514 983,805
青 森 650,376 1,507,601 1,287,029 610,253 676,776 588,703
盛 岡 612,602 1,456,604 1,243,012 598,729 644,283 522,186
秋 田 531,398 1,240,278 996,292 470,839 525,453 423,562
山 形 533,429 1,265,963 1,088,125 526,157 561,968 411,906
福 島 915,725 2,193,059 1,887,006 926,355 960,651 776,339

東京法務局管内 19,570,208 47,658,741 51,018,323 25,317,115 25,701,208 23,594,843
東 京 5,243,647 12,639,806 13,189,049 6,495,215 6,693,834 6,873,210
水 戸 1,176,034 2,866,214 2,871,183 1,437,036 1,434,147 1,209,177
宇 都 宮 814,414 1,972,258 1,935,463 966,987 968,476 810,462
前 橋 834,653 2,022,831 1,924,605 952,693 971,912 817,428
さ い た ま 2,386,321 5,930,353 7,200,193 3,605,747 3,594,446 3,215,323
千 葉 2,074,783 5,079,736 6,157,685 3,075,889 3,081,796 2,809,060
横 浜 3,110,194 7,632,928 8,976,954 4,483,000 4,493,954 4,224,500
新 潟 1,055,514 2,543,529 2,242,517 1,090,111 1,152,406 890,302
甲 府 376,148 901,004 817,065 401,241 415,824 352,318
長 野 953,043 2,315,195 2,066,413 1,011,174 1,055,239 853,580
静 岡 1,545,457 3,754,887 3,637,196 1,798,022 1,839,174 1,539,483

名古屋法務局管内 5,790,596 14,244,637 14,024,008 6,933,488 7,090,520 5,898,408
名 古 屋 2,762,679 6,876,804 7,311,801 3,665,989 3,645,812 3,164,803
富 山 483,861 1,159,381 1,045,031 507,059 537,972 410,926
金 沢 505,017 1,230,570 1,130,737 547,478 583,259 475,568
福 井 361,164 882,835 771,847 375,577 396,270 286,081
岐 阜 883,055 2,176,023 1,990,598 970,193 1,020,405 793,946

津 794,820 1,919,024 1,773,994 867,192 906,802 767,084
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法　務　局
地方法務局
管　　　内

本 籍 数 本籍人口
住民基本台帳に基づく人口 住民基本台帳に

基づく世帯数計 男 女
大阪法務局管内 8,102,655 19,656,637 20,269,386 9,750,731 10,518,655 9,412,513
大 阪 3,283,150 7,869,966 8,613,021 4,156,612 4,456,409 4,163,126
大 津 532,197 1,345,185 1,390,806 685,420 705,386 564,223
京 都 1,083,847 2,666,428 2,494,923 1,195,020 1,299,903 1,181,145
神 戸 2,177,852 5,319,691 5,462,316 2,618,245 2,844,071 2,480,234
奈 良 526,133 1,289,035 1,350,265 641,335 708,930 586,544
和 歌 山 499,476 1,166,332 958,055 454,099 503,956 437,241

広島法務局管内 3,467,713 8,315,674 7,276,530 3,505,004 3,771,526 3,279,994
広 島 1,215,702 2,935,996 2,787,086 1,351,475 1,435,611 1,282,089
鳥 取 281,524 672,063 561,445 269,128 292,317 234,147
松 江 374,672 896,901 677,251 325,315 351,936 286,048
岡 山 866,921 2,102,273 1,883,926 909,803 974,123 828,193
山 口 728,894 1,708,441 1,366,822 649,283 717,539 649,517

高松法務局管内 1,969,351 4,604,754 3,802,249 1,813,928 1,988,321 1,757,859
高 松 469,459 1,110,207 974,869 471,157 503,712 432,182
徳 島 391,203 915,105 744,521 356,445 388,076 331,643
松 山 719,928 1,690,221 1,369,853 649,749 720,104 644,892
高 知 388,761 889,221 713,006 336,577 376,429 349,142

福岡法務局管内 6,811,017 16,400,287 14,334,137 6,823,310 7,510,827 6,591,481
福 岡 2,076,828 4,990,573 5,055,178 2,401,212 2,653,966 2,371,516
佐 賀 419,975 1,020,394 822,443 390,905 431,538 329,196
長 崎 731,821 1,754,713 1,355,223 638,692 716,531 626,529
熊 本 891,939 2,131,027 1,764,768 837,325 927,443 770,379
大 分 588,780 1,397,272 1,147,448 545,477 601,971 528,104
宮 崎 553,042 1,310,686 1,097,293 519,739 577,554 520,781
鹿 児 島 918,418 2,186,524 1,633,098 771,549 861,549 801,335
那 覇 630,214 1,609,098 1,458,686 718,411 740,275 643,641

�（注）　第１表「本籍・人口・世帯数」の（注）参照
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　第２表　届出事件数

種　　　　　別
総　　数

届　　　　　　　出
他市町村から送付

計 本籍人届出 非本籍人届出
取消＊ 取消＊ 取消＊ 取消＊ 取消＊

総　　　　　数 481 6,284,910 283 4,041,126 111 2,958,895 172 1,082,231 198 2,243,784
出　　　　　生 - 1,339,557 - 934,054 - 511,907 - 422,147 - 405,503
国　籍　留　保 - 23,382 - 12,529 - 1,744 - 10,785 - 10,853
認　　　　　知 - 24,310 - 13,678 - 10,855 - 2,823 - 10,632
養　子　縁　組 7 113,824 6 72,858 6 64,795 - 8,063 1 40,966
養　子　離　縁 1 35,193 1 23,259 1 21,015 - 2,244 - 11,934
戸籍法第69条の２，第73条の２ - 2,475 - 1,686 - 1,551 - 135 - 789
婚　　　　　姻 38 1,365,594 25 586,937 19 427,410 6 159,527 13 778,657
離　　　　　婚 21 348,353 9 212,507 9 182,811 - 29,696 12 135,846
戸籍法第75条の２，第77条の２ - 139,949 - 91,625 - 82,663 - 8,962 - 48,324
親権・後見・後見監督・保佐 - 10,127 - 8,530 - 7,657 - 873 - 1,597
　　届　　　　　出 - 7,445 - 5,848 - 4,975 - 873 - 1,597
　　嘱託（別表第一審判の確定）� - 2,587 - 2,587 - 2,587 - - - -
　　嘱託（審判前の保全処分） - 95 - 95 - 95 - - - -
死　　　　　亡 - 1,761,308 - 1,375,839 - 981,079 - 394,760 - 385,469
失　　　　　踪 413 2,654 241 1,881 75 1,204 166 677 172 773
復　　　　　氏 - 3,159 - 2,009 - 1,833 - 176 - 1,150
姻族関係終了 - 5,071 - 4,124 - 3,171 - 953 - 947
相 続 人 廃 除 1 54 1 43 1 34 - 9 - 11
入　　　　　籍 - 263,089 - 168,280 - 155,304 - 12,976 - 94,809
分　　　　　籍 - 28,843 - 16,140 - 15,333 - 807 - 12,703
国　籍　取　得 - 1,420 - 968 - 561 - 407 - 452
帰　　　　　化 - 10,200 - 8,725 - 7,288 - 1,437 - 1,475
国　籍　喪　失 - 3,141 - 2,165 - 1,150 - 1,015 - 976
国　籍　選　択 - 4,957 - 3,539 - 2,108 - 1,431 - 1,418
外国国籍喪失 - 229 - 161 - 95 - 66 - 68
氏　の　変　更 - 18,642 - 15,072 - 11,684 - 3,388 - 3,570
　　戸籍法第107条第１項 - 12,041 - 10,435 - 8,842 - 1,593 - 1,606
　　同　法第107条第２項 - 5,374 - 3,769 - 2,207 - 1,562 - 1,605
　　同　法第107条第３項 - 822 - 584 - 399 - 185 - 238
　　同　法第107条第４項 - 405 - 284 - 236 - 48 - 121
名　の　変　更 - 5,240 - 4,178 - 3,135 - 1,043 - 1,062
転　　　　　籍 - 648,265 - 374,079 - 368,003 - 6,076 - 274,186
就　　　　　籍 - 79 - 71 - 61 - 10 - 8
訂 正 ・ 更 正 - 81,155 - 75,148 - 74,852 - 296 - 6,007
　　市町村長職権��� - 70,791 - 66,754 - 66,665 - 89 - 4,037
　　戸籍法第24条第２項��� - 4,389 - 3,966 - 3,948 - 18 - 423
　　同　法第113条，第114条 - 1,259 - 823 - 760 - 63 - 436
　　同　法第116条 - 1,504 - 934 - 812 - 122 - 570
　　続柄の記載更正（嘱託） - 866 - 866 - 866 - - - -
　　続柄の記載更正（申出） - 2,346 - 1,805 - 1,801 - 4 - 541
追　　　　　完 - 2,219 - 2,045 - 634 - 1,411 - 174
そ　　の　　他 - 5,821 - 1,936 - 1,007 - 929 - 3,885
離婚届等不受理申出 - 36,600 - 27,060 - 17,951 - 9,109 - 9,540
（注）　「取消＊」の数は，取消事件を示し，内数である。
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　第３表　処理事件数
自　平成30年４月１日
至　平成31年３月31日

事　　　項 件　　　数
１　新 戸 籍 編 製 947,807
２　戸 籍 全 部 消 除 964,984
３　違 反 通 知 6,410
４　戸籍の再製・補完 1,028
５　そ 　 の 　 他 6,786

計 1,927,015
（注）　「その他」は届出の催告，戸籍の記載の錯誤・遺漏通知及び管轄法務局に対する許可の申請である。

　第４表　処理事件数
自　平成30年４月１日
至　平成31年３月31日

件数
種類

件　　　　　数
金　　　　　額

有　　料 無　　料

記
録
事
項
証
明

全
部

戸籍 14,986,641 3,892,575 6,736,960,460
除籍 2,774,308 1,438,510 2,080,745,200
計 17,760,949 5,331,085 8,817,705,660

個
人

戸籍 4,362,218 302,223 1,958,467,145
除籍 51,308 19,586 38,481,350
計 4,413,526 321,809 1,996,948,495

一
部

戸籍 6,135 14,860 2,725,250
除籍 2,364 1,596 1,772,100
計 8,499 16,456 4,497,350

小　計　ａ 22,182,974 5,669,350 10,819,151,505

謄
本

戸　籍 45,893 36,435 27,205,700
除　籍 7,875,227 4,652,821 5,905,679,550
計 7,921,120 4,689,256 5,932,885,250

抄
本

戸　籍 4,972 2,275 2,252,650
除　籍 56,638 29,918 42,480,500
計 61,610 32,193 44,733,150

証
明

戸　籍 8,966 6,727 3,129,450
除　籍 268 189 121,050
計 9,234 6,916 3,250,500

受理等の証明 （16,145） 574,582 （61） 30,693 （22,603,600） 218,058,650
閲　　　　覧 2,287 37,169 780,900
小　計　ｂ  （16,145） 8,568,833  （61） 4,796,227  （22,603,600） 6,199,708,450

合計（a＋b）  （16,145） 30,751,807  （61） 10,465,577  （22,603,600） 17,018,859,955
（注）　（　）内は，戸籍法施行規則第66条第２項に基づく証明の内数である。
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　第５表　市区町村数及び戸籍事務を取り扱う事務所数（平成31年４月１日現在）
　　⑴　市区町村数

市 区 町 村 計
総　　　　　数 772 198 �743 �183  1,896
コンピュータ庁 �770 �198 �743 182  1,893
（注）　市の数には，政令指定都市を含まない。また，コンピュータ庁は，市区町村数の内数である。

　　⑵　事務所数

本　庁 支　所 出�張�所 計
総　　　　　数 1,896 1,723 1,060 4,679

（1,896） （2,387） （2,084） （6,367）
コンピュータ庁 1,893 1,653 831 4,377
（注）　（　）内は，総事務所数である。また，コンピュータ庁は，戸籍事務を処理する事務所数の内数である。

　第６表　職員数（平成31年４月１日現在）

経　験　年　数 ３年未満 ３年以上 10年以上 計

戸籍事務担当者数
18,308 15,665 5,237 39,210
（15,904） （13,300） （4,311） （33,515）

（注）　（　）内は，兼任者で内数である。



－332－

４　戸籍事件表（二）　　年別比較表
　第１表　本籍，人口及び世帯数10年比較

区　　　　　　分 平成31年 平成30年 平成29年 平成28年 平成27年 平成26年 平成25年 平成24年 平成23年 平成22年
本 籍 数 52,355,170 53,560,651 52,487,410 52,443,938 52,363,707 52,274,725 52,153,260 52,025,647 51,894,815 51,792,045
本 籍 人 口 126,489,539 126,957,585 127,359,552 127,659,960 127,940,865 128,254,692 128,607,872 128,858,727 129,115,581 129,517,974
住民基本台帳に基づく世帯数 56,996,515 56,613,999 56,221,568 55,811,969 55,364,285 54,952,108 54,594,744 54,171,475 53,549,522 53,362,801
住民基本台帳に基づく人口 124,776,364 125,209,603 125,583,658 125,891,742 126,163,576 126,434,964 126,393,679 126,659,683 126,230,625 127,057,860

男 60,878,859 61,098,245 61,290,165 61,444,444 61,584,613 61,727,584 61,694,085 61,842,865 61,658,202 62,080,435
女 63,897,505 64,111,358 64,293,493 64,447,298 64,578,963 64,707,380 64,699,594 64,816,818 64,572,423 64,977,425

（注）　本籍数及び本籍人口は全て各年３月31日現在のものである。また，住民基本台帳に基づく世帯数及び
　　 平成26年からは各年１月１日現在のものである。

人口は，住民基本台帳人口要覧（総務省自治行政局編）によるものであり，平成25年までは各年３月31日現在，

　第２表　種類別届出事件10年比較（会計年度）
種　　　　　　別 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度

総 数 4,041,126 4,114,756 4,161,433 4,247,875 �4,284,124� �4,318,790� �4,306,868� �4,369,773� �4,464,122� �4,395,495�
出 生 934,054 969,887 1,000,936 1,035,783 �1,042,695� �1,054,678� �1,060,639� �1,077,867� �1,098,262� �1,100,311�
国 籍 留 保 12,529 13,013 13,855 14,562 �15,295� �14,963� �15,636� �16,138� �15,486� �15,636�
認 知 13,678 13,890 14,742 14,875 �14,940� �14,690� �14,943� �15,145� �14,966� �15,654�
養 子 縁 組 72,858 75,111 78,910 82,592 �83,611� �83,647� �81,383� �81,556� �83,228� �85,094�
養 子 離 縁 23,259 23,605 24,010 25,085 �24,917� �25,480� �25,244� �25,583� �27,515� �27,433�
戸籍法第69条の２・第73条の２ 1,686 1,667 1,635 1,728 �1,693� �1,758� �1,695� �1,743� �1,776� �1,788�
婚 姻 586,937 614,603 631,819 652,560 �651,063� �681,482� �677,908� �682,199� �698,917� �724,452�
離 婚 212,507 213,882 219,358 229,084 �228,218� �234,349� �237,075� �240,860� �250,874� �257,212�
戸籍法第75条の２・第77条の２ 91,625 90,307 91,273 93,499 �92,576� �93,575� �93,847� �95,126� �98,598� �101,057�
親権・後見・後見監督・保佐 5,848 5,975 6,313 6,625 �7,098� �7,327� �7,525� �10,035� �9,697� �10,271�
同 上 嘱 託 2,682 2,827 3,267 3,502 �2,971� �3,173� �2,491� �227� �182� �206�
死 亡 1,375,839 1,369,225 1,342,618 1,304,269 �1,299,480� �1,288,419� �1,277,626� �1,294,493� �1,299,470� �1,158,528�
失 踪 1,881 2,036 1,941 1,982 �2,031� �2,628� �2,009� �2,489� �2,121� �2,157�
復 氏 2,009 2,075 2,014 2,101 �1,961� �2,073� �2,101� �2,177� �2,221� �2,180�
姻 族 関 係 終 了 4,124 4,895 4,032 2,783 �2,202� �2,167� �2,213� �1,975� �1,911� �1,823�
相 続 人 廃 除 43 39 56 43 �44� �61� �38� �31� �28� �47�
入 籍 168,280 171,743 177,192 185,179 �186,036� �191,267� �193,846� �193,469� �201,425� �206,404�
分 籍 16,140 15,990 16,405 17,173 �16,555� �15,966� �16,318� �16,049� �16,894� �17,336�
国 籍 取 得 968 961 1,065 1,069 �1,163� �1,120� �1,175� �1,274� �1,522� �1,476�
帰 化 8,725 10,338 9,476 9,266 �9,660� �8,392� �10,800� �9,413� �12,754� �14,919�
国 籍 喪 失 2,165 2,010 2,016 1,679 �1,488� �1,409� �1,139� �1,047� �1,113� �1,014�
国 籍 選 択 3,539 3,401 3,368 2,847 �2,986� �2,780� �2,507� �2,198� �2,196� �2,658�
外 国 国 籍 喪 失 161 125 150 69 �65� �56� �57� �63� �38� �53�
氏 の 変 更 15,072 16,019 15,818 16,711 �17,002� �17,463� �17,988� �17,582� �18,304� �18,729�
名 の 変 更 4,178 4,369 4,539 4,990 �4,870� �5,172� �5,338� �5,184� �5,303� �5,522�
転 籍 374,079 375,957 375,781 396,486 �390,225� �394,892� �399,834� �401,062� �404,247� �412,365�
就 籍 71 87 82 128 �144� �160� �131� �123� �179� �161�
訂 正 ・ 更 正 75,148 79,176 86,873 111,002 �150,920� �140,489� �127,241� �145,795� �165,983� �181,048�
追 完 2,045 2,070 2,065 1,934 �2,128� �2,003� �2,115� �2,118� �2,296� �2,977�
そ の 他 1,936 1,802 1,736 1,614 �1,661� �1,704� �1,819� �2,277� �1,883� �1,843�
離 婚 届 等 不 受 理 申 出 27,060 27,671 28,088 26,655 �28,426� �25,447� �24,187� �24,475� �24,733� �25,141�
（注）　この表は，本籍人届出及び非本籍人届出に関するものである。
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　第１表　本籍，人口及び世帯数10年比較
区　　　　　　分 平成31年 平成30年 平成29年 平成28年 平成27年 平成26年 平成25年 平成24年 平成23年 平成22年

本 籍 数 52,355,170 53,560,651 52,487,410 52,443,938 52,363,707 52,274,725 52,153,260 52,025,647 51,894,815 51,792,045
本 籍 人 口 126,489,539 126,957,585 127,359,552 127,659,960 127,940,865 128,254,692 128,607,872 128,858,727 129,115,581 129,517,974
住民基本台帳に基づく世帯数 56,996,515 56,613,999 56,221,568 55,811,969 55,364,285 54,952,108 54,594,744 54,171,475 53,549,522 53,362,801
住民基本台帳に基づく人口 124,776,364 125,209,603 125,583,658 125,891,742 126,163,576 126,434,964 126,393,679 126,659,683 126,230,625 127,057,860

男 60,878,859 61,098,245 61,290,165 61,444,444 61,584,613 61,727,584 61,694,085 61,842,865 61,658,202 62,080,435
女 63,897,505 64,111,358 64,293,493 64,447,298 64,578,963 64,707,380 64,699,594 64,816,818 64,572,423 64,977,425

（注）　本籍数及び本籍人口は全て各年３月31日現在のものである。また，住民基本台帳に基づく世帯数及び
　　 平成26年からは各年１月１日現在のものである。

人口は，住民基本台帳人口要覧（総務省自治行政局編）によるものであり，平成25年までは各年３月31日現在，

　第２表　種類別届出事件10年比較（会計年度）
種　　　　　　別 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度 平成23年度 平成22年度 平成21年度

総 数 4,041,126 4,114,756 4,161,433 4,247,875 �4,284,124� �4,318,790� �4,306,868� �4,369,773� �4,464,122� �4,395,495�
出 生 934,054 969,887 1,000,936 1,035,783 �1,042,695� �1,054,678� �1,060,639� �1,077,867� �1,098,262� �1,100,311�
国 籍 留 保 12,529 13,013 13,855 14,562 �15,295� �14,963� �15,636� �16,138� �15,486� �15,636�
認 知 13,678 13,890 14,742 14,875 �14,940� �14,690� �14,943� �15,145� �14,966� �15,654�
養 子 縁 組 72,858 75,111 78,910 82,592 �83,611� �83,647� �81,383� �81,556� �83,228� �85,094�
養 子 離 縁 23,259 23,605 24,010 25,085 �24,917� �25,480� �25,244� �25,583� �27,515� �27,433�
戸籍法第69条の２・第73条の２ 1,686 1,667 1,635 1,728 �1,693� �1,758� �1,695� �1,743� �1,776� �1,788�
婚 姻 586,937 614,603 631,819 652,560 �651,063� �681,482� �677,908� �682,199� �698,917� �724,452�
離 婚 212,507 213,882 219,358 229,084 �228,218� �234,349� �237,075� �240,860� �250,874� �257,212�
戸籍法第75条の２・第77条の２ 91,625 90,307 91,273 93,499 �92,576� �93,575� �93,847� �95,126� �98,598� �101,057�
親権・後見・後見監督・保佐 5,848 5,975 6,313 6,625 �7,098� �7,327� �7,525� �10,035� �9,697� �10,271�
同 上 嘱 託 2,682 2,827 3,267 3,502 �2,971� �3,173� �2,491� �227� �182� �206�
死 亡 1,375,839 1,369,225 1,342,618 1,304,269 �1,299,480� �1,288,419� �1,277,626� �1,294,493� �1,299,470� �1,158,528�
失 踪 1,881 2,036 1,941 1,982 �2,031� �2,628� �2,009� �2,489� �2,121� �2,157�
復 氏 2,009 2,075 2,014 2,101 �1,961� �2,073� �2,101� �2,177� �2,221� �2,180�
姻 族 関 係 終 了 4,124 4,895 4,032 2,783 �2,202� �2,167� �2,213� �1,975� �1,911� �1,823�
相 続 人 廃 除 43 39 56 43 �44� �61� �38� �31� �28� �47�
入 籍 168,280 171,743 177,192 185,179 �186,036� �191,267� �193,846� �193,469� �201,425� �206,404�
分 籍 16,140 15,990 16,405 17,173 �16,555� �15,966� �16,318� �16,049� �16,894� �17,336�
国 籍 取 得 968 961 1,065 1,069 �1,163� �1,120� �1,175� �1,274� �1,522� �1,476�
帰 化 8,725 10,338 9,476 9,266 �9,660� �8,392� �10,800� �9,413� �12,754� �14,919�
国 籍 喪 失 2,165 2,010 2,016 1,679 �1,488� �1,409� �1,139� �1,047� �1,113� �1,014�
国 籍 選 択 3,539 3,401 3,368 2,847 �2,986� �2,780� �2,507� �2,198� �2,196� �2,658�
外 国 国 籍 喪 失 161 125 150 69 �65� �56� �57� �63� �38� �53�
氏 の 変 更 15,072 16,019 15,818 16,711 �17,002� �17,463� �17,988� �17,582� �18,304� �18,729�
名 の 変 更 4,178 4,369 4,539 4,990 �4,870� �5,172� �5,338� �5,184� �5,303� �5,522�
転 籍 374,079 375,957 375,781 396,486 �390,225� �394,892� �399,834� �401,062� �404,247� �412,365�
就 籍 71 87 82 128 �144� �160� �131� �123� �179� �161�
訂 正 ・ 更 正 75,148 79,176 86,873 111,002 �150,920� �140,489� �127,241� �145,795� �165,983� �181,048�
追 完 2,045 2,070 2,065 1,934 �2,128� �2,003� �2,115� �2,118� �2,296� �2,977�
そ の 他 1,936 1,802 1,736 1,614 �1,661� �1,704� �1,819� �2,277� �1,883� �1,843�
離 婚 届 等 不 受 理 申 出 27,060 27,671 28,088 26,655 �28,426� �25,447� �24,187� �24,475� �24,733� �25,141�
（注）　この表は，本籍人届出及び非本籍人届出に関するものである。
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５　供託金年計表（平成30年度）
区　分

庁　名
前�年�度�越�高 受　　　高 払　　　　　　　　高 現　　在　　高 利息払渡認可高 時　効　歳　入　高

時効回復高 件　　　数 金　　　額
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額 内　渡 件　数 金　 額 件　数 金　　額 件　数 金 　額 うち便宜時効 うち便宜時効

総 数 2,774,010 986,477,435,112 338,426 268,244,454,183 242,899 173,224,937,735 23,251 4,439 212,075,512 2,892,788 1,081,496,951,560 154,436 151,925,273 2,126 152,091,932 

東 京 管 内 1,453,470 642,136,100,709 187,692 174,459,409,366 127,879 101,055,586,621 9,926 2,434 127,036,533 1,523,209 715,539,923,454 84,513 95,654,104 1,036 89,759,249 
東 　 京 1,013,879� 544,625,537,397� 132,148� 149,307,269,957� 78,180� 81,127,240,906� 5,247� 1,362� 91,485,603� 1,073,094� 612,805,566,448� 50,883� 83,124,064� 392� 29,601,811�
横 浜 135,898� 33,209,047,509� 19,505� 7,448,404,710� 17,289� 5,715,612,953� 1,098� 393� 16,204,221� 139,212� 34,941,839,266� 12,651� 5,820,151� 395� 15,719,102�
さ い た ま 69,210� 16,764,057,551� 8,349� 3,436,180,312� 7,771� 3,365,323,571� 773� 534� 7,637,729� 70,561� 16,834,914,292� 5,204� 2,165,015� 61� 6,456,765�
千 　 葉 74,129� 12,169,655,279� 7,917� 4,499,351,756� 7,140� 4,452,998,255� 707� 27� 10,138,600� 75,613� 12,216,008,780� 4,602� 1,545,677� 77� 5,420,029�
水 　 戸 26,996� 4,271,199,974� 3,822� 1,230,779,858� 3,245� 1,566,675,035� 523� 51� 666,000� 28,096� 3,935,304,797� 2,195� 447,666� 27� 6,670,636�
宇 都 宮 34,609� 4,376,944,312� 2,616� 933,093,478� 2,768� 727,319,475� 179� 0� 0� 34,636� 4,582,718,315� 1,921� 404,323� 21� 3,148,836�
前 　 橋 18,133� 4,295,611,550� 3,491� 1,146,524,396� 2,242� 1,198,717,642� 253� 0� 0� 19,635� 4,243,418,304� 1,372� 679,434� 3� 38,862�
静 　 岡 34,450� 7,010,403,466� 3,797� 1,732,722,833� 3,926� 1,096,383,051� 414� 36� 720,000� 34,735� 7,646,743,248� 2,673� 620,607� 12� 20,542,337�
甲 　 府 13,258� 1,840,195,666� 1,440� 435,727,486� 1,391� 429,281,138� 202� 30� 151,380� 13,509� 1,846,642,014� 653� 127,463� 9� 800,174�
長 　 野 21,698� 3,225,099,207� 2,025� 1,243,982,820� 1,840� 675,731,929� 220� 0� 0� 22,103� 3,793,350,098� 1,151� 239,266� 23� 653,598�
新 　 潟 11,210� 10,348,348,798� 2,582� 3,045,371,760� 2,087� 700,302,666� 310� 1� 33,000� 12,015� 12,693,417,892� 1,208� 480,438� 16� 707,099�

大 阪 管 内 538,015 165,638,792,724 47,790 31,235,578,408 42,547 32,245,917,379 2,873 937 20,089,387 546,131 164,628,453,753 30,172 31,553,870 239 29,758,506 
大 　 阪 286,848� 121,957,308,012� 27,791� 20,043,335,598� 23,751� 19,413,360,492� 1,309� 812� 11,937,581� 292,197� 122,587,283,118� 17,162� 23,117,373� 97� 8,681,302�
京 　 都 108,474� 19,887,520,112� 7,774� 2,822,863,901� 6,923� 6,143,992,811� 518� 49� 669,055� 109,843� 16,566,391,202� 5,104� 4,432,891� 57� 13,224,237�
神 　 戸 100,822� 18,886,567,929� 7,758� 4,500,257,194� 8,657� 5,252,235,432� 727� 68� 6,654,500� 100,650� 18,134,589,691� 5,918� 3,312,213� 61� 6,372,393�
奈 　 良 13,005� 1,612,795,882� 2,243� 462,720,407� 1,121� 303,165,030� 126� 8� 828,251� 14,253� 1,772,351,259� 623� 313,006� 14� 804,943�
大 　 津 7,373� 1,558,944,108� 1,145� 2,908,737,934� 996� 696,824,211� 102� 0� 0� 7,624� 3,770,857,831� 676� 237,507� 2� 631,732�
和 歌 山 21,493� 1,735,656,681� 1,079� 497,663,374� 1,099� 436,339,403� 91� 0� 0� 21,564� 1,796,980,652� 689� 140,880� 8� 43,899�

名 古 屋 管 内 108,811 53,466,189,437 20,803 32,217,356,140 15,023 15,026,898,319 2,627 289 60,073,516 117,218 70,656,647,258 9,048 12,080,614 127 6,890,667 
名 古 屋 59,167� 40,715,064,136� 13,209� 29,171,950,212� 9,211� 13,344,819,388� 1,693� 36� 1,189,831� 64,858� 56,542,194,960� 5,582� 6,633,955� 54� 4,103,464�

津 13,659� 2,462,021,961� 2,054� 603,394,248� 1,808� 394,158,876� 337� 206� 1,045,000� 14,242� 2,671,257,333� 894� 150,828� 13� 405,423�
岐 　 阜 14,086� 2,622,636,644� 1,972� 717,789,682� 1,425� 312,835,643� 191� 24� 729,520� 14,824� 3,027,590,683� 933� 176,044� 30� 934,627�
福 　 井 8,002� 4,426,744,715� 1,257� 828,416,914� 830� 302,822,810� 129� 0� 0� 8,558� 4,952,338,819� 573� 965,762� 9� 725,356�
金 　 沢 7,852� 1,641,054,660� 1,175� 544,042,023� 907� 410,009,123� 150� 0� 0� 8,270� 1,775,087,560� 618� 177,593� 11� 106,864�
富 　 山 6,045� 1,598,667,321� 1,136� 351,763,061� 842� 262,252,479� 127� 23� 57,109,165� 6,466� 1,688,177,903� 448� 3,976,432� 10� 614,933�

広 島 管 内 120,141 17,672,560,583 11,531 6,552,085,470 8,591 8,909,839,177 1,214 9 11,500 124,295 15,314,806,876 4,926 3,001,177 88 3,247,225 
広 　 島 37,325� 5,483,379,855� 5,290� 1,954,951,911� 3,863� 1,338,517,529� 430� 0� 0� 39,182� 6,099,814,237� 2,123� 1,076,682� 22� 833,999�
山 　 口 29,531� 8,106,239,953� 1,828� 2,728,074,605� 1,313� 6,909,295,292� 180� 0� 0� 30,226� 3,925,019,266� 794� 1,601,825� 29� 494,043�
岡 　 山 39,957� 3,117,424,401� 2,254� 868,379,371� 2,015� 451,294,480� 283� 9� 11,500� 40,479� 3,534,509,292� 1,281� 268,949� 9� 811,211�
鳥 　 取 6,365� 485,609,096� 1,151� 181,721,311� 697� 100,967,197� 139� 0� 0� 6,958� 566,363,210� 364� 19,988� 21� 1,020,289�
松 　 江 6,963� 479,907,278� 1,008� 818,958,272� 703� 109,764,679� 182� 0� 0� 7,450� 1,189,100,871� 364� 33,733� 7� 87,683�

福 岡 管 内 298,392 68,414,678,798 44,128 12,147,945,733 28,009 8,330,047,072 3,399 642 3,074,311 317,910 72,232,577,459 14,422 5,483,396 255 11,895,518 
福 　 岡 61,138� 19,001,922,151� 12,228� 5,269,630,934� 9,985� 3,098,741,752� 817� 380� 993,931� 64,198� 21,172,811,333� 4,805� 1,952,855� 111� 6,641,794�
佐 　 賀 8,770� 1,525,928,501� 1,040� 187,833,091� 1,258� 398,529,840� 220� 16� 146,250� 8,772� 1,315,231,752� 862� 277,008� 9� 482,703�
長 　 崎 31,601� 2,803,260,841� 2,888� 1,194,021,871� 3,525� 1,014,600,074� 835� 241� 1,074,130� 31,799� 2,982,682,638� 1,534� 1,052,983� 22� 609,606�
大 　 分 23,494� 4,225,183,929� 1,998� 1,187,294,166� 1,355� 494,017,649� 315� 0� 0� 24,452� 4,918,460,446� 826� 346,850� 13� 314,043�
熊 　 本 55,185� 4,389,707,956� 4,913� 968,497,820� 2,674� 638,503,422� 261� 2� 500,000� 57,685� 4,719,702,354� 1,468� 751,103� 25� 976,007�
鹿 児 島 24,234� 2,916,833,508� 5,178� 1,030,739,216� 3,333� 800,126,902� 339� 0� 0� 26,418� 3,147,445,822� 1,477� 491,656� 15� 210,687�
宮 　 崎 17,632� 958,810,113� 4,105� 663,411,060� 2,163� 366,294,784� 195� 2� 60,000� 19,769� 1,255,926,389� 1,066� 107,637� 27� 2,148,108�
那 　 覇 76,338� 32,593,031,799� 11,778� 1,646,517,575� 3,716� 1,519,232,649� 417� 1� 300,000� 84,817� 32,720,316,725� 2,384� 503,304� 33� 512,570�

仙 台 管 内 73,779 19,367,968,735 12,602 3,954,622,820 10,145 3,599,089,239 1,348 111 877,765 77,584 19,723,502,316 5,696 1,923,308 141 6,746,879 
仙 　 台 20,869� 5,689,360,798� 4,571� 776,918,959� 2,414� 948,910,614� 275� 1� 167,265� 23,301� 5,517,369,143� 1,682� 524,161� 5� 3,143,923�
福 　 島 15,269� 6,660,765,762� 2,035� 1,060,413,342� 2,194� 828,656,093� 311� 5� 15,000� 15,421� 6,892,523,011� 1,164� 690,599� 43� 702,128�
山 　 形 7,829� 1,659,196,155� 1,578� 714,047,269� 1,191� 596,193,356� 160� 0� 0� 8,376� 1,777,050,068� 657� 233,118� 41� 1,433,232�
盛 　 岡 9,415� 2,473,372,171� 1,101� 523,817,853� 1,260� 377,952,164� 155� 0� 0� 9,411� 2,619,237,860� 761� 155,390� 18� 497,391�
秋 　 田 12,709� 948,118,128� 1,406� 410,957,996� 1,501� 190,468,224� 110� 105� 695,500� 12,724� 1,168,607,900� 558� 36,141� 11� 248,476�
青 　 森 7,688� 1,937,155,721� 1,911� 468,467,401� 1,585� 656,908,788� 337� 0� 0� 8,351� 1,748,714,334� 874� 283,899� 23� 721,729�

札 幌 管 内 120,728 9,393,744,520 6,776 4,436,264,484 5,809 2,570,863,884 1,032 15 382,500 122,727 11,259,145,120 3,122 813,810 194 3,070,417 
札 　 幌 104,310� 7,196,301,845� 4,292� 2,942,479,903� 3,798� 1,357,982,283� 641� 15� 382,500� 105,445� 8,780,799,465� 2,102� 639,389� 187� 2,277,279�
函 　 館 6,394� 417,791,704� 1,082� 453,516,691� 811� 117,180,617� 169� 0� 0� 6,834� 754,127,778� 380� 14,563� 1� 13,259�
旭 　 川 3,843� 1,054,423,505� 711� 135,226,681� 606� 209,053,628� 127� 0� 0� 4,075� 980,596,558� 315� 37,035� 2� 661,587�
釧 　 路 6,181� 725,227,466� 691� 905,041,209� 594� 886,647,356� 95� 0� 0� 6,373� 743,621,319� 325� 122,823� 4� 118,292�

高 松 管 内 60,674 10,387,399,606 7,104 3,241,191,762 4,896 1,486,696,044 832 2 530,000 63,714 12,141,895,324 2,537 1,414,994 46 723,471 
高 　 松 11,319� 5,301,318,641� 1,705� 1,747,981,539� 1,314� 724,404,237� 275� 0� 0� 11,985� 6,324,895,943� 684� 636,054� 23� 461,357�
徳 　 島 11,841� 1,237,859,130� 2,081� 452,344,843� 887� 324,690,640� 151� 2� 530,000� 13,186� 1,365,513,333� 543� 108,932� 1� 20,000�
高 　 知 22,858� 2,333,088,075� 1,245� 499,245,299� 998� 152,066,626� 84� 0� 0� 23,189� 2,680,266,748� 526� 612,055� 15� 133,707�
松 　 山 14,656� 1,515,133,760� 2,073� 541,620,081� 1,697� 285,534,541� 322 0� 0� 15,354� 1,771,219,300� 784� 57,953� 7� 108,407�
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区　分

庁　名
前�年�度�越�高 受　　　高 払　　　　　　　　高 現　　在　　高 利息払渡認可高 時　効　歳　入　高

時効回復高 件　　　数 金　　　額
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額 内　渡 件　数 金　 額 件　数 金　　額 件　数 金 　額 うち便宜時効 うち便宜時効

総 数 2,774,010 986,477,435,112 338,426 268,244,454,183 242,899 173,224,937,735 23,251 4,439 212,075,512 2,892,788 1,081,496,951,560 154,436 151,925,273 2,126 152,091,932 

東 京 管 内 1,453,470 642,136,100,709 187,692 174,459,409,366 127,879 101,055,586,621 9,926 2,434 127,036,533 1,523,209 715,539,923,454 84,513 95,654,104 1,036 89,759,249 
東 　 京 1,013,879� 544,625,537,397� 132,148� 149,307,269,957� 78,180� 81,127,240,906� 5,247� 1,362� 91,485,603� 1,073,094� 612,805,566,448� 50,883� 83,124,064� 392� 29,601,811�
横 浜 135,898� 33,209,047,509� 19,505� 7,448,404,710� 17,289� 5,715,612,953� 1,098� 393� 16,204,221� 139,212� 34,941,839,266� 12,651� 5,820,151� 395� 15,719,102�
さ い た ま 69,210� 16,764,057,551� 8,349� 3,436,180,312� 7,771� 3,365,323,571� 773� 534� 7,637,729� 70,561� 16,834,914,292� 5,204� 2,165,015� 61� 6,456,765�
千 　 葉 74,129� 12,169,655,279� 7,917� 4,499,351,756� 7,140� 4,452,998,255� 707� 27� 10,138,600� 75,613� 12,216,008,780� 4,602� 1,545,677� 77� 5,420,029�
水 　 戸 26,996� 4,271,199,974� 3,822� 1,230,779,858� 3,245� 1,566,675,035� 523� 51� 666,000� 28,096� 3,935,304,797� 2,195� 447,666� 27� 6,670,636�
宇 都 宮 34,609� 4,376,944,312� 2,616� 933,093,478� 2,768� 727,319,475� 179� 0� 0� 34,636� 4,582,718,315� 1,921� 404,323� 21� 3,148,836�
前 　 橋 18,133� 4,295,611,550� 3,491� 1,146,524,396� 2,242� 1,198,717,642� 253� 0� 0� 19,635� 4,243,418,304� 1,372� 679,434� 3� 38,862�
静 　 岡 34,450� 7,010,403,466� 3,797� 1,732,722,833� 3,926� 1,096,383,051� 414� 36� 720,000� 34,735� 7,646,743,248� 2,673� 620,607� 12� 20,542,337�
甲 　 府 13,258� 1,840,195,666� 1,440� 435,727,486� 1,391� 429,281,138� 202� 30� 151,380� 13,509� 1,846,642,014� 653� 127,463� 9� 800,174�
長 　 野 21,698� 3,225,099,207� 2,025� 1,243,982,820� 1,840� 675,731,929� 220� 0� 0� 22,103� 3,793,350,098� 1,151� 239,266� 23� 653,598�
新 　 潟 11,210� 10,348,348,798� 2,582� 3,045,371,760� 2,087� 700,302,666� 310� 1� 33,000� 12,015� 12,693,417,892� 1,208� 480,438� 16� 707,099�

大 阪 管 内 538,015 165,638,792,724 47,790 31,235,578,408 42,547 32,245,917,379 2,873 937 20,089,387 546,131 164,628,453,753 30,172 31,553,870 239 29,758,506 
大 　 阪 286,848� 121,957,308,012� 27,791� 20,043,335,598� 23,751� 19,413,360,492� 1,309� 812� 11,937,581� 292,197� 122,587,283,118� 17,162� 23,117,373� 97� 8,681,302�
京 　 都 108,474� 19,887,520,112� 7,774� 2,822,863,901� 6,923� 6,143,992,811� 518� 49� 669,055� 109,843� 16,566,391,202� 5,104� 4,432,891� 57� 13,224,237�
神 　 戸 100,822� 18,886,567,929� 7,758� 4,500,257,194� 8,657� 5,252,235,432� 727� 68� 6,654,500� 100,650� 18,134,589,691� 5,918� 3,312,213� 61� 6,372,393�
奈 　 良 13,005� 1,612,795,882� 2,243� 462,720,407� 1,121� 303,165,030� 126� 8� 828,251� 14,253� 1,772,351,259� 623� 313,006� 14� 804,943�
大 　 津 7,373� 1,558,944,108� 1,145� 2,908,737,934� 996� 696,824,211� 102� 0� 0� 7,624� 3,770,857,831� 676� 237,507� 2� 631,732�
和 歌 山 21,493� 1,735,656,681� 1,079� 497,663,374� 1,099� 436,339,403� 91� 0� 0� 21,564� 1,796,980,652� 689� 140,880� 8� 43,899�

名 古 屋 管 内 108,811 53,466,189,437 20,803 32,217,356,140 15,023 15,026,898,319 2,627 289 60,073,516 117,218 70,656,647,258 9,048 12,080,614 127 6,890,667 
名 古 屋 59,167� 40,715,064,136� 13,209� 29,171,950,212� 9,211� 13,344,819,388� 1,693� 36� 1,189,831� 64,858� 56,542,194,960� 5,582� 6,633,955� 54� 4,103,464�

津 13,659� 2,462,021,961� 2,054� 603,394,248� 1,808� 394,158,876� 337� 206� 1,045,000� 14,242� 2,671,257,333� 894� 150,828� 13� 405,423�
岐 　 阜 14,086� 2,622,636,644� 1,972� 717,789,682� 1,425� 312,835,643� 191� 24� 729,520� 14,824� 3,027,590,683� 933� 176,044� 30� 934,627�
福 　 井 8,002� 4,426,744,715� 1,257� 828,416,914� 830� 302,822,810� 129� 0� 0� 8,558� 4,952,338,819� 573� 965,762� 9� 725,356�
金 　 沢 7,852� 1,641,054,660� 1,175� 544,042,023� 907� 410,009,123� 150� 0� 0� 8,270� 1,775,087,560� 618� 177,593� 11� 106,864�
富 　 山 6,045� 1,598,667,321� 1,136� 351,763,061� 842� 262,252,479� 127� 23� 57,109,165� 6,466� 1,688,177,903� 448� 3,976,432� 10� 614,933�

広 島 管 内 120,141 17,672,560,583 11,531 6,552,085,470 8,591 8,909,839,177 1,214 9 11,500 124,295 15,314,806,876 4,926 3,001,177 88 3,247,225 
広 　 島 37,325� 5,483,379,855� 5,290� 1,954,951,911� 3,863� 1,338,517,529� 430� 0� 0� 39,182� 6,099,814,237� 2,123� 1,076,682� 22� 833,999�
山 　 口 29,531� 8,106,239,953� 1,828� 2,728,074,605� 1,313� 6,909,295,292� 180� 0� 0� 30,226� 3,925,019,266� 794� 1,601,825� 29� 494,043�
岡 　 山 39,957� 3,117,424,401� 2,254� 868,379,371� 2,015� 451,294,480� 283� 9� 11,500� 40,479� 3,534,509,292� 1,281� 268,949� 9� 811,211�
鳥 　 取 6,365� 485,609,096� 1,151� 181,721,311� 697� 100,967,197� 139� 0� 0� 6,958� 566,363,210� 364� 19,988� 21� 1,020,289�
松 　 江 6,963� 479,907,278� 1,008� 818,958,272� 703� 109,764,679� 182� 0� 0� 7,450� 1,189,100,871� 364� 33,733� 7� 87,683�

福 岡 管 内 298,392 68,414,678,798 44,128 12,147,945,733 28,009 8,330,047,072 3,399 642 3,074,311 317,910 72,232,577,459 14,422 5,483,396 255 11,895,518 
福 　 岡 61,138� 19,001,922,151� 12,228� 5,269,630,934� 9,985� 3,098,741,752� 817� 380� 993,931� 64,198� 21,172,811,333� 4,805� 1,952,855� 111� 6,641,794�
佐 　 賀 8,770� 1,525,928,501� 1,040� 187,833,091� 1,258� 398,529,840� 220� 16� 146,250� 8,772� 1,315,231,752� 862� 277,008� 9� 482,703�
長 　 崎 31,601� 2,803,260,841� 2,888� 1,194,021,871� 3,525� 1,014,600,074� 835� 241� 1,074,130� 31,799� 2,982,682,638� 1,534� 1,052,983� 22� 609,606�
大 　 分 23,494� 4,225,183,929� 1,998� 1,187,294,166� 1,355� 494,017,649� 315� 0� 0� 24,452� 4,918,460,446� 826� 346,850� 13� 314,043�
熊 　 本 55,185� 4,389,707,956� 4,913� 968,497,820� 2,674� 638,503,422� 261� 2� 500,000� 57,685� 4,719,702,354� 1,468� 751,103� 25� 976,007�
鹿 児 島 24,234� 2,916,833,508� 5,178� 1,030,739,216� 3,333� 800,126,902� 339� 0� 0� 26,418� 3,147,445,822� 1,477� 491,656� 15� 210,687�
宮 　 崎 17,632� 958,810,113� 4,105� 663,411,060� 2,163� 366,294,784� 195� 2� 60,000� 19,769� 1,255,926,389� 1,066� 107,637� 27� 2,148,108�
那 　 覇 76,338� 32,593,031,799� 11,778� 1,646,517,575� 3,716� 1,519,232,649� 417� 1� 300,000� 84,817� 32,720,316,725� 2,384� 503,304� 33� 512,570�

仙 台 管 内 73,779 19,367,968,735 12,602 3,954,622,820 10,145 3,599,089,239 1,348 111 877,765 77,584 19,723,502,316 5,696 1,923,308 141 6,746,879 
仙 　 台 20,869� 5,689,360,798� 4,571� 776,918,959� 2,414� 948,910,614� 275� 1� 167,265� 23,301� 5,517,369,143� 1,682� 524,161� 5� 3,143,923�
福 　 島 15,269� 6,660,765,762� 2,035� 1,060,413,342� 2,194� 828,656,093� 311� 5� 15,000� 15,421� 6,892,523,011� 1,164� 690,599� 43� 702,128�
山 　 形 7,829� 1,659,196,155� 1,578� 714,047,269� 1,191� 596,193,356� 160� 0� 0� 8,376� 1,777,050,068� 657� 233,118� 41� 1,433,232�
盛 　 岡 9,415� 2,473,372,171� 1,101� 523,817,853� 1,260� 377,952,164� 155� 0� 0� 9,411� 2,619,237,860� 761� 155,390� 18� 497,391�
秋 　 田 12,709� 948,118,128� 1,406� 410,957,996� 1,501� 190,468,224� 110� 105� 695,500� 12,724� 1,168,607,900� 558� 36,141� 11� 248,476�
青 　 森 7,688� 1,937,155,721� 1,911� 468,467,401� 1,585� 656,908,788� 337� 0� 0� 8,351� 1,748,714,334� 874� 283,899� 23� 721,729�

札 幌 管 内 120,728 9,393,744,520 6,776 4,436,264,484 5,809 2,570,863,884 1,032 15 382,500 122,727 11,259,145,120 3,122 813,810 194 3,070,417 
札 　 幌 104,310� 7,196,301,845� 4,292� 2,942,479,903� 3,798� 1,357,982,283� 641� 15� 382,500� 105,445� 8,780,799,465� 2,102� 639,389� 187� 2,277,279�
函 　 館 6,394� 417,791,704� 1,082� 453,516,691� 811� 117,180,617� 169� 0� 0� 6,834� 754,127,778� 380� 14,563� 1� 13,259�
旭 　 川 3,843� 1,054,423,505� 711� 135,226,681� 606� 209,053,628� 127� 0� 0� 4,075� 980,596,558� 315� 37,035� 2� 661,587�
釧 　 路 6,181� 725,227,466� 691� 905,041,209� 594� 886,647,356� 95� 0� 0� 6,373� 743,621,319� 325� 122,823� 4� 118,292�

高 松 管 内 60,674 10,387,399,606 7,104 3,241,191,762 4,896 1,486,696,044 832 2 530,000 63,714 12,141,895,324 2,537 1,414,994 46 723,471 
高 　 松 11,319� 5,301,318,641� 1,705� 1,747,981,539� 1,314� 724,404,237� 275� 0� 0� 11,985� 6,324,895,943� 684� 636,054� 23� 461,357�
徳 　 島 11,841� 1,237,859,130� 2,081� 452,344,843� 887� 324,690,640� 151� 2� 530,000� 13,186� 1,365,513,333� 543� 108,932� 1� 20,000�
高 　 知 22,858� 2,333,088,075� 1,245� 499,245,299� 998� 152,066,626� 84� 0� 0� 23,189� 2,680,266,748� 526� 612,055� 15� 133,707�
松 　 山 14,656� 1,515,133,760� 2,073� 541,620,081� 1,697� 285,534,541� 322 0� 0� 15,354� 1,771,219,300� 784� 57,953� 7� 108,407�

（注）　｢内渡｣ は，払高件数の内数であり，｢時効回復高｣ の件数・金額は，払高件数・金額の外数である。

（金額単位　円）
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６　供託有価証券年計表（平成30年度）
区　分

庁　名
前　年　度　越　高 受　　　　　　　高 払　　　　　　　　高 現　　　在　　　高 利札払渡

認可件数件　数 枚　数 券　面　額 件　数 枚　数 券　面　額 件　数 枚　数 券　面　額 内渡件数 件　数 枚　数 券　面　額
総 数 28,554 191,712 28,097,004,489.5 238 10,307 1,081,345,750.0 89 1,861 441,121,000.0 0 28,703 200,158 28,737,229,239.5 0 

東 京 管 内 12,588 95,206 23,529,849,921.5 99 4,806 499,358,250.0 40 1,163 336,491,000.0 0 12,647 98,849 23,692,717,171.5 0 
東 　 京 8,460� 66,030� 21,282,115,700.0� 48� 3,392� 346,891,750.0� 20� 669� 166,276,000.0� 0� 8,488� 68,753� 21,462,731,450.0� 0�
横 　 浜 948� 8,035� 644,078,350.0� 7� 277� 12,400,000.0� 3� 145� 0.0� 0� 952� 8,167� 656,478,350.0� 0�
さ い た ま 588� 4,006� 248,569,160.0� 8� 427� 14,400,000.0� 4� 207� 32,700,000.0� 0� 592� 4,226� 230,269,160.0� 0�
千 　 葉 691� 4,067� 240,574,600.0� 9� 65� 250,000.0� 5� 29� 2,100,000.0� 0� 695� 4,103� 238,724,600.0� 0�
水 　 戸 199� 1,378� 112,976,467.5� 0� 0� 0.0� 3� 20� 0.0� 0� 196� 1,358� 112,976,467.5� 0�
宇 都 宮 104� 1,682� 318,667,500.0� 3� 42� 3,250,000.0� 1� 44� 113,800,000.0� 0� 106� 1,680� 208,117,500.0� 0�
前 　 橋 210� 1,467� 110,604,400.0� 3� 255� 68,961,500.0� 0� 0� 0.0� 0� 213� 1,722� 179,565,900.0� 0�
静 　 岡 522� 4,287� 193,391,750.0� 5� 78� 2,215,000.0� 2� 12� 1,115,000.0� 0� 525� 4,353� 194,491,750.0� 0�
甲 　 府 82� 368� 50,260,000.0� 1� 35� 20,000,000.0� 1� 35� 20,000,000.0� 0� 82� 368� 50,260,000.0� 0�
長 　 野 425� 2,119� 101,397,350.0� 9� 190� 30,240,000.0� 1� 2� 500,000.0� 0� 433� 2,307� 131,137,350.0� 0�
新 　 潟 359� 1,767� 227,214,644.0� 6� 45� 750,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 365� 1,812� 227,964,644.0� 0�

大 阪 管 内 5,048 31,384 1,354,759,050.0 53 649 142,763,500.0 18 409 16,100,000.0 0 5,083 31,624 1,481,422,550.0 0 
大 　 阪 2,913� 18,623� 762,212,850.0� 33� 401� 98,613,500.0� 3� 140� 4,700,000.0� 0� 2,943� 18,884� 856,126,350.0� 0�
京 　 都 630� 3,515� 95,694,350.0� 6� 31� 32,250,000.0� 3� 27� 200,000.0� 0� 633� 3,519� 127,744,350.0� 0�
神 　 戸 1,025� 5,968� 238,654,500.0� 5� 5� 1,000,000.0� 7� 38� 0.0� 0� 1,023� 5,935� 239,654,500.0� 0�
奈 　 良 103� 689� 34,775,200.0� 3� 14� 500,000.0� 1� 24� 1,200,000.0� 0� 105� 679� 34,075,200.0� 0�
大 　 津 138� 1,248� 75,198,500.0� 3� 178� 0.0� 3� 178� 0.0� 0� 138� 1,248� 75,198,500.0� 0�
和 歌 山 239� 1,341� 148,223,650.0� 3� 20� 10,400,000.0� 1� 2� 10,000,000.0� 0� 241� 1,359� 148,623,650.0� 0�

名 古 屋 管 内 2,296 13,316 947,479,450.0 27 2,089 189,813,000.0 9 70 34,600,000.0 0 2,314 15,335 1,102,692,450.0 0 
名 古 屋 1,421� 7,438� 547,248,950.0� 6� 824� 52,823,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 1,427� 8,262� 600,071,950.0� 0�

津 48� 331� 14,297,700.0� 6� 17� 1,250,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 54� 348� 15,547,700.0� 0�
岐 　 阜 224� 1,529� 82,847,750.0� 7� 782� 15,700,000.0� 6� 56� 24,600,000.0� 0� 225� 2,255� 73,947,750.0� 0�
福 　 井 161� 705� 35,211,950.0� 3� 105� 33,483,000.0� 2� 13� 0.0� 0� 162� 797� 68,694,950.0� 0�
金 　 沢 240� 1,551� 121,548,250.0� 2� 264� 30,137,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 242� 1,815� 151,685,250.0� 0�
富 　 山 202� 1,762� 146,324,850.0� 3� 97� 56,420,000.0� 1� 1� 10,000,000.0� 0� 204� 1,858� 192,744,850.0� 0�

広 島 管 内 1,254 7,059 403,087,203.0 8 293 28,580,000.0 10 102 6,130,000.0 0 1,252 7,250 425,537,203.0 0 
広 　 島 574� 2,969� 148,864,810.0� 3� 42� 12,500,000.0� 2� 42� 1,000,000.0� 0� 575� 2,969� 160,364,810.0� 0�
山 　 口 179� 1,037� 33,325,000.0� 3� 200� 2,080,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 182� 1,237� 35,405,000.0� 0�
岡 　 山 418� 2,277� 131,152,193.0� 0� 0� 0.0� 6� 13� 130,000.0� 0� 412� 2,264� 131,022,193.0� 0�
鳥 　 取 33� 259� 37,973,550.0� 0� 0� 0.0� 1� 46� 0.0� 0� 32� 213� 37,973,550.0� 0�
松 　 江 50� 517� 51,771,650.0� 2� 51� 14,000,000.0� 1� 1� 5,000,000.0� 0� 51� 567� 60,771,650.0� 0�

福 岡 管 内 2,421 24,514 660,709,745.0 27 334 84,381,000.0 2 25 13,000,000.0 0 2,446 24,823 732,090,745.0 0 
福 　 岡 964� 18,486� 358,138,197.5� 6� 205� 52,130,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 970� 18,691� 410,268,197.5� 0�
佐 　 賀 75� 208� 14,319,500.0� 3� 5� 1,250,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 78� 213� 15,569,500.0� 0�
長 　 崎 249� 1,442� 12,301,847.5� 4� 18� 250,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 253� 1,460� 12,551,847.5� 0�
大 　 分 258� 704� 56,511,500.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 258� 704� 56,511,500.0� 0�
熊 　 本 331� 1,207� 70,447,600.0� 3� 90� 25,751,000.0� 1� 12� 0.0� 0� 333� 1,285� 96,198,600.0� 0�
鹿 児 島 292� 1,572� 39,026,000.0� 1� 1� 400,000.0� 1� 13� 13,000,000.0� 0� 292� 1,560� 26,426,000.0� 0�
宮 　 崎 173� 703� 39,715,600.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 173� 703� 39,715,600.0� 0�
那 　 覇 79� 192� 70,249,500.0� 10� 15� 4,600,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 89� 207� 74,849,500.0� 0�

仙 台 管 内 1,530 6,889 621,710,420.0 11 61 2,240,000.0 4 31 32,500,000.0 0 1,537 6,919 591,450,420.0 0 
仙 　 台 469� 1,781� 87,779,100.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 469� 1,781� 87,779,100.0� 0�
福 　 島 349� 1,228� 117,406,000.0� 1� 1� 240,000.0� 4� 31� 32,500,000.0� 0� 346� 1,198� 85,146,000.0� 0�
山 　 形 177� 1,141� 122,070,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 177� 1,141� 122,070,000.0� 0�
盛 　 岡 201� 887� 153,413,770.0� 3� 3� 500,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 204� 890� 153,913,770.0� 0�
秋 　 田 239� 1,187� 38,742,550.0� 6� 6� 1,500,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 245� 1,193� 40,242,550.0� 0�
青 　 森 95� 665� 102,299,000.0� 1� 51� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 96� 716� 102,299,000.0� 0�

札 幌 管 内 2,714 9,777 431,562,850.0 11 1,761 100,770,000.0 6 61 2,300,000.0 0 2,719 11,477 530,032,850.0 0 
札 　 幌 1,602� 5,299� 169,325,950.0� 2� 695� 46,000,000.0� 1� 9� 0.0� 0� 1,603� 5,985� 215,325,950.0� 0�
函 　 館 360� 953� 45,357,850.0� 1� 16� 2,300,000.0� 2� 16� 2,300,000.0� 0� 359� 953� 45,357,850.0� 0�
旭 　 川 463� 1,835� 163,385,150.0� 4� 172� 10,020,000.0� 1� 20� 0.0� 0� 466� 1,987� 173,405,150.0� 0�
釧 　 路 289� 1,690� 53,493,900.0� 4� 878� 42,450,000.0� 2� 16� 0.0� 0� 291� 2,552� 95,943,900.0� 0�

高 松 管 内 703 3,567 147,845,850.0 2 314 33,440,000.0 0 0 0.0 0 705 3,881 181,285,850.0 0 
高 　 松 316� 1,769� 23,932,650.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 316� 1,769� 23,932,650.0� 0�
徳 　 島 109� 342� 17,204,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 109� 342� 17,204,000.0� 0�
高 　 知 57� 278� 33,840,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 57� 278� 33,840,000.0� 0�
松 　 山 221� 1,178� 72,869,200.0� 2� 314� 33,440,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 223� 1,492� 106,309,200.0� 0�
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（金額単位　円）

区　分

庁　名
前　年　度　越　高 受　　　　　　　高 払　　　　　　　　高 現　　　在　　　高 利札払渡

認可件数件　数 枚　数 券　面　額 件　数 枚　数 券　面　額 件　数 枚　数 券　面　額 内渡件数 件　数 枚　数 券　面　額
総 数 28,554 191,712 28,097,004,489.5 238 10,307 1,081,345,750.0 89 1,861 441,121,000.0 0 28,703 200,158 28,737,229,239.5 0 

東 京 管 内 12,588 95,206 23,529,849,921.5 99 4,806 499,358,250.0 40 1,163 336,491,000.0 0 12,647 98,849 23,692,717,171.5 0 
東 　 京 8,460� 66,030� 21,282,115,700.0� 48� 3,392� 346,891,750.0� 20� 669� 166,276,000.0� 0� 8,488� 68,753� 21,462,731,450.0� 0�
横 　 浜 948� 8,035� 644,078,350.0� 7� 277� 12,400,000.0� 3� 145� 0.0� 0� 952� 8,167� 656,478,350.0� 0�
さ い た ま 588� 4,006� 248,569,160.0� 8� 427� 14,400,000.0� 4� 207� 32,700,000.0� 0� 592� 4,226� 230,269,160.0� 0�
千 　 葉 691� 4,067� 240,574,600.0� 9� 65� 250,000.0� 5� 29� 2,100,000.0� 0� 695� 4,103� 238,724,600.0� 0�
水 　 戸 199� 1,378� 112,976,467.5� 0� 0� 0.0� 3� 20� 0.0� 0� 196� 1,358� 112,976,467.5� 0�
宇 都 宮 104� 1,682� 318,667,500.0� 3� 42� 3,250,000.0� 1� 44� 113,800,000.0� 0� 106� 1,680� 208,117,500.0� 0�
前 　 橋 210� 1,467� 110,604,400.0� 3� 255� 68,961,500.0� 0� 0� 0.0� 0� 213� 1,722� 179,565,900.0� 0�
静 　 岡 522� 4,287� 193,391,750.0� 5� 78� 2,215,000.0� 2� 12� 1,115,000.0� 0� 525� 4,353� 194,491,750.0� 0�
甲 　 府 82� 368� 50,260,000.0� 1� 35� 20,000,000.0� 1� 35� 20,000,000.0� 0� 82� 368� 50,260,000.0� 0�
長 　 野 425� 2,119� 101,397,350.0� 9� 190� 30,240,000.0� 1� 2� 500,000.0� 0� 433� 2,307� 131,137,350.0� 0�
新 　 潟 359� 1,767� 227,214,644.0� 6� 45� 750,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 365� 1,812� 227,964,644.0� 0�

大 阪 管 内 5,048 31,384 1,354,759,050.0 53 649 142,763,500.0 18 409 16,100,000.0 0 5,083 31,624 1,481,422,550.0 0 
大 　 阪 2,913� 18,623� 762,212,850.0� 33� 401� 98,613,500.0� 3� 140� 4,700,000.0� 0� 2,943� 18,884� 856,126,350.0� 0�
京 　 都 630� 3,515� 95,694,350.0� 6� 31� 32,250,000.0� 3� 27� 200,000.0� 0� 633� 3,519� 127,744,350.0� 0�
神 　 戸 1,025� 5,968� 238,654,500.0� 5� 5� 1,000,000.0� 7� 38� 0.0� 0� 1,023� 5,935� 239,654,500.0� 0�
奈 　 良 103� 689� 34,775,200.0� 3� 14� 500,000.0� 1� 24� 1,200,000.0� 0� 105� 679� 34,075,200.0� 0�
大 　 津 138� 1,248� 75,198,500.0� 3� 178� 0.0� 3� 178� 0.0� 0� 138� 1,248� 75,198,500.0� 0�
和 歌 山 239� 1,341� 148,223,650.0� 3� 20� 10,400,000.0� 1� 2� 10,000,000.0� 0� 241� 1,359� 148,623,650.0� 0�

名 古 屋 管 内 2,296 13,316 947,479,450.0 27 2,089 189,813,000.0 9 70 34,600,000.0 0 2,314 15,335 1,102,692,450.0 0 
名 古 屋 1,421� 7,438� 547,248,950.0� 6� 824� 52,823,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 1,427� 8,262� 600,071,950.0� 0�

津 48� 331� 14,297,700.0� 6� 17� 1,250,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 54� 348� 15,547,700.0� 0�
岐 　 阜 224� 1,529� 82,847,750.0� 7� 782� 15,700,000.0� 6� 56� 24,600,000.0� 0� 225� 2,255� 73,947,750.0� 0�
福 　 井 161� 705� 35,211,950.0� 3� 105� 33,483,000.0� 2� 13� 0.0� 0� 162� 797� 68,694,950.0� 0�
金 　 沢 240� 1,551� 121,548,250.0� 2� 264� 30,137,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 242� 1,815� 151,685,250.0� 0�
富 　 山 202� 1,762� 146,324,850.0� 3� 97� 56,420,000.0� 1� 1� 10,000,000.0� 0� 204� 1,858� 192,744,850.0� 0�

広 島 管 内 1,254 7,059 403,087,203.0 8 293 28,580,000.0 10 102 6,130,000.0 0 1,252 7,250 425,537,203.0 0 
広 　 島 574� 2,969� 148,864,810.0� 3� 42� 12,500,000.0� 2� 42� 1,000,000.0� 0� 575� 2,969� 160,364,810.0� 0�
山 　 口 179� 1,037� 33,325,000.0� 3� 200� 2,080,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 182� 1,237� 35,405,000.0� 0�
岡 　 山 418� 2,277� 131,152,193.0� 0� 0� 0.0� 6� 13� 130,000.0� 0� 412� 2,264� 131,022,193.0� 0�
鳥 　 取 33� 259� 37,973,550.0� 0� 0� 0.0� 1� 46� 0.0� 0� 32� 213� 37,973,550.0� 0�
松 　 江 50� 517� 51,771,650.0� 2� 51� 14,000,000.0� 1� 1� 5,000,000.0� 0� 51� 567� 60,771,650.0� 0�

福 岡 管 内 2,421 24,514 660,709,745.0 27 334 84,381,000.0 2 25 13,000,000.0 0 2,446 24,823 732,090,745.0 0 
福 　 岡 964� 18,486� 358,138,197.5� 6� 205� 52,130,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 970� 18,691� 410,268,197.5� 0�
佐 　 賀 75� 208� 14,319,500.0� 3� 5� 1,250,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 78� 213� 15,569,500.0� 0�
長 　 崎 249� 1,442� 12,301,847.5� 4� 18� 250,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 253� 1,460� 12,551,847.5� 0�
大 　 分 258� 704� 56,511,500.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 258� 704� 56,511,500.0� 0�
熊 　 本 331� 1,207� 70,447,600.0� 3� 90� 25,751,000.0� 1� 12� 0.0� 0� 333� 1,285� 96,198,600.0� 0�
鹿 児 島 292� 1,572� 39,026,000.0� 1� 1� 400,000.0� 1� 13� 13,000,000.0� 0� 292� 1,560� 26,426,000.0� 0�
宮 　 崎 173� 703� 39,715,600.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 173� 703� 39,715,600.0� 0�
那 　 覇 79� 192� 70,249,500.0� 10� 15� 4,600,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 89� 207� 74,849,500.0� 0�

仙 台 管 内 1,530 6,889 621,710,420.0 11 61 2,240,000.0 4 31 32,500,000.0 0 1,537 6,919 591,450,420.0 0 
仙 　 台 469� 1,781� 87,779,100.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 469� 1,781� 87,779,100.0� 0�
福 　 島 349� 1,228� 117,406,000.0� 1� 1� 240,000.0� 4� 31� 32,500,000.0� 0� 346� 1,198� 85,146,000.0� 0�
山 　 形 177� 1,141� 122,070,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 177� 1,141� 122,070,000.0� 0�
盛 　 岡 201� 887� 153,413,770.0� 3� 3� 500,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 204� 890� 153,913,770.0� 0�
秋 　 田 239� 1,187� 38,742,550.0� 6� 6� 1,500,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 245� 1,193� 40,242,550.0� 0�
青 　 森 95� 665� 102,299,000.0� 1� 51� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 96� 716� 102,299,000.0� 0�

札 幌 管 内 2,714 9,777 431,562,850.0 11 1,761 100,770,000.0 6 61 2,300,000.0 0 2,719 11,477 530,032,850.0 0 
札 　 幌 1,602� 5,299� 169,325,950.0� 2� 695� 46,000,000.0� 1� 9� 0.0� 0� 1,603� 5,985� 215,325,950.0� 0�
函 　 館 360� 953� 45,357,850.0� 1� 16� 2,300,000.0� 2� 16� 2,300,000.0� 0� 359� 953� 45,357,850.0� 0�
旭 　 川 463� 1,835� 163,385,150.0� 4� 172� 10,020,000.0� 1� 20� 0.0� 0� 466� 1,987� 173,405,150.0� 0�
釧 　 路 289� 1,690� 53,493,900.0� 4� 878� 42,450,000.0� 2� 16� 0.0� 0� 291� 2,552� 95,943,900.0� 0�

高 松 管 内 703 3,567 147,845,850.0 2 314 33,440,000.0 0 0 0.0 0 705 3,881 181,285,850.0 0 
高 　 松 316� 1,769� 23,932,650.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 316� 1,769� 23,932,650.0� 0�
徳 　 島 109� 342� 17,204,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 109� 342� 17,204,000.0� 0�
高 　 知 57� 278� 33,840,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 0� 0.0� 0� 57� 278� 33,840,000.0� 0�
松 　 山 221� 1,178� 72,869,200.0� 2� 314� 33,440,000.0� 0� 0� 0.0� 0� 223� 1,492� 106,309,200.0� 0�

（注）　｢内渡件数｣ は，払高件数の内数である。
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７　供託振替国債年計表（平成30年度）
区　分

庁　名
前　年　度　越　高 受　　　　　　　高 払　　　　　　　　高 償　　　　　　還 現��　　在　　��高

件　　数 金　　　額 件　　数 金　　　額 件　数 金　　　額 内　渡 件　数 金　　　額 件　数 金　　　額
総 数 2,721 403,629,570,000 150 33,560,150,000 417 63,268,550,000 42 283 39,748,500,000 2,496 373,921,170,000 

東 京 管 内 1,569 266,811,350,000 76 16,489,250,000 246 30,914,950,000 29 167 23,416,650,000 1,428 252,385,650,000 
東 　 京 1,142� 252,231,000,000� 49� 16,023,100,000� 181� 27,335,500,000� 19� 115� 20,016,200,000� 1,029� 240,918,600,000�
横 浜 94� 4,026,950,000� 7� 71,750,000� 13� 216,000,000� 2� 9� 96,000,000� 90� 3,882,700,000�
さ い た ま 43� 1,759,150,000� 2� 15,000,000� 6� 43,800,000� 0� 6� 43,800,000� 39� 1,730,350,000�
千 　 葉 38� 1,484,000,000� 1� 10,000,000� 6� 745,000,000� 0� 5� 735,000,000� 33� 749,000,000�
水 　 戸 6� 204,400,000� 0� 0� 3� 21,200,000� 0� 2� 11,200,000� 3� 183,200,000�
宇 都 宮 6� 229,000,000� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 6� 229,000,000�
前 　 橋 36� 798,100,000� 4� 22,900,000� 5� 32,000,000� 0� 5� 32,000,000� 35� 789,000,000�
静 　 岡 52� 1,038,950,000� 4� 57,100,000� 5� 27,500,000� 2� 3� 27,000,000� 53� 1,068,550,000�
甲 　 府 33� 350,950,000� 1� 3,000,000� 4� 46,000,000� 1� 3� 16,000,000� 31� 307,950,000�
長 　 野 58� 595,400,000� 2� 7,000,000� 9� 95,200,000� 0� 9� 95,200,000� 51� 507,200,000�
新 　 潟 61� 4,093,450,000� 6� 279,400,000� 14� 2,352,750,000� 5� 10� 2,344,250,000� 58� 2,020,100,000�

大 阪 管 内 442 43,379,920,000 27 11,469,050,000 78 5,855,950,000 3 47 5,432,600,000 394 48,993,020,000 
大 　 阪 300� 27,317,850,000� 13� 10,406,700,000� 42� 4,296,000,000� 2� 34� 4,221,000,000� 273� 33,428,550,000�
京 　 都 33� 533,400,000� 3� 25,000,000� 8� 83,000,000� 0� 2� 40,000,000� 28� 475,400,000�
神 　 戸 76� 14,777,770,000� 5� 1,011,300,000� 21� 1,370,950,000� 0� 5� 1,075,600,000� 60� 14,418,120,000�
奈 　 良 14� 187,900,000� 4� 6,050,000� 3� 73,000,000� 0� 3� 73,000,000� 15� 120,950,000�
大 　 津 4� 224,500,000� 0� 0� 1� 3,000,000� 1� 1� 3,000,000� 4� 221,500,000�
和 歌 山 15� 338,500,000� 2� 20,000,000� 3� 30,000,000� 0� 2� 20,000,000� 14� 328,500,000�

名 古 屋 管 内 281 43,175,200,000 20 5,021,700,000 40 21,389,100,000 7 29 7,216,900,000 268 26,807,800,000 
名 古 屋 188� 34,121,950,000� 11� 3,653,700,000� 23� 20,547,000,000� 3� 17� 6,597,000,000� 179� 17,228,650,000�

津 33� 2,969,450,000� 3� 400,800,000� 4� 230,000,000� 0� 3� 30,000,000� 32� 3,140,250,000�
岐 　 阜 11� 894,000,000� 0� 0� 2� 200,000,000� 2� 2� 200,000,000� 11� 694,000,000�
福 　 井 21� 4,214,400,000� 5� 957,200,000� 6� 257,200,000� 2� 3� 245,000,000� 22� 4,914,400,000�
金 　 沢 22� 745,100,000� 0� 0� 4� 154,600,000� 0� 3� 144,600,000� 18� 590,500,000�
富 　 山 6� 230,300,000� 1� 10,000,000� 1� 300,000� 0� 1� 300,000� 6� 240,000,000�

広 島 管 内 106 23,940,100,000 7 41,100,000 14 1,822,000,000 1 12 1,802,000,000 100 22,159,200,000 
広 　 島 24� 595,000,000� 4� 16,600,000� 3� 30,000,000� 0� 1� 10,000,000� 25� 581,600,000�
山 　 口 24� 22,101,000,000� 1� 10,000,000� 4� 1,742,000,000� 0� 4� 1,742,000,000� 21� 20,369,000,000�
岡 　 山 40� 1,025,100,000� 1� 10,000,000� 5� 32,000,000� 1� 5� 32,000,000� 37� 1,003,100,000�
鳥 　 取 16� 207,000,000� 1� 4,500,000� 2� 18,000,000� 0� 2� 18,000,000� 15� 193,500,000�
松 　 江 2� 12,000,000� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 2� 12,000,000�

福 岡 管 内 103 7,755,000,000 8 87,600,000 11 1,081,400,000 0 9 1,069,400,000 100 6,761,200,000 
福 　 岡 49� 4,810,400,000� 2� 20,300,000� 7� 975,400,000� 0� 5� 963,400,000� 44� 3,855,300,000�
佐 　 賀 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0�
長 　 崎 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0�
大 　 分 9� 236,000,000� 1� 10,000,000� 2� 100,000,000� 0� 2� 100,000,000� 8� 146,000,000�
熊 　 本 17� 164,500,000� 2� 8,500,000� 0� 0� 0� 0� 0� 19� 173,000,000�
鹿 児 島 21� 1,497,300,000� 3� 48,800,000� 2� 6,000,000� 0� 2� 6,000,000� 22� 1,540,100,000�
宮 　 崎 1� 20,000,000� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 1� 20,000,000�
那 　 覇 6� 1,026,800,000� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 6� 1,026,800,000�

仙 台 管 内 105 4,923,700,000 5 351,450,000 15 728,550,000 2 10 414,350,000 97 4,546,600,000 
仙 　 台 3� 208,000,000� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 3� 208,000,000�
福 　 島 55� 2,401,250,000� 2� 38,150,000� 7� 259,350,000� 0� 6� 249,350,000� 50� 2,180,050,000�
山 　 形 11� 1,333,000,000� 1� 300,000,000� 4� 304,200,000� 2� 0� 0� 10� 1,328,800,000�
盛 　 岡 18� 227,400,000� 2� 13,300,000� 1� 10,000,000� 0� 1� 10,000,000� 19� 230,700,000�
秋 　 田 2� 79,000,000� 0� 0� 1� 55,000,000� 0� 1� 55,000,000� 1� 24,000,000�
青 　 森 16� 675,050,000� 0� 0� 2� 100,000,000� 0� 2� 100,000,000� 14� 575,050,000�

札 幌 管 内 72 5,827,600,000 5 65,000,000 6 333,400,000 0 5 323,400,000 71 5,559,200,000 
札 　 幌 49� 2,805,100,000� 3� 25,000,000� 3� 16,900,000� 0� 2� 6,900,000� 49� 2,813,200,000�
函 　 館 19� 2,922,500,000� 2� 40,000,000� 2� 306,500,000� 0� 2� 306,500,000� 19� 2,656,000,000�
旭 　 川 2� 80,000,000� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 2� 80,000,000�
釧 　 路 2� 20,000,000� 0� 0� 1� 10,000,000� 0� 1� 10,000,000� 1� 10,000,000�

高 松 管 内 43 7,816,700,000 2 35,000,000 7 1,143,200,000 0 4 73,200,000 38 6,708,500,000 
高 　 松 13� 4,054,000,000� 1� 25,000,000� 3� 1,070,000,000� 0� 1� 25,000,000� 11� 3,009,000,000�
徳 　 島 3� 45,000,000� 1� 10,000,000� 1� 25,000,000� 0� 1� 25,000,000� 3� 30,000,000�
高 　 知 1� 25,000,000� 0� 0� 1� 25,000,000� 0� 0� 0� 0� 0�
松 　 山 26� 3,692,700,000� 0� 0� 2� 23,200,000� 0� 2� 23,200,000� 24� 3,669,500,000�
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（金額単位　円）

区　分

庁　名
前　年　度　越　高 受　　　　　　　高 払　　　　　　　　高 償　　　　　　還 現��　　在　　��高

件　　数 金　　　額 件　　数 金　　　額 件　数 金　　　額 内　渡 件　数 金　　　額 件　数 金　　　額
総 数 2,721 403,629,570,000 150 33,560,150,000 417 63,268,550,000 42 283 39,748,500,000 2,496 373,921,170,000 

東 京 管 内 1,569 266,811,350,000 76 16,489,250,000 246 30,914,950,000 29 167 23,416,650,000 1,428 252,385,650,000 
東 　 京 1,142� 252,231,000,000� 49� 16,023,100,000� 181� 27,335,500,000� 19� 115� 20,016,200,000� 1,029� 240,918,600,000�
横 浜 94� 4,026,950,000� 7� 71,750,000� 13� 216,000,000� 2� 9� 96,000,000� 90� 3,882,700,000�
さ い た ま 43� 1,759,150,000� 2� 15,000,000� 6� 43,800,000� 0� 6� 43,800,000� 39� 1,730,350,000�
千 　 葉 38� 1,484,000,000� 1� 10,000,000� 6� 745,000,000� 0� 5� 735,000,000� 33� 749,000,000�
水 　 戸 6� 204,400,000� 0� 0� 3� 21,200,000� 0� 2� 11,200,000� 3� 183,200,000�
宇 都 宮 6� 229,000,000� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 6� 229,000,000�
前 　 橋 36� 798,100,000� 4� 22,900,000� 5� 32,000,000� 0� 5� 32,000,000� 35� 789,000,000�
静 　 岡 52� 1,038,950,000� 4� 57,100,000� 5� 27,500,000� 2� 3� 27,000,000� 53� 1,068,550,000�
甲 　 府 33� 350,950,000� 1� 3,000,000� 4� 46,000,000� 1� 3� 16,000,000� 31� 307,950,000�
長 　 野 58� 595,400,000� 2� 7,000,000� 9� 95,200,000� 0� 9� 95,200,000� 51� 507,200,000�
新 　 潟 61� 4,093,450,000� 6� 279,400,000� 14� 2,352,750,000� 5� 10� 2,344,250,000� 58� 2,020,100,000�

大 阪 管 内 442 43,379,920,000 27 11,469,050,000 78 5,855,950,000 3 47 5,432,600,000 394 48,993,020,000 
大 　 阪 300� 27,317,850,000� 13� 10,406,700,000� 42� 4,296,000,000� 2� 34� 4,221,000,000� 273� 33,428,550,000�
京 　 都 33� 533,400,000� 3� 25,000,000� 8� 83,000,000� 0� 2� 40,000,000� 28� 475,400,000�
神 　 戸 76� 14,777,770,000� 5� 1,011,300,000� 21� 1,370,950,000� 0� 5� 1,075,600,000� 60� 14,418,120,000�
奈 　 良 14� 187,900,000� 4� 6,050,000� 3� 73,000,000� 0� 3� 73,000,000� 15� 120,950,000�
大 　 津 4� 224,500,000� 0� 0� 1� 3,000,000� 1� 1� 3,000,000� 4� 221,500,000�
和 歌 山 15� 338,500,000� 2� 20,000,000� 3� 30,000,000� 0� 2� 20,000,000� 14� 328,500,000�

名 古 屋 管 内 281 43,175,200,000 20 5,021,700,000 40 21,389,100,000 7 29 7,216,900,000 268 26,807,800,000 
名 古 屋 188� 34,121,950,000� 11� 3,653,700,000� 23� 20,547,000,000� 3� 17� 6,597,000,000� 179� 17,228,650,000�

津 33� 2,969,450,000� 3� 400,800,000� 4� 230,000,000� 0� 3� 30,000,000� 32� 3,140,250,000�
岐 　 阜 11� 894,000,000� 0� 0� 2� 200,000,000� 2� 2� 200,000,000� 11� 694,000,000�
福 　 井 21� 4,214,400,000� 5� 957,200,000� 6� 257,200,000� 2� 3� 245,000,000� 22� 4,914,400,000�
金 　 沢 22� 745,100,000� 0� 0� 4� 154,600,000� 0� 3� 144,600,000� 18� 590,500,000�
富 　 山 6� 230,300,000� 1� 10,000,000� 1� 300,000� 0� 1� 300,000� 6� 240,000,000�

広 島 管 内 106 23,940,100,000 7 41,100,000 14 1,822,000,000 1 12 1,802,000,000 100 22,159,200,000 
広 　 島 24� 595,000,000� 4� 16,600,000� 3� 30,000,000� 0� 1� 10,000,000� 25� 581,600,000�
山 　 口 24� 22,101,000,000� 1� 10,000,000� 4� 1,742,000,000� 0� 4� 1,742,000,000� 21� 20,369,000,000�
岡 　 山 40� 1,025,100,000� 1� 10,000,000� 5� 32,000,000� 1� 5� 32,000,000� 37� 1,003,100,000�
鳥 　 取 16� 207,000,000� 1� 4,500,000� 2� 18,000,000� 0� 2� 18,000,000� 15� 193,500,000�
松 　 江 2� 12,000,000� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 2� 12,000,000�

福 岡 管 内 103 7,755,000,000 8 87,600,000 11 1,081,400,000 0 9 1,069,400,000 100 6,761,200,000 
福 　 岡 49� 4,810,400,000� 2� 20,300,000� 7� 975,400,000� 0� 5� 963,400,000� 44� 3,855,300,000�
佐 　 賀 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0�
長 　 崎 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0�
大 　 分 9� 236,000,000� 1� 10,000,000� 2� 100,000,000� 0� 2� 100,000,000� 8� 146,000,000�
熊 　 本 17� 164,500,000� 2� 8,500,000� 0� 0� 0� 0� 0� 19� 173,000,000�
鹿 児 島 21� 1,497,300,000� 3� 48,800,000� 2� 6,000,000� 0� 2� 6,000,000� 22� 1,540,100,000�
宮 　 崎 1� 20,000,000� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 1� 20,000,000�
那 　 覇 6� 1,026,800,000� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 6� 1,026,800,000�

仙 台 管 内 105 4,923,700,000 5 351,450,000 15 728,550,000 2 10 414,350,000 97 4,546,600,000 
仙 　 台 3� 208,000,000� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 3� 208,000,000�
福 　 島 55� 2,401,250,000� 2� 38,150,000� 7� 259,350,000� 0� 6� 249,350,000� 50� 2,180,050,000�
山 　 形 11� 1,333,000,000� 1� 300,000,000� 4� 304,200,000� 2� 0� 0� 10� 1,328,800,000�
盛 　 岡 18� 227,400,000� 2� 13,300,000� 1� 10,000,000� 0� 1� 10,000,000� 19� 230,700,000�
秋 　 田 2� 79,000,000� 0� 0� 1� 55,000,000� 0� 1� 55,000,000� 1� 24,000,000�
青 　 森 16� 675,050,000� 0� 0� 2� 100,000,000� 0� 2� 100,000,000� 14� 575,050,000�

札 幌 管 内 72 5,827,600,000 5 65,000,000 6 333,400,000 0 5 323,400,000 71 5,559,200,000 
札 　 幌 49� 2,805,100,000� 3� 25,000,000� 3� 16,900,000� 0� 2� 6,900,000� 49� 2,813,200,000�
函 　 館 19� 2,922,500,000� 2� 40,000,000� 2� 306,500,000� 0� 2� 306,500,000� 19� 2,656,000,000�
旭 　 川 2� 80,000,000� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 0� 2� 80,000,000�
釧 　 路 2� 20,000,000� 0� 0� 1� 10,000,000� 0� 1� 10,000,000� 1� 10,000,000�

高 松 管 内 43 7,816,700,000 2 35,000,000 7 1,143,200,000 0 4 73,200,000 38 6,708,500,000 
高 　 松 13� 4,054,000,000� 1� 25,000,000� 3� 1,070,000,000� 0� 1� 25,000,000� 11� 3,009,000,000�
徳 　 島 3� 45,000,000� 1� 10,000,000� 1� 25,000,000� 0� 1� 25,000,000� 3� 30,000,000�
高 　 知 1� 25,000,000� 0� 0� 1� 25,000,000� 0� 0� 0� 0� 0�
松 　 山 26� 3,692,700,000� 0� 0� 2� 23,200,000� 0� 2� 23,200,000� 24� 3,669,500,000�
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Ⅳ　地方入国管理局　
法務省設置法第15条，第21条～第23条，法務省組織令第74
条～第76条，別表第２　法務省組織規則第31条　地方入国
管理局組織規則（平成13年法務省令第13号）

１　地方入国管理局・支局所在地
� （平成30年12月31日現在）

名　　　　　　称 位 　置 管　　轄　　区　　域
札 幌 入 国 管 理 局 札 幌 市 北海道

仙 台 入 国 管 理 局 仙 台 市 青森県　岩手県　宮城県　秋田県
山形県　福島県

東 京 入 国 管 理 局 東 京 都 茨城県　栃木県　群馬県　埼玉県
千葉県　東京都　神奈川県　新潟県
山梨県　長野県

東京入国管理局成田空港支局 成 田 市 千葉県のうち成田国際空港の区域

東京入国管理局羽田空港支局 東京都大田区 東京都のうち東京国際空港の区域

東京入国管理局横浜支局 横 浜 市 神奈川県

名 古 屋 入 国 管 理 局 名 古 屋 市 富山県　石川県　福井県　岐阜県
静岡県　愛知県　三重県

名古屋入国管理局中部空港支局 常 滑 市 愛知県のうち中部国際空港の区域

大 阪 入 国 管 理 局 大 阪 市 滋賀県　京都府　大阪府　兵庫県
奈良県　和歌山県

大阪入国管理局関西空港支局 大阪府泉南
郡 田 尻 町

大阪府のうち関西国際空港の区域

大阪入国管理局神戸支局 神 戸 市 兵庫県（大阪国際空港の区域を除く）

広 島 入 国 管 理 局 広 島 市 鳥取県　島根県　岡山県　広島県
山口県

高 松 入 国 管 理 局 高 松 市 徳島県　香川県　愛媛県　高知県

福 岡 入 国 管 理 局 福 岡 市 福岡県　佐賀県　長崎県　熊本県
大分県　宮崎県　鹿児島県　沖縄県

福岡入国管理局那覇支局 那 覇 市 沖縄県
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２　地方入国管理局・支局出張所所在地
� （平成30年12月31日現在）

地方入
国管理
局　・
支　局

出 張 所 所　 在　 地

札
幌
入
国
管
理
局

函 館 函　　館　　市

旭 川 旭 川 市

釧 路 港 釧　　路　　市

稚 内 港 稚 内 市

千歳苫小牧 千　　歳　　市

仙
台
入
国
管
理
局

青 森 青 森 市

盛　　　岡 盛　　岡　　市

仙 台 空 港 名 取 市

秋 � � 田 秋 田 市

酒 田 港 酒 田 市

郡 山 郡 山 市

東
　
京
　
入
　
国
　
管
　
理
　
局

水 戸 水 戸 市

宇 都 宮 宇 都 宮 市

高 崎 高 崎 市

さ い た ま さ い た ま 市

千�　　�葉 千 葉 市

新　　　宿 東 京 都 新 宿 区

東　　　部 東京都江戸川区

立 川 国 立 市

新 潟 新 潟 市

甲 府 甲 府 市

長 野 長 野 市

※　羽田空港支局に出張所なし

※　成田空港支局に出張所なし

支
局

横
浜 川 崎 川 崎 市

地方入
国管理
局　・
支　局

出 張 所 所　 在　 地

名
古
屋
入
国
管
理
局

富　　　山 富　　山　　市

金　　　沢 金　　沢　　市

福　　　井 福　　井　　市

岐 阜 岐 阜 市

静　　　岡 静　　岡　　市

浜　　　松 浜　　松　　市

豊 橋 港 豊 橋 市

四 日 市 港 四 日 市 市

※　中部空港支局に出張所なし

大
阪
入
国
管
理
局

大 津 大 津 市

京　　　都 京 都 市

舞 鶴 港 舞 鶴 市

奈 良 奈 良 市

和 歌 山 和 歌 山 市

※　関西空港支局に出張所なし

支
局

神
戸 姫　路　港 姫　　路　　市

広
島
入
国
管
理
局

境 港 境 港 市

松 江 松 江 市

岡 山 岡 山 市

福　　　山 福　　山　　市

広 島 空 港 三 原 市

下 関 下 関 市

周　　　南 周 南 市
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地方入
国管理
局　・
支　局

出 張 所 所　 在　 地

入
国
管
理
局

高
　
　
　
松

小 松 島 港 小 松 島 市

松 山 松 山 市

高 知 高 知 市

福 

岡 

入 

国 

管 

理 

局

北 九 州 北 九 州 市

博 多 港 福 岡 市

福 岡 空 港 福 岡 市

佐 賀 佐 賀 市

長 崎 長 崎 市

対 馬 対 馬 市

熊 本 熊 本 市

大 分 大 分 市

宮 崎 宮　　崎　　市

鹿 児 島 鹿 児 島 市

那�
覇�

支�

局

那 覇 空 港 那　　覇　　市

石　垣　港 石　　垣　　市

嘉　手　納 沖縄県中頭郡嘉手納町

宮 古 島 宮 古 島 市
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３　出入国港指定一覧表
　海　港 （平成30年12月31日現在）

都道府県 港　　名 都道府県 港　　名 都道府県 港　　名
北 海 道 紋 別 神 奈 川 三 崎 岡 山 水 島

網 走 新 潟 直 江 津 広 島 福 山
花 咲 新 潟 常 石
釧 路 両 津 尾 道 糸 崎
苫 小 牧 富 山 伏 木 富 山 土 生
室 蘭 石 川 七 尾 呉
函 館 金 沢 鹿 川
小 樽 福 井 内 浦 広 島
留 萌 敦 賀 山 口 岩 国
稚 内 静 岡 田 子 の 浦 平 生
石 狩 湾 新 清 水 徳 山 下 松

青 森 青 森 焼 津 三 田 尻 中 関
八 戸 御 前 崎 宇 部

岩 手 宮 古 愛 知 三 河 萩
釜 石 衣 浦 山口･福岡 関 門
大 船 渡 名 古 屋 徳 島 徳 島 小 松 島

宮 城 気 仙 沼 三 重 四 日 市 橘
石 巻 尾 鷲 香 川 高 松
仙 台 塩 釜 京 都 宮 津 直 島

秋 田 秋 田 船 川 舞 鶴 坂 出
能 代 大 阪 大 阪 丸 亀

山 形 酒 田 阪 南 詫 間
福 島 小 名 浜 兵 庫 尼崎西宮芦屋 愛 媛 三 島 川 之 江

相 馬 神 戸 新 居 浜
茨 城 日 立 東 播 磨 今 治

常 陸 那 珂 姫 路 菊 間
鹿 島 相 生 松 山

千 葉 木 更 津 和 歌 山 田 辺 宇 和 島
千 葉 由 良 高 知 須 崎

東 京 東 京 和 歌 山 下 津 高 知
二 見 新 宮 福 岡 苅 田

神 奈 川 川 崎 鳥取・島根 境 博 多
横 浜 島 根 浜 田 三 池
横 須 賀 岡 山 宇 野 佐 賀 唐 津
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　空　港

都道府県 港　　名 都道府県 港　　名
佐賀・長崎 伊 万 里 北 海 道 新 千 歳
長 崎 長 崎 函 館

佐 世 保 旭 川
厳 原 青 森 青 森

熊 本 水 俣 宮 城 仙 台
八 代 秋 田 秋 田
三 角 福 島 福 島

大 分 大 分 茨 城 百　　里（茨城）
佐 賀 関 千 葉 成 田 国 際
津 久 見 東 京 東京国際（羽田）
佐 伯 新 潟 新 潟

宮 崎 細 島 富 山 富 山
油 津 石 川 小 松

鹿 児 島 鹿 児 島 静 岡 静 岡
川 内 愛 知 中 部 国 際
枕 崎 大 阪 関 西 国 際
志 布 志 鳥 取 美　　保（米子）
喜 入 岡 山 岡 山
名 瀬 広 島 広 島

沖 縄 運 天 香 川 高 松
金 武 中 城 愛 媛 松 山
那 覇 福 岡 福 岡
平 良 北 九 州
石 垣 佐 賀 佐 賀

長 崎 長 崎
熊 本 熊 本
大 分 大 分
宮 崎 宮 崎
鹿 児 島 鹿 児 島
沖 縄 那 覇



－345－

Ⅴ　保護観察所

１　保護観察所の概況
　保護観察所は，全国50か所（地方裁判所所在地）に設置され，⑴保護観察の実施，
⑵懲役，禁錮又は拘留刑の執行終了者等に対する更生緊急保護等の措置の実施，⑶
矯正施設被収容者の出所後の生活環境の調整，⑷犯罪の予防を図るための世論啓発，
社会環境の改善及び地域住民の活動の促進，⑸更生保護法人の指導，監督等，⑹心
神喪失者等医療観察制度における精神保健観察その他の地域社会における処遇並び
に生活環境の調査及び調整の事務をつかさどっている。

２　保護観察所の名称，所在地及び管轄区域
� （平成30年12月31日現在）

名　　称 所　　　在　　　地 管��轄��区��域
札 幌 保 護 観 察 所 札幌市中央区大通西12 札幌地裁の管轄区域
函 館 保 護 観 察 所 函館市新川町25-18 函館　　　〃
旭 川 保 護 観 察 所 旭川市花咲町4 旭川　　　〃
釧 路 保 護 観 察 所 釧路市幸町10-3 釧路　　　〃
青 森 保 護 観 察 所 青森市長島1-3-25 青森　　　〃
盛 岡 保 護 観 察 所 盛岡市内丸8-20 盛岡　　　〃
仙 台 保 護 観 察 所 仙台市青葉区片平1-3-1 仙台　　　〃
秋 田 保 護 観 察 所 秋田市山王7-1-2 秋田　　　〃
山 形 保 護 観 察 所 山形市大手町1-32 山形　　　〃
福 島 保 護 観 察 所 福島市狐塚17 福島　　　〃
水 戸 保 護 観 察 所 水戸市北見町1-11 水戸　　　〃
宇都宮保護観察所 宇都宮市小幡2-1-11 宇都宮　　〃
前 橋 保 護 観 察 所 前橋市大手町3-2-1 前橋　　　〃
さいたま保護観察所 さいたま市浦和区高砂3-16-58 さいたま　〃
千 葉 保 護 観 察 所 千葉市中央区春日2-14-10 千葉　　　〃
�������（処遇部門） 千葉市中央区中央港1-11-3 　　　　　〃

東 京 保 護 観 察 所 東京都千代田区霞が関1-1-1 東京　　　〃
立 川 支 部 立川市緑町6-3 東京地裁立川支部の管

轄区域
横 浜 保 護 観 察 所 横浜市中区新港1-6-2 横浜地裁の管轄区域
新 潟 保 護 観 察 所 新潟市中央区西大畑町5191 新潟　　　〃
甲 府 保 護 観 察 所 甲府市中央1-11-8 甲府　　　〃
長 野 保 護 観 察 所 長野市旭町1108 長野　　　〃

法務省設置法第15条，第24条，第25条　法務省組織令第77条　法務省
組織規則第32条　更生保護法第29条　心神喪失等の状態で重大な他害
行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第19条，第20条　保護
観察所組織規則（平成19年法務省令第22号）
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名　　称 所　　　在　　　地 管��轄��区��域
静 岡 保 護 観 察 所 静岡市葵区追手町9-45 静岡地裁の管轄区域
富 山 保 護 観 察 所 富山市西田地方町2-9-16 富山　　　〃
金 沢 保 護 観 察 所 金沢市西念3-4-1 金沢　　　〃
福 井 保 護 観 察 所 福井市春山1-1-54 福井　　　〃
岐 阜 保 護 観 察 所 岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜　　　〃
名古屋保護観察所 名古屋市中区三の丸4-3-1 名古屋　　〃
津 保 護 観 察 所 津市中央3-12 津　　　　〃
大 津 保 護 観 察 所 大津市京町3-1-1 大津　　　〃
京 都 保 護 観 察 所 京都市上京区烏丸通今出川上る岡松町255 京都　　　〃
大 阪 保 護 観 察 所 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪　　　〃

堺 支 部 堺市堺区南瓦町2-29 大阪地裁堺支部，同岸
和田支部の管轄区域

神 戸 保 護 観 察 所 神戸市中央区橘通1-4-1 神戸地裁の管轄区域
奈 良 保 護 観 察 所 奈良市登大路町1-1 奈良　　　〃
和歌山保護観察所 和歌山市二番丁3 和歌山　　〃
鳥 取 保 護 観 察 所 鳥取市吉方109 鳥取　　　〃
松 江 保 護 観 察 所 松江市向島町134-10 松江　　　〃
岡 山 保 護 観 察 所 岡山市北区南方1-8-1 岡山　　　〃
広 島 保 護 観 察 所 広島市中区上八丁堀2-31 広島　　　〃
山 口 保 護 観 察 所 山口市中河原町6-16 山口　　　〃
徳 島 保 護 観 察 所 徳島市徳島町城内6-6 徳島　　　〃
高 松 保 護 観 察 所 高松市丸の内1-1 高松　　　〃
松 山 保 護 観 察 所 松山市一番町4-4-1 松山　　　〃
高 知 保 護 観 察 所 高知市丸ノ内1-4-1 高知　　　〃
福 岡 保 護 観 察 所 福岡市中央区舞鶴1-4-13 福岡　　　〃

北九州支部 北九州市小倉北区城内5-1 福岡地裁小倉支部，同
行橋支部の管轄区域

佐 賀 保 護 観 察 所 佐賀市城内2-10-20 佐賀地裁の管轄区域
長 崎 保 護 観 察 所 長崎市万才町8-16 長崎　　　〃
熊 本 保 護 観 察 所 熊本市中央区大江3-1-53 熊本　　　〃
大 分 保 護 観 察 所 大分市荷揚町7-5 大分　　　〃
宮 崎 保 護 観 察 所 宮崎市別府町1-1 宮崎　　　〃
鹿児島保護観察所 鹿児島市山下町13-10 鹿児島　　〃
那 覇 保 護 観 察 所 那覇市樋川1-15-15 那覇　　　〃
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３　駐在官事務所の名称及び所在地
� （平成30年12月31日現在）

名　　　　　　　　　　称 所　　 在 　　地

札幌保護観察所室蘭駐在官事務所 室蘭市日の出町1-18-21

旭川保護観察所稚内駐在官事務所 稚内市末広5-6-1

旭川保護観察所沼田駐在官事務所 雨竜郡沼田町南１条3-9-21

釧路保護観察所帯広駐在官事務所 帯広市東五条南9-1-1

釧路保護観察所北見駐在官事務所 北見市寿町4-2-16

釧路保護観察所網走駐在官事務所 網走市台町1-4-15

福島保護観察所いわき駐在官事務所 いわき市平字八幡小路42

水戸保護観察所ひたちなか駐在官事務所 ひたちなか市大字市毛858-82

横浜保護観察所小田原駐在官事務所 小田原市本町1-7-1

新潟保護観察所上越駐在官事務所 上越市西城町2-9-20

長野保護観察所飯田駐在官事務所 飯田市高羽町6-1-5

静岡保護観察所浜松駐在官事務所 浜松市中区中央1-12-4

静岡保護観察所沼津駐在官事務所 沼津市市場町9-1

金沢保護観察所七尾駐在官事務所 七尾市馬出町ハ１

名古屋保護観察所豊橋駐在官事務所 豊橋市大国町111

津保護観察所四日市駐在官事務所 四日市市三栄町4-21

神戸保護観察所姫路駐在官事務所 姫路市北条1-250

神戸保護観察所尼崎駐在官事務所 尼崎市東難波町4-18-36

鳥取保護観察所米子駐在官事務所 米子市東町124-16

岡山保護観察所津山駐在官事務所 津山市山下46-42

広島保護観察所福山駐在官事務所 福山市三吉町1-7-2

山口保護観察所下関駐在官事務所 下関市竹崎町4-6-1

松山保護観察所宇和島駐在官事務所 宇和島市天神町4-40

福岡保護観察所飯塚駐在官事務所 飯塚市芳雄町13-6

長崎保護観察所佐世保駐在官事務所 佐世保市祗園町21-1

熊本保護観察所八代駐在官事務所 八代市西松江城町11-11

鹿児島保護観察所奄美駐在官事務所 奄美市名瀬矢之脇町1-2

那覇保護観察所石垣駐在官事務所 石垣市字登野城55-4

那覇保護観察所宮古島駐在官事務所 宮古島市平良字下里1016
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４　保護観察所事件取扱状況
⑴　保護観察の開始及び終了（平成30年）

保護観察の種別
保 護 観 察 所

前年からの
繰　越　し

開　　始　　等 終　　了　　等
年末現在�
保護観察�
中の人員

本年新たに�
一 時 解 除

本年新たに�
仮　解　除

年末現在保護観察中の人員のうち特殊な状態にあるもの

総　数 開　始 移　送 総　数 保護観察
終　　了 移　送 一時解除 仮解除 所在不明 法令による

身 柄 拘 束法77条第１
項の停止

総 数 30,770 32,554 30,845 1,709 34,304 32,591 1,713 29,020 6 137 2 136 273 99 570 
１ 号 観 察 12,833 13,543 12,945 598 14,730 14,130 600 11,646 6 － 2 － 67 － 129 
一 般 7,798� 5,231� 4,814� 417� 5,770� 5,354� 416� 7,259� 6� － 2� － 46� － 93�
交 通 2,300� 2,241� 2,115� 126� 2,538� 2,411� 127� 2,003� － － － － 12� － 27�
短 期 1,138� 1,632� 1,582� 50� 1,820� 1,768� 52� 950� － － － － 4� － 6�
交 通 短 期 1,597� 4,439� 4,434� 5� 4,602� 4,597� 5� 1,434� － － － － 5� － 3�
２ 号 観 察 3,262 2,367 2,146 221 2,893 2,672 221 2,736 － － － － 21 － 57 
ＳＥ・ＳＡ対象者以外 2,564� 1,967� 1,784� 183� 2,377� 2,194� 183� 2,154� － － － － 19� － 48�
ＳＥ・ＳＡ対象者 698� 400� 362� 38� 516� 478� 38� 582� － － － － 2� － 9�
３ 号 観 察 4,820 12,581 12,299 282 12,670 12,388 282 4,731 － － － － 102 99 85 
全 部 実 刑 … … 11,307� … … 11,597� … 4,419� － － － － 101� 98� 82�
一 部 猶 予 … … 992� … … 791� … 312� － － － － 1� 1� 3�
４ 号 観 察 9,855 4,063 3,455 608 4,011 3,401 610 9,907 － 137 － 136 83 － 299 
一 部 猶 予 … … 974� … … 75� … 1,146� － － － － 2� － 54�
全 部 猶 予 … … 2,481� … … 3,326� … 8,761� － 137� － 136� 81� － 245�
５ 号 観 察 － － － － － － － － － － － － － － －

北海道地方委員会管内 1,254 1,454 1,380 74 1,611 1,527 84 1,097 － 4 － 4 21 9 15 
札 幌 778� 828� 789� 39� 936� 900� 36� 670� － 3� － 3� 13� 3� 11�
函 館 106� 165� 156� 9� 165� 153� 12� 106� － － － － 4� 4� 1�
旭 川 182� 196� 185� 11� 232� 208� 24� 146� － － － － 2� － 1�
釧 路 188� 265� 250� 15� 278� 266� 12� 175� － 1� － 1� 2� 2� 2�

東北地方委員会管内 1,514 1,416 1,348 68 1,609 1,527 82 1,321 － 7 － 7 8 2 23 
青 森 174� 167� 162� 5� 181� 171� 10� 160� － 1� － － 1� － 6�
盛 岡 174� 179� 166� 13� 191� 183� 8� 162� － 1� － 1� － － 5�
仙 台 486� 389� 366� 23� 469� 451� 18� 406� － 5� － 5� 3� － 3�
秋 田 149� 133� 131� 2� 155� 145� 10� 127� － － － － 1� 1� 2�
山 形 173� 183� 179� 4� 192� 187� 5� 164� － － － 1� － － 3�
福 島 358� 365� 344� 21� 421� 390� 31� 302� － － － － 3� 1� 4�

関東地方委員会管内 11,513 12,031 11,302 729 12,266 11,603 663 11,278 5 47 2 46 128 48 262 
水 戸 699� 745� 708� 37� 796� 760� 36� 648� － 3� － 2� 4� 2� 13�
宇 都 宮 488� 521� 495� 26� 515� 481� 34� 494� － 4� － 3� 5� 1� 11�
前 橋 474� 447� 425� 22� 504� 488� 16� 417� － － － － 3� 1� －
さ い た ま 1,648� 1,583� 1,461� 122� 1,703� 1,621� 82� 1,528� － 10� － 10� 26� 4� 37�
千 葉 1,348� 1,403� 1,305� 98� 1,349� 1,273� 76� 1,402� 3� 8� 1� 6� 4� 1� 34�
東 京 3,004� 3,484� 3,255� 229� 3,516� 3,283� 233� 2,972� － 4� － 5� 36� 28� 91�
（ 本 　 　 庁 ） 2,171� 2,475� 2,306� 169� 2,529� 2,360� 169� 2,117� － 2� － 2� 31� 26� 79�
（ 立 川 支 部 ） 833� 1,009� 949� 60� 987� 923� 64� 855� － 2� － 3� 5� 2� 12�
横 浜 2,119� 2,269� 2,129� 140� 2,146� 2,035� 111� 2,242� － 4� － 4� 39� 10� 59�
新 潟 415� 376� 367� 9� 408� 387� 21� 383� 1� 2� 1� 5� 3� － 8�
甲 府 202� 210� 200� 10� 224� 216� 8� 188� － 2� － 3� － － 1�
長 野 341� 318� 313� 5� 352� 340� 12� 307� 1� 1� － 1� － － 3�
静 岡 775� 675� 644� 31� 753� 719� 34� 697� － 9� － 7� 8� 1� 5�
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保護観察の種別
保 護 観 察 所

前年からの
繰　越　し

開　　始　　等 終　　了　　等
年末現在�
保護観察�
中の人員

本年新たに�
一 時 解 除

本年新たに�
仮　解　除

年末現在保護観察中の人員のうち特殊な状態にあるもの

総　数 開　始 移　送 総　数 保護観察
終　　了 移　送 一時解除 仮解除 所在不明 法令による

身 柄 拘 束法77条第１
項の停止

総 数 30,770 32,554 30,845 1,709 34,304 32,591 1,713 29,020 6 137 2 136 273 99 570 
１ 号 観 察 12,833 13,543 12,945 598 14,730 14,130 600 11,646 6 － 2 － 67 － 129 
一 般 7,798� 5,231� 4,814� 417� 5,770� 5,354� 416� 7,259� 6� － 2� － 46� － 93�
交 通 2,300� 2,241� 2,115� 126� 2,538� 2,411� 127� 2,003� － － － － 12� － 27�
短 期 1,138� 1,632� 1,582� 50� 1,820� 1,768� 52� 950� － － － － 4� － 6�
交 通 短 期 1,597� 4,439� 4,434� 5� 4,602� 4,597� 5� 1,434� － － － － 5� － 3�
２ 号 観 察 3,262 2,367 2,146 221 2,893 2,672 221 2,736 － － － － 21 － 57 
ＳＥ・ＳＡ対象者以外 2,564� 1,967� 1,784� 183� 2,377� 2,194� 183� 2,154� － － － － 19� － 48�
ＳＥ・ＳＡ対象者 698� 400� 362� 38� 516� 478� 38� 582� － － － － 2� － 9�
３ 号 観 察 4,820 12,581 12,299 282 12,670 12,388 282 4,731 － － － － 102 99 85 
全 部 実 刑 … … 11,307� … … 11,597� … 4,419� － － － － 101� 98� 82�
一 部 猶 予 … … 992� … … 791� … 312� － － － － 1� 1� 3�
４ 号 観 察 9,855 4,063 3,455 608 4,011 3,401 610 9,907 － 137 － 136 83 － 299 
一 部 猶 予 … … 974� … … 75� … 1,146� － － － － 2� － 54�
全 部 猶 予 … … 2,481� … … 3,326� … 8,761� － 137� － 136� 81� － 245�
５ 号 観 察 － － － － － － － － － － － － － － －

北海道地方委員会管内 1,254 1,454 1,380 74 1,611 1,527 84 1,097 － 4 － 4 21 9 15 
札 幌 778� 828� 789� 39� 936� 900� 36� 670� － 3� － 3� 13� 3� 11�
函 館 106� 165� 156� 9� 165� 153� 12� 106� － － － － 4� 4� 1�
旭 川 182� 196� 185� 11� 232� 208� 24� 146� － － － － 2� － 1�
釧 路 188� 265� 250� 15� 278� 266� 12� 175� － 1� － 1� 2� 2� 2�

東北地方委員会管内 1,514 1,416 1,348 68 1,609 1,527 82 1,321 － 7 － 7 8 2 23 
青 森 174� 167� 162� 5� 181� 171� 10� 160� － 1� － － 1� － 6�
盛 岡 174� 179� 166� 13� 191� 183� 8� 162� － 1� － 1� － － 5�
仙 台 486� 389� 366� 23� 469� 451� 18� 406� － 5� － 5� 3� － 3�
秋 田 149� 133� 131� 2� 155� 145� 10� 127� － － － － 1� 1� 2�
山 形 173� 183� 179� 4� 192� 187� 5� 164� － － － 1� － － 3�
福 島 358� 365� 344� 21� 421� 390� 31� 302� － － － － 3� 1� 4�

関東地方委員会管内 11,513 12,031 11,302 729 12,266 11,603 663 11,278 5 47 2 46 128 48 262 
水 戸 699� 745� 708� 37� 796� 760� 36� 648� － 3� － 2� 4� 2� 13�
宇 都 宮 488� 521� 495� 26� 515� 481� 34� 494� － 4� － 3� 5� 1� 11�
前 橋 474� 447� 425� 22� 504� 488� 16� 417� － － － － 3� 1� －
さ い た ま 1,648� 1,583� 1,461� 122� 1,703� 1,621� 82� 1,528� － 10� － 10� 26� 4� 37�
千 葉 1,348� 1,403� 1,305� 98� 1,349� 1,273� 76� 1,402� 3� 8� 1� 6� 4� 1� 34�
東 京 3,004� 3,484� 3,255� 229� 3,516� 3,283� 233� 2,972� － 4� － 5� 36� 28� 91�
（ 本 　 　 庁 ） 2,171� 2,475� 2,306� 169� 2,529� 2,360� 169� 2,117� － 2� － 2� 31� 26� 79�
（ 立 川 支 部 ） 833� 1,009� 949� 60� 987� 923� 64� 855� － 2� － 3� 5� 2� 12�
横 浜 2,119� 2,269� 2,129� 140� 2,146� 2,035� 111� 2,242� － 4� － 4� 39� 10� 59�
新 潟 415� 376� 367� 9� 408� 387� 21� 383� 1� 2� 1� 5� 3� － 8�
甲 府 202� 210� 200� 10� 224� 216� 8� 188� － 2� － 3� － － 1�
長 野 341� 318� 313� 5� 352� 340� 12� 307� 1� 1� － 1� － － 3�
静 岡 775� 675� 644� 31� 753� 719� 34� 697� － 9� － 7� 8� 1� 5�
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保護観察の種別
保 護 観 察 所

前年からの
繰　越　し

開　　始　　等 終　　了　　等
年末現在�
保護観察�
中の人員

本年新たに�
一 時 解 除

本年新たに�
仮　解　除

年末現在保護観察中の人員のうち特殊な状態にあるもの

総　数 開　始 移　送 総　数 保護観察
終　　了 移　送 一時解除 仮解除 所在不明 法令による

身 柄 拘 束法77条第１
項の停止

中部地方委員会管内 3,113 3,201 3,044 157 3,410 3,268 142 2,904 － 12 － 14 21 6 23 
富 山 171� 136� 128� 8� 161� 154� 7� 146� － － － － 1� － 2�
金 沢 235� 220� 213� 7� 275� 260� 15� 180� － 1� － 1� 1� － 3�
福 井 144� 159� 150� 9� 166� 160� 6� 137� － － － － 1� － 1�
岐 阜 369� 417� 389� 28� 422� 385� 37� 364� － 2� － 1� 5� 3� 3�
名 古 屋 1,827� 1,858� 1,778� 80� 1,972� 1,913� 59� 1,713� － 5� － 7� 11� 3� 9�

津 367� 411� 386� 25� 414� 396� 18� 364� － 4� － 5� 2� － 5�
近畿地方委員会管内 6,018 7,003 6,639 364 7,175 6,824 351 5,846 － 36 － 34 44 17 139 
大 津 310� 345� 314� 31� 328� 299� 29� 327� － 4� － 3� 2� － 14�
京 都 687� 865� 833� 32� 893� 848� 45� 659� － 2� － 2� 8� 4� 12�
大 阪 2,813� 3,309� 3,102� 207� 3,346� 3,146� 200� 2,776� － 13� － 11� 23� 6� 78�
（本　　　庁） 1,980� 2,389� 2,249� 140� 2,342� 2,208� 134� 2,027� － 7� － 5� 17� 6� 62�
（堺　支　部） 833� 920� 853� 67� 1,004� 938� 66� 749� － 6� － 6� 6� － 16�
神 戸 1,702� 1,817� 1,742� 75� 1,944� 1,885� 59� 1,575� － 9� － 8� 7� 4� 26�
奈 良 281� 352� 336� 16� 370� 358� 12� 263� － 3� － 3� 2� 1� 6�
和 歌 山 225� 315� 312� 3� 294� 288� 6� 246� － 5� － 7� 2� 2� 3�

中国地方委員会管内 1,931 2,048 1,978 70 2,232 2,124 108 1,747 － 9 － 4 12 4 38 
鳥 取 133� 135� 131� 4� 139� 126� 13� 129� － 1� － 1� － － －
松 江 130� 166� 159� 7� 177� 165� 12� 119� － 2� － － 1� 1� 4�
岡 山 565� 626� 603� 23� 651� 625� 26� 540� － 2� － 1� 5� 1� 11�
広 島 798� 769� 742� 27� 887� 847� 40� 680� － 3� － 1� 5� 2� 15�
山 口 305� 352� 343� 9� 378� 361� 17� 279� － 1� － 1� 1� － 8�

四国地方委員会管内 1,103 1,183 1,144 39 1,248 1,203 45 1,038 － 10 － 9 5 3 20 
徳 島 194� 211� 206� 5� 231� 223� 8� 174� － 3� － 3� 1� 1� 4�
高 松 346� 386� 370� 16� 417� 402� 15� 315� － 6� － 5� － － 4�
松 山 350� 380� 372� 8� 382� 372� 10� 348� － － － － 3� 1� 7�
高 知 213� 206� 196� 10� 218� 206� 12� 201� － 1� － 1� 1� 1� 5�

九州地方委員会管内 4,324 4,218 4,010 208 4,753 4,515 238 3,789 1 12 － 18 34 10 50 
福 岡 1,975� 1,909� 1,826� 83� 2,166� 2,058� 108� 1,718� － 7� － 10� 14� 7� 25�
（本　　　庁） 1,443� 1,391� 1,327� 64� 1,552� 1,482� 70� 1,282� － 4� － 8� 13� 6� 22�
（北九州支部） 532� 518� 499� 19� 614� 576� 38� 436� － 3� － 2� 1� 1� 3�
佐 賀 215� 209� 198� 11� 265� 254� 11� 159� － － － － 3� － 2�
長 崎 324� 242� 228� 14� 315� 304� 11� 251� － 2� － － 3� 2� 4�
熊 本 367� 424� 403� 21� 438� 416� 22� 353� 1� － － － 2� 1� 2�
大 分 201� 228� 208� 20� 236� 228� 8� 193� － － － － 1� － 1�
宮 崎 277� 265� 253� 12� 300� 278� 22� 242� － 1� － － 3� － 4�
鹿 児 島 302� 293� 272� 21� 330� 312� 18� 265� － 1� － 2� 3� － 6�
那 覇 663� 648� 622� 26� 703� 665� 38� 608� － 1� － 6� 5� － 6�

（注）１　「１号観察」は，保護観察処分少年（家庭裁判所の決定により保護観察に付されている者）に対
　　　２　「２号観察」は，少年院仮退院者（地方委員会（地方更生保護委員会の略。以下同じ。）の決定に
　　　３　「３号観察」は，仮釈放者（地方委員会の決定により仮釈放を許されて保護観察に付されている
　　　４　「４号観察」は，保護観察付執行猶予者（裁判所の判決により刑の執行を猶予され，保護観察に
　　　５　「５号観察」は，婦人補導院仮退院者（地方委員会の決定により婦人補導院からの仮退院を許さ
　　　６　３号観察及び４号観察の内訳において，統計資料がない数値については「…」と示した。

する保護観察をいう。
より少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者）に対する保護観察をいう。
者）に対する保護観察をいう。
付されている者）に対する保護観察をいう。
れて保護観察に付されている者）に対する保護観察をいう。
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年末現在�
保護観察�
中の人員

本年新たに�
一 時 解 除

本年新たに�
仮　解　除

年末現在保護観察中の人員のうち特殊な状態にあるもの

総　数 開　始 移　送 総　数 保護観察
終　　了 移　送 一時解除 仮解除 所在不明 法令による

身 柄 拘 束法77条第１
項の停止

中部地方委員会管内 3,113 3,201 3,044 157 3,410 3,268 142 2,904 － 12 － 14 21 6 23 
富 山 171� 136� 128� 8� 161� 154� 7� 146� － － － － 1� － 2�
金 沢 235� 220� 213� 7� 275� 260� 15� 180� － 1� － 1� 1� － 3�
福 井 144� 159� 150� 9� 166� 160� 6� 137� － － － － 1� － 1�
岐 阜 369� 417� 389� 28� 422� 385� 37� 364� － 2� － 1� 5� 3� 3�
名 古 屋 1,827� 1,858� 1,778� 80� 1,972� 1,913� 59� 1,713� － 5� － 7� 11� 3� 9�

津 367� 411� 386� 25� 414� 396� 18� 364� － 4� － 5� 2� － 5�
近畿地方委員会管内 6,018 7,003 6,639 364 7,175 6,824 351 5,846 － 36 － 34 44 17 139 
大 津 310� 345� 314� 31� 328� 299� 29� 327� － 4� － 3� 2� － 14�
京 都 687� 865� 833� 32� 893� 848� 45� 659� － 2� － 2� 8� 4� 12�
大 阪 2,813� 3,309� 3,102� 207� 3,346� 3,146� 200� 2,776� － 13� － 11� 23� 6� 78�
（本　　　庁） 1,980� 2,389� 2,249� 140� 2,342� 2,208� 134� 2,027� － 7� － 5� 17� 6� 62�
（堺　支　部） 833� 920� 853� 67� 1,004� 938� 66� 749� － 6� － 6� 6� － 16�
神 戸 1,702� 1,817� 1,742� 75� 1,944� 1,885� 59� 1,575� － 9� － 8� 7� 4� 26�
奈 良 281� 352� 336� 16� 370� 358� 12� 263� － 3� － 3� 2� 1� 6�
和 歌 山 225� 315� 312� 3� 294� 288� 6� 246� － 5� － 7� 2� 2� 3�

中国地方委員会管内 1,931 2,048 1,978 70 2,232 2,124 108 1,747 － 9 － 4 12 4 38 
鳥 取 133� 135� 131� 4� 139� 126� 13� 129� － 1� － 1� － － －
松 江 130� 166� 159� 7� 177� 165� 12� 119� － 2� － － 1� 1� 4�
岡 山 565� 626� 603� 23� 651� 625� 26� 540� － 2� － 1� 5� 1� 11�
広 島 798� 769� 742� 27� 887� 847� 40� 680� － 3� － 1� 5� 2� 15�
山 口 305� 352� 343� 9� 378� 361� 17� 279� － 1� － 1� 1� － 8�

四国地方委員会管内 1,103 1,183 1,144 39 1,248 1,203 45 1,038 － 10 － 9 5 3 20 
徳 島 194� 211� 206� 5� 231� 223� 8� 174� － 3� － 3� 1� 1� 4�
高 松 346� 386� 370� 16� 417� 402� 15� 315� － 6� － 5� － － 4�
松 山 350� 380� 372� 8� 382� 372� 10� 348� － － － － 3� 1� 7�
高 知 213� 206� 196� 10� 218� 206� 12� 201� － 1� － 1� 1� 1� 5�

九州地方委員会管内 4,324 4,218 4,010 208 4,753 4,515 238 3,789 1 12 － 18 34 10 50 
福 岡 1,975� 1,909� 1,826� 83� 2,166� 2,058� 108� 1,718� － 7� － 10� 14� 7� 25�
（本　　　庁） 1,443� 1,391� 1,327� 64� 1,552� 1,482� 70� 1,282� － 4� － 8� 13� 6� 22�
（北九州支部） 532� 518� 499� 19� 614� 576� 38� 436� － 3� － 2� 1� 1� 3�
佐 賀 215� 209� 198� 11� 265� 254� 11� 159� － － － － 3� － 2�
長 崎 324� 242� 228� 14� 315� 304� 11� 251� － 2� － － 3� 2� 4�
熊 本 367� 424� 403� 21� 438� 416� 22� 353� 1� － － － 2� 1� 2�
大 分 201� 228� 208� 20� 236� 228� 8� 193� － － － － 1� － 1�
宮 崎 277� 265� 253� 12� 300� 278� 22� 242� － 1� － － 3� － 4�
鹿 児 島 302� 293� 272� 21� 330� 312� 18� 265� － 1� － 2� 3� － 6�
那 覇 663� 648� 622� 26� 703� 665� 38� 608� － 1� － 6� 5� － 6�

（注）１　「１号観察」は，保護観察処分少年（家庭裁判所の決定により保護観察に付されている者）に対
　　　２　「２号観察」は，少年院仮退院者（地方委員会（地方更生保護委員会の略。以下同じ。）の決定に
　　　３　「３号観察」は，仮釈放者（地方委員会の決定により仮釈放を許されて保護観察に付されている
　　　４　「４号観察」は，保護観察付執行猶予者（裁判所の判決により刑の執行を猶予され，保護観察に
　　　５　「５号観察」は，婦人補導院仮退院者（地方委員会の決定により婦人補導院からの仮退院を許さ
　　　６　３号観察及び４号観察の内訳において，統計資料がない数値については「…」と示した。

する保護観察をいう。
より少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者）に対する保護観察をいう。
者）に対する保護観察をいう。
付されている者）に対する保護観察をいう。
れて保護観察に付されている者）に対する保護観察をいう。
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…

44
,6

24

刑
事
施
設
収
容
者

45
,1
17

35
,3
80

35
,0
63

66
25
1

…
37
,9
10

37
,9
10

…
42
,5
87

少
年
院
在
院
者

2,
15
4

3,
13
0

3,
12
4

－
6

…
3,
24
7

3,
24
7

…
2,
03
7

婦
人
補
導
院
在
院
者

－
－

－
－

-－
…

－
－

…
－

（
注
）　
…
は
，
本
来
該
当
事
項
の
生
じ
な
い
こ
と
を
示
す
。
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保護司選考会 　保護司法（昭和25年法律第204号）第５条　保護司の選考に関する規則（平成13年法務省令第15号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　平成30年中の保護司選考会の開催状況は，次のとおりである。
区分

庁名
開 催
回 数

選考人員 保護司法第12
条による解嘱

委嘱人員 退　任　人　員
承�認 否�決 新�任 再�任 計 任期満了 死�亡 辞�任 計

札 幌 2 641 0 0 91 550 641 73 6 11 90
函 館 2 234 0 0 25 209 234 16 3 8 27
旭 川 2 338 0 0 37 301 338 34 1 4 39
釧 路 2 419 0 0 68 351 419 47 3 2 52

小　計 8 1,632 0 0 221 1,411 1,632 170 13 25 208
青 森 2 317 0 0 43 274 317 34 4 9 47
盛 岡 2 350 0 0 36 314 350 41 4 4 49
仙 台 2 377 0 0 36 341 377 39 4 6 49
秋 田 2 368 0 0 35 333 368 32 3 11 46
山 形 2 323 0 0 38 285 323 31 4 2 37
福 島 2 483 0 0 62 421 483 49 3 6 58

小　計 12 2,218 0 0 250 1,968 2,218 226 22 38 286
水 戸 2 455 0 0 43 412 455 46 2 6 54
宇 都 宮 2 428 0 0 54 374 428 45 7 8 60
前 橋 2 464 0 0 39 425 464 41 3 7 51
さ いたま 2 742 0 0 82 660 742 85 7 10 102
千 葉 3 646 0 0 86 560 646 77 7 8 92
東 京 4 2,216 0 0 289 1,927 2,216 198 19 79 296
横 浜 2 945 0 0 92 853 945 130 6 8 144
新 潟 2 494 0 0 45 449 494 53 5 9 67
甲 府 2 233 0 0 45 188 233 27 1 6 34
長 野 2 478 0 0 62 416 478 63 1 9 73
静 岡 2 734 0 0 90 644 734 85 7 20 112

小　計 25 7,835 0 0 927 6,908 7,835 850 65 170 1,085
富 山 2 289 0 0 32 257 289 32 0 6 38
金 沢 2 254 0 0 25 229 254 16 1 7 24
福 井 2 227 0 0 30 197 227 26 1 2 29
岐 阜 2 439 0 0 68 371 439 48 7 11 66
名 古 屋 2 1,193 0 0 145 1,048 1,193 124 7 14 145
津 2 361 0 0 31 330 361 41 2 4 47

小　計 12 2,763 0 0 331 2,432 2,763 287 18 44 349
大 津 2 266 0 0 37 229 266 41 3 2 46
京 都 2 548 0 0 57 491 548 65 6 10 81
大 阪 4 1,493 0 0 160 1,333 1,493 163 11 33 207
神 戸 2 978 0 0 108 870 978 108 7 15 130
奈 良 2 280 0 0 42 238 280 43 2 6 51
和 歌 山 2 292 0 0 39 253 292 36 2 5 43

小　計 14 3,857 0 0 443 3,414 3,857 456 31 71 558
鳥 取 2 201 0 0 31 170 201 22 3 2 27
松 江 2 232 0 0 28 204 232 28 2 4 34
岡 山 2 497 0 0 58 439 497 48 6 1 55
広 島 2 662 0 0 88 574 662 74 8 11 93
山 口 2 452 0 0 56 396 452 49 4 3 56

小　計 10 2,044 0 0 261 1,783 2,044 221 23 21 265
徳 島 2 262 0 0 25 237 262 17 1 7 25
高 松 2 297 0 0 28 269 297 27 3 10 40
松 山 2 392 0 0 44 348 392 34 3 9 46
高 知 2 269 0 0 16 253 269 29 4 2 35

小　計 8 1,220 0 0 113 1,107 1,220 107 11 28 146
福 岡 2 1,019 0 0 111 908 1,019 103 12 25 140
佐 賀 2 295 0 0 29 266 295 21 1 7 29
長 崎 2 407 1 0 53 354 407 49 2 8 59
熊 本 2 507 0 0 61 446 507 49 6 2 57
大 分 2 335 0 0 40 295 335 23 0 4 27
宮 崎 2 274 0 0 24 250 274 30 3 3 36
鹿 児 島 3 557 0 0 58 499 557 39 1 10 50
那 覇 1 224 0 0 30 194 224 25 0 4 29

小　計 16 3,618 1 0 406 3,212 3,618 339 25 63 427
合　計 105 25,187 1 0 2,952 22,235 25,187 2,656 208 460 3,324



特別の機関
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検　察　庁　法務省設置法第14条　検察庁法（昭和22年４月16日法律第61号）

１　検察庁の組織及び職員
⑴　検察庁の組織
ア　検察庁の数

� （平成30年12月31日現在）

区　
　
　
　
　

分

最
高
検
察
庁

高 等 検 察 庁 同支部 管内地方検察庁 同支部 管内区検察庁
東京高等検察庁 － 11 46 107
大阪高等検察庁 － 6 22 57
名古屋高等検察庁 1 6 20 42
広島高等検察庁 2 5 18 41
福岡高等検察庁 2 8 41 82
仙台高等検察庁 1 6 29 51
札幌高等検察庁 － 4 16 33
高松高等検察庁 － 4 11 25

�� 1� 8 6���� 50 203�� 438

イ　検察庁の名称及び所在地
ア　最高検察庁　東京都千代田区霞が関1-1-1
イ　高等検察庁（８庁）� （平成30年12月31日現在）

名　　　　　　称 所　　　　在　　　　地
東 京 高 等 検 察 庁 東京都千代田区霞が関1-1-1
大 阪 高 等 検 察 庁 大阪市福島区福島1-1-60
名 古 屋 高 等 検 察 庁 名古屋市中区三の丸4-3-1
広 島 高 等 検 察 庁 広島市中区上八丁堀2-31
福 岡 高 等 検 察 庁 福岡市中央区舞鶴2-5-30
仙 台 高 等 検 察 庁 仙台市青葉区片平1-3-1
札 幌 高 等 検 察 庁 札幌市中央区大通西12
高 松 高 等 検 察 庁 高松市丸の内1-1

ウ　高等検察庁支部（６庁）� （平成30年12月31日現在）

名　　　　　　称 所　　　　在　　　　地
名 古 屋 高 等 検 察 庁 金 沢 支 部 金沢市大手町6-15
広 島 高 等 検 察 庁 岡 山 支 部 岡山市北区南方1-8-1
広 島 高 等 検 察 庁 松 江 支 部 松江市母衣町50
福 岡 高 等 検 察 庁 宮 崎 支 部 宮崎市別府町1-1
福 岡 高 等 検 察 庁 那 覇 支 部 那覇市樋川1-15-15
仙 台 高 等 検 察 庁 秋 田 支 部 秋田市山王7-1-2
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エ　地方検察庁（50庁）
� （平成30年12月31日現在）

高検名 名　　　　　称 所　　　　在　　　　地
東 京 東 京 地 方 検 察 庁 東京都千代田区霞が関1-1-1

11 横 浜 地 方 検 察 庁 横浜市中区日本大通9
さ い た ま 地 方 検 察 庁 さいたま市浦和区高砂3-16-58
千 葉 地 方 検 察 庁 千葉市中央区中央4-11-1
水 戸 地 方 検 察 庁 水戸市北見町1-11
宇 都 宮 地 方 検 察 庁 宇都宮市小幡2-1-11
前 橋 地 方 検 察 庁 前橋市大手町3-2-1
静 岡 地 方 検 察 庁 静岡市葵区追手町9-45
甲 府 地 方 検 察 庁 甲府市中央1-11-8
長 野 地 方 検 察 庁 長野市大字長野旭町1108
新 潟 地 方 検 察 庁 新潟市中央区西大畑町5191

大 阪 大 阪 地 方 検 察 庁 大阪市福島区福島1-1-60
６ 京 都 地 方 検 察 庁 京都市上京区新町通下長者町下る両御霊町82

神 戸 地 方 検 察 庁 神戸市中央区橘通1-4-1
奈 良 地 方 検 察 庁 奈良市登大路町1-1
大 津 地 方 検 察 庁 大津市京町3-1-1
和 歌 山 地 方 検 察 庁 和歌山市二番丁3

名 古 屋 名 古 屋 地 方 検 察 庁 名古屋市中区三の丸4-3-1
６ 津 地 方 検 察 庁 津市中央3-12

岐 阜 地 方 検 察 庁 岐阜市美江寺町2-8
福 井 地 方 検 察 庁 福井市春山1-1-54
金 沢 地 方 検 察 庁 金沢市大手町6-15
富 山 地 方 検 察 庁 富山市西田地方町2-9-16

広 島 広 島 地 方 検 察 庁 広島市中区上八丁堀2-31
５ 山 口 地 方 検 察 庁 山口市駅通り1-1-2

岡 山 地 方 検 察 庁 岡山市北区南方1-8-1
鳥 取 地 方 検 察 庁 鳥取市西町3-201
松 江 地 方 検 察 庁 松江市母衣町50

福 岡 福 岡 地 方 検 察 庁 福岡市中央区舞鶴2-5-30
８ 佐 賀 地 方 検 察 庁 佐賀市中の小路5-25

長 崎 地 方 検 察 庁 長崎市万才町9-33
大 分 地 方 検 察 庁 大分市荷揚町7-5
熊 本 地 方 検 察 庁 熊本市中央区京町1-12-11
鹿 児 島 地 方 検 察 庁 鹿児島市山下町13-10
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高検名 名　　　　　称 所　　　　在　　　　地
宮 崎 地 方 検 察 庁 宮崎市別府町1-1
那 覇 地 方 検 察 庁 那覇市樋川1-15-15

仙 台 仙 台 地 方 検 察 庁 仙台市青葉区片平1-3-1
６ 福 島 地 方 検 察 庁 福島市狐塚17

山 形 地 方 検 察 庁 山形市大手町1-32
盛 岡 地 方 検 察 庁 盛岡市内丸8-20
秋 田 地 方 検 察 庁 秋田市山王7-1-2
青 森 地 方 検 察 庁 青森市長島1-3-25

札 幌 札 幌 地 方 検 察 庁 札幌市中央区大通西12
４ 函 館 地 方 検 察 庁 函館市上新川町1-13

旭 川 地 方 検 察 庁 旭川市花咲町4
釧 路 地 方 検 察 庁 釧路市柏木町5-7

高 松 高 松 地 方 検 察 庁 高松市丸の内1-1
４ 徳 島 地 方 検 察 庁 徳島市徳島町2-17

高 知 地 方 検 察 庁 高知市丸ノ内1-4-1
松 山 地 方 検 察 庁 松山市一番町4-4-1

（注）　高検名の下の数字は，管内地方検察庁の数を示す。

オ　地方検察庁支部（203庁）
� （平成30年12月31日現在）

地検名 支部名 裁判所 地検名 支部名 裁判所 地検名 支部名 裁判所

東　京 立 川 合 議 木 更 津 合 議 前　橋 沼 田

１ 館 山 ４ 太 田

横　浜 川 崎 合 議 八日市場 合 議 桐 生

４ 相 模 原 佐 原 高 崎 合 議

横 須 賀 合 議 水　戸 日 立 静　岡 沼 津 合 議

小 田 原 合 議 ５ 土 浦 合 議 ５ 富 士

さいたま 越 谷 龍 ケ 崎 下 田

４ 川 越 合 議 麻 生 浜 松 合 議

熊 谷 合 議 下 妻 合 議 掛 川

秩 父 宇都宮 真 岡 甲　府 都 留

千　葉 佐 倉 ４ 大 田 原 １

７ 一 宮 栃 木 合 議 長　野 上 田 合 議

松 戸 合 議 足 利 ６ 佐 久
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地検名 支部名 裁判所 地検名 支部名 裁判所 地検名 支部名 裁判所
松 本 合 議 津 松 阪 ９ 直 方
諏 訪 ５ 伊 賀 久 留 米 合 議
飯 田 合 議 四 日 市 合 議 柳 川
伊 那 伊 勢 大 牟 田

新　潟 三 条 熊 野 八 女
５ 新 発 田 岐　阜 大 垣 小 倉 合 議

長 岡 合 議 ４ 多 治 見 行 橋
高 田 合 議 御 嵩 田 川
佐 渡 高 山 佐　賀 武 雄

大　阪 堺 合 議 福　井 武 生 ２ 唐 津
２ 岸 和 田 ２ 敦 賀 長　崎 大 村

京　都 園 部 金　沢 小 松 ７ 島 原
４ 宮 津 ３ 七 尾 佐 世 保 合 議

舞 鶴 合 議 輪 島 平 戸
福 知 山 富　山 魚 津 壱 岐

神　戸 伊 丹 ２ 高 岡 合 議 五 島
９ 尼 崎 合 議 広　島 呉 合 議 厳 原

明 石 ４ 尾 道 大　分 杵 築
柏 原 福 山 合 議 ５ 佐 伯
姫 路 合 議 三 次 竹 田

社 山　口 周 南 中 津 合 議
龍 野 ５ 萩 日 田
豊 岡 合 議 岩 国 合 議 熊　本 玉 名
洲 本 下 関 合 議 ６ 山 鹿

奈　良 葛 城 合 議 宇 部 阿 蘇
２ 五 條 岡　山 倉 敷 八 代

大　津 彦 根 ３ 新 見 人 吉
２ 長 浜 津 山 天 草

和歌山 田 辺 合 議 鳥　取 倉 吉 鹿児島 名 瀬 合 議
３ 御 坊 ２ 米 子 合 議 ５ 加 治 木

新 宮 松　江 出 雲 知 覧
名古屋 一 宮 合 議 ４ 浜 田 川 内
４ 半 田 益 田 鹿 屋

岡 崎 合 議 西 郷 宮　崎 日 南
豊 橋 合 議 福　岡 飯 塚 合 議 ３ 都 城
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地検名 支部名 裁判所 地検名 支部名 裁判所 地検名 支部名 裁判所
延 岡 合 議 水 沢 ４ 網 走

那　覇 沖 縄 合 議 秋　田 能 代 北 見 合 議
４ 名 護 ５ 本 荘 根 室

平 良 合 議 大 館 合 議 高　松 丸 亀 合 議
石 垣 合 議 横 手 ２ 観 音 寺

仙　台 大 河 原 大 曲 合 議 徳　島 阿 南
５ 古 川 青　森 五所川原 ２ 美 馬

石 巻 ４ 弘 前 合 議 高　知 須 崎
登 米 八 戸 合 議 ３ 安 芸
気 仙 沼 十 和 田 中 村

福　島 相 馬 札　幌 岩 見 沢 合 議 松　山 大 洲
５ 郡 山 合 議 ７ 滝 川 ４ 西 条 合 議

白 河 室 蘭 合 議 今 治
会津若松 合 議 苫 小 牧 宇 和 島 合 議
い わ き 合 議 浦 河

山　形 新 庄 小 樽 合 議
４ 米 沢 岩 内 （注）１�　地検名の下の数字は，

管内の支部の数を示す。
　　　２�　裁判所の欄中，合議の

表示は，当該地方検察庁
支部に対応する地方裁判
所支部が刑事事件の合議
事件を取り扱う支部であ
ることを示す。なお，合
議事件を取り扱う支部の
数は63である。

鶴 岡 合 議 函　館 江 差
酒 田 １

盛　岡 花 巻 旭　川 名 寄
６ 二 戸 ４ 紋 別

遠 野 留 萌
宮 古 稚 内
一 関 釧　路 帯 広 合 議
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カ　区検察庁（438庁）
� （平成30年12月31日現在）

地
検
名

区　検　察　庁

東
京�

９

東
とうきょう

京　八
はちじょうじま

丈島　伊
い ず お お し ま

豆大島　新
に い じ ま

島
八
はちおうじ

王子　立
た ち か わ

川　武
む さ し の

蔵 野　青
お う め

梅
町
ま ち だ

田

横
浜�

11

横
よ こ は ま

浜　神
か な が わ

奈川　保
ほ ど が や

土ケ谷　川
か わ さ き

崎
鎌
か ま く ら

倉　藤
ふ じ さ わ

沢　相
さ が み は ら

模 原　横
よ こ す か

須賀
平
ひ ら つ か

塚　小
お だ わ ら

田原　厚
あ つ ぎ

木

さ
い
た
ま�

11

さいたま　川
か わ ぐ ち

口　大
お お み や

宮　久
く き

喜
越
こ し が や

谷　川
か わ ご え

越　飯
は ん の う

能　所
ところざわ

沢
熊
く ま が や

谷　本
ほんじょう

庄　秩
ち ち ぶ

父

千
葉�

11

千
ち ば

葉　佐
さ く ら

倉　千
ちばいちのみや

葉一宮　松
ま つ ど

戸
市
い ち か わ

川　木
き さ ら づ

更 津　館
た て や ま

山　銚
ち ょ う し

子
東
と う が ね

金　八
ようかいちば

日市場　佐
さ わ ら

原

水
戸�

12

水
み と

戸　笠
か さ ま

間　日
ひ た ち

立　常
ひ た ち お お た

陸太田
土
つ ち う ら

浦　石
い し お か

岡　龍
りゅうがさき

ケ崎　取
と り で

手
麻
あ そ う

生　下
し も つ ま

妻　下
し も だ て

館　古
こ が

河

宇
都
宮�

６

宇
うつのみや

都宮　真
も お か

岡　大
おおたわら

田原　栃
と ち ぎ

木
小
お や ま

山　足
あ し か が

利

前
橋�

10

前
ま え ば し

橋　高
た か さ き

崎　太
お お た

田　館
たてばやし

林
伊
い せ さ き

勢崎　桐
き り ゅ う

生　沼
ぬ ま た

田　中
なかのじょう

之条
藤
ふ じ お か

岡　群
ぐんまとみおか

馬富岡

静
岡�

10

静
し ず お か

岡　清
し み ず

水　熱
あ た み

海　三
み し ま

島
沼
ぬ ま づ

津　下
し も だ

田　富
ふ じ

士　島
し ま だ

田
掛
か け が わ

川　浜
は ま ま つ

松

甲
府�

４

甲
こ う ふ

府　鰍
かじかざわ

沢　都
つ る

留　富
ふ じ よ し だ

士吉田

地
検
名

区　検　察　庁

長
野�

11

長
な が の

野　飯
い い や ま

山　上
う え だ

田　佐
さ く

久
松
ま つ も と

本　木
き そ ふ く し ま

曽福島　大
お お ま ち

町　諏
す わ

訪
岡
お か や

谷　飯
い い だ

田　伊
い な

那

新
潟�

12

新
に い が た

潟　新
に い つ

津　三
さんじょう

条　新
し ば た

発田
村
む ら か み

上　長
な が お か

岡　十
とおかまち

日町　柏
かしわざき

崎
南
みなみうおぬま

魚沼　高
た か だ

田　糸
いといがわ

魚川　佐
さ ど

渡

大
阪�

12

大
お お さ か

阪　大
おおさかいけだ

阪池田　豊
と よ な か

中　吹
す い た

田
茨
い ば ら き

木　東
ひ が し お お さ か

大 阪　枚
ひ ら か た

方　　堺
さかい

　
富
とんだばやし

田林　羽
は び き の

曳 野　岸
き し わ だ

和田　佐
さ の

野

京
都�

12

京
き ょ う と

都　伏
ふ し み

見　右
う き ょ う

京　向
むこうまち

日町
木
き づ

津　宇
う じ

治　園
そ の べ

部　亀
か め お か

岡
宮
み や づ

津　京
きょうたんご

丹後　舞
ま い づ る

鶴　福
ふくちやま

知山

神
戸�

14

神
こ う べ

戸　西
にしのみや

宮　伊
い た み

丹　尼
あまがさき

崎
明
あ か し

石　篠
さ さ や ま

山　柏
か い ば ら

原　姫
ひ め じ

路
加
か こ が わ

古川　　社
やしろ

　　龍
た つ の

野　豊
と よ お か

岡
浜
は ま さ か

坂　洲
す も と

本

奈
良�

５

奈
な ら

良　葛
か つ ら ぎ

城　宇
う だ

陀　五
ご じ ょ う

條
吉
よ し の

野

大
津�

６

大
お お つ

津　高
た か し ま

島　甲
こ う か

賀　彦
ひ こ ね

根
東
ひがしおうみ

近江　長
な が は ま

浜

和
歌
山�

８

和
わ か や ま

歌山　湯
ゆ あ さ

浅　妙
み ょ う じ

寺　橋
は し も と

本
田
た な べ

辺　串
く し も と

本　御
ご ぼ う

坊　新
し ん ぐ う

宮

名
古
屋�

12

名
な ご や

古屋　春
か す が い

日井　瀬
せ と

戸　津
つ し ま

島
一
いちのみや

宮　犬
い ぬ や ま

山　半
は ん だ

田　岡
お か ざ き

崎
安
あんじょう

城　豊
と よ た

田　豊
と よ は し

橋　新
し ん し ろ

城
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地
検
名

区　検　察　庁

津�

９
　津

つ

　　鈴
す ず か

鹿　松
ま つ さ か

阪　伊
い が

賀
四
よっかいち

日市　桑
く わ な

名　伊
い せ

勢　熊
く ま の

野
尾
お わ せ

鷲

岐
阜�

７

岐
ぎ ふ

阜　郡
ぐ じ ょ う

上　大
お お が き

垣　御
み た け

嵩
多
た じ み

治見　中
なかつがわ

津川　高
た か や ま

山

福
井�

５

福
ふ く い

井　武
た け ふ

生　大
お お の

野　敦
つ る が

賀
小
お ば ま

浜

金
沢�

５

金
か な ざ わ

沢　小
こ ま つ

松　七
な な お

尾　輪
わ じ ま

島
珠
す ず

洲

富
山
４

富
と や ま

山　魚
う お づ

津　高
た か お か

岡　砺
と な み

波

広
島�

11

広
ひ ろ し ま

島　東
ひがしひろしま

広島　可
か べ

部　大
お お た け

竹
　呉

くれ

　　竹
た け は ら

原　尾
お の み ち

道　福
ふ く や ま

山
府
ふ ち ゅ う

中　三
み よ し

次　庄
しょうばら

原

山
口�

10

山
や ま ぐ ち

口　防
ほ う ふ

府　周
しゅうなん

南　　萩
はぎ

��
長
な が と

門　岩
い わ く に

国　柳
や な い

井　下
しものせき

関
船
ふ な き

木　宇
う べ

部

岡
山�

10

岡
お か や ま

山　玉
た ま の

野　児
こ じ ま

島　玉
た ま し ま

島
倉
く ら し き

敷　笠
か さ お か

岡　高
た か は し

梁　新
に い み

見
津
つ や ま

山　勝
か つ や ま

山

鳥
取�

３

鳥
と っ と り

取　倉
く ら よ し

吉　米
よ な ご

子

松
江�

７

松
ま つ え

江　雲
う ん な ん

南　出
い ず も

雲　浜
は ま だ

田
益
ま す だ

田　川
か わ も と

本　西
さ い ご う

郷

地
検
名

区　検　察　庁

福
岡�

14

福
ふ く お か

岡　宗
む な か た

像　甘
あ ま ぎ

木　飯
い い づ か

塚
直
の お が た

方　小
こ く ら

倉　折
お り お

尾　久
く る め

留米
うきは　柳

や な が わ

川　大
お お む た

牟田　八
や め

女
行
ゆ く は し

橋　田
た が わ

川

佐
賀�

６

佐
さ が

賀　鳥
と す

栖　武
た け お

雄　鹿
か し ま

島
伊
い ま り

万里　唐
か ら つ

津

長
崎�
11

長
な が さ き

崎　大
お お む ら

村　諫
い さ は や

早　島
し ま ば ら

原
佐
さ せ ぼ

世 保　平
ひ ら ど

戸　壱
い き

岐　五
ご と う

島
新
しんかみごとう

上五島　厳
い づ は ら

原　上
かみあがた

県

大
分�

９

大
お お い た

分　別
べ っ ぷ

府　杵
き つ き

築　中
な か つ

津
豊
ぶ ん ご た か だ

後高田　日
ひ た

田　竹
た け た

田　佐
さ い き

伯
臼
う す き

杵

熊
本�

13

熊
く ま も と

本　宇
う き

城　荒
あ ら お

尾　玉
た ま な

名
山
や ま が

鹿　阿
あ そ

蘇　高
た か も り

森　御
み ふ ね

船
八
や つ し ろ

代　水
み な ま た

俣　人
ひ と よ し

吉　天
あ ま く さ

草
牛
う し ぶ か

深

鹿
児
島�

16

鹿
か ご し ま

児島　伊
いじゅういん

集院　種
たねがしま

子島　屋
や く し ま

久島
名
な ぜ

瀬　徳
とくのしま

之島　加
か じ き

治木　大
お お く ち

口
大
お お す み

隅　知
ち ら ん

覧　加
か せ だ

世田　指
い ぶ す き

宿
川
せ ん だ い

内　出
い ず み

水　甑
こしきじま

島　鹿
か の や

屋

宮
崎�

８

宮
み や ざ き

崎　西
さ い と

都　日
に ち な ん

南　都
みやこのじょう

城　
小
こ ば や し

林　延
の べ お か

岡　日
ひ ゅ う が

向　高
た か ち ほ

千穂

那
覇�

５

那
な は

覇　沖
お き な わ

縄　名
な ご

護　平
ひ ら ら

良
石
い し が き

垣

仙
台�

７

仙
せ ん だ い

台　大
おおがわら

河原　古
ふ る か わ

川　築
つ き だ て

館
石
いしのまき

巻　登
と め

米　気
けせんぬま

仙沼
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地
検
名

区　検　察　庁

福
島�

９

福
ふ く し ま

島　郡
こおりやま

山　白
し ら か わ

河　棚
た な ぐ ら

倉
会
あいづわかまつ

津若松　田
た じ ま

島　いわき　福
ふくしまとみおか

島富岡
相
そ う ま

馬

山
形�

７

山
や ま が た

形　新
しんじょう

庄　米
よ ね ざ わ

沢　赤
あ か ゆ

湯
長
な が い

井　鶴
つ る お か

岡　酒
さ か た

田

盛
岡�

10

盛
も り お か

岡　花
は な ま き

巻　二
に の へ

戸　久
く じ

慈
遠
と お の

野　釜
か ま い し

石　大
おおふなと

船渡　宮
み や こ

古
一
いちのせき

関　水
み ず さ わ

沢

秋
田�

10

秋
あ き た

田　男
お が

鹿　能
の し ろ

代　本
ほんじょう

荘
大
お お だ て

館　鹿
か づ の

角　横
よ こ て

手　湯
ゆ ざ わ

沢
大
おおまがり

曲　角
かくのだて

館

青
森�

８

青
あ お も り

森　む　つ　野
の へ じ

辺地　五
ご し ょ が わ ら

所川原
弘
ひ ろ さ き

前　鰺
あじがさわ

ヶ沢　八
は ち の へ

戸　十
と わ だ

和 田

札
幌�

11

札
さ っ ぽ ろ

幌　岩
いわみざわ

見沢　夕
ゆ う ば り

張　滝
た き か わ

川
室
む ろ ら ん

蘭　伊
だ て

達　苫
とまこまい

小牧　浦
う ら か わ

河
静
し ず な い

内　小
お た る

樽　岩
い わ な い

内

函
館�
５

函
は こ だ て

館　松
ま つ ま え

前　八
や く も

雲　江
え さ し

差
寿
す っ つ

都

地
検
名

区　検　察　庁

旭
川�

９

旭
あさひかわ

川　深
ふ か が わ

川　富
ふ ら の

良野　名
な よ ろ

寄
紋
も ん べ つ

別　中
なかとんべつ

頓別　留
る も い

萌　稚
わっかない

内
天
て し お

塩

釧
路�

８

釧
く し ろ

路　帯
お び ひ ろ

広　本
ほ ん べ つ

別　網
あ ば し り

走�
北
き た み

見　遠
え ん が る

軽　根
ね む ろ

室　標
し べ つ

津

高
松�
５

高
た か ま つ

松　土
とのしょう

庄　丸
ま る が め

亀　善
ぜんつうじ

通寺�
観
かんおんじ

音寺

徳
島�

７

徳
と く し ま

島　鳴
な る と

門　阿
あ な ん

南　牟
む ぎ

岐
美
み ま

馬　徳
とくしまいけだ

島池田　吉
よしのがわ

野川

高
知�

４

高
こ う ち

知　須
す さ き

崎　安
あ き

芸　中
な か む ら

村

松
山�

９

松
ま つ や ま

山　大
お お ず

洲　八
やわたはま

幡浜　西
さいじょう

条
新
に い は ま

居浜　四
しこくちゅうおう

国中央　今
い ま ば り

治　宇
う わ じ ま

和島
愛
あ い な ん

南

（注）�　地検名の下の数字は，管内区検察庁の数を
示す。
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⑵　検察官定員沿革（昭和19年以前は抄録）

区　　　分

大審院検事局 控訴院検事局 地方･区裁判所検事局
合　
　

計

総

長

検

事
計

検
事
長

検

事
計

検
事
正

地
方
検
事

区
検
事

計

明　治　23. 8
勅　令　158号 1 5 6 7 20 27 48 125 275 448 481

明　治　27. 2
勅　令　 17号 1 5 6 7 17 24 49 210 95 354 384

明　治　31. 6
勅　令　122号 1 416 － 7 － － 49 － － － 473

明　治　35. 3
勅　令　 93号 1 7 8 7 30 37 49 174 59 282 327

明　治　40. 3
勅　令　 79号 1 7 8 7 29 36 50 201 92 343 387

明　治　43. 3
勅　令　152号 1 7 8 7 29 36 50 88 208 346 390

大　正　 2. 6
勅　令　171号 1 7 8 7 23 30 50 299 349 387

大　正　 6. 8
勅　令　122号 1 7 8 7 22 29 51 300 351 388

大　正　 8. 6
勅　令　292号 1 7 8 7 22 29 51 482 533 570

大　正　12. 4
勅　令　150号 1 7 8 7 30 37 51 472 523 538

昭　和　 3. 7
勅　令　163号 1 13 14 7 37 44 51 527 578 636

昭　和　 7. 9
勅　令　280号 1 13 14 7 37 44 51 519 570 628

昭　和　12.10
勅　令　575号 1 13 14 7 37 44 51 558 609 667

昭　和　13. 8
勅　令　572号 1 13 14 7 39 46 51 575 626 686

昭　和　14. 8
勅　令　564号 1 13 14 7 39 46 51 604 655 715

昭　和　16. 1
勅　令 　12号 1 13 14 7 39 46 51 655 706 766

昭　和　16. 3
勅　令　190号 1 13 14 7 39 46 51 655 706 766

昭　和　17.11
勅　令　747号 1 11 12 7 41 48 51 514 565 625

昭　和　18.11
勅　令　811号 1 11 12 7 41 48 51 499 550 610

昭　和　20. 1.15
勅　令　 15号 1 11 12 7 41 48 51 516 567 627

昭　和　20. 5.21
勅　令　319号 1 11 12 7 41 48 51 546 597 657

昭　和　20. 8. 1
勅　令　444号 1 11 12 7 41 49 51 546 597 658

昭　和　21. 1.29
勅　令　 47号 1 9 10 7 35 42 51 456 507 559

昭　和　21. 4.15
勅　令　230号 1 9 10 7 35 42 51 490 541 593

昭　和　21. 6. 1
勅　令　295号 1 9 10 7 35 42 51 565 616 668

昭　和　21. 9. 5
勅　令　419号 1 9 10 7 35 42 51 565 616 668



－366－

区　　　　分 検事総長 次長検事 検 事 長 検事１級 検事２級 副 検 事 合   計
昭　和　22. 5. 3
政　令　 36号 1 1 8 72 777 430 1,289

昭　和　22. 7. 5
政　令　125号 1 1 8 72 777 430 1,289

昭　和　22.12.27
政　令　297号 1 1 8 73 778 430 1,291

昭　和　23. 6.24
政　令　137号 1 1 8 73 778 430 1,291

昭　和　23. 9.17
政　令　293号 1 1 8 73 778 530 1,391

昭　和　24. 5.31
法　律　126号 1 1 8 920 737 1,667

昭　和　25.12.13
法　律　260号 1 1 8 920 743 1,673

昭　和　26. 3.31
法　律　 81号 1 1 8 920 787 1,717

昭　和　28. 7.31
法　律　 95号　 1 1 8 970 737 1,717

昭　和　29. 6.17
法　律　186号 1 1 8 970 737 1,717

昭　和　30. 6.30
法　律　 29号　 1 1 8 990 717 1,717

昭　和　31. 3.31
法　律　 48号 1 1 8 990 717 1,717

昭　和　32. 4.10
法　律　 59号 1 1 8 990 717 1,717

昭　和　33. 5. 1
法　律　111号 1 1 8 990 717 1,717

昭　和　34. 7. 9
法　律　167号 1 1 8 1,024 717 1,751

昭　和　35.12.26
法　律　162号 1 1 8 1,034 717 1,761

昭　和　36. 6. 2
法　律　111号 1 1 8 1,049 717 1,776

昭　和　37. 3.31
法　律　 54号 1 1 8 1,049 737 1,796

昭　和　38. 7.10
法　律　127号 1 1 8 1,052 752 1,814

昭　和　39.12.21
法　律　182号 1 1 8 1,057 762 1,829

昭和40年度予算上
定員昭和40. 4. 1 1 1 8 1,067 762 1,839

昭和41年度予算上
定員昭和41. 4. 1 1 1 8 1,072 762 1,844

昭和42年度予算上
定員昭和42. 4. 1 1 1 8 1,077 784 1,871

昭和43年度予算上
定員昭和43. 4. 1 1 1 8 1,087 804 1,901

昭和44年度予算上
定員昭和44. 4. 1 1 1 8 1,122 814 1,946

昭和45年度予算上
定員昭和45. 4. 1 1 1 8 1,122 851 1,983

昭和46年度予算上
定員昭和46. 4. 1 1 1 8 1,122 887 2,019

昭和47年度予算上
定員昭和47. 4. 1 1 1 8 (41)�

1,122 898 (41)�
2,030



－367－

区　　　　分 検事総長 次長検事 検 事 長 検事１級 検事２級 副 検 事 合   計
昭和48年度予算上
定員昭和48. 4. 1 1 1 8  (41)

1,122 903 (41)
2,035

昭和49年度予算上
定員昭和49. 4. 1 1 1 8  (41)

1,122 908 (41)
2,040

昭和50年度予算上
定員昭和50. 4. 1 1 1 8  (41)

1,122 913 (41)
2,045

昭和51年度予算上
定員昭和51. 4. 1 1 1 8  (41)

1,122 916 (41)
2,048

昭和52年度予算上
定員昭和52. 4. 1 1 1 8  (41)

1,122 919 (41)
2,051

昭和53年度予算上
定員昭和53. 4. 1 1 1 8  (41)

1,122 919 (41)
2,051

昭和54年度予算上
定員昭和54. 4. 1 1 1 8  (33)

1,130 919 (33)
2,059

昭和55年度予算上
定員昭和55. 4. 1 1 1 8  (26)

1,137 919 (26)
2,066

昭和56年度予算上
定員昭和56. 4. 1 1 1 8  (22)

1,141 919 (22)
2,070

昭和57年度予算上
定員昭和57. 4. 1 1 1 8  (22)

1,141 919 (22)
2,070

昭和58年度予算上
定員昭和58. 4. 1 1 1 8  (19)

1,144
(3)
916

(22)
2,070

昭和59年度予算上
定員昭和59. 4. 1 1 1 8  (19)

1,144
(3)
916

(22)
2,070

昭和60年度予算上
定員昭和60. 4. 1 1 1 8  (19)

1,144
(3)
916

(22)
2,070

昭和61年度予算上
定員昭和61. 4. 1 1 1 8  (19)

1,144
(3)
916

(22)
2,070

昭和62年度予算上
定員昭和62. 4. 1 1 1 8  (19)

1,144
(3)
916

(22)
2,070

昭和63年度予算上
定員昭和63. 4. 1 1 1 8  (19)

1,144
(3)
916

(22)
2,070

平成元年度予算上
定員平成元. 4. 1 1 1 8  (16)

1,147
(6)
913

(22)
2,070

平成２年度予算上
定員平成２. 4. 1 1 1 8  (16)

1,147
(6)
913

(22)
2,070

平成３年度予算上
定員平成３. 4. 1 1 1 8  (16)

1,147
(6)
913

(22)
2,070

平成４年度予算上
定員平成４. 4. 1 1 1 8  (16)

1,147
(6)
913

(22)
2,070

平成５年度予算上
定員平成５. 4. 1 1 1 8  (16)

1,147
(6)
913

(22)
2,070

平成６年度予算上
定員平成６. 4. 1 1 1 8  (16)

1,147
(6)
913

(22)
2,070

平成７年度予算上
定員平成７. 4. 1 1 1 8  (16)

1,147
(6)
913

(22)
2,070

平成８年度予算上
定員平成８. 4. 1 1 1 8  (16)

1,182
(6)
913

(22)
2,105

平成９年度予算上
定員平成９. 4. 1 1 1 8  (16)

1,216
(6)
913

(22)
2,139

平成10年度予算上
定員平成10. 4. 1 1 1 8  (16)

1,248
(6)
913

(22)
2,171

平成11年度予算上
定員平成11. 4. 1 1 1 8  (16)

1,278
(6)
913

(22)
2,201

平成12年度予算上
定員平成12. 4. 1 1 1 8  (16)

1,319
(6)
913

(22)
2,242
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区　　　　分 検事総長 次長検事 検 事 長 検事１級 検事２級 副 検 事 合   計
平成13年度予算上
定員平成13. 4. 1 1 1 8 1,365 919 2,294

平成14年度予算上
定員平成14. 4. 1 1 1 8 1,404 899 2,313

平成15年度予算上
定員平成15. 4. 1 1 1 8 1,443 899 2,352

平成16年度予算上
定員平成16. 4. 1 1 1 8 1,495 899 2,404

平成17年度予算上
定員平成17. 4. 1 1 1 8 1,538 899 2,447

平成18年度予算上
定員平成18. 4. 1 1 1 8 1,581 899 2,490

平成19年度予算上
定員平成19. 4. 1 1 1 8 1,624 899 2,533

平成20年度予算上
定員平成20. 4. 1 1 1 8 1,669 899 2,578

平成21年度予算上
定員平成21. 4. 1 1 1 8 1,713 899 2,622

平成22年度予算上
定員平成22. 4. 1 1 1 8 1,758 899 2,667

平成23年度予算上
定員平成23. 4. 1 1 1 8 1,781 899 2,690

平成24年度予算上
定員平成24. 4. 1 1 1 8 1,800 899 2,709

平成25年度予算上
定員平成25. 4. 1 1 1 8 1,812 899 2,721

平成26年度予算上
定員平成26. 4. 1 1 1 8 1,825 899 2,734

平成27年度予算上
定員平成27. 4. 1 1 1 8 1,835 899 2,744

平成28年度予算上
定員平成28. 4. 1 1 1 8 1,845 899 2,754

平成29年度予算上
定員平成29. 4. 1 1 1 8 1,855 899 2,764

平成30年度予算上
定員平成30. 4. 1 1 1 8 1,858 899 2,767

（注）１　（　）内の数は，福岡高等検察庁那覇支部及び那覇地方検察庁の定員を示し，外数である。
　　　２�　本表のほか，予算上定員の検事１級及び２級欄については，採用のための調整定員（平成８年度

10，平成９年度９，平成10年度４，平成11年度９，平成12年度17，平成13年度～平成19年度16），判
事補の行政研修のための検事調整定員（昭和62年度５，昭和63年度～平成２年度10，平成３年度11，
平成４年度12，平成５年度～平成６年度13，平成７年度～平成29年度14）がある。

⑶　検察庁の定員� （平成30年度末）
職　　　　種 最 高 検 高　　検 地検及び区検 計

検 事 総 長 1� ―� ―� 1�
次 長 検 事 1� ―� ―� 1�
検 事 長 ―� 8� ―� 8�
検 事 16� 122� 1,720 1,858
副 検 事 ―� ―� 899� 899�
検 事 総 長 秘 書 官 1� ―� ―� 1�
事務官･技官･事務員 85� 495 8,350 8,930
技 能 員 ・ 庁 務 員 7� 26� 100 133

計 111 651 11,069 11,831
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⑷　検察官の俸給（昭和23年法律第76号）
　平成30年11月30日法律第86号による改正

区　　　　　　　分 俸　　給　　月　　額
検 事 総 長 1,466,000
次 長 検 事 1,199,000
東 京 高 等 検 察 庁 検 事 長 1,302,000
そ の 他 の 検 事 長 1,199,000
区　 分 号　　　俸 俸　　給　　月　　額

検　　　事  1　　　　号 1,175,000
 2　　　　号 1,035,000
 3　　　　号 965,000
 4　　　　号 818,000
 5　　　　号 706,000
 6　　　　号 634,000
 7　　　　号 574,000
 8　　　　号 516,000
 9　　　　号 421,500
10　　　　号 387,800
11　　　　号 364,900
12　　　　号 341,600
13　　　　号 319,800
14　　　　号 304,700
15　　　　号 287,500
16　　　　号 277,300
17　　　　号 255,100
18　　　　号 246,200
19　　　　号 239,400
20　　　　号 233,400

副　検　事 第９条に定める俸給月額 634,000
 1　　　　号 574,000
 2　　　　号 516,000
 3　　　　号 438,900
 4　　　　号 421,500
 5　　　　号 387,800
 6　　　　号 364,900
 7　　　　号 341,600
 8　　　　号 319,800
 9　　　　号 304,700
10　　　　号 287,500
11　　　　号 277,300
12　　　　号 255,100
13　　　　号 246,200
14　　　　号 239,400
15　　　　号 233,400
16　　　　号 222,100
17　　　　号 214,300
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２　検察事件統計表
⑴　被疑事件の通常受理の累年比較

罪　　　　　　名 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
総 数  2,163,854  2,121,151  2,064,406  1,895,564  1,700,817  1,639,615  1,568,299  1,481,665  1,417,400  1,332,917  1,237,161  1,184,141  1,116,198  1,055,327  984,819 
刑 法 犯  1,270,596  1,256,569  1,235,597  1,153,841  1,059,068  1,035,517  1,010,120  964,528  926,122  882,528  817,177  768,205  713,998  677,824  629,396 

公 務 執 行 妨 害  2,777  2,875  3,333  3,230  2,942  2,663  2,495  2,621  2,569  2,576  2,494  2,328  2,093  2,028  2,009 
逃 走  12  12  3  6  3  4  4  2  3  5  5  1  8  5  5 
騒 乱   -    -    -    -   -  -  -  -  20  -  -  -  -  -  - 
放 火  1,307  1,160  1,187  1,125  1,031  965  1,004  961  821  848  901  990  906  889  888 
失 火  95  104  114  85  96  84  70  89  78  71  83  99  94  92  109 
住 居 侵 入  9,853  9,843  10,093  9,154  9,173  8,741  8,720  8,580  8,800  8,080  7,818  7,281  7,377  6,430  5,970 
文 書 偽 造  4,656  4,526  4,658  4,474  4,621  3,848  3,506  3,384  3,331  3,504  3,150  3,269  2,712  2,674  2,719 
支 払 用 カ ー ド 電 磁 的 記 録 関 係  486  336  244  233  359  360  237  194  109  77  90  88  478  866  469 
わいせつ・わいせつ文書頒布等  2,293  2,737  3,019  2,887  2,888  2,920  2,945  3,132  3,331  2,968  2,713  2,639  2,641  2,312  2,407 
強 制 わ い せ つ  3,154  3,228  3,230  3,187  3,106  2,985  3,064  3,145  3,573  3,681  3,857  3,858  4,029  4,109  4,348 
強 制 性 交 等  1,741  1,683  1,695  1,744  1,691  1,564  1,403  1,312  1,320  1,412  1,400  1,461  1,211  1,241  1,435 
賭 博 ・ 富 く じ  1,387  1,366  1,202  1,291  1,223  1,357  1,325  842  939  668  658  1,032  722  681  595 
職 権 濫 用  1,504  1,269  1,008  978  1,377  1,314  1,192  965  931  907  865  885  1,266  1,661  755 
収 賄  168  134  158  95  95  68  66  74  55  64  48  54  29  45  54 
贈 賄  155  180  122  106  113  83  59  62  55  67  39  42  40  48  56 
殺 人  1,991  1,887  1,769  1,654  1,834  1,559  1,619  1,601  1,640  1,493  1,469  1,433  1,385  1,492  1,424 
傷 害  44,278  43,969  44,112  41,782  39,069  37,641  37,135  36,060  40,270  40,561  40,251  39,317  39,214  38,029  37,768 

傷 害 致 死  280  275  200  202  250  204  161  204  175  162  154  124  139  101  83 
暴 行  10,523  11,307  11,536  11,107  10,930  10,554  10,533  10,238  12,208  12,834  13,606  13,727  13,851  14,284  14,315 
そ の 他  33,475  32,387  32,376  30,473  27,889  26,883  26,441  25,618  27,887  27,565  26,491  25,466  25,224  23,644  23,370 

危 険 運 転 致 死 傷  191  202  241  231  223  196  236  228  283  253  360  483  489  504  498 
過 失 傷 害  906,795  895,708  865,774  812,878  743,868  723,982  709,023  681,359  652,615  623,800  568,454  533,167  493,758  467,623  426,416 

過 失 致 死 傷  253  290  646  814  814  833  791  892  916  999  1,045  1,139  1,124  1,177  1,231 
業 務 上 過 失 致 死 傷  1,516  1,543  1,441  1,344  1,288  1,189  1,210  1,069  1,213  1,215  1,119  1,144  994  1,050  983 
重 過 失 致 死 傷  1,441  1,573  2,514  3,117  3,758  4,259  4,423  4,506  4,156  3,992  4,429  4,436  4,104  4,529  4,807 

自動車による
過失致死傷等

業務上過失致死傷  902,108  891,024  859,747  456,934  6,204  11,956  1,070  1,057  682  312  258  262  217  205  225 
重 過 失 致 死 傷  1,477  1,278  1,426  1,289  1,236  1,466  1,319  1,091  1,214  1,016  462  249  319  212  209 
自動車運転過失致死傷  …  …  …  349,380  730,568  704,279  700,210  672,744  644,434  616,266  288,812  2,324  565  365  309 
過失運転致死傷アル
コール等影響発覚免脱  …  …  …  …  …  …  …  …  -  -  31  76  58  69  87 
過 失 運 転 致 死 傷  …  …  …  …  …  …  …  …  -  -  271,717  521,817  484,650  458,321  416,925 
無免許過失運転致死傷ア
ルコール等影響発覚免脱  …  …  …  …  …  …  …  …  -  -  2  2  7  2  1 

無免許過失運転致死傷  …  …  …  …  …  …  …  …  -  -  579  1,718  1,720  1,693  1,639 
逮 捕 ・ 監 禁  862  819  711  618  617  634  546  518  467  439  471  531  496  446  427 
脅 迫  1,492  1,363  1,525  1,471  1,473  1,296  1,368  1,361  1,894  2,032  2,438  2,452  2,299  2,214  2,082 
略 取 ・ 誘 拐 ・ 人 身 売 買  238  218  197  212  176  184  177  140  204  216  225  214  225  245  329 
名 誉 毀 損  679  680  677  755  587  679  567  602  568  644  745  867  791  823  924 
窃 盗  178,070  180,665  189,893  174,537  159,162  158,319  155,817  145,647  133,068  122,046  114,812  108,104  99,865  95,319  91,507 
強 盗  2,920  2,775  2,483  2,370  2,232  2,682  2,346  2,216  1,943  1,708  1,721  1,890  1,799  1,367  1,359 
強 盗 致 死 傷  3,309  2,986  2,539  2,108  2,084  2,186  1,927  2,033  1,961  2,003  1,751  1,335  1,079  1,019  1,018 
強 盗 ・ 強 制 性 交 等  209  194  175  169  151  175  160  138  129  117  105  54  29  30  44 
詐 欺  17,974  18,364  19,897  17,554  18,412  19,951  17,473  17,043  17,896  17,752  17,335  18,757  17,640  16,756  16,424 
背 任  149  152  210  119  90  171  108  94  150  149  109  177  154  250  126 
恐 喝  8,865  8,225  7,282  6,392  5,682  5,173  4,787  4,082  3,932  3,490  3,193  2,793  2,443  2,358  2,296 
横 領  51,741  46,381  46,185  41,491  34,392  32,487  29,504  25,643  22,569  18,896  16,459  14,171  11,986  10,689  9,714 
盗 品 等 関 係  3,139  3,113  2,822  2,544  2,356  2,340  2,315  2,086  1,947  1,672  1,461  1,325  1,216  965  861 
毀 棄 ・ 隠 匿  10,262  11,143  11,182  11,130  10,578  10,073  9,680  9,655  9,782  9,956  9,577  9,706  9,262  8,747  8,120 
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律  2,800  3,010  3,143  2,670  2,462  2,164  1,902  1,872  1,917  1,948  1,883  1,952  2,014  1,854  1,818 
そ の 他 の 刑 法 犯  5,044  5,262  4,714  4,561  4,902  6,669  7,340  6,787  6,952  8,425  10,237  5,450  4,248  4,013  4,422 

特 別 法 犯
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。）  110,363  115,764  117,935  119,813  110,360  111,719  104,830  96,779  95,278  90,454  90,789  92,800  89,281  88,981  89,901 

公 職 選 挙 法  1,208  1,531  711  2,335  459  897  515  1,328  165  444  191  1,089  251  194  138 
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法  5,297  5,304  5,990  6,651  6,353  6,989  6,280  5,501  5,668  5,225  5,228  5,561  5,583  5,637  5,835 
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法  1,144  1,150  1,145  1,328  1,337  1,038  936  785  722  1,036  854  1,004  971  976  1,044 
覚 せ い 剤 取 締 法  20,522  23,143  20,144  20,288  18,266  19,365  19,663  19,700  19,008  17,781  17,633  17,979  17,070  16,057  15,843 
そ の 他 の 特 別 法 犯  82,192  84,636  89,945  89,211  83,945  83,430  77,436  69,465  69,715  65,968  66,883  67,167  65,406  66,117  67,041 

道 路 交 通 法 等 違 反  782,895  748,818  710,874  621,910  531,389  492,379  453,349  420,358  396,000  359,935  329,195  323,136  312,919  288,522  265,522 
道 路 交 通 法  768,721  735,667  701,360  614,989  525,862  487,142  448,923  416,552  392,435  356,485  326,432  320,253  310,819  287,349  264,612 
自動車の保管場所の確保等に関する法律  14,174  13,151  9,514  6,921  5,527  5,237  4,426  3,806  3,565  3,450  2,763  2,883  2,100  1,173  910 

（注）１　この表は，通常受理（被疑事件の受理のうち，検察官の認知又は直受に係る事件及び司法警察員から送致された事件をいう。）に係る被 疑事件について調査したものである。
　　　２ 　刑法犯（暴力行為等処罰に関する法律違反を除く。）の罪名区分は，刑法第２編の章別又は条項別による。ただし，「窃盗」，「強盗」及び 「強盗致死傷・強盗・強制性交等」には，盗犯等の防止及び処分に関する法律違反が含まれ，「危険運転致死傷」には，自動車の運転により人を死

傷させる行為等の処罰に関する法律第２条，第３条，第６条第１項及び同条第２項の被疑事件を含む（以下「２　検察事件統計表」におい て同じ。）。
　　　３ 　「自動車による過失致死傷等」は，自動車又は原動機付自転車による刑法第211条の被疑事件並びに自動車の運転により人を死傷させる 行為等の処罰に関する法律第４条，第５条，第６条第３項及び同条第４項の被疑事件をいい，「業務上過失致死傷」及び「重過失致死傷」は，「自

動車による過失致死傷等」以外の刑法第211条の被疑事件をいう（以下「２　検察事件統計表」において同じ。）。
　　　４ 　「その他の刑法犯」とは，表側の刑法犯に掲げる罪名以外の刑法犯並びに決闘罪に関する件，爆発物取締罰則，印紙犯罪処罰法，航空機 の強取等の処罰に関する法律，航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律，人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律，人質による強

要行為等の処罰に関する法律，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に関する法律の各違反をいう（以下「２　検察事件 統計表」において同じ。）。
　　　５ 　「道路交通法等違反」とは，道路交通法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の各違反をいう（以下「２　検察事件統計表」にお いて同じ。）。
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（単位　人）
罪　　　　　　名 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

総 数  2,163,854  2,121,151  2,064,406  1,895,564  1,700,817  1,639,615  1,568,299  1,481,665  1,417,400  1,332,917  1,237,161  1,184,141  1,116,198  1,055,327  984,819 
刑 法 犯  1,270,596  1,256,569  1,235,597  1,153,841  1,059,068  1,035,517  1,010,120  964,528  926,122  882,528  817,177  768,205  713,998  677,824  629,396 

公 務 執 行 妨 害  2,777  2,875  3,333  3,230  2,942  2,663  2,495  2,621  2,569  2,576  2,494  2,328  2,093  2,028  2,009 
逃 走  12  12  3  6  3  4  4  2  3  5  5  1  8  5  5 
騒 乱   -    -    -    -   -  -  -  -  20  -  -  -  -  -  - 
放 火  1,307  1,160  1,187  1,125  1,031  965  1,004  961  821  848  901  990  906  889  888 
失 火  95  104  114  85  96  84  70  89  78  71  83  99  94  92  109 
住 居 侵 入  9,853  9,843  10,093  9,154  9,173  8,741  8,720  8,580  8,800  8,080  7,818  7,281  7,377  6,430  5,970 
文 書 偽 造  4,656  4,526  4,658  4,474  4,621  3,848  3,506  3,384  3,331  3,504  3,150  3,269  2,712  2,674  2,719 
支 払 用 カ ー ド 電 磁 的 記 録 関 係  486  336  244  233  359  360  237  194  109  77  90  88  478  866  469 
わいせつ・わいせつ文書頒布等  2,293  2,737  3,019  2,887  2,888  2,920  2,945  3,132  3,331  2,968  2,713  2,639  2,641  2,312  2,407 
強 制 わ い せ つ  3,154  3,228  3,230  3,187  3,106  2,985  3,064  3,145  3,573  3,681  3,857  3,858  4,029  4,109  4,348 
強 制 性 交 等  1,741  1,683  1,695  1,744  1,691  1,564  1,403  1,312  1,320  1,412  1,400  1,461  1,211  1,241  1,435 
賭 博 ・ 富 く じ  1,387  1,366  1,202  1,291  1,223  1,357  1,325  842  939  668  658  1,032  722  681  595 
職 権 濫 用  1,504  1,269  1,008  978  1,377  1,314  1,192  965  931  907  865  885  1,266  1,661  755 
収 賄  168  134  158  95  95  68  66  74  55  64  48  54  29  45  54 
贈 賄  155  180  122  106  113  83  59  62  55  67  39  42  40  48  56 
殺 人  1,991  1,887  1,769  1,654  1,834  1,559  1,619  1,601  1,640  1,493  1,469  1,433  1,385  1,492  1,424 
傷 害  44,278  43,969  44,112  41,782  39,069  37,641  37,135  36,060  40,270  40,561  40,251  39,317  39,214  38,029  37,768 

傷 害 致 死  280  275  200  202  250  204  161  204  175  162  154  124  139  101  83 
暴 行  10,523  11,307  11,536  11,107  10,930  10,554  10,533  10,238  12,208  12,834  13,606  13,727  13,851  14,284  14,315 
そ の 他  33,475  32,387  32,376  30,473  27,889  26,883  26,441  25,618  27,887  27,565  26,491  25,466  25,224  23,644  23,370 

危 険 運 転 致 死 傷  191  202  241  231  223  196  236  228  283  253  360  483  489  504  498 
過 失 傷 害  906,795  895,708  865,774  812,878  743,868  723,982  709,023  681,359  652,615  623,800  568,454  533,167  493,758  467,623  426,416 

過 失 致 死 傷  253  290  646  814  814  833  791  892  916  999  1,045  1,139  1,124  1,177  1,231 
業 務 上 過 失 致 死 傷  1,516  1,543  1,441  1,344  1,288  1,189  1,210  1,069  1,213  1,215  1,119  1,144  994  1,050  983 
重 過 失 致 死 傷  1,441  1,573  2,514  3,117  3,758  4,259  4,423  4,506  4,156  3,992  4,429  4,436  4,104  4,529  4,807 

自動車による
過失致死傷等

業務上過失致死傷  902,108  891,024  859,747  456,934  6,204  11,956  1,070  1,057  682  312  258  262  217  205  225 
重 過 失 致 死 傷  1,477  1,278  1,426  1,289  1,236  1,466  1,319  1,091  1,214  1,016  462  249  319  212  209 
自動車運転過失致死傷  …  …  …  349,380  730,568  704,279  700,210  672,744  644,434  616,266  288,812  2,324  565  365  309 
過失運転致死傷アル
コール等影響発覚免脱  …  …  …  …  …  …  …  …  -  -  31  76  58  69  87 
過 失 運 転 致 死 傷  …  …  …  …  …  …  …  …  -  -  271,717  521,817  484,650  458,321  416,925 
無免許過失運転致死傷ア
ルコール等影響発覚免脱  …  …  …  …  …  …  …  …  -  -  2  2  7  2  1 

無免許過失運転致死傷  …  …  …  …  …  …  …  …  -  -  579  1,718  1,720  1,693  1,639 
逮 捕 ・ 監 禁  862  819  711  618  617  634  546  518  467  439  471  531  496  446  427 
脅 迫  1,492  1,363  1,525  1,471  1,473  1,296  1,368  1,361  1,894  2,032  2,438  2,452  2,299  2,214  2,082 
略 取 ・ 誘 拐 ・ 人 身 売 買  238  218  197  212  176  184  177  140  204  216  225  214  225  245  329 
名 誉 毀 損  679  680  677  755  587  679  567  602  568  644  745  867  791  823  924 
窃 盗  178,070  180,665  189,893  174,537  159,162  158,319  155,817  145,647  133,068  122,046  114,812  108,104  99,865  95,319  91,507 
強 盗  2,920  2,775  2,483  2,370  2,232  2,682  2,346  2,216  1,943  1,708  1,721  1,890  1,799  1,367  1,359 
強 盗 致 死 傷  3,309  2,986  2,539  2,108  2,084  2,186  1,927  2,033  1,961  2,003  1,751  1,335  1,079  1,019  1,018 
強 盗 ・ 強 制 性 交 等  209  194  175  169  151  175  160  138  129  117  105  54  29  30  44 
詐 欺  17,974  18,364  19,897  17,554  18,412  19,951  17,473  17,043  17,896  17,752  17,335  18,757  17,640  16,756  16,424 
背 任  149  152  210  119  90  171  108  94  150  149  109  177  154  250  126 
恐 喝  8,865  8,225  7,282  6,392  5,682  5,173  4,787  4,082  3,932  3,490  3,193  2,793  2,443  2,358  2,296 
横 領  51,741  46,381  46,185  41,491  34,392  32,487  29,504  25,643  22,569  18,896  16,459  14,171  11,986  10,689  9,714 
盗 品 等 関 係  3,139  3,113  2,822  2,544  2,356  2,340  2,315  2,086  1,947  1,672  1,461  1,325  1,216  965  861 
毀 棄 ・ 隠 匿  10,262  11,143  11,182  11,130  10,578  10,073  9,680  9,655  9,782  9,956  9,577  9,706  9,262  8,747  8,120 
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律  2,800  3,010  3,143  2,670  2,462  2,164  1,902  1,872  1,917  1,948  1,883  1,952  2,014  1,854  1,818 
そ の 他 の 刑 法 犯  5,044  5,262  4,714  4,561  4,902  6,669  7,340  6,787  6,952  8,425  10,237  5,450  4,248  4,013  4,422 

特 別 法 犯
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。）  110,363  115,764  117,935  119,813  110,360  111,719  104,830  96,779  95,278  90,454  90,789  92,800  89,281  88,981  89,901 

公 職 選 挙 法  1,208  1,531  711  2,335  459  897  515  1,328  165  444  191  1,089  251  194  138 
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法  5,297  5,304  5,990  6,651  6,353  6,989  6,280  5,501  5,668  5,225  5,228  5,561  5,583  5,637  5,835 
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法  1,144  1,150  1,145  1,328  1,337  1,038  936  785  722  1,036  854  1,004  971  976  1,044 
覚 せ い 剤 取 締 法  20,522  23,143  20,144  20,288  18,266  19,365  19,663  19,700  19,008  17,781  17,633  17,979  17,070  16,057  15,843 
そ の 他 の 特 別 法 犯  82,192  84,636  89,945  89,211  83,945  83,430  77,436  69,465  69,715  65,968  66,883  67,167  65,406  66,117  67,041 

道 路 交 通 法 等 違 反  782,895  748,818  710,874  621,910  531,389  492,379  453,349  420,358  396,000  359,935  329,195  323,136  312,919  288,522  265,522 
道 路 交 通 法  768,721  735,667  701,360  614,989  525,862  487,142  448,923  416,552  392,435  356,485  326,432  320,253  310,819  287,349  264,612 
自動車の保管場所の確保等に関する法律  14,174  13,151  9,514  6,921  5,527  5,237  4,426  3,806  3,565  3,450  2,763  2,883  2,100  1,173  910 

（注）１　この表は，通常受理（被疑事件の受理のうち，検察官の認知又は直受に係る事件及び司法警察員から送致された事件をいう。）に係る被 疑事件について調査したものである。
　　　２ 　刑法犯（暴力行為等処罰に関する法律違反を除く。）の罪名区分は，刑法第２編の章別又は条項別による。ただし，「窃盗」，「強盗」及び 「強盗致死傷・強盗・強制性交等」には，盗犯等の防止及び処分に関する法律違反が含まれ，「危険運転致死傷」には，自動車の運転により人を死

傷させる行為等の処罰に関する法律第２条，第３条，第６条第１項及び同条第２項の被疑事件を含む（以下「２　検察事件統計表」におい て同じ。）。
　　　３ 　「自動車による過失致死傷等」は，自動車又は原動機付自転車による刑法第211条の被疑事件並びに自動車の運転により人を死傷させる 行為等の処罰に関する法律第４条，第５条，第６条第３項及び同条第４項の被疑事件をいい，「業務上過失致死傷」及び「重過失致死傷」は，「自

動車による過失致死傷等」以外の刑法第211条の被疑事件をいう（以下「２　検察事件統計表」において同じ。）。
　　　４ 　「その他の刑法犯」とは，表側の刑法犯に掲げる罪名以外の刑法犯並びに決闘罪に関する件，爆発物取締罰則，印紙犯罪処罰法，航空機 の強取等の処罰に関する法律，航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律，人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律，人質による強

要行為等の処罰に関する法律，組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に関する法律の各違反をいう（以下「２　検察事件 統計表」において同じ。）。
　　　５ 　「道路交通法等違反」とは，道路交通法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律の各違反をいう（以下「２　検察事件統計表」にお いて同じ。）。
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⑵　被疑事件の起訴の累年比較
罪　　　　　　名 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

総 数  903,067  862,468  798,130  684,483  587,957  559,594  518,253  474,125  443,965  405,415  377,539  371,459  352,669  329,517  308,721 
刑 法 犯  207,413  201,472  196,128  180,113  168,581  164,172  155,709  146,036  142,594  135,421  132,834  131,276  124,381  119,269  115,778 

公 務 執 行 妨 害  1,084  1,116  1,804  1,992  1,855  1,511  1,472  1,395  1,401  1,358  1,285  1,211  1,111  967  929 
逃 走  7  11  3  4  1  1  2  1  -  5  3  -  2  1  4 
騒 乱  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
放 火  705  628  574  521  463  430  414  349  290  340  319  369  297  260  273 
失 火  48  61  64  35  48  41  27  32  32  25  45  43  29  31  47 
住 居 侵 入  3,542  3,459  3,386  2,852  2,682  2,537  2,632  2,547  2,583  2,522  2,448  2,328  2,576  2,293  2,147 
文 書 偽 造  2,719  2,795  2,901  2,812  2,999  2,358  1,952  1,724  1,484  1,473  1,365  1,219  1,128  991  970 
支 払 用 カ ー ド 電 磁 的 記 録 関 係  378  283  185  162  260  261  127  108  72  51  65  54  357  675  369 
わいせつ・わいせつ文書頒布等  1,869  2,204  2,435  2,255  2,270  2,181  2,193  2,176  2,288  1,894  1,764  1,624  1,551  1,333  1,348 
強 制 わ い せ つ  1,636  1,621  1,661  1,569  1,443  1,452  1,435  1,389  1,469  1,529  1,459  1,394  1,308  1,295  1,288 
強 制 性 交 等  1,014  1,027  953  885  789  662  568  561  554  531  448  453  370  354  492 
賭 博 ・ 富 く じ  790  767  533  705  731  775  708  391  487  296  276  483  402  358  264 
職 権 濫 用  5  4  2  4  1  16  6  4  1  4  1  -  2  1  - 
収 賄  104  98  118  69  85  52  53  47  39  33  41  45  29  35  47 
贈 賄  115  142  111  92  97  65  60  53  38  43  32  40  34  36  50 
殺 人  869  802  734  636  637  533  424  420  367  341  352  357  297  325  307 
傷 害  21,476  20,818  20,489  18,459  16,361  14,996  14,559  13,776  14,328  13,564  13,468  12,793  12,513  11,560  11,551 

傷 害 致 死  231  220  189  182  183  150  154  179  157  152  145  114  108  99  87 
暴 行  4,718  5,004  4,999  4,579  4,232  3,985  3,974  3,925  4,473  4,365  4,520  4,304  4,330  4,337  4,479 
そ の 他  16,527  15,594  15,301  13,698  11,946  10,861  10,431  9,672  9,698  9,047  8,803  8,375  8,075  7,124  6,985 

危 険 運 転 致 死 傷  316  302  378  364  233  256  230  212  213  204  360  433  416  408  342 
過 失 傷 害  97,912  92,777  86,470  77,713  70,603  68,231  64,972  61,023  59,346  57,253  56,042  54,639  51,872  50,108  48,215 

過 失 致 死 傷  109  120  136  139  120  139  157  161  185  234  211  194  177  147  203 
業 務 上 過 失 致 死 傷  531  582  448  389  388  355  335  315  300  277  297  349  274  261  263 
重 過 失 致 死 傷  52  44  56  65  84  106  93  97  90  95  105  88  100  105  124 

自動車による
過失致死傷等

業務上過失致死傷  97,166  91,980  85,801  53,550  1,665  372  126  77  68  56  39  29  34  40  36 
重 過 失 致 死 傷  54  51  29  24  26  10  7  7  9  3  5  5  4  4  5 
自動車運転過失致死傷  …  …  …  23,546  68,320  67,249  64,254  60,366  58,694  56,588  37,721  1,606  135  26  7 
過失運転致死傷アル
コール等影響発覚免脱  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  45  96  82  95  83 
過 失 運 転 致 死 傷  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  17,318  51,389  50,210  48,673  46,739 
無免許過失運転致死傷ア
ルコール等影響発覚免脱  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  6  6  8  6  3 

無免許過失運転致死傷  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  295  877  848  751  752 
逮 捕 ・ 監 禁  412  413  301  260  254  217  201  139  148  161  149  136  130  123  104 
脅 迫  852  721  840  752  764  611  641  606  887  868  1,048  964  881  854  755 
略 取 ・ 誘 拐 ・ 人 身 売 買  115  127  119  96  55  81  57  47  74  55  73  53  50  45  68 
名 誉 毀 損  109  144  148  155  118  141  131  163  148  203  184  236  238  220  236 
窃 盗  44,668  43,455  44,568  44,303  43,071  43,177  42,365  40,793  38,212  35,279  34,882  34,746  32,352  31,687  31,326 
強 盗  1,712  1,604  1,413  1,168  997  1,271  1,014  916  898  785  715  574  521  373  386 
強 盗 致 死 傷  1,287  1,230  1,001  770  683  660  522  472  375  398  357  334  247  262  300 
強 盗 ・ 強 制 性 交 等  187  166  149  136  117  129  99  78  57  59  38  36  19  22  30 
詐 欺  11,311  11,911  12,321  10,391  11,224  12,111  10,072  8,648  9,169  8,962  8,794  9,990  9,408  9,109  8,509 
背 任  12  28  25  25  17  23  13  16  35  13  15  19  21  42  29 
恐 喝  3,103  3,078  2,807  2,305  1,737  1,594  1,376  1,039  1,103  989  869  686  681  609  583 
横 領  2,011  2,089  2,435  2,212  2,116  2,349  2,222  2,184  2,007  1,729  1,608  1,664  1,363  1,323  1,278 
盗 品 等 関 係  795  750  561  374  397  273  183  219  171  141  172  197  142  113  108 
毀 棄 ・ 隠 匿  2,529  2,655  2,689  2,523  2,336  2,145  2,021  2,050  2,107  2,025  2,057  1,997  1,896  1,617  1,603 
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律  1,511  1,532  1,496  1,216  1,083  994  977  800  873  803  719  731  771  672  631 
そ の 他 の 刑 法 犯  2,210  2,654  2,454  2,298  2,054  2,038  1,981  1,658  1,338  1,485  1,381  1,428  1,367  1,167  1,189 

特 別 法 犯
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。）  71,371  74,442  71,821  70,366  61,985  61,597  58,237  54,339  51,809  48,722  48,022  48,768  46,450  45,191  45,503 

公 職 選 挙 法  475  673  419  1,245  51  314  257  397  33  209  79  460  99  60  12 
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法  2,966  2,601  2,937  2,835  2,469  2,497  2,136  1,938  1,847  1,677  1,490  1,458  1,346  1,249  1,148 
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法  820  790  824  888  839  642  604  462  346  496  355  513  495  580  575 
覚 せ い 剤 取 締 法  17,071  19,699  16,516  16,473  14,620  15,825  16,131  16,193  15,154  14,179  14,035  14,362  13,479  12,325  12,068 
そ の 他 の 特 別 法 犯  50,039  50,679  51,125  48,925  44,006  42,319  39,109  35,349  34,429  32,161  32,063  31,975  31,031  30,977  31,700 

道 路 交 通 法 等 違 反  624,283  586,554  530,181  434,004  357,391  333,825  304,307  273,750  249,562  221,272  196,683  191,415  181,838  165,057  147,440 
道 路 交 通 法  610,700  573,912  520,945  427,257  352,031  328,846  300,075  270,123  246,129  217,937  193,999  188,661  179,882  163,976  146,594 
自動車の保管場所の確保等に関する法律  13,583  12,642  9,236  6,747  5,360  4,979  4,232  3,627  3,433  3,335  2,684  2,754  1,956  1,081  846 



－373－

（単位　人）
罪　　　　　　名 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

総 数  903,067  862,468  798,130  684,483  587,957  559,594  518,253  474,125  443,965  405,415  377,539  371,459  352,669  329,517  308,721 
刑 法 犯  207,413  201,472  196,128  180,113  168,581  164,172  155,709  146,036  142,594  135,421  132,834  131,276  124,381  119,269  115,778 

公 務 執 行 妨 害  1,084  1,116  1,804  1,992  1,855  1,511  1,472  1,395  1,401  1,358  1,285  1,211  1,111  967  929 
逃 走  7  11  3  4  1  1  2  1  -  5  3  -  2  1  4 
騒 乱  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
放 火  705  628  574  521  463  430  414  349  290  340  319  369  297  260  273 
失 火  48  61  64  35  48  41  27  32  32  25  45  43  29  31  47 
住 居 侵 入  3,542  3,459  3,386  2,852  2,682  2,537  2,632  2,547  2,583  2,522  2,448  2,328  2,576  2,293  2,147 
文 書 偽 造  2,719  2,795  2,901  2,812  2,999  2,358  1,952  1,724  1,484  1,473  1,365  1,219  1,128  991  970 
支 払 用 カ ー ド 電 磁 的 記 録 関 係  378  283  185  162  260  261  127  108  72  51  65  54  357  675  369 
わいせつ・わいせつ文書頒布等  1,869  2,204  2,435  2,255  2,270  2,181  2,193  2,176  2,288  1,894  1,764  1,624  1,551  1,333  1,348 
強 制 わ い せ つ  1,636  1,621  1,661  1,569  1,443  1,452  1,435  1,389  1,469  1,529  1,459  1,394  1,308  1,295  1,288 
強 制 性 交 等  1,014  1,027  953  885  789  662  568  561  554  531  448  453  370  354  492 
賭 博 ・ 富 く じ  790  767  533  705  731  775  708  391  487  296  276  483  402  358  264 
職 権 濫 用  5  4  2  4  1  16  6  4  1  4  1  -  2  1  - 
収 賄  104  98  118  69  85  52  53  47  39  33  41  45  29  35  47 
贈 賄  115  142  111  92  97  65  60  53  38  43  32  40  34  36  50 
殺 人  869  802  734  636  637  533  424  420  367  341  352  357  297  325  307 
傷 害  21,476  20,818  20,489  18,459  16,361  14,996  14,559  13,776  14,328  13,564  13,468  12,793  12,513  11,560  11,551 

傷 害 致 死  231  220  189  182  183  150  154  179  157  152  145  114  108  99  87 
暴 行  4,718  5,004  4,999  4,579  4,232  3,985  3,974  3,925  4,473  4,365  4,520  4,304  4,330  4,337  4,479 
そ の 他  16,527  15,594  15,301  13,698  11,946  10,861  10,431  9,672  9,698  9,047  8,803  8,375  8,075  7,124  6,985 

危 険 運 転 致 死 傷  316  302  378  364  233  256  230  212  213  204  360  433  416  408  342 
過 失 傷 害  97,912  92,777  86,470  77,713  70,603  68,231  64,972  61,023  59,346  57,253  56,042  54,639  51,872  50,108  48,215 

過 失 致 死 傷  109  120  136  139  120  139  157  161  185  234  211  194  177  147  203 
業 務 上 過 失 致 死 傷  531  582  448  389  388  355  335  315  300  277  297  349  274  261  263 
重 過 失 致 死 傷  52  44  56  65  84  106  93  97  90  95  105  88  100  105  124 

自動車による
過失致死傷等

業務上過失致死傷  97,166  91,980  85,801  53,550  1,665  372  126  77  68  56  39  29  34  40  36 
重 過 失 致 死 傷  54  51  29  24  26  10  7  7  9  3  5  5  4  4  5 
自動車運転過失致死傷  …  …  …  23,546  68,320  67,249  64,254  60,366  58,694  56,588  37,721  1,606  135  26  7 
過失運転致死傷アル
コール等影響発覚免脱  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  45  96  82  95  83 
過 失 運 転 致 死 傷  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  17,318  51,389  50,210  48,673  46,739 
無免許過失運転致死傷ア
ルコール等影響発覚免脱  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  6  6  8  6  3 

無免許過失運転致死傷  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  295  877  848  751  752 
逮 捕 ・ 監 禁  412  413  301  260  254  217  201  139  148  161  149  136  130  123  104 
脅 迫  852  721  840  752  764  611  641  606  887  868  1,048  964  881  854  755 
略 取 ・ 誘 拐 ・ 人 身 売 買  115  127  119  96  55  81  57  47  74  55  73  53  50  45  68 
名 誉 毀 損  109  144  148  155  118  141  131  163  148  203  184  236  238  220  236 
窃 盗  44,668  43,455  44,568  44,303  43,071  43,177  42,365  40,793  38,212  35,279  34,882  34,746  32,352  31,687  31,326 
強 盗  1,712  1,604  1,413  1,168  997  1,271  1,014  916  898  785  715  574  521  373  386 
強 盗 致 死 傷  1,287  1,230  1,001  770  683  660  522  472  375  398  357  334  247  262  300 
強 盗 ・ 強 制 性 交 等  187  166  149  136  117  129  99  78  57  59  38  36  19  22  30 
詐 欺  11,311  11,911  12,321  10,391  11,224  12,111  10,072  8,648  9,169  8,962  8,794  9,990  9,408  9,109  8,509 
背 任  12  28  25  25  17  23  13  16  35  13  15  19  21  42  29 
恐 喝  3,103  3,078  2,807  2,305  1,737  1,594  1,376  1,039  1,103  989  869  686  681  609  583 
横 領  2,011  2,089  2,435  2,212  2,116  2,349  2,222  2,184  2,007  1,729  1,608  1,664  1,363  1,323  1,278 
盗 品 等 関 係  795  750  561  374  397  273  183  219  171  141  172  197  142  113  108 
毀 棄 ・ 隠 匿  2,529  2,655  2,689  2,523  2,336  2,145  2,021  2,050  2,107  2,025  2,057  1,997  1,896  1,617  1,603 
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律  1,511  1,532  1,496  1,216  1,083  994  977  800  873  803  719  731  771  672  631 
そ の 他 の 刑 法 犯  2,210  2,654  2,454  2,298  2,054  2,038  1,981  1,658  1,338  1,485  1,381  1,428  1,367  1,167  1,189 

特 別 法 犯
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。）  71,371  74,442  71,821  70,366  61,985  61,597  58,237  54,339  51,809  48,722  48,022  48,768  46,450  45,191  45,503 

公 職 選 挙 法  475  673  419  1,245  51  314  257  397  33  209  79  460  99  60  12 
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法  2,966  2,601  2,937  2,835  2,469  2,497  2,136  1,938  1,847  1,677  1,490  1,458  1,346  1,249  1,148 
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法  820  790  824  888  839  642  604  462  346  496  355  513  495  580  575 
覚 せ い 剤 取 締 法  17,071  19,699  16,516  16,473  14,620  15,825  16,131  16,193  15,154  14,179  14,035  14,362  13,479  12,325  12,068 
そ の 他 の 特 別 法 犯  50,039  50,679  51,125  48,925  44,006  42,319  39,109  35,349  34,429  32,161  32,063  31,975  31,031  30,977  31,700 

道 路 交 通 法 等 違 反  624,283  586,554  530,181  434,004  357,391  333,825  304,307  273,750  249,562  221,272  196,683  191,415  181,838  165,057  147,440 
道 路 交 通 法  610,700  573,912  520,945  427,257  352,031  328,846  300,075  270,123  246,129  217,937  193,999  188,661  179,882  163,976  146,594 
自動車の保管場所の確保等に関する法律  13,583  12,642  9,236  6,747  5,360  4,979  4,232  3,627  3,433  3,335  2,684  2,754  1,956  1,081  846 



－374－

⑶　被疑事件の受理及び処理状況（平成30年）
ア　罪名別　被疑事件の受理人員

罪　　　　　　　　　　　　　名 総　　数 旧　　受
新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受

計 通　　　常　　　受　　　理 他の検察庁から 家庭裁判所から 再　　起計 検察官認知・直受 司法警察員から
総 数  1,163,008  20,088  1,142,920  984,819  5,003  979,816  152,581  3,696  1,824 
刑 法 犯  698,122  13,819  684,303  629,396  3,415  625,981  52,595  1,138  1,174 

公 務 執 行 妨 害  2,775  137  2,638  2,009  25  1,984  622  -  7 
騒 乱  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
放 火  1,035  80  955  888  1  887  60  2  5 
住 居 侵 入  7,199  194  7,005  5,970  107  5,863  1,015  14  6 
文 書 偽 造  3,125  184  2,941  2,719  611  2,108  207  3  12 
わ い せ つ ・ わ い せ つ 文 書 頒 布 等  3,649  128  3,521  2,407  10  2,397  1,110  4  - 
強 制 わ い せ つ  4,736  253  4,483  4,348  25  4,323  117  7  11 
強 制 性 交 等  1,569  81  1,488  1,435  11  1,424  45  5  3 
賭 博 ・ 富 く じ  697  4  693  595  3  592  96  1  1 
職 権 濫 用  879  120  759  755  626  129  2  -  2 
収 賄  54  -  54  54  5  49  -  -  - 
贈 賄  66  -  66  56  4  52  10  -  - 
殺 人  1,803  143  1,660  1,424  240  1,184  58  5  173 
傷 害  29,655  1,805  27,850  23,359  180  23,179  4,379  48  64 
傷 害 致 死  116  17  99  83  2  81  6  2  8 
暴 行  17,586  871  16,715  14,315  69  14,246  2,341  26  33 
凶 器 準 備 集 合 ・ 同 結 集  13  -  13  9  2  7  2  2  - 
危 険 運 転 致 死 傷  637  93  544  498  3  495  34  11  1 
業 務 上 過 失 致 死 傷  1,615  264  1,351  983  50  933  313  -  55 
重 過 失 致 死 傷  5,067  86  4,981  4,807  2  4,805  135  6  33 
そ の 他 の 過 失 致 死 傷  1,637  64  1,573  1,231  2  1,229  297  8  37 

自動車による
過失致死傷等

業 務 上 過 失 傷 害  273  4  269  224  -  224  44  -  1 
業 務 上 過 失 致 死  2  1  1  1  -  1  -  -  - 
重 過 失 傷 害  215  2  213  208  -  208  3  -  2 
重 過 失 致 死  1  -  1  1  -  1  -  -  - 
自 動 車 運 転 過 失 傷 害  317  1  316  294  -  294  11  -  11 
自 動 車 運 転 過 失 致 死  20  2  18  15  1  14  1  -  2 
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱  95  4  91  87  -  87  4  -  - 
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱  2  1  1  -  -  -  1  -  - 
過 失 運 転 致 傷  442,740  3,703  439,037  413,861  24  413,837  24,227  614  335 
過 失 運 転 致 死  4,850  629  4,221  3,064  11  3,053  1,079  35  43 
無免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱  1  -  1  1  -  1  -  -  - 
無免許過失運転致死アルコール等影響発覚免脱  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
無 免 許 過 失 運 転 致 傷  1,989  182  1,807  1,618  4  1,614  136  39  14 
無 免 許 過 失 運 転 致 死  25  2  23  21  -  21  -  2  - 

窃 盗  106,218  2,403  103,815  91,507  160  91,347  11,960  157  191 
強 盗  1,461  59  1,402  1,359  8  1,351  37  5  1 
強 盗 致 死 傷 ・ 強 盗 ・ 強 制 性 交 等  1,155  48  1,107  1,062  7  1,055  34  8  3 
詐 欺  17,811  787  17,024  16,424  269  16,155  472  80  48 
恐 喝  2,462  96  2,366  2,296  17  2,279  60  8  2 
横 領 ・ 背 任  10,889  329  10,560  9,840  141  9,699  691  14  15 
盗 品 等 関 係  935  26  909  861  10  851  47  1  - 
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律  2,270  62  2,208  1,818  13  1,805  386  3  1 
そ 　 の 　 他 　 の 　 刑 　 法 　 犯  20,478  954  19,524  16,889  772  16,117  2,553  28  54 

特 別 法 犯
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。 ）  116,657  3,444  113,213  89,901  1,455  88,446  22,980  122  210 

火 薬 類 取 締 法  266  5  261  248  -  248  13  -  - 
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法  7,156  133  7,023  5,835  47  5,788  1,176  3  9 
大 麻 取 締 法  5,609  97  5,512  5,338  17  5,321  151  20  3 
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法  1,094  26  1,068  1,044  9  1,035  22  2  - 
覚 せ い 剤 取 締 法  16,840  249  16,591  15,843  18  15,825  722  10  16 
あ へ ん 法  4  -  4  4  -  4  -  -  - 
出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法  6,667  133  6,534  5,913  22  5,891  619  1  1 
外 国 人 登 録 法  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
そ の 他 の 特 別 法 犯  79,021  2,801  76,220  55,676  1,342  54,334  20,277  86  181 

道 路 交 通 法 等 違 反  348,229  2,825  345,404  265,522  133  265,389  77,006  2,436  440 
道 路 交 通 法  347,213  2,822  344,391  264,612  133  264,479  76,908  2,434  437 
自 動 車 の 保 管 場 所 の 確 保 等 に 関 す る 法 律  1,016  3  1,013  910  -  910  98  2  3 

（注）この表の罪名は，「受理」及び「未済」については，事件を受理した時の被疑者の罪名により，「既済」については，事件の 処理が既済となった時の罪名により，調査したものである。



－375－

（単位　人）

罪　　　　　　　　　　　　　名 総　　数 旧　　受
新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受

計 通　　　常　　　受　　　理 他の検察庁から 家庭裁判所から 再　　起計 検察官認知・直受 司法警察員から
総 数  1,163,008  20,088  1,142,920  984,819  5,003  979,816  152,581  3,696  1,824 
刑 法 犯  698,122  13,819  684,303  629,396  3,415  625,981  52,595  1,138  1,174 

公 務 執 行 妨 害  2,775  137  2,638  2,009  25  1,984  622  -  7 
騒 乱  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
放 火  1,035  80  955  888  1  887  60  2  5 
住 居 侵 入  7,199  194  7,005  5,970  107  5,863  1,015  14  6 
文 書 偽 造  3,125  184  2,941  2,719  611  2,108  207  3  12 
わ い せ つ ・ わ い せ つ 文 書 頒 布 等  3,649  128  3,521  2,407  10  2,397  1,110  4  - 
強 制 わ い せ つ  4,736  253  4,483  4,348  25  4,323  117  7  11 
強 制 性 交 等  1,569  81  1,488  1,435  11  1,424  45  5  3 
賭 博 ・ 富 く じ  697  4  693  595  3  592  96  1  1 
職 権 濫 用  879  120  759  755  626  129  2  -  2 
収 賄  54  -  54  54  5  49  -  -  - 
贈 賄  66  -  66  56  4  52  10  -  - 
殺 人  1,803  143  1,660  1,424  240  1,184  58  5  173 
傷 害  29,655  1,805  27,850  23,359  180  23,179  4,379  48  64 
傷 害 致 死  116  17  99  83  2  81  6  2  8 
暴 行  17,586  871  16,715  14,315  69  14,246  2,341  26  33 
凶 器 準 備 集 合 ・ 同 結 集  13  -  13  9  2  7  2  2  - 
危 険 運 転 致 死 傷  637  93  544  498  3  495  34  11  1 
業 務 上 過 失 致 死 傷  1,615  264  1,351  983  50  933  313  -  55 
重 過 失 致 死 傷  5,067  86  4,981  4,807  2  4,805  135  6  33 
そ の 他 の 過 失 致 死 傷  1,637  64  1,573  1,231  2  1,229  297  8  37 

自動車による
過失致死傷等

業 務 上 過 失 傷 害  273  4  269  224  -  224  44  -  1 
業 務 上 過 失 致 死  2  1  1  1  -  1  -  -  - 
重 過 失 傷 害  215  2  213  208  -  208  3  -  2 
重 過 失 致 死  1  -  1  1  -  1  -  -  - 
自 動 車 運 転 過 失 傷 害  317  1  316  294  -  294  11  -  11 
自 動 車 運 転 過 失 致 死  20  2  18  15  1  14  1  -  2 
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱  95  4  91  87  -  87  4  -  - 
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱  2  1  1  -  -  -  1  -  - 
過 失 運 転 致 傷  442,740  3,703  439,037  413,861  24  413,837  24,227  614  335 
過 失 運 転 致 死  4,850  629  4,221  3,064  11  3,053  1,079  35  43 
無免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱  1  -  1  1  -  1  -  -  - 
無免許過失運転致死アルコール等影響発覚免脱  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
無 免 許 過 失 運 転 致 傷  1,989  182  1,807  1,618  4  1,614  136  39  14 
無 免 許 過 失 運 転 致 死  25  2  23  21  -  21  -  2  - 

窃 盗  106,218  2,403  103,815  91,507  160  91,347  11,960  157  191 
強 盗  1,461  59  1,402  1,359  8  1,351  37  5  1 
強 盗 致 死 傷 ・ 強 盗 ・ 強 制 性 交 等  1,155  48  1,107  1,062  7  1,055  34  8  3 
詐 欺  17,811  787  17,024  16,424  269  16,155  472  80  48 
恐 喝  2,462  96  2,366  2,296  17  2,279  60  8  2 
横 領 ・ 背 任  10,889  329  10,560  9,840  141  9,699  691  14  15 
盗 品 等 関 係  935  26  909  861  10  851  47  1  - 
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律  2,270  62  2,208  1,818  13  1,805  386  3  1 
そ 　 の 　 他 　 の 　 刑 　 法 　 犯  20,478  954  19,524  16,889  772  16,117  2,553  28  54 

特 別 法 犯
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。 ）  116,657  3,444  113,213  89,901  1,455  88,446  22,980  122  210 

火 薬 類 取 締 法  266  5  261  248  -  248  13  -  - 
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法  7,156  133  7,023  5,835  47  5,788  1,176  3  9 
大 麻 取 締 法  5,609  97  5,512  5,338  17  5,321  151  20  3 
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法  1,094  26  1,068  1,044  9  1,035  22  2  - 
覚 せ い 剤 取 締 法  16,840  249  16,591  15,843  18  15,825  722  10  16 
あ へ ん 法  4  -  4  4  -  4  -  -  - 
出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法  6,667  133  6,534  5,913  22  5,891  619  1  1 
外 国 人 登 録 法  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
そ の 他 の 特 別 法 犯  79,021  2,801  76,220  55,676  1,342  54,334  20,277  86  181 

道 路 交 通 法 等 違 反  348,229  2,825  345,404  265,522  133  265,389  77,006  2,436  440 
道 路 交 通 法  347,213  2,822  344,391  264,612  133  264,479  76,908  2,434  437 
自 動 車 の 保 管 場 所 の 確 保 等 に 関 す る 法 律  1,016  3  1,013  910  -  910  98  2  3 

（注）この表の罪名は，「受理」及び「未済」については，事件を受理した時の被疑者の罪名により，「既済」については，事件の 処理が既済となった時の罪名により，調査したものである。
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イ　罪名別　被疑事件の既済人員
罪      　　　　　　　　名 合　　計 起　　　　　　　　　　訴 不　　　　　起　　　　　訴 中    止 他の検察庁

に　送　致
家庭裁判所
に　送　致 未　　済計 公判請求 略式命令請求 計 起訴猶予 嫌疑不十分 そ の 他

総 数  1,145,632  308,721  83,768  224,953  632,323  568,392  45,507  18,424  915  148,572  55,101  17,376 
刑 法 犯  684,530  115,778  53,472  62,306  476,745  428,327  33,468  14,950  489  51,117  40,401  12,052 

公 務 執 行 妨 害  2,684  929  376  553  1,032  861  138  33  4  595  124  124 
騒 乱  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
放 火  864  273  273  -  493  130  243  120  1  57  40  77 
住 居 侵 入  7,202  2,147  1,303  844  3,147  2,340  653  154  3  935  970  210 
文 書 偽 造  2,878  970  867  103  1,617  642  359  616  2  198  91  228 
わ い せ つ ・ わ い せ つ 文 書 頒 布 等  3,564  1,348  325  1,023  921  770  120  31  -  1,105  190  78 
強 制 わ い せ つ  4,217  1,288  1,288  -  2,458  1,210  966  282  6  113  352  265 
強 制 性 交 等  1,417  492  492  -  760  218  511  31  5  46  114  83 
賭 博 ・ 富 く じ  692  264  135  129  332  311  21  -  1  93  2  4 
職 権 濫 用  792  -  -  -  790  3  59  728  -  2  -  101 
収 賄  54  47  47  -  7  5  -  2  -  -  -  - 
贈 賄  65  50  40  10  5  5  -  -  -  10  -  1 
殺 人  1,210  307  307  -  734  33  340  361  94  57  18  169 
傷 害  26,730  6,980  2,669  4,311  13,151  10,466  2,408  277  39  4,285  2,275  1,532 
傷 害 致 死  159  87  87  -  62  5  37  20  2  6  2  9 
暴 行  18,865  4,479  736  3,743  11,002  9,679  1,171  152  15  2,291  1,078  827 
凶 器 準 備 集 合 ・ 同 結 集  13  5  4  1  3  1  2  -  -  2  3  - 
危 険 運 転 致 死 傷  512  342  342  -  93  15  63  15  1  32  44  74 
業 務 上 過 失 致 死 傷  1,363  263  36  227  785  431  304  50  29  285  1  257 
重 過 失 致 死 傷  2,450  124  15  109  1,826  1,504  314  8  6  132  362  77 
そ の 他 の 過 失 致 死 傷  4,123  203  6  197  3,046  264  139  2,643  1  286  587  47 

自動車による
過 失 致 死 傷

業 務 上 過 失 傷 害  292  36  1  35  209  205  4  -  -  45  2  3 
業 務 上 過 失 致 死  1  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  1 
重 過 失 傷 害  130  4  -  4  115  110  4  1  -  3  8  3 
重 過 失 致 死  1  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
自動車運転過失傷害  294  7  2  5  278  15  243  20  -  9  -  1 
自動車運転過失致死  20  -  -  -  19  -  18  1  -  1  -  1 
過失運転致傷アルコー
ル 等 影 響 発 覚 免 脱  90  72  72  -  12  1  10  1  -  4  2  13 
過失運転致死アルコー
ル 等 影 響 発 覚 免 脱  13  11  11  -  1  -  -  1  -  1  -  - 
過 失 運 転 致 傷  439,393  44,476  3,032  41,444  359,554  349,039  9,749  766  119  23,469  11,775  3,065 
過 失 運 転 致 死  4,400  2,263  1,393  870  1,002  191  746  65  25  1,060  50  525 
無免許過失運転致傷アル
コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱  3  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  1 
無免許過失運転致死アル
コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
無免許過失運転致傷  1,327  744  744  -  171  81  62  28  19  134  259  140 
無免許過失運転致死  17  8  8  -  2  -  -  2  1  -  6  4 

窃 盗  103,701  31,326  25,252  6,074  44,901  34,648  7,568  2,685  67  11,762  15,645  2,161 
強 盗  960  386  386  -  419  78  268  73  -  37  118  32 
強 盗 致 死 傷 ・ 強 盗 ・ 強 制 性 交 等  623  330  330  -  147  29  84  34  1  34  111  27 
詐 欺  17,042  8,509  8,509  -  6,501  3,631  2,549  321  8  471  1,553  679 
恐 喝  2,478  583  583  -  1,347  626  705  16  -  61  487  54 
横 領 ・ 背 任  10,964  1,307  1,031  276  6,359  5,541  694  124  5  678  2,615  293 
盗 品 等 関 係  918  108  108  -  377  185  183  9  -  46  387  28 
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律  2,278  631  303  328  1,101  932  158  11  -  366  180  52 
そ の 他 の 刑 法 犯  19,731 4,375 2,355 2,020  11,965 4,122 2,574 5,269 35 2,406 950 806

特 別 法 犯
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。）  114,569  45,503  22,658  22,845  43,881  35,329  7,165  1,387  121  22,225  2,839  2,895 

火 薬 類 取 締 法  264  16  1  15  237  71  134  32  -  11  -  - 
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法  7,065  1,148  375  773  4,584  4,058  284  242  5  1,140  188  113 
大 麻 取 締 法  5,545  2,534  2,534  -  2,451  1,400  971  80  2  150  408  92 
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法  1,084  575  566  9  451  185  240  26  2  20  36  18 
覚 せ い 剤 取 締 法  16,528  12,068  12,068  -  3,629  1,158  2,125  346  8  721  102  232 
あ へ ん 法  4  -  -  -  4  2  2  -  -  -  -  - 
出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法  6,558  2,595  2,280  315  3,338  3,184  150  4  1  596  28  105 
外 国 人 登 録 法  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
そ の 他 の 特 別 法 犯  77,521  26,567  4,834  21,733  29,187  25,271  3,259  657  103  19,587  2,077  2,335 

道 路 交 通 法 等 違 反  346,533  147,440  7,638  139,802  111,697  104,736  4,874  2,087  305  75,230  11,861  2,429 
道 路 交 通 法  345,523  146,594  7,638  138,956  111,629  104,678  4,866  2,085  305  75,134  11,861  2,423 
自動車の保管場所の確保等に関する法律  1,010  846  -  846  68  58  8  2  -  96  -  6 

（注）この表の罪名は，「受理」及び「未済」については，事件を受理した時の被疑者の罪名により，「既済」については，事件の処理が既済となった時の 罪名により，調査したものである。
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（単位　人）

罪      　　　　　　　　名 合　　計 起　　　　　　　　　　訴 不　　　　　起　　　　　訴 中    止 他の検察庁
に　送　致

家庭裁判所
に　送　致 未　　済計 公判請求 略式命令請求 計 起訴猶予 嫌疑不十分 そ の 他

総 数  1,145,632  308,721  83,768  224,953  632,323  568,392  45,507  18,424  915  148,572  55,101  17,376 
刑 法 犯  684,530  115,778  53,472  62,306  476,745  428,327  33,468  14,950  489  51,117  40,401  12,052 

公 務 執 行 妨 害  2,684  929  376  553  1,032  861  138  33  4  595  124  124 
騒 乱  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
放 火  864  273  273  -  493  130  243  120  1  57  40  77 
住 居 侵 入  7,202  2,147  1,303  844  3,147  2,340  653  154  3  935  970  210 
文 書 偽 造  2,878  970  867  103  1,617  642  359  616  2  198  91  228 
わ い せ つ ・ わ い せ つ 文 書 頒 布 等  3,564  1,348  325  1,023  921  770  120  31  -  1,105  190  78 
強 制 わ い せ つ  4,217  1,288  1,288  -  2,458  1,210  966  282  6  113  352  265 
強 制 性 交 等  1,417  492  492  -  760  218  511  31  5  46  114  83 
賭 博 ・ 富 く じ  692  264  135  129  332  311  21  -  1  93  2  4 
職 権 濫 用  792  -  -  -  790  3  59  728  -  2  -  101 
収 賄  54  47  47  -  7  5  -  2  -  -  -  - 
贈 賄  65  50  40  10  5  5  -  -  -  10  -  1 
殺 人  1,210  307  307  -  734  33  340  361  94  57  18  169 
傷 害  26,730  6,980  2,669  4,311  13,151  10,466  2,408  277  39  4,285  2,275  1,532 
傷 害 致 死  159  87  87  -  62  5  37  20  2  6  2  9 
暴 行  18,865  4,479  736  3,743  11,002  9,679  1,171  152  15  2,291  1,078  827 
凶 器 準 備 集 合 ・ 同 結 集  13  5  4  1  3  1  2  -  -  2  3  - 
危 険 運 転 致 死 傷  512  342  342  -  93  15  63  15  1  32  44  74 
業 務 上 過 失 致 死 傷  1,363  263  36  227  785  431  304  50  29  285  1  257 
重 過 失 致 死 傷  2,450  124  15  109  1,826  1,504  314  8  6  132  362  77 
そ の 他 の 過 失 致 死 傷  4,123  203  6  197  3,046  264  139  2,643  1  286  587  47 

自動車による
過 失 致 死 傷

業 務 上 過 失 傷 害  292  36  1  35  209  205  4  -  -  45  2  3 
業 務 上 過 失 致 死  1  -  -  -  1  -  1  -  -  -  -  1 
重 過 失 傷 害  130  4  -  4  115  110  4  1  -  3  8  3 
重 過 失 致 死  1  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
自動車運転過失傷害  294  7  2  5  278  15  243  20  -  9  -  1 
自動車運転過失致死  20  -  -  -  19  -  18  1  -  1  -  1 
過失運転致傷アルコー
ル 等 影 響 発 覚 免 脱  90  72  72  -  12  1  10  1  -  4  2  13 
過失運転致死アルコー
ル 等 影 響 発 覚 免 脱  13  11  11  -  1  -  -  1  -  1  -  - 
過 失 運 転 致 傷  439,393  44,476  3,032  41,444  359,554  349,039  9,749  766  119  23,469  11,775  3,065 
過 失 運 転 致 死  4,400  2,263  1,393  870  1,002  191  746  65  25  1,060  50  525 
無免許過失運転致傷アル
コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱  3  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  1 
無免許過失運転致死アル
コ ー ル 等 影 響 発 覚 免 脱  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
無免許過失運転致傷  1,327  744  744  -  171  81  62  28  19  134  259  140 
無免許過失運転致死  17  8  8  -  2  -  -  2  1  -  6  4 

窃 盗  103,701  31,326  25,252  6,074  44,901  34,648  7,568  2,685  67  11,762  15,645  2,161 
強 盗  960  386  386  -  419  78  268  73  -  37  118  32 
強 盗 致 死 傷 ・ 強 盗 ・ 強 制 性 交 等  623  330  330  -  147  29  84  34  1  34  111  27 
詐 欺  17,042  8,509  8,509  -  6,501  3,631  2,549  321  8  471  1,553  679 
恐 喝  2,478  583  583  -  1,347  626  705  16  -  61  487  54 
横 領 ・ 背 任  10,964  1,307  1,031  276  6,359  5,541  694  124  5  678  2,615  293 
盗 品 等 関 係  918  108  108  -  377  185  183  9  -  46  387  28 
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律  2,278  631  303  328  1,101  932  158  11  -  366  180  52 
そ の 他 の 刑 法 犯  19,731 4,375 2,355 2,020  11,965 4,122 2,574 5,269 35 2,406 950 806

特 別 法 犯
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。）  114,569  45,503  22,658  22,845  43,881  35,329  7,165  1,387  121  22,225  2,839  2,895 

火 薬 類 取 締 法  264  16  1  15  237  71  134  32  -  11  -  - 
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法  7,065  1,148  375  773  4,584  4,058  284  242  5  1,140  188  113 
大 麻 取 締 法  5,545  2,534  2,534  -  2,451  1,400  971  80  2  150  408  92 
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法  1,084  575  566  9  451  185  240  26  2  20  36  18 
覚 せ い 剤 取 締 法  16,528  12,068  12,068  -  3,629  1,158  2,125  346  8  721  102  232 
あ へ ん 法  4  -  -  -  4  2  2  -  -  -  -  - 
出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法  6,558  2,595  2,280  315  3,338  3,184  150  4  1  596  28  105 
外 国 人 登 録 法  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
そ の 他 の 特 別 法 犯  77,521  26,567  4,834  21,733  29,187  25,271  3,259  657  103  19,587  2,077  2,335 

道 路 交 通 法 等 違 反  346,533  147,440  7,638  139,802  111,697  104,736  4,874  2,087  305  75,230  11,861  2,429 
道 路 交 通 法  345,523  146,594  7,638  138,956  111,629  104,678  4,866  2,085  305  75,134  11,861  2,423 
自動車の保管場所の確保等に関する法律  1,010  846  -  846  68  58  8  2  -  96  -  6 

（注）この表の罪名は，「受理」及び「未済」については，事件を受理した時の被疑者の罪名により，「既済」については，事件の処理が既済となった時の 罪名により，調査したものである。
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　　ウ　検察庁管内別　被疑事件の受理，既済及び未済の人員　－道路交通法等違反

最高検，高検
及び地検管内

受　　　　　　　　　　　理 既 済
未　済総　　数 旧　　受 新　　受 総　　数 起　　　　　訴 不　　　　　起　　　　　訴 中　止 他の検察

庁に送致
家庭裁判
所に送致計 公判請求 略式命令請求 計 起訴猶予 嫌疑不十分 その他

総 数  814,779  17,263  797,516  799,099  161,281  76,130  85,151  520,626  463,656  40,633  16,337  610  73,342  43,240  14,947 
最 高 検  6  -  6  6  -  -  -  -  -  -  -  -  6  -  - 
東 京 高 検 管 内  332,497  8,032  324,465  325,097  65,241  32,392  32,849  208,014  185,149  16,556  6,309  319  34,106  17,417  7,260 

東　　　 京（高）  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  - 
東 京  90,169  3,268  86,901  87,062  20,478  12,550  7,928  53,769  45,487  4,834  3,448  138  8,284  4,393  3,187 
横 浜  52,117  1,140  50,977  51,269  9,024  4,191  4,833  30,194  27,091  2,295  808  18  9,091  2,942  855 
さ い た ま  43,881  1,558  42,323  42,709  7,560  3,268  4,292  29,472  26,549  2,400  523  23  3,159  2,495  1,219 
千 葉  33,789  765  33,024  33,052  7,872  3,588  4,284  20,122  17,061  2,693  368  62  3,111  1,885  618 
水 戸  16,551  127  16,424  16,340  3,808  1,760  2,048  9,583  8,632  795  156  30  2,011  908  135 
宇 都 宮  10,742  187  10,555  10,294  2,712  1,418  1,294  5,296  4,613  525  158  4  1,744  538  426 
前 橋  18,924  198  18,726  18,709  3,019  1,322  1,697  13,168  12,390  573  205  7  1,536  979  203 
静 岡  37,600  213  37,387  37,324  4,566  1,822  2,744  29,399  27,934  1,140  325  21  1,650  1,688  252 
甲 府  6,296  167  6,129  6,231  1,235  576  659  3,853  3,392  419  42  2  722  419  65 
長 野  11,903  195  11,708  11,680  2,115  706  1,409  7,693  7,255  334  104  5  1,288  579  208 
新 潟  10,524  213  10,311  10,426  2,852  1,191  1,661  5,465  4,745  548  172  9  1,509  591  92 

大 阪 高 検 管 内  147,457  3,925  143,532  143,990  29,703  14,871  14,832  95,084  80,795  8,756  5,533  62  10,787  8,354  3,260 
大　　　 阪（高）  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
大 阪  67,410  2,210  65,200  65,619  13,270  7,176  6,094  44,406  36,974  4,080  3,352  23  3,967  3,953  1,789 
京 都  14,725  597  14,128  14,258  3,388  1,726  1,662  8,956  7,382  1,117  457  1  1,065  848  434 
神 戸  43,230  499  42,731  42,549  8,098  3,668  4,430  28,201  24,646  2,098  1,457  28  4,071  2,151  609 
奈 良  8,645  301  8,344  8,559  1,797  798  999  5,649  4,893  671  85  3  657  453  45 
大 津  7,923  193  7,730  7,610  1,830  920  910  4,619  4,140  417  62  3  539  619  271 
和 歌 山  5,524  125  5,399  5,395  1,320  583  737  3,253  2,760  373  120  4  488  330  112 

名 古 屋 高 検 管 内  92,766  1,824  90,942  91,358  16,094  7,251  8,843  63,240  57,256  4,788  1,196  57  7,197  4,770  1,363 
名　 古　 屋（高）  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
名 古 屋  59,775  1,312  58,463  58,839  8,854  4,202  4,652  43,195  39,442  3,026  727  14  3,849  2,927  890 

津  9,163  92  9,071  9,042  2,013  911  1,102  5,631  4,973  543  115  17  878  503  129 
岐 阜  8,964  48  8,916  8,904  2,050  919  1,131  5,437  4,909  434  94  13  873  531  53 
福 井  3,494  59  3,435  3,420  862  347  515  1,826  1,502  245  79  3  560  169  79 
金 沢  5,760  211  5,549  5,585  1,320  520  800  3,431  3,084  227  120  8  536  290  169 
富 山  5,610  102  5,508  5,568  995  352  643  3,720  3,346  313  61  2  501  350  43 

広 島 高 検 管 内  43,014  723  42,291  42,501  10,249  4,382  5,867  25,743  22,308  2,506  929  50  4,023  2,436  470 
広　　　 島（高）  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
広 　 　 　   島  17,135  474  16,661  16,978  3,720  1,443  2,277  11,009  9,317  1,057  635  10  1,350  889  174 
山 口  8,410  151  8,259  8,218  2,117  953  1,164  4,661  4,096  478  87  14  986  440  180 
岡 山  12,172  56  12,116  12,065  2,847  1,303  1,544  7,328  6,470  745  113  22  1,108  760  73 
鳥 取  2,436  20  2,416  2,418  738  326  412  1,248  1,068  124  56  -  256  176  9 
松 江  2,861  22  2,839  2,822  827  357  470  1,497  1,357  102  38  4  323  171  34 

福 岡 高 検 管 内  107,563  1,131  106,432  106,279  17,786  7,953  9,833  74,842  69,619  4,220  1,003  49  7,502  6,100  1,116 
福　　　 岡（高）  3  -  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  - 
福 岡  47,547  310  47,237  47,129  6,919  3,650  3,269  34,983  32,800  1,893  290  23  2,403  2,801  352 
佐 賀  8,056  154  7,902  7,840  1,066  456  610  5,798  5,592  166  40  2  520  454  208 
長 崎  8,135  194  7,941  8,020  1,392  572  820  5,392  5,038  265  89  1  927  308  104 
大 分  6,075  22  6,053  6,001  1,255  496  759  3,860  3,516  273  71  8  592  286  52 
熊 本  9,820  135  9,685  9,672  2,205  872  1,333  5,911  5,316  376  219  3  1,039  514  131 
鹿 児 島  8,583  78  8,505  8,526  1,657  557  1,100  5,850  5,464  323  63  1  642  376  44 
宮 崎  9,923  26  9,897  9,857  1,258  437  821  7,409  7,016  328  65  6  683  501  52 
那 覇  9,421  212  9,209  9,231  2,034  913  1,121  5,639  4,877  596  166  5  693  860  173 

仙 台 高 検 管 内  42,551  715  41,836  41,751  9,710  3,999  5,711  25,592  23,445  1,513  634  43  4,595  1,811  764 
仙　　　 台（高）  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
仙 台  13,087  288  12,799  12,916  2,774  1,139  1,635  8,117  7,307  566  244  10  1,503  512  164 
福 島  8,505  123  8,382  8,344  2,263  1,020  1,243  4,841  4,422  324  95  7  880  353  153 
山 形  7,637  172  7,465  7,378  1,240  491  749  5,211  4,913  230  68  13  545  369  256 
盛 岡  4,249  79  4,170  4,124  1,164  497  667  2,023  1,899  88  36  6  741  190  122 
秋 田  3,750  26  3,724  3,731  977  410  567  2,156  1,998  101  57  3  459  136  13 
青 森  5,323  27  5,296  5,258  1,292  442  850  3,244  2,906  204  134  4  467  251  56 

札 幌 高 検 管 内  23,765  730  23,035  23,241  6,428  2,713  3,715  13,026  11,668  1,037  321  11  2,622  1,154  502 
札　　　 幌（高）  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
札 幌  15,938  431  15,507  15,615  4,216  1,834  2,382  9,030  8,137  705  188  7  1,562  800  312 
函 館  1,923  137  1,786  1,844  433  178  255  1,115  996  83  36  -  219  77  74 
旭 川  2,577  68  2,509  2,529  728  291  437  1,317  1,165  126  26  2  376  106  48 
釧 路  3,327  94  3,233  3,253  1,051  410  641  1,564  1,370  123  71  2  465  171  68 

高 松 高 検 管 内  25,160  183  24,977  24,876  6,070  2,569  3,501  15,085  13,416  1,257  412  19  2,504  1,198  212 
高　　　 松（高）  5  -  5  5  -  -  -  5  -  -  5  -  -  -  - 
高 松  8,806  80  8,726  8,698  1,714  778  936  5,919  5,358  426  135  -  619  446  83 
徳 島  4,645  34  4,611  4,571  1,054  423  631  2,938  2,725  165  48  -  389  190  63 
高 知  3,568  23  3,545  3,519  1,061  490  571  1,829  1,574  196  59  6  442  181  40 
松 山  8,136  46  8,090  8,083  2,241  878  1,363  4,394  3,759  470  165  13  1,054  381  26 

（注）この表の「受理」及び「未済」については，事件を受理した時の被疑者の罪名が，「既済」については，事件の処理が既済となった時 の被疑者の罪名が，道路交通法等違反以外であるものを計上している。
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（単位　人）

最高検，高検
及び地検管内

受　　　　　　　　　　　理 既 済
未　済総　　数 旧　　受 新　　受 総　　数 起　　　　　訴 不　　　　　起　　　　　訴 中　止 他の検察

庁に送致
家庭裁判
所に送致計 公判請求 略式命令請求 計 起訴猶予 嫌疑不十分 その他

総 数  814,779  17,263  797,516  799,099  161,281  76,130  85,151  520,626  463,656  40,633  16,337  610  73,342  43,240  14,947 
最 高 検  6  -  6  6  -  -  -  -  -  -  -  -  6  -  - 
東 京 高 検 管 内  332,497  8,032  324,465  325,097  65,241  32,392  32,849  208,014  185,149  16,556  6,309  319  34,106  17,417  7,260 

東　　　 京（高）  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -  1  -  - 
東 京  90,169  3,268  86,901  87,062  20,478  12,550  7,928  53,769  45,487  4,834  3,448  138  8,284  4,393  3,187 
横 浜  52,117  1,140  50,977  51,269  9,024  4,191  4,833  30,194  27,091  2,295  808  18  9,091  2,942  855 
さ い た ま  43,881  1,558  42,323  42,709  7,560  3,268  4,292  29,472  26,549  2,400  523  23  3,159  2,495  1,219 
千 葉  33,789  765  33,024  33,052  7,872  3,588  4,284  20,122  17,061  2,693  368  62  3,111  1,885  618 
水 戸  16,551  127  16,424  16,340  3,808  1,760  2,048  9,583  8,632  795  156  30  2,011  908  135 
宇 都 宮  10,742  187  10,555  10,294  2,712  1,418  1,294  5,296  4,613  525  158  4  1,744  538  426 
前 橋  18,924  198  18,726  18,709  3,019  1,322  1,697  13,168  12,390  573  205  7  1,536  979  203 
静 岡  37,600  213  37,387  37,324  4,566  1,822  2,744  29,399  27,934  1,140  325  21  1,650  1,688  252 
甲 府  6,296  167  6,129  6,231  1,235  576  659  3,853  3,392  419  42  2  722  419  65 
長 野  11,903  195  11,708  11,680  2,115  706  1,409  7,693  7,255  334  104  5  1,288  579  208 
新 潟  10,524  213  10,311  10,426  2,852  1,191  1,661  5,465  4,745  548  172  9  1,509  591  92 

大 阪 高 検 管 内  147,457  3,925  143,532  143,990  29,703  14,871  14,832  95,084  80,795  8,756  5,533  62  10,787  8,354  3,260 
大　　　 阪（高）  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
大 阪  67,410  2,210  65,200  65,619  13,270  7,176  6,094  44,406  36,974  4,080  3,352  23  3,967  3,953  1,789 
京 都  14,725  597  14,128  14,258  3,388  1,726  1,662  8,956  7,382  1,117  457  1  1,065  848  434 
神 戸  43,230  499  42,731  42,549  8,098  3,668  4,430  28,201  24,646  2,098  1,457  28  4,071  2,151  609 
奈 良  8,645  301  8,344  8,559  1,797  798  999  5,649  4,893  671  85  3  657  453  45 
大 津  7,923  193  7,730  7,610  1,830  920  910  4,619  4,140  417  62  3  539  619  271 
和 歌 山  5,524  125  5,399  5,395  1,320  583  737  3,253  2,760  373  120  4  488  330  112 

名 古 屋 高 検 管 内  92,766  1,824  90,942  91,358  16,094  7,251  8,843  63,240  57,256  4,788  1,196  57  7,197  4,770  1,363 
名　 古　 屋（高）  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
名 古 屋  59,775  1,312  58,463  58,839  8,854  4,202  4,652  43,195  39,442  3,026  727  14  3,849  2,927  890 

津  9,163  92  9,071  9,042  2,013  911  1,102  5,631  4,973  543  115  17  878  503  129 
岐 阜  8,964  48  8,916  8,904  2,050  919  1,131  5,437  4,909  434  94  13  873  531  53 
福 井  3,494  59  3,435  3,420  862  347  515  1,826  1,502  245  79  3  560  169  79 
金 沢  5,760  211  5,549  5,585  1,320  520  800  3,431  3,084  227  120  8  536  290  169 
富 山  5,610  102  5,508  5,568  995  352  643  3,720  3,346  313  61  2  501  350  43 

広 島 高 検 管 内  43,014  723  42,291  42,501  10,249  4,382  5,867  25,743  22,308  2,506  929  50  4,023  2,436  470 
広　　　 島（高）  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
広 　 　 　   島  17,135  474  16,661  16,978  3,720  1,443  2,277  11,009  9,317  1,057  635  10  1,350  889  174 
山 口  8,410  151  8,259  8,218  2,117  953  1,164  4,661  4,096  478  87  14  986  440  180 
岡 山  12,172  56  12,116  12,065  2,847  1,303  1,544  7,328  6,470  745  113  22  1,108  760  73 
鳥 取  2,436  20  2,416  2,418  738  326  412  1,248  1,068  124  56  -  256  176  9 
松 江  2,861  22  2,839  2,822  827  357  470  1,497  1,357  102  38  4  323  171  34 

福 岡 高 検 管 内  107,563  1,131  106,432  106,279  17,786  7,953  9,833  74,842  69,619  4,220  1,003  49  7,502  6,100  1,116 
福　　　 岡（高）  3  -  3  3  -  -  -  -  -  -  -  -  3  -  - 
福 岡  47,547  310  47,237  47,129  6,919  3,650  3,269  34,983  32,800  1,893  290  23  2,403  2,801  352 
佐 賀  8,056  154  7,902  7,840  1,066  456  610  5,798  5,592  166  40  2  520  454  208 
長 崎  8,135  194  7,941  8,020  1,392  572  820  5,392  5,038  265  89  1  927  308  104 
大 分  6,075  22  6,053  6,001  1,255  496  759  3,860  3,516  273  71  8  592  286  52 
熊 本  9,820  135  9,685  9,672  2,205  872  1,333  5,911  5,316  376  219  3  1,039  514  131 
鹿 児 島  8,583  78  8,505  8,526  1,657  557  1,100  5,850  5,464  323  63  1  642  376  44 
宮 崎  9,923  26  9,897  9,857  1,258  437  821  7,409  7,016  328  65  6  683  501  52 
那 覇  9,421  212  9,209  9,231  2,034  913  1,121  5,639  4,877  596  166  5  693  860  173 

仙 台 高 検 管 内  42,551  715  41,836  41,751  9,710  3,999  5,711  25,592  23,445  1,513  634  43  4,595  1,811  764 
仙　　　 台（高）  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
仙 台  13,087  288  12,799  12,916  2,774  1,139  1,635  8,117  7,307  566  244  10  1,503  512  164 
福 島  8,505  123  8,382  8,344  2,263  1,020  1,243  4,841  4,422  324  95  7  880  353  153 
山 形  7,637  172  7,465  7,378  1,240  491  749  5,211  4,913  230  68  13  545  369  256 
盛 岡  4,249  79  4,170  4,124  1,164  497  667  2,023  1,899  88  36  6  741  190  122 
秋 田  3,750  26  3,724  3,731  977  410  567  2,156  1,998  101  57  3  459  136  13 
青 森  5,323  27  5,296  5,258  1,292  442  850  3,244  2,906  204  134  4  467  251  56 

札 幌 高 検 管 内  23,765  730  23,035  23,241  6,428  2,713  3,715  13,026  11,668  1,037  321  11  2,622  1,154  502 
札　　　 幌（高）  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
札 幌  15,938  431  15,507  15,615  4,216  1,834  2,382  9,030  8,137  705  188  7  1,562  800  312 
函 館  1,923  137  1,786  1,844  433  178  255  1,115  996  83  36  -  219  77  74 
旭 川  2,577  68  2,509  2,529  728  291  437  1,317  1,165  126  26  2  376  106  48 
釧 路  3,327  94  3,233  3,253  1,051  410  641  1,564  1,370  123  71  2  465  171  68 

高 松 高 検 管 内  25,160  183  24,977  24,876  6,070  2,569  3,501  15,085  13,416  1,257  412  19  2,504  1,198  212 
高　　　 松（高）  5  -  5  5  -  -  -  5  -  -  5  -  -  -  - 
高 松  8,806  80  8,726  8,698  1,714  778  936  5,919  5,358  426  135  -  619  446  83 
徳 島  4,645  34  4,611  4,571  1,054  423  631  2,938  2,725  165  48  -  389  190  63 
高 知  3,568  23  3,545  3,519  1,061  490  571  1,829  1,574  196  59  6  442  181  40 
松 山  8,136  46  8,090  8,083  2,241  878  1,363  4,394  3,759  470  165  13  1,054  381  26 

（注）この表の「受理」及び「未済」については，事件を受理した時の被疑者の罪名が，「既済」については，事件の処理が既済となった時 の被疑者の罪名が，道路交通法等違反以外であるものを計上している。

被疑事件を除く－
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　　エ　検察庁管内別　道路交通法等違反被疑事件の受理，既済及び未済の人員
最高検，高検
及び地検管内

受　　　　　　　　理 既 済
未　　済総　　数 旧　　受 新　　受 総　　数 起　　　　　　　　　訴 不　　　　　起　　　　　訴 中　　止 他の検察

庁に送致
家庭裁判
所に送致計 公判請求 略式命令請求 計 起訴猶予 嫌疑不十分 そ の 他

総 数 348,229 2,825 345,404 346,533 147,440 7,638 139,802 111,697 104,736 4,874 2,087 305 75,230 11,861 2,429
最 高 検 - - - - - - - - - - - - - - -
東 京 高 検 管 内 132,088 1,115 130,973 131,130 44,802 3,179 41,623 57,388 54,090 2,521 777 109 25,226 3,605 1,098

東　　　 京（高） - - - - - - - - - - - - - - -
東 京 41,428 267 41,161 40,992 10,171 524 9,647 19,167 18,278 686 203 15 10,985 654 356
横 浜 20,852 165 20,687 20,696 7,630 282 7,348 10,023 9,780 170 73 12 2,267 764 149
さ い た ま 22,082 302 21,780 21,783 8,521 307 8,214 9,121 8,783 266 72 22 3,571 548 252
千 葉 14,978 182 14,796 14,960 4,186 436 3,750 8,529 7,454 929 146 16 1,866 363 137
水 戸 7,954 11 7,943 8,012 4,377 409 3,968 1,974 1,786 133 55 15 1,410 236 18
宇 都 宮 3,298 44 3,254 3,272 1,779 251 1,528 514 437 50 27 5 835 139 48
前 橋 4,269 24 4,245 4,235 2,129 201 1,928 1,063 980 59 24 11 873 159 46
静 岡 8,538 27 8,511 8,526 2,493 270 2,223 4,552 4,346 135 71 3 1,022 456 36
甲 府 2,395 43 2,352 2,378 873 190 683 944 883 36 25 3 459 99 17
長 野 3,271 28 3,243 3,258 1,204 141 1,063 814 752 24 38 3 1,146 91 28
新 潟 3,023 22 3,001 3,018 1,439 168 1,271 687 611 33 43 4 792 96 11

大 阪 高 検 管 内 95,972 660 95,312 95,673 46,734 1,241 45,493 22,828 22,009 503 316 40 22,504 3,567 506
大　　　 阪（高） - - - - - - - - - - - - - - -
大 阪 47,045 383 46,662 46,693 25,283 530 24,753 9,711 9,349 234 128 13 9,745 1,941 354
京 都 8,537 117 8,420 8,529 3,840 126 3,714 2,499 2,400 66 33 3 1,833 354 41
神 戸 30,949 64 30,885 30,960 12,440 303 12,137 8,611 8,403 115 93 8 8,929 972 61
奈 良 3,869 43 3,826 3,908 2,219 98 2,121 1,054 1,017 29 8 2 537 96 2
大 津 2,642 44 2,598 2,646 1,278 90 1,188 578 520 36 22 3 696 91 38
和 歌 山 2,930 9 2,921 2,937 1,674 94 1,580 375 320 23 32 11 764 113 10

名 古 屋 高 検 管 内 38,012 436 37,576 37,755 17,256 598 16,658 9,935 9,305 360 270 48 9,208 1,308 302
名　 古　 屋（高） - - - - - - - - - - - - - - -
名 古 屋 21,864 357 21,507 21,706 8,727 313 8,414 7,466 7,146 203 117 29 4,715 769 204

津 4,428 13 4,415 4,405 2,491 108 2,383 444 373 37 34 5 1,237 228 15
岐 阜 4,988 10 4,978 4,971 2,084 94 1,990 1,029 950 29 50 7 1,753 98 24
福 井 2,574 4 2,570 2,540 1,360 25 1,335 362 315 30 17 1 742 75 29
金 沢 2,235 32 2,203 2,217 1,306 35 1,271 396 350 25 21 5 440 70 24
富 山 1,923 20 1,903 1,916 1,288 23 1,265 238 171 36 31 1 321 68 6

広 島 高 検 管 内 16,052 153 15,899 16,009 7,751 512 7,239 4,038 3,386 455 197 26 3,599 595 86
広　　　 島（高） - - - - - - - - - - - - - - -
広 島 5,776 100 5,676 5,726 2,119 122 1,997 2,457 2,066 304 87 9 918 223 33
山 口 3,722 36 3,686 3,700 1,758 202 1,556 663 561 69 33 8 1,166 105 34
岡 山 3,942 5 3,937 3,964 2,409 108 2,301 566 495 29 42 6 778 205 12
鳥 取 1,158 12 1,146 1,164 786 34 752 155 106 33 16 1 194 28 3
松 江 1,454 - 1,454 1,455 679 46 633 197 158 20 19 2 543 34 4

福 岡 高 検 管 内 29,741 224 29,517 29,734 12,209 1,103 11,106 10,815 9,911 623 281 34 5,078 1,598 175
福　　　 岡（高） - - - - - - - - - - - - - - -
福 岡 12,579 63 12,516 12,581 3,522 443 3,079 6,385 5,959 338 88 19 1,913 742 64
佐 賀 1,404 35 1,369 1,384 514 44 470 363 324 28 11 - 469 38 28
長 崎 1,881 28 1,853 1,885 923 63 860 508 473 16 19 1 371 82 7
大 分 2,448 4 2,444 2,460 1,090 52 1,038 472 414 32 26 6 784 108 10
熊 本 3,510 15 3,495 3,510 1,408 70 1,338 1,310 1,233 37 40 1 663 128 17
鹿 児 島 1,951 6 1,945 1,963 1,044 30 1,014 605 544 20 41 1 242 71 1
宮 崎 1,688 1 1,687 1,697 817 35 782 561 523 28 10 2 226 91 5
那 覇 4,280 72 4,208 4,254 2,891 366 2,525 611 441 124 46 4 410 338 43

仙 台 高 検 管 内 15,813 106 15,707 15,728 7,445 303 7,142 3,763 3,498 136 129 26 4,110 384 121
仙　　　 台（高） - - - - - - - - - - - - - - -
仙 台 5,352 29 5,323 5,332 2,300 67 2,233 1,924 1,856 36 32 7 974 127 27
福 島 4,256 25 4,231 4,236 1,515 93 1,422 855 768 54 33 8 1,749 109 28
山 形 1,730 30 1,700 1,692 1,005 24 981 172 146 13 13 - 462 53 41
盛 岡 1,466 17 1,449 1,451 810 37 773 175 142 11 22 2 431 33 18
秋 田 1,391 5 1,386 1,397 818 35 783 344 314 16 14 4 206 25 -
青 森 1,618 - 1,618 1,620 997 47 950 293 272 6 15 5 288 37 7

札 幌 高 検 管 内 13,619 108 13,511 13,531 7,034 164 6,870 2,053 1,848 130 75 13 3,953 478 110
札　　　 幌（高） - - - - - - - - - - - - - - -
札 幌 7,693 72 7,621 7,637 4,421 104 4,317 1,325 1,227 69 29 8 1,575 308 67
函 館 1,588 13 1,575 1,584 633 12 621 213 192 16 5 1 683 54 9
旭 川 2,047 10 2,037 2,028 864 21 843 207 162 23 22 - 912 45 19
釧 路 2,291 13 2,278 2,282 1,116 27 1,089 308 267 22 19 4 783 71 15

高 松 高 検 管 内 6,932 23 6,909 6,973 4,209 538 3,671 877 689 146 42 9 1,552 326 31
高　　　 松（高） - - - - - - - - - - - - - - -
高 松 2,048 7 2,041 2,064 1,296 167 1,129 324 221 93 10 - 324 120 9
徳 島 1,638 8 1,630 1,639 1,011 65 946 112 98 9 5 1 450 65 10
高 知 1,152 3 1,149 1,156 669 112 557 161 134 17 10 5 263 58 5
松 山 2,094 5 2,089 2,114 1,233 194 1,039 280 236 27 17 3 515 83 7

（注）この表の「受理」及び「未済」については，事件を受理した時の被疑者の罪名が，「既済」については，事件の処理が既済となった時 の被疑者の罪名が，道路交通法等違反であるものを計上している。



－381－

（単位　人）

最高検，高検
及び地検管内

受　　　　　　　　理 既 済
未　　済総　　数 旧　　受 新　　受 総　　数 起　　　　　　　　　訴 不　　　　　起　　　　　訴 中　　止 他の検察

庁に送致
家庭裁判
所に送致計 公判請求 略式命令請求 計 起訴猶予 嫌疑不十分 そ の 他

総 数 348,229 2,825 345,404 346,533 147,440 7,638 139,802 111,697 104,736 4,874 2,087 305 75,230 11,861 2,429
最 高 検 - - - - - - - - - - - - - - -
東 京 高 検 管 内 132,088 1,115 130,973 131,130 44,802 3,179 41,623 57,388 54,090 2,521 777 109 25,226 3,605 1,098

東　　　 京（高） - - - - - - - - - - - - - - -
東 京 41,428 267 41,161 40,992 10,171 524 9,647 19,167 18,278 686 203 15 10,985 654 356
横 浜 20,852 165 20,687 20,696 7,630 282 7,348 10,023 9,780 170 73 12 2,267 764 149
さ い た ま 22,082 302 21,780 21,783 8,521 307 8,214 9,121 8,783 266 72 22 3,571 548 252
千 葉 14,978 182 14,796 14,960 4,186 436 3,750 8,529 7,454 929 146 16 1,866 363 137
水 戸 7,954 11 7,943 8,012 4,377 409 3,968 1,974 1,786 133 55 15 1,410 236 18
宇 都 宮 3,298 44 3,254 3,272 1,779 251 1,528 514 437 50 27 5 835 139 48
前 橋 4,269 24 4,245 4,235 2,129 201 1,928 1,063 980 59 24 11 873 159 46
静 岡 8,538 27 8,511 8,526 2,493 270 2,223 4,552 4,346 135 71 3 1,022 456 36
甲 府 2,395 43 2,352 2,378 873 190 683 944 883 36 25 3 459 99 17
長 野 3,271 28 3,243 3,258 1,204 141 1,063 814 752 24 38 3 1,146 91 28
新 潟 3,023 22 3,001 3,018 1,439 168 1,271 687 611 33 43 4 792 96 11

大 阪 高 検 管 内 95,972 660 95,312 95,673 46,734 1,241 45,493 22,828 22,009 503 316 40 22,504 3,567 506
大　　　 阪（高） - - - - - - - - - - - - - - -
大 阪 47,045 383 46,662 46,693 25,283 530 24,753 9,711 9,349 234 128 13 9,745 1,941 354
京 都 8,537 117 8,420 8,529 3,840 126 3,714 2,499 2,400 66 33 3 1,833 354 41
神 戸 30,949 64 30,885 30,960 12,440 303 12,137 8,611 8,403 115 93 8 8,929 972 61
奈 良 3,869 43 3,826 3,908 2,219 98 2,121 1,054 1,017 29 8 2 537 96 2
大 津 2,642 44 2,598 2,646 1,278 90 1,188 578 520 36 22 3 696 91 38
和 歌 山 2,930 9 2,921 2,937 1,674 94 1,580 375 320 23 32 11 764 113 10

名 古 屋 高 検 管 内 38,012 436 37,576 37,755 17,256 598 16,658 9,935 9,305 360 270 48 9,208 1,308 302
名　 古　 屋（高） - - - - - - - - - - - - - - -
名 古 屋 21,864 357 21,507 21,706 8,727 313 8,414 7,466 7,146 203 117 29 4,715 769 204

津 4,428 13 4,415 4,405 2,491 108 2,383 444 373 37 34 5 1,237 228 15
岐 阜 4,988 10 4,978 4,971 2,084 94 1,990 1,029 950 29 50 7 1,753 98 24
福 井 2,574 4 2,570 2,540 1,360 25 1,335 362 315 30 17 1 742 75 29
金 沢 2,235 32 2,203 2,217 1,306 35 1,271 396 350 25 21 5 440 70 24
富 山 1,923 20 1,903 1,916 1,288 23 1,265 238 171 36 31 1 321 68 6

広 島 高 検 管 内 16,052 153 15,899 16,009 7,751 512 7,239 4,038 3,386 455 197 26 3,599 595 86
広　　　 島（高） - - - - - - - - - - - - - - -
広 島 5,776 100 5,676 5,726 2,119 122 1,997 2,457 2,066 304 87 9 918 223 33
山 口 3,722 36 3,686 3,700 1,758 202 1,556 663 561 69 33 8 1,166 105 34
岡 山 3,942 5 3,937 3,964 2,409 108 2,301 566 495 29 42 6 778 205 12
鳥 取 1,158 12 1,146 1,164 786 34 752 155 106 33 16 1 194 28 3
松 江 1,454 - 1,454 1,455 679 46 633 197 158 20 19 2 543 34 4

福 岡 高 検 管 内 29,741 224 29,517 29,734 12,209 1,103 11,106 10,815 9,911 623 281 34 5,078 1,598 175
福　　　 岡（高） - - - - - - - - - - - - - - -
福 岡 12,579 63 12,516 12,581 3,522 443 3,079 6,385 5,959 338 88 19 1,913 742 64
佐 賀 1,404 35 1,369 1,384 514 44 470 363 324 28 11 - 469 38 28
長 崎 1,881 28 1,853 1,885 923 63 860 508 473 16 19 1 371 82 7
大 分 2,448 4 2,444 2,460 1,090 52 1,038 472 414 32 26 6 784 108 10
熊 本 3,510 15 3,495 3,510 1,408 70 1,338 1,310 1,233 37 40 1 663 128 17
鹿 児 島 1,951 6 1,945 1,963 1,044 30 1,014 605 544 20 41 1 242 71 1
宮 崎 1,688 1 1,687 1,697 817 35 782 561 523 28 10 2 226 91 5
那 覇 4,280 72 4,208 4,254 2,891 366 2,525 611 441 124 46 4 410 338 43

仙 台 高 検 管 内 15,813 106 15,707 15,728 7,445 303 7,142 3,763 3,498 136 129 26 4,110 384 121
仙　　　 台（高） - - - - - - - - - - - - - - -
仙 台 5,352 29 5,323 5,332 2,300 67 2,233 1,924 1,856 36 32 7 974 127 27
福 島 4,256 25 4,231 4,236 1,515 93 1,422 855 768 54 33 8 1,749 109 28
山 形 1,730 30 1,700 1,692 1,005 24 981 172 146 13 13 - 462 53 41
盛 岡 1,466 17 1,449 1,451 810 37 773 175 142 11 22 2 431 33 18
秋 田 1,391 5 1,386 1,397 818 35 783 344 314 16 14 4 206 25 -
青 森 1,618 - 1,618 1,620 997 47 950 293 272 6 15 5 288 37 7

札 幌 高 検 管 内 13,619 108 13,511 13,531 7,034 164 6,870 2,053 1,848 130 75 13 3,953 478 110
札　　　 幌（高） - - - - - - - - - - - - - - -
札 幌 7,693 72 7,621 7,637 4,421 104 4,317 1,325 1,227 69 29 8 1,575 308 67
函 館 1,588 13 1,575 1,584 633 12 621 213 192 16 5 1 683 54 9
旭 川 2,047 10 2,037 2,028 864 21 843 207 162 23 22 - 912 45 19
釧 路 2,291 13 2,278 2,282 1,116 27 1,089 308 267 22 19 4 783 71 15

高 松 高 検 管 内 6,932 23 6,909 6,973 4,209 538 3,671 877 689 146 42 9 1,552 326 31
高　　　 松（高） - - - - - - - - - - - - - - -
高 松 2,048 7 2,041 2,064 1,296 167 1,129 324 221 93 10 - 324 120 9
徳 島 1,638 8 1,630 1,639 1,011 65 946 112 98 9 5 1 450 65 10
高 知 1,152 3 1,149 1,156 669 112 557 161 134 17 10 5 263 58 5
松 山 2,094 5 2,089 2,114 1,233 194 1,039 280 236 27 17 3 515 83 7

（注）この表の「受理」及び「未済」については，事件を受理した時の被疑者の罪名が，「既済」については，事件の処理が既済となった時 の被疑者の罪名が，道路交通法等違反であるものを計上している。
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　　オ　国籍別　外国人被疑事件の受理，既済及び未済の人員　－自動車による過失致死

国　　　　籍

受 理 既　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済

未　　済
総　　数 旧　　受

新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受

総　　数

起　　　　　訴 不　　　　　起　　　　　訴

中　　止 他の検察
庁に送致

家庭裁判
所に送致計

通　常　受　理
他の検察
庁 か ら

家庭裁判所から
再　　起 計 公判請求 略式命令

請　　求 計 起訴猶予 嫌　　疑
不 十 分 そ の 他

計 検察官認
知・直受

司法警察
員 か ら

少年法 
第20条 そ の 他

総 数 23,206 781 22,425 19,930 386 19,544 2,408 20 22 45 22,556 8,543 6,838 1,705 10,723 8,495 1,861 367 28 2,334 928 659
ア ジ ア 19,497 662 18,835 16,681 254 16,427 2,087 19 16 32 18,976 7,388 5,898 1,490 8,920 7,279 1,388 253 22 2,021 625 527

中 国 6,395 237 6,158 5,351 84 5,267 787 3 8 9 6,218 2,391 1,740 651 2,895 2,299 524 72 13 767 152 179
韓 国 ・ 朝 鮮 4,024 158 3,866 3,367 76 3,291 494 - - 5 3,889 1,568 1,098 470 1,721 1,294 335 92 3 473 124 140
イ ス ラ エ ル 9 - 9 9 - 9 - - - - 9 2 2 - 7 4 2 1 - - - -
イ ラ ン 131 13 118 111 2 109 6 - - 1 127 48 44 4 74 34 37 3 - 5 - 4
イ ン ド 106 3 103 88 2 86 15 - - - 102 25 16 9 60 40 12 8 - 16 1 4
イ ン ド ネ シ ア 294 4 290 263 2 261 27 - - - 289 95 84 11 158 145 11 2 - 28 8 5
シ ン ガ ポ ー ル 13 2 11 11 2 9 - - - - 12 2 2 - 9 4 4 1 - - 1 1
ス リ ラ ン カ 249 7 242 216 6 210 26 - - - 242 79 65 14 131 104 25 2 1 25 6 7
タ イ 619 11 608 555 9 546 52 - 1 - 604 236 204 32 314 293 18 3 - 50 4 15
パ キ ス タ ン 153 10 143 130 5 125 13 - - - 150 58 50 8 75 41 32 2 - 13 4 4
バングラデシュ 122 6 116 90 - 90 26 - - - 119 32 11 21 62 44 16 2 - 22 3 2
フ ィ リ ピ ン 1,555 37 1,518 1,312 10 1,302 197 1 3 5 1,526 504 388 116 652 541 96 15 3 189 178 30
ベ ト ナ ム 4,545 116 4,429 4,059 17 4,042 356 4 4 6 4,449 1,798 1,704 94 2,217 1,991 204 22 1 350 83 94
マ レ ー シ ア 395 18 377 361 35 326 3 11 - 2 384 294 291 3 71 60 10 1 - 3 16 11
ミ ャ ン マ ー 118 2 116 105 - 105 11 - - - 116 52 43 9 51 43 7 1 - 11 2 2
そ の 他 769 38 731 653 4 649 74 - - 4 740 204 156 48 423 342 55 26 1 69 43 29

ヨ ー ロ ッ パ 683 36 647 599 42 557 45 1 - 2 658 196 168 28 399 270 106 23 3 44 16 26
英 国 121 10 111 104 13 91 6 - - 1 119 49 43 6 62 46 12 4 - 5 3 2
イ タ リ ア 21 2 19 18 1 17 1 - - - 21 4 4 - 16 10 3 3 - 1 - -
ド イ ツ 30 2 28 27 6 21 - 1 - - 28 8 8 - 18 8 6 4 - - 2 2
フ ラ ン ス 80 3 77 69 10 59 8 - - - 73 21 19 2 44 36 5 3 - 8 - 7
ロ シ ア 150 7 143 132 1 131 10 - - 1 147 41 34 7 89 33 53 3 2 11 4 4
そ の 他 281 12 269 249 11 238 20 - - - 270 73 60 13 170 137 27 6 1 19 7 11

北 ア メ リ カ 731 21 710 667 63 604 38 - 3 2 703 231 196 35 405 234 124 47 - 38 29 28
アメリカ合衆国 532 14 518 487 37 450 26 - 3 2 514 152 128 24 315 177 98 40 - 26 21 18
カ ナ ダ 95 2 93 87 11 76 6 - - - 88 34 28 6 48 28 13 7 - 6 - 7
そ の 他 104 5 99 93 15 78 6 - - - 101 45 40 5 42 29 13 - - 6 8 3

南 ア メ リ カ 1,908 46 1,862 1,650 20 1,630 202 - 3 7 1,853 632 505 127 779 574 175 30 3 195 244 57
コ ロ ン ビ ア 51 2 49 47 1 46 2 - - - 49 25 23 2 20 12 6 2 - 2 2 2
ブ ラ ジ ル 1,258 29 1,229 1,086 14 1,072 135 - 3 5 1,221 417 339 78 495 358 115 22 2 131 176 38
ペ ル ー 441 13 428 373 3 370 54 - - 1 433 138 100 38 190 148 37 5 1 52 52 9
そ の 他 158 2 156 144 2 142 11 - - 1 150 52 43 9 74 56 17 1 - 10 14 8

ア フ リ カ 286 13 273 245 2 243 26 - - 2 273 68 50 18 173 106 59 8 - 26 6 13
ナ イ ジ ェ リ ア 84 1 83 73 - 73 8 - - 2 82 25 19 6 48 24 21 3 - 8 1 2
そ の 他 202 12 190 172 2 170 18 - - - 191 43 31 12 125 82 38 5 - 18 5 11

オ セ ア ニ ア 98 3 95 86 5 81 9 - - - 90 27 20 7 46 31 9 6 - 9 8 8
オーストラリア 76 2 74 69 5 64 5 - - - 71 22 19 3 37 26 8 3 - 5 7 5
そ の 他 22 1 21 17 - 17 4 - - - 19 5 1 4 9 5 1 3 - 4 1 3

無 国 籍 3 - 3 2 - 2 1 - - - 3 1 1 - 1 1 - - - 1 - -

（注）１　この表の「受理」及び「未済」については，事件を受理した時の被疑者の罪名が，「既済」については，事件の処理が既済となった時の罪名が， 自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反以外のものを計上している。
　　　２　国籍の「その他」は，日本国籍を有しないで，かつ，各地域において表側に掲げた国以外の外国籍を有する者の総人員である。
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（単位　人）

国　　　　籍

受 理 既　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済

未　　済
総　　数 旧　　受

新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受

総　　数

起　　　　　訴 不　　　　　起　　　　　訴

中　　止 他の検察
庁に送致

家庭裁判
所に送致計

通　常　受　理
他の検察
庁 か ら

家庭裁判所から
再　　起 計 公判請求 略式命令

請　　求 計 起訴猶予 嫌　　疑
不 十 分 そ の 他

計 検察官認
知・直受

司法警察
員 か ら

少年法 
第20条 そ の 他

総 数 23,206 781 22,425 19,930 386 19,544 2,408 20 22 45 22,556 8,543 6,838 1,705 10,723 8,495 1,861 367 28 2,334 928 659
ア ジ ア 19,497 662 18,835 16,681 254 16,427 2,087 19 16 32 18,976 7,388 5,898 1,490 8,920 7,279 1,388 253 22 2,021 625 527

中 国 6,395 237 6,158 5,351 84 5,267 787 3 8 9 6,218 2,391 1,740 651 2,895 2,299 524 72 13 767 152 179
韓 国 ・ 朝 鮮 4,024 158 3,866 3,367 76 3,291 494 - - 5 3,889 1,568 1,098 470 1,721 1,294 335 92 3 473 124 140
イ ス ラ エ ル 9 - 9 9 - 9 - - - - 9 2 2 - 7 4 2 1 - - - -
イ ラ ン 131 13 118 111 2 109 6 - - 1 127 48 44 4 74 34 37 3 - 5 - 4
イ ン ド 106 3 103 88 2 86 15 - - - 102 25 16 9 60 40 12 8 - 16 1 4
イ ン ド ネ シ ア 294 4 290 263 2 261 27 - - - 289 95 84 11 158 145 11 2 - 28 8 5
シ ン ガ ポ ー ル 13 2 11 11 2 9 - - - - 12 2 2 - 9 4 4 1 - - 1 1
ス リ ラ ン カ 249 7 242 216 6 210 26 - - - 242 79 65 14 131 104 25 2 1 25 6 7
タ イ 619 11 608 555 9 546 52 - 1 - 604 236 204 32 314 293 18 3 - 50 4 15
パ キ ス タ ン 153 10 143 130 5 125 13 - - - 150 58 50 8 75 41 32 2 - 13 4 4
バングラデシュ 122 6 116 90 - 90 26 - - - 119 32 11 21 62 44 16 2 - 22 3 2
フ ィ リ ピ ン 1,555 37 1,518 1,312 10 1,302 197 1 3 5 1,526 504 388 116 652 541 96 15 3 189 178 30
ベ ト ナ ム 4,545 116 4,429 4,059 17 4,042 356 4 4 6 4,449 1,798 1,704 94 2,217 1,991 204 22 1 350 83 94
マ レ ー シ ア 395 18 377 361 35 326 3 11 - 2 384 294 291 3 71 60 10 1 - 3 16 11
ミ ャ ン マ ー 118 2 116 105 - 105 11 - - - 116 52 43 9 51 43 7 1 - 11 2 2
そ の 他 769 38 731 653 4 649 74 - - 4 740 204 156 48 423 342 55 26 1 69 43 29

ヨ ー ロ ッ パ 683 36 647 599 42 557 45 1 - 2 658 196 168 28 399 270 106 23 3 44 16 26
英 国 121 10 111 104 13 91 6 - - 1 119 49 43 6 62 46 12 4 - 5 3 2
イ タ リ ア 21 2 19 18 1 17 1 - - - 21 4 4 - 16 10 3 3 - 1 - -
ド イ ツ 30 2 28 27 6 21 - 1 - - 28 8 8 - 18 8 6 4 - - 2 2
フ ラ ン ス 80 3 77 69 10 59 8 - - - 73 21 19 2 44 36 5 3 - 8 - 7
ロ シ ア 150 7 143 132 1 131 10 - - 1 147 41 34 7 89 33 53 3 2 11 4 4
そ の 他 281 12 269 249 11 238 20 - - - 270 73 60 13 170 137 27 6 1 19 7 11

北 ア メ リ カ 731 21 710 667 63 604 38 - 3 2 703 231 196 35 405 234 124 47 - 38 29 28
アメリカ合衆国 532 14 518 487 37 450 26 - 3 2 514 152 128 24 315 177 98 40 - 26 21 18
カ ナ ダ 95 2 93 87 11 76 6 - - - 88 34 28 6 48 28 13 7 - 6 - 7
そ の 他 104 5 99 93 15 78 6 - - - 101 45 40 5 42 29 13 - - 6 8 3

南 ア メ リ カ 1,908 46 1,862 1,650 20 1,630 202 - 3 7 1,853 632 505 127 779 574 175 30 3 195 244 57
コ ロ ン ビ ア 51 2 49 47 1 46 2 - - - 49 25 23 2 20 12 6 2 - 2 2 2
ブ ラ ジ ル 1,258 29 1,229 1,086 14 1,072 135 - 3 5 1,221 417 339 78 495 358 115 22 2 131 176 38
ペ ル ー 441 13 428 373 3 370 54 - - 1 433 138 100 38 190 148 37 5 1 52 52 9
そ の 他 158 2 156 144 2 142 11 - - 1 150 52 43 9 74 56 17 1 - 10 14 8

ア フ リ カ 286 13 273 245 2 243 26 - - 2 273 68 50 18 173 106 59 8 - 26 6 13
ナ イ ジ ェ リ ア 84 1 83 73 - 73 8 - - 2 82 25 19 6 48 24 21 3 - 8 1 2
そ の 他 202 12 190 172 2 170 18 - - - 191 43 31 12 125 82 38 5 - 18 5 11

オ セ ア ニ ア 98 3 95 86 5 81 9 - - - 90 27 20 7 46 31 9 6 - 9 8 8
オーストラリア 76 2 74 69 5 64 5 - - - 71 22 19 3 37 26 8 3 - 5 7 5
そ の 他 22 1 21 17 - 17 4 - - - 19 5 1 4 9 5 1 3 - 4 1 3

無 国 籍 3 - 3 2 - 2 1 - - - 3 1 1 - 1 1 - - - 1 - -

傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除く－

（注）１　この表の「受理」及び「未済」については，事件を受理した時の被疑者の罪名が，「既済」については，事件の処理が既済となった時の罪名が， 自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反以外のものを計上している。
　　　２　国籍の「その他」は，日本国籍を有しないで，かつ，各地域において表側に掲げた国以外の外国籍を有する者の総人員である。
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　　カ　罪名別　外国人被疑事件の受理，既済及び未済の人員　－自動車による過失致死傷等

罪　　　　　　　　名

受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理 既　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済

未　　済総　　数 旧　　受

新　　　　　　　　　　　　　　　　　受

総　　数

起　　　　　訴 不　　　　起　　　　訴

中　　止 他の検察
庁に送致

家庭裁判
所に送致計

通　常　受　理 他の検察
庁 か ら

家 庭 裁 判 所 か ら
再　　起 計 公判請求 略式命令

請　　求 計 起訴猶予 嫌　　疑
不 十 分 そ の 他計 検察官認

知・直受
司法警察
員 か ら

少 年 法 
第 20 条 そ の 他

刑 法 犯 11,899 471 11,428 10,136 30 10,106 1,237 10 13 32 11,449 3,908 3,008 900 5,512 4,088 1,089 335 22 1,190 817 425
公 務 執 行 妨 害 146 6 140 112 - 112 28 - - - 140 46 23 23 61 47 13 1 1 28 4 7
騒 乱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
放 火 14 - 14 13 - 13 1 - - - 10 2 2 - 7 3 1 3 - 1 - 1
過 失 往 来 妨 害 61 - 61 43 - 43 18 - - - 59 22 - 22 19 18 1 - - 17 1 1
住 居 侵 入 330 12 318 279 3 276 37 - 2 - 337 105 88 17 173 133 36 4 - 33 26 7
文 書 偽 造 250 7 243 238 2 236 4 - - 1 238 163 159 4 70 33 37 - - 2 3 5
有 価 証 券 偽 造 15 1 14 14 - 14 - - - - 15 7 7 - 8 - 8 - - - - -
支払用カード電磁的記録関係 443 20 423 420 2 418 - 2 1 - 425 333 333 - 79 58 21 - - - 13 10
わ い せ つ ・ わ い
せ つ 文 書 頒 布 等 76 3 73 57 1 56 16 - - - 75 21 8 13 34 31 3 - - 16 4 2

強 制 わ い せ つ 219 7 212 205 1 204 6 - - 1 198 70 70 - 116 68 48 - 1 6 5 13
強 制 性 交 等 75 8 67 67 - 67 - - - - 68 15 15 - 51 9 42 - - - 2 6
賭 博 ・ 富 く じ 29 - 29 22 - 22 7 - - - 29 12 5 7 10 8 2 - - 7 - -
殺 人 78 4 74 73 4 69 1 - - - 31 17 17 - 13 2 5 6 - 1 - 11
傷 害 2,591 184 2,407 2,035 2 2,033 353 1 4 14 2,525 546 203 343 1,549 1,269 262 18 11 336 83 143
危 険 運 転 致 死 傷 7 1 6 5 - 5 - 1 - - 11 10 10 - - - - - - - 1 -
過 失 傷 害 306 10 296 270 - 270 22 - - 4 305 21 2 19 234 96 23 115 1 21 28 8
逮 捕 ・ 監 禁 28 - 28 27 - 27 1 - - - 23 3 3 - 18 13 5 - - 1 1 4
脅 迫 90 3 87 72 - 72 15 - - - 87 26 13 13 45 38 7 - - 15 1 4
窃 盗 5,072 118 4,954 4,320 7 4,313 618 6 1 9 4,943 1,934 1,561 373 1,970 1,643 295 32 5 604 430 131
強 盗 82 3 79 78 - 78 1 - - - 48 19 19 - 21 6 15 - - 1 7 2
強 盗 致 死 傷 ・
強 盗 ・ 強 制 性 交 等 97 4 93 91 - 91 2 - - - 46 21 21 - 19 8 11 - 1 1 4 2

詐 欺 633 27 606 592 4 588 8 - 4 2 625 308 308 - 239 130 107 2 1 8 69 23
背 任 1 - 1 1 - 1 - - - - 1 - - - 1 - 1 - - - - -
恐 喝 60 7 53 52 - 52 1 - - - 60 21 21 - 34 6 28 - - 1 4 1
横 領 409 15 394 372 1 371 21 - 1 - 403 23 15 8 281 266 15 - - 21 78 16
盗 品 等 関 係 87 5 82 80 - 80 2 - - - 81 10 10 - 60 17 43 - - 2 9 1
毀 棄 ・ 隠 匿 359 15 344 309 - 309 35 - - - 337 53 28 25 229 70 13 146 1 31 23 12
暴力行為等処罰に関する法律 132 6 126 101 - 101 25 - - - 129 33 11 22 63 54 9 - - 23 10 5
そ の 他 の 刑 法 犯 209 5 204 188 3 185 15 - - 1 200 67 56 11 108 62 38 8 - 14 11 10

特 別 法 犯 11,307 310 10,997 9,794 356 9,438 1,171 10 9 13 11,107 4,635 3,830 805 5,211 4,407 772 32 6 1,144 111 234
軽 犯 罪 法 241 6 235 219 1 218 16 - - - 232 15 - 15 202 200 2 - - 15 - 9
風俗営業等の規制及び業務の 
適 正 化 等 に 関 す る 法 律 668 18 650 485 7 478 165 - - - 654 206 34 172 294 223 71 - - 154 - 12

火 薬 類 取 締 法 14 1 13 12 - 12 1 - - - 14 1 - 1 12 5 6 1 - 1 - -
銃砲刀剣類所持等取締法 339 12 327 282 2 280 45 - - - 334 54 24 30 230 207 21 2 - 45 5 6
売 春 防 止 法 85 1 84 64 - 64 20 - - - 79 42 24 18 16 11 5 - - 20 1 1
大 麻 取 締 法 378 22 356 347 1 346 7 - 2 - 375 173 173 - 170 85 82 3 - 6 26 9
麻薬及び向精神薬取締法 256 5 251 245 3 242 4 - 2 - 251 137 137 - 104 29 72 3 1 4 5 8
覚 せ い 剤 取 締 法 1,029 36 993 962 2 960 26 4 - 1 996 723 723 - 239 66 165 8 - 25 9 22
あ へ ん 法 2 - 2 2 - 2 - - - - 2 - - - 2 1 1 - - - - -
職 業 安 定 法 5 - 5 4 - 4 1 - - - 5 4 3 1 - - - - - 1 - -
関 税 法 335 9 326 305 233 72 13 5 1 2 307 205 199 6 85 19 66 - - 12 5 8
商 標 法 108 5 103 78 - 78 25 - - - 99 45 22 23 30 21 9 - - 24 - 9
外国為替及び外国貿易法 9 2 7 4 - 4 3 - - - 9 3 2 1 3 - 3 - - 3 - -
海洋汚染等及び海上災害の 
防 止 に 関 す る 法 律 8 - 8 6 - 6 2 - - - 7 2 - 2 3 3 - - - 2 - 1

出入国管理及び難民認定法 5,762 103 5,659 5,281 17 5,264 376 - 1 1 5,699 2,266 2,176 90 3,031 2,927 101 3 1 373 28 71
外 国 人 登 録 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
そ の 他 の 特 別 法 犯 2,068 90 1,978 1,498 90 1,408 467 1 3 9 2,044 759 313 446 790 610 168 12 4 459 32 78

（注）この表の「受理」及び「未済」については，事件を受理した時の被疑者の罪名が，「既済」については，事件の処理が既済となった時の罪名が，自動車による過 失致死傷等及び道路交通法等違反以外のものを計上している。
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（単位　人）

罪　　　　　　　　名

受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理 既　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済

未　　済総　　数 旧　　受

新　　　　　　　　　　　　　　　　　受

総　　数

起　　　　　訴 不　　　　起　　　　訴

中　　止 他の検察
庁に送致

家庭裁判
所に送致計

通　常　受　理 他の検察
庁 か ら

家 庭 裁 判 所 か ら
再　　起 計 公判請求 略式命令

請　　求 計 起訴猶予 嫌　　疑
不 十 分 そ の 他計 検察官認

知・直受
司法警察
員 か ら

少 年 法 
第 20 条 そ の 他

刑 法 犯 11,899 471 11,428 10,136 30 10,106 1,237 10 13 32 11,449 3,908 3,008 900 5,512 4,088 1,089 335 22 1,190 817 425
公 務 執 行 妨 害 146 6 140 112 - 112 28 - - - 140 46 23 23 61 47 13 1 1 28 4 7
騒 乱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
放 火 14 - 14 13 - 13 1 - - - 10 2 2 - 7 3 1 3 - 1 - 1
過 失 往 来 妨 害 61 - 61 43 - 43 18 - - - 59 22 - 22 19 18 1 - - 17 1 1
住 居 侵 入 330 12 318 279 3 276 37 - 2 - 337 105 88 17 173 133 36 4 - 33 26 7
文 書 偽 造 250 7 243 238 2 236 4 - - 1 238 163 159 4 70 33 37 - - 2 3 5
有 価 証 券 偽 造 15 1 14 14 - 14 - - - - 15 7 7 - 8 - 8 - - - - -
支払用カード電磁的記録関係 443 20 423 420 2 418 - 2 1 - 425 333 333 - 79 58 21 - - - 13 10
わ い せ つ ・ わ い
せ つ 文 書 頒 布 等 76 3 73 57 1 56 16 - - - 75 21 8 13 34 31 3 - - 16 4 2

強 制 わ い せ つ 219 7 212 205 1 204 6 - - 1 198 70 70 - 116 68 48 - 1 6 5 13
強 制 性 交 等 75 8 67 67 - 67 - - - - 68 15 15 - 51 9 42 - - - 2 6
賭 博 ・ 富 く じ 29 - 29 22 - 22 7 - - - 29 12 5 7 10 8 2 - - 7 - -
殺 人 78 4 74 73 4 69 1 - - - 31 17 17 - 13 2 5 6 - 1 - 11
傷 害 2,591 184 2,407 2,035 2 2,033 353 1 4 14 2,525 546 203 343 1,549 1,269 262 18 11 336 83 143
危 険 運 転 致 死 傷 7 1 6 5 - 5 - 1 - - 11 10 10 - - - - - - - 1 -
過 失 傷 害 306 10 296 270 - 270 22 - - 4 305 21 2 19 234 96 23 115 1 21 28 8
逮 捕 ・ 監 禁 28 - 28 27 - 27 1 - - - 23 3 3 - 18 13 5 - - 1 1 4
脅 迫 90 3 87 72 - 72 15 - - - 87 26 13 13 45 38 7 - - 15 1 4
窃 盗 5,072 118 4,954 4,320 7 4,313 618 6 1 9 4,943 1,934 1,561 373 1,970 1,643 295 32 5 604 430 131
強 盗 82 3 79 78 - 78 1 - - - 48 19 19 - 21 6 15 - - 1 7 2
強 盗 致 死 傷 ・
強 盗 ・ 強 制 性 交 等 97 4 93 91 - 91 2 - - - 46 21 21 - 19 8 11 - 1 1 4 2

詐 欺 633 27 606 592 4 588 8 - 4 2 625 308 308 - 239 130 107 2 1 8 69 23
背 任 1 - 1 1 - 1 - - - - 1 - - - 1 - 1 - - - - -
恐 喝 60 7 53 52 - 52 1 - - - 60 21 21 - 34 6 28 - - 1 4 1
横 領 409 15 394 372 1 371 21 - 1 - 403 23 15 8 281 266 15 - - 21 78 16
盗 品 等 関 係 87 5 82 80 - 80 2 - - - 81 10 10 - 60 17 43 - - 2 9 1
毀 棄 ・ 隠 匿 359 15 344 309 - 309 35 - - - 337 53 28 25 229 70 13 146 1 31 23 12
暴力行為等処罰に関する法律 132 6 126 101 - 101 25 - - - 129 33 11 22 63 54 9 - - 23 10 5
そ の 他 の 刑 法 犯 209 5 204 188 3 185 15 - - 1 200 67 56 11 108 62 38 8 - 14 11 10

特 別 法 犯 11,307 310 10,997 9,794 356 9,438 1,171 10 9 13 11,107 4,635 3,830 805 5,211 4,407 772 32 6 1,144 111 234
軽 犯 罪 法 241 6 235 219 1 218 16 - - - 232 15 - 15 202 200 2 - - 15 - 9
風俗営業等の規制及び業務の 
適 正 化 等 に 関 す る 法 律 668 18 650 485 7 478 165 - - - 654 206 34 172 294 223 71 - - 154 - 12

火 薬 類 取 締 法 14 1 13 12 - 12 1 - - - 14 1 - 1 12 5 6 1 - 1 - -
銃砲刀剣類所持等取締法 339 12 327 282 2 280 45 - - - 334 54 24 30 230 207 21 2 - 45 5 6
売 春 防 止 法 85 1 84 64 - 64 20 - - - 79 42 24 18 16 11 5 - - 20 1 1
大 麻 取 締 法 378 22 356 347 1 346 7 - 2 - 375 173 173 - 170 85 82 3 - 6 26 9
麻薬及び向精神薬取締法 256 5 251 245 3 242 4 - 2 - 251 137 137 - 104 29 72 3 1 4 5 8
覚 せ い 剤 取 締 法 1,029 36 993 962 2 960 26 4 - 1 996 723 723 - 239 66 165 8 - 25 9 22
あ へ ん 法 2 - 2 2 - 2 - - - - 2 - - - 2 1 1 - - - - -
職 業 安 定 法 5 - 5 4 - 4 1 - - - 5 4 3 1 - - - - - 1 - -
関 税 法 335 9 326 305 233 72 13 5 1 2 307 205 199 6 85 19 66 - - 12 5 8
商 標 法 108 5 103 78 - 78 25 - - - 99 45 22 23 30 21 9 - - 24 - 9
外国為替及び外国貿易法 9 2 7 4 - 4 3 - - - 9 3 2 1 3 - 3 - - 3 - -
海洋汚染等及び海上災害の 
防 止 に 関 す る 法 律 8 - 8 6 - 6 2 - - - 7 2 - 2 3 3 - - - 2 - 1

出入国管理及び難民認定法 5,762 103 5,659 5,281 17 5,264 376 - 1 1 5,699 2,266 2,176 90 3,031 2,927 101 3 1 373 28 71
外 国 人 登 録 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
そ の 他 の 特 別 法 犯 2,068 90 1,978 1,498 90 1,408 467 1 3 9 2,044 759 313 446 790 610 168 12 4 459 32 78

及び道路交通法等違反被疑事件を除く－

（注）この表の「受理」及び「未済」については，事件を受理した時の被疑者の罪名が，「既済」については，事件の処理が既済となった時の罪名が，自動車による過 失致死傷等及び道路交通法等違反以外のものを計上している。
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　　キ　罪名別　外国人被疑事件の国籍別通常受理人員　－自動車による過失致死傷等及び

罪　　　　　　　　　名 総　　　数
ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア

計 中 国 韓国・朝鮮 イスラエル イ ラ ン イ ン ド イ ン ド 
ネ シ ア

シ ン ガ 
ポ ー ル スリランカ タ イ パキスタン バ ン グ ラ

デ シ ュ フィリピン ベ ト ナ ム マレーシア ミャンマー そ の 他 計 英 国 イ タ リ ア

総 数 19,930 16,681 5,351 3,367 9 111 88 263 11 216 555 130 90 1,312 4,059 361 105 653 599 104 18
刑 法 犯 10,136 8,197 2,388 2,304 4 41 59 55 6 122 81 89 50 681 1,591 282 51 393 342 47 13

公 務 執 行 妨 害 112 73 22 34 1 - 1 1 - 1 2 - - 2 3 - - 6 10 - 1
騒 乱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
放 火 13 13 3 5 - - - - - - 2 - - 3 - - - - - - -
過 失 往 来 妨 害 43 41 14 13 - - - 5 - - - - - 3 3 - 3 - 1 - -
住 居 侵 入 279 218 80 56 - 1 1 2 - 3 4 1 2 7 45 - 2 14 13 3 -
文 書 偽 造 238 223 57 29 - 1 - 6 - - 2 3 - 50 65 1 - 9 5 - -
有 価 証 券 偽 造 14 12 1 - - - - 2 - - - 1 - 7 - - - 1 1 - -
支払用カード電磁的記録関係 420 416 163 9 - - - - - - 2 - - 1 - 241 - - 4 - -
わいせつ・わいせつ文書頒布等 57 38 9 17 - - 1 2 - 2 - 1 - 1 1 - 2 2 4 2 -
強 制 わ い せ つ 205 165 51 26 - 1 6 3 - 6 1 8 7 10 16 - 2 28 5 3 -
強 制 性 交 等 67 43 6 14 - - 2 1 1 1 - 3 1 5 - - - 9 3 1 -
賭 博 ・ 富 く じ 22 21 4 13 - - - - - - 3 - - 1 - - - - - - -
殺 人 73 63 20 17 - 1 - 1 - - 2 - - 3 14 - 2 3 - - -
傷 害 2,035 1,560 450 589 - 18 19 2 - 22 26 22 16 164 87 2 11 132 83 12 3
危 険 運 転 致 死 傷 5 4 - 1 - 1 - - - - 1 - - 1 - - - - - - -
過 失 傷 害 270 234 74 71 - 1 5 2 - 3 1 - 3 18 32 1 3 20 15 4 2
逮 捕 ・ 監 禁 27 23 4 6 - 6 - - - 1 - - 1 1 4 - - - - - -
脅 迫 72 64 17 28 - - - 1 - 4 - - 1 5 4 - 1 3 4 3 -
窃 盗 4,320 3,449 932 880 1 4 5 13 3 54 23 35 8 266 1,113 6 12 94 137 8 3
強 盗 78 53 17 13 - - - - - 3 - 1 - 5 11 - 1 2 2 - -
強盗致死傷・強盗・強制性交等 91 70 29 16 - - 5 - - 5 - 2 - 2 10 - - 1 1 - -
詐 欺 592 543 226 182 - - 2 2 - 4 4 3 1 51 34 26 - 8 4 - -
背 任 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
恐 喝 52 47 12 33 - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
横 領 372 311 70 72 - - 5 7 - 6 2 1 3 34 78 2 6 25 13 3 1
盗 品 等 関 係 80 56 9 6 - 3 - 2 - 2 - 7 1 4 19 - - 3 7 - -
毀 棄 ・ 隠 匿 309 204 44 85 2 2 6 1 2 2 1 - 4 19 10 - 2 24 27 8 3
暴力行為等処罰に関する法律 101 85 27 27 - 1 - 2 - - 3 - 2 7 8 2 1 5 2 - -
そ の 他 の 刑 法 犯 188 167 47 61 - 1 1 - - 3 2 1 - 10 34 1 2 4 1 - -

特 別 法 犯 9,794 8,484 2,963 1,063 5 70 29 208 5 94 474 41 40 631 2,468 79 54 260 257 57 5
軽 犯 罪 法 219 175 63 49 - - 1 3 - - 4 2 1 11 21 - 4 16 5 3 -
風俗営業等の規制及び業務の 
適 正 化 等 に 関 す る 法 律 485 479 336 65 - - 2 - - - 29 - 11 30 5 - - 1 1 - -

火 薬 類 取 締 法 12 4 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 282 210 81 50 1 1 1 4 - 2 6 1 2 15 34 1 1 10 12 1 -
売 春 防 止 法 64 60 37 15 - - - - - - 7 - - 1 - - - - - - -
大 麻 取 締 法 347 145 16 52 1 5 - - - 9 1 3 - 15 31 - - 12 19 6 1
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 245 98 16 17 2 5 1 - 1 4 4 - - 5 32 6 - 5 39 15 -
覚 せ い 剤 取 締 法 962 718 87 287 - 42 1 1 1 15 45 3 2 138 40 25 4 27 15 5 -
あ へ ん 法 2 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - -
職 業 安 定 法 4 4 - 3 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
関 税 法 305 166 64 23 - 1 1 - 2 2 9 8 - 6 8 36 - 6 44 14 1
商 標 法 78 77 37 38 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
外 国 為 替 及 び 外 国 貿 易 法 4 4 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
海洋汚染等及び海上災害の 
防 止 に 関 す る 法 律 6 5 - 2 - - - - - 1 - - - 1 1 - - - 1 - -

出入国管理及び難民認定法 5,281 5,099 1,735 96 - 11 13 190 - 35 343 10 15 337 2,133 6 35 140 78 8 1
外 国 人 登 録 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
そ の 他 の 特 別 法 犯 1,498 1,238 487 362 - 3 9 10 1 26 25 13 9 72 163 5 10 43 43 5 2
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（単位　人）

罪　　　　　　　　　名 総　　　数
ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　ジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア

計 中 国 韓国・朝鮮 イスラエル イ ラ ン イ ン ド イ ン ド 
ネ シ ア

シ ン ガ 
ポ ー ル スリランカ タ イ パキスタン バ ン グ ラ

デ シ ュ フィリピン ベ ト ナ ム マレーシア ミャンマー そ の 他 計 英 国 イ タ リ ア

総 数 19,930 16,681 5,351 3,367 9 111 88 263 11 216 555 130 90 1,312 4,059 361 105 653 599 104 18
刑 法 犯 10,136 8,197 2,388 2,304 4 41 59 55 6 122 81 89 50 681 1,591 282 51 393 342 47 13

公 務 執 行 妨 害 112 73 22 34 1 - 1 1 - 1 2 - - 2 3 - - 6 10 - 1
騒 乱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
放 火 13 13 3 5 - - - - - - 2 - - 3 - - - - - - -
過 失 往 来 妨 害 43 41 14 13 - - - 5 - - - - - 3 3 - 3 - 1 - -
住 居 侵 入 279 218 80 56 - 1 1 2 - 3 4 1 2 7 45 - 2 14 13 3 -
文 書 偽 造 238 223 57 29 - 1 - 6 - - 2 3 - 50 65 1 - 9 5 - -
有 価 証 券 偽 造 14 12 1 - - - - 2 - - - 1 - 7 - - - 1 1 - -
支払用カード電磁的記録関係 420 416 163 9 - - - - - - 2 - - 1 - 241 - - 4 - -
わいせつ・わいせつ文書頒布等 57 38 9 17 - - 1 2 - 2 - 1 - 1 1 - 2 2 4 2 -
強 制 わ い せ つ 205 165 51 26 - 1 6 3 - 6 1 8 7 10 16 - 2 28 5 3 -
強 制 性 交 等 67 43 6 14 - - 2 1 1 1 - 3 1 5 - - - 9 3 1 -
賭 博 ・ 富 く じ 22 21 4 13 - - - - - - 3 - - 1 - - - - - - -
殺 人 73 63 20 17 - 1 - 1 - - 2 - - 3 14 - 2 3 - - -
傷 害 2,035 1,560 450 589 - 18 19 2 - 22 26 22 16 164 87 2 11 132 83 12 3
危 険 運 転 致 死 傷 5 4 - 1 - 1 - - - - 1 - - 1 - - - - - - -
過 失 傷 害 270 234 74 71 - 1 5 2 - 3 1 - 3 18 32 1 3 20 15 4 2
逮 捕 ・ 監 禁 27 23 4 6 - 6 - - - 1 - - 1 1 4 - - - - - -
脅 迫 72 64 17 28 - - - 1 - 4 - - 1 5 4 - 1 3 4 3 -
窃 盗 4,320 3,449 932 880 1 4 5 13 3 54 23 35 8 266 1,113 6 12 94 137 8 3
強 盗 78 53 17 13 - - - - - 3 - 1 - 5 11 - 1 2 2 - -
強盗致死傷・強盗・強制性交等 91 70 29 16 - - 5 - - 5 - 2 - 2 10 - - 1 1 - -
詐 欺 592 543 226 182 - - 2 2 - 4 4 3 1 51 34 26 - 8 4 - -
背 任 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
恐 喝 52 47 12 33 - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
横 領 372 311 70 72 - - 5 7 - 6 2 1 3 34 78 2 6 25 13 3 1
盗 品 等 関 係 80 56 9 6 - 3 - 2 - 2 - 7 1 4 19 - - 3 7 - -
毀 棄 ・ 隠 匿 309 204 44 85 2 2 6 1 2 2 1 - 4 19 10 - 2 24 27 8 3
暴力行為等処罰に関する法律 101 85 27 27 - 1 - 2 - - 3 - 2 7 8 2 1 5 2 - -
そ の 他 の 刑 法 犯 188 167 47 61 - 1 1 - - 3 2 1 - 10 34 1 2 4 1 - -

特 別 法 犯 9,794 8,484 2,963 1,063 5 70 29 208 5 94 474 41 40 631 2,468 79 54 260 257 57 5
軽 犯 罪 法 219 175 63 49 - - 1 3 - - 4 2 1 11 21 - 4 16 5 3 -
風俗営業等の規制及び業務の 
適 正 化 等 に 関 す る 法 律 485 479 336 65 - - 2 - - - 29 - 11 30 5 - - 1 1 - -

火 薬 類 取 締 法 12 4 1 3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 282 210 81 50 1 1 1 4 - 2 6 1 2 15 34 1 1 10 12 1 -
売 春 防 止 法 64 60 37 15 - - - - - - 7 - - 1 - - - - - - -
大 麻 取 締 法 347 145 16 52 1 5 - - - 9 1 3 - 15 31 - - 12 19 6 1
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 245 98 16 17 2 5 1 - 1 4 4 - - 5 32 6 - 5 39 15 -
覚 せ い 剤 取 締 法 962 718 87 287 - 42 1 1 1 15 45 3 2 138 40 25 4 27 15 5 -
あ へ ん 法 2 2 - - - 2 - - - - - - - - - - - - - - -
職 業 安 定 法 4 4 - 3 - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
関 税 法 305 166 64 23 - 1 1 - 2 2 9 8 - 6 8 36 - 6 44 14 1
商 標 法 78 77 37 38 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
外 国 為 替 及 び 外 国 貿 易 法 4 4 3 1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
海洋汚染等及び海上災害の 
防 止 に 関 す る 法 律 6 5 - 2 - - - - - 1 - - - 1 1 - - - 1 - -

出入国管理及び難民認定法 5,281 5,099 1,735 96 - 11 13 190 - 35 343 10 15 337 2,133 6 35 140 78 8 1
外 国 人 登 録 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
そ の 他 の 特 別 法 犯 1,498 1,238 487 362 - 3 9 10 1 26 25 13 9 72 163 5 10 43 43 5 2

道路交通法等違反被疑事件を除く－
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罪　　　　　　　　　名
ヨ　　ー　　ロ　　ッ　　パ　（続き） 北　　ア　　メ　　リ　　カ 南 　　ア 　　メ 　　リ 　　カ ア　　フ　　リ　　カ オ　 セ　 ア　 ニ　 ア

無 国 籍
ド イ ツ フ ラ ン ス ロ シ ア そ の 他 計 ア メ リ カ 

合 衆 国 カ ナ ダ そ の 他 計 コロンビア ブ ラ ジ ル ペ ル ー そ  の  他 計 ナ イ ジ ェ 
リ 　 　 ア そ の 他 計 オ ー ス ト 

ラ  リ  ア そ  の  他

総 数 27 69 132 249 667 487 87 93 1,650 47 1,086 373 144 245 73 172 86 69 17 2
刑 法 犯 10 38 107 127 290 211 37 42 1,076 31 676 269 100 172 48 124 57 41 16 2

公 務 執 行 妨 害 1 3 1 4 6 5 - 1 13 - 11 2 - 6 1 5 4 2 2 -
騒 乱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
放 火 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
過 失 往 来 妨 害 - - - 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
住 居 侵 入 - 1 1 8 18 15 2 1 24 - 19 4 1 3 1 2 3 3 - -
文 書 偽 造 - - 3 2 2 1 1 - 6 - 4 - 2 2 1 1 - - - -
有 価 証 券 偽 造 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
支払用カード電磁的記録関係 - 1 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - -
わいせつ・わいせつ文書頒布等 - 1 - 1 5 5 - - 7 - 5 1 1 2 1 1 1 1 - -
強 制 わ い せ つ - - 1 1 4 2 1 1 21 - 13 7 1 9 1 8 1 1 - -
強 制 性 交 等 - 1 - 1 3 1 1 1 15 - 6 5 4 3 1 2 - - - -
賭 博 ・ 富 く じ - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - -
殺 人 - - - - 1 1 - - 8 - 6 1 1 - - - 1 - 1 -
傷 害 4 13 21 30 85 61 13 11 237 4 153 55 25 52 17 35 17 10 7 1
危 険 運 転 致 死 傷 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
過 失 傷 害 - - 1 8 9 5 4 - 8 - 4 4 - 3 1 2 1 1 - -
逮 捕 ・ 監 禁 - - - - 1 1 - - 3 - 2 1 - - - - - - - -
脅 迫 - 1 - - 1 1 - - 2 - 1 1 - 1 - 1 - - - -
窃 盗 2 10 70 44 105 76 6 23 556 21 339 144 52 59 10 49 13 9 4 1
強 盗 - - - 2 3 2 1 - 19 1 11 4 3 - - - 1 1 - -
強盗致死傷・強盗・強制性交等 - - - 1 - - - - 18 - 18 - - 1 - 1 1 1 - -
詐 欺 - - 1 3 3 3 - - 35 3 13 17 2 7 6 1 - - - -
背 任 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
恐 喝 - - - - - - - - 5 - 1 2 2 - - - - - - -
横 領 - - 2 7 7 3 2 2 34 1 25 8 - 7 2 5 - - - -
盗 品 等 関 係 1 - 5 1 1 - - 1 9 - 3 6 - 7 3 4 - - - -
毀 棄 ・ 隠 匿 2 7 1 6 30 23 6 1 29 1 22 3 3 8 2 6 11 9 2 -
暴力行為等処罰に関する法律 - - - 2 2 2 - - 12 - 9 2 1 - - - - - - -
そ の 他 の 刑 法 犯 - - - 1 3 3 - - 13 - 10 2 1 2 1 1 2 2 - -

特 別 法 犯 17 31 25 122 377 276 50 51 574 16 410 104 44 73 25 48 29 28 1 -
軽 犯 罪 法 - 1 - 1 9 6 2 1 29 - 23 5 1 1 - 1 - - - -
風俗営業等の規制及び業務の 
適 正 化 等 に 関 す る 法 律 - - - 1 - - - - 2 - 2 - - 2 2 - 1 1 - -

火 薬 類 取 締 法 - - - - 8 8 - - - - - - - - - - - - - -
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 1 2 5 3 30 29 - 1 29 - 24 2 3 1 1 - - - - -
売 春 防 止 法 - - - - 1 1 - - 3 - 2 1 - - - - - - - -
大 麻 取 締 法 1 4 3 4 60 52 5 3 112 4 78 17 13 8 2 6 3 3 - -
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 5 2 - 17 73 55 12 6 20 3 5 7 5 2 - 2 13 12 1 -
覚 せ い 剤 取 締 法 2 - 2 6 57 34 8 15 163 2 135 17 9 6 2 4 3 3 - -
あ へ ん 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
職 業 安 定 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
関 税 法 6 8 1 14 67 40 12 15 19 - 14 3 2 4 - 4 5 5 - -
商 標 法 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - -
外 国 為 替 及 び 外 国 貿 易 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
海洋汚染等及び海上災害の 
防 止 に 関 す る 法 律 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

出入国管理及び難民認定法 - 3 4 62 22 16 3 3 62 4 31 21 6 19 6 13 1 1 - -
外 国 人 登 録 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
そ の 他 の 特 別 法 犯 2 11 10 13 50 35 8 7 135 3 96 31 5 29 11 18 3 3 - -

（注）１　この表は，（３）表のカに掲載された被疑事件中，通常受理について調査したものである。
　　　２　国籍の「その他」は，日本国籍を有しないで，かつ，各地域において表側に掲げた国以外の外国籍を有する者の総人員である。
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罪　　　　　　　　　名
ヨ　　ー　　ロ　　ッ　　パ　（続き） 北　　ア　　メ　　リ　　カ 南 　　ア 　　メ 　　リ 　　カ ア　　フ　　リ　　カ オ　 セ　 ア　 ニ　 ア

無 国 籍
ド イ ツ フ ラ ン ス ロ シ ア そ の 他 計 ア メ リ カ 

合 衆 国 カ ナ ダ そ の 他 計 コロンビア ブ ラ ジ ル ペ ル ー そ  の  他 計 ナ イ ジ ェ 
リ 　 　 ア そ の 他 計 オ ー ス ト 

ラ  リ  ア そ  の  他

総 数 27 69 132 249 667 487 87 93 1,650 47 1,086 373 144 245 73 172 86 69 17 2
刑 法 犯 10 38 107 127 290 211 37 42 1,076 31 676 269 100 172 48 124 57 41 16 2

公 務 執 行 妨 害 1 3 1 4 6 5 - 1 13 - 11 2 - 6 1 5 4 2 2 -
騒 乱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
放 火 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
過 失 往 来 妨 害 - - - 1 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
住 居 侵 入 - 1 1 8 18 15 2 1 24 - 19 4 1 3 1 2 3 3 - -
文 書 偽 造 - - 3 2 2 1 1 - 6 - 4 - 2 2 1 1 - - - -
有 価 証 券 偽 造 - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
支払用カード電磁的記録関係 - 1 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - -
わいせつ・わいせつ文書頒布等 - 1 - 1 5 5 - - 7 - 5 1 1 2 1 1 1 1 - -
強 制 わ い せ つ - - 1 1 4 2 1 1 21 - 13 7 1 9 1 8 1 1 - -
強 制 性 交 等 - 1 - 1 3 1 1 1 15 - 6 5 4 3 1 2 - - - -
賭 博 ・ 富 く じ - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - -
殺 人 - - - - 1 1 - - 8 - 6 1 1 - - - 1 - 1 -
傷 害 4 13 21 30 85 61 13 11 237 4 153 55 25 52 17 35 17 10 7 1
危 険 運 転 致 死 傷 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
過 失 傷 害 - - 1 8 9 5 4 - 8 - 4 4 - 3 1 2 1 1 - -
逮 捕 ・ 監 禁 - - - - 1 1 - - 3 - 2 1 - - - - - - - -
脅 迫 - 1 - - 1 1 - - 2 - 1 1 - 1 - 1 - - - -
窃 盗 2 10 70 44 105 76 6 23 556 21 339 144 52 59 10 49 13 9 4 1
強 盗 - - - 2 3 2 1 - 19 1 11 4 3 - - - 1 1 - -
強盗致死傷・強盗・強制性交等 - - - 1 - - - - 18 - 18 - - 1 - 1 1 1 - -
詐 欺 - - 1 3 3 3 - - 35 3 13 17 2 7 6 1 - - - -
背 任 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
恐 喝 - - - - - - - - 5 - 1 2 2 - - - - - - -
横 領 - - 2 7 7 3 2 2 34 1 25 8 - 7 2 5 - - - -
盗 品 等 関 係 1 - 5 1 1 - - 1 9 - 3 6 - 7 3 4 - - - -
毀 棄 ・ 隠 匿 2 7 1 6 30 23 6 1 29 1 22 3 3 8 2 6 11 9 2 -
暴力行為等処罰に関する法律 - - - 2 2 2 - - 12 - 9 2 1 - - - - - - -
そ の 他 の 刑 法 犯 - - - 1 3 3 - - 13 - 10 2 1 2 1 1 2 2 - -

特 別 法 犯 17 31 25 122 377 276 50 51 574 16 410 104 44 73 25 48 29 28 1 -
軽 犯 罪 法 - 1 - 1 9 6 2 1 29 - 23 5 1 1 - 1 - - - -
風俗営業等の規制及び業務の 
適 正 化 等 に 関 す る 法 律 - - - 1 - - - - 2 - 2 - - 2 2 - 1 1 - -

火 薬 類 取 締 法 - - - - 8 8 - - - - - - - - - - - - - -
銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 1 2 5 3 30 29 - 1 29 - 24 2 3 1 1 - - - - -
売 春 防 止 法 - - - - 1 1 - - 3 - 2 1 - - - - - - - -
大 麻 取 締 法 1 4 3 4 60 52 5 3 112 4 78 17 13 8 2 6 3 3 - -
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 5 2 - 17 73 55 12 6 20 3 5 7 5 2 - 2 13 12 1 -
覚 せ い 剤 取 締 法 2 - 2 6 57 34 8 15 163 2 135 17 9 6 2 4 3 3 - -
あ へ ん 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
職 業 安 定 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
関 税 法 6 8 1 14 67 40 12 15 19 - 14 3 2 4 - 4 5 5 - -
商 標 法 - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - -
外 国 為 替 及 び 外 国 貿 易 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
海洋汚染等及び海上災害の 
防 止 に 関 す る 法 律 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -

出入国管理及び難民認定法 - 3 4 62 22 16 3 3 62 4 31 21 6 19 6 13 1 1 - -
外 国 人 登 録 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
そ の 他 の 特 別 法 犯 2 11 10 13 50 35 8 7 135 3 96 31 5 29 11 18 3 3 - -

（単位　人）

（注）１　この表は，（３）表のカに掲載された被疑事件中，通常受理について調査したものである。
　　　２　国籍の「その他」は，日本国籍を有しないで，かつ，各地域において表側に掲げた国以外の外国籍を有する者の総人員である。
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　　ク　罪名別　少年被疑事件（少年法第20条又は第23条第１項の規定により家庭裁判所から送

罪　　　　　　　　　　名

受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　理 既　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済

未　　　済
総　　　数 旧　　　受

新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　受
総　　　数

不 起 訴
・ 中 止

（20歳未満）

他の検察
庁に送致

（20歳未満）

家 庭 裁 判 所 に 送 致 年齢超過 
後の処分

（20歳以上）計
通　　　常　　　受　　　理 他の検察庁から

（20歳未満）
再　　　起

（20歳未満） 16歳未満 16・17歳 18・19歳
計 16歳未満 16・17歳 18・19歳

総 数 62,600 514 62,086 57,191 7,727 16,915 32,549 4,890 5 62,248 2,280 4,801 7,300 16,237 31,538 92 352
性 別 内 訳 男 52,434 444 51,990 47,826 6,560 14,499 26,767 4,160 4 52,138 1,909 4,075 6,199 13,923 25,950 82 296

女 10,166 70 10,096 9,365 1,167 2,416 5,782 730 1 10,110 371 726 1,101 2,314 5,588 10 56
刑 法 犯 45,043 418 44,625 41,836 6,696 12,394 22,746 2,785 4 44,716 1,511 2,732 6,340 11,936 22,117 80 256

公 務 執 行 妨 害 149 2 147 145 13 78 54 2 - 143 13 2 11 66 51 - 1
騒 乱 - - - - - - - - - - - - - - - - -
放 火 51 4 47 43 5 18 20 4 - 45 2 3 5 18 17 - -
住 居 侵 入 1,047 22 1,025 995 286 380 329 30 - 1,038 38 33 275 360 331 1 8
文 書 偽 造 110 3 107 95 5 29 61 12 - 111 6 13 3 27 61 1 -
わいせつ・わいせつ文書頒布等 243 3 240 198 47 80 71 42 - 244 8 46 44 79 67 - 1
強 制 わ い せ つ ・ 強 制 性 交 等 545 19 526 506 147 170 189 20 - 523 63 20 128 146 161 5 14
強制わいせつ致死傷・強制性交等致死傷 36 - 36 36 6 15 15 - - 34 3 - 6 12 13 - -
賭 博 ・ 富 く じ 2 - 2 2 - - 2 - - 2 - - - - 2 - -
職 権 濫 用 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - 1 -
収 賄 - - - - - - - - - - - - - - - - -
贈 賄 - - - - - - - - - - - - - - - - -
殺 人 35 - 35 35 11 7 17 - - 20 2 - 4 1 13 - 3
傷 害 3,611 48 3,563 3,436 814 1,301 1,321 127 - 3,631 133 131 755 1,258 1,346 8 44

傷 害 2,491 39 2,452 2,369 534 943 892 83 - 2,445 81 82 481 892 903 6 35
傷 害 致 死 6 3 3 3 - - 3 - - 5 3 - - - 2 - -
暴 行 1,111 6 1,105 1,061 280 356 425 44 - 1,178 49 49 274 364 440 2 9
凶 器 準 備 集 合 ・ 同 結 集 3 - 3 3 - 2 1 - - 3 - - - 2 1 - -

危 険 運 転 致 死 傷 46 3 43 42 1 15 26 1 - 46 1 1 2 13 29 - 1
危 険 運 転 致 傷 45 3 42 41 - 15 26 1 - 45 1 1 1 13 29 - 1
危 険 運 転 致 死 1 - 1 1 1 - - - - 1 - - 1 - - - -

過 失 傷 害 1,060 11 1,049 1,030 222 430 378 17 2 1,038 70 18 205 386 359 - 15
過 失 致 死 傷 43 2 41 40 13 13 14 1 - 608 20 1 131 232 224 - 1
業 務 上 過 失 致 死 傷 1 - 1 1 - - 1 - - 1 - - - - 1 - -
重 過 失 致 死 傷 1,016 9 1,007 989 209 417 363 16 2 429 50 17 74 154 134 - 14

自 動 車 に よ る 過 失 致 死 傷 等 13,833 57 13,776 12,664 22 695 11,947 1,111 1 13,770 581 1,086 18 600 11,479 6 37
業 務 上 過 失 傷 害 2 - 2 2 - - 2 - - 2 - - - - 2 - -
業 務 上 過 失 致 死 - - - - - - - - - - - - - - - - -
重 過 失 傷 害 19 1 18 18 2 7 9 - - 8 - - - 3 5 - 1
重 過 失 致 死 1 - 1 1 - - 1 - - 1 - - - - 1 - -
自 動 車 運 転 過 失 傷 害 - - - - - - - - - - - - - - - - -
自 動 車 運 転 過 失 致 死 - - - - - - - - - - - - - - - - -
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 2 1 1 1 - - 1 - - 2 - - - - 2 - -
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - - - - - - - - - -
過 失 運 転 致 傷 13,392 38 13,354 12,265 1 549 11,715 1,088 1 13,394 554 1,065 1 478 11,291 5 29
過 失 運 転 致 死 67 2 65 63 - 2 61 2 - 64 12 2 - 1 48 1 2
無免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - - - - - - - - - -
無免許過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - - - - - - - - - -
無 免 許 過 失 運 転 致 傷 341 15 326 305 18 134 153 21 - 293 15 19 16 116 127 - 3
無 免 許 過 失 運 転 致 死 9 - 9 9 1 3 5 - - 6 - - 1 2 3 - 2

窃 盗 16,940 143 16,797 15,794 4,099 6,707 4,988 1,003 - 16,877 237 976 3,920 6,681 5,043 20 70
強 盗 171 16 155 153 17 51 85 2 - 130 10 2 9 41 68 - -
強盗致死傷・強盗・強制性交等 219 7 212 210 12 77 121 2 - 125 9 2 14 37 60 3 3
詐 欺 1,755 40 1,715 1,636 80 555 1,001 78 1 1,738 84 78 78 513 961 24 23
恐 喝 537 11 526 513 62 226 225 13 - 542 38 14 60 214 213 3 10
横 領 ・ 背 任 2,949 8 2,941 2,714 459 968 1,287 227 - 2,952 118 219 429 938 1,248 - 6

遺 失 物 横 領 2,935 8 2,927 2,701 459 965 1,277 226 - 2,938 118 218 429 936 1,237 - 6
そ の 他 14 - 14 13 - 3 10 1 - 14 - 1 - 2 11 - -

盗 品 等 関 係 417 4 413 393 100 176 117 20 - 414 8 19 95 175 117 - 6
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律 172 2 170 168 46 77 45 2 - 187 7 - 50 79 51 - -
そ の 他 の 刑 法 犯 1,114 14 1,100 1,028 242 339 447 72 - 1,105 80 69 229 292 427 8 14

特 別 法 犯
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。） 3,604 44 3,560 3,053 371 980 1,702 506 1 3,610 272 492 351 927 1,560 8 24

銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 216 3 213 194 42 63 89 19 - 215 8 19 41 64 83 - 3
大 麻 取 締 法 589 6 583 566 18 121 427 17 - 581 154 16 12 86 310 3 7
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 42 1 41 39 1 9 29 2 - 42 4 2 1 9 26 - -
覚 せ い 剤 取 締 法 124 3 121 118 4 28 86 3 - 121 13 3 5 24 73 3 3
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 7 - 7 7 - - 7 - - 7 - - - - 7 - -
そ の 他 の 特 別 法 犯 2,626 31 2,595 2,129 306 759 1,064 465 1 2,644 93 452 292 744 1,061 2 11

道 路 交 通 法 等 違 反 13,953 52 13,901 12,302 660 3,541 8,101 1,599 - 13,922 497 1,577 609 3,374 7,861 4 72
道 路 交 通 法 13,953 52 13,901 12,302 660 3,541 8,101 1,599 - 13,922 497 1,577 609 3,374 7,861 4 72
自動車の保管場所の確保等に関する法律 - - - - - - - - - - - - - - - - -

（注） １　この表は，（３）表のアに掲載された被疑事件中，少年の被疑事件（少年法第20条又は第23条第１項の規定により家庭裁判所から送致された事件を除く。） について調査したものである。
　　　２　「通常受理」には，検察官の認知又は直受に係る事件及び司法警察員から送致された事件が一括計上されている。
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（単位　人）

罪　　　　　　　　　　名

受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　理 既　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済

未　　　済
総　　　数 旧　　　受

新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　受
総　　　数

不 起 訴
・ 中 止

（20歳未満）

他の検察
庁に送致

（20歳未満）

家 庭 裁 判 所 に 送 致 年齢超過 
後の処分

（20歳以上）計
通　　　常　　　受　　　理 他の検察庁から

（20歳未満）
再　　　起

（20歳未満） 16歳未満 16・17歳 18・19歳
計 16歳未満 16・17歳 18・19歳

総 数 62,600 514 62,086 57,191 7,727 16,915 32,549 4,890 5 62,248 2,280 4,801 7,300 16,237 31,538 92 352
性 別 内 訳 男 52,434 444 51,990 47,826 6,560 14,499 26,767 4,160 4 52,138 1,909 4,075 6,199 13,923 25,950 82 296

女 10,166 70 10,096 9,365 1,167 2,416 5,782 730 1 10,110 371 726 1,101 2,314 5,588 10 56
刑 法 犯 45,043 418 44,625 41,836 6,696 12,394 22,746 2,785 4 44,716 1,511 2,732 6,340 11,936 22,117 80 256

公 務 執 行 妨 害 149 2 147 145 13 78 54 2 - 143 13 2 11 66 51 - 1
騒 乱 - - - - - - - - - - - - - - - - -
放 火 51 4 47 43 5 18 20 4 - 45 2 3 5 18 17 - -
住 居 侵 入 1,047 22 1,025 995 286 380 329 30 - 1,038 38 33 275 360 331 1 8
文 書 偽 造 110 3 107 95 5 29 61 12 - 111 6 13 3 27 61 1 -
わいせつ・わいせつ文書頒布等 243 3 240 198 47 80 71 42 - 244 8 46 44 79 67 - 1
強 制 わ い せ つ ・ 強 制 性 交 等 545 19 526 506 147 170 189 20 - 523 63 20 128 146 161 5 14
強制わいせつ致死傷・強制性交等致死傷 36 - 36 36 6 15 15 - - 34 3 - 6 12 13 - -
賭 博 ・ 富 く じ 2 - 2 2 - - 2 - - 2 - - - - 2 - -
職 権 濫 用 1 1 - - - - - - - 1 - - - - - 1 -
収 賄 - - - - - - - - - - - - - - - - -
贈 賄 - - - - - - - - - - - - - - - - -
殺 人 35 - 35 35 11 7 17 - - 20 2 - 4 1 13 - 3
傷 害 3,611 48 3,563 3,436 814 1,301 1,321 127 - 3,631 133 131 755 1,258 1,346 8 44

傷 害 2,491 39 2,452 2,369 534 943 892 83 - 2,445 81 82 481 892 903 6 35
傷 害 致 死 6 3 3 3 - - 3 - - 5 3 - - - 2 - -
暴 行 1,111 6 1,105 1,061 280 356 425 44 - 1,178 49 49 274 364 440 2 9
凶 器 準 備 集 合 ・ 同 結 集 3 - 3 3 - 2 1 - - 3 - - - 2 1 - -

危 険 運 転 致 死 傷 46 3 43 42 1 15 26 1 - 46 1 1 2 13 29 - 1
危 険 運 転 致 傷 45 3 42 41 - 15 26 1 - 45 1 1 1 13 29 - 1
危 険 運 転 致 死 1 - 1 1 1 - - - - 1 - - 1 - - - -

過 失 傷 害 1,060 11 1,049 1,030 222 430 378 17 2 1,038 70 18 205 386 359 - 15
過 失 致 死 傷 43 2 41 40 13 13 14 1 - 608 20 1 131 232 224 - 1
業 務 上 過 失 致 死 傷 1 - 1 1 - - 1 - - 1 - - - - 1 - -
重 過 失 致 死 傷 1,016 9 1,007 989 209 417 363 16 2 429 50 17 74 154 134 - 14

自 動 車 に よ る 過 失 致 死 傷 等 13,833 57 13,776 12,664 22 695 11,947 1,111 1 13,770 581 1,086 18 600 11,479 6 37
業 務 上 過 失 傷 害 2 - 2 2 - - 2 - - 2 - - - - 2 - -
業 務 上 過 失 致 死 - - - - - - - - - - - - - - - - -
重 過 失 傷 害 19 1 18 18 2 7 9 - - 8 - - - 3 5 - 1
重 過 失 致 死 1 - 1 1 - - 1 - - 1 - - - - 1 - -
自 動 車 運 転 過 失 傷 害 - - - - - - - - - - - - - - - - -
自 動 車 運 転 過 失 致 死 - - - - - - - - - - - - - - - - -
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 2 1 1 1 - - 1 - - 2 - - - - 2 - -
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - - - - - - - - - -
過 失 運 転 致 傷 13,392 38 13,354 12,265 1 549 11,715 1,088 1 13,394 554 1,065 1 478 11,291 5 29
過 失 運 転 致 死 67 2 65 63 - 2 61 2 - 64 12 2 - 1 48 1 2
無免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - - - - - - - - - -
無免許過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - - - - - - - - - -
無 免 許 過 失 運 転 致 傷 341 15 326 305 18 134 153 21 - 293 15 19 16 116 127 - 3
無 免 許 過 失 運 転 致 死 9 - 9 9 1 3 5 - - 6 - - 1 2 3 - 2

窃 盗 16,940 143 16,797 15,794 4,099 6,707 4,988 1,003 - 16,877 237 976 3,920 6,681 5,043 20 70
強 盗 171 16 155 153 17 51 85 2 - 130 10 2 9 41 68 - -
強盗致死傷・強盗・強制性交等 219 7 212 210 12 77 121 2 - 125 9 2 14 37 60 3 3
詐 欺 1,755 40 1,715 1,636 80 555 1,001 78 1 1,738 84 78 78 513 961 24 23
恐 喝 537 11 526 513 62 226 225 13 - 542 38 14 60 214 213 3 10
横 領 ・ 背 任 2,949 8 2,941 2,714 459 968 1,287 227 - 2,952 118 219 429 938 1,248 - 6

遺 失 物 横 領 2,935 8 2,927 2,701 459 965 1,277 226 - 2,938 118 218 429 936 1,237 - 6
そ の 他 14 - 14 13 - 3 10 1 - 14 - 1 - 2 11 - -

盗 品 等 関 係 417 4 413 393 100 176 117 20 - 414 8 19 95 175 117 - 6
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律 172 2 170 168 46 77 45 2 - 187 7 - 50 79 51 - -
そ の 他 の 刑 法 犯 1,114 14 1,100 1,028 242 339 447 72 - 1,105 80 69 229 292 427 8 14

特 別 法 犯
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。） 3,604 44 3,560 3,053 371 980 1,702 506 1 3,610 272 492 351 927 1,560 8 24

銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 216 3 213 194 42 63 89 19 - 215 8 19 41 64 83 - 3
大 麻 取 締 法 589 6 583 566 18 121 427 17 - 581 154 16 12 86 310 3 7
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 42 1 41 39 1 9 29 2 - 42 4 2 1 9 26 - -
覚 せ い 剤 取 締 法 124 3 121 118 4 28 86 3 - 121 13 3 5 24 73 3 3
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 7 - 7 7 - - 7 - - 7 - - - - 7 - -
そ の 他 の 特 別 法 犯 2,626 31 2,595 2,129 306 759 1,064 465 1 2,644 93 452 292 744 1,061 2 11

道 路 交 通 法 等 違 反 13,953 52 13,901 12,302 660 3,541 8,101 1,599 - 13,922 497 1,577 609 3,374 7,861 4 72
道 路 交 通 法 13,953 52 13,901 12,302 660 3,541 8,101 1,599 - 13,922 497 1,577 609 3,374 7,861 4 72
自動車の保管場所の確保等に関する法律 - - - - - - - - - - - - - - - - -

致された事件を除く。）の受理，既済及び未済の人員

（注） １　この表は，（３）表のアに掲載された被疑事件中，少年の被疑事件（少年法第20条又は第23条第１項の規定により家庭裁判所から送致された事件を除く。） について調査したものである。
　　　２　「通常受理」には，検察官の認知又は直受に係る事件及び司法警察員から送致された事件が一括計上されている。



－392－

　　ケ　罪名別　少年法第20条又は第23条第１項の規定により家庭裁判所から送致された事件

罪　　　　　　　　　　名

受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理 　　　　　　　　既　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済

未　済
総 　数 旧 　受

新　　　　　　　　　　　　　　　受
総　 数

　　　　　起　　　　　　　　　　　　　　　　　訴
不起訴
・中止

（20歳未満）

他の検察
庁に送致

（20歳未満）

家庭裁判所に 
再　 送　 致 年齢超過

後の処分
（20歳以上）計

家 庭 裁 判 所 か ら 他の検察
庁 か ら

（20歳未満）
再　 起 

（20歳未満）
公　 　判　請　求 略 式 命 令 請 求 即 決 裁 判 請 求

16歳未満 16・17歳 18・19歳 16歳未満 16・17歳 18・19歳 16歳未満 16・17歳 18・19歳 16歳未満 16・17歳 18・19歳 16歳未満 16・17歳 18・19歳
総 数 4,297 101 4,196 - 33 2,164 1,994 5 4,211 - 7 159 - 31 1,586 - - - 35 2,001 - 2 24 366 86

性 別 内 訳 男 3,955 95 3,860 - 28 1,998 1,829 5 3,872 - 7 147 - 27 1,458 - - - 33 1,838 - 1 20 341 83
女 342 6 336 - 5 166 165 - 339 - - 12 - 4 128 - - - 2 163 - 1 4 25 3

刑 法 犯 372 26 346 - 5 252 88 1 354 - 5 107 - 1 32 - - - 6 94 - - 8 101 15
公 務 執 行 妨 害 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -
騒 乱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
放 火 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
住 居 侵 入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
文 書 偽 造 2 - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - -
わいせつ・わいせつ文書頒布等 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
強 制 わ い せ つ ・ 強 制 性 交 等 4 - 4 - - 3 1 - 4 - - 1 - - - - - - - 2 - - 1 - -
強制わいせつ致死傷・強制性交等致死傷 2 - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - -
賭 博 ・ 富 く じ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
職 権 濫 用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
収 賄 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
贈 賄 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
殺 人 6 - 6 - - 5 1 - 5 - - 3 - - - - - - - 1 - - - 1 1
傷 害 14 2 12 - - 9 3 - 14 - - 4 - - 1 - - - - 3 - - - 6 -

傷 害 7 2 5 - - 5 - - 7 - - 2 - - - - - - - - - - - 5 -
傷 害 致 死 3 - 3 - - 2 1 - 3 - - 2 - - - - - - - 1 - - - - -
暴 行 2 - 2 - - 1 1 - 2 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - -
凶 器 準 備 集 合 ・ 同 結 集 2 - 2 - - 1 1 - 2 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 -

危 険 運 転 致 死 傷 12 2 10 - 1 7 2 - 11 - 1 4 - - - - - - - 2 - - - 4 1
危 険 運 転 致 傷 11 2 9 - 1 6 2 - 10 - 1 3 - - - - - - - 2 - - - 4 1
危 険 運 転 致 死 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -

過 失 傷 害 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
過 失 致 死 傷 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
業 務 上 過 失 致 死 傷 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
重 過 失 致 死 傷 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

自 動 車 に よ る 過 失 致 死 傷 等 207 21 186 - 1 138 46 1 196 - 1 43 - 1 28 - - - 6 50 - - 5 62 8
業 務 上 過 失 傷 害 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
業 務 上 過 失 致 死 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
重 過 失 傷 害 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
重 過 失 致 死 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
自 動 車 運 転 過 失 傷 害 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
自 動 車 運 転 過 失 致 死 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 -
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
過 失 運 転 致 傷 146 15 131 - 1 86 44 - 143 - 1 14 - 1 27 - - - 5 47 - - 5 43 4
過 失 運 転 致 死 26 3 23 - - 22 1 - 25 - - 10 - - 1 - - - - 1 - - - 13 1
無免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
無免許過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
無 免 許 過 失 運 転 致 傷 33 3 30 - - 28 1 1 25 - - 17 - - - - - - 1 2 - - - 5 3
無 免 許 過 失 運 転 致 死 2 - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - -

窃 盗 47 - 47 - 2 35 10 - 46 - 2 19 - - 1 - - - - 10 - - 1 13 1
強 盗 3 - 3 - - 3 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 -
強盗致死傷・強盗・強制性交等 8 - 8 - 1 5 2 - 8 - 1 5 - - - - - - - 2 - - - - -
詐 欺 53 1 52 - - 32 20 - 50 - - 20 - - - - - - - 20 - - 1 9 3
恐 喝 2 - 2 - - 2 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 -
横 領 ・ 背 任 3 - 3 - - 2 1 - 2 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1

遺 失 物 横 領 3 - 3 - - 2 1 - 2 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1
そ の 他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

盗 品 等 関 係 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律 2 - 2 - - 1 1 - 2 - - 1 - - - - - - - 1 - - - - -
そ の 他 の 刑 法 犯 6 - 6 - - 6 - - 6 - - 3 - - - - - - - 2 - - - 1 -

特 別 法 犯
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。） 41 3 38 - 2 32 4 - 41 - 2 11 - - 3 - - - - 10 - - 1 14 1

銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -
大 麻 取 締 法 3 - 3 - - 3 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 -
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
覚 せ い 剤 取 締 法 7 - 7 - 1 6 - - 7 - 1 4 - - - - - - - - - - - 2 -
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
そ の 他 の 特 別 法 犯 30 3 27 - 1 22 4 - 30 - 1 6 - - 3 - - - - 10 - - 1 9 1

道 路 交 通 法 等 違 反 3,884 72 3,812 - 26 1,880 1,902 4 3,816 - - 41 - 30 1,551 - - - 29 1,897 - 2 15 251 70
道 路 交 通 法 3,884 72 3,812 - 26 1,880 1,902 4 3,816 - - 41 - 30 1,551 - - - 29 1,897 - 2 15 251 70
自動車の保管場所の確保等に関する法律 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

（注）この表は，（３）表のアに掲載された被疑事件中，少年法第20条又は第23条第１項の規定により家庭裁判所から送致のあった事件について調査したも のである。
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（単位　人）

罪　　　　　　　　　　名

受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理 　　　　　　　　既　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済

未　済
総 　数 旧 　受

新　　　　　　　　　　　　　　　受
総　 数

　　　　　起　　　　　　　　　　　　　　　　　訴
不起訴
・中止

（20歳未満）

他の検察
庁に送致

（20歳未満）

家庭裁判所に 
再　 送　 致 年齢超過

後の処分
（20歳以上）計

家 庭 裁 判 所 か ら 他の検察
庁 か ら

（20歳未満）
再　 起 

（20歳未満）
公　 　判　請　求 略 式 命 令 請 求 即 決 裁 判 請 求

16歳未満 16・17歳 18・19歳 16歳未満 16・17歳 18・19歳 16歳未満 16・17歳 18・19歳 16歳未満 16・17歳 18・19歳 16歳未満 16・17歳 18・19歳
総 数 4,297 101 4,196 - 33 2,164 1,994 5 4,211 - 7 159 - 31 1,586 - - - 35 2,001 - 2 24 366 86

性 別 内 訳 男 3,955 95 3,860 - 28 1,998 1,829 5 3,872 - 7 147 - 27 1,458 - - - 33 1,838 - 1 20 341 83
女 342 6 336 - 5 166 165 - 339 - - 12 - 4 128 - - - 2 163 - 1 4 25 3

刑 法 犯 372 26 346 - 5 252 88 1 354 - 5 107 - 1 32 - - - 6 94 - - 8 101 15
公 務 執 行 妨 害 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -
騒 乱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
放 火 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
住 居 侵 入 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
文 書 偽 造 2 - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - -
わいせつ・わいせつ文書頒布等 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
強 制 わ い せ つ ・ 強 制 性 交 等 4 - 4 - - 3 1 - 4 - - 1 - - - - - - - 2 - - 1 - -
強制わいせつ致死傷・強制性交等致死傷 2 - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - -
賭 博 ・ 富 く じ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
職 権 濫 用 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
収 賄 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
贈 賄 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
殺 人 6 - 6 - - 5 1 - 5 - - 3 - - - - - - - 1 - - - 1 1
傷 害 14 2 12 - - 9 3 - 14 - - 4 - - 1 - - - - 3 - - - 6 -

傷 害 7 2 5 - - 5 - - 7 - - 2 - - - - - - - - - - - 5 -
傷 害 致 死 3 - 3 - - 2 1 - 3 - - 2 - - - - - - - 1 - - - - -
暴 行 2 - 2 - - 1 1 - 2 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - -
凶 器 準 備 集 合 ・ 同 結 集 2 - 2 - - 1 1 - 2 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 -

危 険 運 転 致 死 傷 12 2 10 - 1 7 2 - 11 - 1 4 - - - - - - - 2 - - - 4 1
危 険 運 転 致 傷 11 2 9 - 1 6 2 - 10 - 1 3 - - - - - - - 2 - - - 4 1
危 険 運 転 致 死 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -

過 失 傷 害 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
過 失 致 死 傷 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
業 務 上 過 失 致 死 傷 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
重 過 失 致 死 傷 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

自 動 車 に よ る 過 失 致 死 傷 等 207 21 186 - 1 138 46 1 196 - 1 43 - 1 28 - - - 6 50 - - 5 62 8
業 務 上 過 失 傷 害 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
業 務 上 過 失 致 死 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
重 過 失 傷 害 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
重 過 失 致 死 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
自 動 車 運 転 過 失 傷 害 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
自 動 車 運 転 過 失 致 死 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 -
過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
過 失 運 転 致 傷 146 15 131 - 1 86 44 - 143 - 1 14 - 1 27 - - - 5 47 - - 5 43 4
過 失 運 転 致 死 26 3 23 - - 22 1 - 25 - - 10 - - 1 - - - - 1 - - - 13 1
無免許過失運転致傷アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
無免許過失運転致死アルコール等影響発覚免脱 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
無 免 許 過 失 運 転 致 傷 33 3 30 - - 28 1 1 25 - - 17 - - - - - - 1 2 - - - 5 3
無 免 許 過 失 運 転 致 死 2 - 2 - - 2 - - 2 - - 2 - - - - - - - - - - - - -

窃 盗 47 - 47 - 2 35 10 - 46 - 2 19 - - 1 - - - - 10 - - 1 13 1
強 盗 3 - 3 - - 3 - - 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 -
強盗致死傷・強盗・強制性交等 8 - 8 - 1 5 2 - 8 - 1 5 - - - - - - - 2 - - - - -
詐 欺 53 1 52 - - 32 20 - 50 - - 20 - - - - - - - 20 - - 1 9 3
恐 喝 2 - 2 - - 2 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 -
横 領 ・ 背 任 3 - 3 - - 2 1 - 2 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1

遺 失 物 横 領 3 - 3 - - 2 1 - 2 - - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1
そ の 他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

盗 品 等 関 係 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
暴 力 行 為 等 処 罰 に 関 す る 法 律 2 - 2 - - 1 1 - 2 - - 1 - - - - - - - 1 - - - - -
そ の 他 の 刑 法 犯 6 - 6 - - 6 - - 6 - - 3 - - - - - - - 2 - - - 1 -

特 別 法 犯
（ 道 路 交 通 法 等 違 反 を 除 く 。） 41 3 38 - 2 32 4 - 41 - 2 11 - - 3 - - - - 10 - - 1 14 1

銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -
大 麻 取 締 法 3 - 3 - - 3 - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 -
麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
覚 せ い 剤 取 締 法 7 - 7 - 1 6 - - 7 - 1 4 - - - - - - - - - - - 2 -
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
そ の 他 の 特 別 法 犯 30 3 27 - 1 22 4 - 30 - 1 6 - - 3 - - - - 10 - - 1 9 1

道 路 交 通 法 等 違 反 3,884 72 3,812 - 26 1,880 1,902 4 3,816 - - 41 - 30 1,551 - - - 29 1,897 - 2 15 251 70
道 路 交 通 法 3,884 72 3,812 - 26 1,880 1,902 4 3,816 - - 41 - 30 1,551 - - - 29 1,897 - 2 15 251 70
自動車の保管場所の確保等に関する法律 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

の受理，既済及び未済の人員

（注）この表は，（３）表のアに掲載された被疑事件中，少年法第20条又は第23条第１項の規定により家庭裁判所から送致のあった事件について調査したも のである。
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Ⅰ　公安審査委員会

　公安審査委員会は，破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に
関する法律の規定により公共の安全の確保に寄与するため，破壊的団体及び無差別大
量殺人行為を行った団体の規制に関する審査及び決定の事務をつかさどる行政機関で
ある。
〈業務の実施状況〉
　平成29年11月20日，公安調査庁長官から，無差別大量殺人行為を行った団体の規制
に関する法律第12条第１項後段の規定に基づき，平成12年１月28日付け当委員会決定
（平成15年１月23日付け，18年１月23日付け，21年１月23日付け，24年１月23日付け
及び平成27年１月23日付け各期間更新決定）に係る被請求団体「麻原彰晃こと松本智
津夫を教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め，これを実現することを目的と
し，同人が主宰し，同人及び同教義に従う者によって構成される団体」に対する同法
第５条第４項の処分の請求があった。
　平成30年１月22日，当委員会は，審査を遂げた上，「被請求団体を，３年間，公安
調査庁長官の観察に付する処分の期間を更新する」旨決定（平成30年２月１日期間更
新，令和３年１月31日期間満了）した。

Ⅱ　公安調査庁　
法務省設置法第26条，第29条　法務省組織令第78条～第88条　法務省
組織規則第33条　公安調査庁設置法（昭和27年法律第241号）　公安調
査庁組織規則（平成13年法務省令第２号）

　公安調査庁は，破壊活動防止法の規定による破壊的団体の規制に関する調査及び処
分の請求並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定による無
差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査，処分の請求及び規制措置を行い，
もって，公共の安全の確保を図ることを任務とする行政機関である。
　また，公安調査庁は，我が国の情報コミュニティ構成庁として，北朝鮮情勢や国際
テロなど，我が国の公共の安全に影響を及ぼすおそれのある国内外の公安情勢につい
て幅広く情報を収集・分析しており，これらの情報については，公共の安全の確保，
安全保障・危機管理等の政府の重要施策の推進に貢献するため，必要に応じて，情報
コミュニティ内で共有するほか，官邸，国家安全保障会議等の関係機関に提供している。
〈重要施策の概要〉
１�　北朝鮮，国際テロ関係など我が国及び国民の安全に影響を与える事象についての
情報収集の強化
　北朝鮮関係では，日本人拉致や核・ミサイル開発等の我が国及び国民の安全に関
わる重大な問題について，これらをめぐる北朝鮮の動向及び意図，大量破壊兵器等
関連物資・技術の調達・拡散の実態等に関する情報収集に努めた。また，北朝鮮の

法務省設置法第26条，第28条　公安審査委員会設置法（昭
和27年法律第242号）　破壊活動防止法（昭和27年法律第
240号）　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関す
る法律（平成11年法律第147号）
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内部事情や対日関係を含む対外動向，北朝鮮と密接な関係を有する朝鮮総聯の組
織・活動の解明に取り組んだ。
　国際テロ情勢については，「イラク・レバントのイスラム国」（ＩＳＩＬ）等国際
テロ組織に関係したテロが，中東・アフリカ諸国や欧米諸国，アジア諸国で多発し
ており，国際社会は依然として深刻なテロの脅威にさらされている。
　こうした情勢の中，我が国に関しても，ＩＳＩＬ等がかねてから我が国をテロの
対象として名指しし，近年，不特定多数の人々が集まる場所等を標的としたテロ事
件の巻き添えとして，邦人が海外で被害に遭う事案がほぼ毎年発生していることに
加え，東京オリンピック・パラリンピック競技大会など，国際テロ組織にとって格
好の宣伝機会ともなり得る大規模国際イベントが控えていることから，引き続き警
戒が必要である。そこで，「2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピッ
ク競技大会等を見据えたテロ対策推進要綱」（平成29年12月11日国際組織犯罪等・
国際テロ対策推進本部決定）等に基づき，テロを未然に防止するため，国内外の関
係機関との連携を緊密にしつつ，国際テロ組織との関わりが疑われる不審人物や組
織の有無及びその動向等の実態解明に向け，関連情報の収集・分析を一層推進した。
　このほか，国内外で政府機関や民間企業等に対するサイバー攻撃が相次ぐなど，
サイバー空間を通じてもたらされる脅威が一層高まっており，その予兆の早期把握，
実行主体の解明等に向け，関連情報の収集・分析を推進した。
２　オウム真理教対策の推進
　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく観察処分に付され
ているオウム真理教については，平成29年12月，依然として，麻原彰晃こと松本智
津夫が，教団の活動に影響力を有するなど，無差別大量殺人行為に及ぶ本質的な危
険性が認められ，その活動状況を継続して明らかにする必要があることから，公安
審査委員会に対して，観察処分の期間更新請求（６回目）を行ったところ，平成30
年１月，同委員会において，同処分の期間を更新する決定がなされた。
　観察処分については，平成30年中，教団施設に対する立入検査を延べ70か所（実
数32か所）の施設に対して実施し，教団から４回にわたり組織や活動に関する報告
を徴取したほか，延べ53（実数22）の関係地方公共団体の長に対して調査結果を提
供した。
　また，教団施設周辺に居住する住民の恐怖感・不安感を解消・緩和するため，51
回にわたり地域住民との意見交換会を行った。
３�　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を始めとする政府の重要施策
の推進への貢献
　2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会については，平成25年９月に
設置した「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会関連特別調査本部」
の下，「ラグビーワールドカップ2019」や「第14回国連犯罪防止刑事司法会議（京
都コングレス）」の開催も見据えつつ，関連情報の収集・分析機能の強化に取り組
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むとともに，平昌オリンピック・パラリンピック競技大会（平成30年２月５日～同
月25日）に際しては，平成30年１月，「平昌オリンピック・パラリンピック競技大
会関連特別調査本部」を設置し，職員の現地への派遣等を通じて，大会関連情報の
収集・分析を推進し，政府が設置した「セキュリティ情報センター」等の求めに応
じて，適時・適切に関連情報を提供した。
　また，令和元年に我が国での開催が予定されるG20サミットについては，平成29
年８月に設置した「2019年G20サミット情報集約室」を平成31年４月10日に「G20
大阪サミット関連特別調査本部」に改組し，不法事案の未然防止等に向けた関連情
報の収集・分析体制の更なる強化を図った。
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イ　法務省主管　　令和元年度歳入予算額表
　法務省主管  （単位：千円）

部　・　款　・　項　・　目 令和元年度予算額 前年度予算額 対前年度
比較増△減額

  政府資産整理収入
     国有財産処分収入
        国有財産売払収入
        　土  地  売  払  代 128 0 128
  雑　収　入 98,633,340 101,430,831 △ 2,797,491
     国有財産利用収入 847,920 749,253 98,667
        国有財産貸付収入 781,784 748,406 33,378
           土地及水面貸付料 195,977 192,900 3,077
           建物及物件貸付料 281,466 225,899 55,567
           公務員宿舎貸付料 304,341 329,607 △ 25,266
        国有財産使用収入
           公共施設等運営権対価収入 64,800 0 64,800
        利子収入
        　延納利子収入 1,336 847 489
     納　付　金
        雑納付金
        　日本司法支援センター納付金 92,777 △ 92,777
     諸　収　入 97,785,420 100,588,801 △ 2,803,381
        許可及手数料
           手数料 48,379,302 48,102,106 277,196
        懲罰及没収金 44,215,327 47,016,088 △ 2,800,761
           過料 1,303,783 1,205,023 98,760
           没収金 1,172,184 1,051,227 120,957
           罰金及科料 41,739,360 44,759,838 △ 3,020,478
        弁償及返納金 889,380 927,762 △ 38,382
           弁償及違約金 562,233 586,965 △ 24,732
           返納金 327,147 340,797 △ 13,650
        物品売払収入
           不用物品売払代 94,748 100,328 △ 5,580
        矯正官署作業収入 3,844,525 4,055,388 △ 210,863
           刑務所作業収入 3,838,611 4,046,595 △ 207,984
           少年院職業指導収入 5,914 8,793 △ 2,879
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部　・　款　・　項　・　目 令和元年度予算額 前年度予算額 対前年度
比較増△減額

        雑入 362,138 387,129 △ 24,991
           労働保険料被保険者負担金 37,299 35,604 1,695
           小切手支払未済金収入 15,341 15,298 43
           延滞金 3,649 5,171 △ 1,522
           期満後収入 122,044 138,483 △ 16,439
           雑収 183,805 192,573 △ 8,768
法 務 省 主 管 合 計 98,633,468 101,430,831 △ 2,797,363
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ウ　法務省所管　　令和元年度歳出予算項目別表  （単位：千円）

項　　　　　　　目 令和元年度
当初予算額

前　年　度
当初予算額

対 前 年 度
比較増△減額

法務本省共通費 127,951,377 128,142,918 △ 191,541
　職員基本給 4,883,341 5,439,824 △ 556,483
　職員諸手当 2,475,054 2,727,240 △ 252,186
　超過勤務手当 706,604 813,569 △ 106,965
　委員手当 48,194 49,866 △ 1,672
　非常勤職員手当 19,539 19,345 194
　休職者給与 754,520 731,328 23,192
　国際機関等派遣職員給与 198,892 148,447 50,445
　公務災害補償費 502,380 495,792 6,588
　退職手当 32,758,021 33,149,302 △ 391,281
　児童手当 58,280 70,860 △ 12,580
　諸謝金 36,434 27,212 9,222
　報償費 1,689 1,660 29
　職員旅費 254,134 243,614 10,520
　国際連合犯罪防止刑事司法会議
　開催準備職員旅費 80,020 19,613 60,407

　外国留学旅費 43,174 47,327 △ 4,153
　赴任旅費 11,478 11,478 0
　委員等旅費 16,240 20,341 △ 4,101
　国際連合犯罪防止刑事司法会議
　開催準備外国人招へい旅費 4,592 7,014 △ 2,422

　参考人等旅費 61 61 0
　外国人招へい旅費 0 2,933 △ 2,933
　庁費 1,356,389 1,255,756 100,633
　情報処理業務庁費 361,828 312,978 48,850
　国会図書館支部庁費 3,506 3,473 33
　司法国際化業務庁費 89,112 81,479 7,633
　国際連合犯罪防止刑事司法会議
　開催準備庁費 123,044 40,815 82,229

　アジア矯正建築会議開催庁費 43,669 0 43,669
　庁舎等撤去費 125,476 124,367 1,109
　国際連合犯罪防止刑事司法会議
　開催準備招へい外国人滞在費 141 283 △ 142

　各所修繕 1,416,653 1,414,564 2,089
　自動車重量税 429 115 314
　招へい外国人滞在費 0 47 △ 47
　国家公務員共済組合負担金 65,102,451 65,349,236 △ 246,785
　基礎年金等国家公務員共済
　組合負担金 15,712,126 14,815,798 896,328



－427－

項　　　　　　　目 令和元年度
当初予算額

前　年　度
当初予算額

対 前 年 度
比較増△減額

　育児休業手当金国家公務員
　共済組合負担金 11,831 6,723 5,108

　国有資産所在市町村交付金 158,092 143,898 14,194
　国際私法会議等分担金 63,883 59,440 4,443
　政府開発援助国際連合薬物犯罪
　事務所拠出金 106,603 82,577 24,026

　国際連合開発計画拠出金 2,508 2,554 △ 46
　交際費 1,989 1,989 0
　賠償償還及払戻金 419,000 420,000 △ 1,000
基本法制整備費 139,667 133,314 6,353
　諸謝金 4,032 3,654 378
　職員旅費 15,063 14,147 916
　委員等旅費 904 478 426
　庁費 119,668 115,035 4,633
司法制度改革推進費 17,506,419 17,105,809 400,610
　委員手当 43,133 44,838 △ 1,705
　諸謝金 127,901 132,685 △ 4,784
　職員旅費 7,397 6,403 994
　委員等旅費 20,124 20,523 △ 399
　庁費 32,516 25,966 6,550
　情報処理業務庁費 4,221 4,767 △ 546
　司法試験業務庁費 369,827 380,479 △ 10,652
　国選弁護人確保業務等委託費 16,612,715 16,490,148 122,567
　国際仲裁活性化調査委託費 288,585 0 288,585
日本司法支援センター運営費
　日本司法支援センター運営費
　交付金 14,901,531 14,567,604 333,927

再犯防止等企画調整推進費 331,995 162,056 169,939
　諸謝金 1,656 1,588 68
　職員旅費 2,243 2,243 0
　庁費 46,809 17,725 29,084
　再犯防止等推進調査地方公共団体
　委託費 281,287 140,500 140,787

検察企画調整費 47,436 42,721 4,715
　諸謝金 134 132 2
　証人等被害給付金 100 100 0
　職員旅費 9,088 5,114 3,974
　外国人招へい旅費 4,564 4,371 193
　庁費 31,662 31,130 532
　招へい外国人滞在費 356 356 0
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項　　　　　　　目 令和元年度
当初予算額

前　年　度
当初予算額

対 前 年 度
比較増△減額

　調査活動費 1,532 1,518 14
矯正企画調整費 150,257 151,006 △ 749
　委員手当 70,960 72,889 △ 1,929
　諸謝金 3,878 3,878 0
　褒賞品費 968 959 9
　職員旅費 1,556 1,556 0
　委員等旅費 3,871 3,646 225
　庁費 9,090 9,105 △ 15
　民間資金等活用事業調査費 52,734 51,773 961
　貸費生貸与金 7,200 7,200 0
更生保護企画調整推進費 477,099 447,481 29,618
　諸謝金 3,114 1,882 1,232
　褒賞品費 7,033 4,973 2,060
　職員旅費 4,678 3,310 1,368
　委員等旅費 2,825 952 1,873
　庁費 26,266 14,977 11,289
　更生保護事業費補助金 433,183 421,387 11,796
債権管理回収業審査監督費 10,190 9,805 385
　職員旅費 308 308 0
　債権回収会社検査旅費 3,701 3,284 417
　庁費 6,181 6,213 △ 32
人権擁護推進費 1,275,259 1,236,516 38,743
　人権啓発活動等委託費 1,233,090 1,194,512 38,578
　人権啓発活動等補助金 42,169 42,004 165
訟務費 1,909,973 1,900,192 9,781
　諸謝金 242,326 201,233 41,093
　訟務旅費 213,828 215,824 △ 1,996
　委員等旅費 5,819 5,524 295
　訟務庁費 747,271 776,940 △ 29,669
　訴訟用印紙類購入費 67,229 67,171 58
　賠償償還及払戻金 33,500 33,500 0
　保証金 600,000 600,000 0
法務省施設費 58,570,958 25,045,594 33,525,364
　施設施工旅費 134,445 29,828 104,617
　施設施工庁費 116,255 31,494 84,761
　施設整備費 56,010,925 22,734,507 33,276,418
　不動産購入費 2,309,333 2,249,765 59,568
法務行政情報化推進費 3,406,637 2,040,573 1,366,064
　情報処理業務庁費 3,406,637 2,040,573 1,366,064
　（組織）法務本省 計 226,678,798 190,985,589 35,693,209
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項　　　　　　　目 令和元年度
当初予算額

前　年　度
当初予算額

対 前 年 度
比較増△減額

法務総合研究所共通費 1,925,916 1,911,870 14,046
　職員基本給 522,980 544,199 △ 21,219
　職員諸手当 254,659 259,555 △ 4,896
　超過勤務手当 12,011 11,429 582
　児童手当 6,090 6,790 △ 700
　諸謝金 15,873 15,709 164
　職員旅費 292,058 287,402 4,656
　赴任旅費 3,085 2,941 144
　庁費 598,936 566,839 32,097
　研修所庁費 129,335 124,403 4,932
　情報処理業務庁費 8,608 11,074 △ 2,466
　公共施設等維持管理運営費 82,032 81,280 752
　交際費 249 249 0
法務調査研究費 43,249 60,762 △ 17,513
　諸謝金 4,739 1,558 3,181
　職員旅費 3,447 3,435 12
　委員等旅費 71 71 0
　試験研究費 34,992 55,698 △ 20,706
国際協力推進費 312,510 301,814 10,696
　政府開発援助諸謝金 65,930 54,141 11,789
　政府開発援助職員旅費 73,615 90,266 △ 16,651
　政府開発援助研修生旅費 15,045 12,163 2,882
　政府開発援助外国人招へい旅費 61,178 50,256 10,922
　政府開発援助庁費 83,527 84,121 △ 594
　政府開発援助情報処理業務庁費 1,001 866 135
　政府開発援助招へい外国人滞在費 12,214 10,001 2,213
　（組織）法務総合研究所 計 2,281,675 2,274,446 7,229
検察官署共通費 103,432,714 102,449,705 983,009
　職員基本給 62,807,501 62,646,262 161,239
　職員諸手当 30,655,150 30,299,023 356,127
　超過勤務手当 2,322,580 2,183,827 138,753
　短時間勤務職員給与 1,286,716 1,119,160 167,556
　児童手当 669,930 705,320 △ 35,390
　職員旅費 4,899 4,871 28
　赴任旅費 362,374 362,374 0
　庁費 5,029,726 4,956,235 73,491
　情報処理業務庁費 197,681 60,539 137,142
　庁舎等撤去費 2,420 11,340 △ 8,920
　土地建物借料 27,004 18,739 8,265
　公共施設等維持管理運営費 39,954 55,815 △ 15,861
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項　　　　　　　目 令和元年度
当初予算額

前　年　度
当初予算額

対 前 年 度
比較増△減額

　自動車重量税 4,980 3,484 1,496
　国有資産所在市町村交付金 18,291 19,239 △ 948
　交際費 3,508 3,477 31
検察費 5,335,161 5,078,998 256,163
　諸謝金 940,851 842,160 98,691
　検察旅費 601,912 598,194 3,718
　選挙取締旅費 3,938 55 3,883
　参考人等旅費 268,220 268,689 △ 469
　検察業務庁費 3,504,496 3,367,944 136,552
　選挙取締庁費 13,862 74 13,788
　予納金 200 200 0
　刑事補償金 1,682 1,682 0
検察運営費 3,675,351 3,100,029 575,322
　諸謝金 12,464 12,464 0
　報償費 5,100 5,100 0
　職員旅費 163,694 118,175 45,519
　委員等旅費 1,323 1,393 △ 70
　司法警察職員修習旅費 4,769 6,301 △ 1,532
　司法修習生旅費 3,736 4,806 △ 1,070
　情報処理業務庁費 1,440,456 1,409,997 30,459
　検察業務庁費 2,003,806 1,502,157 501,649
　調査活動費 40,003 39,636 367
　（組織）検察庁 計 112,443,226 110,628,732 1,814,494
矯正官署共通費 170,655,717 168,803,747 1,851,970
　職員基本給 98,069,467 97,932,615 136,852
　職員諸手当 46,174,676 45,483,208 691,468
　超過勤務手当 19,441,265 18,543,459 897,806
　非常勤職員手当 1,067,531 1,070,537 △ 3,006
　短時間勤務職員給与 564,763 427,607 137,156
　児童手当 2,063,815 1,987,850 75,965
　諸謝金 24,986 21,386 3,600
　褒賞品費 1,872 1,854 18
　職員旅費 282,595 272,512 10,083
　赴任旅費 282,109 282,109 0
　庁費 2,344,824 2,286,415 58,409
　情報処理業務庁費 33,530 32,523 1,007
　庁舎等撤去費 254,117 312,718 △ 58,601
　土地建物借料 358 103,933 △ 103,575
　自動車重量税 21,018 17,425 3,593
　国有資産所在市町村交付金 28,624 27,431 1,193
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項　　　　　　　目 令和元年度
当初予算額

前　年　度
当初予算額

対 前 年 度
比較増△減額

　交際費 167 165 2
矯正管理業務費 6,375,828 6,289,983 85,845
　諸謝金 24,416 22,351 2,065
　職員旅費 158,521 143,430 15,091
　赴任旅費 157,823 137,215 20,608
　委員等旅費 34,717 34,167 550
　矯正管理業務庁費 5,203,222 5,199,362 3,860
　看守等被服費 796,717 753,046 43,671
　調査活動費 412 412 0
矯正収容費 43,572,341 44,020,708 △ 448,367
　諸謝金 938,507 932,555 5,952
　被収容者作業報奨金 1,779,737 1,846,442 △ 66,705
　職業能力習得報奨金 7,966 8,738 △ 772
　職業補導賞与金 45 45 0
　被収容者作業死傷手当 11,278 11,015 263
　矯正教育死傷手当 989 980 9
　職業補導死傷手当 49 49 0
　収容業務旅費 447,009 444,853 2,156
　作業業務旅費 116,610 115,933 677
　護送旅費 425,073 451,657 △ 26,584
　被収容者旅費 110,278 119,101 △ 8,823
　帰住旅費 23,775 25,026 △ 1,251
　収容諸費 21,702,855 21,605,738 97,117
　作業諸費 3,103,342 2,813,146 290,196
　被収容者被服費 453,253 481,945 △ 28,692
　作業場等借料 10,206 10,113 93
　被収容者食糧費 9,238,862 9,836,792 △ 597,930
　原材料費 197,657 196,000 1,657
　賠償償還及払戻金 100 100 0
　都道府県警察実費弁償金 5,004,750 5,120,480 △ 115,730
矯正施設民間開放推進費 18,330,815 17,977,875 352,940
　職員旅費 326 324 2
　矯正管理業務庁費 2,407,874 2,387,215 20,659
　公共施設等維持管理運営費 15,922,615 15,590,336 332,279
　（組織）矯正官署 計 238,934,701 237,092,313 1,842,388
更生保護官署共通費 14,209,293 13,904,116 305,177
　職員基本給 8,354,457 8,241,343 113,114
　職員諸手当 4,348,090 4,224,814 123,276
　超過勤務手当 303,285 305,953 △ 2,668
　委員手当 27,495 27,495 0
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項　　　　　　　目 令和元年度
当初予算額

前　年　度
当初予算額

対 前 年 度
比較増△減額

　短時間勤務職員給与 200,481 201,059 △ 578
　児童手当 111,545 111,455 90
　職員旅費 16,181 16,476 △ 295
　赴任旅費 53,939 53,444 495
　委員旅費 1,521 1,507 14
　庁費 681,194 691,317 △ 10,123
　情報処理業務庁費 26,502 7,702 18,800
　庁舎等撤去費 74,546 11,123 63,423
　土地建物借料 1,141 1,161 △ 20
　公共施設等維持管理運営費 7,575 7,427 148
　自動車重量税 342 847 △ 505
　国有資産所在市町村交付金 28 30 △ 2
　交際費 971 963 8
更生保護活動費 13,237,708 12,932,745 304,963
　諸謝金 98,189 82,807 15,382
　保護観察対象者等職業補導給付金 574,560 574,560 0
　食事費給与金 1,073 1,061 12
　褒賞品費 19,823 20,226 △ 403
　更生保護業務旅費 230,112 231,318 △ 1,206
　研修生旅費 34,067 35,117 △ 1,050
　参考人等旅費 116 115 1
　帰住援護旅費 3,400 3,352 48
　更生保護業務庁費 2,013,602 1,873,564 140,038
　被保護者被服費 7,091 6,573 518
　土地建物借料 13,041 0 13,041
　保護観察所入所者食糧費 12,551 12,551 0
　更生保護委託費 5,377,099 5,279,450 97,649
　保護司実費弁償金 4,852,984 4,812,051 40,933
　（組織）更生保護官署 計 27,447,001 26,836,861 610,140
法務局共通費 72,344,650 71,757,740 586,910
　職員基本給 39,092,477 39,046,205 46,272
　職員諸手当 20,125,489 19,892,122 233,367
　超過勤務手当 3,935,244 4,029,612 △ 94,368
　短時間勤務職員給与 2,166,281 1,993,201 173,080
　児童手当 423,505 450,030 △ 26,525
　諸謝金 12,640 10,190 2,450
　褒賞品費 43 43 0
　職員旅費 199,768 173,692 26,076
　赴任旅費 252,516 266,653 △ 14,137
　庁費 4,541,093 4,298,230 242,863
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項　　　　　　　目 令和元年度
当初予算額

前　年　度
当初予算額

対 前 年 度
比較増△減額

　情報処理業務庁費 966,780 952,070 14,710
　庁舎等撤去費 73,329 35,507 37,822
　土地建物借料 383,537 426,302 △ 42,765
　公共施設等維持管理運営費 161,267 173,054 △ 11,787
　自動車重量税 2,317 2,269 48
　国有資産所在市町村交付金 7,131 7,338 △ 207
　交際費 1,233 1,222 11
登記事務処理費 52,385,354 50,822,634 1,562,720
　委員手当 465,529 355,529 110,000
　諸謝金 3,961 3,918 43
　登記業務旅費 148,707 176,394 △ 27,687
　委員等旅費 17,760 6,998 10,762
　登記情報処理業務庁費 33,767,967 32,384,290 1,383,677
　登記業務庁費 10,866,479 10,847,558 18,921
　土地建物借料 120,321 119,302 1,019
　登記事項証明書交付事務等委託費 6,994,630 6,928,645 65,985
国籍等事務処理費 4,889,594 2,968,253 1,921,341
　民事業務旅費 21,875 22,108 △ 233
　民事業務庁費 4,751,065 2,484,361 2,266,704
　社会保障・税番号制度システム
　整備費補助金 1,690 349,471 △ 347,781

　供託金利子 114,964 112,313 2,651
人権擁護活動費 2,138,050 2,097,065 40,985
　人権擁護業務旅費 28,892 28,737 155
　人権擁護業務庁費 787,210 763,828 23,382
　人権擁護委員実費弁償金 1,321,948 1,304,500 17,448
　（組織）法務局 計 131,757,648 127,645,692 4,111,956
出入国在留管理庁共通費 34,669,123 30,600,873 4,068,250
　職員基本給 20,189,372 17,825,362 2,364,010
　職員諸手当 9,757,458 8,555,408 1,202,050
　超過勤務手当 2,801,175 2,275,178 525,997
　短時間勤務職員給与 118,087 136,675 △ 18,588
　児童手当 253,930 240,635 13,295
　諸謝金 41 41 0
　報償費 105 105 0
　職員旅費 38,731 19,783 18,948
　赴任旅費 123,688 123,688 0
　庁費 1,321,879 1,390,107 △ 68,228
　情報処理業務庁費 21,972 13,656 8,316
　土地建物借料 29,040 7,920 21,120
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項　　　　　　　目 令和元年度
当初予算額

前　年　度
当初予算額

対 前 年 度
比較増△減額

　公共施設等維持管理運営費 8,125 7,991 134
　自動車重量税 4,937 3,454 1,483
　国有資産所在市町村交付金 417 705 △ 288
　交際費 166 165 1
出入国管理企画調整推進費 2,670,437 1,495,420 1,175,017
　委員手当 71,137 68,684 2,453
　諸謝金 76,802 72,482 4,320
　職員旅費 16,342 15,918 424
　委員等旅費 8,541 8,475 66
　外国人招へい旅費 564 564 0
　出入国管理業務庁費 278,285 210,416 67,869
　招へい外国人滞在費 141 423 △ 282
　調査活動費 537 537 0
　中長期在留者住居地届出等事務
　委託費 1,178,091 1,077,924 100,167

　外国人技能実習機構交付金 39,997 39,997 0
　外国人受入環境整備交付金 1,000,000 0 1,000,000
出入国管理業務費 20,927,061 20,309,457 617,604
　非常勤職員手当 28,822 21,868 6,954
　諸謝金 482,323 428,875 53,448
　出入国管理業務旅費 229,359 217,464 11,895
　護送旅費 142,992 133,778 9,214
　証人等旅費 56 56 0
　被収容者旅費 46,173 44,244 1,929
　情報処理業務庁費 10,507,440 11,915,417 △ 1,407,977
　出入国管理業務庁費 6,698,985 5,133,590 1,565,395
　収容諸費 1,450,052 1,262,976 187,076
　審査官等被服費 67,158 60,878 6,280
　被収容者被服費 868 868 0
　土地建物借料 639,526 597,569 41,957
　調査活動費 2,471 2,449 22
　被護送収容者食糧費 619,893 489,425 130,468
　被収容者帰国支援事業委託費 10,943 0 10,943
　（組織）出入国在留管理庁 計 58,266,621 52,405,750 5,860,871
公安審査委員会 66,874 66,163 711
　職員基本給 23,687 23,512 175
　職員諸手当 13,746 13,964 △ 218
　超過勤務手当 810 805 5
　委員手当 18,172 18,172 0
　児童手当 480 360 120
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項　　　　　　　目 令和元年度
当初予算額

前　年　度
当初予算額

対 前 年 度
比較増△減額

　諸謝金 131 131 0
　職員旅費 256 256 0
　委員旅費 431 431 0
　庁費 9,039 8,445 594
　自動車重量税 35 0 35
　交際費 87 87 0
公安調査庁共通費 12,916,185 12,564,587 351,598
　職員基本給 7,867,506 7,690,857 176,649
　職員諸手当 3,901,724 3,784,427 117,297
　超過勤務手当 437,902 377,781 60,121
　児童手当 108,395 112,480 △ 4,085
　諸謝金 832 831 1
　職員旅費 30,189 30,032 157
　赴任旅費 36,246 36,246 0
　庁費 460,268 449,907 10,361
　情報処理業務庁費 16,839 24,626 △ 7,787
　土地建物借料 3,465 3,433 32
　公共施設等維持管理運営費 49,536 49,082 454
　自動車重量税 2,266 3,878 △ 1,612
　交際費 1,017 1,007 10
破壊的団体等調査費 2,123,072 2,056,954 66,118
　諸謝金 4,352 4,313 39
　団体等調査旅費 117,283 114,594 2,689
　参考人等旅費 59 59 0
　団体等調査業務庁費 386,423 379,778 6,645
　公安調査官調査活動費 1,614,955 1,558,210 56,745
　（組織）公安調査庁 計 15,039,257 14,621,541 417,716

法務省所管 合計 812,915,801 762,557,087 50,358,714

（参考）国土交通省所管（観光庁一括計上）（国際観光旅客税財源充当事業）
（単位：千円）

項　　　　　　　目 令和元年度 
当初予算額

前　年　度 
当初予算額

対 前 年 度 
比較増△減額

国際観光旅客税財源観光振興費
　出入国管理業務庁費 7,062,941 1,200,000 5,862,941
　（組織）観光庁 計 7,062,941 1,200,000 5,862,941
※ 　国際観光旅客税財源充当事業については，「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について（平成
29年12月22日決定）」に基づいて，観光庁において一括計上している。
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)

級
　
　
　
　
　
　
別
　
　
　
　
　
　
内
　
　
　
　
　
　
訳

俸
給
額

(千
円

)
11
　
級

10
　
級

9　
級

8　
級

7　
級

6　
級

5　
級

4　
級

3　
級

2　
級

1　
級

法
務

省
共

通
費

〔
法

　
　

務
　

　
局

〕
一

般
職

行
政

職
俸

給
表
（
一
）

登
記

官
54

－
－

－
－

－
－

－
54

－
－

17
2,
32
7

（
備

考
）

１
 　
こ

の
予

算
定

員
及

び
俸

給
額

表
の

予
算

定
員

及
び

俸
給

額
に

は
，「

一
般

職
の

任
期
付

職
員

の
採

用
及

び
給

与
の

特
例

に
関

す
る

法
律

」
第

７
条

第
１

項
の

俸
給

表
を

適
用

す
る

特
定

任
期

付
職

員
が

含
ま

れ
る

。
　
　

　
　

２
　

こ
の

予
算

定
員

及
び
俸

給
額

表
の

職
名

は
，

必
要

に
応

じ
て

代
表

的
な

職
名

又
は

包
括

的
な

職
名

を
記

載
し

て
い

る
。

イ
　
令
和
元
年
度
　
歳
入
予
算
額
表

　
復
興
庁
そ
の
他
の
各
省
各
庁
所
管
（
法
務
省
） 

（
単
位
：
千
円
）

款
　
・
　
項
　
・
　
目

令
和

元
年

度
予

算
額

前
年
度
予
算
額

対
前
年
度

比
較
増
△
減
額

  　
雑

　
収

　
入

63
35
6,
51
2

△
35
6,
44
9

   
  　

雑
　

納
　

付
　

金
　
　
　
　
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
納
付
金

0
35
6,
44
7

△
35
6,
44
7

   
  　

雑
　

収
　

入
　
　
　
　
労
働
保
険
料
被
保
険
者
負
担
金

63
65

△
2

合
　

計
63

35
6,

51
2

△
35

6,
44

9
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ウ　令和元年度　歳出予算額科目別表  （単位：千円）

科　　　　　　　目 令和元年度
当初予算額

前　年　度
当初予算額

対 前 年 度
比較増△減額

法務省共通費 324,355 399,178 △ 74,823
　職員基本給 177,418 222,692 △ 45,274
　職員諸手当 87,713 104,541 △ 16,828
　超過勤務手当 18,348 20,502 △ 2,154
　児童手当 3,000 4,090 △ 1,090
　庁費 431 448 △ 17
　国家公務員共済組合負担金 37,445 46,905 △ 9,460
法務行政復興政策費 159,033 168,245 △ 9,212
　登記業務旅費 1,207 2,392 △ 1,185
　登記情報処理業務庁費 9,442 9,355 87
　登記業務庁費 82,659 83,025 △ 366
　土地建物借料 65,725 73,473 △ 7,748
法務行政復興事業費 2,079,618 823,297 1,256,321
　施設施工旅費 2,964 1,741 1,223
　施設施工庁費 4,121 1,361 2,760
　施設整備費 2,072,533 820,195 1,252,338
東日本大震災復興
日本司法支援センター運営費
　日本司法支援センター運営費
　交付金 606,535 611,089 △ 4,554

　（組織）復興庁 計 3,169,541 2,001,809 1,167,732
※　東日本大震災復興特別会計は復興庁所管であり，同庁において一括計上している。
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⑵
　

決
　

　
算
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成
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度
　

法
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主

管
　

一
般
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計

歳
入
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法

務
省

主
管

　
一
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収
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損
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,7

77
,0

00
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1,
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0,
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1,
00

0
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,9
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,2
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,4
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,5

58
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,9
72
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3,
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6
△

　
　

1,
49

1,
37
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44
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部
・

款
・

項
・

目
別

区
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及
び

各
目
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増

減
理

由

部
・

款
・

項
・

目
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入
予

算
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徴

収
決
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)

収
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済
歳

入
額 (円

)
不

納
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損
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歳
入

予
算
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収
納

済
歳

入
額
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 (△
は

減
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)

増
　

　
　

　
減

　
　

　
　

理
　

　
　

　
由

雑
　

収
　

入
10

1,
43

0,
83

1,
00

0
99

,9
66

,2
97

,2
12

99
,9

39
,4

54
,5

58
22

,9
72

,7
98

3,
86

9,
85

6
△

1,
49

1,
37

6,
44

2
　

国
有

財
産

利
用

収
入

74
9,

25
3,

00
0

79
6,

83
5,

99
7

79
6,

66
2,

29
2

17
3,

70
5

0
47

,4
09

,2
92

　
　

国
有

財
産

貸
付

収
入

74
8,

40
6,

00
0

79
5,

28
4,

80
7

79
5,

26
0,

65
5

24
,1

52
0

46
,8

54
,6

55
　

　
　

土
地

及
水

面
貸

付
料

19
2,

90
0,

00
0

19
9,

37
2,

10
0

19
9,

37
2,

10
0

0
0

6,
47

2,
10

0
　

　
　

建
物

及
物

件
貸

付
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22
5,

89
9,

00
0

29
4,

69
3,

25
3

29
4,

66
9,

10
1

24
,1

52
0

68
,7
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,1

01
建

物
の

貸
付

面
積

が
予

定
よ

り
多

か
っ

た
こ

と
等

の
た

め
　

　
　

公
務

員
宿

舎
貸

付
料

32
9,

60
7,

00
0

30
1,

21
9,

45
4

30
1,

21
9,

45
4

0
0

△
28

,3
87

,5
46

公
務

員
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数

が
予

定
よ

り
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っ
た
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利
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収
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付
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司
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付
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,0

00
92

,7
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,4
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,7
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0
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1
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収

　
入
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00
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14
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,0
14

,8
65
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,7
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,0
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3,
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9,
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6

△
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許
可
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手

数
料

　
　

　
手

　
数

　
料

48
,1

02
,1

06
,0

00
49

,0
13

,3
84

,5
30

49
,0

13
,3

84
,5

30
0

0
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1,
27

8,
53

0
電

気
通

信
回

線
に

よ
る

登
記

情
報

提
供

手
数

料
が

予
定

よ
り

多
か

っ
た

こ
と

等
の

た
め

　
　

懲
罰

及
没

収
金

47
,0

16
,0

88
,0

00
43

,3
24

,0
96

,3
42

43
,3

24
,0

96
,3

42
0

0
△

3,
69

1,
99

1,
65

8
　

　
　

過
　

　
　

料
1,

20
5,

02
3,

00
0

1,
52

1,
70

3,
50

7
1,

52
1,

70
3,

50
7

0
0

31
6,

68
0,

50
7

道
路

運
送

車
両

法
（

昭
和

26
年

法
律

第
18

5号
）

の
違

反
に

よ
る

過
料

が
予

定
よ

り
多

か
っ

た
こ

と
等

の
た

め
　

　
　

没
　

収
　

金
1,

05
1,

22
7,

00
0

74
8,

51
0,

45
3

74
8,

51
0,

45
3

0
0

△
30

2,
71

6,
54

7
没

収
刑

の
執

行
に

よ
る

収
入

が
予

定
よ

り
少

な
か

っ
た

こ
と

等
の

た
め

　
　

　
罰

金
及

科
料

44
,7

59
,8

38
,0

00
41

,0
53

,8
82

,3
82

41
,0

53
,8

82
,3

82
0

0
△

3,
70

5,
95

5,
61

8
道

路
交

通
法

（
昭

和
35

年
法

律
第

10
5号

)の
違

反
に

よ
る

罰
金

が
予

定
よ

り
少

な
か

っ
た

こ
と

等
の

た
め

　
　

弁
償

及
返

納
金

92
7,

76
2,

00
0

76
4,

23
2,

56
1

73
8,

81
0,

74
6

22
,0

41
,3

83
3,

38
0,

43
2

△
18

8,
95

1,
25

4
　

　
　

弁
償

及
違

約
金

58
6,

96
5,

00
0

50
2,

80
0,

88
2

47
7,

59
2,

26
8

22
,0

41
,3

83
3,

16
7,

23
1

△
10

9,
37

2,
73

2
訴

訟
費

用
弁

償
金

が
予

定
よ

り
少

な
か

っ
た

こ
と

等
の

た
め

　
　

　
返

　
 納

　
 金

34
0,

79
7,

00
0

26
1,

43
1,

67
9

26
1,

21
8,

47
8

0
21

3,
20

1
△

79
,5

78
,5

22
民

事
訴

訟
保

証
金

の
返

納
金

が
予

定
よ

り
少

な
か

っ
た

こ
と

等
の

た
め

　
   

物
品

売
払

収
入

   
   

　
不

用
物

品
売

払
代

10
0,

32
8,

00
0

1,
63

0,
06

1,
36

8
1,

63
0,

06
1,

36
8

0
0

1,
52

9,
73

3,
36

8
没

収
品

の
売

払
い

が
予

定
よ

り
多

か
っ

た
こ

と
等

の
た

め
　

　
矯

正
官

署
作

業
収

入
4,

05
5,

38
8,

00
0

3,
75

7,
81

1,
69

8
3,

75
7,

72
2,

65
6

0
89

,0
42

△
29

7,
66

5,
34

4
　

　
　

刑
務

所
作

業
収

入
4,

04
6,

59
5,

00
0

3,
75

1,
75

3,
41

5
3,

75
1,

75
3,

41
5

0
0

△
29

4,
84

1,
58

5
賃

金
収

入
が

予
定

よ
り

少
な

か
っ

た
こ

と
等

の
た

め
　

　
　

少
年

院
職

業
指

導
収

入
8,

79
3,

00
0

6,
05

8,
28

3
5,

96
9,

24
1

0
89

,0
42

△
2,

82
3,

75
9

職
業

指
導

作
品

の
売

払
い

が
予

定
よ

り
少

な
か

っ
た

こ
と

等
の

た
め

　
　

雑
　

　
　

　
入

38
7,

12
9,

00
0

58
7,

09
7,

31
5

58
5,

93
9,

22
3

75
7,

71
0

40
0,

38
2

19
8,

81
0,

22
3

　
　

　
労

働
保

険
料

被
保

険
者

負
担

金
35

,6
04

,0
00

38
,4

95
,4

63
38

,4
95

,4
63

0
0

2,
89

1,
46

3
　

　
　

小
切

手
支

払
未

済
金

収
入

15
,2

98
,0

00
29

6,
83

1
29

6,
83

1
0

0
△

15
,0

01
,1

69
供

託
金

の
払

渡
し

に
係

る
小

切
手

支
払

未
済

金
が

予
定

よ
り

少
な

か
っ

た
こ

と
等

の
た

め
　

　
　

延
　

滞
　

金
5,

17
1,

00
0

2,
47

0,
26

5
2,

22
8,

10
6

22
8,

67
0

13
,4

89
△

2,
94

2,
89

4
不

当
利

得
の

返
納

金
に

係
る

延
滞

金
が

予
定

よ
り

少
な

か
っ

た
こ

と
等

の
た

め
　

　
　

期
満

後
収

入
13

8,
48

3,
00

0
15

2,
49

7,
59

4
15

2,
49

7,
59

4
0

0
14

,0
14

,5
94

供
託

金
の

払
渡

請
求

に
係

る
法

定
期

限
経

過
に

よ
る

国
庫

帰
属

が
予

定
よ

り
多

か
っ

た
こ

と
等

の
た

め
　

　
　

雑
　

　
　

収
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2,
57

3,
00

0
39

3,
33

7,
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2
39

2,
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1,
22

9
52

9,
04

0
38

6,
89

3
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9,
84

8,
22

9
還

付
不

能
に

よ
る

刑
事

領
置

金
が

予
定

よ
り

多
か

っ
た

こ
と

等
の

た
め

法
務
省
主
管
合
計

10
1,
43
0,
83
1,
00
0
99
,9
66
,2
97
,2
12

99
,9
39
,4
54
,5
58

22
,9
72
,7
98

3,
86
9,
85
6
△

1,
49
1,
37
6,
44
2
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平

成
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復

興
庁

そ
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他
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各
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所
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（
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務
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）
　

東
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本
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震
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復
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会
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決
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各
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（
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務
省
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東
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収
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損
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収
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損
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収
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２　平成30年公布法務省主管法律一覧

法　　　律　　　名 公布月日 法律
番号 施行年月日

１�　東日本大震災の被災者に対する援
助のための日本司法支援センターの
業務の特例に関する法律

3.31 ５ 公布の日から起算して三月
を超えない範囲内において
政令で定める日（令和３年
３月31日）

２�　裁判所職員定員法の一部を改正す
る法律

4.18 14 平成30年４月18日

３�　人事訴訟法等の一部を改正する法
律

4.25 20 公布の日から起算して１年
６月を超えない範囲内にお
いて政令で定める日（平成
31年４月１日）

４�　商法及び国際海上物品運送法の一
部を改正する法律

5.25 29 一部の規定を除き，公布の
日から起算して１年を超え
ない範囲内において政令で
定める日（平成31年４月１
日）

５　民法の一部を改正する法律 6.20 59 一部の規定を除き，令和４
年４月１日

６�　民法及び家事事件手続法の一部を
改正する法律

7.13 72 一部の規定を除き，公布の
日から起算して１年を超え
ない範囲内において政令で
定める日（令和元年７月１
日）

７�　法務局における遺言書の保管等に
関する法律

7.13 73 公布の日から起算して２年
を超えない範囲内において
政令で定める日（令和２年
７月10日）

８�　裁判官の報酬等に関する法律の一
部を改正する法律

11.30 85 公布の日
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法　　　律　　　名 公布月日 法律
番号 施行年月日

９�　検察官の俸給等に関する法律の一
部を改正する法律

11.30 86 公布の日

10�　出入国管理及び難民認定法及び法
務省設置法の一部を改正する法律

12.14 102 一部の規定を除き，平成31
年４月１日
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３　平成30年公布法務省主管政令一覧

政　　　令　　　名 公布月日 政令
番号 施行年月日

１�　刑事訴訟法等の一部を改正する法
律の一部の施行期日を定める政令

3.22 50 公布の日

２�　刑事訴訟法第三百五十条の二第二
項第三号の罪を定める政令

3.22 51 平成30年６月１日

３�　証人等の被害についての給付に関
する法律施行令の一部を改正する政
令

3.28 67 平成30年４月１日

４�　法務省組織令の一部を改正する政
令

3.30 82 平成30年４月１日

５�　民法の一部を改正する法律及び民
法の一部を改正する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律の
施行に伴う関係政令の整備に関する
政令

6. 6 183 令和２年４月１日

６�　権利移転等の促進計画に係る土地
についての不動産登記に関する政令
の一部を改正する政令

7.11 203 平成30年７月15日

７�　平成三十年七月豪雨による災害に
ついての総合法律支援法第三十条第
一項第四号の規定による指定等に関
する政令

7.14 212 公布の日

８�　組合等登記令の一部を改正する政
令

9.27 270 平成30年10月１日

９�　民法及び家事事件手続法の一部を
改正する法律の施行期日を定める政
令

11.21 316 公布の日
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政　　　令　　　名 公布月日 政令
番号 施行年月日

10�　法務局における遺言書の保管等に
関する法律の施行期日を定める政令

11.21 317 公布の日

11�　人事訴訟法等の一部を改正する法
律の施行期日を定める政令

11.30 322 公布の日

12�　商法及び国際海上物品運送法の一
部を改正する法律の施行期日を定め
る政令

12.19 338 公布の日

13�　商法及び国際海上物品運送法の一
部を改正する法律の施行に伴う関係
政令の整備に関する政令

12.19 339 平成31年４月１日
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４　平成30年公布法務省令等一覧

省令
番号 省　　　令　　　名 公布

月日 施行年月日

１ 法務局及び地方法務局の支局及び出張所
設置規則及び登記事務委任規則の一部を
改正する省令

 1.30 平成30年２月13日

２ 任意後見契約に関する法律第３条の規定
による証書の様式に関する省令の一部を
改正する省令

 3.16 公布の日

３ 供託規則の一部を改正する省令  3.16 平成30年７月１日

４ 更生保護委託費支弁基準の一部を改正す
る省令

 3.19 公布の日

５ 会社法施行規則及び会社計算規則の一部
を改正する省令

3.26 公布の日

６ 法務省組織規則の一部を改正する省令  3.30 平成30年４月１日

７ 法務局及び地方法務局組織規則の一部を
改正する省令

3.30 平成30年４月１日

８ 刑務所，少年刑務所及び拘置所組織規則
の一部を改正する省令

3.30 平成30年４月１日

９ 少年院及び少年鑑別所組織規則の一部を
改正する省令

 3.30 平成30年４月１日

10 矯正管区組織規則の一部を改正する省令  3.30 平成30年４月１日

11 保護観察所組織規則の一部を改正する省
令

 3.30 平成30年４月１日

12 地方入国管理局組織規則の一部を改正す
る省令

3.30 平成30年４月１日

13 警察拘禁費用償還規則の一部を改正する
省令

 3.30 平成30年４月１日

14 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規
則の一部を改正する省令

 3.30 平成30年４月１日

15 法務省定員規則の一部を改正する省令  3.30 平成30年４月１日

16 東日本大震災の被災者に対する援助のた
めの日本司法支援センターの業務の特例
に関する法律施行規則の一部を改正する
省令

 3.31 公布の日
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省令
番号 省　　　令　　　名 公布

月日 施行年月日

17 出入国管理及び難民認定法施行規則の一
部を改正する省令

 4.20 平成30年４月23日

18 更生保護委託費支弁基準の一部を改正す
る省令

 6.26 公布の日

19 出入国管理及び難民認定法施行規則の一
部を改正する省令

 7. 6 働き方改革を推進するため
の関係法律の整備に関する
法律（平成30年法律第71号）
附則第１条第１号に掲げる
規定の施行の日

20 不動産登記令第４条の特例等を定める省
令の一部を改正する省令

 7.11 権利移転等の促進計画に係
る土地についての不動産登
記に関する政令の一部を改
正する政令（平成30年政令
第203号）の施行の日（平
成30年７月15日）

21 出入国管理及び難民認定法施行規則の一
部を改正する省令

 9. 4 公布の日

22 出入国管理及び難民認定法施行規則の一
部を改正する省令

 9.10 平成30年10月３日

23 法務局及び地方法務局の支局及び出張所
設置規則及び登記事務委任規則の一部を
改正する省令

 9.25 平成30年10月１日

24 公証人定員規則の一部を改正する省令  9.28 公布の日

25 後見登記等に関する省令の一部を改正す
る省令

10. 1 平成30年12月１日

26 公証人法施行規則の一部を改正する省令 10.12 平成30年11月30日

27 会社計算規則の一部を改正する省令 10.15 公布の日

28 所有者不明土地の利用の円滑化等に関す
る特別措置法に規定する不動産登記法の
特例に関する省令

11.15 法の施行の日（平成30年11
月15日）

29 民法第909条の２に規定する法務省令で
定める額を定める省令

11.21 民法及び家事事件手続法の
一部を改正する法律（平成
30年法律第72号）の施行の
日
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省令
番号 省　　　令　　　名 公布

月日 施行年月日

30 法務省定員規則の一部を改正する省令 12.27 平成31年１月１日

31 出入国管理及び難民認定法施行規則の一
部を改正する省令

12.28 公布の日

（共同府・省令）

法務省1
厚生労働省

外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律施行規則の一
部を改正する省令

1. 9 公布の日

法務省1
国土交通省

旅行業者営業保証金規則及び旅行業協会
弁済業務保証金規則の一部を改正する省
令

1. 4 平成30年１月４日

法務省1
経済産業省

割賦販売法の一部を改正する法律附則第
５条第３項の規定による営業保証金の取
戻し等に関する省令

5.18 改正法の施行の日（平成30
年６月１日）

法務省2
経済産業省

許可割賦販売業者等の営業保証金等に関
する規則の一部を改正する省令

5.18 割賦販売法の一部を改正す
る法律（平成28年法律第99
号）の施行の日（平成30年
６月１日）

内閣府1
公正取引�
委員会
個人情報�
保護委員会
総務省
法務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
原子力規制�
委員会

生産性向上特別措置法施行規則  6. 5 生産性向上特別措置法の施
行の日（平成30年６月６日）
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省令
番号 省　　　令　　　名 公布

月日 施行年月日

内閣府1
総務省
法務省
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令

 7.13 公布の日

法務省2
厚生労働省

法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区
域法施行規則及び外国人の技能実習の適
正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律施行規則の一部を改正する省令

 7. 6 働き方改革を推進するため
の関係法律の整備に関する
法律（平成30年法律第71号）
附則第１条第１号に掲げる
規定の施行の日

内閣府2
総務省
法務省
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令

 9.14 公布の日

内閣府1
総務省
法務省
外務省
財務省
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
環境省
防衛省

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関
する命令の一部を改正する命令

11.30 エネルギーの使用の合理化
等に関する法律の一部を改
正する法律の施行日（平成
30年12月１日）

内閣府3
総務省
法務省
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

犯罪による収益の移転防止に関する法律
施行規則の一部を改正する命令

11.30 公布の日
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省令
番号 省　　　令　　　名 公布

月日 施行年月日

法務省3
厚生労働省

外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律施行規則の一
部を改正する省令

11.12 公布の日

法務省4
厚生労働省

外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律施行規則の一
部を改正する省令

11.13 公布の日

法務省5
厚生労働省

外国人の技能実習の適正な実施及び技能
実習生の保護に関する法律施行規則の一
部を改正する省令

11.16 公布の日
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５　平成30年主要訓令等一覧
（法務省訓令）

訓令
番号 題　　　　　　　　　名 月�日 施行年月日

１ 検察庁事務章程の一部を改正する訓令 3.30 30. 4. 1

（法務大臣訓令）

題　名　又　は　件　名 月�日 記号番号 施行年月日
（秘書課）

１�　法務省行政文書取扱規則の一部を改正する訓
令

3.30 秘法訓　1 30. 4. 1

２�  法務省特定秘密保護規程の一部を改正する訓
令

4.�2 秘総訓　1 30. 4. 2

３�　法務省行政文書取扱規則の一部を改正する訓
令

5.24 秘法訓　2 30. 6. 1

４�　法務省行政文書取扱規則の一部を改正する訓
令

8.22 秘法訓　3 30. 9. 3

５�　法務省行政文書取扱規則の一部を改正する訓
令

12.17 秘法訓　4 30.12.17

（人事課）

１�　法務省人事評価実施規定の一部を改正する訓
令

3.29 人服訓　1 30. 4. 1

２�　法務省定員細則の一部を改正する訓令 �4.�1 人定訓　1 30. 4. 1

３�　法務省人事評価実施規定の一部を改正する訓
令

8.28 人服訓　2 30. 10.1

４　法務省定員細則の一部を改正する訓令 12.27 人定訓　2 31. 1. 1

（会計課）

１�　矯正研修所会計事務章程等の一部を改正する
訓令

3.26 会  訓  1 30. 4. 1

２�　法務省所管契約事務取扱規程の一部を改正す
る訓令

11.30 会  訓  2 30.12. 1
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題　名　又　は　件　名 月�日 記号番号 施行年月日
（施設課）

１�　法務省所管国有財産事務取扱規程の一部を改
正する訓令

3.16 施　訓　1 30.�4.�1

（厚生管理官）

１�　法務省職員に対する児童手当及び児童手当法
附則第２条第１項の給付の認定及び支給に関す
る事務の取扱いに関する訓令の一部を改正する
訓令

3.27
　�

厚　訓　1 30.�4.�1

（刑事局）

１�　統括捜査官の配置に関する規程の一部を改正
する訓令

3.30 刑総訓　1 30.�4.�1

２�　統括検務官の配置に関する規程の一部を改正
する訓令

3.30 刑総訓　2 30.�4.�1

３�　事件事務規程の一部を改正する訓令 4.27 刑総訓　3 30.�6.�1

（矯正局）

１�　被収容者の不服申立てに関する訓令の一部を
改正する訓令

1.29 矯総訓  1 30.�3.�1

２�　被収容者の疾病，傷害及び死因の分類に関す
る訓令の一部を改正する訓令

2.�1 矯医訓  1 30.�2.�1

３�　受刑者等の作業に関する訓令の一部を改正す
る訓令

2.14 矯成訓  1 30.�4.�1

４�　少年院における技能訓練所の名称に関する訓
令の一部を改正する訓令

2.14 矯少訓　1 30.�4.�1

５�　矯正職員の研修に関する訓令の一部を改正す
る訓令

3.13 矯総訓　2 30.�4.�1

６�　婦人補導院在院者又はその遺族に対する死亡
手当金等の支給に関する訓令の一部を改正する
訓令

3.29 矯成訓  2 30.�4.�1

７�　在院者の死亡手当金等に関する訓令の一部を
改正する訓令

3.29 矯少訓　2 30.�4.�1
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題　名　又　は　件　名 月�日 記号番号 施行年月日
８�　矯正教育課程に関する訓令の一部を改正する
訓令

3.29 矯少訓　3 30.�4.�1

９�　少年院及び少年鑑別所における統括専門官の
配置等に関する訓令の一部を改正する訓令

3.30 矯総訓　3 30.�4.�1

10�　統括矯正処遇官の配置等に関する訓令の一部
を改正する訓令

3.30 矯総訓  4 30.�4.�1

11�　非行及び犯罪の防止に関する援助に関する訓
令の一部を改正する訓令

3.30 矯少訓  4 30.�4.�1

12�　被収容者にかかる物品の貸与，支給及び自弁
に関する訓令の一部を改正する訓令

5.22 矯成訓　3 30.�7.�2

13�　矯正施設文書取扱規程等の一部を改正する訓
令

8.28 矯総訓2293 30.�9.�3

14�　矯正教育課程に関する訓令の一部を改正する
訓令

12.20 矯少訓　5 31.�1.�1

15�　宗教上の儀式行事及び教誨に関する訓令の一
部を改正する訓令

12.28 矯成訓　5 30.12.28

（保護局）

１�　地方更生保護委員会及び保護観察所行政文書
取扱規則の一部を改正する訓令

9.�3 保総訓　3 30.�9.�3



－452－

６　平成30年主要通達等一覧

題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
（秘書課） 　  　

１　法務省保有個人情報等保護管理規程解
説の一部改正について

2.23 秘個 　6 官房長通知

２　法務省における行政機関非識別加工情
報の提供に関する手引について

2.23 秘個   7 秘書課長通知

３　法務省本省における保有個人情報の開
示方法に関する要領について

3.28 秘個　17 秘書課長依命通達

４　法務省行政文書管理規則運用細則につ
いて

3.29 秘文   6 官房長通達

５　法務省行政文書ファイル保存要領の全
部改正について

3.29 秘文　 7 官房長通達

６　「行政文書の管理に関するガイドライ
ン」に基づく行政文書の適切な管理の徹
底について

3.29 秘文　 8 官房長通知

７　法務省行政文書取扱規則実施細則の一
部改正について

3.30 秘法　 3 秘書課長通達

８　「法務省本省情報公開審査基準につい
て」の一部改正について

4. 2 秘公　17 秘書課長依命通達

９　法務省情報公開事務取扱要領の全部改
正について

4. 2 秘公　18 秘書課長通知

10　閲覧目録の作成について 4. 2 秘公　19 秘書課長通知

11　法務省行政文書取扱規則実施細則の一
部改正について

8.22 秘法　13 秘書課長通達

12　法務省行政文書管理規則運用細則の一
部改正について

8.29 秘文　23 官房長通達

13　法務省行政文書ファイル保存要領の一
部改正について

8.29 秘文　24 官房長通達

14　法務省行政文書取扱規則実施細則の一
部改正について

12.17 秘法　17 秘書課長通達

（人事課）

１　「級別定数の運用並びに初任給，昇格，
昇給等の取扱いについて」の一部改正に
ついて

1.29 人給  21 人事課長依命通達
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題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
２　給実甲等の一部改正等について（給実
甲第28号の一部改正等）

2.13 人給  32 人事課長依命通知

３　給与法附則第８項の規定により給与が
減ぜられて支給されることがなくなるこ
とに伴う職員への通知について

2.13 人給  33 人事課長依命通達

４　平成26年法律第105号附則第７条の規
定による俸給が支給されなくなることに
伴う職員への通知について

2.13 人給  34 人事課長依命通達

５  平成30年４月１日における号俸の調整
について

2.13 人給  35 人事課長依命通達

６　「検察庁法第11条，第12条及び第36条
の事務取扱の任免について（依命通達）」
及び「検察庁法第11条及び第12条に基づ
く検察官事務取扱の発令報告について
（依命通達）」の廃止について

3.28 人検  88 人事課長依命通知

７　「地方検察庁における宿直勤務につい
て」の一部改正について

3.28 人服 332 人事課長依命通達

８　「矯正施設における監督当直勤務及び
副監督当直勤務について」の一部改正に
ついて

3.29 人服 338 人事課長依命通達

９　「検察庁以外の国の機関に勤務する検
察官に係る検察官調査票の作成等につい
て」の一部改正について

3.30 人企　82 事務次官依命通達

10　「法務省に置かれる官職の属する職制
上の段階等について」の一部改正につい
て

4. 1 人企  86 事務次官依命通達

11　本省内部部局の職員の配置定員につい
て

4. 1 人定  16 人事課長依命通達

12　法務局及び地方法務局の職員の配置定
員について

4. 1 人定  17 人事課長依命通達

13　検察庁の職員の配置定員について 4. 1 人定  18 人事課長依命通達

14　矯正管区の職員の配置定員について 4. 1 人定  19 人事課長依命通達

15　刑務所，少年刑務所及び拘置所の職員
の配置定員について

4. 1 人定  20 人事課長依命通達

16　少年院の職員の配置定員について 4. 1 人定  21 人事課長依命通達
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題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
17　少年鑑別所の職員の配置定員について 4. 1 人定  22 人事課長依命通達

18　地方更生保護委員会の職員の配置定員
について

4. 1 人定  23 人事課長依命通達

19　保護観察所の職員の配置定員について 4. 1 人定  24 人事課長依命通達

20  入国者収容所の職員の配置定員につい
て

4. 1 人定  25 人事課長依命通達

21　地方入国管理局の職員の配置定員につ
いて

4. 1 人定  26 人事課長依命通達

22　法務総合研究所の職員の配置定員につ
いて

4. 1 人定　27 人事課長依命通達

23　給実甲第609号の一部改正について 4. 5 人給 127 人事課長依命通知

24　「期末手当及び勤勉手当の支給につい
て」の一部改正について

4.25 人給 142 人事課長依命通達

25　管理職のマネジメント能力の向上に向
けた取組について

6. 4 人服 407 人事課長依命通知

26　セクシュアル・ハラスメントの防止等
について

6.15 人服 411 人事課長依命通知

27　贈与等報告書，株取引等報告書及び所
得等報告書の様式について

6.20 人服 421 人事課長依命通知

28　給実甲第660号の一部改正について 6.29 人給 207 人事課長依命通知

29　「併任に係る任用状況及び手当支給状
況等の報告について」の一部改正につい
て

7.18 人任 192 人事課長通知

30　平成30年７月豪雨の被害に伴う職員の
職務に専念する義務の免除に関する臨時
措置について

7.18 人服 461 人事課長依命通達

31　平成30年７月豪雨の被災職員等に係る
諸手当の取扱いについて

7.19 人給 215 人事課長通知

32　障害者の任免状況報告に関する制度の
周知について

8.31 人任 240 人事課長通知

33　「懲戒処分の指針について」の一部改
正等について

9.14 人服 496 人事課長依命通知

34　幹部職員の職務に係る倫理の保持につ
いて

10. 5 人服 521 事務次官依命通知
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題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
35　給実甲第28号の一部改正について 10.11 人給 266 人事課長依命通知

36　「級別定数の運用並びに初任給，昇格，
昇給等の取扱いについて」の一部改正に
ついて

10.30 人給 285 人事課長依命通達

37  「期末手当及び勤勉手当の支給につい
て」の一部改正について

11.29 人給 301 人事課長依命通達

38　給与法改正に伴う差額の支給等につい
て

12. 5 人給 304 人事課長依命通達

39　給実甲等の一部改正等について（給実
甲第220号の一部改正等）

12.12 人給 306 人事課長依命通知

40　給実甲第576号の一部改正について 12.12 人給 307 人事課長依命通知

41　人事院事務総長通知の発出について 12.17 人服 595 人事課長依命通知

42　人事院事務総局職員福祉局長通知等の
発出について

12.17 人服 596 人事課長依命通知

43　「人事院事務総長通知の発出について」
等の一部修正について

12.17 人服 597 人事課長依命通知

44　年末年始における綱紀の厳正な保持に
ついて

12.18 人服 598 事務次官通知

45　本省内部部局の職員の配置定員につい
て

12.27 人定　66 人事課長依命通達

46　法務局及び地方法務局の職員の配置定
員について

12.27 人定　67 人事課長依命通達

47　検察庁の職員の配置定員について 12.27 人定　68 人事課長依命通達

48　矯正研修所の職員の配置定員について 12.27 人定　69 人事課長依命通達

49  矯正管区の職員の配置定員について 12.27 人定　70 人事課長依命通達

50　刑務所，少年刑務所及び拘置所の職員
の配置定員について

12.27 人定　71 人事課長依命通達

51　少年院の職員の配置定員について 12.27 人定　72 人事課長依命通達

52　地方更生保護委員会の職員の配置定員
について

12.27 人定　73 人事課長依命通達

53　保護観察所の職員の配置定員について 12.27 人定　74 人事課長依命通達

54　地方入国管理局の職員の配置定員につ
いて

12.27 人定　75 人事課長依命通達
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題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
（会計課）

１　「政府調達に関する協定」等に基づく
入札公告等の官報掲載方法の一部変更に
ついて

2. 8 会   360 会計課長通知

２　平成30年度歳入･歳出予算科目区分の
説明について

3.29 会  1036 会計課長依命通達

３　「会計経理に係る行政文書の保存期間
基準例」の改正について

3.30 会  1096 会計課長・施設課
長通達

４　公共工事の前払金保証事業に関する法
律に規定する保証事業会社の保証に係る
公共工事の代価の前金払について

4.10 会　1177 会計課長依命通知

５　「平成30年度における法務省の障害者
就労施設等からの物品等の調達の推進を
図るための方針」の策定及び同方針の運
用について

5.31 会  1526 会計課長依命通知

６　政府調達における競争参加資格停止・
指名停止情報を共有する仕組みの構築に
ついて

7.30 会　1897 会計課長通知

７　「平成30年度における法務省の中小企
業者に関する契約の方針」の策定及び同
方針の運用について

10.31 会  2569 会計課長・施設課
長依命通知

（国際課）

１　職員の外国出張に伴う外務省に対する
便宜供与依頼事務の取扱い等について

4. 2 国渉 　1 国際課長依命通知

２　公用旅券発給請求等関係事務について 6. 1 国渉　13 国際課長依命通達

（施設課）

１　「法務省所管国有財産事務取扱規程の
運用について」の一部改正について

3.16 施　 426 施設課長依命通知

２　模様替等による一部取壊し部分に係る
価格の算定方法について

3.16 施　 427 施設課長依命通知

３　法務省所管工事監督実施要領について 3.28 施　 837 施設課長通知

４　「建設工事における適正な工事設定等
のためのガイドライン」の改訂について

8. 3 施　1800 施設課長通知
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題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
５　「主任技術者又は監理技術者の「専任」
の明確化について（改正）」について

12.21 施　2321 施設課長通知

（厚生管理官）

１　「法務省職員健康安全管理規程の運用
について」の一部改正について

8.28 厚   128 事務次官依命通達

（司法法制部）  

１ 「保護統計符号表の制定について」の一
部改正について

1.15 司司  16 司法法制部長通知

２　矯正統計符号表の一部改正について 1.15 司司  17 司法法制部長通知

３　「少年矯正統計符号表の制定について」
の一部改正について

2. 1 司司  31 司法法制部長通知

４　刑事統計符号表の一部改正について 3. 1 司司  96 司法法制部長通知

５　「少年矯正統計符号表の制定について」
の一部改正について

3.30 司司 168 司法法制部長通知

６  矯正統計符号表の一部改正について 3.30 司司 171 司法法制部長通知

７ 「保護統計符号表の制定について」の一
部改正について

3.30 司司 172 司法法制部長通知

８　成年後見登記統計要領の一部改正につ
いて

11.27 司司 568 司法法制部長依命
通達

（民事局）

１　「登記・法人設立等関係手続の簡素
化・迅速化に向けたアクションプラン」
に基づく会社の設立登記の優先処理につ
いて

2. 8 民商　19 民事局長通達

２　商業登記等事務取扱手続準則の一部改
正について

2.27 民商　25 民事局長通達

３　法人名の振り仮名を国税庁法人番号公
表サイトにおいて公表するための商業・
法人登記事務の取扱いについて

2.27 民商　26 民事局長通達

４  供託規則の一部改正に伴う供託事務の
取扱いについて

3.16 民商  32 民事局長通達
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題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
５　法定相続情報証明制度に関する事務の
取扱いの一部改正について

3.29 民二 166 民事局長通達

６　割賦販売法の一部改正等に伴う供託事
務の取扱いについて

5.24 民商  59 民事局長通達

７　「法務局及び地方法務局における商
業・法人登記事務の集中化の実施後の商
業・法人登記事務に関する取扱要領」の
一部改正について

10.17 民商 116 民事局長通達

８　所有者不明土地の利用の円滑化等に関
する特別措置法等の施行に伴う不動産登
記事務の取扱いについて

11.15 民二 612 民事局長通達

９　農業経営基盤強化促進法等の一部を改
正する法律の施行に伴う不動産登記事務
の取扱いについて

11.16 民二 613 民事局長通達

10　戸籍届書の標準様式の一部改正につい
て

11.20 民一1602 民事局長通達

11　後見登記等に関する省令の一部を改正
する省令の施行に伴う「後見登記等に関
する事務の取扱いについて」の一部改正
について

11.21 民一1604 民事局長通達

（刑事局）

１　事件事務規程の一部を改正する訓令の
運用について

4.27 刑総 506 刑事局長依命通達

２　「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」
の施行について

5.11 刑制  37 刑事局長依命通達

（矯正局）

１　「受刑者及び少年院在院者に対する就
労支援の実施について」の一部改正につ
いて

1. 9 矯成  21 矯正局長通達

２　「受刑者の移送について」の一部改正
について

1.15 矯成　98 矯正局長依命通達

３　少年院及び少年鑑別所に勤務する法務
教官及び法務技官手帳の制式等について

1.25 矯少　18 矯正局長通達
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題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
４　「准看護師養成所の管理運営について」
の一部改正について　

1.25 矯医　 8 法務事務次官依命
通達

５　「八王子医療刑務所准看護師養成所運
営要綱の運用について」の一部改正につ
いて　

1.25 矯医　 9 矯正局長通達

６　「被収容者の不服申立てに関する訓令
の運用について」の一部改正について

1.29 矯総 220 矯正局長依命通達

７　法務省式心理検査の活用について 2. 5 矯少　22 矯正局長通達

８　市原刑務所において中間的処遇を試行
することについて

2.13 矯成 431 矯正局長通達

９　 ｢受刑者の集団編成に関する訓令の運
用について｣ の一部改正について　　

2.26 矯成 592 矯正局長依命通達

10　 ｢刑事施設の保安表彰に関する訓令の
運用について｣ の一部改正について

2.28 矯成 609 矯正局長依命通達

11　「矯正施設警備救援規程の運用につい
て」の一部改正について

2.28 矯成 610 矯正局長依命通達

12　「矯正施設における医療共助について」
の一部改正について

3. 2 矯医　31 矯正局長通達

13　「管区外の少年院の指定に係る特例措
置について」の一部改正について

3. 7 矯少  38 矯正局長通達

14　被収容者に対するパンの給与について 3.12 矯医　44 矯正局長通達

15　「矯正施設被収容者食料給与規程の運
用について」の一部改正について

3.12 矯医　46 矯正局長依命通達

16　「矯正職員の研修に関する訓令の運用
について」の一部改正について

3.13 矯総 611 矯正局長依命通達

17　「改善指導の標準プログラムについて」
の一部改正について

3.27 矯成 930 矯正局長依命通達

18　「受刑者の移送について」の一部改正
について

3.29 矯成 935 矯正局長依命通達

19　「受刑者の集団編成に関する訓令の運
用について」の一部改正について

3.29 矯成 972 矯正局長依命通達

20　「性犯罪再犯防止指導を受講する受刑
者の移送について」の一部改正について

3.29 矯成 973 矯正局長依命通達

21　「全国矯正職員柔道試合規則について」
の一部改正について

4. 3 矯成 990 矯正局長通達
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題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
22　「受刑者及び少年院在院者に対する就
労支援の実施について」の一部改正につ
いて

4.16 矯成1111 矯正局長通達

23　「公的弁護制度及び即決裁判手続の運
用の開始に関する取扱いについて」の一
部改正について

5.28 矯成1454 矯正局長通達

24　「受刑者の集団編成に関する訓令の運
用について」の一部改正について

5.31 矯成1484 矯正局長依命通達

25　逃走の防止について 6.15 矯成1627 矯正局長通達

26　矯正情報セキュリティ対策実施手順に
ついて

8. 7 矯総2070 矯正局長通達

27　「矯正施設文書取扱規程の実施細目に
ついて」の一部改正について

8.28 矯総2294 矯正局長依命通達

28　「矯正管区文書取扱規程の実施細目に
ついて」の一部改正について

8.28 矯総2295 矯正局長依命通達

29　「矯正研修所文書取扱規程の実施細目
について」の一部改正について

8.28 矯総2296 矯正局長依命通達

30　重大な交通犯罪に係る受刑者の釈放等
に関する情報の警察への提供について

10.31 矯成2732 矯正局長通達

31　「管区外の少年院を指定すべき者の取
扱いについて」の一部改正について

12.20 矯少 205 矯正局長通達

32　「宗教上の儀式行事及び教誨に関する
訓令の運用について」の一部改正につい
て

12.28 矯成3439 矯正局長依命通達

33　「教誨師に対する法務大臣表彰につい
て」の一部改正について

12.28 矯成3440 矯正局長依命通達

34　「藍綬褒章受章候補者の推薦について」
の一部改正について

12.28 矯成3441 矯正局長通達

（保護局）

１　「緊急的住居確保・自立支援対策実施
要領」の一部改正について

1. 5 保更 　1 保護局長通達

２　「緊急的住居確保・自立支援対策」の
実施に係る事務の運用について

1. 5 保更 　2 更生保護振興課長，
観察課長通知
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題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
３　「薬物依存回復訓練の委託の実施につ
いて」の一部改正について

1. 5 保観　 1 保護局長通達

４　「規制薬物等に対する依存がある保
護観察対象者に関する特則の運用につい
て」の一部改正について

1. 5 保観 　2 保護局長通達

５　兵庫県明石市帰住予定者に係る社会復
帰支援の取組について

1.24 保観 　8 観察課長通知

６　「協力雇用主に対する刑務所出所者等
就労奨励金支給制度の実施について」の
一部改正について

3.26 保更　23 保護局長通達

７　「更生保護就労支援事業の実施につい
て」の一部改正について

3.28 保更　26 保護局長通達

８　保護観察所が行う入口支援の実施につ
いて

3.29 保観　25 保護局長通達

９　特別支援ユニットの設置等について 3.29 保観　26 保護局長通達

10　「高齢又は障害により特に自立が困難
な矯正施設収容中の者の社会復帰に向け
た保護，生活環境の調整等について」の
一部改正について

3.29 保観　28 矯正局長，保護局
長通達

11　地方別ＢＢＳスキルアップ研修の実施
について

3.29 保更　32 保護局長通達

12　「刑務所出所者等就労支援の推進につ
いて」の一部改正について

4. 6 保更　37 保護局長通達

13　これからの更生保護事業に関する有識
者検討会の設置等について

4.19 保更　46 保護局長通知

14　更生保護委託費支弁基準第６条の３の
運用に関する留意事項について

6.26 保更　63 総務課長，更生保
護振興課長通知

15　「地方更生保護委員会及び保護観察所
行政文書取扱規則実施細則について」の
一部改正について

9. 3 保総 242 保護局長依命通達

16　ＣＦＰ試行要領の制定について 9.20 保観　66 保護局長通達

17　「更生保護事業法施行規則の運用につ
いて」の一部改正について

11. 2 保更 102 保護局長通達

18　「自立困難者に対する委託事務費の加
算の運用について」の廃止について

11. 2 保更 105 保護局長通達
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題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
19　「「自立困難者に対する委託事務費の
加算の運用について」の留意事項につい
て」の廃止について

11. 2 保更 106 総務課長，更生保
護振興課長通知

20　「被保護者の自立を支援する業務を補
助する賃金職員を配置する更生保護施設
の指定について」の廃止について

11. 2 保更 107 総務課長，更生保
護振興課長通知

（人権擁護局）

１　人権相談対応研修の実施について（依
命通知）

2. 5 権総  21 総務課長依命通知

２　平成30年度啓発活動重点目標及び強調
事項について

2.23 権啓  20 人権擁護局長通達

３　いじめ相談への適切な措置の推進につ
いて（通知）

3.29 権調  32 総務課長・調査救
済課長通知

４　児童虐待防止対策の強化に向けた緊急
総合対策への適切な対応について（通知）

7.26 権調  77 調査救済課長・人
権啓発課長通知

５　平成30年度「北朝鮮人権侵害問題啓発
週間」について

10. 3 権啓  66 人権擁護局長通達

６　「第70回人権週間」について 10. 5 権啓  70 人権擁護局長通達

７　インターネット上の同和地区に関する
識別情報の摘示事案の立件及び処理につ
いて（依命通知）

12.27 権調 120 調査救済課長依命
通知

（入国管理局）

１　難民認定事務取扱要領の一部改正につ
いて

1.12 管総  82 入国管理局長通達

２　「入国・在留審査要領」の一部改正に
ついて

1.12 管在 210 入国管理局長通達

３　「難民認定制度の濫用・誤用的な再申
請者の帰国促進に係る措置の試行につい
て（指示）」の廃止について

1.15 管総 145 入国管理局長通達

４　上陸審判要領の一部改正について 1.15 管審 123 入国管理局長通達

５　「自動化ゲートシステム事務処理要領」
の一部改正について

3.15 管在1846 入国管理局長通達
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題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
６　法務大臣への請訓を不要とする難民認
定申請案件の指定について

3.19 管総1275 入国管理局長通達

７　難民認定事務取扱要領の一部改正につ
いて

3.30 管総1477 入国管理局長通達

８　上陸審判及び違反審判各手続における
地方入国管理局長への権限委任に関する
管下地方入国管理官署の長への専決の承
認及び主任審査官の行う事務について

3.30 管審1157 入国管理局長依命
通達

９　仮放免取扱要領の一部改正について 4.17 管警  75 入国管理局長通達

10　行政職（一）３級の難民調査官に担当
させることができる難民認定申請案件に
ついて

4.20 管総1841 入国管理局長通達

11　「入国・在留審査要領」の一部改正に
ついて

4.20 管在2577 入国管理局長通達

12　「入国・在留審査要領」の一部改正に
ついて

5.14 管在2991 入国管理局長通達

13　「入国・在留審査要領」の一部改正に
ついて

5.17 管在3071 入国管理局長通達

14　ワーキング・ホリデー制度に関する日
本国政府とスペイン王国政府との間の協
定の発効について

6. 5 管在3529 入国管理局長通達

15　「自動化ゲートシステム事務処理要領」
の一部改正について

6. 8 管在3639 入国管理局長通達

16　「自動化ゲートシステム事務処理要領」
の一部改正について

7. 2 管在4207 入国管理局長通達

17　法務大臣への請訓を不要とする難民認
定申請案件の追加について

7. 5 管総3210 入国管理局長通達

18　被収容者の難民認定申請案件（収容案
件）に係る対応方針について

7.27 管総3480

19　「入国・在留審査要領」の一部改正に
ついて

8. 8 管在5157 入国管理局長通達

20　我が国とアイスランド共和国との間の
ワーキング・ホリデー制度の導入に伴う
取扱について

8.30 管在5753 入国管理局長通達
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題　名　又　は　件　名 月 日 記号番号 備　　　考
21　「入国・在留審査要領」の一部改正に
ついて

9. 4 管在5839 入国管理局長通達

22　「入国・在留審査要領」の一部改正に
ついて

10. 2 管在6528 入国管理局長通達

23　「入国・在留審査要領」の一部改正に
ついて

10. 9 管在6673 入国管理局長通達

24　我が国とチェコ共和国との間のワーキ
ング・ホリデー制度の導入に伴う取扱に
ついて

10.24 管在7145 入国管理局長通達

25　法務大臣への請訓を不要とする難民認
定申請案件の指定について

11.13 管総6042 入国管理局長通達

26　「入国・在留審査要領」の一部改正に
ついて

12.10 管在8455 入国管理局長通達

27　ルーマニア一般旅券所持者に対する査
証免除措置に係る「入国・在留審査要領」
の一部改正について

12.27 管在9009 入国管理局長通達

28　「入国・在留審査要領」の一部改正に
ついて

12.28 管在9067 入国管理局長通達
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７　平成30年法務省主要行事等一覧

行　事　等　の　名　称 実　施　月　日
（秘書課）
　（会　同）  
検察長官会同 2.21・22，9.27
検事長会同 2.20，7.3，11.20
　（式　典）
春の叙勲による勲章伝達式 5.9
第30回危険業務従事者叙勲による勲章伝達式 5.11
春の藍綬褒章及び黄綬褒章伝達式 5.15
秋の叙勲による勲章伝達式 11.8
第31回危険業務従事者叙勲による勲章伝達式 11.12
秋の藍綬褒章及び黄綬褒章伝達式 11.14

（人事課）
司法試験 5.16・17・19・20
司法試験予備試験短答式試験 5.20
法務省専門職員（人間科学）採用試験 6.10，7.10～12
副検事の選考筆記試験 7.9
検察官特別考試筆記試験 7.10～7.12
司法試験予備試験論文式試験 7.15・16
刑務官採用試験 9.16，10.18～24
入国警備官採用試験 9.23，10.23～25
副検事の選考口述試験 10.5・9
司法試験予備試験口述試験 10.27・28

（会計課）
法務局・地方法務局会計課長会同 5.23
刑事施設等予算担当課長会同 5.25
地方更生保護委員会事務局総務課長・会計課長及び保護観察
所企画調整課長会同

5.29

地方入国管理局・入国者収容所総務課長・会計課長会同 5.30
検察庁会計課長会同 6.5
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行　事　等　の　名　称 実　施　月　日
（民事局）
法務局長事務打合せ会 1.16・17
法務局・地方法務局会計課長会同 5.22・23
法務局長・地方法務局長会同 6.14・15
法務局・地方法務局首席登記官会同 9.26
法務局総務・民事行政部長会同 10.3・4
法務局民事行政調査官・統括監査専門官事務打合せ会 10.18
法務局・地方法務局供託課長会同 10.23
法務局･地方法務局庶務･職員･総務課長会同 10.26
法務局･地方法務局登記情報システム管理官事務打合せ会 11.15
法務局長事務打合せ会 12.5・6

（刑事局）
司法修習生指導担当検事協議会 1.19
検察長官会同 2.21・22
副検事会同 3.14
検察庁会計課長会同 6.5
検察庁事務局長会同 6.12
性犯罪及び児童虐待等事件への対処に係る検事会同 7.11
平成30年度検察官・国税査察官合同中央協議会 9.4・5
検察長官会同 9.27
全国次席検事会同 10.24・25
平成30年度検察官・国税査察官合同地方協議会（第１回） 11.8・9
組織犯罪担当検事会同 11.21
検務実務家会同 11.29
平成30年度検察官・国税査察官合同地方協議会（第２回） 12.4・5
高等検察庁事務局長協議会 12.13

（矯正局）
　（会　同）
矯正管区長等協議会 1.12
矯正関係予算担当課長等会同（刑事施設） 5.26
矯正関係予算担当課長等会同（少年施設） 5.30
矯正管区長等協議会 5.29
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行　事　等　の　名　称 実　施　月　日
刑事施設長会同 5.31・6.1
少年院長会同 6.19
女子刑事施設協議会 7.24・25
少年鑑別所長会同 7.12
被収容者処遇対策協議会 6.30
少年院処遇問題協議会 9.26
矯正管区長等協議会 10.12
矯正医療対策協議会 10.18
刑事施設分類教育協議会 10.27
矯正管区第二部長等協議会 10.27・28
鑑別・観護処遇・地域援助協議会 10.12
矯正管区第三部長等協議会 11.20・21
矯正管区首席管区監査官等協議会 11.27・28
矯正管区第一部長等協議会 12.5・6
　（その他）
全国刑務所作業製品展示即売会（第59回全国矯正展） 6.2・3

（保護局）
　（会　同）
地方更生保護委員会事務局長協議会 4.20
地方更生保護委員会事務局総務課長・会計課長及び保護観察
所企画調整課長会同

5.29

地方更生保護委員会委員長・保護観察所長会同 6.21･22
地方更生保護委員会委員長会同 6.22
地方更生保護委員会事務局首席・統括審査官等及び保護観察
所首席・統括保護観察官会同

6.12～7.25

地方更生保護委員会委員長会同 10.10・11
地方更生保護委員会事務局長会同 11.21・22
　（その他）
平成29年度医療観察制度中央連絡協議会 1.18
平成29年度地方保護司連盟及び保護司会連合会会長等協議会 2.20
平成30年度地方保護司連盟及び保護司会連合会会長等協議会 5.24
平成30年度地方更生保護委員会新任委員セミナ- 6.14・15
第55回記念“日本更生保護女性の集い” 6.5
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行　事　等　の　名　称 実　施　月　日
平成30年度保護司等中央研修会 9.27
保護司特別功労章授与式 9.27
第59回ＢＢＳ会員中央研修会 9.29・30
平成30年度更生保護女性会員中央研修 10.23～25

（人権擁護局）
平成29年度人権シンポジウム「外国人と人権～違いを認め合
う共生社会を目指して～」（広島市）

1.27

ハンセン病に関する「親と子のシンポジウム」（青森市） 7.21
全国一斉「子どもの人権110番」強化週間 8.29～9.4
人権擁護委員に対する法務大臣表彰式 10.22
平成30年度人権シンポジウム「震災と人権　人権に配慮した
被災者支援・避難所運営の在り方－私たちにできること－」

（高知市）

11.10

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間 11.12～18
平成30年度人権シンポジウム「世界人権宣言・人権擁護委員
制度70周年記念シンポジウム～」（東京都千代田区）

12.1

第70回人権週間 12.4～10
平成30年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間 12.10～15
政府主催国際シンポジウム「拉致問題を含む北朝鮮人権状況
改善に向けた北朝鮮の具体的な行動を引き出すための国際連
携のあり方」（東京都千代田区）

12.15

（入国管理局）
地方入国管理局・入国者収容所総務課長・会計課長会同 5.30
地方入国管理局長・入国者収容所長会同 6.26
地方入国管理局・入国者収容所警備監理官・首席入国警備官
会同

9.11

地方入国管理局審査監理官・首席審査官会同 10.17～18
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８　平成30年法務省主要人事一覧

職　　　　　名 平成30年１月１日現在 平成30年12月31日までの異動
本　　　省

法 務 大 臣 上　川　陽　子� 山　下　貴　司（30.10. 2）
法　務　副　大　臣 　梨　康　弘� 平　口　　　洋（30.10. 4）
大 臣 政 務 官 山　下　貴　司� 門　山　宏　哲（30.10. 4）

　
事 務 次 官 黒　川　弘　務 　
官 房 長 辻　　　裕　教 小　山　太　士（30. 1. 9）
官房サイバーセキュリティ・情報化審議官 吉　田　研一郎 今　福　章　二（30. 1. 9）
官房政策立案総括審議官 （30.4.1組織改編により新設） 金　子　　　修（30. 4. 1）
官 房 審 議 官 金　子　　　修 （30.4.1組織改編により廃止）
官 房 審 議 官 　池　　　浩 山　内　由　光（30. 2.26）
官 房 審 議 官 筒　井　健　夫 　
官 房 審 議 官 加　藤　俊　治 　
官 房 審 議 官 武　笠　圭　志 清　野　正　彦（30. 4. 1）
官 房 審 議 官 西　山　卓　爾 　  
官 房 審 議 官 大　橋　　　哲 　
官 房 審 議 官 佐々木　聖　子 　
官 房 参 事 官 大　原　義　宏
官 房 参 事 官 中　辻　雄一朗 竹　林　俊　憲（30. 4. 1）
官 房 参 事 官 上　原　　　龍 是　木　　　誠（30. 8.13）
官 房 参 事 官 小　林　康　彦 澁　谷　勝　海（30.10. 1）
官 房 参 事 官 初　又　且　敏   
官 房 参 事 官 内　野　宗　揮 　
官 房 参 事 官 加　藤　経　将 古　宮　久　枝（30. 4. 1）
官 房 参 事 官 本　田　久　人 花　村　博　文（30. 4. 1）
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職　　　　　名 平成30年１月１日現在 平成30年12月31日までの異動
秘 書 課 長 松　本　　　裕
人 事 課 長 伊　藤　栄　二
会 計 課 長 田野尻　　　猛 松　下　裕　子（30. 7.19）
国　　際　　課　　長 （30.4.1組織改編により新設） 松　井　信　憲（30. 4. 1）
施 設 課 長 佐　藤　　　淳   
厚 生 管 理 官 江　崎　孝　司 岩　坂　敏　光（30. 4. 1）
司 法 法 制 部 長 小　出　邦　夫 　
司 法 法 制 課 長 吉　川　　　崇 福　原　道　雄（30. 7.19）
審 査 監 督 課 長 金　沢　孝　志 三　宅　啓　介（30. 4. 1）

民 事 局 長 小野瀬　　　厚 　
総 務 課 長 野　口　宣　大   
民 事 第 一 課 長 渡　邊　ゆ　り 杉　浦　直　紀（30. 4. 1）
民 事 第 二 課 長 坂　本　三　郎 村　松　秀　樹（30. 8. 1）
商 事 課 長 松　井　信　憲 宮　崎　拓　也（30. 8. 1）
民 事 法 制 管 理 官 堂　薗　幹一郎 　

刑 事 局 長 林　　　眞　琴 辻　　　裕　教（30. 1. 9）
総 務 課 長 松　下　裕　子 吉　川　　　崇（30. 7.19）
国 際 課 長 山　内　由　光 （30.4.1組織改編により廃止）
刑 事 課 長 濱　　　克　彦 　
公 安 課 長 内　藤　惣一郎
刑 事 法 制 管 理 官 保　坂　和　人 　
国 際 刑 事 管 理 官 （30.4.1組織改編により新設） 東　山　太　郎（30. 4. 1）

矯 正 局 長 富　山　　　聡 名　執　雅　子（30. 9. 3）
総 務 課 長 島　　　孝　一 松　村　憲　一（30. 4. 1）
成 人 矯 正 課 長 松　村　憲　一 中　川　忠　昭（30. 4. 1）
少 年 矯 正 課 長 木　村　　　敦 小　山　定　明（30. 4. 1）
矯 正 医 療 管 理 官 中　山　　　鋼 針　田　　　哲（30. 4. 1）
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職　　　　　名 平成30年１月１日現在 平成30年12月31日までの異動
保 護 局 長� 畝　本　 　美
総 務 課 長 今　福　章　二 古　田　康　輔（30. 1. 9）
更生保護振興課長 古　田　康　輔 古　川　芳　昭（30. 1. 9）
観 察 課 長 宮　田　祐　良 大　塲　玲　子（30. 4. 1）

人 権 擁 護 局 長 名　執　雅　子 髙　嶋　智　光（30. 9. 3）
総 務 課 長 佐久間　佳　枝 　
調 査 救 済 課 長 前　田　敦　史 大　橋　光　典（30. 4. 1）
人 権 啓 発 課 長 中　村　　　誠   

訟 務 局 長 舘　内　比佐志   
訟 務 企 画 課 長 松　本　明　敏   
民 事 訟 務 課 長 新　田　和　憲 山　口　　　浩（30.10. 1）
行 政 訟 務 課 長 清　野　正　彦 須　賀　康太郎（30. 4. 1）
租 税 訟 務 課 長 保木本　正　樹   
訟 務 支 援 管 理 官 山　﨑　栄一郎 小　林　康　彦（30. 4. 1）

入 国 管 理 局 長 和　田　雅　樹   
総 務 課 長 佐　藤　　　剛   
入 国 在 留 課 長 丸　山　秀　治   
審 判 課 長 根　岸　　　功 岡　本　　　章（30. 8. 8）
警 備 課 長 君　塚　　　宏   
出入国管理情報官 福　原　申　子   
（施設等機関）   

法 務 総 合 研 究 所 長 佐久間　達　哉   
矯 正 研 修 所 長 鈴　木　明　人 小　山　和　己（30. 4. 1）
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職　　　　　名 平成30年１月１日現在 平成30年12月31日までの異動
（地方支分部局）

（法 務 局 長）

東 京 秋　山　仁　美 岩　山　伸　二（30. 7.25）
大 阪 森木田　邦　裕 杉　浦　徳　宏（30. 4. 1）
名 古 屋 小　栗　健　一 杉　本　秀　敏（30. 4.11）
広 島 喜　多　剛　久 醍　醐　邦　治（30. 4. 1）
福 岡 余　田　武　裕 鎌　倉　克　彦（30. 4. 1）
仙 台 秦　　　愼　也 西　江　昭　博（30. 4. 1）
札 幌 鎌　倉　克　彦 堀　　　恩　惠（30. 4. 1）
高 松 松　尾　泰　三 石　山　順　一（30. 4. 1）
（矯正管区長）

東 京 倉　本　修　一 島　　　孝　一（30. 4. 1）
大 阪 高須賀　英　治 東小薗　　　誠（30. 4. 1）
名 古 屋 東小薗　　　誠 松　田　　　治（30. 4. 1）
広 島 西　村　重　則 髙　橋　真次郎（30. 4. 1）
福 岡 別　府　公　昭 黒　柳　　　誠（30. 4. 1）
仙 台 黒　柳　　　誠 角　田　康　彦（30. 4. 1）
札 幌 葛　西　康　弘 柿　崎　伸　二（30. 4. 1）
高 松 金　子　陽　子 小　林　弘　明（30. 4. 1）

地方更生保護
 委員会委員長 

関 東 平　尾　博　志 吉　田　研一郎（30. 1. 9）
近 畿 大　矢　　　裕 荒　木　龍　彦（30. 4. 1）
中 部 中　川　利　幸 齋　場　昌　宏（30. 4. 1）
中 国 荒　木　龍　彦 稲　葉　　　保（30. 4. 1）
九 州 関　口　　　裕 西瀬戸　伸　子（30. 4. 1）
東 北 齋　場　昌　宏 幸　島　　　聡（30. 4. 1）
北 海 道 稲　葉　　　保 永　井　文　昭（30. 4. 1）
四 国 西瀬戸　信　子 井　坂　　　巧（30. 4. 1）
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職　　　　　名 平成30年１月１日現在 平成30年12月31日までの異動
（地方入国管理局長）

東 京 伊　東　勝　章 福　山　　　宏（30. 4. 1）
大 阪 福　山　　　宏 建　山　宜　行（30. 4. 1）
名 古 屋 藤　原　浩　昭   
広 島 内　田　省　二 田　口　敬　治（30. 4. 1）
福 岡 石　岡　邦　章 　
仙 台 南　　　博　之 山　本　広　行（30. 8.31）
札 幌 建　山　宜　行 堀　場　　　淳（30. 4. 1）
高 松 北　村　晃　彦   
外 　 　 　 局
（公安審査委員会）

公安審査委員会委員長 房　村　精　一
（公安調査庁）

公 安 調 査 庁 長 官 中　川　清　明
公 安 調 査 庁 次 長 杉　山　治　樹 浦　田　啓　一（30. 1. 9）
公安調査庁研修所長 末　竹　貴　博 丸　谷　明　彦（30. 4. 1）
（公安調査局長）

関 東 住　吉　邦　彦 佐　藤　裕　一（30. 4. 1）
近 畿 佐　藤　裕　一 竹　田　公　政（30. 4. 1）

植　田　康　文（30.10. 1）
中 部 植　田　康　文 片　山　基　司（30.10. 1）
中 国 井　上　滋　文
九 州 竹　田　公　政 渡　邊　　　修（30. 4. 1）
東 北 玉　㟢　裕　幸
北 海 道 片　山　基　司 岡　村　雅　弘（30.10. 1）
四 国 松　野　　　晃 日下部　清　次（30. 4. 1）
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職　　　　　名 平成30年１月１日現在 平成30年12月31日までの異動
検　察　庁

（最高検察庁）

検 事 総 長 西　川　克　行 稲　田　伸　夫（30. 7.25）
次 長 検 事 八　木　宏　幸 堺　　　　　徹（30. 7.25）
事 務 局 長 扇　谷　俊　春 山　口　博　之（30. 4. 1）
（高等検察庁）

（検　事　長）

東 京 稲　田　伸　夫 八  木  宏  幸（30. 7.25)
大 阪 三　浦　　　守 上　野　友　慈（30. 2.26）
名� � � � � � �古� � � � � � �屋 青　沼　隆　之 林　　　眞　琴（30. 1. 9）
広 島 齊　藤　雄　彥 稲　川　龍　也（30. 1. 9）
福 岡 野々上　　　尚 榊　原　一　夫（30. 2.26）
仙 台 堺　　　　　徹 大　谷　晃　大（30. 7.25）
札 幌 上　野　友　慈 井　上　　　宏（30. 2.26）
高 松 稲　川　龍　也 小　川　新　二（30. 1. 9）

（事 務 局 長） 　
東 京 佐　藤　美知幸 桂　　　大　輔（30. 4. 1）
大 阪 渡　邉　孝　明 森　田　久　弘（30. 4. 1）
名 古 屋 木　村　憲　彦 北　條　　　潔（30. 4. 1）
広 島 山　口　博　之 坂　本　　　淳（30. 4. 1）
福 岡� 早　川　　　誠 直　江　啓　司（30. 4. 1）
仙 台 桂　　　大　輔 江　崎　孝　司（30. 4. 1）
札 幌 阿　部　由紀雄 田　邉　孝　文（30. 4. 1）
高 松 森　田　久　弘�� 加　畑　和　宏（30. 4. 1）
（地方検察庁）

（検　事　正）

東 京 甲　斐　行　夫 　
横 浜 大　谷　晃　大 中　原　亮　一（30. 7.25)
さ い た ま 落　合　義　和 東　　　　　弘（30. 2.26）
千 葉 片　岡　　　弘 北　村　　　篤（30. 2.26）
水 戸 田　中　素　子 　岡　敏　晃（30. 9. 3）
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職　　　　　名 平成30年１月１日現在 平成30年12月31日までの異動
宇 都 宮 武　田　典　文 阪　井　　　博（30.10.30）
前 橋 森　　　悦　子 　山　　　巌（30. 1.22）
静 岡 奥　村　淳　一 神  村  昌  通（30.10.30）
甲 府 髙　橋　久　志 宮　川　博　行（30.10.30）
長 野 畔　柳　章　裕 吉　田　誠　治（30. 1.22）
新 潟 吉　田　安　志 関      隆  男（30.10.30）
大 阪 榊　原　一　夫 北　川  健太郎（30. 2.26）
京 都 加　藤　朋　寛 田　中　素　子（30. 2.26）
神 戸 髙　﨑　秀　雄 杉　山　治　樹（30. 1.22）
奈 良 森　本　和　明 　池　　　浩（30. 2.26）
大 津 浦　田　啓　一 吉  池  浩  嗣（30. 1. 9）
和 歌 山 小　野　正　弘 山  本  幸  博（30. 6.25）
名 古 屋 井　上　　　宏 片  岡      弘（30. 2.26）

津 松　並　孝　二 長  谷      透（30. 1.22）
岐 阜 玉　置　俊　二 原  島      肇（30. 6.25）
福 井 山　元　裕　史 秋　山　仁　美（30. 7.25）  
金 沢 阪　井　　　博 森  脇  尚  史（30.10.30）
富 山 水　沼　祐　治 佐  藤  隆  文（30. 1.22）
広 島 北　村　　　篤 山　下　隆　志（30. 2.26）
山 口 西　谷　　　隆 矢　本　忠　嗣（30. 7.19）
岡 山 中　井　隆　司 畑  野  隆  二（30. 4.11）
鳥 取 仁　田　良　行 植  村      誠（30. 2.26）
松 江 國　分　敬　一 佐  藤  光  代（30. 4.11）
福 岡 山　田　賀　規 堀      嗣亜貴（30. 1.22）
佐 賀 矢　本　忠　嗣 恒  川  由理子（30. 7.19）
長 崎 山　下　隆　志 仁  田  良  行（30. 2.26）
大 分 佐　野　仁　志 木  村  泰  昌（30. 2.26）
熊 本 中　村　周　司   
鹿 児 島 村　瀬　正　明 古  谷  伸  彦（30.10.30）
宮 崎 長　谷　　　透 早  川  幸  延（30. 1.22）
那 覇 林　　　秀　行 中  村      孝（30. 6.25）
仙 台 堀　　　嗣亜貴 畔　柳　章　裕（30. 1.22）
福 島 小　澤　正　義 佐　野　仁　志（30. 2.26）
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職　　　　　名 平成30年１月１日現在 平成30年12月31日までの異動
山 形 　西　敬　一 吉　田　　　久（30. 7.25）
盛 岡 大　 　　　明 佐  藤  美由 （30. 1.22）
秋 田 川　原　隆　司 木　村　匡　良（30. 1.22）
青 森 　瀨　勝　重 西　村　尚　芳（30. 4.11）
札 幌 東　　　　　弘 小　澤　正　義（30. 2.26）
函 館 宇　川　春　彦 山　本　真千子（30. 6.25）
旭 川 岩　山　伸　二 長谷川　　　保（30. 7.25)
釧 路 佐　藤　主　税 尾　崎　寛　生（30.10.30）
高 松 吉　田　正　喜 千  田  恵  介（30. 6.25）
徳 島 瀬　戸　　　毅 互      敦  史（30. 6.25）
高 知 吉　池　浩　嗣 山  西  宏  紀（30. 9. 3）
松 山 髙　嶋　智　光 白  木      功（30. 7.19）
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９　第196回国会提出法律案審議経過一覧
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付
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日

趣
旨
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議

日

採
決
月
日

裁判所職員定員法の一
部を改正する法律案

2/6 2/6
衆17:00
参17:02

10 3/27 3/28 3/30 3/30 4/3 4/4 4/5 4/10 4/10 4/11 4/18 14 平成30年4月
18日

趣旨説明要求： 立憲，希望，無会，
共産，維新

人事訴訟法等の一部を
改正する法律案

2/6 2/6
衆17:00
参17:02

11 4/3 4/4 4/6 4/6 4/10 4/11 4/12 4/17 4/17 4/18 4/25 20 公布の日から
起算して1年6
月を超えない
範囲内におい
て政令で定め
る日

趣旨説明要求： 立憲，希望，無会，
共産，維新

商法及び国際海上物品
運送法の一部を改正す
る法律案

2/6 2/6
衆17:00
参17:02

12 4/12 4/13 4/18 4/18 4/19 5/14 5/15 5/17 5/17 5/18 5/25 29 一部の規定を
除き，公布の
日から起算し
て1年を超え
ない範囲内に
おいて政令で
定める日

趣旨説明要求： 立憲，希望，無会，
共産，維新

民法の一部を改正する
法律案

3/13 3/13
衆17:00
参17:02

55 4/24 5/9 5/11, 5/15, 5/16, 
5/22, 5/25

5/25 5/29 5/30 5/31 5/31, 6/5,
6/7, 6/12

6/12 6/13 6/20 59 一部の規定を
除き，平成34
年4月1日

本会議登壇 4/24（衆），5/30（参）
附帯決議（参）

趣旨説明要求： 立憲，希望，無会，
共産，維新

民法及び家事事件手続
法の一部を改正する法
律案

3/13 3/13
衆17:00
参17:02

58 6/5 6/6 6/8, 6/13, 6/15 6/15 6/19 6/25 6/26 6/28, 7/3, 
7/5

7/5 7/6 7/13 72 一部の規定を
除き，公布の
日から起算し
て1年を超え
ない範囲内に
おいて政令で
定める日

附帯決議（衆，参）

趣旨説明要求： 立憲，希望，無会，
共産，維新

法務局における遺言書
の保管等に関する法律
案

3/13 3/13
衆17:00
参17:02

59 6/5 6/6 6/8, 6/13, 6/15 6/15 6/19 6/25 6/26 6/28, 7/3, 
7/5

7/5 7/6 7/13 73 公布の日から
起算して2年
を超えない範
囲内において
政令で定める
日

附帯決議（衆，参）

趣旨説明要求： 立憲，希望，無会，
共産，維新

（30.1.22～30.7.22　182日間）
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区　　分

件　　名

閣

議

国　 会 衆　　　　　議　　　　　院 参　　　議　　　院 公

布

月

日

法

律

番

号

施

行

月

日

備　　　　　考

提

出

月

日

番

号

委　　　員　　　会 採

決

月

日

本

会

議

委　　員　　会 採

決

月

日

本

会

議

付
託
月
日

提
案
理
由

審

議

日

採
決
月
日

付
託
月
日

趣
旨
説
明 

審

議

日

採
決
月
日

（議員立法）

組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に
関する法律の一部を改
正する法律案

（195）
12/6

（195）
衆8

（196）
1/22

提出者： 山尾志桜里（衆・立）外
７名

継続審査（第195回提出）

趣旨説明要求：希望，維新

東日本大震災の被災者
に対する援助のための
日本司法支援センター
の業務の特例に関する
法律の一部を改正する
法律案

（196）
3/23

（196）
衆8

3/23 3/23 3/27 3/27 3/29 3/29 3/29 3/30 3/31 5 平成30年3月
31日

提出者： 衆・法務委員長（委員会
発議）

民法の一部を改正する
法律案

（196）
6/14

（196）
衆37

（196）
7/18

提出者： 山尾志桜里（衆・立）外
５名

継続審査（第196回提出）

趣旨説明要求：維新

民法の一部を改正する
法律案

（196）
6/19

（196）
参18

提出者： 小川敏夫（参・立）外４
名

廃案
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10　第197回臨時国会提出法律案審議経過一覧
（30.10.24～30.12.10　48日間）

区　　分

件　　名

閣

議

国　 会 衆　　　　　議　　　　　院 参　　　議　　　院 公

布

月

日

法

律

番

号

施

行

月

日

備　　　　　考

提

出

月

日

番

号

委　　　員　　　会 採

決

月

日

本

会

議

委　　員　　会 採

決

月

日

本

会

議

付
託
月
日

提
案
理
由

審

議

日

採
決
月
日

付
託
月
日

趣
旨
説
明 

審

議

日

採
決
月
日

出入国管理及び難民認
定法及び法務省設置法
の一部を改正する法律
案

11/2 11/2
衆17:00
参17:02

1 11/13 11/21 11/21, 11/22, 11/26, 
11/27

11/27 11/27 11/28 11/29 11/29, 
12/4, 

12/5, 12/6

12/8 12/8 12/14 102 一部の規定を
除き，平成31
年4月1日

本会議登壇： 11/13（衆）,11/28（参）
附帯決議（衆，参）

趣旨説明要求： 立憲，国民，無会，
共産，維新

裁判官の報酬等に関す
る法律の一部を改正す
る法律案

11/6 11/6
衆17:00
参17:02

6 11/14 11/14 11/14,11/16 11/16 11/20 11/20 11/20 11/22 11/22 11/28 11/30 85 平成30年11月
30日

趣旨説明要求： 立憲，国民，無会，
共産，維新

検察官の俸給等に関す
る法律の一部を改正す
る法律案

11/6 11/6
衆17:00
参17:02

7 11/14 11/14 11/14,11/16 11/16 11/20 11/20 11/20 11/22 11/22 11/28 11/30 86 平成30年11月
30日

趣旨説明要求： 立憲，国民，無会，
共産，維新

（議員立法）

組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に
関する法律の一部を改
正する法律案

（195）
12/6

（195）
衆8

（196）
1/22

（197）
10/24

提出者： 山尾志桜里（衆・立）外
６名

継続審査（第195回提出）

趣旨説明要求：国民，維新

民法の一部を改正する
法律案

（196）
6/14

（196）
衆37

（196）
7/18

（197）
10/24

提出者： 山尾志桜里（衆・立）外
４名

継続審査（第196回提出）

趣旨説明要求：維新

外国人労働者等の出入
国及び在留の適切な管
理に関する法律案

（197）
11/29

（197）
参69

（197）
11/29

12/4 12/4, 
12/5, 12/6

提出者：櫻井充（参・国）外１名
廃案

趣旨説明要求：
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11　年　表
� （平成30年１月１日～12月31日）

月 ��日 事　　　　　　　　　　　　　項

1月14日
～17日

法務大臣が政府要人等との意見交換等のためタイ及びマレーシアに出
張

2月13日 ルーマニア法務大臣が法務大臣を表敬訪問

4月11日 英国外務副大臣が法務大臣を表敬訪問

5月 3日
～6日

法務大臣が政府要人及び国際機関の要人等との意見交換等のため英国
及びオーストリアに出張

5月 9日 春の叙勲による勲章伝達式

5月11日 第30回危険業務従事者叙勲による勲章伝達式

5月15日 春の藍綬褒章及び黄綬褒章伝達式

6月12日 ベトナム副首相が法務大臣を表敬訪問

7月 1日
～31日

第68回“社会を明るくする運動”強調月間

8月28日 国連薬物・犯罪事務所（ＵＮＯＤＣ）事務局長が法務大臣を表敬訪問

10月 1日
～ 7日

第59回法の日週間

10月 9日 スリランカ司法・刑務所改革大臣が法務大臣を表敬訪問

10月10日 インドネシア法務・人権大臣が法務大臣を表敬訪問

11月 1日 香港法務長官が法務大臣を表敬訪問

11月 8日 秋の叙勲による勲章伝達式

11月12日 第31回危険業務従事者叙勲による勲章伝達式

11月14日 秋の藍綬褒章及び黄綬褒章伝達式 

11月16日 沖縄少年院及び沖縄女子学園落成式
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